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１．研究の課題と方法  

 

１．１  本研究における調査対象施設 ・機関の概要  

１．１．１  各施設 ・機関の関係  

 本研究では、非行少年の処遇（教育・支援）や地域移行支援に関わ

る機関・施設を調査対象にしている。そのため、まず各施設間の関係

や概要につ い て 整 理 し て い く。  

 少年事件 が 発 生 し た 場 合 の手続は図 ０ -１及び図 ０ -２の通りである。ま

た、児童自立支援施設と自立援助ホームは、家庭裁判所による送致以

外に、要保護児童を中心に児童相談所からの措置入所も行われている

（図 ０ -３）。  

 

 

図 ０ -１  少年事件処理手続き概略図 （内閣府 （2017）「子供 ・若者白書平

成 ２９年版 」p .103 より引用 ）  
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図 ０ -２  少年審判と処遇の流れ  （法務省ウェブサイトより引用 ）  

 

 

図 ０ -３  児童自立支援施設への入所経路 （児 童自立支援施設 ・沖 縄県立

若夏学院 HP より引用 ）  

 

 上記のとおり、少年非行には家庭・学校・警察等が支援や関わりの

最初の「入口」といえる。本研究では具体的な関わりの「入口」とも

いえる少年 鑑 別 所 か ら 、地 域移行の「出口」に関わる保護観察所や自

立援助ホー ム を 研 究 対 象 と している（図 ０ -４）。  
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図 ０ -４  本研究における調査対象機関 ・施設の位置付け  

 

１．２  調査対象機関 ・施設概要  

 以下に各 施 設 の 概 要 を 述 べる   

１．２．１  児童自立支援施設  

 児童福祉法第 44 条 に 基 づき設置されている。  

児童福祉 法 第 4 4 条 「 児 童自立支援施設は、不良行為をなし、又は

な す お そ れ の あ る 児 童 及 び 家 庭 環 境 そ の 他 の 環 境 上 の 理 由 に よ り 生

活 指 導 等 を 要 す る 児 童 を 入 所 さ せ 、 又 は 保 護 者 の 下 か ら 通 わ せ て 、

個々の児童 の 状 況 に 応 じ て 必要な指導を行い、その自立を支援し、あ

わ せ て 退 所 し た 者 に つ い て 相 談 そ の 他 の 援 助 を 行 う こ と を 目 的 と す

る施設とする。」  

 

児童自立 支 援 施 設 は 、 1 99 8 年の児童福祉法改正により、「教護院」

から名称を 変 更 し 、対 象 の 中心である子どもの行動上の問題、特に非

行 問 題 に 加 え 、「 家 庭 環 境 そ の 他 の 環 境 上 の 理 由 に よ り 生 活 指 導 等 を

要する児童」も対象 に加えられた。通所、家庭環境の調整、地域支援、

アフターケ ア な ど の 機 能 充 実を図りつつ、非行ケースへの対応はもと

より、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿としての役割

を果たして い る 。  

 児童自立 支 援 施 設 は 、職員である実夫婦とその家族が小舎に住み込
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み、家庭的な生活の中で入所児童に一貫性・継続性のある支援を行う

という伝統 的 な 小 舎 夫 婦 制 や、小舎交代制という支援形態で展開して

きた施設であり、小規模による家庭的なケアを １世紀以上にわたって

実践してき た 。  

 専門性を 有 す る 職 員 を 配 置し、「枠のある生活」を基盤とする中 で、

子どもの健 全 で 自 主 的 な 生 活を志向しながら、規則の押しつけではな

く、家庭的・福祉的なアプローチによって、個々の子どもの育ちなお

しや立ち直 り 、 社 会 的 自 立 に向けた支援を実施している。  

児童自立 支 援 施 設 は 、少 年法に基づく家庭裁判所の保護処分等によ

り入所する 場 合 も あ り 、こ れらの役割から、児童福祉法では、都道府

県等に児童 自 立 支 援 施 設 の 設置義務が課せられており、大多数が公立

施設となっ て い る （ 厚 生 労 働省ウェブサイトより）。  

 職員は、施設長、児童自立支援専門員・児童生活支援員  児童 4 .5 :1  、

嘱 託 医 、 精 神 科 の 医 師 又 は 嘱 託 医 、 個 別 対 応 職 員 、  家 庭 支 援 専 門 相

談員、栄養 士 （ 4 0 人 以 下 の 場合は配置なしも可）、調理員（調理業務

の全部委託 の 場 合 は 配 置 な しも可）、  心理療法担当職員（必要な児童

10 人以上の場合）、職業指導員（職業指導を行う場合）が配置されて

いる。  

 2 016 年 10 月現在、全国に 58 カ所が設置され、 1 ,3 95 名が入所して

いる（定員 3 ,6 86 名 ）（ 厚 生 労働省： 20 17）。また、児童自立支援施設

は 19 9 8 年 の 児 童 福 祉 法 改 正により、入所児への学校教育の実施が制

度化されて い る 。  

 

１．２．２  自立援助ホーム  

自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）は、義務教育を終了した

20 歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所したもの又はその他

の都道府県 知 事 が 必 要 と 認 めたものに対し、これらの者が共同生活を

営む住居（自立援助ホーム）において、相談その他の日常生活上の援

助 、 生 活 指 導 、 就 業 の 支 援 等 を 行 う 事 業 の こ と で あ る 。（ 厚 生 労 働 省

ウェブサイ ト よ り）。  
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児童福祉法第 6 条 の 2 および第 33 条の 6 に基づき設置運営されて

いる。  

児童福祉 法  

第 6 条 の 2 第 1 項  この法律で、児童自立生活援助事業とは、第 2 5

条の 7 第 1 項第 3 号 に 規 定 する児童自立生 活援助の実施に係る義務教

育修了児童 等 （ 義 務 教 育 を 終了した児童又は児童以外の満 2 0 歳に満

たない者で あ っ て 、 第 27 条第 1 項第 3 号に規定する措置のうち政令

で定めるも の を 解 除 さ れ た ものその他政令で定めるものをいう。以下

同じ。）につき第 33 条 の 6 第 1 項に規定する住居において同項に規定

する日常生 活 上 の 援 助 及 び 生活指導並びに就業の支援を行い、あわせ

て第 25 条 の 7 第 1 項 第 3 号に規定する児童自立生活援助の実施を解

除された者 に つ き 相 談 そ の 他の援助を行う事業をいう。  

第 33 条 の 6  都道府県は、その区域内における義務教育終了児童

等の自立を 図 る た め 必 要 が ある場合において、その義務教育終了児童

等から申込 み が あ っ た と き は、自ら又は児童自立生活援助事業を行う

者 （ 都 道 府 県 を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。） に 委 託 し て 、 そ の 義 務 教

育終了児童 等 に 対 し 、厚 生 労働省令で定めるところにより、義務教育

終 了 児 童 等 が 共 同 生 活 を 営 む べ き 住 居 に お い て 相 談 そ の 他 の 日 常 生

活上の援助 及 び 生 活 指 導 並 びに就業の支援を行わなければならない。

ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わ

なければな ら な い。（ 以 下 略）  

 

職員は、指導員、管理者（指導員を兼ねることができ る）で構成さ

れ、平成 28 年 時 点 で 14 3 カ 所 設 置 され て いる （ 厚 生 労働 省 ： 2 017）。  

 

１．２．３  少年鑑別所  

194 9 年 の 少 年 法 及 び 少 年 院法の施行により発足し、現在は 20 15 年

に施行され た 少 年 鑑 別 所 法 に基づいて業務が行われている。  

少年鑑別所は、（ 1）家庭裁判所の求めに応じ、鑑別対象者の鑑別を

行うこと、（ 2）観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に
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対し、健全な育成のための支援を含む観護処遇を行うこと、（ 3）地域

社 会 に お け る 非 行 及 び 犯 罪 の 防 止 に 関 す る 援 助 を 行 う こ と を 業 務 と

する法務省 所 管 の 施 設 で あ り、各都道府県庁所在地など全国で 52 か

所（分所１ か 所 を 含 む ） に 設置されている。  

鑑別とは医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に

基づき、鑑別対象者について、その非行等に影響を及ぼした資質上及

び環境上問 題 と な る 事 情 を 明らかにした上、その事情の改善に寄与す

るため，適 切 な 指 針 を 示 す ことである（法務省ウェブサイト）。  

 少年鑑別所には年間に約 9 ,1 00 人が新たに入所し、家庭裁判所の審

判結果に より 、入 所者の約 2 7％が 少 年院送致 とな る（図 ０‐５）（法務

省： 2 01 6）。  

 

 

図 ０‐５  少年鑑別所退所者の退所事由別構成比  

 

１．２．４  少年院  

少 年 院 は 、 家 庭 裁 判 所 か ら 保 護 処 分 と し て 送 致 さ れ た 少 年 に 対 し 、

その健全な 育 成 を 図 る こ と を目的として矯正教育、社会復帰支援等を

行う法務省 所 管 の 施 設 で あ る。少年院は、少年の年齢や心身の状況に
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より、第１種、第２種及び第３種の３つの種類に分けて設置されてお

り、どの種類の少年院に送致するかは、家庭裁判所において決定され

る 。 な お 、 第 ３ 種 を 除 き 、 男 女 は 別 の 施 設 を 設 け て い る 。 そ の ほ か 、

刑の執行を 受 け る 者 を 収 容 する第４種の少年院もある。  

少年院に お い て は 、矯正教育課程として「一定の共通する特性を有

する在院者 の 類 型 ご と に 、その類型に該当する在院者に対して行う矯

正教育の重 点 的 な 内 容 及 び 標準的な期間」を定め（新少年院法 30 条）、

各少年院に お い て 実 施 す べ き矯正教育課程を指定している（新少年院

法 31 条）（図０‐６）。   

その上で、入院してくる少年一人ひとりの特性及び教育上の必要性

に応じ、家庭裁判所、少年鑑別所の情報及び意見等を参考にして個人

別矯正教育 計 画 を 作 成 し 、きめ細かい教育を実施している。矯正教育

の内容は、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導及び特別活動指

導から成り 立 っ て い る （ 法 務省ウェブサイト）。  
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図 ０‐６  少年院 ・矯正教育課程の種類 （法務省 （2016）「平成 28 年版犯

罪白書より引用 ）  

 

また、少年院での一日の生活は原則図０ -７のように設定されており、

規 則 正 し い 生 活 リ ズ ム の も と で 法 務 教 官 そ の 他 関 係 職 員 に よ る 丁 寧

な働きかけ が お こ な わ れ て いる。  
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図 ０ -７  法務省 （2015）「少年矯正ＮＯＷ－少年院長会 ・少年鑑別所長会同

レポート－」より引用  

 

なお、在院少年の約 9 9％が「仮退院」として少年院を出院し、保護

観察へと引 き 継 が れ る 。  

 

１．２．５  保護観察所 ・更生保護施設 ・自立準備ホーム  

保護観察とは、犯罪をした人または非行のある少年が、社会の中で

更生するように、保護観察官及び保護司による指導と支援を行うもの

である。矯正施設で行われる施設内での処遇に対し、施設外、つまり、

社 会 の 中 で 処 遇 を 行 う も の で あ る こ と か ら 、「 社 会 内 処 遇 」 と 言 わ れ

ている。  

保護観察 は 、 全 国 50 か 所（各都府県１か所・北海道は４か所）の

保護観察所 に 配 置 さ れ る 保 護観察官（全国に約 1 ,0 00 名）と、地域で

活動する保護司（全国に約 4 8 , 000 名）とが協働して行う。両者が協力

することで、保護観察官のもつ専門性と保護司のもつ地域性・民間性

を組み合わせて、保護観察の実効性を高めている（法務省ウェブサイ

ト）。  

 少年の保 護 観 察 対 象 者 数 は、例えば 、2 015 年に保護観察開始人員は、

保護観察処 分 少 年 1 1 , 86 8 名 、少年院仮退院者 2 , 87 1 名であった（図 ０
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‐８）。  

  

 

図 ０‐８  少年の保護観察開始人員の年齢層別構成比 （法務省 ：2016「平成  

28 年版犯罪白書 」より引用 ）  

 

 犯罪をし た 人 や 非 行 の あ る少年の地域移行を支援する場として、更

生保護施設 や 自 立 準 備 ホ ー ムが設置されている。  

 更生保護施設は、犯罪をした人や非行のある少年を一定の期間保護

して、その円滑な社会復帰を助け、再犯を防止するという重要な役割

を担ってい る （ 法 務 省 ウ ェ ブサイト）。 全国に 10 3 施設設置され、各

施設では「生活基盤の提供」、「円滑な社会復帰のための指導や援助」、

「 自 立 に 向 け た 指 導 や 援 助 」、「 入 所 者 の 特 性 に 応 じ た 専 門 的 な 処 遇 」

が行われて い る 。職 員 は 施 設長、補導員、調理員、その他関係職員が

対応してい る 。  

 2 01 1 年度から、「緊急的住居確保・自立支援対策」として、 NPO 法

人等が管理 す る 施 設 の 空 き ベッド等を「自立準備ホーム」として活用

している。あらかじめ保護観察所に登録しておき、保護が必要なケー

スについて、保護観察所から事業者に対して宿泊場所、食事の提供と

共に、毎日 の 生 活 指 導 等 が 委託されている（法務省ウェブサイト）。  

 



12 
 

１．２．６  法務省作成 『発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラ

ム実施ガイドライン』  

 次 に 、 本 研 究 の 目 的 を 遂 行 す る に あ た り 、 一 つ の 観 点 と し て 2016

年に法務省 か ら 全 少 年 院 に 配布された『発達上の課題を有する在院者

に対する処 遇 プ ロ グ ラ ム 実 施ガイドライン』を用いている。ガイドラ

イン作成の 経 緯 と 概 要 は 以 下のとおりである。  

少年院に お い て も 従 来 か ら、発達障害その他の発達上の課題・困難

を有し、処遇上特別の配慮を必要とする在院者に対して、個別の教育

指導上の配 慮 等 を 行 っ て き た。昨今の少年全体の様子の変化や処遇の

あり方が着 目 さ れ 、 議 論 が 進められてきた。  

具 体 的 に は 、「 少 年 の 最 善 の 利 益 の た め に 、 個 々 の 少 年 の 人 格 の 尊

厳を尊重しつつ、再非行の防止を図るとともに、社会の健全な一員と

して円滑な 社 会 生 活 を 送 る ことができるよう成長発達を支援する」こ

と を 充 実 さ せ て い く た め に 少 年 院 教 育 の 在 り 方 が 有 識 者 会 議 を 中 心

に 議 論 さ れ て い る 。 少 年 矯 正 を 考 え る 有 識 者 会 議 （ 2 0 1 0）「 少 年 矯 正

を考える有 識 者 会 議 提 言 ― 社会に開かれ、信頼の輪に支えられる少年

院 ・ 少 年 鑑 別 所 へ ― 」 で は 、 具 体 的 な 提 言 と し て 、「 １ ． 少 年 の 人 格

の尊厳を守 る 適 正 な 処 遇 の 展開」、「２．少年の再非行を防止し、健全

な成長発達 を 支 え る た め の 有効な処遇の展開」、「３．高度・多彩な職

務能力を 備 え た 意 欲 あ る 人 材の確保・育成」、「４．適正かつ有効な処

遇を支える た め の 物 的 基 盤 整備の促進」、「５．適切かつ有効な処遇を

支えるため の 法 的 基 盤 整 備 の促進」が挙げられた。  

200 8 年には法務省矯正局で「処遇プログラム等充実検討会」が設置

され、ADHD 及 び 広 汎 性 発 達障害を有する在院者に対する処遇及び社

会 復 帰 支 援 に 関 す る 執 務 参 考 資 料 の 作 成 が 進 め ら れ た 。 ま た 、 2 01 2

年の「再犯防止に向けた総合政策」では対象者の特性に応じた指導や

支 援 策 を 強 化 す る こ と が 目 的 と さ れ 、「 発 達 上 の 課 題 を 抱 え る 在 院 者

に対する処 遇 プ ロ グ ラ ム の 実 施を成果目標のひとつとした。  

有識者会 議 提 言 を も と に 、20 14 年から『発達上の課題を有する在院

者に対する 処 遇 プ ロ グ ラ ム 実施ガイドライン』が作成され、2 016 年 6
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月より全少 年 院 に 配 布 実 施 されている。  

 さて、ガイドラインの作成においては終始一貫、髙橋智東京学芸大

学教授が法 務 省 矯 正 局 外 部 アドバイザーとして中核的に関与し、筆者

も オ ブ ザ ー バ ー と し て 検 討 会 や 会 議 を 聴 講 し そ の 議 論 の 流 れ を 確 認

してきた。  

 ガ イ ド ラ イ ン は 、「 発 達 障 害 そ の 他 の 発 達 上 の 課 題 を 有 し 、 処 遇 上

の 特 別 の 配 慮 を 必 要 と す る 在 院 者 」 に 対 し て 、「 よ り 一 層 効 果 的 な 処

遇 を 継 続 的 に 展 開 し 、 そ の 社 会 復 帰 を 支 援 す る 」 こ と を 目 的 に 、「 器

質的な面に 焦 点 を 当 て る の ではなく、本人の『発達を保障する』とい

う観点から、個々の発達上の課題やニーズに対応する」ことを目指し、

支 援 体 制 等 を 包 括 的 に 記 載 し た 手 引 き 書 と し て い る 点 が 大 き な 特 徴

である。以下のように構成され、少年の鑑別・情報収集・少年の理解

から処遇、 移 行 支 援 ま で 、 支援に関する幅広く網羅されている。  

 Ⅰ  総 論  

  ・少 年 院 に お け る 発 達 上の課題を有する在院者をめぐる諸課題  

  ・発達上の課題を有する在院者を処遇するに当たっての基本姿勢  

Ⅱ  発 達 上 の 課 題 の 理 解  

Ⅲ  少 年 院 に お け る 発 達 上の課題を有する在院者に対する処遇  

  ・個 人 別 矯 正 教 育 計 画 の策定  

   ・少 年 院 矯 正 教 育 計 画 の編成  等  

Ⅳ  保 護 者 に 対 す る 働 き 掛け  

  ・保 護 者 と の 連 携 の 必 要性  

  ・保 護 者 自 身 の 悩 み の 理解  等  

Ⅴ  移 行 支 援  

・帰住先 の 確 保  

  ・ サ ポ ー ト 体 制 の 構 築  

  ・ 帰 住 後 の 生 活 設 計 の実現に必要な支援  等  

 

また、発達障害等の発達上の課題・困難を有する少年と非行の関係

に関しては、発達上の困難そのものが、直接、非行等に結びつくわけ
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ではないと い う 認 識・理 解 を前提とし、非行等が起きるプロセスの理

解と、困難な状況の背景を明らかにすることが職員に求められている。 

 支援にあ た っ て は 、①本 人の話を聴く、②安全安心な環境をつくる、

③職員が専 門 的 な 知 識 を 身 に付け連携する、④ストレングスモデルに

基づく指導 を 行 う（ で き な いところより「できるところ」への着目）、

⑤移行支援 を 行 う と い う 5 つのポイントが挙げられている。  

 具体的に「 ① 本 人 の 話 を 聴く」では、本人が感じている生きにくさ

や困難さを 丁 寧 に 聴 取 す る ことや、話を聴く姿勢そのものが少年の職

員に対する 安 心 感 や 信 頼 感 につながると考えられている。  

 「②安全 安 心 な 環 境 を つ くる」ことは、発達上の課題・困難を有す

る少年は、その生育歴において、いじめや虐待等の被害を受けている

場合が多いため、人的・物的に安心して過ごせる安全な場を用意する

必要がある と 考 え ら れ て い る。また、安心・安全な環境の中で落ち着

いて生活す る こ と で 、本 人 が抱える強い不安・緊張・ストレス等が軽

減し、自身 の 振 り 返 り や 他 者へ関心を向け る余裕が生まれる。  

 「③職 員 が 専 門 的 な 知 識 を身に付け連携する 」では、職員全員が専

門的な知識 を 身 に 付 け 、情報を共有し連携して処遇に当たることが大

切とされ、 関 係 職 員 や 他 機 関との連携も求められている。  

 「④ス ト レ ン グ ス モ デ ル に基づく指導を行う 」ことに関して、目標

を必要以上 に 下 げ た り 、世 話を焼きすぎることが「発達支援」ではな

い こ と や 、「 で き る 」 と い う 実 感 が 、 在 院 少 年 の 自 己 効 力 感 を 高 め 、

生活意欲を 増 す こ と に つ な がり、ひいては生活全体の底上げを図るこ

とにつなが る と 考 え ら れ て いる。  

 「⑤移行 支 援 」では出院後の支援者に対して、十分な引継ぎを行い、

在院中から 関 係 機 関 と 連 携 して、本人の生活を見守る体制を整える必

要があると 述 べ ら れ 、修 学・復学支援や関係機関との情報共有が求め

られている 。  

さらに、こ の ガ イ ド ラ イ ンでは、 5 つの支援ポイントをふまえたう

えで、とくに少年の発達上の困難・ニーズの把握のために「身体感覚

に関するチ ェ ッ ク リ ス ト」（全 4 6 頁）が設けられている。その実施目
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的として「発達上の課題を有する在院者の身体感覚や身体症状（身体

の不調・不具合）を理解することにより、適切な指導・支援の実施に

資するとと も に、在院者の不安やストレスの軽減を図る」ことが挙げ

られている（「身体感覚に関するチェックリスト」は髙橋・増渕：20 08、

髙橋・石川・田部： 20 11、髙橋・田部・石川： 20 12、髙橋・井戸・田

部ほか： 20 14、髙橋・斎藤・田部ほか： 201 5 などの東京学芸大学髙橋

智研究室の発 達 障 害 当 事 者 の身体感覚・運動や身体症状の調査研究の

成果をもと に 作 成 さ れ た）。  

 

１．３  問題の所在  

１．３．１  現代の子どもの育ちと発達  

現代の子 ど も た ち は 急 激 な社会変化、家庭の 経済的格差 や養育困難

の拡大の な か に お か れ て い る。出野（ 20 07）は、子ども を取り巻く環

境は多様に 変 化 し 、子 ど も の苦悩・ストレスの内容も時代の変遷とと

もに変化し、その表出の仕方も多種多様になっていることが指摘して

いる。  

近年の社会・学校において子どもは著しい不安・恐怖・緊張・スト

レス等にさ ら さ れ 、ま た 多 様な「子どもの生活と発達の貧困」とも相

まって、子どもの心身発達が大きく阻害されていることが指摘されて

いる。そうした 不安・恐怖・緊張・ストレス が複雑に絡み合い、自律

神経失調・心身症 、抑うつ・自殺、不登校・ひきこも り・中途退学 な

どの心身 の 発 達 上の課題・困難、い じめ・暴力・被虐 待 、触法・非行

などの多 様 な 不 適 応 を 有 す る子どもも少なくない（小野川ほか：2 01 6）。 

 発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難にある子どもについて相澤（ 2 00 4）

は「発達障害がある彼らにとっての学校生活は、異なる言葉や文化圏

で生活をし て い る よ う な 心 理状態ともいえる」と述べ、学校が強い緊

張・ストレスを与える環境になりやすいことを指摘している。そのよ

うななかで「時計を読むのが苦手なために時間を守れない、うまく行

動 で き な い 」「 相 手 の 気 持 ち や 状 況 を 読 み 取 る の が と て も 苦 手 で あ る

た め 、 周 囲 と の ト ラ ブ ル が 起 き る こ と が あ る 」「 説 明 を 聞 く だ け で は
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理 解 す る こ と が 困 難 で あ る た め 、 何 度 も 聞 き 返 す 」「 優 先 順 位 を 付 け

る の が と て も 苦 手 」（ 髙 橋 ・ 生 方 ： 2 0 0 8） と い っ た 困 難 さ が 周 囲 に う

まく理解さ れ ず 、さ ら に 強 い不安・緊張・ストレスが「不定愁訴」と

見られがち な 多 様 な 身 体 症 状・身体の不具合に繋がっていると推測さ

れる。  

また小野川ほか（ 2 016）は、子どもの 自律神経失調・心身症、抑う

つ・自殺、不登校・ひきこもり・中途退学などの心身の発達上の課題・

困難、いじめ・暴力・被虐待、触法・非行などの多様な不適応の問題

は、決して特殊ではなく、子ども全体の問題としてと らえること、そ

してその根 底 に あ る「 育 ち と発達の貧困」の解消こそ不可欠な課題で

あることを 指 摘 し て い る 。このことは出野（ 20 07）が、中学生に対す

る大規模調 査 に お い て 17％あるいは 25％に C B CL（ Ch il d  B ehav io r  

Che c k  L is t  ）で把握される不適応行動（引きこもり、身体的訴え、不

安 ／ 抑 う つ 、 社 会 性 の 問 題 、 思 考 の 問 題 、 注 意 の 問 題 、 非 行 的 行 動 、

攻撃的行動）が見られたことを挙げ、精神疾患に限定しない問題を持

つ子どもが 多 く 存 在 し 、ケ アの対象とすることの必要性、重要性を示

している。  

木村（ 20 05）は、子どもの問題行動の語られ方について「 199 0 年代

以降はあら ゆ る 問 題 が「 心 」の問題として理解される時代の到来」と

示し、問題行動が、心理学や精神医学的知識によって説明されたと述

べている。 20 00 年 に 入 っ て からは「障害」や「脳」といった医療的な

解釈が強ま り つ つ あ り 、共 通する特徴としては、問題を個々人のレベ

ルに還元す る 説 明 図 式 に あ るものの、子どもの不適応的行動や逸脱行

動は、医療的に解釈されながらも、これまで言われてきたような家庭、

学校、地域などの周辺・環境的な要因によって捉えられていた」こと

を示唆して い る 。  

 

１．３．２  児童養護 ・児童自立支援分野 （厚生労働省 ）  

 非行少年（犯罪・触法・虞犯）に 関わる施設に、児童自立支援施設

がある。児 童 自 立 支 援 施 設 は「不良行為をなし、又はなすおそれのあ
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る 児 童 及 び 家 庭 環 境 そ の 他 の 環 境 上 の 理 由 に よ り 生 活 指 導 等 を 要 す

る児童を入 所 さ せ 、又 は 保 護者の下から通わせて、個々の児童の状況

に応じて必 要 な 指 導 を 行 い 、その自立を支援し、あわせて退所した者

について相 談 そ の 他 の 援 助 を行う」ことを目的 としている（児童福祉

法  第 44 条）。そこでは非行少年とされる「犯罪少年」「触法少年」「虞

犯少年」のうち、と くに「 虞犯少年 」が家庭裁判所の送致によって入

所している 。  

 「全国児 童 自 立 支 援 施 設 協議会」ウェブサイトからは、児童自立支

援施設が、生活モデルで子どもの支援を展開してきたことや、理念の

１ つ は 「 共 生 共 育 （ と も に 生 き 、 と も に 育 ち 合 う こ と ）」 で あ り 、 す

べ て の 者 が と も に 成 長 し 合 う 生 活 を 営 ん で い る こ と が 示 さ れ て い る 。 

発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課 題 ・ 困 難 を 有 す る 子 ど も の 状 況 に 関 し て

200 9 年と 20 15 年 の 「 厚 生 労働省児童 養護施設入所児童 等調査結果」

を比較すると、児童自立支援施設や児童養護施設において「障害等あ

り」の割合が約 11％ 増 加 し、 ADH D 等の発達障害の診断のある児童

の割合も増 加 し て い る こ と が示され ている（表０‐１）（表 ０‐２）。  

 

表 ０‐１  心身の状況別児童数 （2 009 年報告 ）  

 

 厚生労働省 （200 9）児童養護施設入所児童等調査結果、p．6  
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表 ０‐２  心身の状況別児童数 （2 015 年報告 ）  

 

厚生労働省 （20 15）児童養護施設入所児童等調査結果 、p．6  

 

児 童 自 立 支 援 施 設 で は 、 発 達 障 害 等 の 特 性 か ら 集 団 で 動 け な い 等 、

集団指導に お け る 困 難 と 個 別指導のバランスが課題とされている（内

藤・田部・ 髙 橋 ： 2 013 a）。  

厚生労働 省 よ り 報 告 さ れ た「児童自立支援施設のあり方に関する研

究 会 報 告 書 」 で は 、 児 童 自 立 支 援 施 設 に お け る 支 援 に つ い て 、「 子 ど

もの健全な発達・成長のための最善の利益の確保など子どもの権利擁

護を基本として、子どもが抱えている問題性の改善・回復や発達課題

の達成・克服など、一人ひとりの子どものニーズに応じたきめ細かな

支 援 を 実 施 す る こ と が 重 要 で あ る 。」 こ と が 述 べ ら れ て お り 、 児 童 自

立 支 援 施 設 、 併 設 の 分 校 ・ 分 教 室 に お い て 発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課

題・困難を有する子どもへの 支援が 注目され つつあるが 、その具体に

ついては 明 ら か に さ れ て い ない（内藤・田部・横谷・髙橋： 2 01 2、内

藤・田部・ 髙 橋 ： 2 013 a）。  

また、児 童 自 立 支 援 施 設 は 19 98 年の児童福祉法改正により 、入所

児への学校 教 育 の 実 施 が 制 度化された が、分校・分教室の併設に伴い、

児童自立支 援 施 設 と 分 校・分教室の「一体的かつ総合的」な連携が求

められるこ と と な っ た 。  
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そのほか、児童養護施設においても、直接的に非行とまではいかな

くとも、入所までの家庭環境や虐待等の不適切な養育状況の影響から

多様な発達 上 の 課 題・困 難と不適応状態を呈している子どもたちが確

認されてい る 。  

横谷・田部・内藤・髙橋（ 20 12）の 児童養護施設における発達障害

児の実態と 支 援 に 関 す る 調査では、診断・判定のない子どもや被虐待

の影響から 発 達 障 害 的 な 特 徴を示す子どもが多いことや、具体的な困

難として感 覚 情 報 調 整 処 理 障害（ 感覚過敏・低反応）による トラブル、

異 性 関 係 も 含 め た 対 人 関 係 面 で の 不 適 応 の 実 態 が 明 ら か に さ れ て い

る。  

 

１．３．３  少年鑑別所 ・少年院 ・更生保護 （法務省 ）  

非行・犯罪と発達障害等との関係はしばしば指摘され（藤川：20 09、

十 一 ： 2 0 1 2）、 非 行 の リ ス ク 要 因 と し て 渡 部 （ 2 00 6） や 小 栗 （ 2 0 1 0）

は、セルフコントロール の弱さ、衝動性・多動性、低学力、読み書き

能力の弱さ に 加 え 、 し つ け 不足や学校不適応等を挙げている。  

発達障害 が 直 接 の 原 因 で はないものの、発達障害の無理解・誤解・

放置、いじめ等の不適応な対応の結果として非行・触法行為・犯罪行

為 に つ な が っ て い る 可 能 性 を 十 分 に 考 慮 す る 必 要 が あ る （ 内 藤 ・ 田

部・横谷・髙橋： 20 12、横谷・田部・内 藤・髙 橋： 2 0 1 2、髙 橋・内 藤 ・

田 部 ： 2 01 2、 内 藤 ・ 田 部 ・ 髙 橋 ： 2 01 3a、 内 藤 ・ 田 部 ・ 髙 橋 ： 2 01 3b、

内藤・髙橋・法務省矯正局少年矯正課： 20 15、髙橋： 2 014・ 2 01 5、髙

橋智・内藤千 尋 ・ 法 務 省 矯 正局少年矯正課 ： 2 01 6）。  

少年鑑別 所 に お け る 障 害 を有する少年の状況に関しては、入所少年

の新収容者 総 数 7 , 7 70 名 の うち「精神障害なし」以外の少年は 1 , 39 6

名（不詳含む）1 7 . 9％ と の 統 計結果も報告されている（法務省：2 01 7）。  

少年院は 対 象 少 年 の 発 達 の状況を理解した上で、非行の反省や結果

に対する責 任 の 自 覚 を 促 す こととなっている。施設内では「生活指導」

「職業指導」「教科指導」「体育指導」「特別活動指導」の 5 つを柱と

して処遇・支援が行われているが、少年院等の矯正教育 機関において
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も、コミュニ ケ ー シ ョ ン や 注意の切り替えに困難を抱える少年が多い

ことが明ら かに な っ て き て いる。絶えず体を動かしている 、忘れ物が

多い、頻繁に手を洗うなどの神経症的行動特徴から対人関係がうまく

いかずトラ ブ ル が 絶 え な い こと などの事例 が挙げられている（金子：

200 6）。  

 非 行 と 特 殊 教 育 に つ い て は 土 持 （ 2 00 0） が 「「 特 殊 教 育 」 を 考 え る

にあたり、教育法令上の対象に狭く限定せず、特別な教育上のニーズ

に対応する 教 育 と 観 念 す る のが適当」と述べており、当初から非行・

犯罪は「社会への不適応」状態と捉えられていた。今日の特別支援教

育 ・ 特 別 ニ ー ズ 教 育 が 進 め ら れ る な か で 、 い わ ゆ る 「 社 会 的 不 適 応 」

状態にあり、障害の有無も含め様々なニーズを有する非行少年に対し、

特別支援教育・特別ニーズ教育の観点からみた発達支援の在り方を検

討すること が 求 め ら れ て い る。  

少年鑑別所では、①再鑑別の多様化・活発化②少年院在院者の保護

関 係 調 整 指 導 等 の た め の 少 年 鑑 別 所 へ の 収 容 ③ 処 遇 プ ロ グ ラ ム 等 の

企画・検証への参画等④児童自立支援施設在院者、保護観察対象者等

を 対 象 と し た 鑑 別 の 実 施 に つ い て 一 層 の 工 夫 と 努 力 が 求 め ら れ て い

る （ 小 林 ： 20 1 4）。 提 言 に 対 し 、 帰 住 に 困 難 を 伴 う 少 年 の 生 活 環 境 の

調整に資す る 再 鑑 別 を 行 っ ている。また、少年院仮退院前に再鑑別を

実施し、保 護 観 察 所 に 伝 達 する取組も一部で開始されている。  

少年院に お い て も 従 来 か ら、発達障害その他の発達上の課題を有し、

処遇上特別 の 配 慮 を 必 要 と する在院者に対して、個別の教育指導上の

配慮等を行 っ て き た 。 と く に 20 08 年には法務省矯正局で「処遇プロ

グラム等充 実 検 討 会 」が 設 置され、A DHD 及び広汎性発達障害を有す

る 在 院 者 に 対 す る 処 遇 及 び 社 会 復 帰 支 援 に 関 す る 執 務 参 考 資 料 の 作

成が進めら れ た 。ま た 、20 12 年の「再犯防止に向けた総合政策」では

対 象 者 の 特 性 に 応 じ た 指 導 や 支 援 策 を 強 化 す る こ と が 目 的 と さ れ 、

「 発 達 上 の 課 題 を 抱 え る 在 院 者 に 対 す る 処 遇 プ ロ グ ラ ム の 実 施 を 成

果目標のひ と つ と し た 。  

これらの 変 革 の き っ か け として、「少年の最善の利益のために、個々
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の少年の人 格 の 尊 厳 を 尊 重 しつつ、再非行の防止を図るとともに、社

会 の 健 全 な 一 員 と し て 円 滑 な 社 会 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う 成 長

発達を支援する」ことを充実させていくために少年院教育の在り方が

有 識 者 会 議 を 中 心 に 議 論 さ れ て い る 。 少 年 矯 正 を 考 え る 有 識 者 会 議

（ 20 1 0）「 少 年 矯 正 を 考 え る 有 識 者 会 議 提 言 ― 社 会 に 開 か れ 、 信 頼 の

輪に支えら れ る 少 年 院・少 年鑑別所へ―」では、具体的な提言として、

「１．少年の人格の尊厳を守る適正な処遇の展開」、「２．少年の再非

行を防止し、健全な成長発達を支えるための有効な処遇の展開」、「３．

高度・多彩な職務能力を備えた意欲ある人材の確保・育成」、「４．適

正かつ有効 な 処 遇 を 支 え る ための物的基盤 整備の促進」、「５．適切か

つ有効な処 遇 を 支 え る た め の法的基盤整備の促進」が挙げられた。  

有識者会 議 提 言 を も と に 、2 015 年には矯正教育課程に関する訓令に

よる「支援教育課程」の設置、同年に新少年院法、少年鑑別所法の施

行、20 16 年には『発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラ

ム実施ガイ ド ラ イ ン 』 が 作 成された。  

また、これまでの「特殊教育課程」が「支援教育課程」となり、そ

こでは知的 障 害 あ る い は 情 緒障害・発達障害とまではいえないものの、

いわゆるボ ー ダ ー ラ イ ン に ある少年を対象とした支援教育課程Ⅲ（ N3）

を 新 設 さ れ る こ と と な っ た 。「 支 援 教 育 課 程 」 で は 、 ① 潜 在 的 な 能 力

を 伸 長 さ せ る こ と を 目 的 と し た 補 習 教 育 指 導 、 ② 社 会 性 を 伸 長 さ せ 、

対人関係技 能 を 習 得 さ せ る ための基本的生活訓練、③社会的承認欲求

を充足させ、自己有用感を涵養するための社会貢献活動が行われてい

る。  

少年院で の再 非 行 防 止 の 観点として、非行少年のコミュニケーショ

ン 能 力 や 自 己 表 現 力 を 身 に つ け さ せ る こ と に 力 点 を 置 く 必 要 が あ る 。

例えば、医療少年院や特殊教育課程を持つ少年院を中心に「相互の理

解、問題の解決、怒りの扱い」を身につけていく「セカンドステップ」、

協調性を育む「 コ ー デ ィ ネ ーショントレーニング」などの処遇・支援

が行われて い る （ 大 門 ： 2 01 3）  

そのほか、少 年 院 等 に 社 会福祉士や精神保健福祉士が配置される等、
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福祉との連 携 が 進 め ら れ て いる。20 1 6 年には法務省矯正局より「発達

障 害 者 支 援 法 改 正 を 受 け た 矯 正 施 設 の 取 組 に つ い て 」 が 報 告 さ れ た 。

具体的には、発達上の課題を有する受刑者及び少年院在院者等からの

各種相談に 対 し て 適 切 に 対 応し、必要な福祉サービスにつなげるため

の社会福祉 士 の 配 置 施 設 拡 大や、心理学的知見から矯正教育の効果を

より一層高 め る た め の 法 務 技官（心理）の配置及び心理検査 器具の整

備拡大、そして専門的知識を有する人材の確保として職員の理解促進

や処遇の充 実 が 挙 げ ら れ た 。  

このよう に 発 達 障 害 等 の 発達上の課題を有する少年に対して、障害

特 性 に 配 慮 し た 処 遇 支 援 や 地 域 貢 献 活 動 を 取 り 入 れ た 内 容 が 検 討 さ

れている。また、発達支援と地域移行支援の観点から少年院出院後に

特別支援学 校 へ 移 行 支 援 が 行われる事例も出てきている。高校でも数

は多くないが、少年院出院の生徒の受け入れと障害特性への支援も含

めた校内支 援 を 行 い 、 卒 業 へと繋げた事例が挙げられてきている。  

さて、これまでの先行研究において、少年院・矯正 教育の効果やそ

の在り方に つ い て 教 育 学 の 分野でも着目されてきた。広田・古賀・伊

藤（ 20 12）は「排除 型社会が進展する状況下において、矯正教育の目

的 や 方 法 が 問 い 直 さ れ る 渦 中 （「 少 年 矯 正 を 考 え る 有 識 者 会 議 」 の 提

言書）での 研 究 で あ り 、 現 場に密着した臨床的な調査」を行った。  

そこでは「 少年院は、その意味で系統的かつ組織的な処遇構造を有

しつつ、職員や少年のダイナミックな相互作用を許容し作動する矯正

教 育 共 同 体 」 と 捉 え 、「 少 年 院 に お い て 行 わ れ る 処 遇 の 全 て が 広 義 の

「教育」であると考える見方」を示唆した。他方で、発達障害や知的

障害をもつ 少 年 へ の 十 分 な 対応が課題であることを指摘し、特別支援

教育の分野 の 知 見 を 活 用 す るだけでなく、医療的・ケア的アプローチ

を今後の課 題 と 示 し て い る 。  

 有識者会 議 の 提 言 で も 、障害や虐待など広く発達上の課題・困難を

有する少年 に 対 す る 教 育 や 支援が話題に挙げられているものの、特別

支 援 教 育 や 発 達 支 援 の 視 点 か ら の 分 析 は 先 行 研 究 で は 十 分 に な さ れ

ていない。  
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さて、『 平 成 28 年 版 犯 罪 白書』によれば、再非行少年の人員は 2 00 4

年から 20 10 年 ま で 毎 年 減 少しているものの、再非行少年率は毎年上

昇 を 続 け て い る （ 法 務 省 ： 2 0 16）。 少 年 院 等 を 出 て 社 会 に 戻 っ た 後 に

うまく適応 で き て い な い 理 由としては「学業や仕事を続けられない・

仕事が見つ か ら な い（ 3 1 . 3％）」こと等が 挙 げ ら れ て お り 、地 域 移 行 ・

定着支援の充 実 が 必 要 で あ る。また、家庭裁判所の審判の結果少年院

送致となる の は ２ 割 程 度 に すぎず、多くが保護観察処分等で家庭や地

域で生活を 送 っ て い る た め、保護観察 の少年の把握や 発達 支援も大き

な課題であ る 。  

保護観察 対 象 少 年 の 再 処 分率において、無職者が、有職又は学生・

生 徒 で あ っ た 者 と 比 べ て 再 処 分 率 が 顕 著 に 高 い こ と が 示 さ れ て い る

が （ 法 務 省 ： 2 01 6）、 後 期 中 等 教 育 ・ 継 続 教 育 ・ 高 等 教 育 ・ 職 業 教 育

等の教育 保 障 を 含 め た 移 行 支援・地域定着支援の保障が不可欠である。 

青少年の 非 行 防 止 で は 、学校や警察、青少年サポートセンターが連

携を図り、見守り・居場所作りや不良集団からの離脱等を支援してい

るほか、少年鑑別所や保護司の取り組みがある。少年鑑別所では所内

に設けられた「法務少年支援センター」において、児童福祉機関、学

校・教育機関などの青少年の健全育成に携わる関係機関・団体と連携

を図りながら、地域における非行及び犯罪防止や健全育成に関する活

動などに取 り 組 ん で い る 。  

彼らの支 援 に おいては、少年非行・犯罪に関わる支援機関の「入口」

ともいえる 少 年 鑑 別 所 か ら「出口」といえる保護観察所や家庭・学校・

福祉・地域 ま で の 一 貫 し た 支援が求められている。  

保護観察 中 の 精 神 障 害 を 有する対象者への処遇方針は「保護観察類

型処遇要領」（ 19 90 年）に定められている。（法務省保護局観察課：2 00 2）。

具体的には、①精神障害の種別、症状の程度、言動の傾向等の把握に

努める。②性急で刺激的な働き掛けを控え、長期的、計画的な処遇に

心掛ける。③治療への本人の動機付けを助長する。④担当者、家族等

との連携を 蜜 に し、緊 急 の 場合に迅速な対応ができるようにしておく。

⑤必要な治療、福祉措置が受けられるよう精神科医、保健所、福祉事
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務所等との 連 絡 調 整 に 配 慮 する。⑥必要に応じて精神保健法の規定に

基づく通報 を 考 慮 す る 。⑦ 本人の適性、能力に相応する就労援助に努

めることが 定 め ら れ て い る 。  

 次 に 、「 更 生 保 護 の あ り 方 を 考 え る 有 識 者 会 議 」 報 告 書 を 確 認 す る

と、障害等に関する記述として、福祉との連携強化 に関連した記述が

見られるものの、最終報告ではそれ以外に障害や発達支援に関する記

述は確認さ れ な か っ た 。  

中間報告 で は 知 的 障 害 者 施設が触れられていたが、最終報告書では

触れられて い な い。発 達 障 害や発達支援の観点が十分に示されていな

いことが課 題 と い え る 。  

現在、矯正施設等からの退院者のうち障害者等に対する支援として

「地域生活 定 着 支 援 セ ン タ ー」の取り組みがある。そこでは障害者等

の支援を必 要 と す る 矯 正 施 設からの出所者に対して、地域社会に適応

させるため の 福 祉 的支援（「つなぐ」役割）が行われている。  

更 生 保 護 施 設 で は 障 害 者 な ど の 処 遇 困 難 者 を 受 け 入 れ る 指 定 更 生

保 護 施 設 を 指 定 し 、 社 会 福 祉 士 を 配 置 し て 支 援 に あ た っ て い る （ 木

村 ・ 佐 脇 ： 2 01 3）。 一 般 社 団 法 人 よ り そ い ネ ッ ト お お さ か （ 2 01 4） の

更生保護施 設 調 査 に 示 さ れ ているように 、指定更生保護施設において

も 福 祉 サ ー ビ ス に 繋 ぐ と い う よ り は 生 活 保 護 の 活 用 が 中 心 で あ る こ

とや非行少 年 の 受 け 入 れ が きわめて不十分（男子少年は全体の 4 .5％、

女子少年 7 .5％ ） で あ る こ との改善が課題である。  

非 行 と 発 達 障 害 等 の 困 難 を 有 す る 青 少 年 の 立 ち 直 り や 社 会 的 自 立

等に向けた 適 切 な 発 達 支 援 を考えていくためには、更生保護における

支 援 の 現 状 を 明 ら か に す る こ と が 不 可 欠 で あ る 。 ま た 、 発 達 上 の 課

題・困難を有する保護観察対象者の声を中心とした調査研究を実施し

ていくこと が 今 後 求 め ら れ る課題といえる。  

 

１．３．４  学校教育 （文部科学省 ）  

上記のように、非行・矯正教育や不適応に至った少年に対する処遇

と支援につ い て 注 目 し て き たが、予防的観点や公平な教育機会の観点
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から再度学 校 教 育 に 視 点 を あてると、たとえば中学校の教師が配慮や

指導が必要 で あ る 生 徒 の 特 徴として「規則不適応、不適 切行動、多動、

感情負制御、友人関係不適応、消極、孤立」の状況が報告されている

（柳川・大 谷 ： 2 01 5）。  

また特に 義 務 教 育 以 降 、校内暴力や校則・規則違反等により高校を

辞めざるを 得 な い 状 況 に お かれる生徒がいる。たとえば非行・中退等

の「多様な困難を抱える高校」では生徒指導・生活指導にたくさんの

時間があて ら れ る が 、教 師 の多くが生徒の 規律違反や「問題行動」の

背景に、教育放置・学習空白や家庭の「貧困」など による多様な発達

困難や家庭 状 況 の 困 難 等 を 把握できていない場合がある（竹本ほか：

201 6）。   

201 6 年度「児童生徒 の 問 題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

から、近年の学校の管理下・管理下以外における暴力行為発生件数と

して、小学 校 2 2 , 84 7 件、中学校 30 , 14 8 件、高校 6 ,4 62 件が報告され

ている。  

校内暴力 の 総 件 数 は 20 14 年度まで減少傾向にあったが、 2 01 5 年度

以降は増加 傾 向 で あ り 、 特 に小学校での発生件数は 2 0 11 年以降増加

の傾向にあ る （図０‐９）。  

 

 

図 ０‐９  文 部 科 学 省 （ 20 17 ） 「平 成 ２８年 度 児 童 生 徒 の問 題 行 動 等 生 徒 指 導 上 の諸 問
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題 に関 する調 査 」より「学 校 の管 理 下 ・管 理 下 以 外 における暴 力 行 為 発 生 件 数 の推 移 」  

 

同調査では「加害児童生徒に対する指導内容」として、小中高とも

「被害者等 に 対 す る 謝 罪 指 導」「ルールの徹底や規範意識醸成」「友人

関 係 改 善 の た め の 指 導 」「 家 族 関 係 等 の 改 善 ・ 調 整 」 が 上 位 で 挙 げ ら

れている。  

このことから、神野（ 2 01 1）や佐々木（ 201 1）が指摘するように「小

学生の逸脱 行 為 は 支 援 を 求 めるサイン」であるが、教師が「問題行動

を起こした と き こ そ 発 達 課 題と理解して動き出せない」ことで発達支

援が困難な 学 校 教 育 の 現 状 の一端がうかがえる。  

このように、学校教育において非行や不適応行動に対しては生徒指

導 と し て 対 応 が と ら れ る 傾 向 が う か が え る 。 生 徒 指 導 に つ い て 、「 生

徒指導提要」（文部科学省： 20 10）では、「生徒指導とは、一人一人の

児童生徒の 人 格 を 尊 重 し 、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行

動力を高め る こ と を 目 指 し て行われる教育活動」と示されている。非

行 の 取 り 扱 い で は 、「 適 切 な 対 応 の た め に は 、 ま ず そ の 非 行 の 背 景 を

発達的観点 や 家 族 関 係 的 観 点などを踏まえて理解する必要がある」と

明記されて い る も の の 、実際には十分に対応される支援体制が構築さ

れていない 可能 性 が 考 え ら れる。  

また、同提要において、専門機関との連携として警察管轄の少年サ

ポートセン タ ー が 主 と し て 挙げられているものの、非行等の不適応状

態 に あ る 子 ど も の 多 く が 発 達 の 機 会 を 阻 害 さ れ て き た 状 況 を ふ ま え

ると、非行行動の背景にある生活や発達の困難さについて早期に丁寧

に把握する こ と が 求 め ら れ ているといえる。その際に、少年鑑別所の

「法務少年 支 援 セ ン タ ー 」 の活用や連携が課題と考えられる。  

原田・野見山・三並・梶原・松浦（ 2 012）は、非行行為 による生徒

指導対象と な っ た 生 徒 44 6 名のうち、発達障害が疑われる生徒は 1 65

名（ 37 .0％）との調 査結果を示し、多 くの学校が発達障 害の知識の不

足 、 対 応 に 必 要 な 技 術 の 不 足 を 課 題 と 挙 げ て お り 、 今 後 の 支 援 に は 、

専 門 機 関 等 と の 協 働 等 を 視 野 に 入 れ た 校 内 外 の 総 合 的 な ケ ー ス マ ネ
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ジメント、アウトリーチによる継続的な家族支援が求められることを

指摘してい る 。  

発達障害 や 知 的 障 害 等 の 発達上の課題・困難を有する子どもの支援

として特別 支 援 学 校 に お け る問題行動や非行等として、知的障害高等

部生のなか で 学 習 の 遅 れ 、いじめ、暴言、暴力、集団に参加できない、

不登校、非行などの不適応問題が顕在化していることがしてきさ れて

い る （ 池 田 ： 2 01 4）。 生 徒 の な か に は 、 優 し い 言 葉 を か け ら れ る と 引

きずられて喫煙・徘徊・万引き等の非行等の行動に陥ってしまうケー

スも報告さ れ て お り 、児 童自立支援施設等における自立支援の困難さ

や、特別支援学校高等部の不適応行動による問題は、発達障害等困難

を有する生徒の「生活と発達の困難」によるものと共通していること

が示唆され た （ 池 田 ： 2 01 4）。  

大杉・西村（ 20 15）の報告では、特別支援学校の生徒指導上の問題

と し て 「 暴 力 に 関 す る 問 題 」 17 .6％ 、「 性 に 関 す る 問 題 」 1 6 . 8%、「 喫

煙」 1 4 . 6％、「家出・ 無 断 外 泊」 7 .3％の順で上位から挙げられた。  

特別支援 学 校 に お い て も 多様な発達上の困難・課題を有する児童生

徒の対応に 苦 慮 し て い る 様 子が想定され、生徒指導提要に挙げられて

いるように、日々の教育活動において「生徒に自己存在感を与えるこ

と」「共感的な人間関係を育成すること」「自己決定の場を与え自己の

可能性の開 発 を 援 助 す る こ と」が特別支援学校においても取り組んで

いくほか（大杉・西村： 2 01 5）、関係機関との連携が求められている。  

 障 害 児 支 援 の 在 り 方 に 関 す る 検 討 会 （ 2 01 4） で も 、『 今 後 の 障 害 児

支援の在り 方 に つ い て（報告書）～「 発達支援」が必要な子どもの支

援 は ど う あ る べ き か ～ 』 に お い て 、「 少 年 院 を 出 院 す る 障 害 の あ る 児

童やその家 族 等 に つ い て 、矯正教育、障害児福祉、特別支援教育の分

野が連携し た 支 援 体 制 の 構 築を進めるべきである。」ことを指摘した。 

特別支援 教 育 は そ の 性 質 として、個別対応一辺倒でなく、集団活動

と個別対応 の 適 切 な バ ラ ン スにより構成されている。この点において、

矯正教育に も 共 通 し て お り、集団処遇と個別対応の双方から構成され

ており、個々の少年によりそのバランスの調整をしていくことが発達
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支援のポイ ン ト と 考 え ら れ るが、集 団指導・教育に重きが置かれがち

な現状が推 測 さ れ る 。  

こ れら の 子 ど もが 直 接 的に 非 行・犯 罪に 至 るわ け で は ない が 、「 厳 密 な

障 害認 定 は 困 難と し て も、 そ の 生 育暦 か ら みて 社 会 的 なハ ン デ キャ ッ プ

を 負っ て 生 き づら さ を 抱え て い る もの 」 が 多数 を 占 め るこ と 、 未成 年 の

少 年は も と も と人 格 が 発達 途 上 で ある （ 今 福： 20 12） こと か ら も、 二 次

的 な障 害 ・ 症 状も 含 む 非行 ・ 不 適 応状 態 に ある 発 達 上 の課 題 を 有す る 少

年 に対 し て は 発達 支 援 が不 可 欠 で ある 。 少 年院 に お け る「 高 等 学校 卒 業

程 度認 定 試 験 」充 実 に 向け た 取 り 組み な ど も始 め ら れ てい る が 、教 育 や

発 達の 格 差 を 埋め 、 彼 らが 成 長 ・ 自立 で き るた め の 発 達の ス タ ート ラ イ

ン を整 え る た めの 課 題 検討 が 求 め られ て い る。  

なお、今後の教育や支援のあり方を考える際に、現在は学校教育法

第 1 8 条により「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就

学 困 難 と 認 め ら れ る 場 合 」 に 就 学 義 務 の 猶 予 又 は 免 除 を 定 め て い る 。

そ の う ち 「 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 」 と し て 、「 児 童 自 立 支 援 施 設 又

は少年院に 収 容 さ れ た と き」が定められていることは注目すべき点で

ある。2 015 年 度 の 不 就 学 者 3 ,7 35 名のうち「児童自立支援施設又は少

年院にいる た め 」 に 28 名 が該当、 20 16 年度は同理由での不就学者が

3 , 735 名の う ち 19 名 で あ る （文部科学省： 2 01 6、 2 01 7）。  

以上に検 討 し た よ う に 、少年非行に関わる機関・施設における今後

のあり方が 問 わ れ て お り 、20 14 年 6 月の少年院法の大幅改正、少年鑑

別所法が新 たな 制 定 な どに 示されるように 、少年非行・矯正教育 の領

域は大き な 変 革 期 に あ る 。  

そうした 状 況 下 で 、少 年 非行・矯正教育 における発達障害 等の発達

上の課題・困 難 を 有 す る 少 年の社会的自立等に向けた支援を考えてい

くにあたり、特別支援教育・特別ニーズ教育の視点から、矯正教育機

関における教 育 の 保 障 、矯 正教育機関 退所後の 後期中等教育・継続教

育・職業準備教育等への接続・移行支援 や地域定着支援 の保障を検討

することが 求 め ら れ て い る といえる。  

それゆえ に 本 研 究「 少年非行・矯正教育における発達障害等の発達
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上の課題・困難を有する少年の実態と発達支援に関する調査研究 」で

は、各提言や施策の流れをふまえ、① 少年非行に関わる 機関である少

年鑑別所・児童自立支援施設・少年院・保護観察所・ 更生保護施設 の

職員への調 査、② 自 立 援 助 ホーム職員への調査、③発達障害等の発達

上の課題・困難を有し、少 年鑑別所・少年院・保護観察所・更生保護

施設等へ の 入 所 経 験 を 持 つ 本人・当事者への発達支援・地域移行支援

のニーズ調 査 の 質 的 な 実 証 研究 を行い 、特別支援教育・特別ニーズ教

育の観点から、少年非行・矯正教育において求められている支援 のあ

り方を検 討 し て い く 。  

また本研 究 を 通 し て 、少 年非行・矯正教育分野における発達障害等

の発達上の困難・課題を有する少年に対する矯正教育の課題を明らか

にすることで、非行や不適応状態にある発達上の課題を有する子ども

に 対 す る 今 後 の 特 別 支 援 教 育 と 矯 正 教 育 の 連 携 の あ り 方 や 教 育 機 会

保障の課題 を 明 確 に し て い く。  

 

１．４  研究の目的と方法   

以上をふまえ、本研究「 少年非行・矯正教育における発達障害等の

発達上の課題・困難を有する少年の実態と発達支援に関する調査研究 」

で は 、 ① 少 年 非 行 に 関 わ る 機 関 で あ る 少 年 鑑 別 所 ・ 児 童 自 立 支 援 施

設・少年院・保護観察所・更生保護施設 の職員への調査 、②自立援助

ホーム職員 へ の 調 査 、③ 発 達障害等の発達上の課題・困難を有し、少

年鑑別所・少年院・保護観察所・更生保護施設 等への入所経験を持つ

本人・当事者への発達支援・地域移行支援のニーズ調査の質的な実証

研究を行 い 、特 別 支 援 教 育 ・特別ニーズ教育の観点から、少年非行・

矯 正 教 育 に お い て 求 め ら れ て い る 支 援 の あ り 方 を 検 討 し て い く こ と

を研究の目 的 と す る 。  

なお、本研究における「発達障害等の発達上の課題・困難を有する

非行少年」 と は 2 0 歳 代 の 若年者を含む発達障害・軽度知的障害の診

断を有する 少 年 の ほ か 、発 達障害・軽度知的障害が疑われる、あるい

は発達上の 課 題 ・ 困 難 が 認 められる少年を指している。  
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この課題 遂 行 の た め に 、 以下の４点の作業課題を設定する。  

①  少年非行・矯正教育における発達障害等の発達上の課題・困難を有

する少 年 の 実 態 と 発 達 支 援に関する研究動向を把握する。  

②  非行少 年 の 自 立 支 援 や 矯 正教育の実際的処遇に関わる施設（児童自

立支援施設、少年鑑別所、少年院）における発達障害等の発達上の

課題・困難を有する少年の実態と 各施設での対応 、発達や 自立に向

けた支 援 の 課 題 を 明 ら か にする。  

③  非行少年の自立・更生保護・地域生活定着支援 に関わる施設（ 自立

援助ホ ー ム 、保護観察所、更生保護施設 、地域生活定着支援センタ

ー）における発達障害等の発達上の課題・困難を有する少年の実態

と各施 設 で の 対応、社会的自立や地域社会への移行 に向けた支援の

課題を 明 ら か に す る 。  

④  当事者 の ニ ー ズ 調 査 を通して、矯正教育において求められている発

達支援 、 地 域 移 行 支 援 の 課題を検討する。  

 

１．５  研究の方法  

上記の作 業 課 題 に も と づ き、以下のように検討を進める。  

（１）作 業 課 題 ① に も と づ き、先行研究のレビューを通して 、発達障

害等の発達 上 の 課 題・困 難を有する非行少年の発達支援に関する研究

動向を把握する。ま た 、非行少年の発達支援において 先進的な取り組

みを行う北 欧ス カ ン ジ ナ ビ ア諸国（スウェーデン・デンマーク・フィ

ンランド・ノルウェー・アイスランド）の 発達障害等の発達上の課題・

困 難 を 有 す る 非 行 少 年 の 発 達 支 援 に 関 す る 実 践 に つ い て の 調 査 を 実

施する。  

（２）作業 課 題 ② に も と づ き、 全国 58 ヶ所の児童自立支援施設およ

び児童自立 支 援 施 設 併 設 の 分校・分教室 、全国 51 庁の少年院 、全国

52 庁の少年鑑別所 の 職 員 を 対象とした訪問面接法調査を実施し、発達

障害等の 発 達上の課題・困難を有する 非行少年の実態と 各施設での対

応、発達や自 立 に 向 け た 支 援 の課題を 明らかにする。  

（３）作業 課 題 ③ に も と づ き、 全国 82 ヶ所の自立援助ホーム 、全国
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82 庁の保護観察所、全国 1 04 ヶ所の更生保護施設、全国 4 8 ヶ所の地

域 生 活 定 着 支 援 セ ン タ ー の 職 員 を 対 象 と し た 訪 問 面 接 法 調 査 を 実 施

し、発達障害 等の 発 達上の課題・困難を有する非行少年の 実態と 各施

設での対応、社会的 自 立や 地域社会への移行 に向けた支援の 課題を明

らかにする 。  

（４）作 業 課 題 ④にもとづき、発達 障害等の発達上の課題・困難を有

し、児童自立支援施設・少 年鑑別所・少年院・保護観察所・更生保護

施設等へ の 入 所 経 験 を 持 つ 本人・当事者へ の発達支援・地域移行支援

のニーズ調 査を 通 し て 、少年非行・矯正教育において求められている

発達支援、 地 域 移 行 支 援 の 課題を明らかにする。  

 

１．６  倫理的配慮  

全国少年 院 職 員 調 査 、全 国少年鑑別所調査、全国保護観察所調査及

び少年院在 院 者 調 査 で は 、事前に法務省矯正局 少年矯正課、法務省保

護局観察課、該当地区の矯正管区 と 本研究統括の髙橋智東京学芸大学

教授との間 で調 査 内 容 の 協 議を行い、調査協定書・調査ガイドライン

を作成・締 結を 行 っ て い る 。  

調査協定書・調査ガイドラインにおいては、たとえば「少年院入院

者及び少 年 院職 員 の 人 権 及 び名誉の保全に最大限配慮する」「入 院者、

職 員 及 び 施 設 設 備 の 撮 影 、 録 音 及 び 録 画 を 行 わ な い 」「 調 査 に お い て

取得した情報，データの管理・保管・廃棄について，ガイドラインに

基づき厳重 に 行 う も の と し、法務省矯正局少年矯正課は必要に応じて

こ れ を 確 認 す る 」「 職 員 は ， 少 年 院 の 保 有 す る 入 所 者 及 び 職 員 の 個 人

情 報 に つ い て 調 査 者 に こ れ を 提 供 し な い 」「 研 究 メ ン バ ー は 、 調 査 ・

研究を通じ て 知 り 得 た 情 報 について、当該研究と関係なく公表しよう

とする場合は、必ず、事前に法務省矯正局少年矯正課 の 了解を得なけ

ればならない」等が明記され 、人権の保護への配慮が十分に行われて

いる。なお、各調査における研究実施ガイドラインの詳細については

巻末「資料 」 に 記 載 し て い る。  
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２．論文の構成と概要  

 

２．１  論文の構成  

博士（教育学）論文「 少年非行・矯正教育における発達障害等の発

達 上 の 課 題 ・ 困 難 を 有 す る 少 年 の 実 態 と 発 達 支 援 に 関 す る 調 査 研 究 」

は、前述 の 研 究 の目 的 と 方 法にしたがって、序章・終章および本論 3

部 12 章 の 合 計 1 4 章 か ら 構 成される。論文の構成は以下のとおりであ

る。  

 

序  章  研究 の 課 題 と 方 法  

第 １部  少年非行 ・矯正教育における発達障害等の発達上の課題 ・困難を

有する少年の実態と発達支援に関する研究動向  

第１章  児 童 自 立 支 援 分 野 における発達障害等の発達上の課題・困難

を有する虞犯・触法少年の実態と発達支援に関する研究動向  

第２章  少 年 矯 正 教 育 分 野 における発達障害等の発達上の課題・困難

を 有 す る 非 行 少 年 の実態と発達支援に関する研究動向  

第３章  更 生 保 護 分 野 に お ける発達障害等の発達上の課題・困難を有

す る 非 行 少 年 の 実 態と発達支援に関する研究動向  

第 ２部  児童自立支援施設 ・少年鑑別所 ・少年院における発達障害等の発

達上の課題 ・困難を有する少年の実態と発達支援の課題  

第 ４ 章  職 員 調 査 か ら み た 全 国 の 児 童 自 立 支 援 施 設 に お け る 発 達 障

害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する子どもの実態と発達支援

の 課 題  

第５章  併設分校・分教室調査から探る全国の児童自立支援施設にお

け る 発 達 障 害 等 の 発達上の課題・困難を有する子どもの実態

と 発 達 支 援 の 課 題  

第６章  児 童 自 立 支 援 施 設 における発達障害と虞犯・触法等の発達上

の 課 題 ・ 困 難 を 有 する子どもの発達支援の課題  

第７章  全 国 の 少 年 鑑 別 所 における発達障害等の発達上の課題・困難

を 有 す る 非 行 少 年 の実態と発達支援の課題  
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第８章  全 国 の 少 年 院 に お ける発達障害等の発達上の課題・困難を有

す る 非 行 少 年 の 実 態と発達支援の課題  

第９章  少 年 院 在 院 少 年 調 査から探る発達障害等の発達上の課題・困

難 を 有 す る 少 年 の 実態と発達支援の課題  

第 ３部  発達障害等の発達上の課題 ・困難を有する非行少年の社会的自

立 ・地域移行の実態と支援の課題  

第 1 0 章  全 国 の 自 立 援 助 ホ ー ム に お け る 発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課

題 ・ 困 難 を 有 す る青年の実態と支援の課題  

第 1 1 章  全 国 の 保 護 観 察 所・更生保護施設等における発達障害等の

発 達 上 の 課 題 ・ 困 難 を 有 す る 非 行 少 年 の 実 態 と 社 会 的 自

立 ・ 地 域 移 行 支 援の課題  

第 1 2 章  少 年 院 在 院 少 年 調査から探る発達障害等の発達上の課題・

困 難 を 有 す る 少 年の社会的自立の課題と発達支援  

終  章  研 究 の 総 括 と 今 後の課題    

資  料   

 

 

２．２  論文の概要  

以下、各 章 の 概 要 に つ い て述べる。  

 

第 １部  少年非行 ・矯正教育における発達障害 等の発達上の課題 ・困難 を

有する少年の実態と発達支援に関する研究動向  

 

第 １章  児童自立支援分野における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有

する虞犯 ・触法少年の実態と発達支援に関する研究動向  

本章では、児童自立支援分野における発達障害問題の現状と当面の

検討課題を 探 る た め 、先 行 研究のレビューから、児童自立支援分野に

おける発達 障 害 問 題 に 関 す る研究動向を検討する。  

先 行 研 究 は 主 に 、「 不 良 行 為 を な し 、 又 は な す お そ れ の あ る 児 童 及

び 家 庭 環 境 そ の 他 の 環 境 上 の 理 由 に よ り 生 活 指 導 等 を 要 す る 児 童 を
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入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて

必要な指導 を 行 い 、そ の 自 立を支援し、あわせて退所した者について

相談その他 の 援 助 を 行 う こ とを目的とする」児童自立支援施設におけ

る発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する少年に関する行政や学界

の議論を検 討 す る 。  

  

第 ２章  少年矯正教育分野における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有

する非行少年の実態と発達支援に関する研究動向  

本章では、少年矯正教育分野における発達障害問題の現状と当面の

検討課題を 探 る た め 、先 行研究のレビューから少年非行及び少年矯正

教育におけ る 発 達 障 害 問 題 に関する研究動向を検討する。  

先行研究は、少年鑑別所、少年院、家庭裁判所及び医療関係機関を

中心に、少年非行と発達障害問題に関する行政や学界の議論の動向を

検討する。  

なお、少年法において「少年」とは 20 歳に満たない者を指し、「非

行少年」とは家庭裁判所の審判に付すべき少年を指している。非行少

年は具体的 に 、① 犯罪少年（罪を犯した 14 歳以上 20 歳未満の少年）、

②触法少年 （ 14 歳 に満 た な いで刑罰法令に触れる行為をした少年）、

③虞犯少年（保護者の正当な監督に服しない性癖等の事由があり、少

年の性格又 は 環 境 に 照 ら し て、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れ

る行為をす る お そ れ の あ る 少年）に分けられている。  

 

第 ３章  更生保護分野における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有する

非行少年の実態と発達支援に関する研究動向  

 本章では、更生保護分野における発達障害問題の現状と当面の検討

課題を探るため、先行研究のレビューから、更生保護分野における発

達障害問題 に 関 す る 研 究 動 向を検討する。  

 先行研究 は 主 に 、自 立援助ホーム、保護観察所・更生保護施設、福

祉機関を中 心 に 、 行 政 や 学 界における議論の動向を検討する。  
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第 ２部  児童自立支援施設 ・少年鑑別所 ・少年院における発達障害等の発

達上の課題 ・困難を有する少年の実態と発達支援の課題  

 

第 ４章  職員調査からみた全国の児童自立支援施設における発達障害等の

発達上の課題 ・困難を有する子どもの実態と発達支援の課題  

本章では、全国の児童自立支援施設職員調査を通して、発達障害等

の発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する少年の実態と発達や 自立

に向けた支 援 の 課 題 を 明 ら かにする 。  

調査の対 象 は 全 国 58 ヵ 所の児童自立支援施設職員である。 調査の

内容は、発達障害の診断・疑い があり発達上の課題・困難を有する子

ど も の 「 生 活 面 （ 食 事 、 人 間 関 係 等 ） の 困 難 」「 支 援 を 行 う 上 で の 分

校・分教室との連携体制」「退所に向けた支援」「退所後のアフターケ

ア」である 。  

調査の方法は、全国の児童自立支援施設に郵送・電話による調査依

頼を行い、 調 査 協 力 を 得 ら れた 45 施設の児童自立支援施設を直接訪

問 し 、 半 構 造 化 面 接 法 に よ る 聞 き 取 り 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 期 間 は

201 0 年 11 月 ～ 2 01 1 年 3 月 である。回答は 66 名（施設長 12 名、指導

課長・教務 課 長 20 名 、寮 職員 2 9 名 、心理職員 3 名、その他 2 名）か

ら回答を得 た 。  

 

第 ５章  併設分校 ・分教室調査から探る全国の児童自立支援施設における

発達障害等の発達上の課題 ・困難を有する子どもの実態と発達支援の課題  

本章では、全国 58 カ 所 の 児童自立支援施設に併設されている分校・

分教室教 師 へ の 調 査 を 通 し て、児童自立支援施設併設の分校・分教室

に通学す る 発 達 障 害 等 の 発 達上の課題・困難を有する子どもの困難の

実 態 や そ れ に 対 す る 支 援 の あ り 方 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 

調査方法は、全国の児童自立支援施設に併設さ れた分校・分教室に

対して郵送 ・ 電 話 に よ る 調 査依頼を行い、調査協力を得られた分校・

分教室 33 校 を 直 接 訪 問 し 、半構造化面接法による聞き取り調査を行

った。質問項目は「発達障害の診断・疑いのある児童の分校・分教室
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での実態と支援」「指導を行う上での施設との連携体制」「退所・転校

に 向 け た 具 体 的 な 指 導 内 容 」「 退 所 ・ 転 校 後 の ア フ タ ー ケ ア 」 を 設 定

した。調査期間は 2 010 年 1 1 月～ 20 11 年 3 月である。  

 回答は 34 名 か ら 得 ら れ た。回答施設の都合によって施設職員が分

校・分教室での様子を回答している場合もあり、回答者の内訳は教頭

19 名、教科担当等教師 11 名、施設職員 4 名である。  

 

第 ６章  児童自立支援施設における発達障害と虞犯 ・触法等の発達上の課

題 ・困難を有する子どもの発達支援の課題  

本章では、第 4 章 の 児 童 自立支援施設職員調査結果と第 5 章の児童

自立支援施 設 併 設 の 分 校・分教室教師調査結果の比較をもとに、児童

自立支援施 設 に お け る 発 達 障害と虞犯・触法等の発達上の課題・困難

を有する子 ど も の 発 達 支 援 のあり方を検討していく。  

 

第 ７章  全国の少年鑑別所における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有

する非行少年の実態と発達支援の課題  

 本章では 、全国 の 少 年 鑑 別所への訪問面接法調査を通して、発達障

害等の発 達 上の課題・困 難 を有する 少年の困難・ニーズや支援の実態

を明らかにし て い く こ と を 目的とする 。  

調 査 の 対 象 は 全 国 の 少 年 鑑 別 所 の 鑑 別 を 担 当 す る 法 務 技 官 （ 以 下

「鑑別技官」）およ び 観 護 を担当する法務教官（以下「観護教官」）で

あ る 。 鑑 別 技 官 へ の 調 査 内 容 は 「 少 年 の 特 性 把 握 の 工 夫 ・ 配 慮 」「 少

年 の 発 達 上 の 課 題 と 非 行 と の 関 係 ・ 背 景 要 因 」「 関 係 機 関 へ の 情 報 伝

達 」「 地 域 貢 献 ・ 地 域 支 援 、 関 係 機 関 と の 連 携 」「 今 後 の 課 題 」、 観 護

教 官 へ の 調 査 内 容 は 「 少 年 鑑 別 所 の 処 遇 に お け る 困 難 」「 少 年 の 特 性

把握におけ る 留 意 事 項」「 障 害特性に応じた対応内容や専門性の確保」

「今後の課 題 」 で あ る 。  

調査の方 法 は 、 全 国 52 施設の少年鑑別所に郵送・電話による調査

依頼を行い 、 調 査 協 力 を 得 られた 2 6 施設の少年鑑別所を訪問し、職

員 53 名（ 鑑 別 技 官 26 名、観護教官 2 5 名、その他 2 名）に対する半
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構 造 化 面 接 法 に よ る 聞 き 取 り 調 査 を 実 施 し た （ 回 答 い た だ く 職 員 は 、

「勤務経験 が 比 較 的 長 い 職 員」という条件のもと 、各少年鑑別所で選

出いただいた）。調査期間は 2 014 年 6 月～ 1 2 月である 。  

なお、事 前 に 法 務 省 矯 正 局 少年矯正課 と本研究統括 の髙橋智東京学

芸大学教授 と の 間 で 調 査 内 容の協議を行い、調査協定書・調査ガイド

ラインを作成・締結 を 行 い 、人権の保護への配慮が十分に行われてい

る（詳細は 巻 末 「 資 料」）。  

 

第 ８章  全国の少年院における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有する

非行少年の実態と発達支援の課題  

本章では 、全国 の 少 年 院への訪問面接法調査を通して、発達障害 等

の発達上の課題・困 難を 有 する少年 の困難・ニーズや支援の実態を明

らかにし て い く こ と を 目 的 とする 。  

調査の対 象 は 全 国 の 少 年 院職員とし、調査内容は「生活面における

困難と支援内容」「対人関係の困難と支援内容」「学習指導、職業補導、

特 別 活 動 、 日 記 指 導 等 を 行 う 上 で の 困 難 と 支 援 内 容 」「 問 題 群 別 指 導

（非行態様 別 指 導 等 を 含 む）や被害者の視点を取り入れた教育等を行

う上で対応 に 苦 慮 し た 内 容 と指導の工夫」「関係機関との連携」「出院

に向けた指 導 内 容」「 出 院 後に見られる困難とアフターケア」「自立や

社会復帰に 向 け た 処 遇 ・支 援の課題」 とした。  

調査の方 法 は 、 全 国 52 施設（調査開始時の施設数 ） の少年院に郵

送・電話による調査依頼を行い、一般短期処遇施設 2 施設、長期処遇

施設 1 施設を除く 4 8 施 設 から回答を得た（１庁廃庁）。調査協力を得

られた 48 施 設 の 少 年 院 を 直接訪問し、職員 60 名への半構造化面接法

による聞き 取 り 調 査 を 実 施 した（回答いただく職員については「勤務

経 験 が 比 較 的 長 い 職 員 」 と い う 条 件 の も と 各 少 年 院 で 選 出 い た だ い

た）。調査期間は 2 0 13 年 1 月～ 7 月である。  

なお、事 前 に 法 務 省 矯 正 局 少年矯正課 と本研究統括の髙橋智東京学

芸大学教授 と の 間 で 調 査 内 容の協議を行い、調査協定書・調査ガイド

ラインを作 成 ・ 締 結 を 行 っ ている（詳細は巻末「資料」）。  
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第 ９章  少年院在院少年調査から探る発達障害等の発達上の課題 ・困難を

有する少年の実態と発達支援の課題  

本章では、少 年 院 において「 支援教育課程 Ⅲ（ N 3）」（知的障害ある

いは情緒障害・発達障害とまではいえないものの、いわゆるボーダー

ラインに あ る 少 年 を 対 象 と した教育課程）に指定された 少年への半構

造 化 面 接 法 調 査 を 通 し て 、 少 年 院 に お け る 発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課

題・困難を有する少年の困難・支援ニーズの実態や発達支援を充実さ

せていく た め の 課 題 を 検 討 することを目的とする。  

調査方法 は 、A 少年院において「支援教育課程Ⅲ」の矯正教育課程

に指定され た 発 達 障 害 等 の 発達上の課題・困難を有する少年への半構

造 化 面 接 法 調 査 を 行 う と と も に 担 任 等 の 法 務 教 官 と の 協 議 を 実 施 す

る。  

少年への 面 接 で の 質 問 項 目は「Ⅰ  入院前の様子（ 家 庭・学 校 生 活 ・

対人関係等）」「Ⅱ  少年院での生活（生活面・対人面・学習面）」「Ⅲ  将

来の夢、進路」を設定し、少年への調査結果をもとにした法務教官と

の協議では「少年の成長、変化の様子」「少年と関わる 際の工夫」「今

後の対応の 課 題 」 を 設 定 し た。調査は 20 16 年 8 月～ 20 17 年 3 月に実

施した（現 在も継続中である）。  

なお、本研究は A 少 年 院 と東京学芸大学髙橋智研究室との共同研究

として、A 少年院と調査・研究統括責任者の髙橋智東京学芸大学教授

と の 双 方 で 作 成 し た 調 査 研 究 協 定 書 と 調 査 ガ イ ド ラ イ ン  に 従 い 研 究

を進めた。またこの共同研究は法務省矯正局少年矯正課の了解を得て

いる。  

調査対象は、支援教育課程Ⅲの在院者のうち２級又は１級の処遇の

段階にあり、入院順に一人置きにランダムに抽出した少年のうち本人

の同意が得 ら れ た 者（ 調 査時に未成年の在院者については当該在院者

の保護者の 同 意 が 得 ら れ た 場合に限る）およびこれらの在院 者の担当

の法務教官 で あ る 。  

本章では、20 16 年 8 月 か ら 2 017 年 3 月までに実施した男子少年 2 6
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名（のべ実 施 数 3 4 名 、 年 齢 15 歳から 20 歳まで）の半構造化面接法

調査の結果 に つ い て 述 べ る 。  

 

第 ３部  発達障害等の発達上の課題 ・困 難 を有 する非行少年の社会的自

立 ・地域移行の実態と支援の課題  

 

第 １０章  全国の自立援助ホームにおける発達障害等の発達上の課題 ・困

難を有する青年の実態と支援の課題  

本章では、全国自立援助ホームの職員の調査を通して、発達障害等

の発達上の課題・困難を有する子どもが青年期に抱える困難の実態や

社会的自立 に 向 け た 支 援 課 題を明らかにすることを目的とする。  

 調査方法 は 、 全 国 8 3 施設の自立援助ホームに面接法調査の依頼を

行い、協力を得られた自立援助ホームにて調査を実施した。調査内容

は 「 日 常 生 活 に お け る 困 難 お よ び 支 援 ・ 指 導 」「 対 人 関 係 に 関 す る 困

難や支援」「進学、就職等自立に向けての支援や課題」「他機関との連

携」を設定 し 、 調 査 期 間 は 2 012 年 7 月～ 1 2 月である。  

40 か所の自立援助ホームから回答が得られた。回答者は自立援助ホ

ーム長 33 名 、 そ の 他 （ 児 童指導員等） 2 1 名の計 54 名である。  

 

第 １１章  全国の保護観察所 ・更生保護施設等における発達障害等の発達

上の課題 ・困 難 を有 する非行少年の実態 と社会的自立 ・地 域 移行支援の

課題  

 本章で は全 国 の 保 護 観 察 所職員・更生保護施設職員・保護司 等への

調査を通して、発達障害等の 発達上の課題・困難を有する非行少年が

社会的自立・地域移行をするうえで抱える困難・支援ニーズの実態を

検討し、社会的自立・地域移行、再非 行防止に向けた課題を 明らかに

すること を 目 的 と し て い る 。  

調査は 、全 国 の 保護観察所・更生保護施設・自立準備ホーム の職員、

保護司を 対 象に 訪 問 面 接 法 調査を実施した。調査項目は 、①「生活環

境 の 調 整 （ 特 別 調 整 を 含 む ） に お け る 困 難 ・ ニ ー ズ 」、 ② 「 発 達 上 の
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課 題 ・ 困 難 を 有 す る 保 護 観 察 処 分 少 年 お よ び 少 年 院 仮 退 院 者 等 （ 2 0

歳代の保 護 観 察 対 象 者 を 含 む）の困難・ニーズと支援状況（困難・ニ

ーズ、支援内容、専門性の確保）」、③「関係機関連携（矯正施設、更

生保護施設、自立準備ホーム、保護司、学校・地域、地域生活定着支

援 セ ン タ ー 、 そ の 他 の 関 係 機 関 等 ） の 具 体 的 な 内 容 」、 ④ 「 発 達 障 害

等の発達上の課題・困 難 を 有する少年への社会的自立・地域移行の支

援 の 課 題 」 を 設 定 し た 。 な お 、「 発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課 題 ・ 困 難 を

有する非 行 少 年 」と は 、2 0 歳代の若年者を含む発達障害・軽度知的障

害 の 診 断 を 有 す る 少 年 の ほ か 、 発 達 障 害 ・ 軽 度 知 的 障 害 が 疑 わ れ る 、

あるいは 発 達 困 難 が 認 め ら れる少年を指している。  

なお本 研 究 の 実 施 お よ び 調査結果の整理・分析に際しては、法務省

保護局観 察 課 よ り 多 大 な 協 力・支援を受けて実施した。本調査に際し

ては、法 務 省 保 護 局 観 察 課 と 本調査研究の統括責任者の髙橋智東京学

芸大学教 授 との 事 前 協 議（ 調査協定書及び調査ガイドラインの作成等）

を行い、保護局より事前の事務連絡を全 保護観察所（駐在官事務所は

管轄の観察所）宛 て に 発 信 していただき、その後 、調査 担当者からの

電話連絡 に よ り 日 程 等 を 調 整した。各保護観察所窓口担当者に回答候

補者を選 出 し て い た だ き 、面接への参加をもって調査への同意を確認

した。  

面接の 実 施 は 原 則 職 種 別 と考えたが、日時の関係や回答者の希望に

より、保護観察官と保護司等、職種の異なる回答者同席による面接も

行った。調 査 期 間 は 2 01 6 年 7 月～ 20 17 年 1 月である 。調査はプレ調

査を含め 全 4 3 回 実 施 さ れ 、 延べ 7 0 名（内訳は保護観察官 3 1 名、保

護司 19 名、更生保 護施設 職員 10 名、自立準備ホーム 職員 9 名、その

他：保護観察対象者が入 所 中の障害者施設職員 1 名）から回答を得た。  

 

第 １２章  少年院在院少年調査から探る発達障害等の発達上の課題 ・困難

を有する少年の社会的自立の課題と発達支援  

本章では 、少年院 において「 支援教育課程 Ⅲ（ N3）」（知的障害ある

いは情緒障害・発達障害とまではいえないものの、いわゆるボーダー
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ラインにあ る 少 年 を 対 象 と した教育課程）に指定された 発達障害等の

発達上の課題・困難を有する少年への半構造化面接法調査の結果をも

とに、少年院における発達障害等の発達上の課題・困難を有する少年

の 社 会 的 自 立 に 向 け た 発 達 支 援 や 地 域 移 行 支 援 の 課 題 を 検 討 す る こ

とを目的と す る 。  

調査方法 は 、A 少年院において「支援教育課程Ⅲ」の矯正教育課程

に指定され た 発 達 障 害 等 の 発達上の課題・困難を有する少年への半構

造 化 面 接 法 調 査 を 行 う と と も に 担 任 等 の 法 務 教 官 と の 協 議 を 実 施 し

た。  

少年への 面 接 で の 質 問 項 目は「将来の夢、進路」を設定した。調査

は 2 016 年 8 月 ～ 20 17 年 3 月に実施した（現在も継続中である）。  

なお、本研究は A 少 年 院 と東京学芸大学髙橋智研究室との共同研究

として、A 少年院と調査・研究統括責任者の髙橋智東京学芸大学教授

と の 双 方 で 作 成 し た 調 査 研 究 協 定 書 と 調 査 ガ イ ド ラ イ ン  に 従 い 研 究

を進めた。またこの共同研究は法務省矯正局少年矯正課の了解を得て

いる。  

調査対象は、支援教育課程Ⅲの在院者のうち２級又は１級の処遇の

段 階 に あ り 、 入 院 順 に 一 人 置 き に ラ ン ダ ム に 抽 出 し た 少 年 （ の う ち 、

本人の同意 が 得 ら れ た 者（ 調査時に未成年の在院者については、当該

在院者の保 護 者 の 同 意 が 得 られた場合に限る）およびこれらの在院者

の担当の法 務 教 官 で あ る 。  

調査協力は本人・保護者の自由意思とし、調査に参加しない場合で

も 在 院 者 本 人 が 少 年 院 に お い て 生 活 上 の 不 利 益 を 受 け る こ と は 一 切

ないこと、一旦同意した場合 でも、不利益を受けることなくいつでも

撤回できる こ と も 書 面 に て 伝えている。  

本章では、20 16 年 8 月 か ら 2 017 年 3 月までに実施した男子少年 2 6

名（のべ実 施 数 3 4 名 、 年 齢 15 歳から 20 歳まで）の半構造化面接法

調査の結果 に つ い て 述 べ る 。  
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１．はじめに  

本章では、児童自立支援分野における発達障害問題の現状と当面の

検討課題を 探 る た め 、先 行 研究のレビューから、児童自立支援分野に

おける発達 障 害 問 題 に 関 す る研究動向を検討する。  

 

２．児童自立支援分野における発達障害問題と支援に関する研究動向  

児童自立 支 援 施 設 は 全 国 に 58 カ 所あり（厚生労働省 201 1 年報告時

点）、「不良行為を行った 子 どもや行うおそれのある子ども、あるいは

家庭環境上 の 理 由 に よ り 生 活指導等を必要とする 子ども」が入所して

いる。児 童 自 立 支 援 施 設 で は、生活指導や教科指導 のほか、非行に対

する認識や振 り 返 り 、改善のための個別指導・面接、作文（日記）等

の取り組み が 行 わ れ て い る 。  

東京都福 祉 保 健 局（ 2 00 5）が行った調査では、非行相談は小学 4 年

ごろから増 加 し 始 め 、中学 2 年がピークを迎えることが示されている

が、児童自 立 支 援 施 設 に お いても入所時年齢が 13、 1 4 歳の入所が高

い 割 合 を 占 め て い る （ 厚 生 労 働 省 ： 2 01 5）。 入 所 児 童 の 様 子 に つ い て

は、児童自立支援施設入所の児童の約 3 割は非行の自覚ができておら

ず、そのことは厳しい家庭環境でつらい思いを重ねてきたことや、人

間 関 係 が う ま く い か ず 自 分 の 存 在 意 義 を 見 失 う な ど の 理 由 も 影 響 し

ていると考 え ら れ て い る（ 東京都福祉保健局： 20 05）。その他、「指導

内容が理解 で き ず、反 抗 的 態度をとる」子どもも約 3 割いることや「指

導内容は概 ね 理 解 し て い る が、取組にムラがある」等の特徴が挙げら

れている（ 東 京 都 福 祉 保 健 局： 2 00 5）。  

また、児 童 自 立 支 援 施 設 は 19 98 年の児童福祉法改正 により入所児

童への学校 教 育 の 実 施 が 制 度化された。分校・分教室の併設による学

校教育導入に伴い、児童自立支援施設と分校・分教室の「一体的かつ

総合的」な連携が求められることとなった。分校・分教室では、地元

で経験でき な か っ た「 学 校 生活」での多くの体験や道徳・特別活動に

力を入れる な ど の 工 夫 が 行 われている（徳島県立徳島学院指導課・徳

島県鳴門市 大 麻 中 学 校 広 塚 分校： 2 00 8）。  
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個 に 応 じ た 指 導 と し て 、 習 熟 度 別 や 小 集 団 、 TT に よ る 学 習 、 A LT

や学校カウ ン セ ラ ー の 活 用 などが行われている。また、児童自立支援

施 設 と の 連 携 に 関 し て は 基 本 的 生 活 習 慣 の 確 立 を め ざ し た 支 援 や 生

活支援を下 に 基 礎 的・基 本 的学力の定着をめざした 支援など、多くの

面で支援連 携 が と ら れ て い る。児童自立支援施設に併設された分校・

分教室の使 命 と し て 、学 力 や進路の保障、何より子どもたちが安心し

て取り組む こ と が で き る よ うな居場所・意欲づくりが課題とされてい

る（吉本： 2 00 5）。  

そ う し た 背 景 に は 、 例 え ば 「 児 童 養 護 施 設 入 所 児 童 等 調 査 の 結 果 」

（厚生労働省： 2 00 9）では、児童自立支援施設入所児童について学業

に ｢遅 れ が あ る ｣が 64 .0 %と 示 さ れ 、 指 導 上 の 留 意 点 も ｢学 習 の 興 味 関

心 ｣33 .3 %と 報 告 さ れ て い る 。近年の分校・分教室児童の様子としては、

かつての「逃げるのが上 手、人懐っこい」などから「キレる、物にあ

た る 」「 自 己 表 現 力 が 乏 し い 」 へ と 特 徴 が 変 わ っ て い る と の 報 告 も な

さ れ て い る （ 金 田 ： 20 0 9）。 そ れ ら の 変 化 の 背 景 ・ 要 因 に は 虐 待 や 発

達障害、それらへの不適切な対応や放置が関係していると推測されて

きた。  

 

３．厚生労働省および全国児童自立支援施設協議会による実態調査  

 厚 生 労 働 省 は 要 保 護 児 童 の 福 祉 増 進 の た め の 基 礎 資 料 作 成 を 目 的

とし、里 親委託、養護施設、情緒障害児短期治療施設（現在の児童心

理 治 療 施 設 ）、 児 童 自 立 支 援 施 設 、 乳 幼 児 施 設 、 母 子 生 活 支 援 施 設 対

象に実態調 査 を 行 っ て い る （表 1-1、表 1-2、表 1-3）。  

調査結果 を 比 較 す る と 、20 04 年には「その他の障害等」に含まれて

いた L D と 広 汎 性 発 達 障 害 が 20 09 年の報告では新たに別項目として分

けられている。このことからも、児童自立支援施設を含む児童福祉施

設 に お い て も 発 達 障 害 が 注 目 さ れ て き て い る と 推 測 で き る 。 ま た 、

200 9 年の 調 査 結 果 で は 知 的 障害と A D HD について増加が見られ、L D、

ADHD、広汎性発達障害の割合は情緒障害児短期治療施設に次いで高

い割合を示 し て い る 。  
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 さらに 2 009 年 と 201 5 年の結果を比較すると、児童自立支援施設や

児童養護施 設 に お い て「 障 害等あり」の割合が約 11％増加し、A DHD

等 の 発 達 障 害 の 診 断 の あ る 児 童 の 割 合 も 増 加 し て い る こ と が 示 さ れ

ている。  

 

表 1-1 心身の状態別児童数 （2004 年報告 ）  

 

 （厚生労働省 （2004）児童養護施設入所児童等調査結果、p .６）  

 

表 1-2 心身の状態別児童数  

 

（厚生労働省 （2009）児童養護施設入所児童等調査結果、p .６）  
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表 1-3 心身の状況別児童数 （2015 年報告 ）  

 

（厚生労働省 （2 01 5）児童養護施設入所児童等調査結果、p．6）  

 

200 6 年 には厚生労働省「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」

から報告書 が 出 さ れ たが、そこでも被虐待経験や発達障害を有する子

ど も に つ い て 、「 個 々 の 子 ど も の 特 性 ・ ニ ー ズ に 適 合 し た 支 援 方 法 や

問題性に対 す る 効 果 的 な 改 善・回復方法などの検討や精緻化、専任医

師の配置や 外 部 の 医 療 機 関 との連携・協力体制などの整備、常勤の心

理療法担当 職 員 の 複 数 配 置 や心理療法室の設置などが必要 」であると

言及されて い る 。  

次 に 、「 児 童 福 祉 施 設 に お け る 非 行 等 児 童 へ の 支 援 に 関 す る 調 査 研

究報告書」には、発達障害児の特性やその対応に関して障害種別に記

述 が さ れ て い る （ 全 国 児 童 自 立 支 援 施 設 協 議 会 ： 2 01 0）。 い ず れ も 、

子どもの特 性 に 配 慮 し た 上 で丁寧な説明を行い、粘り強くやさしい対

応が求めら れ て い た 。  

また、前述の学校教育の導入に関して、全国児童自立支援施設協議

会報告でも、大きな学力差の中で集団指導を行うことや、発達障害な

どの特性に よ る 学 習 困 難 に 対応できていないことが挙げられた。同時

に「今後より専門的な知識を踏まえて指導を行う必要がある」といっ

た職員の指 導 力 へ の 指 摘 も 述べられている（全国児童自立支援施設協
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議会： 2 01 1）。  

発達障害 等 を 有 す る 児 童 生徒が分校・分教室 で学習する中、学校教

育との兼ね 合 い か ら「 特 別支援教育の対応に近いカリキュラムができ

ない。柔軟性がない」ことや特別支援学級の設置が十分ではなく、普

通学級扱い の 分 校・分 教 室 の約６～７割の教職員が施設独特の特別支

援学級の設 置 を 望 ん で い る ことも報告されている（全国児童自立支援

施設協議会：20 10）。発達障害児や被虐待児のための取り組みでは、｢ほ

と ん ど が そ う で あ る た め 、 特 別 な 事 は し て い な い ｣と い う 施 設 も ま だ

まだあるが、「『個別の指導計画』を作成することで、形成的な評価を

基 に し た 評 価 と 修 正 等 を 基 に し た 指 導 の 展 開 や マ ン ツ ー マ ン の 指 導

を心がける」「子どもの特徴を捉える為に観察日記をつけている。（学

習カルテの 作 成 や 具 体 的 な 指導方法等）」「特別支援教育コーディネー

ターや外部 専 門 家 に よ る 教 職員研修、事例検討会の実施」等が挙げら

れ、その他、発達障害児への特別な取り組みは現在検討中という施設

も見られた 。  

このように、児童自立支援施設および分校・分教室においても発達

障害等を有 す る 子 ど も の 増 加は明らかであり、集団指導や学習指導に

おける在り 方 の 検 討 が 課 題 といえる。  

  

４．学界 ・施設関係者による児童自立支援施設における発達障害問題の研

究動向  

学界や児 童 自 立 支 援 施 設 関係者等による先行研究からは、発達障害

等の入所実 態 や 具 体 的 な 実 践報告がされ始めている。  

非 行 と の 関 係 に 関 し て 王 子 （ 2 00 8）  は 、 他 人 不 信 や 自 分 不 信 （ 自

信喪失）からくる不安定感と自己統制力は密接に関連していると考え、

「不 安定 感×対象×機会 －安 定感×統 制力 ＝非 行」 とい う図 式を 挙げ

ている。問題の本質はいかにして本当に愛されることや理解されるこ

と、大事にされ心配されるという体験をさせそうすることで不安定感

情を安定感 情 に 変 化 さ せ 、自己統制力を強化させることができるかに

あると述べ て い る 。  
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非行や 発 達 障 害 の 関 連 を 考える上で、北・田中・菊池（ 200 8）は障

害 特 性 等 の 危 険 因 子 と 保 護 因 子 そ し て 個 の 内 面 世 界 が 関 わ っ て い る

ことを指摘 し て い る 。環 境 因子に関しては、虐待等の影響も考えられ

る が 、 児 童 自 立 支 援 施 設 に 入 所 す る 児 童 の 情 緒 と 行 動 の 特 徴 と し て 、

女 子 で は 「 不 安 ・ 抑 う つ 」 男 子 で は 「 非 行 的 行 動 」「 攻 撃 的 行 動 」 に

影響が高い こ と を 報 告 し て いる（大原・楡木： 2 00 8）。  

こ れ ま で に 報 告 さ れ た 児 童 自 立 支 援 施 設 と 発 達 障 害 問 題 の 実 態 調

査として、安藤（ 19 99）が実施した児童自立支援施設対象の質問紙お

よび面接法 調 査 が 挙 げ ら れ る 。1 999 年の段階で障害名を持った子ども

の入所数が 増 加 し て い る こ とが分かり、入所児童の質的変化（多様化、

複雑化）が起こっていることが明らかとなっている。また、それに対

す る 職 員 の 専 門 知 識 が な い た め に 適 切 な 対 応 が 取 れ て い な い こ と や 、

特に言語関 係 と 人 間 関 係 に ついての指導に困難が見られ、個に合った

指導や児童 の 自 立 を 様 々 な 角度から支援することが課題とされた。  

発達障害 児 の 不 適 応 に 関 して行った高橋・生方（ 2 00 8）の調査では、

日常生活に お け る 不 適 応 と して「時計を読むのが苦手なために時間を

守 れ な い 、 う ま く 行 動 で き な い 」「 ゲ ー ム や 競 争 な ど で は 一 番 に な ら

な い と ど う に も 我 慢 で き な い 」「 相 手 の 気 持 ち や 状 況 を 読 み 取 る の が

と て も 苦 手 で あ る た め 、 周 囲 と の ト ラ ブ ル が 起 き る こ と が あ る 」「 説

明 を 聞 く だ け で は 理 解 す る こ と が 困 難 で あ る た め 、 何 度 も 聞 き 返 す 」

「自分の興味、関心がある話題であると思わず話しすぎてしまう」「優

先順位を付 け る の が と て も 苦手」等が比較的高い割合で回答されてお

り、児童自立支援施設における発達障害児の子どもについても同様の

困難が予想 さ れ る 。  

発達障害 等 を 有 す る 入 所 児童数に関して生島ほか（ 2 00 5）は、武蔵

野学院では 50 名 中 48 名が行為障害、A DHD9 名（疑い含む）、きぬ川

学院の女子 51 名 中 行 為 障 害、アスペルガー障害、 ADH D が各 1 名、

さわらび学園では 2 6 名 中 行為障害 1 名、ADH D2 名、特定不能の広汎

性発達障害 1 名、福島学園では 10 名中 ADH D4 名と報告している。  

原田（ 2 00 2）は児童自立支援施設に入所している子どもの約 8 割が
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行為障害と 診 断 さ れ て い る ことを述べている。行為障害・素行障害は

発達障害に 併 存 す る こ と が 多いとし、 ADH D の約 25％が行為障害を

合併してい る こ と や、1 8 歳以下の行為障害児 57 名のうち、2 6 名（ 46％）

が ADH D、 12 名（ 2 1％）が P DD を併存していたことを報告している

（原田： 2 01 2）。  

山本（ 2 00 5）は、報告当時の入所児童 13 名中 7 名が A DHD 児ある

いはその傾 向 を 有 す る 者 で あり、学園の雰囲気は彼らの不注意に起因

す る 数 々 の 失 敗 や パ ニ ッ ク 状 況 と き ま ぐ れ な 多 動 性 に 振 り 回 さ れ て

いたことや、  特 に ト ラ ブ ルの絶えない知的障害児や A D HD 知的障害

児や ADHD 児 が 児 童 に 対 する粗暴行為がエスカレートしていたこと

を報告している。また、発達障害のある子どもへの対応にばかり目が

行き、他の児童への指導が不十分になる（坂口： 20 11）等 、毎日同時

多 発 的 に 繰 り 返 さ れ る 問 題 行 動 に 職 員 間 の 連 携 も 分 断 さ れ が ち で あ

ったとして い る 。  

 高尾（ 2 00 8）も施設に入所後も攻撃的な姿勢や職員への依存などが

見られた事 例 を 挙 げ 、一 対 一では指示が通じたり、学園での生活を通

し て 徐 々 に 変 化 も 見 ら れ た が 物 事 の 善 悪 に つ い て は 深 い 理 解 が で き

ていない特 徴 を 挙 げ た 。そ こでの対応としては、社会に戻った後の支

援 も 考 慮 し て 療 育 手 帳 の 取 得 や 退 院 に 向 け て の 取 り 組 み が 行 わ れ て

いた。対象児が引け目を感じないようにという配慮から障害の説明に

ついては最 小 限 に 留 め て お り、今後は正しい認識を持てる ような意識

付けが求め ら れ て い る と の 課題も述べている。  

次に、各児童自立支援施設のウェブサイトにおける発達障害等に関

する記述は 、 以 下 の も の が 挙げられた。  

長野県立 波 田 学 院 で は「 発達障害を理解した支援」が目標の中に挙

げられ、具体的には発達障害のある子どもへの配慮から日記ではなく

生活チェッ ク 表 を 活 用 す る などの取り組みが行われている。  

岡 山 県 立 成 徳 学 院 で は 軽 度 発 達 障 害 や 心 理 的 な 問 題 を 抱 え る 児 童

に対して、委託精神科医師による定期診断、児童精神科医への受信及

び治療を行 っ て い る こ と が 挙げられた。  
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徳島県立 徳 島 学 院 で は「 学力・学習状況改善プラン」の中で児童生

徒の特徴として「著しく集中力が欠けてくる場合がある、学習中外部

の 刺 激 に 対 し て 敏 感 に 反 応 し 課 題 に 集 中 で き な く な る 場 合 が あ る 。」

点を挙げ、それに対して一斉指導、習熟度別指導、個別指導、ドリル

学 習 な ど 個 々 の 生 徒 の 実 態 や 学 習 内 容 に 応 じ て 行 っ て い る こ と が 明

記されてい る 。  

高知県立 希 望 が 丘 学 園 で も成徳学院と同様に、発達障害児や被虐待

児の増加に よ り メ ン タ ル ケ アの必要性が増加していることから、教育

カ ウ ン セ ラ ー の カ ウ ン セ リ ン グ や 精 神 科 委 託 医 に よ る 医 学 的 判 定 等

の支援を行 っ て い る 。  

 発達障害 の 視 点 も 含 め た 指導、支援の実際として徳島学院では対象

児について、寮会議や個別面接を中心に処遇を行っている。また、対

象児を受け入れ、できるだけ励まし支えていくという指導方針のもと、

指導が行わ れ た 。そ れ に 加 え、寮生も対象児を受け入れたり、サポー

トをする場 面 が 挙 げ ら れ て いる。頑張ることで「褒められ認められる

→また頑張る」という好循環のなかで問題行動が落ち着いていった時

期が見られた。しかし一度目の退所の後、改善方向に向かわず再入所、

病院への入院、などを経て最終的には本人の希望により改善が見ら れ

ないまま退 所 と な っ て い る 。  

小林（ 2 00 5）は集団の力が良い方向に向けば生徒集団の中で成長す

ることがで き る と 確 信 で き たとし、一方で児童自立支援施設という超

刺 激 的 な 子 ど も 集 団 の 中 で 発 達 障 害 を 持 つ 児 童 の 指 導 が 有 効 で あ っ

たかが疑問 で あ る と し た 。  

上堂（ 2 01 1）は児童生徒の根底にある発達障害や被虐待の二次障害

を学び、臨床心理士等との連携を取ることで職員の負担が減り、児童

生 徒 と も 適 切 な 距 離 を 取 っ て 指 導 が で き る よ う に な っ た こ と を 報 告

す る な か で 、 発 達 障 害 の 児 童 生 徒 に と っ て 「 な く て は な ら な い 支 援 」

は他の児童 生 徒 に と っ て も「あると便利な支援」であると述べている。

上堂の勤務 す る 児 童 自 立 支 援施設および分校・分教室では、ADH D 児

に接する際 の 留 意 点 と し て 、①最初の場面指導を大切にする。穏やか
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な表情と口 調 で 伝 え る 、② 注意は具体的に伝える、③興奮していると

きはクール ダ ウ ン を す る た めの時間と場所を確保する、④催促するこ

とは控え気 長 に 待 つ ⑤ 目 を つぶる勇気を持つ、⑥理解しているかどう

かの確認を行う、⑦良い行動はやり始めた瞬間に褒める、⑧事前告知

を行う、⑨ 注 意 す る と き は 1 点突破等が挙げている。  

学 力 面 で は 鈴 木 （ 2 00 4）  に よ る と 、 入 所 前 の 環 境 に よ り 正 し い 学

習体験が積 み 重 ね ら れ て な いものが多く、例えばひらがなが読めない

子 や 九 九 を 知 ら な い 子 、 分 数 や 少 数 に な る と 拒 否 反 応 を 示 す 子 ど も 、

一 時 間 机 に 向 か っ て 授 業 を 受 け た こ と が な い 子 ど も な ど を 特 徴 と し

て挙げている。それらの子どもに対し分教室では児童生徒の学力保障

や学力の回 復 を 基 本 に 据 え 、国語・数学・英語の主要三教科に関して

は無学年別 の 能 力 別 ク ラ ス 編成、理科・社会・学活・道徳に関しては

学年もしく は 学 年 合 同 ク ラ ス編成で実施されている。また教員は分教

室内では常 に 子 ど も と 共 に 過ごしており、日々の記録をとることや施

設職員と分 教 室 教 員 は 毎 朝 の合同打ち合わせ、放課後の担当打ち合わ

せ、合同運営委員会等で連携を図るほか、分教室による記録の報告を

行 う な ど し て 職 員 と 教 員 の 共 通 理 解 や 共 通 行 動 を 心 が け ら れ て い る 。 

吉本（ 2 00 5）は学習支援について 、個に応じた指導では習熟度別や

小集団、 TT に よ る 学 習 、 AL T や学校カウンセラーの活用などを挙げ

ている。また、施設との連携に関しては、基本的生活習慣の確立をめ

ざした支援 や 生 活 支 援 を 下 に基礎的・基本的学力の定着をめざした支

援など、多 く の 面 で 支 援 連 携をとっていることを報告している。  

 喜多原学 園 で は 困 難 を 抱 えた状況の中、平成 15 年から「教員の充

実 配 置 」「 分 教 室 の 充 実 強 化 」「 女 子 寮 に 夜 間 指 導 員 を 配 置 」「 組 織 運

営 体 制 の 充 実 強 化 」「 心 理 職 の 配 置 」 等 が 行 わ れ た 。 ま た 、 従 来 は こ

と が お こ っ て か ら の 事 後 処 理 的 対 処 法 と し て 個 別 処 遇 が 行 わ れ て い

たが、担当職員との信頼関係の構築や集団から離れて冷静に自己を振

り返る時間・空間の確保を目的として、支援の日常の中に個別処遇を

取り入れて い く こ と が 検 討 されている（山本： 2 00 5）。  

 児童自立 支 援 施 設 で は 、中卒児に対して年長児支援を行っているが、
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その中に少 な か ら ず 発 達 障 害の少年が在籍していると予想される。埋

橋（ 2 01 0）は事例から、発達障害の有無だけでは中卒後の在院理由と

はならない も の の、支 援 プ ログラムの中で発達障害児の対応の視点は

重要であるとし、その都度パターン化して学習できるように工夫する

など発達障 害 を 理 解 し た 対 応として「丁寧で親切な対応」を行ってい

ることを報 告 し て い る 。特に在院期間が限られている年長児に対して

は、次の支 援 の 枠 組 み に 移 行していくことを課題としている。  

 決められた「枠」のある生活を児童自立支援施設で送ることで様々

なスキル等 を 身 に つ け て も、家庭や社会 に戻った後もうまく適応でき

る可能性は 高 く な い 。実 際、約３割が退所後少年院へいってしまって

お り （ 高 橋 ： 2 00 8）、 ア フ タ ー ケ ア の 重 要 性 や 高 校 進 学 を 支 援 す る 施

設も増加し て き て い る 。  

退 所 に 向 け た 支 援 で は ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 や 現 場 実 習 を 積 極 的 に 行

う こ と が 必 要 で あ る が 退 所 後 、 彼 ら が い か に 「 居 場 所 」 を 作 れ る か 、

支 援 を 活 用 で き る か が 大 切 で あ る 。 自 立 に 向 け た ア フ タ ー ケ ア で は 、

「失敗時に 職 員 に 連 絡・相 談できること」が最も効果があるとされた

（ 2 5％）（東京福祉 保健局： 20 05）。このことは、大人に対して不信感

を 募 ら せ て い た 子 ど も が 施 設 職 員 を 信 頼 す る よ う に な っ た こ と も 意

味している 。  

退所後の 子 ど も の 再 非 行 は、家出外出や不良交友等といった、戻っ

た 家 庭 や 地 域 に お い て 再 び 居 場 所 が な く な っ て し ま っ た こ と に よ る

居場所探し を 内 容 と す る も のが多数ある。今後、退所児童を対象にし

た通所事業 の 実 施 に 向 け 、受け入れ体制の整備をしていくことが必要

である。  

古館（ 2 00 6）は退所児童が地域に拒否されてしまうケース等の事例

から、知的発達遅滞を抱える児童が地域社会に容易に復帰できないケ

ースが増え て き て い る こ と を指摘しており、このことからも地域での

立ち直り支 援 が 必 要 で あ る と推察される。一方で、地域の協力を得ら

れたことや 福 祉 施 設 へ と ス ムーズに繋ぐことができ、良い方向へと進

んだ事例も 挙 げ ら れ て い る 。    
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石飛（ 2 01 1）が行った調査では、アフターケアに関するファミリー

ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー が 6 4 . 3％ で 設 置 さ れ て い る も の の 、 そ の 実 態 は

74 .1％が職員の兼任 配置であることを 明らかにしている 。その理由と

して、施設内での生活を一緒に過ごして子どもとの信頼関係がある程

度無いと関 わ り が 持 ち に く いことが挙げられるが、特に小舎夫婦制な

ど深く関わ る 職 員 が 限 定 さ れている場合、退所後継続的に見 ていくこ

とが難しい と 考 え ら れ る 。高橋（ 20 0 8）もまた、専任の職員配置やい

つでも戻れ る 宿 舎 の 設 置 、予後調査、地域のネットワークを使った見

守 り 体 制 の 強 化 な ど  施 設 を 出 た あ と の ア フ タ ー ケ ア に つ い て も 充 実

させる必要 性 を 述 べ て い る 。  

退所 後 は 少年 の 大 半が 家 庭 に戻 っ て いく た め 、家 族 へ の支 援 も 大 き

な 課 題 と な っ て い る 。 石 川 （ 2 00 4）、 岩 田 （ 2 01 1） は 家 庭 が 機 能 不 全

状態である こ と を 事 例 等 か ら指摘し、玉井（ 20 08）は発達障害のある

子どもや家 族 へ の 支 援 を 行 う際、その家族と援助者の方向性が共有さ

れている必 要 が あ る が 、そ こに 隔たりがある場合発達支援と家族支援

は一致しな く な る 点 や 、虐 待の状況が関わることでその支援を妨げる

要因となる と 述 べ て い る 。  

楠（ 20 09）は家族を支援するにあたっては、「保護者の抱える不安や

葛藤、否定的感情を共感的に受け止め保護者との信頼関係を築くこと

が大切である。その上で家庭と学校の連携に加え相談・医療機関への

受診を勧め て い く 必 要 が あ る。発達障害をもつ保護者については、保

護 者 自 身 の 「 特 別 な ニ ー ズ 」 を 考 慮 し 行 動 モ デ ル の 提 示 な ど を 行 い 、

長期にわた り 継 続 的 に 支 援 していくことも大切」と述べている。  

この よ う に家 族 支 援プ ロ グ ラム は 必 要と さ れ てい る が 、児 童 自 立 支

援施設にお い て は 組 織 的 な 実施は十分とは言えない。  

福島 学 園 は事 例 検 討会 を 通 して 家 族 支援 プ ロ グラ ム の 運営 を 進 め て

おり、具体的には保護者に対する、具体的な生活場面でのペアレント

トレーニン グ の 教 示 等 が 取 り組まれている。また、国立武蔵野学院で

は あ い ち 小 児 医 療 総 合 セ ン タ ー や 関 東 医 療 少 年 院 な ど か ら 、 発 達 障

害・行為障害をもつ児童の処遇に関してスーパーバイズを受ける機会
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が設定され て い る（ 生 島 ほ か：20 05）が、このような取り組みを今後、

県立の児童 自 立 支 援 施 設 に おいても広めていく必 要がある。  

発達 障 害 のあ る 少 年に 対 し ては 服 薬 の指 導 や 心理 的 サ ポー ト 、 医 療

的ケアも場 合 に 応 じ て 必 要 となる。児童自立支援施設でも医療機関と

の連携の必 要 性 は 高 い 。  

今後の 課 題 と し て 小 林 （ 20 09）は  職 員の専門性に関し ては、研修

の他、発達障害の子どもに対する矯正教育に実績のある少年院への視

察研修等 を 行 う べ き で あ る と指摘している。また、高橋（ 2 00 8）の述

べている よ う に 今 後 の 課 題 としては、まず発達障害などの実情に応じ

た様式の 検 討 な ど を 行 い、自立支援計画の充実を図ることの必要性や、

個 別 対 応 に つ い て も 専 門 知 識 や ノ ウ ハ ウ を 職 員 が 身 に つ け る こ と が

必要であ る 。  

児童自立 生 活 援 助 事 業 の 一つとして設置されている自立援助ホー

ムでは、何らかの理由により家庭にいられない、あるいは児童福祉施

設や矯正教 育 施 設 を 退 所 し た 15 歳から 20 歳までの青少年に対してホ

ームでの生 活 を 通 し て 彼 ら の自立を援助している。  

彼らの多くは、各施設退所時期頃から思春期や青年期にさしかかる。

アイデンテ ィ テ ィ や 社 会 的 意識が発達するとされている青年期は、発

達障害を有 す る 子 ど も に と っても多様な困難や課題が出てくる時期

であり、発 達 障 害 者 の 思 春 期・青年期の課題のエッセンスとして「自

我のたしかさ」「自己肯定感」「心のチャンネルを合わせること」が指

摘されてい る （ 橋 本 ： 2 01 1）。  

また間宮（ 20 11）は、雇用保障と労働条件・労働環境の抜本的改善

と同時に共 同 の な か で の 自 己の形成をいかにすすめるかということ

が自立と就 労 に 大 き く 関 わ っていると述べている。彼らの抱える困難

について、発達障害電話相談窓口におい ては、障害理解や問題行動な

どが相談内 容 と し て 報 告 さ れている（田口ほか： 2 01 1）。また「重ね

着症候群」と呼ばれる現象や青年期以降に気分障害 などの併存症を伴

うことでの 複 雑 化 （ 宮 川 ： 2 01 1、 2 01 2）、発達障害に虐待やいじめな

どの不適切 な 環 境 が 加 わ っ たことで起こる適応障害、二次障害的症状
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により社会 適 応 や 自 立 を 困 難としている可能性は少なくない。  

安川（ 20 11）によると、自立援助ホーム入所者の中に、就労に求め

られる①高 卒 資 格 ② 運 転 免 許証③ 18 歳以上の 3 つの条件を満たして

いるものは ほ と ん ど い な い 点や、特に高卒資格をどう実現するかが大

きな課題で あ る と 指 摘 さ れ ている。  

入 所 す る 少 年 の 中 に は 軽 度 知 的 障 害 や 発 達 障 害 を 有 す る 少 年 も お

り、就職先を見つける際や社 会適応において様々な困難やニーズを抱

えて いる 。 近年 は 先行 研究 で 挙げ ら れて いる よ うに （ 石山 ： 2007）、

自 立 援 助 ホ ー ム 入 居 の 軽 度 の 知 的 障 害 や 発 達 障 害 を 有 す る 少 年 に 対

して、特別支援学校と連携を図りながら自立への支援が行われてい る。 

例えば LD については、「同時にいくつもの作業が出来ない」「日に

よって変わ る 仕 事 に 対 処 で きない」「機械をすばやく使いこなせない」

等の問題や「能力があるのに努力が足りない」と捉えられてしまうこ

と、プレッシャーに対応できない、明確な指示やフィードバックがな

いことが離職・転職理由として考えら れており、職場側の支援として

は本人の障 害 や 能 力 を き ち んと理解し、ジョブコーチの活用やプラス

の方向へ繋 が る 声 か け 、リハーサルを行う等の援助が必要とされてい

る。  

精神疾患 を 持 つ 子 ど も に 対しては、①障害への理解、②ストレス管

理、③リビングスキル、④ソーシャルスキル、⑤職場での挨拶、マナ

ー、⑥職業適性、⑦意欲、動機付け、⑧ソーシャルサポート、⑨社会

体験 を再 構 築す る 場が 挙げ ら れて い る（ 長谷 川 ： 2008）。発 達障 害 を

もつ少年には「こだわり」を個性として認め、生活の中で工夫しなが

ら保障する こ と の 大 切 さ が 報告されている（高 橋： 2012）。  

自立援助 ホ ー ム の 退 所 に 向けては、貯金や就労が継続していること

が条件にな る 場 合 が あ る が 、実際には「自活できる見通しがついたか

ら」退所をした者が全体の 30.2％に過ぎないなど（高橋： 2012）、望

ましい形で の 退 居 の 割 合 が 少ないことからも、退居後の支援の必要性

が 出 て く る 。 支 援 内 容 は 職 場 の 人 間 関 係 、 転 職 、 お 金 に 関 す る こ と 、

メ ン タ ル 、 恋 愛 、 犯 罪 に 関 す る こ と な ど 多 岐 に わ た っ て い る 。 ま た 、
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職員と入居 者 が 相 談 で き る 関係にあることが重要である。  

 

5．おわりに  

 本章では先 行 研 究 の レ ビ ューから、児童自立支援分野における発達

障害問題に 関 す る 研 究 動 向 の検討を行った。  

発達障害 の 無 理 解・誤 解・放置、い じめ・暴力・虐待等の不適切な

対応の結果 と し て、非 行 や 虞犯等の問題行動に繋がっている可能性は

小さくはな い と 考 え ら れ る 。  

虞犯・非行少年のなかには、疎外感を隠すために虚勢を張っている

少年が多いため、彼らが安心できる場所で、自他を認め合い協力し合

う集団の中 で 生 活 を す る こ とで「生きる力」を再び得ていくことが考

えら れる （ 溝口 ： 2005）。 その た め、 安心 でき る よう な 居場 所の 無 い

少年、適切な教育指 導 や 支 援がないために「誤学習」をしてしまって

いる少年に は 一 つ ひ と つ 具 体的な支援が必要といえる。  

児 童 自 立 支 援 施 設 で は 特 に 集 団 に お け る 発 達 障 害 児 個 人 へ の 指 導

に関するト ラ ブ ル が 挙 げ ら れ、それらの困難に対しては少しずつ取り

組みが行わ れ 始 め て い る こ とが明らかとなった。しかし、先行研究か

らは、それぞれの事例報告が多く、今後の児童自立支援施設における

発達障害児 へ の 充 実 し た 支 援を行うためには、全国に設置された児童

自 立 支 援 施 設 の 発 達 障 害 児 の 実 態 と 支 援 の 現 状 を よ り 明 ら か に し て

いくことが 課 題 と い え る 。  

また、児童福祉施設や少年 矯正教育施設を退所後、社会に出ていく

力を養う場 と な っ て い る 自 立援助ホームにおいては、特に思春期の影

響やそれに 伴 う 困 難 、そ して就労し継続していくことの困難が挙げら

れた。  

自立援助 ホ ー ム に お い て は、本人の自主性にまかせながらも密接に

関わる職員 に 発 達 障 害 等 の 知識や専門性があることが、就労支援や生

活面での援 助 を 行 う 上 で 影 響してくる。障害の有無にかかわらず、青

年期は様々 な 葛 藤 や 発 達 困 難が見られるが、発達障害等の発達上の課

題・困難を有する少年が青年期に抱える困難を明らかにしていく必要
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がある。特に社会的自立に大きく影響する就労面や移行支援も含めた

関係機関と の 支 援 体 制 に つ いては、丁寧な実態把握と支援内容の検討

が課題であ る 。  
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少年矯正教育分野における 

発達障害等の発達上の課題・困難を
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１．はじめに  

本章では、少年矯正教育分野における発達障害問題の現状と当面の

検討課題を 探 る た め 、先 行研究のレビューから少年非行及び少年矯正

教育におけ る 発 達 障 害 問 題 に関する研究動向を検討する。  

なお、少年法において「少年」とは 2 0 歳に満たない者を指し、「非

行少年」とは家庭裁判所の審判に付すべき少年を指している。非行少

年は具体的 に 、① 犯罪少年（罪を犯した 14 歳以上 2 0 歳未満の少年）、

②触法少年 （ 1 4 歳 に 満 た な いで刑罰法令に触れる行為をした少年）、

③虞犯少年（保護者の正当な監督に服しない性癖等の事由があり、少

年の性格又 は 環 境 に 照 ら し て、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れ

る行為をす る お そ れ の あ る 少年）に分けられている。  

 

２．少年非行と発達障害問題に関する研究動向  

2 . 1  少年非行と発達障害特性  

 2 00 0 年以降の先行研究や行政におけ る議論を見ると、非行少年の特

徴の変化に 着 目 で き る 。 総 務省が 2 0 05 年に実施した「少年の非行対

策に関する ア ン ケ ー ト 調 査」からは、最近の非行少年の特徴として「感

情 の コ ン ト ロ ー ル が で き な い で す ぐ に キ レ る 」「 忍 耐 力 が な く 我 慢 が

できない」「相手の立場や気持ちを理解しない」「社会道徳、規範意識

に 欠 け て い る 」「 自 己 中 心 的 で あ る 」 等 が 挙 げ ら れ て い る （ 総 務 省 ：

200 7）。  

「動機 の わ か り に く い 」とされる重大事件に発達障害が関係してい

るとの見方 も さ れ る よ う に なりつつあり、｢青少年育成 ｣による報告で

は平成 1 7 年 の 時 点 で 少 年 非行の 要因・背景に児童虐待、有害環境と

共に発達障 害 が 取 り 上 げ ら れている。また、一時期マス コミなどが発

達障害を有 す る 少 年 の 事 件 に対し、障害名ばかりが報道されることも

記憶に新しいが、「平成 20 年度少年非行事例等に関する調査研究報告

書 （ 第 三 期 ）」 で は 、 過 去 に 非 行 歴 の 無 い 少 年 が い き な り 重 大 な 事 件

を行ったケ ー ス を「 い き な り型」と定義し、その背景要因の一つに発

達障害や精 神 障 害 を 挙 げ て いる（「少年非行事例等に関する調査研究」
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企画分析会 議 ： 2 00 8）。  

し か し 、 少 年 非 行 と 発 達 障 害 問 題 に つ い て 考 え る 際 に は 、「 発 達 障

害 児 者 =非 行 に 至 る 」 と い っ た よ う な 誤 解 を し な い よ う 十 分 に 注 意 す

る必要があ る 。  

発 達 障 害 な ど の 障 害 特 性 と 非 行 要 因 と の 関 係 に つ い て は こ れ ま で

に、パトリシアハウリン（ 20 00）の「 自分の行動が他人に及ぼす影響

を 認 識 で き な い 」「 強 迫 的 に 追 い 詰 め る （ 強 い こ だ わ り 、 ど ん な こ と

が起こるの か 知 り た い 、障 害を負わせようとする意図が無い等）」「人

の 表 情 や 周 り の 状 況 に つ い て 理 解 で き な い 」「 他 の 人 に 利 用 さ れ る 」

「 規 則 を 頑 な に 守 ろ う と す る （ 相 手 に も そ れ を 強 要 す る ）」 こ と 等 、

各分析や議 論 が 行 わ れ て き た。  

藤川（ 2 00 9） は 、 広 汎 性 発達障害（ P DD）が診断された 32 の事例

から５つの 非 行 類 を 分 類 し た。その５つとは、①不適切な手本をその

ま ま 模 倣 し よ う と し て 法 に 触 れ て し ま っ た 「 対 人 接 近 型 」、 ② 本 や テ

レ ビ で 見 た こ と を 理 科 実 験 の よ う に 試 そ う と し て 法 に 触 れ た 「 実 験

型」、③常 同 性 が 崩 さ れ て しまうことから起きる「パニック型」、④異

様な執念深 さ か ら 起 こ る 「 清算型」、 ⑤ P DD の特性がそのまま非行を

特徴づける 「 本 来 型 」 で あ る。  

十一（ 2 01 2）は、具体的な特徴としては「不適切な対人接近型」「理

科 実 験 型 」「 性 的 関 心 型 」「 そ の 他 （ マ ニ ア 型 、 フ ェ テ ィ シ ズ ム 型 ）」

が挙げており、非行内 容 を 躊躇なく話す点や性的関心が限局している

こと、非行対象の選択性が乏しい点なども発達障害のある非行少年の

特徴として 挙 げ て い る 。非行内容の悪質さと対照的に精神的発達は未

熟 な 印 象 が 見 ら れ る こ と や 自 己 準 拠 性 検 査 で は 自 己 意 識 の 低 下 を 表

す結果が得 ら れ た こ と も 報 告している。  

ま た 、 発 達 障 害 の 特 性 が 非 行 に 直 接 的 に 結 び 付 く わ け で は も の の 、

発達障害の 抱 え る 課 題・問 題と非行リスクの関係として、セルフコン

トロールの 弱 さ や 衝 動 性 と 多動性、不正直、低学力、読み書き能力の

弱さに加え、しつけ不足や学校不適応が考えられてきた（渡部：20 06）。

非行化のパ タ ー ン と し て は、①知的発達は良好でありながら不適応や
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学業不振に 陥 り 非 行 化 す る、②良好なコミュニケーション能力のため

知的障害に 気 付 か れ ず 、能力的に無理を強いられる中で非行が出現す

る、③知的障害のある少年が性的関心の高まりといった思春期の発達

課題を背景 と し て 非 行 に 至 ることを述べ、そのうえで十一（ 2 01 2）は

②、③について、知的水準を丁寧にアセスメントした上で知的障害が

少年に及ぼ し た 学 習・社 会技能獲得上の影響と心理的影響および少年

の 持 つ 対 処 能 力 に 十 分 配 慮 し て 非 行 の 経 緯 と 処 遇 を 考 え る 必 要 が あ

ると指摘し て い る 。  

そのほか、知能の低さと知的防衛の無さ（知的操作や抽象的思考が

で き な い こ と か ら 短 絡 化 が 起 こ り 知 的 防 衛 が 起 こ り に く い ）、 気 分 の

不 安 定 さ 、 衝 動 性 と 抑 止 力 の な さ 、 金 品 を 欲 し が る 欲 求 水 準 が 強 い 、

社会的社交 的 に 孤 立 傾 向 、自立心のなさと依存性などが挙げられてき

た（長尾： 2 01 2）。  

北・田中・菊池（ 2 008）や松田（ 2 00 1）の報告から 、非行に至る過

程として発 達 障 害 の 未 診 断・未治療や虐待などの劣悪な家庭環境等も

大きく影響 し て い る こ と も 踏まえて考えると、例えば学校においては、

学 校 生 活 で の 困 難 さ に 気 付 か れ ず 対 人 関 係 で の ト ラ ブ ル に 発 展 す る

ことがクラ ス 等 で の 居 場 所 をなくすきっかけとなり、更に学校生活で

の困難さや ス ト レ ス ・ 不 安 を増幅させる悪循環が予想される。  

そ の よ う な 状 況 の な か で 、「 不 良 な こ と （ 教 師 に は む か う 、 髪 を 染

める）をしたら周りの友達や同年代の子が『すごい』と言ってくれ認

めてくれた」という経験から、自分を認めてもらうには不良しかない

という認識 に 至 っ た ケ ー ス も報告されており、否定や叱責の経験が多

い と さ れ る 彼 ら が 自 分 の 存 在 を 認 め て も ら う こ と に つ い て あ る 意 味

で誤学習を し て い る こ と や、居場所を求めて不良集団に属すことが大

いに予想さ れ る （ 花 島 ： 2 00 2）。  

鳥塚ほか（ 20 05）や衛藤（ 20 06）が報告した早期や思春期以前に適

切 な 診 断 や 介 入 が さ れ て こ な か っ た こ と に よ る ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群

の事例からも、それまでに適切な指導が行われてこなかったことや劣

悪な家庭環 境 が 大 き く 影 響 していると考えられるが、これらは、逆境
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的児童期体験（ AC E）が成人になってから様々な健康上の問題を引き

起こす（松浦・橋本： 20 07）という報告や、発達面の問題に虐待やネ

グレクト、過度な支配、いじめなどの外傷的体験が加わり形成途上の

パ ー ソ ナ リ テ ィ を 歪 め て し ま っ た 病 態 と し て 「 外 傷 性 発 達 障 害 」「 複

雑 性 発 達 障 害 」 と し て 定 義 さ れ て い る 状 態 の 可 能 性 は 高 い （ 岡 田 ：

200 6）。  

次に、非行内容では性非行や窃盗が多い点について、二次障害の様

相 と し て ｢借 用 行 動 の エ ラ ー ｣の 範 疇 で 捉 え ら れ る よ う な 盗 癖 や 対 人

関係のトラ ブ ル の 理 由 が 理 解できないことでより被害感が高まり、周

囲への攻撃 的 言 動 が 増 え る（小栗： 2 010）ことや、対人 的相互性の障

害 や 脅 迫 的 傾 向 が そ の 行 動 に 影 響 し た と い う こ と が 指 摘 さ れ て い る

（十一： 2 00 2）。  

障害種ご と の 非 行 内 容 の 特徴について、広汎性発達障害では、単な

る 衝 動 性 や 突 発 性 と い う よ り も 自 己 完 結 的 な プ ロ グ ラ ム に 沿 っ て 潜

在 的 に 進 行 し て い る こ と や 反 社 会 的 行 動 に 踏 み 切 る 前 段 階 で 社 会 規

範との照合 が 行 わ れ て い な いこと、問題解決のための手段の選択が極

端かつ過激 で あ る こ と が 注 目される。その一方でパニック状態に陥っ

たときに衝 動 的 に 過 剰 な 攻 撃行動に至るケースが挙げられている（安

藤 ： 2 00 6）。 具 体 的 な 非 行 内 容 で は 、 一 般 非 行 群 に お い て 財 産 犯 と 粗

暴犯が多く 、 性 非 行 は 0 .2 %であったのに対し、 PD D 群では約 4 割が

性非行とい う 報 告 も さ れ て いる（熊上： 2 00 6）。  

ADHD では、攻撃行動は衝動性のコントロ ールの障害が深く関係し

ている。具体的には、ストレス時の対処行動として窃盗に至るケース

や暴力に至 る ケ ー ス 等 が あ るほか、女子少年院入院者 7 0 名のうち L D、

ADHD と も に 疑 い あ り と 判 定されたのは 3 5 . 7％、 ADH D 疑い有りの

うち、 61 . 1％ が 不 注 意 優 勢 型（松浦・ 橋本： 20 07）であ る現状が指摘

されている 。  

発達上の 課 題・困難 を 有 する少年も含め 、青少年は特に思春期以降

の複雑な対 人 関 係 の 中 で 、様々な混乱状態になりやすいことが予想さ

れる。原田（ 2 012）は青年期発症の行為障害を呈する場合、仲間の影
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響が大きい こ と を 述 べ 、思春期や青年期での反社会的行動や行為障害

に支援をい か に 受 け ら れ る かを指摘している。  

再犯のリ ス ク 因 子 と し て は衝動性や攻撃性、問題解決能力、生活能

力 や 雇 用 が 関 係 し て い る こ と が 報 告 さ れ て お り （ 渡 部 ： 20 0 6）、 十 一

（ 2 01 2）は特に A D HD 児 について衝動性の高さや薬物治療の有効性

に つ い て 評 価 し て お く こ と が 再 非 行 の 予 防 と い う 意 味 で も 大 切 で あ

ることを指 摘 し て い る 。  

このよう に 発 達 障 害 等 を 有する少年が非行・犯罪に至らないために

は、早期の障害発見や介入が必要であることが明らかとなってきてい

る。  

 

2 .2  少年鑑別所における発達障害問題  

少年鑑別所では、主として家庭裁判所から観護措置の決定を受けて

送致された 少 年 に 対 し 、 専 門的な調査や診断を行っている。  

 少年鑑別 所 に お け る 発 達 障害について、熊上（ 20 06）が広汎性発達

障害の 48 事 例 に つ い て 行 った調査では、その 9 割以上が I Q7 0 以上で

あることや、表面的には通常の学校生活を送ってきている事例がある

一方で、就業ができない等、社会適応が困難なグループがいることが

示された。また医療機関で診断を受けていたのは 3 事例であり、本人

や周囲が医 療 的 支 援 の 必 要 性に気付かずに 、触法行為が発覚して初め

て診断され る 場 合 が 多 い こ とを述べている。  

渕上（ 2 01 0） は 少 年 鑑 別 所収容者に ADHD スクリーニング質問紙

及び自閉症 ス ペ ク ト ル 指 数 を用いた調査を行い、その結果として小学

生の頃の状 態 を 回 顧 さ せ た 際、A DHD に該当する症状を自覚する者は

13 .2 %で あ る と し た 。 こ の こ と か ら も 小 学 生 の 早 い 段 階 か ら 本 人 は 困

難を自覚し て い る も の の 、それらに対する適切な支援を受けられなか

った可能性 が 高 い と 考 え ら れる。  

藤川（ 20 12）は、P D D の 存在が明らか になったあと不処分になった

その 1 年 後 に 保 護 観 察 処 分 となる事件をおこした事例から、彼らの特

徴の一つとして、対人関係能力の弱さから、一度関係ができた場合そ



65 
 

れを自ら断 つ 能 力 も 乏 し い ことを指摘している。  

家庭裁判 所 調 査 官 関 係 の 少年調査でも、質問を具体的かつ簡潔にす

る、視覚刺激を活用する矛盾した陳述に戸惑わない、少年のこだわり

を適切にコ ン ト ロ ー ル す る 、面接の構造化、生活史上の細かいエピソ

ードを取り 上 げ る 等 に 留 意 する必要があるとされている（青木ほか：

200 9）。  

少年の認 知 障 害 に 注 目 し て「教える」という姿勢でかかわった結果、

面接自体が 有 効 な も の に な っ た経験を通して藤川（ 2 01 2）は、発達障

害を有する 非 行 少 年 に 関 わ る場合、少年をめぐる環境を整理して罪を

犯す要因の 除 去 を 図 る の と 同時に、内的な混乱を整理して 、常識の獲

得に向けて 積 極 的 に 働 き か けることが必要であると指摘している（藤

川： 2 01 2）。  

 また、少年鑑別所における保護者との 関わりを通して、表面上は問

題 を 感 じ さ せ る こ と の な か っ た 少 年 の タ イ プ で は 、 親 の 期 待 の 強 さ 、

両親のコミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の乏しさ、夫婦の絆の弱さが指摘されてい

る。これらのことから保護者調査を行う際は 、親が少年の特徴を理解

し て い な い あ る い は 親 と 少 年 の 受 け 止 め 方 に ズ レ が あ る か も し れ な

いという視 点 を 持 っ て 臨 む 姿勢が必要とされている。発達障害 ととも

に 非 行 も あ る 場 合 、 保 護 者 ら の 努 力 だ け で は 立 ち 直 り が 難 し い た め 、

少年が社会 に つ い て の 理 解 を進めるためには、医師だけでなく教師や

保護者が気 付 い た 時 に 適 切 な 関わり方 をすべきであり、少年が混乱し

ないためにも、機関同士の役割などを事例に適合した一貫性のある連

携が行われ る こ と が 期 待 さ れている（藤川： 2 01 2）。    

家庭裁判 所 に 送 ら れ た 少 年のうち、観護措置が必要とされる少年が

送致される 少 年 鑑 別 所 で は 、発達障害等の少年の 様子として、非行内

容の「悪質さ」と対照的に精神的性発達は未熟な印象が見られること

や 自 己 準 拠 性 検 査 で は 自 己 意 識 の 低 下 を 表 す 結 果 が 得 ら れ た こ と が

報告されて い る （ 十 一 ： 2 01 2）。  

言語性の 低 さ だ け で な く これまである意味できちんと「話を聴いて

もらう」経験をしていない影響から、非行に至った経緯や状況をうま
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く説明でき な い 少 年 が 少 な くないと推察される。  

小栗（ 2 00 5）は 、少 年 鑑 別所で少年と関わる上での具体的な方法と

して、大声や身体接触による指導、その他心構えを説諭するのではな

く、ある行動をいくつかの構成要素にわけてリ スト化した表でフィー

ドバックす る な ど の 方 法 が 有効であるとしている。  

 

2 .3  少年院における発達障害問題  

家庭裁判 所 で の 審 判 の 結 果、約 2 7％が少年院に送致され、 2 4 時間

体制で法務 教 官 に よ る 処 遇 が行われている（法務省： 2 016）。  

少 年 院 は 、 家 庭 裁 判 所 か ら 保 護 処 分 と し て 送 致 さ れ た 少 年 に 対 し 、

その健全な 育 成 を 図 る こ と を目的として矯正教育、社会復帰支援等を

行う法務省 所 管 の 施 設 で あ る。少年院は、少年の年齢や心身の状況に

より、第１種、第２種及び第３種の３つの種類に分けて設置されてお

り、どの種類の少年院に送致するかは、家庭裁判所において決定され

る 。 な お 、 第 ３ 種 を 除 き 、 男 女 は 別 の 施 設 を 設 け て い る 。 そ の ほ か 、

刑の執行を 受 け る 者 を 収 容 する第４種の少年院もある。  

少年院に お い て は 、設 置 された矯正教育課程ごとに、当該少年院に

おける矯正 教 育 の 目 標 、内 容、実施方法等を定める少年院矯正教育課

程 を 編 成 し て い る 。  そ の 上 で 、 入 院 し て く る 少 年 一 人 ひ と り の 特 性

及び教育上 の 必 要 性 に 応 じ 、家庭裁判所、少年鑑別所の情報及び意見

等を参考に し て 個 人 別 矯 正 教育計画を作成し、きめ細かい教育を実施

している。矯正教育の内容は、生活指導、職業指導、教科指導、体育

指導及び特 別 活 動 指 導 か ら 成り立っている（法務省ウェブサイト）。  

 

2 .3 .1  障害を有する少年に対する教育 ・支援  

 少年院に お け る 矯 正 教 育 に関して、かつては 知的障害や情緒障害の

ある少年は 医 療 少 年 院（ 現 在の第三種少年院）での処遇が中心であっ

た。   

たとえば障 害 等 を 有 す る 少年のその特性に対応し、再非行防止の 観

点から、非 行 少 年 の コ ミ ュ ニケーション能力や自己表現力を身につけ
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させること に 力 点 が 置 か れ てきた。サイコドラマや キネジ療法と言っ

た心理療法 や グ ル ー プ カ ウ ンセリングが 中心であった（田中：2 00 7）。

近 年 で は 、「 相 互 の 理 解 、 問 題 の 解 決 、 怒 り の 扱 い 」 を 身 に つ け て い

く 「 セ カ ン ド ス テ ッ プ 」、 協 調 性 を 育 む 「 コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン ト レ ー

ニング」な ど の 処 遇 ・ 支 援 が行われている（大門： 2 01 3）  

障害を有 す る 少 年 へ の 処 遇に関しては、問題行動を規則違反として

紋 切 り 型 に 取 り 上 げ る こ と が で き な い こ と や 個 別 的 な 対 応 が 要 求 さ

れ る 点 が 医 療 少 年 院 な ら で は の 処 遇 に お け る 困 難 さ が 報 告 さ れ る 一

方で、集団のもつ力によって個別性の強さが不思議な支えあいに繋が

っている事 実 も 確 認 さ れ て おり（藤川・南田： 2 0 0 6）、今 後 の 少 年 院 ・

矯 正 教 育 に お け る 集 団 指 導 と 個 別 指 導 の バ ラ ン ス の あ り 方 が 課 題 と

いえる。  

発達的課 題を 有 す る 少 年 の傾向に関して は、コミュニケーションや

注 意 の 切 り 替 え に 困 難 を 抱 え る 少 年 が 多 い こ と が 明 ら か に な っ て き

ている。絶えず体を動かしている、忘れ物が多い、頻繁に手を洗うな

ど の 神 経 症 的 行 動 特 徴 か ら 対 人 関 係 が う ま く い か ず ト ラ ブ ル が 絶 え

ないことな ど の 事 例 が 挙 げ られている（金子： 2 00 6）。  

少 年 院 に お け る 発 達 障 害 や 特 別 支 援 教 育 の 視 点 を 持 っ た 処 遇 に 関

して、渡部（ 2 006）は発達障害の視点を導入したことで、少年の問題

行動に対す る 職 員 の 理 解 力 が高まり、安定した処遇・指導力のベース

になったと 述 べ て い る 。  

小栗（ 2 01 2）は反社会的行動への介入で必要になることとして、禁

止 や 制 止 に 頼 ら な い 指 導 法 を 指 導 者 が 身 に 着 け て い る こ と や 未 来 に

向けた指導 や 考 え を さ せ る ことが必要としている。またそれは反社会

的 行 動 を し な く な っ た 場 合 と の 結 果 の 違 い 考 え る 練 習 と し て 機 能 す

るとかんが え ら れ 、具 体 的 な指導方法として、当該行為が犯罪である

こ と に 関 し て 条 文 な ど を 用 い て 示 す こ と や 具 体 的 な 説 明 、「 逸 脱 行 為

に対する説明 で は な く そ の 行為があったことが問題である」と論点を

整理するな ど が 挙 げ ら れ て いる。  

 また、近年は不器用や作業が苦手な少年に対して「認知作業トレー
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ニング」が 行 わ れ て い る （ 宮口ほか： 2 01 2）。  

200 6 年からは ｢発達障害専門スタッフ制度 ｣を設置し、スキルグルー

プワークや 性 非 行 へ の 取 り 組みも行われているが、社会的スキルが乏

しく一般社 会 か ら の 被 疎 外 感が強いこと、行動を予測することが極め

て困難であ る と し た 。ス キルグループワークではそのような少年に対

し、少人数集団による指導を通して各自が性格や行動上の共通点を見

い だ す こ と や 共 同 制 作 に 取 り 組 め る な ど の 効 果 が 見 ら れ た （ 田 中 ：

200 7）。  

 

2 .3 .2  「支援教育課程 」の設置  

髙橋・内藤・法務省矯正局少年矯正課（ 20 16）が報告した少年院に

おける発達 障 害 等 の 少 年 に 関する 調査では、全国 51 施設のうち 48 施

設 に 実 施 し た が 、「 発 達 障 害 等 の 特 別 な 配 慮 を 要 す る 少 年 が 全 く い な

い」と回答されたのは 1 施設であり、そのほかの少年院では診断はつ

い て い な く と も 何 か し ら の 発 達 上 の 困 難 を 抱 え て い る 少 年 の 実 態 が

回答されて い る 。ま た 彼 ら は「加害者」の前に「被害者」を体験して

い る こ と が 多 く 、 自 然 的 な 発 達 を 阻 害 さ れ て き た こ と が 推 察 さ れ る 。 

さて法制 度 関 係 で は 、2 01 5 年（平成 2 7 年）6 月に新少年院法（ 2 01 4

年制定）が施行された。新少年院法では新たに「支援教育課程Ⅲ（ N 3）」

が設置され た 。  

「支援教 育 課 程 Ⅲ（ N3）」創設の背景は、「少年矯正を考える有識者

会議」において「従来にも増して処遇上の特別の配慮が必要な少年が

増 加 し て い る 」 と い う 指 摘 や 「 い わ ゆ る 「 処 遇 の 個 別 化 」 を 推 進 す る

観 点」から、処遇課程の改編や教育課程の見直しの必要性が指摘され

たことが挙 げ ら れ る 。  

 そして、発 達 上 の 課 題 を 抱えた少年、現行（当時）の 教育課程や医

療 措 置 課 程 と そ れ 以 外 の 課 程 と の ボ ー ダ ー ラ イ ン に い る と 思 わ れ る

少年等の処 遇 の 一 層 の 充 実 を図るため、これらの少年を対象とする新

し い 処 遇 コ ー ス の 設 置 を 検 討 す べ き で あ る と 議 論 さ れ た 結 果 、「 特 殊

教育課程」が「支援教育課程」となり、さらに知的障害あるいは情緒
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障害・発達障害とまではいえないものの、いわゆるボーダーラインに

ある少年を 対 象 と し た 支 援 教育課程 Ⅲ（ N 3）を新設されることとなっ

た。同課程は、その特性に応じた配慮の元、対人関係技能を養い、適

応 的 に 生 活 す る 習 慣 を 身 に つ け る た め の 各 種 の 指 導 を 重 点 的 に 行 う

矯正教育課 程 と 位 置 づ け ら れている。  

「支援教育課程」では、①潜在的な能力を伸長させることを目的と

した補習教 育 指 導 、② 社会性を伸長させ、対人関係技能を習得させる

ための基本 的 生 活 訓 練 、③社会的承認欲求を充足 させ、自己有用感を

涵養するた め の 社 会 貢 献 活 動が行われている。そのほか、少年院等に

社会福祉士 や 精 神 保 健 福 祉 士が配置される等、福祉との連携が進めら

れている（ 樋 口 ・ 石 原 ・ 海 口： 2 01 1）。  

201 6 年 6 月には法務省矯正局少年矯正課より『発達上の課題を有す

る在院者に 対 す る 処 遇 プ ロ グラム実施ガイドライン』が示され、全国

の少年院等 で こ の ガ イ ド ラ インにもとづく処遇が進められている（藤

原 ： 2 01 6）。 ガ イ ド ラ イ ン の 作 成 ・ 全 庁 配 布 の 様 子 か ら も 、 少 年 院 ・

矯正教育に お い て も「 発 達 支援」への着目と重要性が議論されはじめ

ているとい える 。  

支援教育課 程Ⅲ（ N 3）については 、指 導上の困難 では、「 厳しい口

調 で 注 意 す る と 、 反 抗 や 反 発 を す る こ と が 多 い 」「 頭 ご な し の 指 導 は

避け、丁寧にきちんと教えたり根気強く繰り返し指導することが必要」

な ど の 認 識 が 挙 げ ら れ た が （ 岸 川 ： 2 01 6）、「 反 抗 や 反 発 」 で は な く 、

彼らの反応・行動の背景にある理由を丁寧に探ることが求められてい

ると考えら れ る 。  

そのほか、「 対 象 者 の 能 力に配慮した進度の検討」「職業生活設計指

導の充実化」「対人関係指導の充実化」「社会貢献活動の充実化」が課

題とされて い る （ 伊 藤 ・ 高 橋・久保田： 2 01 5）。  

また、立川（ 20 16）の報告では「 他の矯正教育課程の在院者との特

性上の違い や 処 遇 上 の 配 慮 の違いを明確にし、どのように差異化を図

っていくか と い う こ と に つ いては、その教育ニーズの幅広さなど、各

種 の 難 し さ を 感 じ て い る 。」 こ と が 挙 げ ら れ て い る も の の 、 そ も そ も
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「個別化」 で は な く 「 差 異 化」を図ることは、多 様な発達上の課題・

困難を有す る 少 年 に 対 す る「分離処遇」を強める方向になってしまっ

ているので は な い か 。つまり、特別支援教育の観点からみて、地域社

会において イ ン ク ル ー シ ブ 教育が進められる傾向にあるなかで「差異

化」をすること で 細 分 化 を 促進し、個別的管理・指導支援を行う傾向

を強めることが、出院後のスムーズな生活や発達の促進 を阻んでしま

う可能性を 踏 ま え た 議 論 が 必要と考えられる。  

 

 次に、移 行 支 援 に 関 し て 、少年院の一部での特別調整や 2 014（平成

26）年からは障害者総合支援法の地域移行支援に少年院や少年刑務所

等が対象と し て 含 ま れ た こ とで、障害福祉サービスの利用や体験宿泊

などが行わ れ て い る 。今 後 の移行支援の可能性は広がるもの の、診断

はつかなく と も 発 達 上 の 課題・困難を抱える少年たちへの支援も丁寧

に考えてい く べ き で あ る 。少年院出院者の就労や進学に関してみると、

総数のうち約 47％ は 就 職 先 が決まっていない状態 で 出 院 を し て い る。 

 少年院で は ハ ロ ー ワ ー ク との連携が図られているが、情報の共有や

就労に繋が る た め の 支 援・自立援助ホーム等の活用を今後充実してい

かなければ な ら な い 。  

また、復学や進学希望の人数は決して多くないことや、学校教育に

おいて、特に高校では生徒が逮捕や少年鑑別所入所等によって退学に

至る可能性 は 高 い 。し か し、発達障害等の発達に 困難を抱える子ども

は 、 就 労 ・ 社 会 的 自 立 ま で に 学 校 ・ 教 育 機 関 で 教 科 学 習 や 対 人 関 係 、

基本的生活 ス キ ル 等 に つ い て、多様な集団活動やインターンシップの

経験を通し て 身 に つ け て い くことが不可欠である。その際に、少年院

で大切にさ れ て き た 集 団 処 遇がベースとなるうえで、個別的ニーズの

視点をもっ た 教 育 ・ 支 援 が 求められる 。  

201 6 年には法務省矯正局より「発達障害者支援法改正を受けた矯正

施設の取組 に つ い て 」が 報 告された。具体的には、発達上の課題を有

す る 受 刑 者 及 び 少 年 院 在 院 者 等 か ら の 各 種 相 談 に 対 し て 適 切 に 対 応

し、必要な福祉サービス に つなげるための社会福祉士の配置施設拡大
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や、心理学的知見から矯正教育の効果をより一層高めるための法務技

官（心理）の配置及び心理検査器具の整備拡大、そして専門的知識を

有 す る 人 材 の 確 保 と し て 職 員 の 理 解 促 進 や 処 遇 の 充 実 が 挙 げ ら れ た 。 

このよう に 発 達 障 害 等 の 発達上の課題を有する少年に対して、障害

特 性 に 配 慮 し た 処 遇 支 援 や 地 域 貢 献 活 動 を 取 り 入 れ た 内 容 が 検 討 さ

れている。また、発達支援と地域移行支援の観点から少年院出院後に

特別支援学 校 へ 移 行 支 援 が 行われる事例も出てきている。高校でも数

は多くないが、少年院出院の生徒の受け入れ と障害特性への支援も含

めた校内支 援 を 行 い 、 卒 業 へと繋げた事例が挙げられてきている。  

しかし、『 平 成 28 年版犯罪白書』によれば再非行少年の人員は平成

16 年から 22 年 ま で 毎 年 減 少しているものの、再非行少年率は毎年上

昇 を 続 け て い る （ 法 務 省 ： 2 0 16）。 少 年 院 等 を 出 て 社 会 に 戻 っ た 後 に

うまく適応 で き て い な い 理 由としては「学業や仕事を続けられない・

仕事が見つ か ら な い（ 3 1 . 3％）」こと等が 挙 げ ら れ て お り 、地 域 移 行 ・

定着支援の 充 実 が 必 要 で あ る。また、そもそも家庭裁判所の審判の結

果少年院送 致 と な る の は 2 割程度にすぎず、多く が保護観察処分等で

家庭や地域 で 生 活 を 送 っ て いるため、保護観察の少年の把握や発達支

援も大きな 課 題 で あ る 。  

保護観察 対 象 少 年 の 再 処 分率において、無職者が有職又は学生・生

徒 で あ っ た 者 と 比 べ て 再 処 分 率 が 顕 著 に 高 い こ と が 示 さ れ て い る こ

と か ら も （ 法 務 省 ： 20 1 6）、 後 期 中 等 教 育 ・ 継 続 教 育 ・ 高 等 教 育 ・ 職

業教育等の 教 育 保 障 を 含 め た移行支援・地域定着支援の保障が不可欠

である。  

青少年の 非 行 防 止 で は 、学校や警察、青少年サポートセンターが連

携を図り、見守り・居場所作りや不良集団からの離脱等を支援してい

るほか、少年鑑別所や保護司の 取り組みがある。少年鑑別所では所内

に設けられた「法務少年支援センター」において、児童福祉機関、学

校・教育機関などの青少年の健全育成に携わる関係機関・団体と連携

を図りながら、地域における非行及び犯罪防止や健全育成に関する活

動などに取 り 組 ん で い る 。  
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彼らの支 援 に お い て は、少年非行・犯罪に関わる支援機関の「入口」

ともいえる 少 年 鑑 別 所 か ら「出口」といえる保護観察所や家庭・学校・

福祉・地域 ま で の 一 貫 し た 支援が求められている（図２ -１）。  

 

図 ２ -１  非行 ・犯罪の「入口 」から「出口 」までに関わる主な施設  

 

３．おわりに  

子どもの 自 律 神 経 失 調・心身症、抑うつ・自殺、不登校・ひきこも

り・中途退 学 な ど の 心 身 の 発達困難、いじめ・暴力・被虐待、触法・

非行などの 多 様 な 不 適 応 の 問題は、決して特殊ではなく、子ども全体

の問題とし て と ら え る こ と 、そしてその根底にある「育ちと発達の貧

困」の解消 こ そ 不 可 欠 な 課 題である。  

例えば、少年院に入院する少年の多くは深刻な養護問題・生活環境

のなかで生 き て き た た め 、発達に各種の困難を抱えている場合が少な

くないが、それゆえ長期の丁寧な「学び」の機会を提供し、発達を保

障 す る こ と で 「 生 き る 力 」 を つ け て い く 支 援 が 何 よ り も 大 切 で あ る 。

とくに就労・社会的自立までに、教育機関において教科学習や対人関

係、基本的生活スキル等を身につけていくことが不可欠であり、その

ためには少 年 院 出 院 後 の 進 路として、後期中等教育・継続教育・職業

教育・高等 教 育 等 の 継 続 支 援の保障が重要な課題である。  

また、20 16 年 6 月 に 法 務省矯正局少年矯正課より示された『発達上
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の課題を有 す る 在 院 者 に 対 する処遇プログラム実施ガイドライン』に

は、東京学芸大学 髙 橋 智 教 授が中核的に 関与し て作成されたものであ

るが、少年 の 抱 え る 多 様 な 課題・困難 を発達の観点から捉え、発達支

援を進めて い く 新 た な 流 れ のなかにある。今後、本ガイドラインの観

点に沿って 実 際 の 運 営 や 支 援の あり方 を検討していくことが 、重要な

作業課題 と 考 え ら れ る 。  

 

 

  



74 
 

 

 

 

 

第３章  

更生保護分野における発達障害等の

発達上の課題・困難を有する 

非行少年の実態と発達支援  

に関する研究動向  
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１．はじめに  

本章では、更生保護分野における発達障害問題の現状と当面の検討

課題を探る た め 、 先 行 研 究 のレビューを行う。  

 

２．自立援助ホームにおける発達障害問題と支援に関する研究動向  

児 童養 護 施 設 ・児 童 自 立支 援 施 設 の退 所 者 や少 年 院 出 院者 等 が 自立 生

活 を送 る た め の準 備 段 階と し て 、 児童 自 立 生活 援 助 事 業の 一 つ であ る 自

立 援助 ホ ー ム が設 置 さ れて い る 。 自立 援 助 ホー ム で は 何ら か の 理由 に よ

り 家庭 に い ら れな い 、 ある い は 児 童福 祉 施 設や 矯 正 教 育施 設 を 退所 し た

15 歳か ら 2 0 歳ま で の 青少 年 に 対 して ホ ー ムで の 生 活 を通 し て 彼ら の 自

立 を援 助 し て いる 。  

入 所す る 少 年 にお い て は軽 度 の 知 的障 害 や 発達 障 害 の ほか 、 入 所者 の

ほ とん ど の 者 が何 か し らの 発 達 上 の課 題 ・ 困難 を 有 し てお り 、 それ ぞ れ

の 対応 が 検 討 され て い る。  

入 所者 の 多 く は青 年 期 にあ る 。 そ のよ う な 時期 に あ る 少年 に 対 して 、

自 立援 助 ホ ー ムが「『当 た り 前の 生 活』を 保障 し、そ れ ぞ れ が 抱え て い る

『 生き づ ら さ 』に 想 像 力を 働 か せ 、愚 痴 や 本人 の 考 え を丁 寧 に 聞」 い て

い るこ と は（ 高橋： 201 2）、発 達上 の 課 題・困難 を 有 する 少 年 の発 達 や 成

長 にも 大 き な 影響 を 与 えて い る こ とが 推 察 され る 。  

他 方、 自 立 や 地域 移 行 にお い て 、 彼ら は 就 労先 や 社 会 適応 に お いて 多

様 な困 難 や ニ ーズ を 抱 えて い る 。 近年 は 自 立援 助 ホ ー ムと 特 別 支援 学 校

の 連携 が 報 告 され て い る（ 石 山： 20 07、田 中 ほ か： 2 006）。自 立援 助 ホ ー

ム に入 所 す る 軽度 知 的 障害 や 発 達 障害 を 有 する 少 年 に 対す る 特 別支 援 学

校 と自 立 援 助 ホー ム の 連携 に よ る 自立 ・ 発 達支 援 が 今 後の 検 討 課題 の 一

つ であ る 。  

ほ とん ど の 自 立援 助 ホ ーム で は 、 貯金 が で きた こ と や 安定 し て 仕事 に

就 けて い る こ とが 退 所 基準 と な っ てい る 。 しか し 、 実 際に は ホ ーム の 対

象 年齢 の 上 限 から 、 十 分な 準 備 や 専門 機 関 等と の 支 援 体制 が な いま ま ホ

ー ムを 退 所 し てい る 事 例も 挙 げ ら れ（ 内 藤・田 部・高 橋： 2 01 3）、特 に 発

達 上の 課 題 ・ 困難 を 有 する 子 ど も に対 す る 長期 的 視 点 での 支 援 体制 が 不
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十 分で あ る こ とが 推 測 され る 。  

自 立援 助 ホ ー ム退 所 後 は「 金 銭 に 関す る ト ラブ ル 」「 就 労 の 継 続困 難 」

「 居場 所 の 不 安定 さ 」「 頼る 先」で の 困 難 が 挙げ ら れ、具 体 的 に は職 場 で

の トラ ブ ル か らす ぐ に 辞め て し ま うこ と で 家賃 や 携 帯 料金 が 払 えな く な

る など の 金 銭 的な 問 題 が多 く 起 こ って い る 。また 、「 自 活で き る 見通 し が

付 い た か ら 退 所 し た 」 者 が 全 体 の 30 .2％ に 過 ぎ な い と い う 高 橋 （ 20 12）

の 報告 や 、 自 立援 助 ホ ーム 退 所 者 のほ と ん どが 家 庭 か らの 協 力 を得 ら れ

な い状 況 に あ るこ と を 考慮 し 、 長 期的 ・ 継 続的 支 援 の あり 方 の 検討 が 求

め られ て い る 。  

 

３．更生保護分野における発達障害問題と支援に関する研究動向  

近 年の 矯 正 施 設入 所 者 （成 人 年 齢 含む ） の 傾向 と し て とく に 、 神経 症

性 障害（ 心 理 的な ス ト レス に よ っ て誘 発 さ れる パ ニ ッ ク障 害・不安 障 害・

PTS D・摂 食 障 害な ど ）が 約 8 倍に 増 加 し てい る こ と や、入 所 受刑 者 の う

ち 知的 障 害 を 有す る 者 は 2 9 歳 以 下の 者 の 割合 が 高 い こと が 報 告さ れ て

い る（ 法 務 総 合研 究 所 研 究 部 ： 2 01 7）。  

家 庭裁 判 所 の 審判 に よ る保 護 観 察 処分 の ほ か、 少 年 院 を出 院 す る少 年

の 多く が 保 護 観察 付 き の仮 退 院 と なる 。 青 少年 の 非 行 ・再 犯 防 止で は 、

保 護観 察 所 ・ 保護 司 や 少年 院 ・ 少 年鑑 別 所 での 取 り 組 みの ほ か 、学 校 や

警 察・青 少 年 サ ポー ト セン タ ー 、児 童相 談 所等 が 連 携 をは か り 、見守 り ・

居 場所 作 り や 不良 集 団 から の 離 脱 等を 支 援 して い る 。 最近 で は 「セ カ ン

ド チャ ン ス ！ 」等 の 自 助団 体 に よ るサ ポ ー トの 輪 も 広 がり つ つ ある 。  

特 定非 営 利 活 動法 人 非 行克 服 支 援 セン タ ー （ 20 14） の 調査 か ら は、 障

害 の有 無 に か かわ ら ず 、当 事 者 た ちの 資 質 とし て 、 意 志の 強 さ や行 動 力

の 高さ を 感 じ たイ ン タ ビュ ー は 多 く、 抑 え つけ よ う と する 大 人 との 摩 擦

で 枠組 み を 飛 び出 た 結 果が 非 行 へ と繋 が っ てい る 一 方 で、 思 考 や対 処 力

の 未熟 さ 、 ア ンバ ラ ン スさ や 不 安 定さ も 報 告さ れ て い る。 ま た 、親 と の

関 係性 の 裏 に「 自 分 と いう 存 在 を 見て ほ し い」「 自 分 を 受け 止 め てほ し い」

と いう 子 ど も の強 い 欲 求が 存 在 す るこ と や 、非 行 に 走 って い た とき に は

気 づか な か っ た親 の 存 在・ 親 へ の 思い が 、 逮捕 等 に よ って い っ たん 停 止
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す るこ と で 浮 かび 上 が って く る こ とが 立 ち 直り に 関 係 して い る こと が 報

告 され て い る 。立 ち 直 りの 成 長 過 程で は 、 親以 外 の 他 の大 人 と の出 会 い

が 、そ れ に 代 わる 役 割 を果 た し て いる 場 合 も多 い 。 様 々な 人 と の出 会 い

が 立ち 直 り を 支え て い くこ と が 挙 げら れ た 。  

少 年院 か ら の 発達 障 害 ・知 的 障 害 等の 発 達 上の 課 題 ・ 困難 を 有 する 少

年 の地 域 移 行 に着 目 す ると 、 環 境 調整 の 難 しさ と し て 本人 の 資 質・ 課 題

以 外に 、保護 者 の 問 題 と関 係 機 関 の調 整 が 課題 と さ れ てい る（西 村：20 08）。

成 人以 降 刑 務 所出 所 後 の福 祉 支 援 がな い こ とで 負 の ス パイ ラ ル に陥 り 、

犯 罪を 繰 り 返 す「 累 犯 障害 者 」 を 生ん で い るこ と も 指 摘さ れ て いる （ 田

島： 20 10）。岡 本（ 20 14）は 触 法 障害 者 が 社 会に 適 応 で きる た め には 、さ

ま ざま な 知 識 やス キ ル を身 に 付 け させ 、 適 応力 を 高 め させ る た めの 教 育

や 訓練 、 も う １つ は 住 む場 所 や 働 く場 所 の 紹介 、 必 要 なケ ア を 提供 す る

社 会的 な 環 境 整備 が 必 要と 述 べ て いる 。  

矯 正施 設 等 か らの 退 院 者の う ち 障 害者 に 対 する 支 援 で は 、20 09 年 に 矯

正 処遇 の 早 い 段階 か ら 福祉 サ ー ビ ス等 を 調 整す る 「 特 別調 整 」 が開 始 さ

れ 、地 域 定 着 支援 セ ン ター に よ っ て地 域 社 会に 適 応 さ せる た め の福 祉 的

支 援が 行 わ れ てい る 。 特別 調 整 に よる 支 援 が少 し ず つ 定着 し て いる 一 方

で 、対 象 者 本 人が 福 祉 サー ビ ス に つい て 正 しく 理 解 し てい な い こと 等 に

よ り支 援 を 拒 むケ ー ス が少 な く な いこ と や 、福 祉 関 係 機関 と の 理解 や 協

力 が課 題 で あ る（ 法 務 総合 研 究 所 研究 部 ： 2 017）。  

201 4（平 成 2 6）年 6 月 の少 年 鑑 別 所法 の 成 立お よ び 少 年院 法 の 全面 改

正 によ り 、 非 行少 年 に 対す る 地 域 移行 支 援 や矯 正 施 設 退所 後 の アフ タ ー

ケ ア、 地 域 全 体へ の 非 行防 止 対 策 など が 重 点的 施 策 と なっ て い るが 、 今

後 より 少 年 の 発達 の 可 能性 を 保 障 して い く ため に 、 視 野を 広 げ た帰 住 先

の 検討 や 環 境 の調 整 が 課題 と い え る。  

さ て、「 犯 罪を し た 人 又は 非 行 の ある 少 年 が ，実 社 会 の 中で そ の健 全 な

一 員と し て 更 生す る 」 こと を 目 的 とす る 更 生保 護 ・ 保 護観 察 処 分に 関 し

て 「犯 罪 白 書 平 成 2 8 年 版 」 に よる と 、 21 , 07 4 名の 少 年 が保 護 観察 の 対

象 であ り 、 少 年の 保 護 観察 開 始 人 員の 年 齢 層別 構 成 比 は以 下 の 図の 通 り

で ある （図 ３ -１）。  
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図 ３ -１  少年の保護観察開始人員の年齢層別構成比 （法務省 ：2016「平成  

28 年版犯罪白書 」より引用 ）  

 

 更生 保 護 ・ 保護 観 察 は更 生 保 護 法に 基 づ いて 処 遇 ・ 支援 が 行 われ る 。

更 生保 護 法 の 条文 で は「 障 害」に 関 する 対 応 や明 記 は な され て い ない が 、

保 護観 察 中 の 精神 障 害 を有 す る 対 象者 へ の 処遇 方 針 は 「保 護 観 察類 型 処

遇 要領 」（ 1 990 年 ）に 定 めら れ て い る 。具 体 的に は 、「 ①精 神 障 害 の種 別 、

症 状の 程 度 、 言動 の 傾 向等 の 把 握 に努 め る 。② 性 急 で 刺激 的 な 働き 掛 け

を 控え 、 長 期 的、 計 画 的な 処 遇 に 心掛 け る 。③ 治 療 へ の本 人 の 動機 付 け

を 助長 す る 。 ④担 当 者 、家 族 等 と の連 携 を 蜜に し 、 緊 急の 場 合 に迅 速 な

対 応が で き る よう に し てお く 。 ⑤ 必要 な 治 療、 福 祉 措 置が 受 け られ る よ

う 精神 科 医 、 保健 所 、 福祉 事 務 所 等と の 連 絡調 整 に 配 慮す る 。 ⑥必 要 に

応 じて 精 神 保 健法 の 規 定に 基 づ く 通報 を 考 慮す る 。 ⑦ 本人 の 適 性、 能 力

に 相応 す る 就 労援 助 に 努め る 」 こ とが 定 め られ て い る 。そ の ほ か、 知 的

障 害を 有 す る 場合 に は 日常 生 活 の 指導 の 必 要性 も 挙 げ られ て お り、 地 域

へ の移 行 や 定 着を 長 期 的か つ 継 続 的に 支 援 して い く こ とが 求 め られ て い

る 。荒 木（ 2 012）に よ ると 2 01 0（ 平 成 2 2）年 中に 保 護 観 察 を 開始 し た 対

象 者 の 5 .8％ に 何 ら か の 精 神 障 害 （ 知 的 障 害 、 パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 を 含

む ）が 認 め ら れる と さ れて い る 。  

非 行・犯罪 に 至 っ た 少 年に 対 し て約 10 年 前に は、非 行 傾 向 と して「い

き なり ・ 突 発 の個 人 的 非行 」 と 「 結果 と し ての 凶 悪 化 」の 増 加 が注 目 さ
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れ 、対 応 と し て見 逃 さ れや す い 軽 度の 発 達 の躓 き へ の 理解 と 対 応が 求 め

ら れて い た（ 田中： 200 6）。近 年で は 、罪 を犯 す 障 害 者が 急 激 に増 え た の

で はな く 、 犯 罪行 為 に 至る 生 活 背 景と し て 個人 の 障 害 特性 や そ れに 伴 う

貧 困問 題 と の 関係 に 目 が向 け ら れ るよ う に なり 、 支 援 とし て は 、① 就 労

を 通じ て 本 人 の生 活 を 見守 る キ ー パー ソ ン の存 在 、 ② 就労 支 援 が必 要 と

さ れて い る （ 福永 ： 201 1）。  

更 生保 護 ・ 保 護観 察 に おけ る 発 達 障害 問 題 につ い て は これ ま で 多く が

事 例を も と に 報告 さ れ てき た 。  

保 護司 や 保 護 観察 官 を 主と し た 報 告か ら は 、発 達 障 害 等の 発 達 上の 課

題 ・困 難 を 有 する 少 年 の様 子 と し て、 睡 眠 困難 や 不 安 から お こ る発 作 や

失 敗す る こ と の多 さ（ K： 2 002）、「 処 遇 困 難と 見 ら れ る」「 展 望が も て な

い 」と の 引 継 ぎが 行 わ れて い た 事 例が 報 告 され て い る （池 田 ： 2 005）。  

こ れら の 事 例 報告 を 少 年の 発 達 の 観点 か ら みて い く と 、本 人 が 不安 ・

緊 張や ス ト レ スを 強 く 有し て い る 可能 性 が 想像 さ れ る が、 そ れ らの 観 点

か ら分 析 ・ 報 告さ れ た 先行 研 究 は ほと ん ど 皆無 で あ る 。保 護 観 察官 や 保

護 司が 彼 ら に 丁寧 に 関 わっ て い る もの の 、 彼ら は 大 い に成 長 ・ 発達 し 得

る 存在 で あ る こと を 前 提と し た「不 安・緊 張・抑 う つ・孤 立・ス ト レ ス 」

等 の軽 減 や 教 育機 会 へ のア ク セ ス に課 題 が ある と 推 察 され る 。  

 さて 、 更 生 保護 ・ 保 護観 察 制 度 の特 徴 の ひと つ に 、 民間 の 篤 志家 が ボ

ラ ンテ ィ ア で 関わ る 保 護司 の 存 在 が挙 げ ら れる 。 押 切 （ 20 05） は経 験 年

数 が長 い 保 護 司ら が 「 硬軟 織 り 交 ぜた 面 接 、地 域 性 を いか し た 指導 ・ 援

助 、関係 機 関・団体 と の連 携 に 力 を発 揮 」し てお り 、「 モ ラ ー ルや 処 遇 能

力 の面 で 高 い 水準 に あ る」 こ と を 示唆 し て いる 。  

 事例 報 告 か らは 、保 護司 と し て 発達 障 害 等の 対 象 少 年に 関 わ る際 に「ゆ

っ くり 、焦 らず 、少 年 の心 を 大 切 にし な が ら」少 年 に 寄 り 添 う 姿 勢（ K：

200 2） や 、 ① 本人 の 現 状を 認 識 し た上 で 本 人の 考 え を 徹底 し て 聞く 、 ②

社 会資 源 の 活 用に つ い て保 護 者 と 話し 合 う ２点 に 集 約 した 取 組 みが な さ

れ て い る （ H・ F： 2 005）。 し か し 、 近 年 の 少 年 全 体 の 変 化 に 対 し て 、 専

門 的知 識 を 持 って 処 遇 すべ き 保 護 観察 対 象 者の 対 応 や 複数 の 問 題を 抱 え

る 対象 者 の 対 応に 困 難 を感 じ て い る保 護 司 が多 い こ と や（ 71 . 4％ ）、助 言
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や 支援 を 必 要 とす る 保 護観 察 対 象 者の 家 族 や保 護 者 が 増え て い ると 認 識

し てい る 保 護 司が 多 い こと が 、 保 護司 調 査 から 報 告 さ れて い る （宇 戸 ：

201 3）。  

学 校と の 情 報 交換 で も 保護 司 の 8 割が 必 要 性を 感 じ て いる も の の、 学

校 側の 受 け 入 れと し て は、 家 庭 裁 判所 で 保 護観 察 処 分 とな っ た ケー ス は

割 合に 協 力 的 であ る が 、少 年 院 に 入る ま で に非 行 性 が 進ん だ 少 年に つ い

て は「 協力 的 で な い 」「 あま り 協 力的 で な い」2 7％ で あ る 現 状 が報 告 さ れ

（ 生島 ・ 十 河 ： 20 02）、 学 校 との 連 携 の あ り方 の 検 討 が求 め ら れて い る。 

保 護司 に 向 け た発 達 障 害の 理 解 や 対応 方 法 につ い て の マニ ュ ア ル等 も

作 成さ れ て い るが 、 坂 根（ 20 17） が指 摘 す るよ う に 支 援を 対 処 療法 に さ

せ ない こ と、「今 」を 一 生懸 命 に 生 きて い る 少年 に 対 し て、本 人 だけ に 責

任 を求 め ず 、 まず は 本 人が 困 っ て いる こ と をど の よ う に理 解 し てい く か

の 検討 が 求 め られ る 。  

 保護 観 察 所 では 、 矯 正教 育 施 設 等に 入 所 中の 早 い 段 階か ら 必 要に 応 じ

て 施設 退 所 後 の環 境 調 整が 進 め ら れる 。 以 前は 、 ア ス ペル ガ ー 障害 の 診

断 を有 し て い るが 福 祉 支援 の 範 疇 に入 る こ とが で き ず 、結 果 と して 保 護

観 察期 間 満 了 で終 っ て しま っ た 事 例等 が 報 告さ れ て い たが（ 衛 藤：2 00 6）、

近 年で は 、 地 域に 根 ざ した 保 護 司 の協 力 で 連携 を 必 要 とす る 関 係機 関 に

ア プロ ー チ で きた 事 例（藤 澤： 2 012）、少 年 院・保 護 観察 所・市 役所 障 害

福 祉課・受 け 入 れ 候 補 施設・弁 護 士 等 の 関 係機 関 で 支 援チ ー ム を構 成 し 、

地 域移 行 準 備 への 取 り 組み も 報 告 され て い る（ 生 島 ほ か： 20 13）。  

ま た、 地 域 生 活定 着 支 援セ ン タ ー の取 組 み のよ う に 、 近年 で は 矯正 教

育 施設 ・ 矯 正 施設 に 福 祉の 専 門 家 が介 入 ・ 連携 で き る よう な 取 り組 み が

進 めら れ て い る。 例 え ば、 心 神 喪 失又 は 心 神耗 弱 の 状 態で 重 大 な他 害 行

為 （殺 人 、 放 火、 強 盗 、強 制 性 交 等、 強 制 わい せ つ 、 傷害 ） を 行っ た 人

に 対し て 、 適 切な 医 療 を提 供 し 、 社会 復 帰 を促 進 す る こと を 目 的と し た

制 度で あ る 「 心神 喪 失 者等 医 療 観 察法 」（ 2 00 5 年施 行 ） に 伴 い、 保 護 観

察 所に 福 祉 等 の専 門 資 格を 有 す る 社会 復 帰 調整 官 も 配 置さ れ て いる 。  

須 和・ 青 木 （ 2 005） は 、保 護 観 察 対象 者 へ の支 援 に お いて 社 会 復帰 調

整 官に 主 に 医 療面 で の 助言 及 び 指 導を 依 頼 した 事 例 を 報告 し て いる 。 保



81 
 

護 観察 対 象 者 の支 援 に あた っ て は 、支 援 チ ーム の 一 員 とし て 社 会復 帰 調

整 官の 参 加 が 今後 期 待 され て い る 。  

 更生 保 護 施 設に お い ても 、 社 会 福祉 士 や 臨床 心 理 士 の職 員 が 採用 さ れ

る よう に な っ たこ と で 、広 汎 性 発 達障 害 等 の問 題 を 抱 える 少 年 に即 し た

き め細 や か な 処遇 を 行 える よ う に なっ た こ とが 報 告 さ れて い る （百 瀬 ：

201 0）。そ の 他、少 年 を 積極 的 に 地 域資 源 と 結び つ け る こと で 、生 活 者と

し ての 感 覚 を 取り 戻 さ せる と 同 時 に、 コ ミ ュニ ケ ー シ ョン 能 力 の向 上 を

図 る場 を 設 け る取 り 組 みも 挙 げ ら れて い る （岡 本 ・ 坂 野： 20 17）。 ま た、

喫 煙・ 飲 酒 ・ 携帯 電 話 につ い て も 一律 に 規 制し な い で 、本 人 と 話し 合 い

な がら 金 銭 管 理の 支 援 に繋 げ て い くこ と も 更生 の 方 法 であ り 、 新た な 取

組 みと し て 中 軽度 の 方 を対 象 と し た「 自 活 訓練 ホ ー ム」（ 定 員 7 名 ）を 開

設 し、 職 員 と の一 対 一 の関 係 だ け でな く 、 利用 者 間 の 関係 作 り を行 い 、

生 活の ル ー ル 作り や 問 題解 決 も 自 分達 で 行 える よ う 取 り組 ん で いる （ 小

野 ： 20 11）。  

課 題と し て は 、一 般 社 団法 人 よ り そい ネ ッ トお お さ か （ 20 14） の更 生

保 護施 設 調 査 に示 さ れ てい る よ う に、 指 定 更生 保 護 施 設に お い ても 福 祉

サ ービ ス に 繋 ぐと い う より は 生 活 保護 の 活 用が 中 心 で ある こ と や、 非 行

少 年の 受 け 入 れが き わ めて 不 十 分 （男 子 少 年は 更 生 保 護 施 設 入 所全 体 の

4 .5％ 、 女子 少 年 7 .5％ ）で あ る こ との 改 善 が課 題 で あ る。  

ま た、 地 域 移 行・ 保 護 観察 へ の 移 行支 援 の 新た な 取 り 組み で は 、少 年

鑑 別所 と 保 護 観察 所 の 連携 が 進 め られ て い る。 具 体 的 には 、 保 護観 察 の

決 定に よ り 、 少年 鑑 別 所を 退 所 す る少 年 の 処遇 指 針 票 を少 年 鑑 別所 が 作

成 する 等 の 連 携が 取 り 組ま れ て お り（ 久 保・横 地： 2 0 1 5）、今 後 の 充 実 ・

拡 大が 期 待 さ れる 。  

保 護観 察 期 間 終了 後 も 福祉 事 務 所 や作 業 所 は 対 象 少 年 と関 わ り 、福 祉

事 務所 や 作 業 所か ら 保 護観 察 所 に 相談 が 来 る こ と も あ る。 医 療 少年 院 の

積 極的 な リ ー ドに よ り 、対 象 少 年 に 関 わ っ た機 関 が ネ ット ワ ー クを 作 る

こ とが で き た こと 、 そ れぞ れ の 機 関が 役 割 を 分 担 し 、 協議 を 重 ねて 検 討

し たこ と 、 本 人の 意 向 や気 持 ち を 丁寧 に 確 認し な が ら 調整 を 進 めた こ と

が うま く い っ た要 因 で ある こ と が 報告 さ れ た（ 池 田 ： 2 005）。  
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内 藤・ 田 部 ・ 高橋 （ 201 7） が 全 国 の保 護 観 察所 等 職 員 を対 象 に 行っ た

調 査で は 、 本 人の 困 難 ・ニ ー ズ に 対す る 支 援で は 、 保 護観 察 所 ・保 護 司

を 中心 に 丁 寧 な関 わ り が行 わ れ て いる こ と が明 ら か と なっ た 。 その 一 方

で 、保 護 観 察 以前 の よ り早 期 段 階 での 適 切 な介 入 が 届 かず 、 対 人不 信 や

身 体症 状 面 の 困難 さ 、 過度 な 不 安 ・緊 張 ・ スト レ ス に よる 発 達 困難 な 状

態 が複 雑 ・ 重 症化 し 「 困っ て い る 」状 況 下 にお か れ て いる 少 年 の姿 が 多

く 想定 さ れ た 。   

本 人の 抱 え る 不安 ・ 恐 怖・ 緊 張 ・ 抑う つ ・ 孤立 ・ ス ト レス 等 に つい て

一 緒に 考 え て いく と い う姿 勢 で 丁 寧に 聴 き 、「 不 安の 原 因 の 可 視化 」「問

題 の共 有 」「解 決 方 法 をと も に 考 えて い く 」とい う 伴 走 的発 達 支援 の ア プ

ロ ーチ が 、少年 の「 安 心」「信 頼 」を 回 復 し 、指 導 を受 け 止 め て教 育 支 援

の 意義 を 理 解 でき る よ うに な っ た こと で 、 本人 の 発 達 を一 気 に 加速 し た

と 推察 さ れ る 取組 み が 報告 さ れ て いる （ 内 藤・ 田 部 ・ 高橋 ： 201 7）。  

長 澤（ 20 10） や福 永 （ 2 011） の 取 り組 み や 指摘 も ふ ま える と 、 保護 観

察 ・更 生 保 護 にお い て も本 人 の ニ ーズ （ 声 ）を 丁 寧 に 聞く こ と や本 人 が

と もに 参 加 し てい く こ とが 重 要 で ある と い える 。  

先 行研 究 の 検 討を 通 し て、 発 達 障 害等 の 発 達上 の 課 題 ・困 難 を 有す る

非 行少 年 に 対 する 認 識 や支 援 が 徐 々に 広 が りつ つ あ る こと が 明 らか と な

っ た。 し か し 、更 生 保 護に お い て 多様 な 発 達困 難 を 有 する 保 護 観察 対 象

者 への「 発 達 支 援 」の 観点 か ら み た研 究 が 少な い こ と や 、発 達 上の 課 題 ・

困 難を 有 す る 保護 観 察 対象 者 の 声 を中 心 と した 調 査 研 究を 実 施 して い く

こ とが 今 後 求 めら れ る 課題 と い え る。  

 

４．おわりに  

 先行 研 究 の 検討 を 通 して 、 非 行 ・犯 罪 に 至っ た 少 年 に関 わ る 更生 保 護

分 野に お い て も、 発 達 障害 等 の 発 達上 の 課 題・ 困 難 を 有す る 少 年に 対 す

る 認識 ・ 理 解 や支 援 が 徐々 に と り くま れ て いる 状 況 が 検討 さ れ た。  

 岡本 ・ 坂 野 （ 20 17） は、 少 年 の 地域 移 行 にお い て 「 受身 で あ るこ と か

ら 主体 的 で あ るこ と へ と変 容 さ せ てい く 、 この 転 換 点 をも た ら すか か わ

り が指 導 の 鍵 」で あ る こと を 指 摘 して い る 。発 達 障 害 等の 発 達 上の 課 題・
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困 難を 有 す る 少年 へ の 処遇 ・ 支 援 を検 討 す る際 に 「 十 分に 成 長 ・発 達 し

て いく 主 体 的 な存 在 で ある 」 こ と を前 提 の 共通 理 解 と した う え で、 少 年

本 人の 声 ・ ニ ーズ を 丁 寧に 把 握 し 、教 育 や 成長 の 機 会 を保 障 し 、少 年 の

主 体性 を 重 視 した 伴 走 的発 達 支 援 に取 り 組 んで い く こ とが 重 要 であ る 。  
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第４章  

全国の児童自立支援施設における発

達障害等の発達上の課題・困難を有

する子どもの実態と発達支援の課題  
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１．はじめに  

本章では、全国の児童自立支援施設職員調査を通して、発達障害等

の発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する少年の実態と発達や 自立

に向けた支 援 の 課 題 を 明 ら かにする 。  

調査の対 象 は 全 国 58 ヵ 所の児童自立支援施設職員である。 調査の

内容は、発達障害の診断・疑い があり発達上の課題・困難を有する子

ど も の 「 生 活 面 （ 食 事 、 人 間 関 係 等 ） の 困 難 」「 支 援 を 行 う 上 で の 分

校・分教室との連携体制」「退所に向けた支援」「退所後のアフターケ

ア」である 。  

調査の方法は、全国の児童自立支援施設に郵送・電話による調査依

頼を行い、 調 査 協 力 を 得 ら れた 45 施設の児童自立支援施設を直接訪

問 し 、 半 構 造 化 面 接 法 に よ る 聞 き 取 り 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 期 間 は

201 0 年 11 月 ～ 2 01 1 年 3 月 である。各質問項目への回答内容をコード

化し、分類 し た 。 1 施設において複数名で回答いただいた場合でも 1

施設として カ ウ ン ト し 、 最 大 45 施設からの回答として計算した。  

 

２．調査結果  

回答は 66 名 （ 施 設 長 12 名、指導課長 ・教務課長 2 0 名、寮職員 29

名、心理職員 3 名 、 そ の 他 2 名）から回答を得た。  

調査を行 っ た 4 5 施 設 の 児童自立支援施設の運営形態は夫婦制 1 9 施

設 4 2 . 2％、交替制 2 3 施 設 5 1 . 1％、その他 3 施設 6 .7％であった。また、

調査時にお け る 児 童 数 は 15 90 名であり、そのうち発達障害の診断 ・

判定を受 け て い る 児 童 数 は 4 50 名（重複含む）で、その割合は 2 8 . 3％

であった。  

 

（ 1）日常生活における困難  

朝起きて か ら の 身 支 度 や 入浴等の日常生活における困難では「こだ

わりからや る べ き 行 動 が とれない。切り替えが難しい」ことでの困難

が 16 施設 35 .6％ と 最 も 多 く挙げられた（表 ４ -１）。また、｢集団の中で

皆と同じよ う に 動 け な い ｣13 施設 28 .9％ことで、予定よりも遅れてし
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まい周りが イ ラ イ ラ す る と いったように、集団行動において特に困難

が目立つこ と が 明 ら か と な った。  

児 童 自 立 支 援 施 設 で は 比 較 的 細 か く 日 課 が 決 め ら れ て い る も の の 、

行 事 や ト ラ ブ ル で 日 課 が 遅 れ る な ど 急 な 変 更 が あ る と う ま く 対 応 で

きず、パニックになることも困難として挙げられた（ 15 施設 3 3 . 3％）。

以前と比べ て 目 立 つ 困 難 と しては ｢朝 、起きてこない ｣10 施設 2 2 . 2%こ

とが挙げら れ た 。  

日 常 生 活 の 困 難 に 対 し て は ｢具 体 的 な 時 間 や 場 所 を 示 し た り 、 視 覚

的に指示す る ｣11 施 設 2 4 . 5%などの支援 が行われていた。  

 

表 ４ -１  日常生活の困難  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合

（ n = 4 5 施

設 ）  

こ だ わ り か ら や る べ き 行 動 が と れ な い 、切 り 替 え ら れ な い  1 6  3 5 . 6％  

急 な 予 定 の 変 更 に 対 応 で き ず 固 ま る 、 パ ニ ッ ク に な る  1 5  3 3 . 3％  

支 度 が 遅 く て 周 り が イ ラ イ ラ し て し ま う  1 3  2 8 . 9％  

集 団 の 中 で 皆 と 同 じ よ う に 動 け な い  1 3  2 8 . 9％  

朝 、 起 き て こ な い  1 0  2 2 . 2％  

特 に 著 し い 困 難 は 無 い  9  2 0 . 0％  

言 葉 の 意 味 が 通 じ な い （ 具 体 的 な 指 示 で な い と 分 か ら な

い ）  

6  1 3 . 3 %  

整 理 整 頓 が で き な い  4  8 . 9 %  

 

（２）食事に関する困難  

食事に関 す る 困 難 で は「 好き嫌いや偏食はあるものの次第に食べら

れるように な る 」と の 回 答 が 36 施設 8 0 .0 %で得られ、こだ わり等から

起 こ る 偏 食 を 困 難 と し て 捉 え て い る 施 設 は 少 な い こ と が 分 か っ た 。

「こだわり や 味 覚 、食 感 の 過敏から起こる偏食」を示す 子どもは 7 施

設 1 5 . 6 %で 回 答 が あ り 、 具 体的なエピソードとしては「食感がダメな

ことや嗅覚 過 敏 か ら 甘 い も のが食べられない。見るだけで険しい顔に

なり、食べ た ら 大 変 な こ と になる」などが挙げられた。  
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（３）対人関係の困難  

対人関係 ト ラ ブ ル は 大 き な課題とされている。具体的な困難として

は ｢自己中心的、相手の気持ちが考えられない ｣ことでトラブルに繋が

ることが 2 3 施 設 51 .1 %で挙げられ、次いで ｢空気が読めない言動、行

動 ｣1 4 施 設 3 1 . 1％、「 う ま く距離感が掴めない 」 1 2 施設 26 .7 %ことで

喧嘩などに 発 展 し て し ま う ケースも問題となっていた （表 ４ -２）。  

職 員 と の ト ラ ブ ル で は 言 葉 の 意 味 が 通 じ に く い こ と や ｢被 害 的 ・ 差

別的にうけ と る ｣12 施 設 2 6 . 7%ことで関係がうまく築け ていない。  

それらの ト ラ ブ ル に 対 し ては、その場や集団から離し て落ち着つか

せ た 上 で 本 人 と 時 間 を か け て 話 す こ と や 言 語 化 し て 具 体 的 に 示 す こ

と、また耳からの情報を受け取りにくい 子ども に視覚的に図式化する

などの対応 が 取 ら れ て い た （ 6 施設 1 3 . 3％）。  

 

表 ４ -２  対人関係の困難  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合（ n = 4 5

施 設 ）  

自 己 中 心 的 、 相 手 の 気 持 ち が 考 え ら れ な い  2 3  5 1 . 1％  

空 気 が 読 め な い 。空 気 が 読 め な い 行 動 で 周 り が イ ラ イ ラ

し て し ま う  

1 4  3 1 . 1％  

距 離 感 が 掴 め な い こ と で ト ラ ブ ル に な る  1 2  2 6 . 7％  

ち ょ っ と し た き っ か け で 興 奮 し て ト ラ ブ ル に な る  1 2  2 6 . 7％  

「 な ん で 自 分 だ け 」と 被 害 的 、差 別 的 に 受 け 取 っ て し ま

う  

1 2  2 6 . 7％  

言 葉 の 意 味 が 通 じ ず ト ラ ブ ル に 発 展 す る  1 1  2 4 . 5 %  

一 つ 一 つ の 積 み 重 ね が で き な い  9  2 0 . 0％  

威 圧 的 な 態 度 や ち ょ っ か い 等 、不 適 切 な 方 法 で 関 係 を 持

と う と す る  

9  2 0 . 0％  

情 緒 的 な 面 で の 訴 え が 響 か な い  7  1 5 . 6％  

集 団 の 中 に 入 っ て い け な い  6  1 3 . 3％  

こ だ わ り 等 か ら み ん な と う ま く や れ な い  4  8 . 9 %  

わ か ら な い 時 に 聞 け な い 事 で ト ラ ブ ル や ミ ス に 繋 が る  3  6 . 7 %  

｢誰 が 何 を 言 っ た ｣と い う 細 か い ポ イ ン ト で ト ラ ブ ル に

な る  

3  6 . 7 %  

 

暴言に関 し て は「比 較 的 落ち着いている 」10 施設 2 4 . 4 %という回答

がある一方 で、注意に対して興奮してしまい暴言が出ることが 9 施設

21 .6％で困難として 挙げられた。 次い で 「突然興奮状態 になり暴れだ
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す」9 施設 20 .5 %、「 自 分 の 気持ちが伝えられない ことでそれが暴力と

して表れて い る 」 7 施 設 1 5 . 9%様子 が挙げられた。  

 

（４）性的な問題行動に関する困難  

表 ４ -３に 示 す よ う に 、 男 女 間の 関 わ り を 厳 し く制 限 し て い る 施 設も

あり（ 14 施 設 3 1 . 1％）、「施設 の中では性 的な問題行動や目立った行動

はない」という回 答が多く挙がった （ 20 施設、 44 .5％）。しかし、同

性同士でい た ず ら を し た り （ 1 2 施設 26 .7％）、衝動的に行動したこと

が問題行動 と な っ て し ま う ケース （ 5 施設 1 1 . 1％）も少なからず挙げ

られた。  

また対人 関 係 の 困 難 で も 挙げられた「距離感がうまく掴めない 」1 2

施設 2 6 . 7%こ と が 、 性 的 な 問題行動に繋がることも あった 。特定の人

や物に執着し、行動することで問題行動へと繋がっている困難が 5 施

設 1 1 . 1 %で 挙 げ ら れ た 。 自 分を傷つけるよう行動や被害を受け入れて

しまうの は 5 施設 1 1 . 1％ 、 とくに女子に多く見られた。  

 性 的 な 問 題 に つ い て は 多 く の 施 設 で 問 題 視 さ れ て お り 、 1 2 施 設

26 .7 %で は 性 加 害 防 止 プ ロ グ ラ ム を 行 っ て い た 。 こ の プ ロ グ ラ ム は 理

解度や本人 の 気 持 ち 、意 欲 が大きく関わるため、知的能力の低さや集

中力のな さ が 効 果 に 影 響 し ているとの回答も挙がった。  

 

表 ４ -３  性的な問題行動に関する困難   （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答

数  

割 合（ n = 4 5

施 設 ）  

施 設 の 中 で は 性 的 な 問 題 行 動 や 目 立 っ た 行 動 は な い  2 0  4 4 . 5％  

男 女 の 関 わ り に つ い て 厳 し く 禁 止 し て い る  1 4  3 1 . 1％  

同 性 同 士 で い た ず ら を す る  1 2  2 6 . 7％  

自 分 を 傷 つ け る よ う な 行 為 、 行 動 や 被 害 を 受 け 入 れ て

し ま う  

5  1 1 . 1 %  

特 定 の 人 や 物 に 執 着 し て 行 動 す る  5  1 1 . 1 %  

衝 動 的 に 行 動 し て し ま う  5  1 1 . 1 %  

  

（５）非行 ・虞犯に対する指導  

発達障害 児 へ の 非 行 や 虞 犯に対する指導では、発達障害児だけ特別
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に指導して い な い 施 設 が 2 8 施設 63 . 6%であった（表 ４ -４）。これは発

達 障 害 児 だ け 特 別 な こ と を す る と 周 り の 子 ど も か ら ｢差 別 ｣と 捉 え ら

れてしまうこ と や、施設によっては発達障害の有無に かかわらず、一

律に日常生 活 の 指 導 を 通 し て行うことが影響している。  

特 別 な 指 導 を 行 っ て い る 施 設 で は ｢そ の 時 の 気 持 ち の 振 り 返 り や 被

害 者 の 気 持 ち ｣な ど に 関 し て 図 式 化 し た 説 明 や セ カ ン ド ス テ ッ プ な ど

具体的な内 容 が 行 わ れ て い た （ 1 3 施設 29 .5 %）。また、 とくに A DHD

の診断のあ る子 ど も に は 興 奮状態や「衝動的になりそうな時の対処法

について話 をし た り 、 実 際 に練習をしている 」施設も見られた （ 7 施

設 1 5 . 6%）。また「 見 通 し を 持たせることで不安を減らし、行動へと繋

がらないよ うに す る 」 配 慮 も見られた （ 5 施設 1 1 . 4%）。  

 

表 ４ -４  非行や虞犯に対する指導  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答

数  

割 合（ n = 4 5

施 設 ）  

発 達 障 害 だ け 特 別 に 指 導 は 行 っ て お ら ず 、日 々 の 指 導

で み な に 行 う  

2 8  6 3 . 6％  

そ の 時 の 気 持 ち の 振 り 返 り や 被 害 者 の 気 持 ち に つ い

て の 指 導 を し て い る  

1 3  2 9 . 5％  

精 神 科 医 に よ る 精 神 面 で の フ ォ ロ ー を 行 っ て い る  8  1 8 . 2％  

衝 動 的 に な り そ う な 時 の 対 処 法 に つ い て 話 を し た り 、

実 際 に 練 習 を し て い る  

7  1 5 . 9 %  

見 通 し を 持 た せ る こ と で 不 安 を 減 ら し 、行 動 へ と 繋 が

ら な い よ う に す る  

5  1 1 . 4％  

 

（６）学習の困難と分校 ・分教室との連携体制  

分 校 ・ 分 教 室 が 併 設 さ れ て い る 児 童 自 立 支 援 施 設 の 学 習 指 導 で は 、

分 校 ・ 分 教 室 の 宿 題 や 個 別 の ド リ ル 、 日 記 指 導 が 多 く 行 わ れ て い た 。

｢文章表現をしらない ｣（ 1 4 施設 3 2 . 6%）や ｢型にこだわって毎回全く

同じパター ン で 書 い て い る ｣（ 9 施設 20 .9 %）などが挙げられた。それ

に対し、職 員 の コ メ ン ト や 質問という形で指導が行われていた。  

集中力が 続 か ず 学 習 に 取 り組みにくい 子ども もおり（ 7 施設 16 .3 %）、

施設によっ て は 各 自 の 机 を 壁に向けたり、各自の 個人目標が すぐに確

認 で き る よ う に す る な ど の 工 夫 を し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 4
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施設 9 .3 %では、こだわりから特定の教科や内容しか取り組まないとい

う困難が挙 げ ら れ た 。  

 分校・分教室 と の 連 携 体 制では（表 ４ -５）、毎朝の会議や 教職員間で

の情報交換が 28 施 設 6 5 . 1%で行われ 、また 12 施設 2 7 . 9％では職員室

を一緒にす るこ と で 連 絡 が スムーズ に行われるようにしていた。その

他、連絡帳 を 活 用 し て い た （ 10 施設 23 .3 %）。  

施 設 で は 毎 月 何 か し ら の 行 事 が 行 わ れ て い る が 、 行 事 を 施 設 と 分

校・分教室の 合 同 で 行 う こ とで連携を図っている（ 7 施設 1 6 . 3%）、職

員 が 授 業 場 面 に 補 助 と し て 入 る こ と で 子 ど も の 様 子 を み る （ 7 施 設

16 .3 %）などの取り組みも回答された 。  

  

表 ４ -５  分校 ・分教室との連携体制  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合

（ n = 4 5 施

設 ）  

毎 朝 の 会 議 、 教 職 員 間 の 連 絡 で 情 報 交 換 を し て い る  2 8  6 5 . 1％  

職 員 室 が 一 緒 で あ る  1 2  2 7 . 9％  

連 絡 帳 で の 情 報 交 換  1 0  2 3 . 3％  

分 校 ・ 分 教 室 が な い  1 1  2 5 . 6％  

施 設 職 員 が 授 業 に T T と し て 参 加 す る  7  1 6 . 3 %  

行 事 を 施 設 と 分 校 ・ 分 教 室 の 合 同 で や っ て い る  7  1 6 . 3 %  

分 校・分 教 室 で 問 題 が あ っ た 場 合 、分 校・分 教 室 に 行

か せ ず 施 設 で 指 導 を す る  

5  1 1 . 6 %  

 

（７）退所に向けた支援と退所後のアフターケア  

 退所 に 向 け た 支 援 では （表 ４ -６）、「 保 護者 や 関 係 機 関 等 と話 を し て

環境調整を 行 う」2 5 施 設 5 5 . 6％ことが最も多 い。本人への具体的支援

としては「今後予想されるトラブルや 対処方法について話をする」1 5

施設 3 3 . 3％、退 所 時 に い き なり家庭に戻ることのトラブルを考慮し て

「スモール ス テ ッ プ 、自 立 訓練」12 施設 2 6 . 7％、「帰宅訓練を する」8

施設 1 7 . 8％ な どが 取 り 組 ま れていた。  

ま た 、 施 設 に 入 っ て 発 達 障 害 の 判 定 を 受 け た 子 ど も も お り 、「 本 人

や保護者へ の障 害 告 知 や 障 害受容の支援 」3 施設 6 .7％も 行われていた。 
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表 ４ -６  退所に向けた支援   （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合 （ n = 4 5

施 設 ）  

保 護 者 や 関 係 機 関 等 と 話 を し て 環 境 調 整 を 行 う  2 5  5 5 . 6％  

発 達 障 害 児 に 特 別 な こ と は し て い な い  1 8  4 0 . 0％  

今 後 予 想 さ れ る ト ラ ブ ル や 対 処 方 法 に つ い て 話 を す る  1 5  3 3 . 3％  

ス モ ー ル ス テ ッ プ 、 自 立 訓 練  1 2  2 6 . 7％  

児 童 相 談 所 に 引 き 継 ぐ  1 2  2 6 . 7 %  

帰 宅 訓 練 を す る  8  1 7 . 8％  

就 職 希 望 の 子 ど も に 職 業 体 験 を さ せ る  4  8 . 9 %  

医 療 に 繋 げ る  3  6 . 7 %  

本 人 や 保 護 者 へ の 障 害 告 知 や 障 害 受 容 の 支 援  3  6 . 7 %  

困 っ た 時 に 頼 る 相 手 や 機 関 を 説 明 す る  3  6 . 7 %  

 

 退所後の ア フ タ ー ケ ア （表４ -７） では「定期的に連絡を取る」 24 施

設 5 3 . 3%が 約 半 数 で 挙 げ ら れ、「場合に応じて会いに行く、家庭訪問を

する」 2 0 施 設 44 .5 %、「施 設によび、再度、規則正しい生活をさせる

などの通 所 指 導 を 行 う 」 8 施設 1 7 . 8%など、退所後も家庭 でスムーズ

に生活が 維 持で き る よ う に 支援が行われている。  

近年では 保 護 者 か ら の 相 談も少なくな く、それも アフターケアの一

つとして行 っ て い る （ 8 施 設 1 7 . 8%）。その 一方で、「そこまで手が回

っていない 」 7 施 設 1 5 . 6%という現状も 指摘された 。  

 

表 ４ -７  退所後のアフターケア  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

（ n = 4 5 施 設 ）  

定 期 的 に 連 絡 を 取 る  2 4  5 3 . 3％  

場 合 に 応 じ て 会 い に 行 く 、 家 庭 訪 問 を す る  2 0  4 4 . 5％  

施 設 に よ び 、 再 度 、 規 則 正 し い 生 活 を さ せ る な ど の

通 所 指 導 を 行 う  

8  1 7 . 8％  

保 護 者 か ら の 相 談 に の る  8  1 7 . 8％  

関 係 機 関 と 連 絡 を 取 る  8  1 7 . 8％  

児 童 相 談 所 が 中 心 に や っ て い る  6  1 7 . 8 %  

そ こ ま で 手 が 回 っ て い な い  7  1 5 . 6％  

 

 退所後に家庭や学校に適応できない 子どもも少なくない。退所後の
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子 ども に 今 後 必 要 な 支援 で は （表 ４ -８）、「 自 立 援 助 ホ ー ム や年 長 の 子

ども（ 1 6 歳 以 上 ）をみてくれる施設の充実」1 3 施設 28 .9 %、次いで「す

ぐ に 対 応 で き る 地 域 や 学 校 、 他 機 関 と の ネ ッ ト ワ ー ク 体 制 」 1 0 施 設

22 .2 %、「転校先の学校との関わりや受け入れ体制の充実」7 施設 1 5 . 6%

などが挙 げ ら れ、子ども を 地域全体で見守ること が強く求められてい

る。  

 

表 ４ -８  退所後の子どもに今後必要な支援  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合（ n = 4 5

施 設 ）  

自 立 援 助 ホ ー ム や 年 長 の 子 ど も（ 1 6 歳 以 上 ）を み て く れ

る 施 設 の 充 実  

1 3  2 8 . 9％  

す ぐ に 対 応 で き る 地 域 や 学 校 、他 機 関 と の ネ ッ ト ワ ー ク

体 制  

1 0  2 2 . 2％  

退 所 後 に 気 軽 に 集 え る 居 場 所 の 提 供  8  1 7 . 8％  

退 所 後 に 継 続 し て み て く れ る 専 門 職 員  8  1 7 . 8％  

家 族 の 調 整  7  1 5 . 6％  

転 校 先 の 学 校 と の 関 わ り や 受 け 入 れ 体 制 の 充 実  7  1 5 . 6％  

職 員 と の 関 係 を 入 所 し て い る 間 に き ち ん と 作 っ て お く

こ と  

5  1 1 . 1 %  

医 療 と の 連 携  3  6 . 7 %  

 

３．考察  

児童自立 支 援 施 設 の 生 活 は、梅山（ 2 008）が指摘するよ うに「枠の

ある生活」といえる 。発達障害 等の発達上の課題・困難を有する 子ど

もにとって、枠 が あ り 構 造 化されて 見通しが持てること が安心に繋が

り、比較的 適 応 し や す い 環 境 であることが考えられる 。  

一方で、調 査 か ら は ｢こだわり ｣などの障害特性から集団行動がうま

くとれない（ 1 6 施 設 3 5 . 6%）等、児童自立支援施設が 実践の中核とし

ている集 団 生 活・集 団 指 導 において困難が生じていた。このことは坂

口（ 2 01 1）も事例を挙げ て 指摘するように、発達障害 等の発達上の課

題・困難を有する 子 ど も に 手が取られ てしまい、集団生活・集団指導

の限界と 感 じ て し ま う 職 員 も少なくない ことが想定される 。  

それらの 困 難 の 要 因 と し て、聴覚情報の理解 に困難を抱える子ども

が多く、口頭による指示が通りにくいこと、具体的指示でないと理解
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しにくいと い う 特 性 が 関 わ っていると考えられ、視覚的な情報 や具体

的指示を増 や し て い く 等、まずは子ども本人の困っている状況を把握

し、ニーズ に 応 じ た 具 体 的 な対応を工夫することが必要である。  

高尾（ 20 08）は 発 達 障 害児の支援として、退所後の生活 、とくに進

路・就労 を 考 慮 し て「療育手帳」の取得 について言及している 。本調

査 で も 、 退 所 後 の 転 校 先 と し て 特 別 支 援 学 級 ・ 特 別 支 援 学 校 を 考 え 、

それととも に手 帳 の 取 得 を 行う事例が挙げられた （ 6 校 1 8 . 2%）。  

退所後の 支 援 と し て 、手 帳の取得と ともに本人および保護者の障害

理解を支援 す る こ と が 重 要である。退所後 は 6 1 . 0%が保護者のもと に

戻り、地域 に お い て 生 活 し ていく彼らにとって、安定・安心の 居場所

を見つける こ と は 容 易 な こ とではない 。今回の 調査結果 では、退所に

向けた本人 へ の 特 別 な 指 導 が 4 0 . 0%の施設ではとくに行われていなか

った。  

環境の変 化や 適 応 に 困 難 を有する発達障害の子どもに、 帰宅訓練・

試験登校な ど 、退 所 後の 細 やかな支援が 求められる。本来ならば退所

の準備期間 を 十 分 に 取 っ て 行うことが望ましいが、実際はトラブルを

防 ぐ た め に 退 所 日 時 を ぎ り ぎ り ま で 伝 え な い と い う 施 設 が ほ と ん ど

であるために、退所の具体的指導を行っていないのが現状である（ 1 8

施設 4 0 . 0%）。  

 児童相談 所 の 報 告 で は、18 歳まで 退学・退職せずに継続したものは

約 1 7％であり 、半 年未満で退学・退職 するのは約 4 割であること、そ

の 半 年 を 越 え る と 徐 々 に そ の 割 合 は 減 少 し て い く こ と が 報 告 さ れ て

い る （ 東 京 都 福 祉 保 健 局 ： 2 0 05）。 す な わ ち 、 退 所 後 の 半 年 を ど の よ

うに過ごすかが、その後の進路を継続するために大きな鍵となってい

るのである 。  

今回の調 査 結 果 で は 、一 部の施設ではアフターケアについてシステ

ム化しており、「定期的に連絡を取る 」（ 2 4 施設 53 .3 %）や「家庭訪問」

（ 2 0 施設 44 .5 %）等が挙げられた。しかし、大きな負担とな り、そこ

まで手が回 っ て い な い 施 設 もあるのが現状である。石飛（ 2 01 1）の調

査 で は 、 ア フ タ ー ケ ア に 関 す る フ ァ ミ リ ー ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー が
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64 .3％に設 置 さ れ て い る も のの、その実態は 7 4 . 1％が職員の兼任配置

であること を 明 ら か に し て いる。  

 埋橋（ 2 01 0）が 年 長 児 に 対する支援の取り組みを報告し、その中で

養 護 性 の 問 題 と 発 達 障 害 の 困 難 性 か ら 目 標 を 達 成 す る 前 に 施 設 を 退

所せざるを 得 な か っ た 事 例 を挙げていた 。現在、東京都の施設で行わ

れている「児童自 立 支 援 施 設提携型グループホーム」の取り組みのよ

うに、継続的に見守る 支 援も本人の 居場所づくりの 一つ の方法であ り、

今後、自立 援 助 ホ ー ム な ど の施設の 拡充整備が求められている。  

 

４．おわりに  

本調査では、全国の児童自立支援施設 の職員への調査を通して、児

童自立支援 施 設 に 入 所 す る 発達障害 等の発達上の課題・困難を有する

子 ど も が 抱 え る 困 難 の 実 態 と そ れ に 対 す る 支 援 の あ り 方 に つ い て 明

らかにし て き た 。  

調査の結果、児童自立支援施設の集団生活・集団指導と個別指導の

バランスの と り 方 が 課 題 に 挙がった。すなわち児童自立支援施設は細

か く 決 め ら れ た 日 課 に 沿 っ た 集 団 指 導 を 主 と し て い る た め に 個 別 対

応が困難で あ っ た が 、一 方で集団の力がプラスに大きく作用して、子

ど も が 相 互 に 学 び あ う こ と で 改 善 が 見 ら れ る 事 例 も 多 く 挙 げ ら れ た 。

今後は集団 指 導 と 個 別 指 導 のバランスを取りつつ、集団力の効果を高

めていく方 略 が 必 要 で あ る 。  

なお児童 自 立 支 援 施 設 の 支援方法に関して、梶原（ 20 0 9）は「福祉

的」かつ「矯正的」かつ「教育的」の共存、多機能性ゆえに指導 方略

の不定性が 難 し さ で あ る と 指摘し ているが 、昨今の子どもの「育ちと

発達の貧困」の状況においては、今後、児童自立支援施設に も発達障

害 等 の 発 達 上 の 課 題 ・ 困 難 を 有 す る 入 所 児 の 増 加 が 予 想 さ れ る た め 、

職員一人ひ と り の 特 別 支 援 教育 や発達支援 に関する理解・専門性 を高

めていく こ と が 課 題 で あ る 。  
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第５章  

併設分校・分教室調査から探る全国

の児童自立支援施設における発達障

害等の発達上の課題・困難を有する

子どもの実態と発達支援の課題  
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１．はじめに  

本章では、全国 58 カ 所 の 児童自立支援施設に併設されている分校・

分教室教師 へ の 調 査 を 通 し て、児童自立支援施設併設の分校・分教室

に通学する 発 達 障 害 等 の 発 達上の課題・困難を有する子どもの困難の

実 態 や そ れ に 対 す る 支 援 の あ り 方 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 

調査方法は、全国の児童自立支援施設に併設された分校・分教室に

対して郵送 ・ 電 話 に よ る 調 査依頼を行い、調査協力を得られた分校・

分教室 33 校 を 直 接 訪 問 し 、半構造化面接法による聞き取り調査を行

った。質問項目は「発達障害の診断・疑いのある児童の分校・分教室

での実態と支援」「指導を行う上での施設との連携体制」「退所・転校

に 向 け た 具 体 的 な 指 導 内 容 」「 退 所 ・ 転 校 後 の ア フ タ ー ケ ア 」 を 設 定

した。調査期間は 2 010 年 1 1 月～ 20 11 年 3 月である。  

各質問項 目 へ の 回 答 内 容 をコード化し、分類した。 1 校において複

数名で回答 い た だ い た 場 合でも 1 校としてカウントし、最大 33 校か

らの回答と し て 計 算 し た 。  

 

２．調査結果  

回答は 34 名 か ら 得 ら れ た。回答施設の都合によって施設職員が分

校・分教室での様子を回答している場合もあり、回答者の内訳は教頭

19 名、教科担当等教師 11 名、施設職員 4 名であった。 3 3 校の分校・

分教室にお け る 調 査 時 の 児 童生徒数は 11 7 3 名、そのうち発達障害の

診断・判定を受けている児童数は 34 9 名（重複含む）で 、その割合は

29 .8％で あ っ た 。  

 

（1）分校 ・分教室の指導形態  

 分校・分教室の授業は学習指導要領に沿って行われているが、一人

ひと りの 学 習進 度 の差 が大 き いこ と やよ り安 全 な環 境 を作 るた め T T

体制を取っ て い る 施 設 が 24 校（ 72 .7％）と多く見られた（表 ５ -１）。  

クラス編 成 に つ い て は 学 年ごとが基本であるが（ 1 7 校 51 .5 %）、各

学年の人数 等 の 関 係 か ら 場 合に応じて複式学級で対応している。児童
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生徒の学力 差 が 大 き い た め、一斉指導をしていても個に応じた指導を

したり（ 1 3 校 39 .4 %）、教科によって習熟度別指導が行われているこ

と が 挙 げ ら れ た 。 そ の 他 、 基 礎 学 力 向 上 の 時 間 を 週 に 一 度 設 け る （ 3

校 9 .1 %）など、入所までの学習空白や学習上の課題 を ふ ま え た 対 応 ・

支援の工夫 が 見 ら れ た 。  

 

表 ５ -１  分校 ・分教室の指導形態 （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合（ n = 3 3
校 ）  

Ｔ Ｔ 体 制 で 授 業 を し て い る （ 教 科 に 応 じ て の 場 合 含 む ）  2 4  7 2 . 7％  

学 年 ご と の ク ラ ス で 行 う   1 7  5 1 . 5％  

少 人 数 学 級 で の 一 斉 授 業 で あ る が 個 に 応 じ た 指 導 を し て
い る  

1 3  3 9 . 4％  

分 校 を 設 置 し て い な い の で 施 設 で 対 応 し て い る  1 2  3 6 . 4％  

数 学 は 習 熟 度 別 で や っ て い る  1 1  3 3 . 3％  

体 育 、 音 楽 は 集 団 で や っ て い る  1 0  3 0 . 3％  

英 語 は 習 熟 度 別 で や っ て い る  7  2 1 . 2 %  

特 別 支 援 学 級 が 設 置 さ れ て い る  7  2 1 . 2 %  

定 期 テ ス ト は 個 別 に あ わ せ て 作 成 し て い る  7  2 1 . 2％  

基 礎 学 力 向 上 の 時 間 を 設 け て い る  3  9 . 1 %  

 

（2）困難が目立つ教科  

 困難な場 面 が 目 立 つ 教 科 として最も多かったのは「数学・計算」 19

校 5 7 . 6%、次いで「数学の文章題」 15 校 4 5 . 5%であり（表 ５ -２）、いず

れも教科は 数 学 で あ る 。ま た、中学校から本格的に始まる英語に関し

ては内容に 触 れ た こ と の な い生徒も多く、そのためアルファベットか

ら始めるな ど 個 人 差 が と く に大きい（ 1 1 校 33 .8 %）。  

漢字の読 み 書 き の 困 難 8 校 2 4 . 2%に関しては「漢字を単に記号とし

て覚えている、意味まで理解できない」という実態が挙げられた。授

業全体では 「 聞 い て 行 う こ との難しさ」 4 校 1 2 . 1%が回答され、その

た め 指 示 が 通 り に く い こ と や 説 明 に 時 間 が か か る こ と が 困 難 と さ れ

た。じっと座っている座学より作業の方が得意な児童生徒が比較的多

いなか、手 先 の 不 器 用 さ か ら美術や体育などの実技教科で困難が見ら

れた（ 4 校 1 2 . 1%）。  
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表 ５ -２  困難が目立つ教科  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合 （ n = 3 3
校 ）  

数 学 ・ 計 算  1 9  5 7 . 6％  

数 学 の 文 章 題  1 5  4 5 . 5％  

英 語  1 1  3 3 . 3％  

国 語 ・ 文 章 表 現  8  2 4 . 2％  

漢 字 の 読 み 書 き  8  2 4 . 2％  

国 語 ・ 心 情 読 み 取 り  6  1 8 . 2％  

聞 い て 行 う こ と の 難 し さ  4  1 2 . 1％  

美 術 や 体 育 は 難 し い 。 手 先 の 不 器 用 さ  4  1 2 . 1％  

 

（3）個別指導を行う上での困難  

 「フラフ ラ と 立 ち 歩 く 」 11 校 33 .3 %、「集中力が低い」 10 校 3 0 . 3%、

「その日の 体 調 や 気 分 に 大 きく左右される」 4 校 1 2 . 1%ことが困難と

して回答さ れ た が 、分 校・分教室では学力の個人差が大きいことから

T T や 習 熟度 に応 じ た対 応が 中 心と さ れて おり 、 個別 指 導を 行う 上 で

の困難に関 す る 回 答 で は「 きちんと座っていられる、通常級より落ち

着いている 」 と い う 回 答 が 一番多く挙げられた（ 1 6 校 48 .5 %）（表 ５ -

３）。  

 

表 ５ -３  個別指導を行う上での困難  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  
割 合  

（ n = 3 3
校 ）  

き ち ん と 座 っ て い ら れ る 。通 常 級 よ り 落 ち 着 い て い る 。 1 6  4 8 . 5％  

フ ラ フ ラ 立 ち 歩 く  1 1  3 3 . 3％  

集 中 力 が 低 い  1 0  3 0 . 3％  

そ の 日 の 体 調 や 気 分 に 大 き く 左 右 さ れ る  4  1 2 . 1％  

刺 激 に 弱 く 、 す ぐ に 反 応 し て し ま う  3  9 . 1 %  

 

（4）集団指導を行う上での困難  

 通常の学 級 と 比 べ る と １ 学級の人数が少ないが、発達障害の特性か

ら「こだわりや不注意から授業の流れに乗れない」11 校 3 3 . 3%ことや
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「同じこと を 何 度 も 聞 き な おす、指示が一回で通らない」7 校 2 1 . 2 %、

「他の刺激 に す ぐ 反 応 す る 」 6 校 1 8 . 2%というように授業を中断して

しまう行動 が 困 難 と し て 挙 げられた（表 ５ -４）。  

指 示 が 通 ら な い こ と に 関 し て は 「 具 体 的 で な い と 動 け な い 」 4 校

12 .1 %、「自分の欲求ばかりが前に出てしまう」 6 校 18 . 2%ことや、そ

れにともな い 「 順 番 が 待 て ない」 5 校 15 .2 %ことが困難として挙げら

れた。  

 

表 ５ -４  集団指導を行う上での困難  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合 （ n = 3 3
校 ）  

こ だ わ り や 不 注 意 か ら 授 業 の 流 れ に 乗 れ な い 、や れ な い  1 1  3 3 . 3％  

同 じ こ と を 何 度 も 聞 き 直 す 、 指 示 が 一 回 で 通 ら な い  7  2 1 . 2％  

自 分 の 欲 求 ば か り が 前 に で て き て し ま う  6  1 8 . 2％  

皆 と 同 じ よ う に 動 け な い 、 他 の 刺 激 に す ぐ 反 応 す る  6  1 8 . 2％  

順 番 が 待 て な い  5  1 5 . 2％  

学 級 委 員 や 役 割 活 動 が で き な い  4  1 2 . 1％  

具 体 的 で 細 か い 指 示 で な い と 動 け な い  4  1 2 . 1％  

予 定 の 変 更 で パ ニ ッ ク に な る  3  9 . 1％  

 

（5）学習困難に対する特別な配慮  

 学習困難 に 対 す る 特 別 な 配慮に関する質問では、発達障害の有無に

関わらず、本人の特性に応じた対応が取られていた（表 ５ -５）。学力差

が大きいこ と か ら「 個 に 応 じたプリントでの対応」16 校 4 8 . 5%が約半

数で行われ て い た 。細 か な 配慮としては「プリントの全てにルビをふ

る」4 校 12 .1 %ことや「教室の配置や掲示物の配慮」4 校 12 .1 %といっ

たような環 境 の 設 定 が 行 わ れていた。  
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表 ５ -５  学習困難に対する特別な配慮  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合（ n = 3 3
校 ）  

個 に 応 じ た プ リ ン ト で の 対 応  1 6  4 8 . 5％  

細 か く 具 体 的 な 指 示 を 出 す  6  1 8 . 2％  

個 々 の 目 標 を 立 て る  5  1 5 . 2％  

そ の 子 に よ っ て 方 法 を 変 え る 、 そ の 子 な り の 方 法 を 見 つ け
る  

5  1 5 . 2 %  

見 通 し を 立 て る  5  1 5 . 2 %  

補 習 授 業 を 行 う  4  1 2 . 1％  

プ リ ン ト の 全 て に ル ビ を ふ る  4  1 2 . 1％  

教 室 の 配 置 や 掲 示 物 の 配 慮  4  1 2 . 1％  

同 じ 問 題 を 繰 り 返 し 行 う  3  9 . 1％  

頑 張 り シ ー ル の 活 用  3  9 . 1％  

 

（6）施設職員との連携体制  

 施設との 連 携 で は「 会 議 での情報交換」1 5 校 55 .6 %や「リアルタイ

ムでの口頭 伝 達 」9 校 3 3 . 3%、「日誌や連絡帳での情報交換」8 校 25 .0 %

な ど 、 児 童 生 徒 一 人 ひ と り に つ い て 細 か な 情 報 交 換 が 行 わ れ て い た

（表 ５ -６）。また 13 施 設 か らは、児童自立支援施設職員と分校・分教

室の職員室 を 同 じ 空 間 に 設 置することで、情報共有や協議・連携を図

りやすくす る た め の 対 策 が とられていた。  

 

表 ５ -６  施設職員との連携体制  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合 （ n = 2 7
校 ）  

毎 日 の 会 議 で の 連 絡 交 換  1 5  5 5 . 6％  

職 員 室 が 一 緒  1 3  4 8 . 1％  

リ ア ル タ イ ム で の 口 頭 伝 達  9  3 3 . 3 %  

行 事 を 合 同 で 行 っ て い る  9  3 3 . 3％  

T T 体 制 で サ ポ ー ト し て も ら っ て い る  8  2 9 . 6％  

日 誌 や 連 絡 帳 で の 情 報 交 換  8  2 9 . 6％  

合 同 で の ケ ー ス 会 議  7  2 1 . 9％  

授 業 間 や 部 活 に 施 設 職 員 に 入 っ て も ら う  7  2 1 . 9％  

何 か あ っ た ら 助 け て も ら う 、 手 伝 っ て も ら う  5  1 8 . 5％  

 

（7）対人関係の困難  

 対 人関 係 の 困 難 （表 ５ -７） で は「 自 己 中 心的 、 相 手 の 気 持 ちが 考 え
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られない」 13 校 39 . 4%が最も多く、次いで「距離感がつかめない」  7

校 2 1 . 2%、「空気が読めない」 6 校・ 1 8 .2 %となった。  

暴言・暴力については「ひどい暴言はない」 8 校 28 .6 %、「とくに暴

力はない」10 校 3 4 . 5%など、どちらに関しても大きな困難は見られな

かった。しかし「相手が傷つくことを平気で言う」 4 校 1 4 . 3%、「自分

の気持ちを う ま く 伝 え ら れ ない」ことでの暴力 4 校 1 3 . 8%との回答も

挙がり、気 持 ち を 言 葉 に し て表現することの指導を行っている分校・

分教室も見 ら れ た 。  

 

表 ５ -７  対人関係の困難  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答
数  

割 合
（ n = 3 3
校 ）  

自 己 中 心 的 、 相 手 の 気 持 ち が 考 え ら れ な い  1 3  3 9 . 4 %  

距 離 感 が つ か め な く て ト ラ ブ ル に な る  7  2 1 . 2％  

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 が 低 い 、欠 如 し て い る 、方 法 が わ か
ら な い  

6  1 8 . 2％  

空 気 が 読 め な い  6  1 8 . 2％  

こ だ わ り か ら ト ラ ブ ル に 繋 が る  5  1 5 . 2％  

威 圧 的 な 態 度 を と る  4  1 2 . 1 %  

言 葉 の 意 味 が 通 じ ず 、 勘 違 い さ れ て し ま う  3  9 . 1％  

心 情 に 訴 え た 指 導 が 難 し い  3  9 . 1 %  

被 害 的 に 捉 え る こ と で ト ラ ブ ル に な る  3  9 . 1 %  

ち ょ っ と し た こ と が き っ か け で 興 奮 し て ト ラ ブ ル に な る  2  6 . 1 %  

 

（８）性的な問題行動に関する困難  

 表 ５ -８に 示 した よ う に 児童 自 立 支 援 施 設 の方 針 に よ り 男 女 交際 を 厳

しく制限し て い る こ と も あ り（ 1 2 校 38 .7 %）、分校・分教室では性的

な 問 題 行 動 に 関 す る 困 難 は 見 ら れ な い と い う 回 答 が 多 か っ た （ 1 2 校

38 .7 %）。しかし、距離感を掴めないために異性に近づき過ぎたり、抱

きつこうと す る こ と も 見 ら れ（ 3 校 9 .7 %）、数は多くなくても性的な

問題行動に 関 し て は 分 校 ・ 分教 室で課題とされた。  

そ れ に 対 し て 施 設 と 協 力 し な が ら 性 教 育 に 力 を 入 れ て い る と い う

回答は 4 校 1 2 . 9%の み で あ り、具体的には具体物の提示、適切な関わ

り方、寮母 に よ る 子 育 て ・ 生命に関する講話などが行われていた。  
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表 ５ -８  性的な問題行動に関する困難  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合（ n = 3 1
校 ）  

分 校 ・ 分 教 室 で は 見 ら れ な い  1 2  3 8 . 7 %  

男 女 交 際 は 厳 し く 禁 止 し て い る 、 起 こ る 機 会 が な い  1 2  3 8 . 7 %  

執 着 や 衝 動 的 な 言 動 、 行 動 を す る  6  1 9 . 4％  

近 づ き 過 ぎ る 、 異 性 に 抱 き つ こ う と す る  3  9 . 7％  

 

（９）退所後の問題と支援  

 施設退所 と 同 時 に ほ と ん どの児童生徒が前籍校に戻っていく。退所

後 の 転 校 先 と し て は 通 常 学 級 が ほ と ん ど と い う 分 校 ・ 分 教 室 が 多 く

（ 1 8 校 56 .3 %）、特別支援学級・特別支援学校に行く場合があると回

答したのは 11 校 3 4 .4 %であった。  

また中学 卒 業 時 に あ わ せ て退所することも多いが、近年では高校へ

の進学希望 が 増 え て き て い る（ 1 4 校 43 .8 %）。施設入所後に発達障害

と診断・判定を受け、本人・保護者との話し合いを経て特別支援学級・

特別支援学 校 に 転 校 す る 場 合もある（ 6 校 1 8 . 2%）。  

 退所後、児童生徒が転校先の学校で適応するためには転校先との連

携体制が不 可 欠 で あ る 。そ れゆえに「連絡を取り、情報を伝える」 18

校 5 4 . 5%、「施設の行事や授業参観に来てもらう」 1 7 校 51 .5 %などに

取り組んで い る こ と が 回 答 された（表 ５ -９）。また「前籍校の教師と子

どもの関係 を 修 復 す る 」た めの働きかけ 3 校 9 .1 %や「体験入学や準備

登校をさせ る 」 2 校 6 .1 %こ とも行われていた。  

 

表 ５ -９  転校先の学校との連携体制  （複数回答 ）  

回 答 内 容  回 答 数  割 合（ n = 3 3
校 ）  

連 絡 を 取 り 、 情 報 を 伝 え る  1 8  5 4 . 5 %  

施 設 の 行 事 や 授 業 参 観 に 来 て も ら う  1 7  5 1 . 5 %  

前 籍 校 の 教 師 と 子 ど も の 関 係 を 修 復 す る 、 面 会 を す る  3  9 . 1 %  

進 学 ・ 転 校 先 を 訪 問 し て 情 報 を 伝 え る 。  3  9 . 1 %  

体 験 入 学 や 準 備 登 校 を さ せ る  2  6 . 1 %  

転 校 先 の 学 校 と の つ な が り は な い  2  6 . 1 %  
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 退所後の支援は 2 3 校 6 9 . 7％が「学校（分校・分教室）では直接的

にケアして い な い 」と 回 答 している。ケアを行っている分校・分教室

の具体的な 内 容 は 「 進 学 先 や就職先との電話連絡」 5 校 15 .2 %などで

あった。高校進学が増えているなかで中途退学者も多く、退所後ケア

の必要性は あ る も の の 、施 設入所を伏せる場合もあるため、家庭や学

校に直接的 な 支 援 が 行 え な いという事情が予想された。  

 

３．考察  

199 8 年 の 児 童 福 祉 法 改 正 に よ り 児 童 自 立 支 援 施 設 に 学 校 教 育 の 実

施が制度化 さ れ 、 分 校 ・ 分 教室が併設されるようになって 約 20 年経

過したが、地域との問題や児童自立支援 施設の特性から全施設での完

全実施には 至 っ て お ら ず 、 調査時点では 4 5 施設中 33 施設（ 7 3 . 3％）

において学 校 教 育 が 導 入 さ れていた。  

発達上の課題・困難を有する児童生徒への支援としては、個別プリ

ントでの学 習 や 習 熟 度 別 で の授業などが行われていた。発達障害の有

無にかかわ ら ず、児 童 自 立 支援施設入所までの不十分な学習経験から

学力差や学 習 困 難 が 想 定 さ れる児童生徒にとって、少人数教育のなか

で各自にあ っ た 指 導 が 行 わ れることは、彼らの学習意欲や学力の向上

に繋がって い る と 考 え ら れ る。基礎学力の向上の時間を設けている分

校・分教室 は 9 . 1％ で あ る が、今後は このような時間を 拡充し、基礎

学力向上に 伴 う 認 知 ・ 理 解 力の発達支援が必要である。  

困難が目 立 つ 教 科 や 内 容 では、国語の心情読み取りに関する困難が

特徴的であ っ た が、こ う し た困難は対人関係におけるトラブル要因と

も共通する も の の 一 つ に な っていると考えられる。  

先行研究では、分校・分教室 において 地元の学校では 経験できなか

った多く の「学校生活」体験 の取り組み が報告されている（徳島県立

徳 島 学 院 指 導 課 ・ 徳 島 県 鳴 門 市 大 麻 中 学 校 広 塚 分 校 ： 2 00 8）。 個 に 応

じた指導と し て 、 習 熟 度 別 や小集団、 TT による学習、 ALT や学校カ

ウンセラー の 活 用 な ど も 挙 げられる。  

また児童 自 立 支 援 施 設 と の連携に関しては、基本的生活習慣の確立
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をめざした 支 援 や 生 活 支 援 を下に基礎的・基本的学力の定着をめざし

た支援など、多くの面で支援連携がとられている。児童自立支援施設

に併設され た 分 校・分 教 室 の使命として、学力や進路の保障、何より

子どもたち が 安 心 し て 取 り 組むことができるような居場所・意欲づく

りが課題と さ れ て い る （ 吉 本： 2 00 5）。  

対人関係 と 関 連 し て 性 的 な問題行動については、そもそも分校・分

教室内で男 女 の 関 わ り を 厳 しく制限していることもあり、問題行動が

顕在化しに く い 状 態 が 見 ら れた。一見問題がないように見えるが、具

体的な問題 行 動 場 面 が 起 こ りにくいため指導ができず、転校・退所後

に顕在化し て し ま う 可 能 性 も否定できない。  

 退 所 に 向 け た 支 援 や 対 処 後 の ア フ タ ー ケ ア は 児 童 自 立 支 援 施 設 が

中心的に行 っ て い る た め 、分校・分教室の教師が直接的に指導するこ

とは約 1 割 し か 行 わ れ て い なかった。退所した児童生徒が転校先や高

校進学後に 適 応 で き な い 要 因としては、分校・分教室と異なり 、学級

の 児 童 生 徒 数 が 増 え る こ と や 一 斉 授 業 な ど の 環 境 の 変 化 も 関 係 し て

いると考え ら れ る 。少 人 数 での丁寧な指導も重要であるが、退所に向

けた取り組 み や 準 備 登 校 を 行うなどの取り組みを検討し、より丁寧な

移行支援と 継 続 支 援 を 行 う ことが課題である。  

 

４．おわりに  

本章では、児童自立支援施設併設の分校・分教室に通学する発達障

害等の発達 上 の 課 題・困 難を有する子どもの困難の実態やそれに対す

る支援のあ り 方 を 明 ら か に してきた。  

調査の結果、児童自立支援施設での安定した生活が基盤となり、加

えて分校・分教室での少人数・ＴＴ体制指導等の丁寧できめ細やかな

対応が、子どもにおける落ち着いた学習態度の形成や学力の向上に大

きく影響し、自信や自尊感情の回復にもつながっていると推測するこ

とができた 。  

上堂（ 20 11）の指摘のように「発達障害の児童生徒にとって『なく

てはならな い 支 援 』は 他 の 児童生徒にとっても『あると便利な支援』」
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である。  

分校・分教室においては各々の子どもが多様な困難を抱え、学力差

も大きいた め に 個 別 指 導 が 中心となりがちだが、退所後の転 校先など

を考慮する と 集 団 指 導 の 機 会・場面を増やし、集団活動の中で個々に

合った支援 を し て い く こ と、そのためには特別支援教育の視点や支援

方法を分校 ・ 分 教 室 の 教 師 間で広めていくことが課題である。  

現代の子どもの「育ち と発達の貧困」の状況下で、今後さらに児童

自立支援施 設 併 設 の 分 校・分教室においても発達障害等の発達上の課

題・困難を有する児童生徒が増えることが予想されるが、そのために

も分校・分教室において特別支援教育や発達支援の観点から教育支援

のあり方を 検 討 し て い く こ とが課題といえる。  
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第６章  

児童自立支援施設における発達障害

と虞犯・触法等の発達上の課題・困難

を有する子どもの発達支援の課題  
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１．はじめに  

 本章では、第 4 章 の 児 童 自立支援施設職員調査結果と第 5 章の児童

自立支援施 設 併 設 の 分 校・分教室教師調査結果の比較をもとに、児童

自立支援施 設 に お け る 発 達 障害と虞犯・触法等の発達上の課題・困難

を有する子 ど も の 発 達 支 援 のあり方を検討していく。  

 

２．結果と考察  

２．１  入所している発達障害児の数  

 調査を行 っ た 4 5 施 設 の 調査時における 入所児の 数は 1 59 0 名であり、

そのうち発 達 障 害 の 診 断・判定 を受けている 子どもの数は 4 50 名（重

複含む）、その割合 は 2 8 . 3％である。しかし、施設によ っては正確な

数や内訳を 回 答 い た だ け な かった場合もあるため、実際の数値として

はもっと高 い こ と が 考 え ら れる。また、診断・判定 名があることで受

け入れをし て い な い 施 設 も あった。  

厚生労働 省（ 20 09）の「児童養護施設入所児童等調査結果」では が

行った実態 調 査 で は 障 害 等 の内訳とし て、 A DHD 9. 0％ 、 LD 3. 2％、広

汎性発達障 害 7 .3％ 、 知 的 障害 9 .3％の数値が示されていた （図 ６ -１）。

また、全国児童自立支援施設協議会（ 2 01 1）の行った運営実態調査 で

は、障害種別の割合として ADH D：男子 1 0 . 3％・女子 3 .7％、 L D：男

子 2 .2％・女子 0 . 2％、広汎性発達障害：男子 1 . 8％・女子 0 .2％、知的

障害：男 子 10 . 8％ 、 女 子 1 0 . 2％と示されている。  

今回の調 査 結 果 で は ADH D9 .3％、L D0 .4％、広汎性発達障害 7 .9％、

知的障害 7 . 0％ で あ っ た 。 児童自立支 援施設では常に入 所児童に変動

があることや、今回の調査では正確な数値を回答いただけなかった施

設もあるた め 多 少 の 誤 差 は 生じると考えられるものの、ADHD と広汎

性発達障害 に つ い て は ほ ぼ 近い数値が表れた。  
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２．２  発達障害の診断 ・疑いのある子どもの実態と支援  

（１）日常生活における困難と支援  

児 童 自 立 支 援 施 設 で の 生 活 は 細 か く 日 程 が 決 め ら れ 構 造 化 さ れ て

いるが、慣れ て く る こ と で 落ち着いた生活へと変わっていく。しかし、

そ の 中 で も 障 害 特 性 の 「 こ だ わ り 」 か ら や る べ き 行 動 が と れ ず （ 1 6

施設 3 5 . 6%）、決められた日程を集団で一緒に動けないことが日程のズ

レに繋がり （ 1 3 施 設 28 .9 %）、日程が予定通りに行かず変更になる、

変更になっ た こ と で パ ニ ッ クになってしまう（ 15 施設 3 3 . 3%）という

悪循環にな っ て い る こ と が わかった （ n= 45 施設）（図 ６ -２）。  

支援方法 と し て 視 覚 的 な 提示や具体的な時間を示すことが 11 施設

（ 24 .5 %） で 挙 げ ら れ た 。 例 え ば 、 ス リ ッ パ を 「 揃 え る 」 と い う こ と

が理解できず、何度も注意されていた問題に対して、四角い枠を設置

して「この枠の中に入れる」ことを視覚的に示す ことで 、注意される

経験を減ら す 等 が そ の 例 の 一つである。聴覚的情報が理解しにくいこ

と や 具 体 的 な 説 明 で な い と ど の よ う に 行 動 す る か を 理 解 し に く い 困

難（ 4 校 1 2 . 1%） に 対 し て 有効的な方法であると いえる 。  

その他、生 活 面 に お け る 個別指導計画の作成や学習カルテの作成を

行っている 施 設 の 報 告 も 出 されており、指導計画作成等に関しては 今

9.0%,（179）

3.2%（63）

7.3%（146）

9.3%（186）

9.3%（148）

0.4%（6）

7.9%（125）

7.0%（112）

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

ADHD

LD

広汎性発達障害

知的障害

図６-1 障害のある児童内訳

厚生労働省調査(2008)n=1995 本調査(2010～2011)n=1590
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後検討すべ き 方 法 の 一 つであると言える（全国児童自立支援施設協議

会： 2 01 0）  

入所児童 の 特 徴 の 変 化 に 対して、必要に迫られて様々な工夫を行っ

て い る 施 設 も 増 え て き て は い る が 、「 言 葉 の 意 味 が 通 じ な い 」 6 施 設

（ 1 3 . 3 %）こ と や 、分校でも指示が通らないことが 7 校（ 21 .2 %）で挙

が り 、 指 示 が 通 ら な か っ た こ と に つ い て は 「 耳 が 悪 い の か と 思 っ た 」

という認 識 も 挙 げ ら れ た 。聞こえにくさや理解の困難さ等多様な要因

が想像されるが、一つの要因として 、聴覚の過敏・低反応 をもってい

ることも予 想 さ れ る 。集 団 指導に関する分校・分教室での困難への対

応として、 24 校 （ 7 2 . 7%） の分校・分教室で T T 体制を取り入れてい

る こ と で 大 き な 問 題 に 至 ら ず に 済 ん で い る 様 子 が 伺 え た （ n = 3 3 校 ）。 

 

 

 

 （２）食に関する困難と支援  

 食 に関 す る 困 難 （図 ６ -３） で は、 入 所 前 の食 習 慣 が 影 響 し てい る 好

き嫌いであ る と い う 回 答 が 施設 3 6 施設（ 8 0 . 0 %）、分校・分教室 9 校

35.6%

33.3%,（15）

28.9%,（13）

28.9%,（13）

20.0%,（10）

13.3%

8.9%

24.5%

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

9.1%,（3）

0.0%

18.2%,（6）

0.0%

12.1%

0.0%

18.2%

21.2%

18.2%

15.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

こだわりからやるべき行動がとれない。切り替えられない

急な予定の変更に対応できず固まる、パニックになる

支度が遅くて周りがイライラしてしまう

集団の中で皆と同じように動けない

特に著しい困難は無い

言葉の意味が通じない(具体的な指示でないとわからない)

整理整頓ができない

(支)具体的な時間などを示す

同じことを何度も聞きなおす。指示が一度で通らない

自分の欲求ばかりが前にでてきてしまう

順番が待てない

図６-2 日常生活・集団生活における困難
施設割合(n=45)
分校・分教室割合(n=33)
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（ 34 .6 %） と 、 児 童 自 立 支 援 施 設 に 入 所 す る 児 童 の 食 事 に 関 す る 大 き

な困難は見 ら れ な か っ た 。  

しかし、高橋・増渕（ 20 08）の調査では 、発達障害の当事者が様々

な味覚の過 敏・低反応 を 持 っていることが示されている。今回の調査

でも「食感や嗅覚過敏から甘いものが食べられない」など、感覚の過

敏から起こ る 偏 食 に つ い て 7 施設（ 15 .6 %）から回答があったことや、

「 普 段 と は 異 な る 分 校 で の 調 理 実 習 の 時 な ど に 味 覚 の 鈍 麻 が 見 ら れ

る」という回答が分校・分教室教 師 から挙げられた。感覚過敏での偏

食 と 単 な る 好 き 嫌 い を 見 き わ め る こ と は 難 し く 、 単 な る 「 好 き 嫌 い 」

と認識されたり、「その子だけ」認められないという現状が考えられ、

食の困難へ の対 応 に つ い て 今後検討する必要がある。  

 

 

 

（３）対人関係に関する困難と支援  

 対人関係 に 関 す る 困 難 で は「自己中心的、相手の気持ちが考えられ

ない」 23 施 設 5 1 . 1 %、分校・分教室 1 3 校 3 9 . 4 %、「距離感が つかめな

い」 1 2 施 設 2 6 . 7%、 分 校 ・ 分教室 7 校 2 1 . 2 %、「空気が読めない」 1 4

施設 31 .1 %、 分 校 ・ 分 教 室 6 校 18 . 2%と、いずれも発達障害の特性が

80.0%

28.9%

15.6%

0.0%

34.6%

0.0%

7.7%

73.1%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

入所当時好き嫌いや偏食はあるが次第に食べられるようにな

る、特性的な偏食でない

好き嫌い（残すこと）を徹底して認めていない

こだわりや感覚過敏等からくる偏食がある

寮で食べているので把握し切れていない

図６-3 食事に関する困難
施設割合(n=45)

分校・分教室割合(n=26)
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ト ラブ ル に 繋 が っ て いる 可 能 性 が 考 え られ た （図 ６ -４）。「 言葉 の 意 味

が通じずト ラ ブ ル に 発 展 す る」ことが 11 施設 24 .5 %、分校・分教室 3

校 9 .1 %で 挙 げ ら れ た が 、 こ の 点 に 関 し て 職 員 の 発 達 障 害 に 関 す る 認

識 ・ 理 解 が 不 十 分 な な か で 、 単 に 「 反 抗 し て い る 」「 ふ ざ け て い る 」

と捉えてし ま う こ と で の ト ラブルも少なくないと考えられる。  

 対 人 関 係 の ト ラ ブ ル に 対 す る 指 導 に つ い て は い く つ か の 施 設 で 行

っているように、セカンドステップや図式化の説明などの方法を用い

た指導を 行 う こ と の 必 要 性 は高い 。  

暴 言 に 関 し て は 「 注 意 に 対 し て 敏 感 に な り 反 射 的 に 出 て し ま う 」 9

施設 2 1 . 6%が挙げられ、そ の他、「ふざけの限度を越えてしまう、途中

でやめられ な い」3 施 設 7 .3 %ことや「テンションが上がり興奮して暴

言が出てし ま う 」 6 施 設 1 4 . 6%が挙げられたが（図６ -５）、分校・分教

室では「 暴 言 は 無 い 」 8 校 28 .6 %との回答率が高 かった。他方 で、「相

手が傷つく こ と を 平 気 で 言 う 」1 4 . 3％ 様子も挙げられ ていることから、

適切な伝 え 方 や 言 葉 の 選 び 方に対する支援 が必要である。  

施設から の 回 答 で 「 キ レ るスイッチがわからない」という回答が 9

施 設 （ 20 .5 %） で 挙 が る な ど 、 突 然 に 「 キ レ る 」 行 動 が 出 る こ と も 少

なくない。注意などに対して衝動的に手が出てしまうことも原因のひ

とつではあ る が 、施 設 や 分校・分教室から共通して挙げられた「自分

の気持ちや 状 況 を 言 葉 で う まく説明できないこと」（ 7 施設 1 5 . 9%、分

校・分教室 4 校 1 3 . 8%）を 十分に考慮し、 日常から具体的な言葉の指

導、図解に よ る 説 明 な ど を 十分に行う必要がある （図６ -６）。  
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51.1%

31.1%

26.7%

26.7%

26.7%

24.5%

20.0%

20.0%

15.6%

13.3%

8.9%

6.7%

6.7%

0.0%

0.0%

39.4%

18.2%

21.2%

6.7%

9.1%

9.1%

0.0%

12.1%

9.1%

3.0%

15.2%

0.0%

0.0%

12.1%

18.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

自己中心的、相手の気持ちが考えられない

空気が読めない。空気が読めない行動で周りがイライラしてしま

う

距離感が掴めないことでトラブルになる

ちょっとしたきっかけで興奮してトラブルになる

被害的、差別的に受け取ってしまう、「なんで自分だけ」「なん

であいつだけ」となる

言葉の意味が通じずトラブルに発展する

一つ一つの積み重ねができない

威圧的な態度やちょっかいなどから関係を持とうとする(力関係や

不適切なかかわり方をする)

情緒的な面での訴えが響かない

集団の中に入っていけない

こだわり等からみんなとうまくやれない

わからない時に聞けない事でトラブルやミスに繋がる

｢誰が何を言った｣という細かいポイントでトラブルになる

分校では比較的落ち着いている

コミュニケーション能力が低い、欠如している、方法がわからな

い

図６-４ 対人関係における困難 施設割合(n=45) 分校・分教室割合(n=33)

24.4%

21.6%

14.6%

7.3%

0.0%

28.6%

4.9%

0.0%

0.0%

14.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

そこまでひどい暴言は特に無い。落ち着いている

注意等に対してカットなって言う

テンションがあがる、パニックになって暴言が出る

ふざけの限度を超えてしまっている、途中でやめられない

相手が傷つくことを平気で言う、理不尽なことを言う

図６-５ 暴言に関する困難
施設割合(n=41)

分校・分教室割合(n=28)
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 （４）性的な問題行動等に関する困難と支援  

 性的な問 題 行 動 に 関 す る 回答では（図６ -７）、施設、分校・分教室 と

もに「目立 っ た 行 動 は 無 い 」と する回答が多く 、このことは男女の関

わ り を 厳 し く 禁 止 し て い る こ と や 常 に そ の よ う な 状 況 に 至 ら な い よ

うに配慮 し てい る こ と が 影 響していると考えられる。  

十一（ 2 00 2）は 性 非 行 に 関するアスペルガー 症候群の事例から、性

的 行 動 に は 本 人 の パ ー ソ ナ リ テ ィ や 対 人 行 動 上 の 特 徴 が 反 映 さ れ る

とし、性非行に至った事例では特に対人的相互性の障害や脅迫的傾向

がその行動 に 影 響 し た と 指 摘している。今回の調査結果でも「特定の

ものや人に 執 着 し て 行 動 す る 」 5 施設 11 .1 %、「衝動的な行動をする」

5 施設 1 1 . 1%な ど 、 距 離 感 の掴めなさやこだわりから問題行動へと至

るケースも あ り 、 よ り 丁 寧 な支援が必要とされた。  

 約半数で 目 立 っ た 問 題 行 動が無いとされる一方で、1 2 施設 2 6 . 7%で

は 「（ 特 に 男 子 の ） 同 性 同 士 で い た ず ら を す る 」 こ と が 問 題 と し て 挙

げられ、同性の寮生活においても被害を 受ける 可能性が 大きいことな

ど、性の 対 応 が 不 十 分 で あ ることが示されている。  

性教育に つ い て は 施 設 、分校・分教室 ともに 取り組むべき課題とし

ていたが、 実 際 に 性 加 害 防 止プログラム 等を実施していたのは 12 施

20.5%

20.5%

15.9%

15.9%

25.0%

9.8%

34.5%

17.3%

13.8%

0.0%

0.0%

10.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

基本的にそうならない。また、事前に防いでいる

突然興奮して暴れだす。フラッシュバック。スイッチが分か

らない

自分の気持ちがうまく伝えられなくて暴力として表れる

注意に対して暴れる

（支）集団から離してクールダウンさせる

力を誇示しようとする、相手の力を試そうとして手が出る

図６-６ 暴力に関する困難 施設割合(n=41)
分校・分教室割合(n=29)
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設 2 6 . 7%、 4 分 校 ・ 分 教 室 1 2 . 9%であった 。  

 

 

 

（５）  非行 ・虞犯に対する特別な指導  

 児童自立 支 援 施 設 の 入 所 理由に関する「全国児童自立支援施設運営

実 態 調 査 」（ 全 国 児 童 自 立 支 援 施 設 協 議 会 ： 2 01 1） を 見 る と 、 近 年 の

非行内容に 関 し て「 窃 盗 」の割合が男女 ともに 高く、女子は性非行も

割合が高い。今回の調査では、非行・虞犯に対する指導において、発

達 障 害 と い う 視 点 を 交 え た 特 別 な 指 導 を 行 っ て い な い 施 設 の ほ う が

多かったが （ 28 施 設 6 3 . 6%）（図６ -８）、特別な指導をしていると 回答

した施設 で は、個 別 面 接 な どで問題の振り返りを行い（ 1 3 施設 29 .5 %）、

ロールプレ イ な ど に 取 り 組 んでいた。  

 

44.5%

31.1%

26.7%

11.1%

11.1%

11.1%

26.7%

17.8%

0.0%

38.7%

38.7%

0.0%

0.0%

19.4%

19.4%

12.9%

0.0%

9.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

そういう目立った行動は無い

男女の関わりについて厳しく禁止している

同性同士でいたずらをする

自分を傷つけるような行為、行動や被害を受け入れてしまう

特定の人や物に執着して行動する

衝動的に行動してしまう

(支)性加害防止プログラムや性教育を行っている

(支)心理療法の時間に話をしている

異性に抱きつこうとする、近づきすぎる

図６-７ 性的な問題行動に関する困難
施設割合(n=45)

分校・分教室割合(n=31)
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（６）学習の困難と支援  

 今回調査 を 行 っ た 45 施 設のうち 1 2 施設の施設では分校・分教室が

設 置 さ れ て い な か っ た 。 分 校 ・ 分 教 室 が 併 設 さ れ て い な い 施 設 で は 、

生活指導の 一 部 と し て 学 習 指導を行っていたり、学習指導員として職

員が派遣さ れ て い る 施 設 も あった。  

施設併設の分校・分教室での学習指導は 、24 校 7 2 .7 %で教科に応じ

た T T 体制がとられていた。通常の学級に比べ、もともと少人数学級

になりがち で あ る が 、 さ ら に TT 体制をとる ことで一人ひとりに合っ

た丁寧な指 導 が な さ れ て い る  （ 1 3 校 39 .4 %）。全国児童自立支援施設

協議 会 （ 20 10） の 報告 書で も 、 TT 体 制に より 学 力の 向 上や 忌避 的 感

情 を 強 く 持 っ て い る 児 童 生 徒 の 学 習 意 欲 を 引 き 出 せ た こ と が 同 様 に

報告されてい る 。  

本調査で は 困 難 が 目 立 つ 教科として数学が挙げられ（ 57 .6％）、その

他「聞いて行うこと」の困難や手先の不器用さによる困難等が挙げら

れた。また「集中力の無さ」が分校・分教室 10 校 30 .3 %、7 施設 1 6 . 3%

で共通した 困 難 と さ れ た が（図 ６ -９）、これらに対しては具体的目標を

示すこと や 適 度 な 声 か け に より対応されている。  

 教育方法 と し て「 個 別 の プリント学習」が 1 6 校 48 .5 %で行われてい

63.6%

29.5%

18.2%

15.9%

11.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

発達障害だけ特別に指導は特にやっていない。日々の指導で皆

に行う

盗みなど癖になっている子について、その時の気持ちの振り返

りや被害者の気持ちについての指導をしている

精神科医による精神面でのフォローをおこなっている

そういう衝動になった時の対処法について話をする

見通しを持たせてあげることで不安を減らすようにしている

図６‐８ 非行や虞犯に対する特別な指導 施設割合(n=44)
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たが、その 他、「 細 か く 具 体的な指示の提示 」 6 校 1 8 . 2%、「見通しを

立てる」5 校 15 .2 %、「プリントにルビをふる 」4 校 12 .1 %、「頑張りシ

ールの活用」 3 校 9 . 1%な ど の工夫が行われている。  

 

 

 

２．３  施設と分校 ・分教室間の連携  

199 8 年 の 児童福祉法の改正による 学校教育 の導入後、施設や地域の

状況に合わ せ な が ら 分 校・分教室が併設され、子どもの 指導を行う上

で施設と分 校 ・ 分 教 室 の 連 携は不可欠となっている。  

連携に関しては（図 ６ -10）、両者とも「情報の共有」が挙げられ（ 2 8

施設 6 5 . 1%、 15 校 55 .6 %）、それらは毎日の会議や連絡帳などを用い

て行われていた。連携を 進 める手立てとして「同室の職員室」が挙げ

られ、職員室が同じことで情報の共有 や連絡が取りやすいことがその

理由とさ れ た 。 ま た 今 回 の 調査では、 7 施設 1 6 . 3%では職員が分校・

分教室に サ ポ ー ト と し て 入 っていること が示された。  

 

48.5%

33.3%

30.3%

12.1%

9.1%

9.3%

7.0%

0.0%

16.3%

0.0%

0.0%

9.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

きちんと座っていられる。通常級より落ち着いている。そこま

でひどい子はいない

フラフラ立ち歩く

集中力が低い

その日の体調や気分によって何もできないことがある

刺激に弱くすぐに反応してしまう

こだわりがあり、特定の教科や内容しか取り組もうとしない

図６-９ 個別指導を行う上での困難

分校・分教室割合(n=33) 施設割合(n=43)
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２．４  退所に向けた支援   

 児童自立 支 援 施 設 に 入 所 する 子ども のほとんどが、施設を退所後は

家庭や地元 に 戻 り 、その多くが通常 学校・学級 に在籍することとなる

（ 1 8 施設 56 .3 %）。 環 境 の 変化に弱い彼らにとって、本来ならば退所

に向けた準 備 期 間 を 十 分 に とって行うことが望ましい が、実際にはト

ラ ブ ル を 防 ぐ た め に 退 所 日 時 を ギ リ ギ リ ま で 伝 え な い と い う 施 設 が

ほとんどで あ る た め に 、退所への具体的な指導 が行えていない 現状が

明らかとな っ た （ 1 8 施 設 4 0 . 0%）。これは分校・分教室の回答でも同

様であった （ 21 校 67 .7 %）（図 ６ -11）。  

退 所 後 に 予 想 さ れ る ト ラ ブ ル や 困 難 へ の 対 処 法 を 伝 え る こ と も 施

設からの回 答 で は 挙 げ ら れ （ 1 5 施設 33 .3 %）、これは大きな不安を抱

えている本 人 に は 安 心 に 繋 がると考えられる。また大阪市で行われて

いる退所児への「自立生活技術講習会」では 、 SS T を通して社会生活

をしていく 上 で 必 要 な 知 識 や法律、社会常識などに関する講習が行わ

れていた 。  

環境調整 の 面 で は 、家 庭 と転校先の学校との連携・調整 を慎重に行

65.1%

27.9%

23.3%

16.3%

16.3%

11.6%

0.0%

0.0%

55.6%

48.1%

25.0%

29.6%

33.3%

21.9%

33.3%

21.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

毎朝の会議、個人的な連絡で情報交換をしている

職員室が一緒

連絡帳や紙面での情報交換

授業や活動にTTとして参加する

行事を合同でやっている

寮や分校で問題があった場合、分校に行かせず寮で指導を

する

リアルタイムでの口頭伝達

合同でのケース会議

図６-10 施設と分校・分教室の連携

施設割合(n=43) 分校・分教室割合(n=27)



119 
 

う必要がある。分校・分教室 への「転校先の学校との連携体制」に関

する質問では、「 情 報 を 伝 える」 1 8 校 54 .5 %と関連して「施設の行事

や参観に来 て も ら う 」と い う回答が 1 7 校 5 1 . 5 %で挙げられた。施設や

分校・分教室での児童生徒の成長・発達 を実際に確認してもらうこと

が、転校後の受け入れや適応に大きく影響 するため、積極的に来ても

らえるよ う な転 校 先 と の 関 係作りが大切である。 また 12 施設 26 .7 %

で行われて い る よ う な 積 極 的 な面会や帰宅訓練、登校練習（ 4 校 1 2 . 9%）

を行い、新 し い 環 境 の 中 に 本人の居場所を作ってから退所へと移行で

きることが 望 ま し い 。  

 退所後の 転 校 先 と し て 特 別支援学校・学級 を想定して 、そのために

障害者手 帳 の 取 得 を 行 う 事 例が挙げられた が（ 6 校 18 .2 %）、そのため

には本人 ・ 家 族 の 障 害 理 解 を促進する 支援が求められている。  

 

 

 

 

55.6%

40.0%

33.3%

26.7%

26.7%

17.8%

8.9%

6.7%

6.7%

6.7%

0.0%

19.4%

67.7%

9.7%

0.0%

0.0%

12.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

22.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

保護者や関係機関等と話をして環境調整をする、情報を伝え

る

発達障害児に特別なことはしていない、できない、ここでの

生活がそう

今後の事について話をする。個別面接。予想されるトラブル

と対処法を伝える

いくつかの段階を経て出ていけるようにする。スモールス

テップ。自立訓練(慣れさせる)

児童相談所に引き継ぐ

帰宅訓練や準備登校をしている

就職希望の児童には職業体験をさせる

医療に繋げる

本人や保護者に対する障害告知や障害受容を促す

困った時に頼る相手や機関を説明する

通常級を意識した授業

図6-11 退所（転校）に向けた支援

施設割合(n=45) 分校・分教室割合(n=31)



120 
 

２．５  退所後の困難と支援  

 環 境 の 変 化 へ の 対 応 が 困 難 な 発 達 障 害 児 が 社 会 や 家 庭 に 戻 っ た 際

に十分に適 応 で き な い こ と は、高橋（ 20 08）が「施設 退所後、約 3 割

の児童が少 年 院 に 繋 が っ て いる」と指摘していることからも予想され

る。また、 高 校 卒 業 も し く は 18 歳まで退職せずに継続したものは約

17％であり、半年未満で退学・退職してしまうのは約 4 割であること

や、その半年を越えると徐々にその割合は減少していくことが報告さ

れ て い る （ 東 京 都 福 祉 保 健 局 ： 2 00 5）。 つ ま り 、 退 所 後 の 半 年 を ど の

ように過ご す か が 、 大 き な 鍵となっているのである。  

今回の調 査 結 果 で は 、一 部の施設ではアフターケアについてシステ

ム化して行 っ て お り、具 体 的には「定期的に連絡を取る」24 施設 5 3 . 3%、

「家庭訪問」20 施 設 4 4 . 5%、「保護者からの相談に のる」8 施設 1 7 . 8%

などの内 容 が 挙 げ ら れ た （図６ -1２）。  

石飛（ 2 01 1）の 調 査 で は、アフターケアに関するファミリーソーシ

ャルワーカーが 64 . 3％ で 設 置されているものの、その実態は 7 4 . 1％が

職員の兼任 配 置 で あ る こ と を明らかにしている 。その理由として、子

ど も と の 信 頼 関 係 が な い と 関 わ り が 持 ち に く い こ と が 挙 げ ら れ る が 、

関わる職員 が 限 定 さ れ て い る場合、退所後継続的に みていくことが難

しい。  

 分校・分教室の 教 師 が本 人・保護者 への支援は行っていないことが

23 校 69 .7 %で 回 答 さ れ る な ど、分校・分教室の 教師が積極的に関わる

割合は高く な か っ た 。ア フターケアとして関わるとしたら転校先に情

報を提供す る程 度 （ 5 校 1 5 . 2%）であることも示されている。  

全国児童 自 立 支 援 施 設 協 議会（ 20 10）の報告書では、教師間で復学・

進 学 の 連 絡 調 整 を す る 機 会 が 作 れ た こ と が 前 籍 校 と の 連 携 を 円 滑 に

したとあるが、今回の調査 では分校・分教室の関わりは十分とはいえ

ず、転校・進 学 後 の ス ム ー ズな適応には環境調整や転校先との連携が

必要である。  

埋橋（ 2 01 0）が 年 長 児 に 対する支援の取り組みを報告し、その中で

養 護 性 の 問 題 と 発 達 障 害 の 困 難 性 か ら 施 設 を 退 所 せ ざ る を 得 な か っ
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た事例を 挙 げ て い た が 、今 回の調査でも施設、分校・分教室 ともに保

護者・家 庭 の 支 援 が 必 要 と 回答していた（ 7 施設 1 5 .6 %、6 校 1 8 . 8%）。  

現在、東京都の施設で行われている「児童 自立支援施設提携型グル

ープホーム」の取り組みのように、地域生活の なかで 継続的に見守れ

る環境も本 人 の 居 場 所 づ く りのための 方法である が、今後、自立援助

ホームなど の 施 設 の 充 実 に 向けた取り組みを行う必要がある。一方で、

退所後ほと ん ど の 子 ど も は 家庭復帰を望み、実際 に家庭に戻る割合は

高い。そのため、まずは家庭の支援を行うことで受け入れ体制を整え

ることや地 域 の 理 解 啓 発 を 行うことが重要である。  

  

 

 

３．おわりに  

 本章では、第 4 章 の 児 童 自立支援施設職員調査結果と第 5 章の児童

自立支援施 設 併 設 の 分 校・分教室教師調査結果の比較をもとに、児童

自立支援施 設 に お け る 発 達 障害と虞犯・触法等の発達上の課題・困難

を有する子 ど も の 発 達 支 援 のあり方 を明らかにしてきた。  

調査の結果、多少の差はあるものの施設と分校・分教室間で共通し
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0.0%

0.0%

15.2%

0.0%

0.0%

69.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

定期的に連絡を取る

場合に応じて会いに行く、家庭・学校訪問をする

施設に呼んで一緒に生活をし、きちんとやっていく振り返り

をさせる。通所指導

保護者からの相談に乗る

関係機関と連絡を取る

児童相談所が中心にやっている

そこまで手が回っていない

学校側としては特にケアをしていない、寮が中心。個々に関

われない

図６-12 退所（転校）後のアフターケア

施設割合(n=45) 分校・分教室割合(n=33)
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て、集団指導における困難が挙げられた。児童自立支援施設は細かく

きめられた 日 課 に 沿 っ た集 団指導を主としてい るため、個別対応が求

められるこ と も 大 き な 問 題 とされていた。しかし、一方で寮集団とい

う集団の力 が プ ラ ス の 力 に 大きく影響し、子ども がお互いの姿を見る

ことでと も に改 善 が 見 ら れ る事例も挙げられた。  

今 後 は 集 団 指 導 に お け る 個 々 に 合 っ た 対 応 と 個 別 指 導 の バ ラ ン ス

を取りつつ、集団の力を良い影響力にできるような細かな配慮が必要

である。  

また、施設と分校・分教室がお互いに連携を図りながら支援 を行う

なかで子ど もが 落 ち 着 い た 生活を送っていることも うかがえた。児童

自立支援施 設の 支 援 に関して、梶原（ 200 9）は「福祉的」「矯正的」「教

育的」支 援 の共存、多機能性ゆえに指導 方略の不定性が難しさである

と指摘し、また川俣・内田・久蔵（ 2 009）は児童自立支援施設の特徴

から施設職 員 の 個 別 の 判 断 や方針が施設実践に影響していること、ま

た 施 設 実 践 の 難 し さ が そ の ま ま 個 人 の 経 験 や 方 針 に 直 結 し て い る こ

とを述べて い る 。  

今後、児童自立支援施設において 発達障害と虞犯・触法等の発達上

の課題・困難を有する子ども が増えることが予想されるため 、彼らに

適 切 な 支 援 が 行 わ れ る た め に も 職 員 一 人 ひ と り の 特 別 支 援 教 育 や 発

達 支 援 に 関 す る 知 識 理 解 や 職 員 相 互 の 共 通 認 識 を 広 め て い く 必 要 が

ある。また通 常 学 級 扱 い の 分校・分教室のうち 、約 6～ 7 割の教職員

が特別支援 学 級 の 設 置 を 望 んでいることも 検討すべき課題である（ 全

国児童自立 支 援 施 設 協 議 会 : 20 10）。  

 退所に向 け た 支 援 で は 、施設と分校・分教室ともに本人への特別な

支援を行 っ て い な い こ とが挙げられ、退所後のアフターケアでは 7 割

の分校・分教室 に お い て 着 手していない。地域の学校へ の復学や 高校

進学後の適 切 な ケ ア を 行 う ためにも、アフターケアを行っていく必要

がある。  

また、実 際 に 退 所 し た 子 どもからの相談内容のうち 2 7％が「家族 ｣

に関する問 題 で あ る（東京都福祉保健局：2 00 5）。今回の調査からは 、
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保護者から の 相 談 も 増 え て きていることが明らかと なったが 、そのた

めに今後は、困った時に支えられる体制を本人だけでなく家族を含め

て築いてい く こ と が 重 要 な 検討課題といえる。  
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第７章  

全国の少年鑑別所における発達障害

等の発達上の課題・困難を有する 

非行少年の実態と発達支援の課題  
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１． はじめに  

 本章では 、全国 の 少 年 鑑 別所への訪問面接法調査を通して、発達障

害等の発 達 上の課題・困 難 を有する 少年の困難・ニーズや支援の実態

を明らかにし て い く こ と を 目的とする 。  

 調 査 の 対 象 は 全 国 の 少 年 鑑 別 所 の 鑑 別 を 担 当 す る 法 務 技 官 （ 以 下

「鑑別技官」）およ び 観 護 を担当する法務教官（以下「観護教官」）で

あ る 。鑑 別 技 官 へ の 調 査内 容 は 「 少 年 の 特性 把 握 の 工 夫 ・ 配慮 」「 少

年 の 発達 上 の 課 題 と 非 行と の 関 係 ・ 背 景 要因 」「 関 係 機 関 へ の情 報 伝

達 」「 地 域貢 献 ・ 地 域 支援 、 関 係 機 関 と の連 携 」「 今 後 の 課 題 」、 観 護

教 官 への 調 査 内 容 は 「 少年 鑑 別 所 の 処 遇 にお け る 困 難 」「 少 年の 特 性

把握におけ る 留 意 事 項」「 障 害特性に応じた対応内容や専門性の確保」

「今後の課 題 」 で あ る 。  

調査の方 法 は 、 全 国 52 施設の少年鑑別所に郵送・電話による調査

依頼を行い 、 調 査 協 力 を 得 られた 2 6 施設の少年鑑別所を訪問し、職

員 53 名（ 鑑 別 技 官 26 名 、 観護教官 2 5 名、その他 2 名）に対する半

構 造 化面 接 法 に よ る 聞 き取 り 調 査 を 実 施 した （ 回 答 い た だ く職 員 は 、

「勤務経験 が 比 較 的 長 い 職 員」という条件のもと 、各少年鑑別所で選

出いただいた）。調査期間は 2 014 年 6 月～ 1 2 月である 。  

なお、事 前 に 法 務 省 矯 正 局 少年矯正課 と本研究統括の髙橋智東京学

芸大学教授 と の 間 で 調 査 内 容の協議を行い、調査協定書・調査ガイド

ラインを作成・締結 を 行 っ ている。調査協定書・調査ガイドラインに

お い て は 、「 少 年 鑑 別 所 入 所 者 及 び 少 年 鑑 別 所 職 員 の 人 権 及 び 名 誉 の

保 全 に 最 大 限 配 慮 す る 」「 入 所 者 、 職 員 及 び 施 設 設 備 の 撮 影 、 録 音 及

び 録 画 を 行 わ な い 」「 調 査 に お い て 取 得 し た 情 報 ， デ ー タ の 管 理 ・ 保

管・廃棄について，ガイドラインに基づき厳重に行うものとし、法務

省 矯 正 局 少 年 矯 正 課 は 必 要 に 応 じ て こ れ を 確 認 す る 」「 職 員 は ， 少 年

鑑 別 所 の 保 有 す る 入 所 者 及 び 職 員 の 個 人 情 報 に つ い て 調 査 者 に こ れ

を 提 供 し な い 」「 研 究 メ ン バ ー は 、 調 査 ・ 研 究 を 通 じ て 知 り 得 た 情 報

について、当該研究と関係なく公表しようとする場合は、必ず、事前

に法務省矯 正 局 少 年 矯 正 課 の了解を得なければならない」等が明記さ
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れ、人権の 保 護 へ の 配 慮 が 十分に行われている。  

半構造化 面 接 法 に よ り 得 られた調査結果を文字化し、それを複数名

で検討を行い、コード化した。その上で 、困難の背景にある特性や支

援方法の視 点 で カ テ ゴ リ ー 化を行った。少年鑑別所 1 施設において複

数名で回答 い た だ い た 場 合 でも 1 施設としてカウントし、 2 6 施設か

らの回答と し て 計 算 し た 。全コード数（のべ施設数）を母数（ｎ コー

ド）として 各 質 問 項 目 に お けるカテゴリーの割合を算出した。  

なお本調査は、少年鑑別所法が施行される前に実施されたものであ

ることから、特に断りのない部分は、旧法下の用語、運用に基づく記

載となって い る 。  

  

２． 調査結果  

２．１  少年の特性把握の工夫  

鑑別技官 は 資 質 の 鑑 別 に おいて、発達検査や心理テスト、知能検査

等と面接を 通 し て 少 年 の 資 質を鑑別していく。少年の特性把握の際の

工夫として 「 検 査 方 法 の 選 択・工夫」 3 5 コード 28 .9 %、「本人への対

応の工夫」 35 コ ー ド 2 8 . 9%、「技官以外からの連携、情報収集」 26 コ

ード 2 1 . 5%、「外部機関との連携」 20 コード 1 6 . 5%、「専門性の向上」

5 コード 4 .1 %が 挙 げ ら れ た （ｎ =1 21 コード）。  

 

（１）検査方法 ・内容の工夫  

 インテーク時・入所当初の様子から発達障害等 の発達困難 が疑われ

る場合に、発 達 障 害 に 係 る「行動観察 チェックリスト」や発達検査等

を用いてス ク リ ー ニ ン グ を 行うことが 7 施設 2 6 . 9％から回答された。

面接においては、少年との関係を形成しながら、少年の話す内容だけ

でなく、やりとり・コミュニケーションや態度についても丁寧にみて

いくこととなる。発達障害等 の発達困難 の疑いのある少年の面接にお

いては「面接やテストの回数・種類を増やす、時間を長くとる」とい

った配慮が 9 施設 3 4 . 6％ で 行われていた（ｎ = 26 施設）。  
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表 ７ -１  検査方法 ・内容の工夫  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ
リ ー 該
当 施 設
数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=212）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

D :検 査
方 法 ・
内 容 の
工 夫  

35  16 .5% 

イ ン テ ー ク 時 に 疑 い が あ る 場
合 、 面 接 や テ ス ト の 回 数 ・ 種
類 を 増 や す ・ 時 間 を 長 く と る  

9  34 .6% 

イ ン テ ー ク 時 に 疑 い が あ る 場
合 、ス ク リ ー ニ ン グ を 行 う（ 発
達 障 害 に 係 る チ ェ ッ ク リ ス ト
等 ）  

7  26 .9% 

バ ウ ム テ ス ト 、 エ ゴ グ ラ ム 、
描 画 テ ス ト 、 ロ ー ル シ ャ ッ ハ
等 （ 性 格 検 査 ）  

5  19 .2% 

K-ABC  4  15 .4% 

疑 い が あ る と き に は 知 能 検 査
を 実 施 す る  

4  15 .4% 

DN-CAS  3  11 .5% 

WISC・ WAIS  1  3 .8% 

全 員 に ス ク リ ー ニ ン グ テ ス ト
を 実 施 す る  

1  3 .8% 

本 人 が 興 味 を も て る よ う な テ
ス ト を 選 択 す る  

1  3 .8% 

 

（２）少年への対応の工夫  

 少年と の 直 接 の や り と り においては「これまでに傷ついているとこ

ろをいたわる、共感するようにして関係を築いていくように心がけて

いる」 4 施 設 1 5 . 4%が 回 答 された。少年への質問の際には「これまで

の 生 活 やこ だ わ り の 部 分 など に つ い て も 丁 寧に 聞 い て い く 」 1 0 施 設

38 .5%が 多く 挙げ ら れ、 ま た少 年が 時 系列 に 話を する こ とや 話 を整 理

することが 苦 手 な 場 合 に は「本人に確認しながら時系列等に整理して

いく」 9 施 設 34 .6 %、「図示や筆記を用いて話をする」 3 施設 12 .5 %こ

とが回答さ れ て い る （ ｎ = 26 施設）。  

 

表 ７ -２  少年への対応の工夫  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ
リ ー 該
当 施 設
数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=212）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

E：本 人
へ の 対
応 の 工
夫  

35  16 .5% 

こ れ ま で の 生 活 や こ だ わ り
の 部 分 な ど に つ い て も 丁 寧
に 聞 い て い く  

10  38 .5% 

本 人 に 確 認 し な が ら 時 系 列
等 に 整 理 し て い く  

9  34 .6% 

こ れ ま で に 傷 つ い て い る と 4  15 .4% 
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こ ろ を い た わ る・共 感 す る よ
う に し て 関 係 を 築 い て い く
よ う に 心 が け て い る  

図 示 や 筆 記 を 用 い て 話 を す
る  

3  11 .5% 

本 人 の 理 解 度 に 合 わ せ て 聞
き 方 や 説 明 を 工 夫 す る  

3  11 .5% 

集 団 テ ス ト が 難 し い 場 合 は
個 別 に 対 応 す る  

2  7 .7% 

先 入 観 を 持 た ず に 話 を 聞 い
て い く  

2  7 .7% 

少 年 が 話 し や す い 雰 囲 気 を
作 る よ う に 心 が け る  

1  3 .8% 

発 達 検 査 の 結 果 を 本 人 と の
面 接・振 り 返 り の ツ ー ル と し
て 活 用 す る  

1  3 .8% 

 

（３）鑑別技官以外からの情報収集  

 少年鑑別 所 で は 、 鑑 別技 官による鑑別と観護教官による 24 時間体

制の観察（観護）の両方からの情報が得られる。少年の特性などを把

握 す る た め 「 観 護 教 官 と の カ ン フ ァ レ ン ス で 情 報 共 有 す る 」 こ と が

10 施設 38 .5％ で 回 答 さ れ た。また、少年を混乱させない意味も含め

て、職員の個々の少年に対する「対応を統一する」1 施設 4 . 0%ことも

工夫の一つ と し て 挙 げ ら れ た（ｎ =2 6 施設）。  

 

表 ７ -３  技官以外からの情報収集  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ ゴ

リ ー 該

当 施 設

数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=212）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=26）

施 設  

割 合

（ ｎ

=26 施

設 ）  

A：技 官

以 外 か

ら の 情

報 収 集  

26  12 .3% 

多 く の 情 報 を 得 る （ 本 人 以 外

か ら の 情 報 も 含 む ）  
11  42 .3% 

観 護 教 官 と の カ ン フ ァ レ ン ス

で 情 報 共 有 す る  
10  38 .5% 

検 査 結 果 だ け で な く 、 検 査 時

の 様 子 や 疎 通 性 を み る  
4  15 .4% 

職 員 の 対 応 を 統 一 す る  1  3 .8% 

 

（４）外部機関との連携  

 少年の特 性 把 握 に お け る 外部機関との連携では「保護者からの情報

や社会調査 の 情 報 を 得 る （ 家裁を通じても含む）」 9 施設 3 4 . 6％、少

年鑑別所に は 必 ず し も 専 門 医が配置されていないため、発達障害等 の

発達困難が 疑 わ れ る 場 合 に「精神科医等にみてもらう」 7 施設 26 .7％
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が挙 げら れた （ｎ = 26 施設 ）。ま た個 人情 報保 護に 抵触 しな い範 囲 で

「既往歴を 確 認 す る 、 病 院 に情報を照会する」 4 施設 1 5 . 4％（ｎ =2 6

施設）こと を 通 し て 少 年 の 情報を収集していた。  

 

表 ７ -４  外部機関との連携  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ

ゴ リ

ー 該

当 施

設 数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=212）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=26）

施 設  

割 合

（ ｎ

=26 施

設 ）  

B：外 部

機 関 と

の 連 携  

20  9 .4% 

保 護 者 か ら の 情 報 や 社 会 調 査

の 情 報 を 得 る （ 家 裁 を 通 じ て

も 含 む ）  

9  34 .6% 

精 神 科 医 等 に み て も ら う  7  26 .9% 

既 往 歴 を 確 認 す る 。 病 院 に 情

報 を 照 会 す る  
4  15 .4% 

 

（５）専門性の向上  

発 達 障 害 等 の 発 達 困 難 を 有 す る 非 行 少 年 の 困 難 を 明 ら か に し て い

くために「 発 達 障 害 な ど の 知識・専門性を身につける」 2 施設 7 .7％

ことが回答 さ れ て い る （ ｎ =2 6 施設）。  

 

表 ７ -５  専門性の向上  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ

ゴ リ

ー 該

当 施

設 数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=212）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=26）

施 設  

割 合

（ ｎ

=26 施

設 ）  

C :専 門

性 の 向

上  

5  2 .4% 

そ の 少 年 の 捉 え 方 を 把 握 す る  2  7 .7% 

発 達 障 害 な ど の 知 識・専 門 性 を

身 に つ け る  
2  7 .7% 

検 査 方 法 に 関 し て 研 修 で 学 ん

で い く  
1  3 .8% 

 

（６）工夫の背景に見られる困難  

 対 応の 工 夫 の 背 景 に みら れ る 困 難 で は 、「 認 知 ・理 解 力 」 のカ テ ゴ

リ ー が多 く 回 答 さ れ た 。具 体 的 に は 、「 言 葉で 表 現 す る こ と がで き な

い」 14 施 設 5 3 . 8％や、「振り返りをすることが難しい」 7 施設 26 .9％

こと が挙 げら れて いる （ｎ = 26 施設 ）。そ のほ か 、「 集団 との 関わ り」
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では「コミュニケーションが難しい」 10 施設 3 8 . 5％、「感覚過敏があ

る」 7 施設 2 6 . 9％ と い っ た 困難さが回答されている。「身体の不器用

さ」では「 身 体 の 動 き の ぎ こ ち な さ 」 が 5 施 設 1 9 . 2％ で 回 答 さ れ た。 

 

表 ７ -６  工夫の背景に見られる困難  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ ゴ

リ ー 該

当 施 設

数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=212）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=26）

施 設  

割 合

（ ｎ

=26 施

設 ）  

F： 認

知・理 解

力  

38  17 .9% 

ス ト ー リ ー と し て 繋 げ て 説 明

す る こ と が 難 し い 、ど の よ う に

話 せ ば い い か わ か ら な い 、言 葉

で 表 現 す る こ と が で き な い  

14  53 .8% 

振 り 返 り を す る こ と が 難 し い  7  26 .9% 

深 い 内 省 が 難 し い  4  15 .4% 

「 や っ て は い け な い こ と を し

た 」 と い う 認 識 が 低 い  
3  11 .5% 

真 正 直 ・ 猫 か ぶ り が で き な い  2  7 .7% 

理 解 力 が 低 い 、 知 的 な 困 難 さ  2  7 .7% 

会 う 度 に 同 じ 話 を １ か ら 始 め

る  
1  3 .8% 

字 義 通 り に う け と る  1  3 .8% 

自 身 の 困 難 さ に 気 づ い て い な

い  
1  3 .8% 

何 度 も 聞 き 返 す  1  3 .8% 

話 を 盛 る  1  3 .8% 

一 人 で 考 え て い く こ と が 難 し

い  
1  3 .8% 

I： 集 団

と の か

か わ り  

12  5 .7% 

少 年 が 一 方 的 に 話 を す る・コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 難 し い 、会 話

が 噛 み 合 わ な い  

10  38 .5% 

周 囲 の 状 況 に そ ぐ わ な い 行 動

を と る  
2  7 .7% 

L： 不 注

意・注 意

転 動  

8  3 .8% 

落 ち 着 き が 無 い  6  23 .1% 

集 中 力 の 低 さ  2  7 .7% 

M： 感 覚

情 報 調

整 処 理

の 困 難  

8  3 .8% 

感 覚 過 敏 が あ る  7  26 .9% 

偏 食 が あ る  1  3 .8% 

O： そ の

他  
8  3 .8% 

感 情 が 伴 わ な い 、心 情 が 見 え な

い  
3  11 .5% 

ア レ ル ギ ー を 持 っ て い る 少 年

が 多 い  
2  7 .7% 

純 粋 な 「 発 達 障 害 」 は 少 な い  2  7 .7% 

口 内 炎 を 訴 え て く る  1  3 .8% 

G： 身 体

の 不 器

用 さ  

5  2 .4% 身 体 の 動 き が ぎ こ ち な い  5  19 .2% 

K： 不 安 5  2 .4% 面 接 時 に 視 線 が あ わ な い  4  15 .4% 
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感  視 線 恐 怖 が あ る  1  3 .8% 

J： 独 特

の こ だ

わ り  

4  1 .9% こ だ わ り が あ る  4  15 .4% 

H： 愛 着

形 成 の

困 難  

2  0 .9% 

愛 着 の 困 難 さ か ら 職 員 と の 関

係 が つ く れ な い  
1  3 .8% 

報 知 板 を さ げ て す ぐ に 職 員 を

よ ぶ  
1  3 .8% 

N： 習 慣

の 未 形

成  

1  0 .5% 
衛 生 面・身 辺 自 立 が で き て い な

い  
1  3 .8% 

 

２．２  少年の発達上の課題 ・困難と非行との関係 ・背景要因  

 入所少年 の う ち の 発 達 障 害等の診断のある少年の割合は、全ての施

設で回答 さ れ て い な い こ と や、具体的数値で回答いただけていないこ

とから平均 の 算 出 は し て い ない。また、鑑別においては発達障害等の

判別が目 的 で は な く 、少 年 のその後の生活や支援に 必要な 場合に医師

の診断に繋 げ る こ と が 回 答 されている。  

少 年 の 発 達 上 の 課 題 ・ 困 難 と 非 行 と の 関 係 や 背 景 要 因 に つ い て は

「不適切な対応」 6 4 コ ー ド 4 9 . 2%、「周囲・環境による影響」 24 コー

ド 1 8 . 5%、「障害特性による影響・リスク要因」 20 コード 1 5 . 4%、「方

法の未形成・未学習」7 コ ー ド 5 .4 %、「誤学習」4 コード 3 . 1%、「認知・

理解力」 2 コ ー ド 1 . 5%が 挙 げられた（ n =130 コード）（図７ -１）。  
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（１）不適切な対応  

 少年の発 達 上 の 課 題・困難 と非行の関係や背景要因に関する質問に

対する全回 答 コ ー ド の う ち 、約半数で「不適切な対応」の結果として

非行に至っ た こ と が 回 答 さ れた。  

「不適切な対応」のカテゴリーでは、具体的には「少年鑑別所入所

までに診断 や 社 会 の 中 で サ ポートを受けていない、もしくは（困難さ

や障害に）気 づ か れ て い な い」1 5 施設 5 7 . 7%ことが挙げられ、その結

果として「二次的障害や自己評価の低下から他罰的になる、被害者意

識が強い（いじめ、虐待含む）」1 3 施設 50 .0 %と回答されている（ n=2 6

施 設 ）。 ま た 「発 達 障 害 と非 行 は 遠 い 位 置 関係 に あ る 、 様 々 な要 素 が

複雑に絡ん で い る、要 因 の 一つにすぎない」11 施設 4 2 . 3 %と捉える 鑑

別技官が少 な く な い こ と が 明らかとなった。  

 

 

 

 

B：不適切な対応, 

64コード, 49.2%

C：周囲・環境によ

る影響, 24コード, 

18.5%

A：障害

特性に

よる影

響・リ

スク要

因, 20

コード, 

15.4%

G：その他, 9

コード, 6.9%

F：方法の未形

成・未学習, 7

コード, 5.4%
D：誤学習, 

4コード, 

3.1%

E：認知・理解力, 2

コード, 1.5%

図７-１ 少年の発達上の課題・困難と非行との関係・背景要因 （n=130コー

ド）

B：不適切な対応

C：周囲・環境による影響

A：障害特性による影響・リスク

要因

G：その他

F：方法の未形成・未学習

D：誤学習

E：認知・理解力
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表 ７ -７  不適切な対応  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ

ゴ リ

ー 該

当 施

設 数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=130）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=26）

施 設  

割 合

（ ｎ

=26 施

設 ）  

B：不 適

切 な 対

応  

64  49 .2% 

入 所 ま で に 診 断 や 社 会 の 中 で サ

ポ ー ト を 受 け て き て い な い も し

く は 気 づ か れ て い な い  

15  57 .7% 

二 次 的 障 害 や 自 己 評 価 低 下 か ら

他 罰 的 に な る 、被 害 感 が 強 い（ い

じ め 、 虐 待 含 む ）  

13  50 .0% 

「 発 達 障 害 」 と 「 非 行 」 は 遠 い

位 置 関 係 に あ る 、 様 々 な 要 素 が

複 雑 に 絡 ん で い る 、 要 因 の 一 つ

に す ぎ な い  

11  42 .3% 

入 所 前 に 診 断 あ る い は ク リ ニ ッ

ク に い っ た 経 験 が あ る （ サ ポ ー

ト が 継 続 し て い な い 場 合 も 含

む ）  

9  34 .6% 

家 庭 の 問 題 が あ り 、 疎 外 感 や 不

全 感 を 持 っ て い る 。  
4  15 .4% 

受 け と め て も ら え な い 、 不 適 切

な 対 応 を 受 け て き て お り 、 大 人

へ の 不 信 感 を 募 ら せ て い る  

4  15 .4% 

保 護 者 と の 関 係 、 過 大 な 期 待 や

不 適 切 な 関 わ り 、 関 わ り の 少 な

さ  

4  15 .4% 

保 護 者 に も 同 様 の 傾 向 が あ る 、

逆 に 理 解 し て も ら え な い  
4  15 .4% 

 

（２）周囲 ・環境による影響  

「周囲・環境による影響」のカテゴリーでは 、非行に至る背景とし

て「学校で勉強についていけない等、居場所がなくて不良集団に入る」

8 施設 3 0 . 8％ こ と が 回 答 さ れた。「障害特性（衝動性、対人関係の困

難さ、こだ わ り ） が 結 果 的 として非行となった」（ 11 施設 42 .3 %）事

例も回答 さ れ て い る （表 ７ -８）。  

 

 

 

 

 

 



134 
 

表 ７ -８  周囲 ・環境による影響  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ

ゴ リ

ー 該

当 施

設 数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=130）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=26）

施 設  

割 合

（ ｎ

=26 施

設 ）  

C： 周

囲 ・ 環

境 に よ

る 影 響  

24  18 .5% 

環 境 的 な 要 因 が 大 き く 関 わ る

（ 居 場 所 の な さ 、 地 域 性 等 ）  
12  46 .2% 

学 校 で 勉 強 に つ い て い け な い

等 、 居 場 所 が な く て 不 良 集 団 に

入 る  

8  30 .8% 

ADHD の 少 年 は 周 り に つ ら れ て

非 行 を し や す い 傾 向 が あ る  
2  7 .7% 

本 人 が 気 付 か な い う ち に 不 良 集

団 に 利 用 さ れ て し ま う  
1  3 .8% 

部 活 な ど の ル ー テ ィ ー ン が な く

な っ た と き に （ 部 活 の 引 退 な

ど ） 、 何 を し て い い か わ か ら な

く な っ た り 、 勉 強 の で き な さ に

意 識 が い く よ う に な り 、 不 適 応

等 に 繋 が っ て い く  

1  3 .8% 

 

表 ７ -９  障害特性による影響 ・リスク要因  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ ゴ

リ ー 該

当 施 設

数  

カ テ ゴ リ

ー 割 合（ ｎ

=130）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=26）

施 設  

割 合

（ ｎ

=26 施

設 ）  

A：障 害

特 性 に

よ る 影

響・リ ス

ク 要 因  

20  15 .4% 

障 害 特 性（ 衝 動 性 、対 人 関

係 の 困 難 さ 、こ だ わ り ）が

結 果 的 と し て 非 行 と な っ

た  

11  42 .3% 

PDD の 少 年 は 独 特 の ス ト

ー リ ・ 理 論 を 作 り や す い  
4  15 .4% 

ADHD の 少 年 は 衝 動 性 、粗

暴 犯 の 傾 向 が 強 い  
3  11 .5% 

PDD の 少 年 は 強 制 わ い せ

つ や 放 火 、殺 人 の 傾 向 が 強

い  

1  3 .8% 

PDD は こ だ わ り が 強 い  1  3 .8% 

 

（３）方法の未習得 、誤学習  

 そのほか、本人も「困っている」状況ではあるものの「スキルがな

いことで状 況 に 対 応 で き て いない（対人関係、ストレスへの対応）」5
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施 設 1 9 . 2%こと 、「 人に 助 けを 求め ら れな い 、相 談で き ない 」 2 施 設

7 . 7%、「誤学習をしてしまう」3 施設 11 .5 %といった悪循環にあること

も回答され た 。  

 

表 ７ -９  方法の未習得 、誤学習  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ

ゴ リ

ー 該

当 施

設 数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=130）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=26）

施 設  

割 合

（ ｎ

=26 施

設 ）  

F：方 法

の 未 習

得  

7  5 .4% 

ス キ ル が な い こ と で 状 況 に 対 応

で き て い な い （ 対 人 関 係 、 ス ト

レ ス へ の 対 応 ）  

5  19 .2% 

人 に 助 け を 求 め ら れ な い 、 相 談

で き な い  
2  7 .7% 

D：誤 学

習  
4  3 .1% 

誤 学 習 し て し ま う  3  11 .5% 

誤 っ た 方 法 で 対 人 関 係 を 築 こ う

と し て い る  
1  3 .8% 

 

（４）認知 ・理解力  

 発達上の課題・困 難 を 有 する少年の非行に至る背景では回答数とし

て は 多く は な い が 、「 認 知・ 理 解 力 」 と し て「 本 人 に 悪 気 の ない 行 動

でトラブル に な る が、そ の 要因がわからない」 1 施設 3 . 8％、「自分の

行動がどう み ら れ て い る の かわからない」 1 施設 3 .8％ことが回答さ

れた（ｎ =2 6 施設）。  

 

表 ７ -１０  認知 ・理解力  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ

=130）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ
=26
施 設 ）  

E： 認
知 ・ 理
解 力  

2  1 .5% 

本 人 に 悪 気 の な い 行 動 で ト ラ
ブ ル に な る が 、そ の 要 因 が わ か
ら な い  

1  3 .8% 

自 分 の 行 動 が ど う み ら れ て い
る の か わ か ら な い  

1  3 .8% 

 

（５）その他  

 そのほか 、発 達 障 害 等 の 発達上の課題・困難を有する少年のなかで、
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とくに「 非 社 会 的 で 誰 と も 繋がっていない少年が重大事件に至ったケ

ースがある。予後が良くない」 3 施設 1 1 . 5％ことや「突飛な動機での

犯行が多い 」 1 施 設 3 .8％ こ とが回答された（ｎ =2 6 施設）。また、発

達障害等の「特性と非行の関係はよくわからない」という回答も 1 施

設 3 .8％で 挙 げ ら れ た 。   

 

表 ７ -１１  その他  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=130）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

G：そ の
他  

9  6 .9% 

非 社 会 的 で 誰 と も 繋 が っ て い な
い 少 年 が 重 大 事 件 に 至 っ た ケ ー
ス も あ る 、 予 後 が 良 く な い  

3  11 .5% 

同 じ 非 行 を 繰 り 返 す  2  7 .7% 

性 犯 罪 の 少 年 に 、 発 達 障 害 等 の
疑 い の あ る 少 年 は 少 な く な い  

2  7 .7% 

特 性 と 非 行 の 関 係 は よ く わ か ら
な い  

1  3 .8% 

突 飛 な 動 機 で の 犯 行 が 多 い  1  3 .8% 

 

２．３  関係機関への情報伝達  

 少年鑑別 所 で は 少 年 の 鑑 別結果を「鑑別結果通知書」として作成し、

家庭裁判所 へ 提 出 す る 。また、少年院送致が決定した場合には、少年

院に対して「処遇指針票」を作成する。少年鑑別所での鑑別結果や処

遇 指 針 を主 と し た 情 報 伝 達に お い て は 「 内 容・ 書 き 方 の 工 夫 」 6 1 コ

ード 6 3 . 5％、「関係機関とのやりとり・伝達」 2 9 コード 30 .2％が回答

された（ｎ =9 6 コ ー ド）（図 ７ -２）。  
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（１）情報伝達の内容 ・書き方の工夫  

情報伝達 に お い て「 誰 が 読んでもわかるように」専門的用語をでき

るだけ使わない等 2 0 施 設 76 .9％の工夫がなされていた。また７施設

26 .9％では「少年の困難なところだけでなく、良い部分についても書

くようにする」ことが回答された。処遇指針の作成では「次の場所で

予想できる ト ラ ブ ル や 特 性 も場合によって書くようにしている」 3 施

設 1 1 . 5％、特性に応じた「有効な働きかけの方法を具体的に書いてい

る」ことが 14 施 設 53 .8％ で挙げられている（ n= 26 施設）。  

 

表 ７ -１２  情報伝達の内容 ・書き方の工夫  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ

=96）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

B： 内
容 ・ 書
き 方 の
工 夫  

61  63 .5% 

誰 が 読 ん で も わ か る よ う に 、で
き る だ け わ か り や す い 言 葉 や
エ ピ ソ ー ド も 含 め な が ら 書 く  

20  76 .9% 

処 遇 指 針 で は 、 特 性 等 を ふ ま
え 、有 効 な 働 き か け の 方 法 等 を
具 体 的 に 書 い て い る 、充 実 さ せ
る  

14  53 .8% 

B：内容・書き方

の工夫, 61コー

ド, 63.5%

A:関係機関との

やりとり・伝達, 

29コード, 30.2%

C:その他, 6コード, 

6.3%

図７-２ 情報伝達 （n=96コード）

B：内容・書き方の工夫

A:関係機関とのやりとり・

伝達

C:その他
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少 年 の 困 難 な と こ ろ だ け で な
く 良 い 部 分 に つ い て も 書 い て
い く よ う に す る  

7  26 .9% 

診 断 名 や 発 達 障 害 の 疑 い が あ
る こ と を 記 入 す る  

7  26 .9% 

「 処 遇 指 針 」で は 少 年 院 と 保 護
観 察 の い ず れ の 決 定 で も 伝 え
ら れ る よ う な 内 容 に す る  

3  11 .5% 

「 精 神 状 況 」の 欄 に 知 能 の 特 性
等 も 含 め て 記 入 し て い る  

3  11 .5% 

次 の 場 所 で 予 想 で き る ト ラ ブ
ル や 特 性 も 場 合 に よ っ て は 書
く よ う に し て い る  

3  11 .5% 

こ れ ま で の 育 ち や 二 次 被 害・二
次 障 害 に つ い て も 伝 え て い る  

3  11 .5% 

「 発 達 障 害 だ か ら ～ 」と い う 書
き 方 は し な い  

1  3 .8% 

 

（２）関係機関とのやりとり・伝達  

関係機関 と の や り と り で は、とくに「事前に電話で少年院に連絡を

する、直接伝える」14 施設 53 .8 %ことが約半数の施設で回答されたほ

か 、「 保 護 観 察所 へ の 情 報伝 達 を よ り 丁 寧 に行 う 、 電 話 連 絡 」 8 施 設

30 .8％で 挙 げ ら れ、ま た 障 害等の支援が必要な少年のニーズに応じて

「家庭裁判 所 調 査 官 に 少 年 のニーズ、保護者支援、手帳取得等につい

て依頼・伝 達 す る 」 3 施 設 1 1 . 5％と 回答され た（ n=2 6 施設）。  

 

表 ７ -１３  関係機関とのやりとり・伝達  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ

=96）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

A :関 係
機 関 と
の や り
と り ・
伝 達  

29  30 .2% 

事 前 に 電 話 で 少 年 院 に 連 絡 を す
る 、 直 接 伝 え る  

14  53 .8% 

保 護 観 察 所 へ の 情 報 伝 達 を よ り
丁 寧 に 行 う よ う 、 電 話 連 絡 （ 医
療 機 関 受 診 な ど に つ い て も ）  

8  30 .8% 

家 庭 裁 判 所 調 査 官 に 、 少 年 の こ
と や 保 護 者 支 援 や 手 帳 取 得 等 に
つ い て 依 頼 ・ 伝 達 す る  

3  11 .5% 

保 護 観 察 に な っ た 場 合 に 処 遇 指
針 を 作 成 す る  

2  7 .7% 

少 年 院 と 、 必 要 に 応 じ て 審 判 前
と 審 判 後 に カ ン フ ァ レ ン ス を 実
施  

1  3 .8% 

保 護 観 察 が 見 込 ま れ る 場 合 に 、
家 裁 調 査 官 に 少 年 の 状 態 等 を 細
か く 伝 え て お く  

1  3 .8% 
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（３）その他  

 少年院送 致 に な る 場 合、どの処遇課程に送致されるかについて少年

鑑別所で検討・判断していることが３施設 1 1 . 5％から回答された（旧

法下では、少年院送致決定のあった少年について、少年鑑別所の長が

矯正管区の 分 類 規 程 等 に 基 づき、処遇課程等を指定することとされて

い た ）。 そ の ほか 「 保 護 観察 が 決 定 し た 場 合に 、 保 護 者 に 説 明を し て

一般相談で 継 続 的 に 行 う よ うに話をする」ことも 1 施設 3 .8％から挙

げられた（ ｎ =2 6 施設）。  

 

表 ７ -１４  その他  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ
ゴ リ
割 合
（ ｎ

=96）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

C :そ の
他  

6  6 .3% 

少 年 院 の ど の 処 遇 課 程 に す る か に
つ い て は 鑑 別 所 で 判 断 を す る  

3  11 .5% 

学 校 等 に 連 絡 は で き な い  1  3 .8% 

保 護 観 察 が 決 定 し た 場 合 に 、 保 護
者 に 説 明 を し て 一 般 相 談 で 継 続 的
に 行 う よ う に 話 を す る  

1  3 .8% 

一 般 相 談 な ど の 場 合 は 直 接 説 明 も
す る  

1  3 .8% 

 

２．４  地域貢献 ・地域支援  

 2 01 4 年 6 月 に 少 年 鑑 別 所法が新たに成立したことで、地域 の非行

及 び 犯 罪 の 防 止 に 係 る 取 り 組 み が 本 来 業 務 と し て 組 み 込 ま れ る こ と

となった。調査時点では新法施行前であったが、その時点で 行ってい

る地域援助 に 当 た る 活 動 は 「一般相談」 4 6 コード 63 .9 %、「講師等」

13 コード 1 8 . 1%、「検討会・協議会への参加」 5 コード 6 . 9%が挙げら

れた（ n= 72 コード）。  
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（１）一般相談  

一般相談では、必ずしも非行傾向の少年ではなく、発達障害等の 発

達上の課題・困 難 を 有 す る 少年の保護者等からの相談依頼で、少年の

発達検査等 を 実 施 す る こ と も少なくない。具体的には「小・中学校で

気 に な る 児 童 生 徒 に つ い て の 学 校 や 保 護 者 か ら の 発 達 検 査 依 頼 や 相

談（特別支 援 学 級 ・ 特 別 支 援学校含む）」 2 1 施設 8 0 . 8%で行われてい

た。また「非社会的少年への支援・発 達検査の実施」が 3 施設 1 1 . 5％

で回答された（ｎ =2 6 施設）。数は多くないが、「 LD 親の会との連携、

発達検査の 実 施 や 指 針 の 作 成」 1 施設 3 .8％や「当事者からの一般相

談をうける 」 1 施 設 3 .8％ こ とも挙げられた（ｎ =2 6 施設）。  

 

表 ７ -１５  一般相談  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=72）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

A：一 般
相 談  

46  63 .9% 

小 中 学 校 で 気 に な る 児 童 生 徒 へ
の 学 校 や 保 護 者 か ら の 発 達 検 査
依 頼 や 相 談 （ 特 別 支 援 学 級 ・ 特
別 支 援 学 校 含 む ）  

21  80 .8% 

地 域 へ の 広 報 活 動  5  19 .2% 

今 後 、 学 校 か ら の 相 談 ・ 検 査 依 4  15 .4% 

A：一般相談, 46

コード, 63.9%

B：講師等, 

13コード, 

18.1%

D：その他, 8

コード, 11.1%

C：検討会・協

議会への参加, 5

コード, 6.9%

図７-３ 地域貢献 （n=72コード）

A：一般相談

B：講師等

D：その他

C：検討会・協議会への参

加
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頼 に 対 応 す る 予 定  

非 社 会 的 少 年 へ の 支 援 ・ 発 達 検
査 の 実 施  

3  11 .5% 

若 者 支 援 セ ン タ ー 、 補 導 セ ン タ
ー か ら の 相 談  

3  11 .5% 

一 般 相 談 か ら 発 達 障 害 者 支 援 セ
ン タ ー 等 を 紹 介 す る  

3  11 .5% 

障 害 者 施 設 利 用 者 の 鑑 別 、 面 接  2  7 .7% 

県 独 自 の 相 談 業 務 を 模 索 中  2  7 .7% 

当 事 者 か ら の 一 般 相 談 を う け る  1  3 .8% 

LD 親 の 会 と の 連 携 、発 達 検 査 の
実 施 や 指 針 の 作 成  

1  3 .8% 

個 別 相 談 の 前 段 階 と し て 鑑 別 所
職 員 が 学 校 に 出 向 い て 生 徒 と 顔
合 わ せ を す る  

1  3 .8% 

 

（２）講師等  

 地 域貢 献 と し て 「 小 中学 校 教 職 員 研 修 ・会 議 へ 講 師 と し て出 向 く 」

が 1 1 施設 42 .3％ で 挙 げ ら れ、また「保護司の研修会へ講師として出

向く」ことも 1 施 設 3 .8％ から回答された（ｎ =2 6 施設）。  

 

表 ７ -１６  講師等  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=72）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

B：講 師
等  

13  18 .1% 

小 中 学 校 教 職 員 研 修・会 議 へ 講 師
と し て 出 向 く  

11  42 .3% 

保 護 司 の 研 修 会 へ 講 師 と し て 出
向 く  

1  3 .8% 

地 域 の 講 習 会 へ の 講 師  1  3 .8% 

 

（３）検討会 ・協議会への参加  

 検討会・協議会への参加では「学校生徒指導協議会の集まりに参加」

3 施設 1 1 . 5％、「発達障害支援センター等のケース検討会や協議会へ

の参加」 2 施 設 7 .7％ が 行 わ れていた（ｎ = 26 施設）。  

 

表 ７ -１７  検討会 ・協議会への参加  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=72）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  
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C：検 討
会 ・ 協
議 会 へ
の 参 加  

5  6 .9% 

学 校 生 徒 指 導 協 議 会 の 集 ま り
に 参 加 す る  

3  11 .5% 

発 達 障 害 支 援 セ ン タ ー 等 と の
ケ ー ス 検 討 会 や 協 議 会 へ の 参
加 （ 子 ど も 若 者 支 援 協 議 会 ）  

2  7 .7% 

 

（４）その他  

 地域連携・地域貢献においてそのほか「小中学校教職員に対する 少

年鑑別所見 学 の 実 施」 5 施設 19 .2％が挙げられた。地域 に「少年鑑別

所の施設を 貸 し 出 す 」 1 施設 3 .8％ことも回答された（ｎ = 26 施設）。

ま た 日 常 的 な 地 域 連 携 や 非 行 防 止 の 取 り 組 み に 関 す る 地 域 と の 調 整

を担う「地域非行防止調整官」の配置も回答として挙げられている（ 1

施設 3 .8％ ）（平成 2 7 年 4 月現在では、 4 施設に配置されている）。  

 

表 ７ -１８  その他  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ

=72）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

D： そ の
他  

8  11 .1% 

小 中 学 校 教 職 員 に 対 す る 鑑 別
所 見 学 の 実 施  

5  19 .2% 

「 地 域 非 行 防 止 調 整 官 」の 配 置  1  3 .8% 

少 年 鑑 別 所 の 施 設 を 貸 し 出 す  1  3 .8% 

被 災 地 支 援 の 一 環 と し て 仮 設
住 宅 の 訪 問 を 行 う 。相 談 や リ ラ
ク ゼ ー シ ョ ン の 実 施  

1  3 .8% 

 

２．５  関係機関との連携  

 関係機関 と の 連 携 で は 、連携先として「保護観察所・更生保護・少

年院」39 コード 40 . 6%、「児童自立支援施設」21 コード 21 . 9%、「児童

相談所」 8 コード 8 . 3%、「学校・教育委 員会」 8 コード 8 . 3 %、「支援セ

ンター等」 7 コ ー ド 7 . 3%、「医療機関」 3 コード 3 . 1%、「警察、検察」

3 コード 3 .1 %が 回 答 さ れ た （ n=9 6 コード）。  

具体的には「保護観察所からの依頼鑑別」 11 施設 4 2 . 3％、「少年院

か ら の 依 頼 で 再 鑑 別 」 8 施 設 30 .8％ に よ り 情 報 伝 達 が 行 わ れ て い た

（ n= 26 施設）。児童自立支援施設との連携では「児童自立支援施設入

所少年の面会・テスト実施、情報伝達」 13 施設 5 0 . 0%が多いが、その
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一 方 で「 児 童 自 立 支 援 施設 と の 研 究 会 や 事例 検 討 を 今 後 行 う予 定 」 6

施設 2 3 . 1%であり、児童自立支援施設との連携が 必ずしも十分に なさ

れていない 状 況 が 明 ら か と なった（ n =26 施設）。  

 

 

 

（１）保護観察所 ・更生保護施設 ・少年院 との連携  

 保護観察所・更生保護施設・少年院との機関連携が最も多く回答さ

れた。具体的には「保護観察所からの依頼鑑別」 1 1 施設 4 2 . 3％、「少

年 院 か ら の 依 頼 で 再 鑑 別 」 8 施 設 3 0 .8％ に よ る 連 携 が 行 わ れ て い た

（ n= 26 施設）（表 ７ -２０）。保護司との関わりは 、基本的には保護観察

所 を 経由 し て 直 接 連 絡 を取 る こ と は 多 く ない が 、「 保 護 司 か ら連 絡 を

受けて少年 の 依 頼 鑑 別 」 を す る こ と も 8 施 設 3 0 . 8％ か ら 回 答 さ れ た。 

 

表 ７ -１９  保護観察所 ・更生保護施設 ・少年院との連携  

カ テ ゴ リ
ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ

=96）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

A： 保 護
観 察 所 ・

39  40 .6% 
保 護 観 察 所 か ら の 依 頼 鑑 別 、
連 携  

11  42 .3% 

A：保護観察所・更

生保護・少年院, 39

コード, 40.6%

D：児童自立支援施

設, 21コード, 21.9%
C：児童相談所, 

8コード, 8.3%

F：学校・

教育委員会, 

8コード, 

8.3%

E：支援セン

ター等, 7コード, 

7.3%

G：その他, 7

コード, 7.3%

B：医療機関, 3

コード, 3.1% H：警察、検察, 3

コード, 3.1%

図７-４ 関係機関との連携 （n=96コード）

A：保護観察所・更生保護・少

年院
D：児童自立支援施設

C：児童相談所

F：学校・教育委員会

E：支援センター等

G：その他

B：医療機関

H：警察、検察
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更 生 保 護
施 設 ・ 少
年 院  

少 年 院 で の 再 鑑 別  8  30 .8% 

保 護 司 か ら 連 絡 ・ 相 談 を う け
て 、 少 年 の 依 頼 鑑 別 （ 保 護 観
察 所 を 経 由 す る こ と も 有 り ）  

8  30 .8% 

家 庭 裁 判 所 と 少 年 鑑 別 所 、 保
護 観 察 の 関 係 者 で 事 例 検 討 会
を 実 施  

7  26 .9% 

家 庭 裁 判 所 と の 連 携 （ 保 護 者
支 援 の 依 頼 、 支 援 セ ン タ ー へ
の 移 行 等 含 む ）  

3  11 .5% 

更 生 保 護 施 設 と の 連 携 、 処 遇
指 針 作 成 等  

2  7 .7% 

 

（２）児童自立支援施設との連携  

児童自立 支 援 施 設 と の 連 携では「児童自立支援施設入所少年 への面

会・テスト実施、情報伝達」 13 施設 50 . 0%が多いが、その一方で「児

童自立支援 施 設 と の 研 究 会 や事例検討を今後行う予定」 6 施設 2 3 . 1%

であり、児童自立支援施設との連携が 必ずしも十分に なされていない

状況が明ら か と な っ た （ n= 26 施設）。  

 

表 ７ -２０  児童自立支援施設との連携  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ

=96）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

D： 児 童
自 立 支
援 施 設  

21  21 .9% 

児 童 自 立 支 援 施 設 入 所 少 年 へ
の 面 会 ・ テ ス ト 実 施 、 情 報 伝
達  

13  50 .0% 

児 童 自 立 支 援 施 設 と の 研 究 会
や 事 例 検 討 を 今 後 行 う 予 定  

6  23 .1% 

児 童 自 立 支 援 施 設 、 児 童 相 談
所 等 と お 互 い の 施 設 見 学  

2  7 .7% 

 

（３）児童相談所 、学校 ・教育委員会との連携  

 児童相談 所 と の 連 携 が ５ 施設 19 .2％から回答された。一方で 、現在

は 連 携が 十 分 と は い え ない こ と か ら 「 今 後連 携 を 強 化 し て いき た い 」

3 施設 1 1 . 5％ と い う 回 答 も 挙げられた（ｎ = 26 施設）。学校関係では「地

域の小・中学校、高等 特 別支援学校等」との連携が 4 施設 1 5 . 4％から

回答された。教育委員会との連携は わずかに 1 施設 3 . 8％であった（ｎ

=26 施設）。  
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表 ７ -  ２１  児童相談所、学校 ・教育委員会との連携  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ

=96）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

C：児 童
相 談 所  

8  8 .3% 

児 童 相 談 所 と の 連 携 、 相 談  5  19 .2% 

児 童 相 談 所 と は 今 後 連 携 を 強
化 し て い き た い  

3  11 .5% 

F： 学
校・教 育
委 員 会  

8  8 .3% 

地 域 の 小・中 学 校 、高 等 特 別 支
援 学 校 等  

4  15 .4% 

入 所 中 の 少 年 の 担 任 か ら の 相
談 、 助 言  

3  11 .5% 

教 育 委 員 会 、地 域 教 育 セ ン タ ー  1  3 .8% 

 

（４）医療機関 、支援センター等との連携  

 「 青 少 年 セ ン タ ー や ひ き こ も り 支 援 セ ン タ ー 等 」 と の 連 携 ３ 施 設

11 .5％ が 回 答 さ れ た ほ か 、「 発 達 障 害 支 援 セ ン タ ー へ の 情 報 提 供 、 関

係づくり」3 施設 11 .5％ に よる連携が行われていた（ｎ =26 施設）。医

療機関とは 「 外 部 受 診 」 3 施設 1 1 . 5％による連携が挙げられた。  

 

表 ７ -２２  医療機関、支援センター等との連携  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ
ゴ リ
割 合
（ ｎ

=96）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

E：支 援
セ ン タ
ー 等  

7  7 .3% 

青 少 年 セ ン タ ー 、 ひ き こ も り 支
援 セ ン タ ー 等  

3  11 .5% 

発 達 障 害 支 援 セ ン タ ー へ の 情 報
提 供 、 関 係 づ く り  

3  11 .5% 

家 庭 裁 判 所 を 間 に 挟 ん で 、 少 年
院 で 処 遇 に つ い て 会 議 を し た
り 、 発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 等
か ら 情 報 を も ら う  

1  3 .8% 

G：そ の
他  

7  7 .3% 

市 の 障 害 福 祉 課 等 福 祉 関 係 機 関
と の 連 携  

3  11 .5% 

障 害 者 手 帳 取 得 に か か る 福 祉
課 、 更 生 相 談 所 へ の 情 報 提 供  

2  7 .7% 

役 所 関 係 へ の 広 報 、 関 係 づ く り  1  3 .8% 

地 域 生 活 定 着 支 援 事 業 と し て 、
裁 判 中 の 知 的 障 害 、 発 達 障 害 者
へ の 知 能 検 査 や 鑑 別 を 行 う  

1  3 .8% 
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B：医 療
機 関  

3  3 .1% 医 療 機 関 と の 連 携 、 外 部 受 診  3  11 .5% 

H： 警
察 、検 察  

3  3 .1% 

警 察 関 係 者 の 研 修 に 、 講 師 と し
て 話 を し に い く  

1  3 .8% 

警 察 関 係 と の 連 携 、 支 援 、 ア セ
ス メ ン ト 等  

1  3 .8% 

検 察 庁 か ら の 依 頼 、 ア セ ス メ ン
ト  

1  3 .8% 

 

２．６  今後の課題  

 発達障害等 の 発 達 上の課題・困難を有する非行少年の支援における

少年鑑別所 の 今 後 の 課 題 と して、鑑別 技官からは「サポートネットワ

ークの構築」 26 コ ー ド 2 9 . 5%、「職員体制、専門性の向上」 21 コード

23 .9 %、「継続支援」 1 8 コード 20 .5 %、「地域貢献」 10 コード 1 1 . 4%、

「移行支援 」9 コ ー ド 1 0 . 2%、「入所中の対応」3 コード 3 . 4%が挙げら

れた（ n= 88 コード）（図 ７ -５）。  

 

 

 

（１）サポートネットワークの構築の課題  

サポート ネ ッ ト ワ ー ク の 構築 の課題 では、保護観察所や保護司以外

に も 「他 機 関 と の 情 報 共有 ・ 連 携 （ 学 校 、福 祉 等 ）、 支 援 シ ート の 作

A：サポートネットワー

クの構築, 26コード, 
29.5%

B：職員体制、質の向

上, 21コード, 23.9%E：継続支援, 18コード, 
20.5%

F：地域貢献, 10
コード, 11.4%

D：移行支援, 
9コード, 10.2%

C：入所中の対応, 3
コード, 3.4%

G：その他, 1
コード, 1.1%

図７-５ 今後の課題（鑑別技官） （n=88コード）

A：サポートネットワーク

の構築

B：職員体制、質の向上

E：継続支援

F：地域貢献

D：移行支援

C：入所中の対応

G：その他
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成」15 施設 57 .7 %が回答された。少年鑑別所入所までに、発達の困難

さや育てに く さ か ら 児 童 精 神科医等を受診している場合もあり、その

際の受診記 録 や 情 報 の や り とりも含めた「医療機関・精 神科医との連

携」 4 施設 1 5 . 4％ も 回 答 さ れている。  

 

表 ７ -  ２３  サポートネットワークの構築の課題  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=88）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

A：サ ポ
ー ト ネ
ッ ト ワ
ー ク の
構 築  

26  29 .5% 

他 機 関 と の 情 報 共 有 ・ 連 携 （ 学
校 、 福 祉 等 ） 、 支 援 シ ー ト の 作
成  

15  57 .7% 

保 護 観 察 所 と の 連 携  4  15 .4% 

医 療 機 関・精 神 科 医 と の 連 携（ 情
報 の や り と り 等 含 む ）  

4  15 .4% 

保 護 司 と の 連 携 （ 個 別 の 事 例 検
討 な ど ）  

2  7 .7% 

親 の 会 と の 連 携 ・ 取 り 組 み を 広
げ て い く  

1  3 .8% 

 

（２）職員の専門性向上の課題  

 発 達 障 害 等 の 発 達 困 難 を 有 し て い る 少 年 の よ り 具 体 的 な 状 況 や ニ

ーズを明ら か に す る た め に「鑑別方法の改善・質の向上」7 施設 2 6 . 9％、

「職員の育成、専 門 性 の 向 上を図る」 4 施設 15 .4％が回答された。ま

た 困 難ば か り に 目 を 向 ける の で は な く 「『 鑑 別 結 果通 知 書 』 等の 作 成

においてそ の 少 年 の 特 性 や 困難な点だけでなく、その少年の良さを見

つけて発信 し て い く こ と が 必要」 3 施設 1 1 . 5％、「『発達障害だから』

で は な く 、 本 人 に 合 わ せ た サ ポ ー ト を し て い く こ と が 必 要 」 2 施 設

7 . 7％と指 摘 さ れ て い る 。  

 

表 ７ -  ２４  職員の専門性向上の課題  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=88）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

B： 職
員 の
質 の

21  23 .9% 
鑑 別 方 法 の 改 善 ・ 質 の 向 上  7  26 .9% 

職 員 の 育 成 、 専 門 性 向 上 を 図
る  

4  15 .4% 
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向 上  「 鑑 別 結 果 通 知 書 」 等 の 作 成
に お い て そ の 少 年 の 特 性 や 困
難 な 点 だ け で な く 、 そ の 少 年
の 良 さ を 見 つ け て 発 信 し て い
く こ と が 必 要  

3  11 .5% 

発 達 障 害 等 に 対 す る 専 門 性 の
向 上  

3  11 .5% 

「 発 達 障 害 だ か ら 」で は な く 、
本 人 に 合 わ せ た サ ポ ー ト を し
て い く こ と が 必 要  

2  7 .7% 

少 年 の 姿 か ら 学 ぶ  1  3 .8% 

「 地 域 非 行 防 止 調 整 官 」 の 配
置 を 増 や す  

1  3 .8% 

 

（３）移行支援 、継続支援の課題  

 移行支援 に 関 し て は、「 支援センター等への移行支援・出口支援」4

施設 1 5 . 4％が回答された（ｎ = 26 施設）また、少年鑑別所で丁寧に集

め ら れ た 情 報 に つ い て 、 個 人 情 報 保 護 を 念 頭 に 置 き な が ら 「 次 の 機

関・施設に情報を正しく伝えていく」 3 施設 11 .5％ことが課題として

挙げられた （表７ -２６）。  

少年鑑別 所 を 出 た 後 の 継 続支援として「保護観察中の少年に対する

再 鑑 別 や 支 援 を し て い き た い （ 少 年 院 を 出 た 少 年 も 含 む ）」 8 施 設

30 .8％や 「 少 年 院 に い っ た あとの再鑑別・継続支援」 6 施設 23 .1％が

回答 され た（ ｎ = 2 6 施 設 ）。 一般 相 談 の枠 を活 用す るこ とで 継続 的 に

支 援 し て い く 事 が 方 法 も 含 め 「 出 た 後 の 相 談 窓 口 が 必 要 」（ 3 施 設

11 .5％） で あ り 、 継 続 支 援 の方法の検討が課題とされた（表 ７ -２７）。  

 

表 ７ -２５  移行支援の課題  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=88）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

D：移 行
支 援  

9  10 .2% 

支 援 セ ン タ ー 等 へ の 移 行 支
援 ・ 出 口 支 援  

4  15 .4% 

次 の 機 関・施 設 に 情 報 を 正 し
く 伝 え て い く  

3  11 .5% 

保 護 者 へ の 助 言  1  3 .8% 

社 会 的 支 援 の 道 筋 を つ く る  1  3 .8% 
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表 ７ -２６  継続支援の課題  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=88）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

E：継 続
支 援  

18  20 .5% 

保 護 観 察 中 の 少 年 に 対 す る
再 鑑 別 や 支 援 を し て い き た
い （ 少 年 院 を 出 た 少 年 も 含
む ）  

8  30 .8% 

少 年 院 に い っ た あ と の 再 鑑
別 ・ 継 続 支 援  

6  23 .1% 

出 た 後 の 相 談 窓 口 が 必 要  3  11 .5% 

出 た 後 に お け る 鑑 別 所 と し
て の 支 援・関 わ り の 検 討 が 課
題  

1  3 .8% 

 

（４）地域貢献の課題  

 今後、少年鑑別所がより地域と繋がっていくために「世間の 少年鑑

別所に対す る イ メ ー ジ や 認 識を変えていく」 4 施設 15 .4％ことが挙げ

られ （ｎ = 26 施 設 ）、 ま ずは 地域 貢献 にお いて 何が 求め られ てい る の

か「ニーズ を 把 握 ・ 検 討 す る」 2 施設 7 .7％ことが回答された。また

地域にて 困っている本人・当事者 への「発達障害関係の検査を広く実

施する」 2 施 設 7 . 7％、「発達障害等の本人・当事者からの一般相談へ

の対応が課 題 」 1 施 設 3 .8％ ことも課題とされた（表７ -２８）。  

 

表 ７ -２７  地域貢献の課題  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=88）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ

=26 施
設 ）  

F：地 域
貢 献  

10  11 .4% 

少 年 鑑 別 所 を 活 用 し て も ら え
る よ う に 、世 間 の 鑑 別 所 に 対 す
る イ メ ー ジ や 認 識 を 変 え て い
く  

4  15 .4% 

地 域 貢 献 の ニ ー ズ を 把 握・検 討
す る  

2  7 .7% 

一 般 に 対 す る 発 達 障 害 関 係 の
検 査 を 広 く 実 施 す る  

2  7 .7% 

発 達 障 害 等 の 本 人・当 事 者 か ら
の 一 般 相 談 へ の 対 応 が 課 題  

1  3 .8% 

少 年 鑑 別 所 で 培 っ た 機 能（ ア セ
ス メ ン ト 能 力 等 ）を 他 で も い か
し た い  

1  3 .8% 
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（５）入所中の対応 、その他の課題  

 入所中の 対 応 の 課 題 と し て「検査結果や困難さについて本人と共有

する」1 施 設 3 . 8％が回答された（表 ７ -２９）。検査結果については単に

障害名を伝 え る の で は な く、具体的な困難さについて伝えることが大

切とされた。また人に助けを求めることが苦手な少年が少なくない た

め 、「 入 所 中 に、 困 っ た 時に 人 に 頼 る 経 験 をさ せ た い 」 と い う回 答 が

1 施設 3 .8％ で 挙 げ ら れ た 。  

その他の カ テ ゴ リ ー で は「 少年鑑別所入所以前からの早期の支援が

必要」と 回 答 さ れ た （ ｎ = 26 施設）。  

 

表 ７ -２８  入所中の対応、その他の課題  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=88）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=26）
施 設  

割 合
（ ｎ
=26
施
設 ）  

C： 入
所 中 の
対 応  

3  3 .4% 

検 査 結 果 や 困 難 さ に つ い て 本 人
と 共 有 す る ・ 伝 え る  

1  3 .8% 

入 所 中 に 、 困 っ た 時 に 人 に 頼 る
経 験 を さ せ た い  

1  3 .8% 

基 本 的 な 生 活 習 慣 を 入 所 中 に つ
け さ せ た い  

1  3 .8% 

G： そ
の 他  

1  1 .1% 
早 期 の 支 援 が 必 要 （ 鑑 別 所 以 前
か ら の 支 援 ）  

1  3 .8% 

 

３． 観護教官調査結果  

３．１  少年の特性把握における留意事項  

 少年鑑別 所 で は 2 4 時間体制で観護教官による少年の観察・対応が

行われている。観護教官 に 対する少年の特性等の把握に ついての調査

においては「情報共有」 3 7 コード 36 . 6％、「観察の視点の工夫」 26 コ

ード 25 .7％、「外部機関からの情報収集」 7 コード 6 . 9％、「専門性・

知識の習得 」 4 コ ー ド 4 .0％等に関して回答された（ｎ = 101 コード）

（図 ７ -６）。  
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（１）情報共有  

具体的には「他の職員と情報共有する・引き継ぐ」ことや「 鑑別技

官から情報 を 得 る・留 意 事 項を確認する」こと等が挙げられた。より

正確にかつ 幅 広 く 少 年 の 特 性を把握するために「他の職員と情報共有

する・引き 継 ぐ 」 1 5 施 設 6 0 . 0%、「 鑑別技官から情報を得る・留意事

項を確認す る 」15 施 設 6 0 . 0%ことが回答された。また「行動観察表等

で細かく記 録 を と る 」 5 施 設 2 0 . 0%ことでより具体的な情報共有が図

られていた （ n=2 5 施設）。  

 

表 ７ -２９  情報共有  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=101）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

C： 情 報
共 有  

37  36 .6% 

他 の 職 員 と 情 報 共 有 す る ・ 引
き 継 ぐ  

15  60 .0% 

鑑 別 技 官 か ら 情 報 を 得 る ・ 留
意 事 項 を 確 認 す る  

15  60 .0% 

行 動 観 察 表 等 で 細 か く 記 録 を
と る  

5  20 .0% 

常 駐 の 医 師 と 情 報 共 有 す る  1  4 .0% 

で き る だ け 多 く の 職 員 で 観 る
よ う に す る  

1  4 .0% 

C：情報共有, 37コー

ド, 36.6%

A：観察の観点, 26

コード, 25.7%B：本人との関わり, 

11コード, 10.9%

G：困難へ

の対応・支

援, 9コード, 

8.9%

E：保護者や外

部機関からの情

報収集, 7コード, 

6.9%

D：医療につなげる, 

5コード, 5.0%
F：専門性・知

識の取得, 4コー

ド, 4.0%

H：その他, 2

コード, 2.0%

図７-６ 把握のための留意事項 （n=101コード）

C：情報共有

A：観察の観点

B：本人との関わり

G：困難への対応・支援

E：保護者や外部機関からの情

報収集

D：医療につなげる

F：専門性・知識の取得

H：その他
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（２）観察する観点の工夫  

特性の把 握 に お い て は「 出来るだけ早くに特性が把握できるように

心がける」 4 施 設 1 6 . 0％、少年の観察の工夫として「とくにコミュニ

ケーション の 様 子 を 意 識 し て観る」ことのほか、「『生意気』とみるの

ではなく『発達障害の可能性があるかもしれない』と見るようにする」

3 施設 1 2 . 0%こ と が 回 答 さ れた（ n=2 5 施設）（表 ７ -３１）。   

 

表 ７ -３０  観察する観点の工夫  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=101）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

A：観 察
の 観 点
の 工 夫  

26  25 .7% 

で き る だ け 早 く に 特 性 が 把
握 で き る よ う に 心 が け る（ 入
所 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 等 ）  

4  16 .0% 

障 害 特 性 が 浮 か び 上 が る よ
う に か か わ る  

3  12 .0% 

観 察 の 際 に 、特 に コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン の 様 子 を 意 識 し て
観 る  

3  12 .0% 

「 生 意 気 」と 観 る の で は な く
「 発 達 障 害 の 可 能 性 が あ る
か も し れ な い 」と 見 る よ う に
す る  

3  12 .0% 

少 年 の 日 記 の 内 容 か ら 特 性
や 状 況 を 把 握 す る  

2  8 .0% 

前 情 報 や 先 入 観 に 左 右 さ れ
る こ と 無 く 少 年 を み る  

2  8 .0% 

「 な ぜ そ の 行 動 を す る の か 」
と い う こ と を 考 え る・ 見 極 め
る  

2  8 .0% 

多 く の 視 点 か ら み る よ う に
す る  

2  8 .0% 

施 設 の 枠 組 み に そ っ て い る
か ど う か の 観 点 で 見 る  

2  8 .0% 

課 題 を 与 え て 、 身 体 の 動 き ・
不 器 用 さ を 確 認 す る  

2  8 .0% 

課 題 な ど に 集 中 し て い る か
を 観 る  

1  4 .0% 

 

（３）本人との関わり  

 面接や日 常 の 関 わ り の 中 で少年が混乱しないため、そしてより適切

な 情 報を 収 集 す る た め に「 少 年 に 応 じ た 対応 を 職 員 間 で 統 一す る 」 5

施設 2 0 . 0％ことが回答された（ｎ = 25 施設）（表 ７ -３２）。また、所内で
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の職員の対 応 が 鑑 別 に 影 響 を与えないように「あえて支援や対応をし

ない」 2 施 設 8 . 0％ こ と が 挙 げられる 一方で、「少年との関係を築いて

いき把握す る 」 2 施 設 8 .0％ ことが挙げられた。  

 

表 ７ -３１  本人との関わり  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=101）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

B：本 人
と の 関
わ り  

11  10 .9% 

少 年 に 応 じ た 対 応 を 職 員 間 で
統 一 す る  

5  20 .0% 

こ こ で の 影 響 を 与 え な い よ う
に 、敢 え て 支 援 や 対 応 を し な い
よ う に 気 を つ け て い る  

2  8 .0% 

少 年 と の 関 係 を 築 い て い き 把
握 す る  

2  8 .0% 

そ の 少 年 か ら 多 く の 情 報 を 集
め る ・ 観 る  

1  4 .0% 

少 年 の 変 化 や 様 子 を 細 か く 観
る  

1  4 .0% 

 

（４）外部機関等からの情報収集  

 少年鑑別 所 以 外 の 外 部 機 関から情報を得ることもあり「事前情報を

確認・収集する」 4 施 設 1 6 . 0％ことや既往歴等に関して「保護者から

の情報を得 る 」 1 施 設 4 .0％ ことが回答された（表７ -３３）。  

 

表 ７ -３２  外部機関からの情報収集  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=101）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

E：保 護
者 や 外
部 機 関
か ら の
情 報 収
集  

7  6 .9% 

事 前 情 報 （ 家 庭 裁 判 所 な ど か
ら ） を 確 認 す る ・ 収 集 す る  

4  16 .0% 

児 童 相 談 所 に 情 報 を 問 い 合 わ
せ る  

2  8 .0% 

保 護 者 か ら 情 報 を 得 る  1  4 .0% 

 

（６）その他  

 上記以外 の カ テ ゴ リ ー で は「医療に繋げる」ことで「医師の診断を

あおぐ」 5 施 設 2 0 . 0％場合、「看護師 等から専門知識について説明し
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てもらう」 1 施 設 4 . 0％ こ と が回答された（表 ７ -３４）。  

 

表 ７ -３３  その他  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=101）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

D：医 療
に つ な
げ る  

5  5 .0% 
医 師 の 診 断 を あ お ぐ（ 所 内・所
外 ）  

5  20 .0% 

F：専 門
性 ・ 知
識 の 取
得  

4  4 .0% 

専 門 性 の 高 い 職 員 か ら 助 言 を
も ら う  

2  8 .0% 

専 門 知 識 に つ い て 看 護 師 等 か
ら 説 明 し て も ら う  

1  4 .0% 

特 に 配 慮 す る 点 を 確 認 す る・指
示 を 受 け る  

1  4 .0% 

H：そ の
他  

2  2 .0% 

職 員 の 内 面・気 持 ち を 悟 ら れ な
い よ う に 気 を 付 け て い る 。  

1  4 .0% 

知 的 障 害 と 混 同 し な い よ う に
気 を つ け る  

1  4 .0% 

 

３．２  少年の発達上の課題 ・困難と支援内容  

観 護 教 官 が 少 年 の 観 察 に お い て 把 握 し た 発 達 上 の 課 題 ・ 困 難 で は

「認知・理解力」56 コ ー ド 2 2 . 6%、「身体の不器用さ」33 コード 1 3 . 3%

などが挙げ ら れ た（ n= 248 コード）（図 ７ -７）。その他、「不注意・注意

転動」 3 0 コ ー ド 12 . 1%、「集団とのかかわり」 2 3 コード 9 . 3 %、「独特

のこだわり 」 12 コ ー ド 4 .8 %、「感覚情報調整処理の困難」 10 コード

4 . 0%、「衝動性」 9 コ ー ド 3 . 6%、「その他」 7 コード 2 .8 %、「愛着形成

の困難」 6 コ ー ド 2 . 4%、「不安感」 6 コード 2 .4 %、「防衛的反応」 5 コ

ード 2 .0 %、「習慣の未形成」 4 コード 1 . 6%、「低学力」 4 コード 1 .6 %、

「環境によ る 影 響 」 3 コード 1 .2 %、「変化に対応できない」 2 コード

0 . 8%、「 同 じ 失 敗 を 繰 り 返 す 」 1 コ ー ド 0 .4 %等 の 困 難 が 挙 げ ら れ た

（ n= 248 コード）。  

それらの 発 達 上の課題・困難に対して観護教官は「具体的な方法を

示す」「部屋順やペアを工夫する」等の対応・支援を行っている（ n=2 5

施設）。  

 



155 
 

 

 

（１）認知 ・理解力の困難  

認知理解 力 に 関 す る 具 体 的な困難としては「周囲の状況を考えずに

行動する」12 施 設 48 .0％、「指示が通りにくい・伝わら ない」 1 1 施設

44 .0％「言葉の意味がわからない・理解力が低い」10 施設 4 0 . 0％が回

答された（ｎ =2 5 施設）（表 ７ -３５）。また「字義通りに受け取ってしま

う」 4 施設 16 .0％ や 「 物 理 的な距離感がつかめない」 3 施設 1 2 . 0％こ

となど、対人関係のトラブルに繋がりやすい困難も回答された。一方

で、周囲からみると 多 様 な 困難さが みられるものの、少年が「自分の

困難さに気 づ い て い な い 」 2 施設 8 .0％といった 状況も挙げられた。  

 

表 ７ -３４  認知 ・理解力の困難  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

A： 認
知 ・ 理
解 力  

56  22 .6% 

周 囲 の 状 況 を 考 え ず に 行 動 す
る  

12  48 .0% 

指 示 が 通 り に く い・伝 わ ら な い  11  44 .0% 

A：認知・理解力, 56

コード, 22.6%

Q：所内における対

応・支援, 37コード, 

14.9%

B：身体の不器用

さ, 33コード, 

13%

G：不注意・

注意転動, 30

コードード, 

12.1%

D：集団とのかか

わり, 23コード, 

9.3%

E：独特のこだわり, 

12,コード4.8%

H：感覚

情報調整

処理の困

難, 10

コード, 

4.0%

K：衝動

性, 9コー

ド, 3.6%

P：その

他, 7コー

ド, 2.8%

C：愛着

形成の困

難, 6コー

ド, 2.4%

F：

不安

感, 6

コー

ド, 

2.4%

L：防衛

的反応, 

5, 2.0%

I：習慣の未形成, 

4コード, 1.6%

M：低学力, 4

コード, 1.6%

O：環境による影

響, 3コード, 1.2%N：変化に対応できな

い, 2コード, 0.8%

J：同じ失敗

を繰り返す, 1

コード, 0.4%

図７-７ 所内における困難 （n=248コード）

A：認知・理解力

Q：所内における対

応・支援
B：身体の不器用さ

G：不注意・注意転動

D：集団とのかかわり

E：独特のこだわり

H：感覚情報調整処理

の困難
K：衝動性

P：その他

C：愛着形成の困難

F：不安感

L：防衛的反応
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言 葉 の 意 味 が わ か ら な い・理 解
力 が 低 い  

10  40 .0% 

理 由 ・ 説 明 内 容 が 独 特  4  16 .0% 

字 義 通 り に 受 け 取 っ て し ま う  3  12 .0% 

物 理 的 な 距 離 感 が つ か め な い  3  12 .0% 

自 分 の 困 難 さ に 気 づ い て い な
い  

2  8 .0% 

空 間 認 知 が 難 し い  2  8 .0% 

言 葉 で 説 明 ・ 表 現 が で き な い  2  8 .0% 

自 分 の い い よ う に 解 釈 し て し
ま う  

1  4 .0% 

聞 き 間 違 い が 多 い  1  4 .0% 

論 理 的 に 話 せ な い  1  4 .0% 

ス ポ ー ツ・ゲ ー ム の ル ー ル が わ
か ら な い  

1  4 .0% 

能 力 に ば ら つ き が あ る  1  4 .0% 

自 分 の 力 で 解 決 す る こ と が 難
し い  

1  4 .0% 

提 示 し た 例 の 通 り に し か 作 れ
な い  

1  4 .0% 

 

（２）身体の不器用さ  

「身体的 な ぎ こ ち な さ ・ 不器用さがある」ことが 21 施設 8 4 . 0％か

ら回答された。また入浴において「身体をきちんと洗えない」 7 施設

28 .0％こ と も 回 答 さ れ た （ ｎ =2 5 施設）（表 ７ -36）。学習や居室で過ご

し て いる な か で だ ら し なく 見 え る 姿 勢 で 座る と い っ た よ う に 、「 姿 勢

保持が難し い 」 2 施 設 8 .0％ことが挙げられている。そのほか「その

場にあった 表 情 が つ く れ な い」 1 施設 4 .0％ことも回答された。  

 

表 ７ -３５  身体の不器用さ  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

B： 身
体 の 不
器 用 さ  

33  13 .3% 

身 体 的 な ぎ こ ち な さ・不 器 用 さ
が あ る  

21  84 .0% 

身 体 を き ち ん と 洗 え な い  7  28 .0% 

姿 勢 保 持 が 難 し い  2  8 .0% 

そ の 場 に あ っ た 表 情 が つ く れ
な い  

1  4 .0% 

音 痴 で あ る  1  4 .0% 

字 が 汚 い  1  4 .0% 

 

（３）不注意 ・注意転動  

 不注意・注意転動に関する困難では、持ち物が少ないにもかかわら
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ず「片づけ ・ 整 理 整 頓 が で きない」 1 1 施設 4 4 . 0％ことが回答された

（ｎ = 25 施設）（表 ７ -３７）。また、居室のなかでウロウロするなど「落

ち着きが無 い 」10 施 設 4 0 . 0％ことや「集中力が続かない・低い」 3 施

設 1 2 . 0％、「課題に取り組めない・取り組まない」 2 施設 8 .0％が挙げ

られた。  

 

表 ７ -３６  不注意 ・注意転動  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

G： 不
注 意 ・
注 意 転
動  

30  12 .1% 

片 付 け ・ 整 理 整 頓 が で き な い  11  44 .0% 

落 ち 着 き が 無 い  10  40 .0% 

他 の 刺 激 に 反 応 し て し ま う  3  12 .0% 

集 中 力 が 続 か な い ・ 低 い  3  12 .0% 

課 題 に 取 り 組 め な い ・ 取 り 組 ま
な い  

2  8 .0% 

忘 れ 物 が 多 い  1  4 .0% 

 

（４）集団との関わりにおける困難  

 少年鑑別 所 で は 集 団 で の 活動場面は多くは ないが、集団との 関わり

における困 難 と し て は「 集 団生活・行動が難しい」6 施設 24 .0％、「所

内のルール が 守 れ な い 」6 施設 2 4 . 0％ことが回答された（ｎ = 25 施設）

（表 ７ -３８）。活動や職員等とのやりとりでは「興味があることとない

ことへの反 応 の 差 が 激 し い 」 3 施設 12 .0％、「質問と違うこと・自分

の興味のあ る 話 を し て し ま う」 1 施設 4 .0％、「相手の立場に置き換え

て考えるこ と が 苦 手 」 1 施 設 4 .0％こと等が挙げられた。  

 

表 ７ -３７  集団との関わりにおける困難  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

D： 集
団 と の
か か わ
り に お
け る 困
難  

23  9 .3% 

所 内 の ル ー ル が 守 れ な い  6  24 .0% 

集 団 生 活 ・ 行 動 が 難 し い  6  24 .0% 

興 味 が あ る こ と と な い こ と へ の
反 応 の 差 が 激 し い  

3  12 .0% 

室 内 に こ も っ て 外 に 出 な い  1  4 .0% 

相 手 の 立 場 に 置 き 換 え て 考 え る 1  4 .0% 
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こ と が 苦 手  

真 正 直 ・ 猫 か ぶ り が で き な い  1  4 .0% 

共 同 作 業 が 難 し い  1  4 .0% 

人 と の や り と り が 難 し い  1  4 .0% 

視 線 が 合 わ な い  1  4 .0% 

質 問 と 違 う こ と ・ 自 分 の 興 味 の
あ る 話 を し て し ま う  

1  4 .0% 

順 番 が 待 て な い  1  4 .0% 

 

（５）独特のこだわり  

 「自分の や り 方 に 固 執 す る・こだわりが強い」 6 施設 2 4 . 0％ことが

回答された （ ｎ =2 5 施設）（表 ７ -３９）。具体的には「時間にこだわる」

3 施設 1 2 . 0％ こ と が 挙 げ ら れた。また、所内でのルールは「生活のし

おり」等を活用しながら少年に説明されているが、そこに記載されな

い「暗黙の・当然のルール」に関して「明記されている事以外は守れ

ない」 1 施 設 4 .0％ 状 況 も 回 答された。  

 

表 ７ -３８  独特のこだわり  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ
リ ー 該
当 施 設
数  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ

=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

E：独 特
の こ だ
わ り  

12  4 .8% 

自 分 の や り 方 に 固 執 す
る ・ こ だ わ り が 強 い  

6  24 .0% 

時 間 に こ だ わ る  3  12 .0% 

明 記 さ れ て い る 事 以 外 は
守 れ な い  

1  4 .0% 

特 定 の も の へ の 執 着・欲 求
が あ る  

1  4 .0% 

勝 ち 負 け に こ だ わ る  1  4 .0% 

 

（６）感覚情報調整処理の困難  

 感覚情報 調 整 処 理 の 困 難 について「聴覚過敏」 8 施設 3 2 . 0％、「触

覚過敏」 2 施設 8 . 0％ が あ ると回答された（ｎ =2 5 施設）（表 ７ -４０）。

聴 覚 過 敏 等 に よ り 居 室 で の 生 活 に 困 難 さ を 訴 え て い る 状 況 が う か が

えた。  
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表 ７ -３９  感覚情報調整処理の困難  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ リ ー
該 当 施 設 数  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ

=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

H：感 覚
情 報 調
整 処 理
の 困 難  

10  4 .0% 

聴 覚 過 敏 が あ る  8  32 .0% 

触 覚 過 敏 が あ る  2  8 .0% 

 

（７）衝動性  

 職員が説 明 等 を し て い る ときでも「思ったこと・気になることをす

ぐに言って し ま う 」 4 施 設 1 6 . 0％、「感情のコントロールが難しい・

方法がわか ら な い 」1 施 設 4 .0％、「突然暴れる・衝動的な行動がある」

４施設 1 6 . 0％ことが回答された（ｎ = 25 施設）（表 ７ -４１）。  

 

表 ７ -４０  衝動性  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合（ ｎ
=25 施
設 ）  

K： 衝
動 性  

9  3 .6% 

思 っ た こ と・気 に な る こ と を す
ぐ に 言 っ て し ま う  

4  16 .0% 

突 然 暴 れ る・衝 動 的 な 行 動 が あ
る  

4  16 .0% 

感 情 の コ ン ト ロ ー ル が 難 し
い ・ 方 法 が わ か ら な い  

1  4 .0% 

 

（８）愛着形成の困難  

 周囲の状 況 に か か わ ら ず「報知板ですぐに職員を呼ぶ・かまっても

らいたがる 」 6 施 設 2 4 . 0％ことが回答され、少年によっては頻回に報

知 板 （少 年 鑑 別 所 で は 、少 年 が 生 活 す る 部屋 が 常 時 施 錠 さ れて お り 、

職員に用事 が あ る 場 合 に 職 員を呼ぶための設備として「報知板」が設

置されている。）を さ げ て いる状況が挙げられた（ｎ =25 施設）（表 ７ -

４２）。  
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表 ７ -４１  愛着形成の困難  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合（ ｎ
=25 施
設 ）  

C：愛 着
形 成 の
困 難  

6  2 .4% 
報 知 板 で す ぐ に 職 員 を 呼 ぶ・か
ま っ て も ら い た が る  

6  24 .0% 

 

（９）不安感、防衛的反応  

 「不安が 強 い 」3 施 設 1 2 . 0％ことや「 答えが明確でないことが苦手」

1 施設 4 .0％ で あ る こ と が 回答された（ｎ = 25 施設）（表 ７ -４３）。また

不安・ス ト レ ス 等 の 様 々 な 心理的負担から「潔癖症の傾向がある」と

1 施設 4 .0％ で 挙 げ ら れ て いる。防衛的反応としては「職員が話しか

けても反応・返答しない」 3 施設 12 .0％ことや「大人への不信感が強

く話を聞こ う と し な い 」 2 施設 8 .0％ことが挙げられた。  

 

表 ７ -４２  不安感 ・防衛的反応  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

F：不 安
感  

6  2 .4% 

不 安 が 強 い  3  12 .0% 

答 え が 明 確 で な い こ と が 苦 手  1  4 .0% 

潔 癖 症 の 傾 向 が あ る  1  4 .0% 

表 情 に 乏 し い 、 愛 想 が な い  1  4 .0% 

L：防 衛
的 反 応  

5  2 .0% 

職 員 が 話 し か け て も 反 応 ・ 返 答
し な い  

3  12 .0% 

大 人 へ の 不 信 感 が 強 く 話 を 聞 こ
う と し な い  

2  8 .0% 

 

（１０）習慣の未形成 、環境による影響  

 基 本 的 な 生 活 習 慣 を 獲 得 し て い な い こ と で 「 身 辺 処 理 が で き な い」

4 施設 1 6 . 0％ こ と が 回 答 さ れた（ｎ =25 施設）（表 ７ -４４）。学力の低さ

を要因として「日記や漢字が書けない」 4 施設 16 .0％状況も挙げられ

た。また、少年鑑別所入所までの環境による影響から「自己イメージ

が低い」 1 施 設 4 .0％、「虐待による対人関係の難しさがある」 1 施設

4 . 0％こと や 、「 生 育 環 境 に よる 誤学習 」 1 施設 4 .0％も挙げられた。  
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表 ７ -４３  習慣の未形成、環境による影響  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ
リ ー 該
当 施 設
数  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ

=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

I：習 慣
の 未 形
成  

4  1 .6% 身 辺 処 理 が で き な い  4  16 .0% 

M： 低
学 力  

4  1 .6% 日 記 や 漢 字 が 書 け な い  4  16 .0% 

O： 環
境 に よ
る 影 響  

3  1 .2% 

自 己 イ メ ー ジ が 低 い  1  4 .0% 

生 育 環 境 に よ る 誤 学 習  1  4 .0% 

虐 待 に よ る 対 人 関 係 の 難 し
さ が あ る  

1  4 .0% 

 

（１１）変化に対応できない  

 所内では 毎 日 の 流 れ が ほ ぼ定められているが、そのなかで「予定の

変更に対応 で き な い 」 2 施 設 8 .0％ことでの困難さが回答された（ｎ

=25 施設）（表 ７ -４５）。  

 

表 ７ -４４  変化に対応できない  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ
リ ー 該
当 施 設
数  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ

=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

N：変 化
に 対 応
で き な
い  

2  0 .8% 予 定 の 変 更 に 対 応 で き な い  2  8 .0% 

 

（１２）同 じ失敗を繰り返す  

 職員等が 助 言 を し て も 「 同じ失敗を繰り返す」 1 施設 4 .0％ことが

挙げられた （ ｎ =2 5 施設）。  

 

（１３）その他  

 そのほか、「衛生面に無頓着である」 2 施設 8 . 0％ことが回答された

（ｎ = 2 5 施設）（表 ７ -４６）。一方で、「審判前という状況が行動の抑制

につながっ て い る 」 2 施 設 8 .0％ことで大きな困難・トラブルには至

らない状況 も 挙 げ ら れ た 。  
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表 ７ -４５  その他  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ
リ ー 該
当 施 設
数  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ

=248）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

P：そ の
他  

7  2 .8% 

審 判 前 と い う 状 況 が 行 動 の
抑 制 に つ な が っ て い る  

2  8 .0% 

衛 生 面 に 無 頓 着 で あ る  2  8 .0% 

人 格 的 に 偏 り が 見 ら れ る  1  4 .0% 

食 事 に 時 間 が か か る  1  4 .0% 

視 力 障 害 が あ る  1  4 .0% 

 

（１４）  発達上の課題 ・困難への対応 ・支援  

 発 達上 の 課 題 ・ 困 難 等に 対 し て は 「 繰 り返 し 声 掛 け や 説 明を す る 」

2 施設 8 .0％、「優しく諭すように声かけする」2 施設 8 .0％等の対応が

行われてい た （ ｎ = 25）（表 ７ -４７）。  

 

表 ７ -  ４６  発達上の課題 ・困難への対応 ・支援  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ
リ ー 該
当 施 設
数  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ

=101）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

G：発 達
上 の 課
題 ・ 困
難 へ の
対 応 ・
支 援  

9  8 .9% 

優 し く 諭 す よ う に 声 か け す
る  

2  8 .0% 

繰 り 返 し 声 掛 け や 説 明 を す
る  

2  8 .0% 

活 動 に 対 す る 本 人 の 意 思 を
尊 重 し て い る  

1  4 .0% 

学 校 の 先 生 と 具 体 的 な 話 は
し な い  

1  4 .0% 

具 体 的 に 教 え る  1  4 .0% 

特 別 扱 い に な ら な い よ う に
気 を つ け る  

1  4 .0% 

生 活 能 力 を 向 上 さ せ る よ う
に は た ら き か け る  

1  4 .0% 

 

３．３  専門性の確保  

 発 達 障害 等 の 専 門 性 の 確保 に 向 け て は 「 研修 ・ 勉 強 会 」 3 6 コ ー ド

57 .1 %、「個人的な学び」 1 1 コード 17 .5 %、「実践・事例検討」 9 コー

ド 1 4 . 3%、「個々の職員間での学びあい」 7 コード 1 1 . 1%が挙げられた

（ n= 63 コード）。 研修や勉強 会は、 法務省主催 の集合 研修等のほ か、

外 部 の 学 会 な ど で 得 た 情 報 を 伝 達 研 修 と し て 職 員 間 で 共 有 さ れ て い
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た（図 ７ -８）（表 ７ -４８）。  

 

 

 

表 ７ -４７  専門性の確保  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ
ゴ リ
ー 該
当 施
設 数  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
=63）  

回 答 内 容  
該 当 数

（ n=25）
施 設  

割 合
（ ｎ

=25 施
設 ）  

A： 研
修 ・ 勉
強 会  

36  57 .1% 

所 内 研 修 ・ 伝 達 研 修 を 行 う  17  68 .0% 

外 部 の 研 修 や 勉 強 会・学 会 に 参
加 す る  

8  32 .0% 

法 務 省 の 集 合 研 修 で 発 達 障 害
の こ と に つ い て 学 ぶ  

7  28 .0% 

DSM-Ⅳ や K -ABC の 使 い 方・理
解 に つ い て の 勉 強 会  

2  8 .0% 

少 年 院 と の 地 区 研 究 会 等 で 発
達 障 害 が テ ー マ に な る こ と が
あ る （ そ こ に 参 加 す る ）  

2  8 .0% 

D：個 人
的 な 学
び  

11  17 .5% 

個 人 的 に 学 ぶ  7  28 .0% 

福 祉 や 心 理 関 係 の 職 種 か ら 技
官 に な っ て い る 人 が い る（ 専 門
性 を も っ て い る ）  

2  8 .0% 

大 学 等 で 少 し 学 ん で き て い る  2  8 .0% 

B： 実
践 ・ 事
例 検 討  

9  14 .3% 

事 例 に 対 す る ミ ー テ ィ ン グ 等
か ら 知 識 を 積 み 重 ね る  

7  28 .0% 

精 神 科 医（ 医 務 課 長 ）に 実 践 の
理 論 付 け を し て も ら う  

1  4 .0% 

マ ニ ュ ア ル を 作 成 す る  1  4 .0% 

C：個 々
の 職 員

7  11 .1% 
担 当 の 技 官 か ら 教 え て も ら う  4  16 .0% 

先 輩 教 官 か ら 教 わ る 、知 識 を 得 2  8 .0% 

A：研修・勉強会, 

36コード, 57.1%

D：個人的な学び, 

11コード, 17.5%

B：実践・

事例検討, 

9コード, 

14.3%

C：個々の職員間

での学びあい, 7

コード, 11.1%

図７-８ 専門性の確保 （n=63コード）

A：研修・勉強会

D：個人的な学び

B：実践・事例検討

C：個々の職員間での学び

あい
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間 で の
学 び あ
い  

る 。  

臨 床 心 理 な ど の 勉 強 を し て い
る 職 員 に 聞 く  

1  4 .0% 

 

３．４  少年鑑別所における今後の課題  

少年鑑別 所 の 今 後 の 課 題 に関する観護教官の回答では「入所中の対

応」 2 5 コード 32 .1％ が 最 も多く、次いで「サポートネットワークの

構築」 1 5 コ ー ド 19 .2％、「移行支援」 1 3 コード 1 6 . 7%、「職員体制、

専門性の 向 上 」1 0 コ ー ド 1 2 . 8%、「地域貢献」7 コード 9 . 0%、「継続支

援」5 コ ー ド 6 .4 %、「その他」3 コード 3 . 8%が挙げられた（ n= 78 コー

ド）。  

少年鑑別所では「育成的処遇」の範囲内において少年への支援が行

われているが、少年鑑別 所 に お け る「 育 成 的 処 遇 内 容 の 拡 充・発 展 ・

拡大」 7 施 設 28 .0％ が 課 題 として回答され た（ n=2 5 施設）。また関連

する内容で あ る「 少 年 が 成 長できるように入所中に助言や支援を行う」

ことは「 入 所 中 の 対 応 」 の コードとして 半数の 13 施設の 少年鑑別所

において挙 げ ら れ た（ n= 25 施設）。そ のほか「退所後の環境調整、移

行支援」6 施 設 2 4 . 0％、「一般相談を利用した継続支援」5 施設 2 0 . 0％

が回答され た （ n=2 5 施設）（図７ -９）。  

 

 

C：入所中の対応, 

25コード, 32.1%

A：サポートネット

ワークの構築, 15

コード, 19.2%D：移行支援, 13, 

16.7%コード

B：職員体

制、質の向

上, 10コー

ド, 12.8%

F：地域貢献, 

7コード, 9.0%

E：継続支援, 

5コード, 6.4%

G：その他, 3

コード, 3.8%

図７-９ 今後の課題（観護教官） （n=78コード）

C：入所中の対応

A：サポートネットワー

クの構築

D：移行支援

B：職員体制、質の向上

F：地域貢献

E：継続支援

G：その他
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（１）入所中の対応の課題  

「 少 年 が 成 長 で き る よ う 、 入 所 中 に 助 言 や 支 援 を 行 う 」 13 施 設

52 .0％が 最 も 多 く 回 答 さ れ 、関連して「育成的処遇内容の充実・発展・

拡大」 7 施 設 2 8 . 0％ こ と が 回答された（ｎ = 25 施設）（表 ７ -４９）。  

少年本人の困難・ニーズをより把握するために「スクリーニングツ

ール、行動 チ ェ ッ ク リ ス ト の活用」も 2 施設 8 .0％で挙げられた。ま

た 、 大人 に 対 す る 不 信 感が 強 い 少 年 も 少 なく な い た め 、「 保 護者 以 外

に も 頼 っ て い い 人 ・ 大 人 が い る と い う こ と を 伝 え て い く （ 2 施 設

8 . 0％）」、「大人に評価される経験をさせる（ 1 施設 4 . 0％）」ことも入

所中の対応 と し て 課 題 と さ れた。  

 

表 ７ -４８  入所中の対応の課題  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ

ゴ リ

ー 該

当 施

設 数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=78）  

回 答 内 容  

該 当

数

（ n

=25

） 施

設  

割 合

（ ｎ

=25

施 設 ） 

C： 入 所

中 の 対

応  

25  32 .1% 

少 年 が 成 長 で き る よ う 、 入 所 中 に 助

言 や 支 援 を 行 う （ 障 害 特 性 の 改 善 、

ス キ ル の 獲 得 、様 々 な 経 験 等 を 含 む ） 

13  
52 .0

% 

育 成 的 処 遇 内 容 の 充 実 ・ 発 展 ・ 拡 大  7  
28 .0

% 

ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 、 行 動 チ ェ ッ

ク リ ス ト の 活 用  
2  8 .0% 

保 護 者 以 外 に も 頼 っ て い い 人 ・ 大 人

が い る と い う こ と を 伝 え て い く  
2  8 .0% 

大 人 に 評 価 さ れ る 経 験 を さ せ る （ 入

所 中 ）  
1  4 .0% 

 

（２）サポートネットワークの構築の課題  

 家庭裁判 所 の 審 判 の 結 果 、その多くは家庭・地域に戻る。保護観察

所や保護司 だ け で な く、学 校や職場も含めて彼らの地域移行支援を充

実させるた め に 「 機 関 連 携 ・情報伝達」 1 1 施設 44 .0％ が回答された

（ｎ = 25 施設）（表 ７ -５０）。より有効な支援や非行防止を進めるために

は「学校と繋がることも必要」 1 施設 4 .0％とされたほか、「観護教官
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が外部に助 言 し て い く 」 3 施設 1 2 . 0％ことが課題とされた。  

 

表 ７ -４９  サポートネットワークの構築の課題  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ ゴ

リ ー 該

当 施 設

数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=78）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=25）

施 設  

割 合

（ ｎ

=25 施

設 ）  

A：サ ポ

ー ト ネ

ッ ト ワ

ー ク の

構 築  

15  19 .2% 

機 関 連 携 ・ 情 報 伝 達  11  44 .0% 

観 護 教 官 が 外 部 に 助 言 し て い く  3  12 .0% 

学 校 と 繋 が る こ と も 必 要 だ と 思

う  
1  4 .0% 

 

（３）移行支援 ・継続支援の課題  

 少 年 鑑 別 所 の 課 題 と し て 「 出 た 後 の 環 境 調 整 ・ 移 行 支 援 」 6 施 設

24 .0％や「出た後の目標設定」1 施設 4 . 0％が移行支援の課題とされた

（ｎ = 25 施設）（表 ７ -５１）。退所後の継続支援については「一般相談を

利用した継 続 支 援 」 5 施 設 2 0 . 0％、「障害の診断を含め、少年にとっ

て一番良い 方 法 や 方 向 性 を 考えていく」 5 施設 20 .0％ことが課題とし

て挙げられ た 。  

 

表 ７ -５０  移行支援 ・継続支援の課題  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ

ゴ リ

ー 該

当 施

設 数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=78）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=25）

施 設  

割 合

（ ｎ

=25 施

設 ）  

D：移 行

支 援  
13  16 .7% 

出 た 後 の 環 境 調 整 ・ 移 行 支 援  6  24 .0% 

診 断 の 付 与 も 含 め 、少 年 に と っ

て 一 番 良 い 方 法 や 方 向 性 を 考

え て い き た い  

5  20 .0% 

出 た 後 の 目 標 設 定 が 課 題  1  4 .0% 

就 労 支 援  1  4 .0% 

E：継 続

支 援  
5  6 .4% 一 般 相 談 を 利 用 し た 継 続 支 援  5  20 .0% 

 

（４）職員体制 ・質の向上の課題  

 発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難 を有する少年の理解や適切な対応

に向けて「 発 達 障 害 な ど の 知識・専門性の向上」 4 施設 1 6 . 0％、「全

ての少年鑑 別 所 へ の 医 師 ・ 精神科医の配置」 1 施設 4 .0％が回答され
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た（ｎ = 25 施設）（表 ７ -５２）。その他「発達障害だからと決め付けずに

丁寧に見て い く 」 3 施 設 1 2 . 0％ことも挙げられた。  

 

表 ７ -５１  職員体制 ・質の向上の課題  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ ゴ

リ ー 該

当 施 設

数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=78）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=25）

施 設  

割 合

（ ｎ

=25 施

設 ）  

B：職 員

体 制 、

質 の 向

上  

10  12 .8% 

発 達 障 害 な ど の 知 識・専 門 性 の

向 上  
4  16 .0% 

今 行 っ て い る 業 務 を き ち ん と

や り 、少 年 と 向 き 合 う・発 達 障

害 だ か ら と 決 め 付 け ず に 丁 寧

に 見 て い く  

3  12 .0% 

全 て の 少 年 鑑 別 所 へ の 医 師・精

神 科 医 の 配 置  
1  4 .0% 

職 員 の 実 践 の 理 論 化  1  4 .0% 

職 員 が 多 様 な 経 験 を 積 む（ 季 節

行 事 等 ）  
1  4 .0% 

 

（５）地域貢献の課題  

 地 域 貢 献 の 一 つ で あ る 一 般 相 談 で は 鑑 別 技 官 が 主 と し て 関 わ る こ

とが多いが、観護教官からも「一般相談を増やしていく・充実させる」

3 施設 1 2 . 0％ こ と が 課 題 と して挙げられた（表 ７ -５３）。  

 

表 ７ -５２  地域貢献の課題  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ ゴ

リ ー 該

当 施 設

数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=78）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=25）

施 設  

割 合

（ ｎ

=25 施

設 ）  

F：地 域

貢 献  
7  9 .0% 

一 般 相 談 を 増 や し て い く ・ 充

実 さ せ る  
3  12 .0% 

少 年 鑑 別 所 の 役 割 を 世 間 一 般

に 知 っ て も ら う  
2  8 .0% 

地 域 に 鑑 別 所 の 知 見 を 還 元 し

て い く ・ 地 域 密 着  
2  8 .0% 

 

（６）その他の課題  

 「保護者 と の 面 会 に 立 ち 会う」 1 施設 4 .0％や「鑑別結果通知書の

なかでコメ ン ト が か け る と 良い」 1 施設 4 .0％等が課題として回答さ

れた（ｎ =2 5 施設）（表 ７ -５４）。  
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表 ７ -５３  その他の課題  

カ テ ゴ

リ ー  

カ テ ゴ

リ ー 該

当 施 設

数  

カ テ ゴ

リ ー 割

合 （ ｎ

=78）  

回 答 内 容  

該 当 数

（ n=25）

施 設  

割 合

（ ｎ

=25

施

設 ）  

G：そ の

他  
3  3 .8% 

保 護 者 と の 面 会 に 立 ち 会 う  1  4 .0% 

少 年 の 権 利 義 務 の 保 障  1  4 .0% 

鑑 別 結 果 通 知 書 の な か で コ メ

ン ト （ 意 見 ） が か け る と 良 い  
1  4 .0% 

 

４． 考察  

４．１  全国少年院職員調査結果との比較  

 本調査か ら鑑 別 技 官 お よ び観護教官から得られた回答のうち、所内

処遇におい て 見 ら れ る 少 年 の困難の状況について、これまでに 筆者ら

が実施した 全 国 少 年 院 調 査 結果とカテゴリーごとの比較を行った（図

７ -１０）。  

少年院法務教官、少年鑑別所観護教官、少年鑑別所 鑑別 技官の三者

においてい ず れ も「 認 知・理解力」による困難がもっとも多く挙げら

れた。それぞれの困難のうち認知・理解力を背景とする困難は法務技

官による検 査 な ど か ら も 見 ることができると推測される。  

一 方 、「 身 体 的 な 不 器 用 」 では 、 鑑 別 技 官 と 観護 教 官 の 間 で 数 値に

比較的差が 見 ら れ た 。こ の ことは、身体的な不器用さが検査だけで確

認できるも の で は な く 生 活・活動のなかでみえてくるため、法務教官

および観護 教 官 の ほ う が 回 答の割合が高いことが考えられる。全国少

年院調査では、一見コミュニケーションやこだわり等の行動に困難が

見られない 少 年 の なかに、実は身体症状や身体的な不器用さを抱えて

いる少年が 少 な く な い こ と が明らかとなっている（内藤・髙橋・法務

省矯正局少 年 矯 正 課 ： 2 01 5）。  

少 年 鑑 別 所 や 少 年 院 入 院 ま で の 環 境 に お い て 自 分 の 困 っ て い る こ

とを周囲に「聴いてもらう」経験をしていない少年も含め、うまく説

明すること が 苦 手 な 少 年 は 少なくない。そのため、本人が比較的話し

やすい自分 の 身 体 面 の状況・状態（ 感覚過敏、身体症状、身体の動き
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にくさ等）から丁寧に聴いていくことで、その少年の抱える不安・緊

張・スト レ ス や 環 境 の 把 握 に繋げられると考えられる。  

少 年 鑑 別 所 を 経 て 家 庭 裁 判 所 で の 審 判 の 結 果 少 年 院 に 送 致 さ れ る

の は 約 26％ に す ぎ な い 。 その た め 鑑 別 結 果 通知 書 や そ の 後 の 機関 へ

の 情 報伝 達 に お い て は 、生 活 ・ 行 動 面 に おけ る い わ ゆ る 「 障害 特 性 」

のみならず 、身体症状・身 体的な不器用さ等にも注目した処遇や対応

方法を検討 す る こ と が 不 可 欠である。最近では審判の結果、保護観察

処 分 と な っ た 少 年 に 対 し て も 処 遇 指 針 票 作 成 の 試 み が な さ れ て い る

少 年 鑑 別所 も あ る （ 服 部 ： 2 015）。 処 遇 指 針 が次 の 機 関 で の 処 遇・ 支

援に大きく 関 わ る た め 、作成において少年の身体 感覚・身体運動 等の

視点を取り 入 れ る こ と が 重 要であ る。  

 

 

 

４．２  少年の抱える困難と少年鑑別所における支援  

障害特性と非行・犯罪の関係性について 、これまで各種の 先行研究

20.2%

9.6%

8.5%

6.9%

6.9%

6.3%

4.2%

1.4%

1.1%

22.6%

12.1%

13.3%

4.8%

4.0%

9.3%

2.4%

1.6%

2.4%

17.9%

3.8%

2.4%

1.9%

3.8%

5.7%

2.4%

0.5%

0.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

認知・理解力

不注意・注意転動

身体的な不器用

独特のこだわり

感覚情報調整障害（感覚過敏・鈍麻）

集団との関わり

不安感・不全感

基本的習慣の未形成

愛着形成の困難

図７-１０ 所内における困難（職員間比較）

少年院・教官

（ｎ=623施設）

少年鑑別所・教

官（ｎ=248施

設）

少年鑑別所・技

官（ｎ=212）
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が取り組ん で い る 。例 え ば 、パトリシアハウリン（ 2 00 0）は「自分の

行動が他人 に 及 ぼ す 影 響 を 認識できない」「強迫的に追い 求める」（強

いこだわり、どんなことが起こるのか知りたい、傷害を負わせようと

する意図がな い 等）  「 人 の 表情や周りの状況について理解できない」

「他の人に 利 用 さ れ る」「 規 則を頑なに守ろうとする」（ 相手にもそれ

を強要する） と 指 摘 す る 。  

藤川（ 2 00 9） は 広 汎 性 発 達障害（ PD D）が診断された 3 2 の事例か

ら５つの非 行類 型 に 分類している。その５つ の類型とは、①不適切な

手本をその ま ま 模 倣 し よ う として法に触れてしまった「対人接近型」、

② 本 や テ レ ビ で 見 た こ と を 理 科 実 験 の よ う に 試 そ う と し て 法 に 触 れ

た 「 実験 型 」、 ③ 常 同 性 が崩 さ れ て し ま う こと か ら 起 き る 「 パニ ッ ク

型 」、 ④ 異様 な 執 念 深 さか ら 起 こ る「 清 算型 」、 ⑤ P D D の 特性 が そ の

まま非行を 特 徴 づ け る 「 本 来型」である。  

十一（ 20 12）は「不 適切な対人接近型」「理科実験型」「性的関心型」

「 そ の他 （ マ ニ ア 型 、 フェ テ ィ シ ズ ム 型 ）」 を 挙 げて お り 、 非行 内 容

を躊躇な く 話 す 点 や 性 的 関 心が限局していること、非行対象の選択性

が 乏 しい 点 な ど も 発 達 障害 の あ る 非 行 少 年の 特 徴 と し て 挙 げて い る 。

非 行 内 容 の 悪 質 さ と 対 照 的 に 精 神 的 発 達 は 未 熟 な 印 象 が 見 ら れ る こ

と や 自 己 準 拠 性 検 査 で は 自 己 意 識 の 低 下 を 表 す 結 果 が 得 ら れ た こ と

も報告して い る 。  

非行のリ ス ク 要 因 と し て 渡部（ 200 6）や小栗（ 20 10）は、セルフコ

ントロール の 弱 さ や 衝 動 性 と多動性、低学力、読み書き能力の弱さに

加え、しつけ不足や学校不適応等を挙げており、長尾（ 20 12）は知能

の低さ、社 会 的 孤 立 傾 向 や 依存性を挙げている。  

非行少年 に 限 らず、と く に思春期以降は複雑な対人関係の中で様々

な混乱状態 に な り や す い こ とが予想される。思春期に重大な非行に及

ぶ 子 ど も た ち の多 く が 発 達 障 害 傾向 ×被 虐 待 （ 被 害 体験 ） と い う 特 徴

を持つとい う 望 月（ 20 13）の指摘 の ように、ストレス耐性の問題、情

報 処 理 能 力 の 不 具 合 に よ る い や な こ と を 忘 却 で き な い こ と と の 関 連

で、情報処 理 能 力 を 超 え る と特異な行動に走りやすくなる。  
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そ こ に マ ス コ ミ で 報 道 さ れ た 事 件 や ゲ ー ム な ど が 手 本 と し て 存 在

する、あるいは興味をそそる対象があらわれることで行動化し、触法

行為に該当 す る 可 能 性 が あ る（古荘ほか： 2 01 4）。「 内 在 化 型」（ 近 藤 ：

200 9）が、不 満 や 敵 意 等 の マイナス感情が生じても適切に表出できな

いまま蓄積 さ れ や す く 、一気に爆発的な攻撃行動として発現している

可能性もあ る 。  

原田（ 2 01 2）は青年期に初めて反社会的行動を呈する場合、仲間の

影響が大き い こ と を 述 べ 、思春期・青年期での反社会的行動や行為障

害に対する 支 援 を い か に 受 けられるかという点を指摘している。また、

再犯のリス ク 因 子 と し て は「衝動性や攻撃性、問題解決能力、生活能

力 や 雇 用 」 が 関 係 し て い る こ と が 明 ら か と な っ て き て い る （ 渡 部 ：

200 6）。 筆 者 ら が 実 施 し た 全 国 の 自 立 援 助 ホ ー ム に お け る 自 立 に 困 難

を抱える発 達 障 害 青 年 の 実 態と支援 に関する調査では「衝動性や不全

感 が 非 行 に 繋 が る 」「 知 的 能 力 と の 関 係 で 解 決 す る 力 が な く 非 行 に 走

りがち」等 の 意 見 が 挙 げ ら れた（内藤・田部・髙橋： 2 013 b）。  

本調査に お い て は、衝 動 性やこだわり等の障害特性が非行に繋がる

と い う 回 答 も な さ れ た が 、「 純 粋 な 発 達 障 害 と い う 少 年 は 見 た こ と が

な い 」 等 の 発 言 も 含 め 、「 発 達 障 害 と 非 行 は 遠 い 位 置 に あ る 」 こ と が

複数の施設 か ら 回 答 さ れ た 。  

次に少 年 鑑 別 所 に お け る 育成的処遇に関 しては、主に学習支援が中

心として行わ れ て い る こ と が明らかとなっている。多田・東山・藤野

（ 2 00 9）は少年鑑別所における処遇・支援に対して、少年一人ひとり

のニーズの 違 い を 汲 み と ることが、その後の処遇に繋ぐ上で「処遇の

糸口となる 情 報 を 得 る 」こ とでもあると述べている。発達段階にある

少年たちに と っ て 、少 年 鑑 別所入所期間（平均４週間）はその発達に

少なからず 影 響 を 与 え る も のである。  

新たに制 定 さ れ た 少 年 鑑 別所法第 2 8 条「生活態度に関する助言及

び指導」、第 2 9 条「学習等の機会の提供 等」において少年鑑別所の長

の 義 務 と し て 健 全 な 育 成 の た め の 支 援 を 行 う こ と が 明 文 化 さ れ て お

り（法務省 矯 正 局 ： 2 01 4）、今後の重要な課題といえる。  
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とくに発 達 上 の 課題・困 難を有する少年の実態から 、認知・理解力

の低さや誤 学 習 に よ り 非 行 に至っている場合も見られた。また、から

かい・いじめ・叱責等を受けてきた少年の中には「自分の弱みを見せ

ないように 警 戒 心 を 顕 に し て」おり、常に不安・不信・過緊張状態で

生活をして い る 。  

佐々木（ 20 11）が指摘するように、非行・再非行の予防においては

「目の前の こ と を ど う す る か」だけではなく、子どもが大人になって

いく過程を 長 い ス パ ン で み ること、成長・発達 できるような環境を保

障 す る こ と で 結 果 と し て 非 行 を 抑 制 す る 力 を 育 成 す る と い う 教 育 的

視点が大 切 で あ り 、自立に向けて「人に助けを求められること」や基

本的生活習慣、発達支援を保障する具体的な取り組みを少年鑑別所に

おいても十 分 に 検 討 し て い くことが課題といえる。  

 

４．３  非行 ・再非行防止と地域貢献  

201 4 年 に 成 立 し た 少 年 鑑 別 所 法 に お い て 地 域 援 助 が 本 来 業 務 の 一

つとなったが 、今 後 、と く に少年鑑別所における 心理相談援助 の充実

が求められ て い る 。 す で に 20 10（平成 22）年施行の「子ども・若者

育成支援推 進 法 」に よ り 、少年鑑別 所においてもひきこもり・非行等

の問題に関 わ っ て い る NPO 等の関係機関との連携、児童相談所 ・児

童自立支援 施 設 等 と と も に少年の処遇検討会に参加し、処遇方針の作

成 や 再 鑑 別 な ど に よ る 処 遇 効 果 の 検 証 に 積 極 的 な 関 与 が さ れ 始 め て

いる（松田 ： 2 01 4）。  

少年鑑別 所 入 所 少 年 へ の 「 LD／ A DH D アンケート」を実施した結

果、７割の少年が自分自身で何らかの軽度 の発達障害の兆候をしめし

ていたと受 け 止 め て い る こ と、保護者へのアンケートからは５割強の

保護者が自 分 の 子 ど もが LD や ADHD 等の兆候を有していたと捉えて

い る （ 浜名 ほ か ： 2 005）。 こ の よ う な 現 状 を 学校 教 育 や 地 域 に おい て

見逃さずに、発達障害等 の発達上 の 課 題・困 難 を 有 す る 少 年 が 非 行 ・

犯罪に至ら な い た め に は 、 早期の障害発見や介入が必要といえる。  

さて学 校 教 育 の 状況として、例えば 生徒指導の特別指導や中退者の
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多い高校 においては、教師の多くが生徒の「問題行動」の背景となる

多 様 な 発 達 困 難 や 家 庭 状 況 の 困 難 等 を 把 握 で き て い な い こ と や （ 竹

本 ・ 田 部 ・ 髙 橋 ： 2 01 1）、 知 的 障 害 特 別 支 援 学 校 高 等 部 に お い て は 、

いじめ・暴 言・暴 力・集 団 に参加できない・不登校・非行などの不適

応問題が顕 在 化 し、生 徒 の なかには優 しい言葉をかけられると引きず

られて喫煙・徘徊・万引き等の行動に陥ってしまうことが報告されて

いる（池田・ 髙 橋 ： 2 01 4）。  

彼らには安心・安全な環境のもとでの教育支援・発達支援を行うこ

と が 不 可 欠 で あ り 、 そ の た め に は 学 校 と 少 年 鑑 別 所 等 が 連 携 を 図 り 、

適切に介入 し て い く こ と が 求められている 。  

その際に 、20 14（ 平 成 2 6）年に東京少年鑑別所および大阪少年鑑別

所、 2 01 5（ 平 成 2 7 年 ） 年 からは名古屋少年鑑別所および福岡少年鑑

別 所 に も 配 置 さ れ た 地 域 非 行 防 止 調 整 官 の 果 た す 役 割 は 大 き い と い

える。地域非行防止調整官の主な業務は、地域社会における非行およ

び犯罪防止 に 向 け た 活 動 、少年院在院者等の円滑な社会復帰に向けた

活動である （ 山 口 ： 2 01 5）。  

例えば、近 隣 の 小 学 校 と の連携では、学校側の「今現在問題を抱え

ている児童 へ の 有 効 な 働 き 掛けの方針を迅速に得たい」というニーズ

に対して、職員が学校に出張して対象児童へ個別式知能検査を実施し

ている。限られた時間と情報の中で、必要なアセスメントを実施して

指針を提示 す る と い う 鑑 別技官の「強み」を発揮し、また出張に より

学校での対 象 児 童 の 実 際 の 様子を観察したり、検査実施前後で教員と

綿密なカン フ ァ レ ン ス を 行 うことが可能となった（山口： 2 01 5）。  

今後の少 年 鑑 別 所 に お け る地域 援助 では、法務少年支援センター内

での検査等 の 対 応 だ け で な く、学校や施設等に少年鑑別所職員が出向

いていくこ と も 求 め ら れ る。少年鑑別所による障害者入所施設への継

続的な処遇 支 援 の 試 み が 報 告されており、そこでは施設職員に対して

事例の分析 や 指 導 方 法 の 提 案が行われ ている（高尾・松田・相野：20 13）。

その際には、鑑別技官による心理検査・発達検査等だけでなく、観護

教 官 の 参 加 に よ る 対 象 少 年 へ の 丁 寧 な 行 動 観 察 も 活 か し た 支 援 の 構
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築が望ましい。そのために地域非行防止調整官の配置を拡大していく

ことが課題 であ る 。  

少年鑑別 所 や 少 年 院 を 出 た後の継続支援の方法として、地域援助 を

活用する等の今 後 の 業 務 の 検討が必要である。少年鑑別所から少年院

に送致され る の は 約 ３ 割 弱 でしかない状況をふまえ、少年鑑別所の役

割と丁寧な 継 続 支 援 が 求 め られている。  

 

５．おわりに  

本章では 、全国 の 少 年 鑑 別所への訪問面接法調査を通して、発達障

害等の発 達 上の課題・困 難を有する 少年の困難・ニーズや支援の実態

を明らかにし て き た 。  

少年鑑別所では「育成的処遇」の範囲内において、基本的生活習慣

等 の 教 育 指 導 や 季 節 に 応 じ た 行 事 等 を 通 し た 発 達 支 援 が 行 わ れ て い

る 。「 少 年 鑑 別所 入 所 ま でに 診 断 や 社 会 の 中で サ ポ ー ト を 受 けて い な

い 、 も しく は 気 づ か れ て いな い 」 少 年 に と って 、 2 4 時 間 体 制 の観 護

の な か で 少 年 本 人 の 特 性 や 困 難 さ に 応 じ て 具 体 的 な 方 法 を 示 さ れ 活

動していく こ と で、自 身 の 困難さ・生きづらさや課題に気付く大切な

機会となる 可 能 性 は 高 い 。  

発達過程 に あ る 少 年 に と って、少年鑑別所の入所期間（平均 4 週間）

は、その発達に大きな影響を与えるものである。新 たに制定された少

年鑑別所法第 28 条 「 生 活 態度に関する助言及び指導」、第 29 条「学

習等の機会 の 提 供 等 」に お いて少年鑑別所の長の義務として健全な育

成のための 支 援 を 行 う こ と が明文化されている。  

佐々木（ 20 11）が指摘するように、非行・再非行の予防においては

子どもが大 人 に な っ て い く 過程を長いスパンでみること、成長・発達

で き る よ う な 環 境 を 保 障 す る こ と で 結 果 と し て 非 行 を 抑 制 す る 力 を

育成すると い う 教 育 的 視 点 が不可欠であり、少年の発達支援の視点か

ら「育成的 処 遇 」 の 再 検 討 が求められている。  

また、少年鑑別所法の成立に伴い本 業務化された「地域の非行及び

犯罪の防止 に 係 る 取 り 組 み 」では、一般相談業務として非行傾向の少
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年 に 限 ら ず 発 達 上 の 困 難 を 抱 え る 少 年 へ の ア セ ス メ ン ト 実 施 や 対 応

方法に関す る 助 言 等 が 行 わ れ始めている。今後は「法務少年支援セン

ター」としての一般相談業務や地域貢献業務の充実拡大を図り、地域

における社 会 的 不 適 応・非 行の予 防 的 対 応 の み な ら ず 、少 年 鑑 別 所 ・

少年院を出所・出院した非行少年への「一般相談業務」の枠を活用し

た継続的な 支 援 や サ ポ ー ト ネットワークの構築が課題である。  
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第８章   

全国の少年院における発達障害等の発

達上の課題・困難を有する非行少年の 

実態と発達支援の課題  
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１．はじめに  

 本章では 、全国 の 少 年 院への訪問面接法調査を通して、発達障害 等

の発達上の課題・困 難を 有 する少年 の困難・ニーズや支援の実態を明

らかにし て い く こ と を 目 的 とする 。  

調査の対 象 は 全 国 の 少 年 院職員とし、調査内容は「生活面における

困難と支援内容」「対人関係の困難と支援内容」「学習指導、職業補導、

特 別 活 動 、 日 記 指 導 等 を 行 う 上 で の 困 難 と 支 援 内 容 」「 問 題 群 別 指 導

（非行態様 別 指 導 等 を 含 む）や被害者の視点を取り入れた教育等を行

う上で対応 に 苦 慮 し た 内 容 と指導の工夫」「関係機関との連携」「出院

に向けた指 導 内 容」「 出 院 後に見られる困難とアフターケア」「自立や

社会復帰に 向 け た 処 遇 ・支 援の課題」 とした。  

調査の方 法 は 、 全 国 52 施設（調査開始時の施設数 ） の少年院に郵

送・電話による調査依頼を行い、一般短期処遇施設 2 施設、長期処遇

施設 1 施設を除く 4 8 施 設 から回答を得た（１庁廃庁）。調査協力を得

られた 48 施 設 の 少 年 院 を 直接訪問し、職員 60 名への半構造化面接法

による聞き 取 り 調 査 を 実 施 した（回答いただく職員については「勤務

経 験 が 比 較 的 長 い 職 員 」 と い う 条 件 の も と 各 少 年 院 で 選 出 い た だ い

た）。調査期間は 2 0 13 年 1 月～ 7 月である。  

なお、事 前 に 法 務 省 矯 正 局 少年矯正課 と本研究統括の髙橋智東京学

芸大学教授 と の 間 で 調 査 内 容の協議を行い、調査協定書・調査ガイド

ラインを作成・締結 を 行 っ ている。調査協定書・調査ガイドラインに

お い て は 、「 少 年 院 入 院 者 及 び 少 年 院 職 員 の 人 権 及 び 名 誉 の 保 全 に 最

大 限 配 慮 す る 」「 入 院 者 、 職 員 及 び 施 設 設 備 の 撮 影 、 録 音 及 び 録 画 を

行 わ な い 」「 調 査 に お い て 取 得 し た 情 報 ， デ ー タ の 管 理 ・ 保 管 ・ 廃 棄

について，ガイドラインに基づき厳重に行うものとし、法務省矯正局

少 年 矯 正 課 は 必 要 に 応 じ て こ れ を 確 認 す る 」「 職 員 は ， 少 年 院 の 保 有

す る 入 所 者 及 び 職 員 の 個 人 情 報 に つ い て 調 査 者 に こ れ を 提 供 し な い 」

「研究メン バ ー は 、調 査・研究を通じて知り得た情報について、当該

研究と関係 な く 公 表 し よ う とする場合は、必ず、事前に法務省矯正局

少年矯正課の了 解 を 得 な け ればならない」等が明記され、人権の保護
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への配慮が 十 分 に 行 わ れ て いる。  

半構造化 面 接 法 に よ り 得 られた調査結果のメモを文字化し、文字化

したものを 研 究 メ ン バ ー 複 数名で検討を行い 、コード化した。その上

で 困 難 の 背 景 に あ る 特 性 や 支 援 方 法 の 視 点 で カ テ ゴ リ ー 化 を 行 っ た 。

少年院 1 施設において複数名で回答いただいた場合でも 1 施設として

カウントし、最大 4 8 施 設 からの回答として計算した。  

全コード 数 （ の べ 施 設 数 ）を母数（ n 施設）として各質問項目にお

けるカテゴ リ ー の 割 合 を 算 出した。また各回答を「医療少年院・特殊

教 育 課 程 」 と 「 そ れ 以 外 の 少 年 院 」 に そ れ ぞ れ カ ウ ン ト し て い る が 、

処 遇 課 程 が 複 数 あ る 少 年 院 に つ い て は 特 殊 教 育 課 程 お よ び 特 別 な 措

置が必要な 少 年 に 関 し て の み回答を頂いた場合に「医療少年院・特殊

教育課程」 に 含 み 集 計 し た 。  

なお 20 14 年 6 月 の 少 年 院法改正に伴い、少年院の処遇課程が改訂

されているが、本調査は、新少年院法が施行される前に実施されたも

のであるこ と か ら 、特 に 断 りのない部分は、旧法下の用語・運用に基

づく記載と な っ て い る 。  

 

２．調査結果  

回答を 得 た 48 施 設の 、入 院者全体数は調査日時点で計 2 , 9 46 名であ

り、ここ数年 の間に 発 達 障 害の診断・判定 のある少年が入院している

と 3 0 施設で回答された。発達障害の診断 ・判定あるいは疑いのある

少年もいな い と 明 確 に 答 え たのは 1 施設で、残りの施設では、発達障

害等の診断 は な く と も 、い わゆるグレーゾーンの少年や、何らかの配

慮を要する 少 年 が い る と 回 答している。  

なお、本調査で は 回 答 内 容の対象を発達障害の診断・判定 のある少

年に限定し て い な い こ と で、グレーゾーンにあたる少年が大半という

ことからも、診断数については明確に回答をいただけていない施設が

ほとんどである。また対象となる少年が 1 名の施設や複数名に関して

回答いただ い て い る 施 設 な ど施設間の差は大きい。  

また職 員 個 人 の 経 験 等に よるところもあり、各回答が 当該の少年院



179 
 

全体での取 り 組 み と は な っ ていないことに留意する必要がある。  

 

２．１  生活 ・対人 ・作業面における発達困難  

生活・対人・作業面での 発達困難は、「認知・理解力の困難」 126 コ

ー ド 2 0 . 2％ に 分 類 さ れ る も のが最も多く、「不注意・注意 転動」 60 コ

ー ド 9 .6％、「不器用さ・身体の動きにくさ」5 3 コ ー ド 8 . 5％、「衝動性」

51 コ ー ド 8 . 2％、「防衛的反応」 45 コ ー ド 7 .2％、「独特のこだわり・思

考」 4 3 コ ー ド 6 .9％、「感覚 情報処理障害（感覚過敏・鈍麻）」 43 コ ー

ド 6 . 9％、「集団的関わりの困難」 39 コ ー ド 6 .3％、「変化への対応の困

難」 28 コ ー ド 4 .5％、「不安感・不全感」 26 コ ー ド 4 .2％、「物理的な距

離をとれない」 20 コ ー ド 3 .2％、「学力の困難」 18 コ ー ド 2 .9％、「失敗

を繰り返す・ 進 歩 し な い 」 17 コ ー ド 2 . 7％、「 基本的習慣の未形成 」 9

コ ー ド 1 .4％、「自己肯定感の低さ」 8 コ ー ド 1 .3％、「 頼ることができ

ない」8 コ ー ド 1 .3％、「愛着 形成の困難 」7 コ ー ド 1 . 1％、「暴言・暴力」

7 コ ー ド 1 .1％、「状 況 把 握の困難」7 コ ー ド 1 .1％、「見通しがないと動

けない」 3 コ ー ド 0 . 5％、「 その他」 5 コ ー ド 1 .3％に関係する困難が挙

げられた（ n=6 23 コ ー ド 、 複数回答）（図 ８ -１）。  

以下に、各カテゴリーの具体的な回答内容や特徴を挙げていく。な

お各カテゴ リ ー の 上 位 の も のを「医療少年院・特殊教育課程」と「そ

れ以外の少 年 院 」 に 分 類 し て表示した。  
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（１）認知 ・理解力の発達困難  

「 言 葉 で 説 明 を す る こ と が 苦 手 で あ る 」 と い う 回 答 が 最 も 多 く 2 8

施設 58 .3％で挙げられ、「それ以外の少年院」でも 4 0 施設のうち 24

施設で回答 さ れ た（図 ８ -２）。このことは次いで挙げられた「言語理解

が低い、語彙力が乏しい、指導や指示を理解できない」16 施設 3 3 . 3％

ことが関係 し て い る と 考 え られ、医療少年院・特殊教育課程以外の少

年院におい て も 共 通 し て 比 較的多くの施設で回答された。  

少年院で は 決 め ら れ た 日 課を過ごしているが「具体的な指示説明で

A：認知・理解力

、126コード

、20.2%

C：不注意・注意転動

、60コード、9.6%

E：不器用

、53コード、8.5%

D：衝動性・その場の欲求

、51コード、8.2%

F：防衛的

反応

、45コード

、7.2%

G：独特のこだわり・思考

、43コード

、6.9%

B：感覚統合処理

、43コード

、6.9%

V：集団との関わ

り・やりとり

、39コード、6.3%

P：変

化への

対応・

応用

、28

コー

ド、

4.5%

H：不安感・

不全感

、26コード、

4.2%

O：物理的距離感

、20コード

、3.2%

S：学力

、18コード

、2.9%

M：学習経験不

足、方法の未習得

、17コード、2.7%

Q：生活習慣の獲得

、9コード

、1.4%

L：自己肯定感

の低さ

、8コード、

1.3%

N：相手を頼る方

法の未習得

、8コード

、1.3%

K：愛着形成の影

響

、7コード、1.1%

U：暴

言・暴

力

1.1%

W：状況把握

1.1%

I：見通しがないと動けない

、3コード

、0.5%

J：身体症状

、2コード

、0.3%

T：パニック

、2コード

、0.3%

R：バランスの悪さ

、1コード、0.2%

図８-1 生活・対人・作業面の困難の割合（n=623コード、複数回答）

A：認知・理解力

C：不注意・注意転動

E：不器用

D：衝動性

F：防衛的反応

G：独特のこだわり・思考

B：感覚情報処理障害（感覚過敏・

鈍麻）
V：集団との関わり

P：変化への対応

H：不安感・不全感

O：物理的距離感

S：学力

M：失敗を繰り返す・進歩しない

Q：基本的習慣の未形成

L：自己肯定感の低さ

N：頼ることが出来ない

K：愛着形成の困難

U：暴言・暴力

W：状況把握

J：その他

I：見通しがないと動けない
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ないと動けない」1 1 施 設 2 2 . 9％、例えば「机を動かして掃く」といっ

た指示に対して「同時に 2 つの指示が入るとわからない」6 施設 1 2 . 5％

ことが回答 さ れ た。こ れ ら は単に言語理解力や知的能力の低さという

よ り は 、 こ れ ま で に 「 丁 寧 に 聴 い て も ら う 」「 言 葉 で し っ か り と 伝 え

る」経験の 少 な さ が 影 響 し ていることが推察された。  

具体的な 指 示 が な い と 動 けないことは、医療少年院や特殊教育課程

以外の少年 院 で も そ の ４ 分 の１の施設で回答がされている。また「思

い込みから 勝 手 な 判 断 で 動 いてしまう」ことも 8 施設 1 6 . 7％で問題と

回答された。その他、回答数としては多くなかったが、整列をした際

に「前の人 と 体 半 分 ぐ ら い ずれている」 1 施設 2 . 1％、「その場にあっ

た表情が作 れ な い」こ と で 周りからさらに指 摘を受けてしまう少年の

姿が１施設 2 .1 %で 回 答 さ れ た（表８ -１）（ n =48 施設）。  

 

 

 

表 ８ -１  認知 ・理解力の発達困難  

1

2

1

2

24

13

10

6

7

5

28施設、58.3％

16施設、33.3％

11施設、22.9％

8施設、16.7％

0 10 20 30

具体的に指示説明しないと動けない

周りの状況を把握できない

思い込みが激しく、勝手に判断してやってしまう

相手の立場や気持ちを想像できない

図８-２ 認知・理解力の困難（n=48施設）

3 それ以外の少年院（n=40施設）

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ ＝
6 2 3 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数
（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8
施 設 ） 

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0
施 設 ）  

A

：
認

知

・

理

解

力

の

困

難 

1 2 6 施
設
2 0 . 2％  
 

言 葉 で 説 明 す る こ と は 苦
手 、気 持 ち を 言 葉 で 説 明 で
き な い  

2 8  5 8 . 3 %  4  2 4  

指 導 や 指 示 を 理 解 で き な
い 、言 語 理 解 が 低 い 、語 彙

1 6  3 3 . 3 %  3  1 3  
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力 が 乏 し い  

具 体 的 に 指 示 説 明 し な い
と 動 け な い  

1 1  2 2 . 9 %  1  1 0  

周 り の 状 況 を 把 握 で き な
い  

8  1 6 . 7 %  2  6  

思 い 込 み が 激 し く 、勝 手 に
判 断 し て や っ て し ま う  

8  1 6 . 7 %  1  7  

相 手 の 立 場 や 気 持 ち を 想
像 で き な い  

7  1 4 . 6 %  2  5  

同 時 に ２ つ の 指 示 が 入 る
と わ か ら な い 、複 数 の 情 報
処 理 が 苦 手  

6  1 2 . 5 %  3  3  

推 測 や 推 論 が 苦 手 、字 義 通
り に 受 け 取 る  

5  1 0 . 4 %  1  4  

時 系 列 に そ っ て 整 理 で き
な い 、「 前 に 言 っ た で し ょ 」
が 通 じ な い  

5  1 0 . 4 %  1  4  

シ ン グ ル フ ォ ー カ ス に な
り （ 周 り の 状 況 が 見 れ ず
に ） 周 囲 に 迷 惑 が か か る  

4  8 . 3 %  0  2  

会 話 は 成 り 立 つ が 実 際 の
言 語 理 解 に 不 十 分 さ が あ
る  

3  6 . 3 %  0  3  

客 観 性 や 共 感 性 が 乏 し い  3  6 . 3 %  0  3  

冗 談 が 通 じ な い 、ニ ュ ア ン
ス が わ か ら な い  

2  4 . 2 %  1  1  

自 己 中 心 的  2  4 . 2 %  0  2  

聴 覚 的 な 情 報 だ け だ と 理
解 で き な い  

2  4 . 2 %  0  2  

指 示 を 何 度 も 聞 き な お す  1  2 . 1 %  0  1  

理 想 と 現 実 が か け 離 れ て
い る  

1  2 . 1 %  0  1  

指 示 代 名 詞 が 理 解 で き な
い  

1  2 . 1 %  0  1  

ワ ー キ ン グ メ モ リ が 弱 い  1  2 . 1 %  1  0  

人 を 待 た せ て い る と い う
感 じ や 状 況 が わ か ら な い  

1  2 . 1 %  0  1  

言 葉 の 意 味 が 入 っ て い な
い（ 音 と し て し か 入 っ て い
な い ）  

1  2 . 1 %  1  0  

「 聞 い て ほ し い 」と い う 欲
求 が 強 く ひ た す ら 話 す が 、
相 手 の 話 は 全 然 聞 か な い  

1  2 . 1 %  0  1  

そ の 場 に あ っ た 表 情 が で
き な い 、 作 れ な い  

1  2 . 1 %  0  1  

感 情 が わ か ら な い  1  2 . 1 %  0  1  

見 て 把 握 す る 力 が 弱 い  1  2 . 1 %  0  1  

暗 黙 の 範 囲 が わ か ら な い  1  2 . 1 %  0  1  

自 分 の 困 難 さ の 認 識 が 難
し い  

1  2 . 1 %  0  1  

空 間 認 知 や 把 握 が 苦 手  1  2 . 1 %  0  1  

編 み 図 が 読 め な か っ た り
反 対 側 に 編 ん で い た り 、今
ど の 部 分 を 編 ん で い る の
か が わ か ら な く な る  

1  2 . 1 %  0  1  

配 膳 で 量 を 均 等 に 盛 れ な
い  

1  2 . 1 %  1  0  

集 中 し す ぎ て 距 離 感 が う
ま く 取 れ な い  

1  2 . 1 %  1  0  
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（２）不注意 ・注意転動  

不注意・ 注 意 転 動 に 関 す る回答では「落ち着きが無い」が 22 施設

45 .8％で挙げられた（図 ８ -３）。次いで回答された「集中力が続かない」

16 施設 33 .3％ こ と も 合 わ せ て 、活動や 作業にうまく参加できていない

ことが回答 さ れ た（表 ８ -２）。そのほか「忘れ物が多い」 8 施設 16 .7％

（うち 7 施 設 は 医 療 少 年 院・特殊教育課程以外の少年院）、「整理整頓

ができない 」 4 施 設 8 .3％ な どが回答された。  

 

 

 

表 ８ -２  不注意 ・注意転動  

1

1

2

19

14

7

3

2

22施設、45.8％

16施設、33.3％

8施設、16.7％

0 5 10 15 20 25 30

忘れ物が多い、役割を忘れる

整理整頓ができない

椅子に座っているのが難しい

図８-３ 不注意・注意転動（n=48施設）

2 それ以外の少年院（n=40施設）

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ ＝
6 2 3 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以 外 の
少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

0  
6 0 施 設

9 . 6 %  

落 ち 着 き が 無 い  2 2  4 5 . 8 %  3  1 9  

集 中 力 が 続 か な い  1 6  3 3 . 3 %  2  1 4  

忘 れ 物 が 多 い 、役 割 を
忘 れ る  

8  1 6 . 7 %  1  7  

整 理 整 頓 が で き な い  4  8 . 3 %  1  3  

椅 子 に 座 っ て い る の
が 難 し い  

4  8 . 3 %  2  2  

作 業 に 継 続 し て 取 り
組 め な い  

2  4 . 2 %  0  2  

指 示 を す ぐ に 忘 れ て
し ま う  

1  2 . 1 %  0  1  

話 を し て い る の に 聞
い て い な い 、違 う こ と
を 考 え て い る  

1  2 . 1 %  0  1  

用 意 し て い る 手 順 表
を 見 る と い う こ と を
忘 れ る  

1  2 . 1 %  0  1  

転 倒 し や す い 、怪 我 が 1  2 . 1 %  1   
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（３）不器用さ・身体の動きにくさ  

今回の調 査 で は 、対 人 関 係面では問題がなく 、一見「発達障害等の

調査該当者 で は な い 」と 捉えられがち な少年のなかに、身体の不器用

さを抱えて い る 少 年 が 少 な くないことが分か っ た （図 ８ -４）（表 ８ -３）。 

具体的には「手と足をうまく動かせない、音楽やリズムに合わせて

行進等がで き な い 」17 施設 35 .4％で挙げられ、そのうち 1 4 施設は「そ

れ以外の少 年 院 」か ら の 回 答である。「力加減ができない」5 施設 1 0 . 4％

ことで、たとえば剣道 の 際 に相手を竹刀で思い切り叩いて トラブルと

なることや「洋服がうまく着替えられない」2 施設 4 . 2％ などの身辺自

立の困難に関 係 す る よ う な 不器用さ・身体の動きにくさも回答されて

いる。  

 

 

 

表 ８ -３  不器用さ・身体の動きにくさ  

1

2

14

6

4

2

17施設、35.4％

8施設、16.7％

0 5 10 15 20

力加減ができない

手先・足先の不器用

図８-4 不器用さ・身体の動きにくさ（n=48施設）

2 それ以外の少年院（n=40施設）

多 い  

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ リ 割
合（ ｎ ＝ 6 2 3
コ ー ド ）  

回 答 内 容  該 当 数
（ 施
設 ）  

割 合（ ｎ
= 4 8 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施

設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0
施 設 ）  

E
：
不
器
用
さ
・
身
体
の

5 3 施 設 8 . 5 %  

手 と 足 を う ま く 動 か せ
な い 、音 楽 や リ ズ ム に 合
わ せ て 行 進 等 が で き な
い  

1 7  3 5 . 4 %  3  1 4  

一 つ 一 つ に 時 間 が か か
る  

8  1 6 . 7 %  2  6  

力 加 減 が で き な い  5  1 0 . 4 %  1  4  

手 先 ・ 足 先 の 不 器 用  4  8 . 3 %  2  2  

ま っ す ぐ 書 け な い  3  6 . 3 %  0  3  

音 程 、 音 感 が 取 れ な い  3  6 . 3 %  0  3  
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（４）衝動性  

集団処遇 で は 特 に「 場 の 空気が読めずに行動、思ったことをすぐに

発言・質問をする、職員に話しかける」18 施設 37 .5％ことが困難とし

て 回答 さ れ （図 ８ -５）、「 そ れ 以 外 の 少 年 院」 で も 多 く 回 答 され た 。 そ

のほか、「 些 細 な こ と で ト ラブルになりやすい」 7 施設 1 4 . 6％、「自分

の意見が通 ら な い こ と を 我 慢できない」6 施設 12 .5％、「自分の気持ち

をコントロ ー ル す る こ と が できない」4 施設 8 .3％などの発達障害の特

性に関わる 困 難 の 回 答 も 少 なくない。  

 

 
 

（５）防衛的反応  

少年院入 院ま で の 生 活環 境や受けてきた対応の影響から 、二次的障

害の様子と し て 医 療 少 年 院・特殊教育課程やそれ以外の少年院に共通

して「（職 員 の 助 言 や 注 意 等 を）被害的・差別的に受け取りやすい」（ 2 2

施設 4 5 . 8％ ）ことが最も多く挙げられた（図 ８ -６）（表８ -４）。  

2

1

1

16

6

5

5

3

18施設、37.5％

7施設、14.6％

7施設、14.6％

0 5 10 15 20 25

その場の感情で動いてしまう、衝動性が高い

自分の意見が通らないことを我慢できない

自分の気持ちをコントロールすることができない

図８-５ 衝動性（n=48施設）

1 それ以外の少年院（n=40施設）

動
き
に
く
さ  

体 を う ま く 動 か せ な い  3  6 . 3 %  0  3  

洋 服 が う ま く 着 替 え ら
れ な い  

2  4 . 2 %  1  1  

「 気 を つ け 」や「 前 な ら
え 」 が で き な い  

2  4 . 2 %  0  2  

要 領 よ く で き な い  2  4 . 2 %  1  1  

動 か し て い る 先 を 見 て
い な い と で き な い  

1  2 . 1 %  0  1  

裁 縫 が 苦 手  1  2 . 1 %  1  0  

ソ フ ト バ レ ー で な い と
成 立 が 難 し い  

1  2 . 1 %  1  0  

機 械 を 使 う 作 業 だ と 他
の 子 は や ら な い よ う な
失 敗 を す る  

1  2 . 1 %  0  1  
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とくに「 そ れ 以 外 の 少 年 院」では「認めてもらいたい気持ちから他

人を批判す る よ う な 指 摘 を する」4 施設 8 .3％など、自分をよく見せよ

うとする態 度 が 挙 げ ら れ た 。そのほか、職員の注意や指導を受けた際

に 「『 叱 ら れ た 』 と い う こ と だ け に 意 識 が い っ て し ま い 内 容 が 入 ら な

い」 3 施設 6 .3％ こ と が 挙 げ られた。  

 

 

 

表 ８ -４  防衛的反応  

0

1

0

16

3

4

2

2

22施設、45.8％

4施設、8.3％

4施設、8.3％

0 5 10 15 20 25

職員に認めてもらいたいという気持ちから、他人を批判

するような指摘をする

「叱られた」ということだけに意識がいってしまい内容

が入らない

自分を正当化するような発言がある

図８-６ 防衛的反応（n=48施設）

1 それ以外の少年院（n=40施設）

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ リ
割 合 （ ｎ
＝ 6 2 3 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当 数
（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8

施 設 ） 

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課

（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院

（ n = 4 0
施 設 ）  

F
：
防
衛
的
反
応  

4 5 施 設 、
7 . 2 %  

被 害 的・差 別 的 に 受 け 取 り や
す い  

2 2  4 5 . 8 %  6  1 6  

言 い 訳 が 多 い 、問 題 と 向 き 合
う こ と を 避 け る 、は ぐ ら か す  

4  8 . 3 %  1  3  

職 員 に 認 め て も ら い た い と
い う 気 持 ち か ら 、他 人 を 批 判
す る よ う な 指 摘 を す る  

4  8 . 3 %  0  4  

「 叱 ら れ た 」と い う こ と だ け
に 意 識 が い っ て し ま い 内 容
が 入 ら な い  

3  6 . 3 %  1  2  

自 分 を 正 当 化 す る よ う な 発
言 が あ る  

2  4 . 2 %  0  2  

注 意 を し た 職 員 は「 敵 」と 捉
え る  

2  4 . 2 %  0  2  

自 分 の 弱 み を 見 せ な い よ う
に 警 戒 心 を 顕 に す る  

2  4 . 2 %  0  2  

相 手 に よ っ て 態 度 が 大 き く
変 わ る  

1  2 . 1 %  0  1  

「 治 ら な い か ら 」と 開 き 直 る  1  2 . 1 %  0  1  

素 直 に 返 事 が で き な い  1  2 . 1 %  1  0  

話 を 誇 張 す る  1  2 . 1 %  0  1  
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（６）独特のこだわり・思考  

独特のこ だ わ り や 思 考 に ついては、例えば「靴下の中にズボンの裾

を入れない と 気 が す ま な い 」ことや掃除順番のルール等、独特のこだ

わりや「マイルール」が起因して日課に乗れない状況が 16 施設 3 3 . 3％

で回答された（図 ８ -７）。ま た真面目でルールに厳格であることは悪い

こ と で は な い が 、「 相 手 に も 強 要 す る 」 こ と で ト ラ ブ ル へ と 繋 が っ て

いる（ 6 施 設 1 2 . 5％）。「自分の中で決めたことを変更できない頑なさ」

6 施設 1 2 . 5％ も 「 そ れ 以 外 の少年院」から多く回答された。  

 

 

 

（７）感覚情報調整処理障害 （感覚過敏 ・低反応 ）  

感覚情報調整処理（感覚過敏・低反応）の困難では多様な項目が挙

げられたが 、も っ と も 多 く 挙げられたのは「音」の過敏であり（ 9 施

設 1 8 . 8％）、「それ以外の少年院」からも 6 施設で回答され た。次いで

「触覚関係 に 過 敏 に 反 応 す る」5 施設 10 .4％、「声の音量を調整するこ

とができない」 4 施 設 8 .3％ 、「過敏・鈍麻による偏食」 4 施設 8 .3％で

挙げられた （図８ -８）（表 ８ -５）。  

  

3

2

1

13

6

2

3

2

16施設、33.3％

6施設、12.5％

5施設、10.4％

0 5 10 15 20 25

生真面目でルールに厳格すぎる、相手にも強要する

毎日同じ文体で日記を書いている

言葉の捉え方が独特である

図８-７ 独特のこだわり・思考（n=48施設）

0 それ以外の少年院（n=40施設）

自 分 に 都 合 の 良 い よ う に し
か 解 釈 で き な い  

1  2 . 1 %  0  1  

嘘 を よ く つ く  1  2 . 1 %  1  0  
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表 ８ -５  感覚情報調整処理障害 （感覚過敏 ・低反応 ）  

 

（８）集団的関わりの困難  

集団生活に お い て 「 他 の 寮生が不快に思う言動・行動をする」 9 施

設 18 .8％、「 他 の 寮 生 か ら 不満が出る」 1 3 施設 2 7 . 1％、「集団から浮

2

1

0

6

4

2

3

3

9施設、18.8％

5施設、10.4％

4施設、8.3％

0 5 10 15

その場に合わせて声の音量を調整することが出来ない

過敏・鈍麻による偏食がみられる

人とよくぶつかるが本人は気付かない

図８-８ 感覚情報調整処理障害（感覚過敏・低反応）（n=48施設）

1 それ以外の少年院（n=40施設）

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ ＝
6 2 3 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当 数
（ 施
設 ）  

割 合（ ｎ
= 4 8 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施

設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院

（ n = 4 0
施 設 ）  

B：
感
覚
情
報
調
整
処
理
障
害  

4 3 施 設
6 . 9 %  

音 に 対 し て 過 敏 に 反 応 す る  9  1 8 . 8 %  3  6  

触 覚 関 係 で 過 敏 に 反 応 す る
（ 衣 服 、 触 れ る 等 ）  

5  1 0 . 4 %  1  4  

そ の 場 に 合 わ せ て 声 の 音 量
を 調 整 す る こ と が 出 来 な い  

4  8 . 3 %  2  2  

過 敏 ・ 鈍 麻 に よ る 偏 食 が み
ら れ る  

4  8 . 3 %  1  3  

人 と よ く ぶ つ か る が 本 人 は
気 付 か な い  

3  6 . 3 %  0  3  

模 倣 が で き な い  3  6 . 3 %  1  2  

排 泄 感 の 鈍 麻  2  4 . 2 %  1  1  

隣 の 人 が 食 べ て い る 音 が 気
に な る  

2  4 . 2 %  0  2  

点 呼 の 流 れ に 乗 っ て い う こ
と が で き な い  

2  4 . 2 %  1  1  

動 き の イ メ ー ジ が で き な い  2  4 . 2 %  0  2  

目 と 手 の 協 応 が 難 し い  2  4 . 2 %  0  2  

臭 い に 過 敏 に 反 応 す る 、 そ
の こ と を す ぐ に 口 に 出 す  

1  2 . 1 %  0  1  

錠 剤 が ど う し て も 飲 め な い  1  2 . 1 %  0  1  

剣 道 の 防 具 を 嫌 が る  1  2 . 1 %  0  1  

自 分 の 足 が 今 ど ち ら が 動 い
て い る の か が 分 か っ て い な
い の で 「 左 」 と 声 を か け て
も 左 足 が 出 な い  

1  2 . 1 %  1  0  

集 団 演 技 が ど う し て も 覚 え
ら れ な い  

1  2 . 1 %  0  1  
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いてしまう」5 施 設 10 .4％、「他の寮生からのからかいの対象になりや

すい」 4 施 設 8 .3％ こ と が 回 答された （図 ８ -９）。  

 

 

 
（９）変化への対応の困難  

少年院で は 基 本 的 に は 同 じ 日課を繰り返して おり、そうした「構造

化」の枠組みが発 達 障 害 等 の発達上の課題・困難を有する 少年にとっ

て安心につ な が っ て い る 。しかし、その中でも「急な変更やいつもと

違う状況に 対 応 で き な い 」 1 7 施設 35 .4％、「切り替えが難しい」 7 施

設 1 4 . 6％ た め に、活 動 に 参 加できなくなったり 、職員にしつこく言い

寄ることが 挙 げ ら れ た （表 ８ -６）。  

 

表 ８ -６  変化への対応の困難  

 

（10）不安感 ・不全感  

「対人不 信 が 強 い 」 6 施 設 12 .5％ 、強い不安等から「強迫神経症の

ような言動 ・ 行 動 が 見 ら れ る」 5 施設 1 0 .4％等の二次的症状が「それ

0

0

0

12

8

5

4

3

13施設、27.1％

9施設、18.8％

5施設、10.4％

0 5 10 15

集団から浮いてしまう

他の寮生からのからかいの対象になりやすい

役割活動などで生徒同士のやりとりがうまくできない、

伝授が難しい

図８-９ 集団的関わりの困難（n=48施設）

1 それ以外の少年院（n=40施設）

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ ＝
6 2 3 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8

施 設 ） 

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施

設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院

（ n = 4 0
施 設 ）  

P：変
化 へ
の 対
応 の
困 難  

2 8 施
設

4 . 5 %  

急 な 変 更 や い つ も と 違 う 状
況 に 対 応 で き な い  

1 7  3 5 . 4 %  2  1 5  

切 り 替 え が 難 し い  7  1 4 . 6 %  2  5  

次 の 行 動 に つ い て 尋 ね な い
で た だ 佇 ん で い る  

2  4 . 2 %  0  2  

応 用 さ せ る こ と が 難 し い  2  4 . 2 %  0  2  
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以外の少年院」においても回答された（図 ８ -１０）（表８ -７）。不 安 感 ・

不全感は 多 様 に 表現されるが、今回の調査では「トイレに長く籠もる」

2 施設 4 .2％ 、「虚勢を張る 」 2 施設 4 .2％、「相手への仕返しの気持ち

が強い」 1 施 設 2 .1％ 等 が 回 答された。  

 

 

 

表 ８ -７  不安感 ・不全感  

 

（１１）物理的な距離をとれない  

「物理的 な 距 離 が う ま く とれない」1 8 施設 3 7 . 5％、一方で自身のパ

ーソナルス ペ ー ス に 敏 感 で「自分の近くに来られることをすごく嫌が

り警戒して い る 」 2 施 設 4 .2％ことが 回答された（表８ -８）。  

 

0

1

1

5

3

4

2

1

6施設、12.5

5施設、10.4％

4施設、8.3％

0 5 10

相手の目を見て話せない

精神的に不安定

トイレに長く籠もる

図８-10 不安感・不全感（n=48施設）

2 それ以外の少年院（n=40施設）

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ
割 合 （ ｎ
＝ 6 2 3 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当 数
（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ

= 4 8 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施

設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院

（ n = 4 0
施 設 ）  

H ：
不 安
感 ・
不 全
感  

2 6 施 設
4 . 2 %  

対 人 不 信 が 強 い  6  1 2 . 5 %  1  5  

強 迫 神 経 症 の よ う な 言 動 ・
行 動 が 見 ら れ る （ 何 度 も 手
を 洗 う 、頭 に お 湯 を か け る 、
潔 癖 等 ）  

5  1 0 . 4 %  2  3  

相 手 の 目 を 見 て 話 せ な い  4  8 . 3 %  0  4  

精 神 的 に 不 安 定  3  6 . 3 %  1  2  

ト イ レ に 長 く 籠 も る  2  4 . 2 %  1  1  

不 安 が 強 く 虚 勢 を は る  2  4 . 2 %  1  1  

特 定 の 現 象 に 対 す る 強 い 不
安 に よ る 行 動 の 制 限  

1  2 . 1 %  1  0  

要 求 の 度 合 い が 強 い  1  2 . 1 %  0  1  

ス ト レ ス 耐 性 が 弱 い  1  2 . 1 %  0  1  

相 手 へ の 仕 返 し の 気 持 ち が
強 い  

1  2 . 1 %  0  1  
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表 ８ -８  物理的距離感  

 

（１２）学力の困難  

「四則計 算 が で き な い」6 施設 12 .5％、「誤字脱字が多い」2 施設 4 . 2％、

「文字が読 め な い 」 2 施 設 4 .2％などの 現状が回答された（表 ８ -９）。  

 

表 ８ -９  学力の困難  

 

（１３）失敗を繰 り返す・進歩しない  

「似たよ う な 失 敗 を 繰 り 返す、進歩していかない」 6 施設 1 2 . 5％こ

とが回答さ れ た。「 それ以外の少年院」でも「感情が表現できない」 2

施設 4 . 2％、「イライラ等から自傷行為に繋がる」 2 施設 4 . 2％等、自

分 の 気 持 ち や ス ト レ ス を 表 現 す る あ る い は 解 消 す る 適 切 な 方 法 が 分

からずに困 っ て い る 現 状 が 回答された（図 ８ -１１）。  

 

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ ＝
6 3 2 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8
施

設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施

設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院

（ n = 4 0
施 設 ）  

O ：
物
理
的
距
離
感  

2 0 施
設 、
3 . 2 %  

物 理 的 な 距 離 が う ま く と れ な
い  

1 8  3 7 . 5
%  

6  1 2  

自 分 の 近 く に 来 ら れ る こ と を
す ご く 嫌 が り 、 警 戒 す る  

2  4 . 2 %  0  2  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ
リ 割 合
（ ｎ ＝
6 2 3 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ

= 4 8 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施

設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院

（ n = 4 0
施 設 ）  

S： 学
力  

1 8 施
設 、
2 . 9 %  

四 則 計 算 が で き な い 、算
数 の 苦 手 さ が 目 立 つ  

6  1 2 . 5 %  0  6  

日 記 が か け な い  3  6 . 3 %  0  3  

正 し い 文 章 に な っ て い
な い  

3  6 . 3 %  0  3  

誤 字 脱 字 が 多 い  2  4 . 2 %  0  2  

文 字 が 読 め な い  2  4 . 2 %  0  2  

学 習 能 力 が 低 い  1  2 . 1 %  0  1  

漢 字 が 苦 手  1  2 . 1 %  1  0  
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（１４）基本的生活習慣の未形成  

「基本的生 活 習 慣 の 未 形 成 」 9 施設 1 8 . 8％が挙げられた（医療少年

院・特殊教 育 課 程 の み な ら ずそれ以外の少年院 5 施設から回答）。  

 
（１５）自己肯定感の低さ  

自己肯定 感 の 低 さ 、劣 等 感や「馬鹿にされたくない」という 思いか

ら 、「 面 倒 く さ い 」 と い っ た 発 言 を し て 、 活 動 に 取 り 組 ま な い 少 年 の

姿が 6 施 設 12 .5％ で 回 答 さ れた（表８ -１０）。  

 

表 ８ -１０  自己肯定感の低さ  

 
（１６）頼 ることができない  

わ か ら な い こ と や 困 っ た こ と あ っ た 際 に 「 教 官 や 寮 生 に 聞 け な い 」

5 施設 1 0 . 4％、「 わ か っ て いる振りをする」 2 施設 4 .2％ことが回答さ

れた。  
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1

0

5

1

2

1

2

6施設、12.5％

3施設、6.3％

3施設、6.3％

0 5 10

適切な関わり方がわからない

イライラ等から自傷行為に繋がる

感情が表現できない

図８-11 失敗を繰り返す・進歩しない （n=48施設）

2 それ以外の少年院（n=40施設）

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ リ
割 合 （ ｎ
＝ 6 3 2 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当 数
（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8
施

設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施

設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院

（ n = 4 0
施 設 ）  

L：
自
己
肯
定
感
の
低
さ  

8 施 設 、
1 . 3 %  

「 自 分 が で き な い と い う こ
と を 周 り に 知 ら れ た く な い 」
と い う 気 持 ち か ら そ も そ も
取 り 組 ま な い 、 隠 し た が る  

3  6 . 3 %  1  2  

自 尊 感 情 が 低 く 、す ぐ に 作 業
を や め て し ま う  

3  6 . 3 %  0  3  

集 団 の 中 で 劣 等 感 を も つ  2  4 . 2 %  0  2  
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（１７）愛着形成の発達困難  

「職員に 対 し て ベ タ ベ タ する」４施設 8 .3 %、「愛され欲求が強い」3

施設 6 .3 %と回 答 さ れ 、愛着形成において発達困難や障害を 感じている

ことが挙げ ら れ た 。  

 

２．２  生活 ・対人 ・作業面における支援  

上 記 で 述 べ た 発 達 困 難 に 対 す る 支 援 と し て は 「 具 体 的 に 示 す 」 1 2 4

コード 2 6 . 6%、「特性・理解力に合わせた対応の工夫」122 コード 2 6 . 1%、

「受け止め 、 周 囲 の 理 解 」 9 6 コード 20 .6 %、「習慣化、繰り返しの指

導」 36 コ ー ド 7 .6 %、「不安・不全感の軽減、自己肯定感」 34 コード

7 . 2%、「視覚提示」 21 コ ー ド 4 .5 %、「トラブル予防」 1 8 コード 3 . 8%、

「対処方法 の 獲 得 」13 コード 2 . 8%、「外部との調整」3 コード 0 .6 %が

回答された （ n=4 67 コ ー ド）（図 ８ -１２）。  

 

 

 

（１）具体的な提示  

作 業 等 の 活 動 で 「 一 つ ひ と つ 具 体 的 に 話 ・ 指 示 を す る 」 こ と が 1 8

施設 3 7 . 5％で回答された（図 ８ -１３）。「 1 対 1 で状況を一つひとつ 説明・

B：具体的に示す

、124コード

、26.6％

A：特性・理解力に

合わせた対応の工夫

、122コード

、26.1％

I：受け止め、周囲

の理解

、96コード、20.6％

E：

習慣

化、

繰り

返し

の指

導
、36

コー

ド、

7.6%

D：不安・

不全感の軽

減、自己肯

定感

、34コード

、7.2%

C：視覚

提示

、21コー

ド

、4.5%

G：トラブル予防

、18コード

、3.8%

F：対処方法

の獲得
、13コード、

2.8%

H：外部との調整

、3コード

、0.6%

図１２ 生活・対人・作業面の支援の割合（n=467コード、複数回答）

B：具体的に示す

A：特性・理解力に合わせた対応

の工夫

I：受け止め、周囲の理解

E：習慣化、繰り返しの指導

D：不安・不全感の軽減、自己肯

定感

C：視覚提示

G：トラブル予防

F：対処方法の獲得

H：外部との調整
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確認しフォ ロ ー す る 」16 施 設 3 3 . 3％が「それ以外の少年院 」において

も 13 施設 で 行 わ れ て い る （表８ -１１）。  

また、自分の行動が周りにどのように見られているのかを少年自身

が認識でき る こ と が 重 要 と なるが、回答でも「セルフチェックシート

を用意して 、 一 日 の 振 り 返 りをさせる」 5 施設 10 .4％等の 支援が行わ

れていた。  

 

 
 

表 ８ -１１  具体的な提示  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ
リ ー 割
（ n = 4 6 7
コ ー ド ） 

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
＝ 4 8
施 設 ） 

医 療 少 年
院・特 殊 教 育
課 程（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

B：具
体 的
な 提
示  

1 2 4 施
設 、
2 6 . 6 %  

1 つ ひ と つ 具 体 的 に 話 ・
指 示 を す る  

1 8  3 7 . 5 %  3  1 5  

1 対 1 で 面 接 ・ 作 業 を 行
い 、 状 況 を 一 つ ひ と つ 説
明 ・ 確 認 し フ ォ ロ ー す る  

1 6  3 3 . 3 %  3  1 3  

適 切 な 言 葉 遣 い 、 接 し 方
に つ い て 教 え る  

9  1 8 . 8 %  2  7  

物 理 的 な 距 離 を 取 ら せ
る 、 教 え る  

8  1 6 . 7 %  2  6  

相 手 か ら ど う 見 え て い る
の か に つ い て 伝 え る 、 文
字 や ビ デ オ な ど で 見 せ
る 、 寮 生 か ら の 意 見 を 聞
か せ る  

7  1 4 . 6 %  1  6  

実 際 に 職 員 が や っ て 見 本
を 見 せ る  

7  1 4 . 6 %  0  7  

ト ラ ブ ル の 相 手 も 交 え て
説 明 を す る  

6  1 2 . 5 %  0  6  

期 限 を 決 め て 取 り 組 む よ
う に さ せ る  

6  1 2 . 5 %  1  5  

3

3

2

2

1

0

15

13

7

6

6

7

18施設、37.5％

16施設、33.3％

9施設、18.8％

8施設、16.7％

7施設、14.6％

7施設、14.6％

0 10 20 30 40

1つひとつ具体的に話・指示をする

1対1で面接・作業を行い、状況を一つ一つ説明・確

認しフォローする

適切な言葉遣い、接し方について教える

物理的な距離を取らせる、教える

相手からどう見えているのかについて伝える、文字

やビデオなどで見せる、寮生からの意見を聞かせる

実際に職員がやって見本を見せる

図８-１３ 具体的な提示（n=48施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=40施設）
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そ の 都 度 声 か け や 態 度 で
伝 え る  

5  1 0 . 4 %  0  5  

セ ル フ チ ェ ッ ク シ ー ト を
用 意 し て 、 一 日 の 振 り 返
り を さ せ る  

5  1 0 . 4 %  2  3  

本 人 が わ か ら な い と こ ろ
を 具 体 化 す る  

5  1 0 . 4 %  0  5  

最 低 限 の ル ー ル を 伝 え る  4  8 . 3 %  0  4  

「 い ま ど の よ う な 状 況
か 」 に つ い て わ か る よ う
に 説 明 を す る  

3  6 . 3 %  1  2  

「 自 分 が さ れ た ら ど う 思
う か 」 を 考 え さ せ る  

3  6 . 3 %  0  3  

本 人 の 気 持 ち に 当 て は ま
る 語 彙 を 一 緒 に 探 す  

3  6 . 3 %  1  2  

そ の 子 に 合 わ せ て 物 を 置
く 場 所 や 入 れ る 場 所 を 細
か く 決 め て い る  

2  4 . 2 %  1  1  

役 割 を 固 定 さ せ て 取 り 組
み や す く す る  

2  4 . 2 %  0  2  

そ の 行 動 を し た ら ど う な
る か に つ い て 具 体 的 に 説
明 す る  

2  4 . 2 %  0  2  

応 対 で き る 時 （ タ イ ミ ン
グ ） を 伝 え る  

2  4 . 2 %  1  1  

終 わ っ た ら 報 告 す る よ う
に 伝 え る  

2  4 . 2 %  1  1  

道 具 の 使 い 方 等 に つ い て
一 つ 一 つ 教 え る  

2  4 . 2 %  0  2  

金 銭 管 理 に つ い て 模 擬 貨
幣 等 を 用 い た 買 い 物 練 習
を す る  

1  2 . 1 %  1  0  

課 題 を 与 え て 考 え さ せ る  1  2 . 1 %  0  1  

成 績 で 反 映 さ せ る  1  2 . 1 %  0  1  

ま ず 本 人 に 考 え さ せ る  1  2 . 1 %  0  1  

役 割 活 動 等 を 通 し て 「 集
団 」 を 意 識 さ せ る  

1  2 . 1 %  0  1  

本 人 に 動 き が ズ レ て い る
こ と を 伝 え る  

1  2 . 1 %  1  0  

 

（２）特性 ・理解力に合わせた対応の工夫  

少 年 一 人 ひ と り の 理 解 力 に 応 じ て 、 面 接 等 の 時 間 も 利 用 し な が ら

「個別にサ ポ ー ト 」し て い ることが 11 施設 2 2 . 9％で回答された（図 ８

-１４）（表 ８ -１２）。「本人が口頭での説明が難しい場合に筆記を利用させ

る」 1 0 施 設 2 0 . 8％、「 ス テ ップに分けての説明、作業工程の間で受け

るチェック の 回 数 を 増 や す」8 施設 16 .7％、「早めに達成できる課題を

設定する」3 施設 6 . 3％、「一回に一つの指示にし、その都度教える」2

施設 4 .2％ な ど 、 で きるだけ活動に参 加できるような工 夫がなされて

いた。  
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表 ８ -  １２  特性 ・理 解力に合わせた対応の工夫 （一部抜粋 ）  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ ー
割 合（ n = 4 6 7
コ ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
＝ 4 8
施 設 ） 

医 療 少 年
院 ・ 特 殊 教
育 課 程
（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

A ：
特
性 ・
理 解
力 に
合 わ
せ た
対 応
の 工
夫  

1 2 2 施 設 、
2 6 . 1 %  

個 別 に サ ポ ー ト す る  1 1  2 2 . 9 %  3  8  

本 人 が 口 頭 で の 説 明
が 難 し い 場 合 に 筆 記
を 利 用 さ せ る  

1 0  2 0 . 8 %  1  9  

言 い 方 を 工 夫 す る
（ 噛 み 砕 い た 言 い
方 、 シ ン プ ル に 言 う
等 ）  

1 0  2 0 . 8 %  2  8  

そ の 子 が で き る 方 法
で 取 り 組 ま せ る 、 あ
る 程 度 で き れ ば O K
と す る  

9  1 8 . 8 %  4  5  

場 所 を 変 え て ク ー ル
ダ ウ ン さ せ る  

9  1 8 . 8 %  0  9  

ス テ ッ プ に 分 け て の
説 明 、 作 業 工 程 の 間
で 受 け る チ ェ ッ ク の
回 数 を 増 や す  

8  1 6 . 7 %  2  6  

説 明 や 指 示 の 後 に 、
ど こ ま で 理 解 し て い
る か に つ い て 本 人 の
言 葉 で 説 明 さ せ る  

7  1 4 . 6 %  1  6  

忘 れ 物 を し な い よ う
に 持 ち 物 を 書 い た 紙
を 用 意 す る  

4  8 . 3 %  1  3  

単 独 寮 （ 室 ） で 生 活
さ せ る  

3  6 . 3 %  0  3  

3

1

2

4

0

2

8

9

8

5

9

6

11施設、22.9％

10施設、20.8％

10施設、20.8％

9施設、18.8％

9施設、18.8％

8施設、16.7％

0 5 10 15

個別にサポートする

本人が口での説明が難しい場合に筆記を利用させる

言い方を工夫する（噛み砕いた言い方、シンプルに言

う等）

その子ができる方法で取り組ませる、ある程度できれ

ばOKとする

場所を変えてクールダウンさせる

ステップに分けての説明、作業工程の間で受ける

チェックの回数を増やす

図1４ 特性・理解力に合わせた対応の工夫（n=48施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=40施設）
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指 示 や 指 導 内 容 を 忘
れ な い よ う に そ の 場
で メ モ さ せ る 、 メ モ
を 見 て 振 り 返 る  

3  6 . 3 %  1  2  

拡 大 文 字 や ル ビ つ き
の 物 を 用 意 す る  

3  6 . 3 %  0  3  

早 め に 達 成 で き る 課
題 を 設 定 す る  

3  6 . 3 %  1  2  

本 人 の 感 心 事 や 特 性
を う ま く 持 ち だ し て
話 を す る  

3  6 . 3 %  2  1  

行 動 訓 練 の 際 に 、 身
体 の 不 器 用 さ を 把 握
す る よ う に す る  

3  6 . 3 %  1  2  

行 ノ ー ト に マ ス を 作
う な ど 書 き や す い よ
う に 工 夫 す る  

3  6 . 3 %  1  2  

集 団 寮 と 個 室 を お り
ま ぜ て 生 活 さ せ る  

2  4 . 2 %  0  2  

一 回 に 一 つ の 指 示 に
し 、 そ の 都 度 教 え る  

2  4 . 2 %  0  2  

忘 れ 物 を し な い よ う
に 直 前 に も 伝 え る  

2  4 . 2 %  0  2  

各 自 の ス ペ ー ス の 仕
切 り を テ ー プ で 示 す  

2  4 . 2 %  0  2  

目 が 合 わ な い 少 年 に
対 し て 、 ま ず は 職 員
が そ の 子 を の 目 を 見
て 話 を す る  

2  4 . 2 %  1  1  

日 記 に 毎 日 「 今 日 の
表 情 」 を 図 で 書 か せ
て 、 文 章 と 表 情 の ズ
レ に つ い て 違 い に 気
付 か せ る  

2  4 . 2 %  1  1  

「 気 持 ち カ ー ド 」 な
ど の 絵 カ ー ド を 持 た
せ て 提 示 さ せ る  

2  4 . 2 %  1  1  

 

（３）周囲の理解  

特別な配 慮 を 要 す る 少 年 に個別のサポート・対応をしていることに

対して、周りの少年から「特別扱いをしている」と捉えられてしまう

可 能 性 は 低 く な い 。 そ う し た ト ラ ブ ル を 避 け る た め 、「 周 り の 寮 生 に

本人の特性 等 に つ い て 話 を する」12 施設 2 5 . 0％ことが主に「それ以外

の少年院」にて行われ、周囲の理解を促すことで集団との関わりを円

滑 に す る 配 慮 が 最 も 多 く 行 わ れ て い た （表 ８ -１３）（図 ８ -１５）。 ま た 、

その少年だ け へ の 指 導・指 示とならないように「全体を通した指示で

伝える」ことが 8 施 設 1 6 . 7％で行われていた。  

指導や支 援 に あ た っ て は「職員間で指導の統一性・共通認識を持っ

て対応する 」 7 施 設 1 4 .6％ 、少年には「本人の気持ちをまずは受け止
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めた後に指 示 や 指 導 を す る 」 4 施設 8 . 3％、「ある程度許容しながら対

応する」3 施設 6 . 3％ こ と が 挙げられた。周りの少年からのフォローが

よ り 大 き な 効 果 と な る が 、「 モ デ ル と な る 子 を 作 っ て そ の 子 の う し ろ

につかせて や ら せ る 、 指 導 係をしてもらう」 6 施設 12 .5％ことが挙げ

られた。  

 

 

 

表 ８ -１３  周囲の理解  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ ー
割 合（ n = 4 6 7
コ ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ ＝
4 8 施
設 ）  

医 療 少 年
院・特 殊 教 育
課 程（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

I：受
け 止
め 、
周 囲
の 理
解  

9 6 施 設 、
2 0 . 6 %  

周 り の 寮 生 に 本 人 の
特 性 等 に つ い て 話 を
す る  

1 2  2 5 . 0 %  1  1 1  

落 ち 着 か せ て か ら 指
導 す る  

9  1 8 . 8 %  0  9  

そ の 子 へ の 指 示 を 、
全 体 を 通 し た 指 示 で
伝 え る  

8  1 6 . 7 %  2  6  

職 員 間 で 指 導 の 統 一
性 、 共 通 認 識 を 持 っ
て 対 応 す る  

7  1 4 . 6 %  1  6  

と に か く 話 を 聞 く  7  1 4 . 6 %  1  6  

少 年 と の 信 頼 関 係 づ
く り を す る  

7  1 4 . 6 %  0  7  

モ デ ル と な る 子 の 後
に つ か せ て や ら せ
る 、 指 導 係 を し て も
ら う  

6  1 2 . 5 %  1  5  

1

0

2

1

1

0

1

11

9

6

6

6

7

5

12施設、25.0％

9施設、18.8％

8施設、16.7％

7施設、14.6％

7施設、14.6％

7施設、14.6％

6施設、12.5％

0 5 10 15

周りの寮生に本人の特性等について話をする

落ち着かせてから指導する

その子への指示を、全体を通した指示で伝える

職員間で指導の統一性、共通認識を持って対応する

とにかく話を聞く

少年との信頼関係づくりをする

モデルとなる子を作ってその子のうしろにつかせてやらせ

る、指導係をしてもらう

図８-１５ 周囲の理解（n=48施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=40施設）
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き ち ん と 褒 め る 、 頑
張 っ て い る こ と や 得
意 な 場 面 を 褒 め る  

6  1 2 . 5 %  0  6  

本 人 の 気 持 ち を ま ず
は 受 け 止 め た 後 に 指
示 や 指 導 を す る  

6  1 2 . 5 %  2  4  

周 り の 寮 生 を フ ォ ロ
ー す る  

5  1 0 . 4 %  0  5  

毎 日 同 じ に 内 容 で あ
る こ と に 直 接 に は 触
れ ず 、 コ メ ン ト や 指
導 で 触 れ る 場 所 を 変
え て い く よ う に し て
段 々 と 変 え て い く
（ 日 記 等 ）  

5  1 0 . 4 %  2  3  

複 数 の 教 官 と 関 わ り
を 持 た せ る  

4  8 . 3 %  1  3  

あ る 程 度 許 容 し な が
ら 対 応 す る  

4  8 . 3 %  0  4  

敢 え て 集 団 の 前 で は
厳 し く 指 導 し 、 そ の
後 に 個 別 に フ ォ ロ ー
す る  

3  6 . 3 %  0  3  

活 動 へ の 参 加 を 重 視
し 、 開 始 時 間 に 遅 れ
て も で き る 限 り 参 加
さ せ る  

2  4 . 2 %  1  1  

本 人 の 変 化 （ こ だ わ
り の 時 間 が 短 く な る
等 ） を 認 め 、 本 人 に
も 伝 え る  

1  2 . 1 %  1  0  

発 達 障 害 同 士 で 理 解
や 励 ま し あ い を し て
い る  

1  2 . 1 %  1  0  

そ の 少 年 の 行 動 ・ 表
現 の 理 由 を 考 え る よ
う 意 識 す る  

1  2 . 1 %  0  1  

や さ し く 見 守 る 、 そ
っ と し て お く  

1  2 . 1 %  0  1  

ペ ア を 工 夫 し て で き
る だ け 活 動 に 参 加 で
き る よ う に す る  

1  2 . 1 %  0  1  

 

（４）繰 り返 しの指導  

少年の様 子 を 丁 寧 に 観 察 しながら「こまめに声かけを行う」ことが

11 施設 22 .9％で回答された。「繰り返し教える」10 施設 2 0 . 8％ことを

積み重ねて 、次 第 に で き る ようになることが回答された。  

 

（５）不安 ・不全感の軽減  

「日課の 変 更 に つ い て、理由なども含めてできるだけ早くに説明す

る」 5 施設 10 .4％ こ と で 極 力少年の不安を軽減していることが回答さ

れた（図 ８ -１６）。 集 団のス トレ スや不 安を軽 減する ため に 、特 に「そ
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れ以外の少 年 院 」で は「 区 画をつくり、パーソナルスペースや一人に

なる時間を 確 保 す る 」 こ と が 4 施設 8 .3％で回答された。  

自己肯定 感 が 低 く 、被 害 的・差別的に受け取る少年が少なくない中

で、「注意では無く『促す』」言い方をすることで、本人の気持ちやプ

ライドに配 慮 し な が ら の 処 遇が 3 施設 6 .3％で挙げられた。  

 

 

 

（６）視覚提示  

聴覚情報の み で は 理 解 で きない少年 が多いこと に対して「視覚的提

示をする、実物を見せる」ことが 19 施設 3 9 . 6％で回答され、「それ以

外の少年院」でも 1 5 施 設 で視覚提示を行っていた。例えば、「 生活の

し お り 」（ 少 年 院 内 の 生 活 の 方 法 な ど を 解 説 し た 手 引 ） に 写 真 を 多 く

使 用 す る こ と や 面 接 で 振 り 返 り を す る 際 に 図 や 絵 を 用 い て 説 明 す る

ことが挙げ ら れ た 。  

 

（７）トラブル予防  

トラブル 予 防 と い う 観 点 から、例えば周りの状況を考えずにすぐに

発 言 を し て し ま う 少 年 に ま ず は メ モ に 書 か せ る な ど 、「 ワ ン ク ッ シ ョ

ンおけるよ う な ル ー ル を 作 る」ことが 4 施設 8 .3％で回答された（表 ８

-１４）。ま た「本人が気になることでも変わらない（どうしようもない ）

ということ を 気 付 か せ、受 け入れるように指導する」3 施設 6 .3％とい

った対応も 挙 げ ら れ た 。  

 

 

1

2

0

3

1

4

2

4

1

2

5施設、10.4％

4施設、8.3％

4施設、8.3％

4施設、8.3％

3施設、6.3％

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

日課の変更について、理由なども含めてできるだけ早く

に説明する

面会などで話す内容を予めメモさせて準備させる

それぞれに区画を作り、パーソナルスペースや一人にな

れる時間を確保する

発散できるようなもの・学習等以外に使えるノートを持

たせる

本人ができること(得意な事)に集中的に取り組ませる

図８-１６ 不安感・不全感の軽減（n=48施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=40施設）
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表 ８ -１４  トラブル予防  

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ n = 4 6 7
コ ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数
（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
＝ 4 8
施 設 ） 

医 療 少 年
院 ・ 特 殊 教
育 課 程（ n = 8
施 設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

G ：
ト
ラ
ブ
ル
予
防  

1 8 施 設 、
3 . 8 %  

問 題 行 動 と な る 前 に
ワ ン ク ッ シ ョ ン お け
る よ う な ル ー ル を 作
る  

4  8 . 3 %  1  3  

本 人 が 気 に な る こ と
で も 、 変 わ ら な い （ ど
う し よ う も な い ） と い
う こ と を 気 付 か せ 、 受
け 入 れ る よ う に 指 導
す る  

3  6 . 3 %  1  2  

文 字 や 日 記 か ら 本 人
の S O S を 見 の が さ な
い よ う に す る  

3  6 . 3 %  1  2  

言 い 訳 に 対 し て 敢 え
て 通 さ な い よ う に す
る  

2  4 . 2 %  0  2  

周 囲 が 目 に 入 ら な い
よ う な 方 向 に 机 を 向
け る 、 つ い た て を 立 て
て 取 り 組 ま せ る  

2  4 . 2 %  1  1  

日 記 を 利 用 し な が ら
細 か く 対 応 す る  

2  4 . 2 %  0  2  

状 況 に 合 わ せ て 段 々
と ル ー ル を 決 め て い
く  

2  4 . 2 %  0  2  

 

（８）対処方法の習得  

感情のコ ン ト ロ ー ル の た め、とくに「それ以外の少年院」では「ワ

ークブック を 用 い る 」4 施 設 8 .3％という 方法でアンガーマネジメント

が行われて い た 。  

これまで 友 人 や 大 人 に 適 切に頼ることができなかった少年に「人に

相談する」3 施 設 6 . 3％ 、また自分の短所・苦手を自分から発言する取

り組みとして、ある少年院ではスポーツのルールの中に「セルフジャ

ッジで自分 か ら ミ ス を 報 告 する」取り組みが挙げられた。  

 
２．３  問題群別指導 （非行態様別指導 ）の困難  

少 年 院 で は 非 行 行 動 の 直 接 的 な 防 止 や 非 行 行 動 の 背 景 と な っ て い

る問題の改 善 を 図 る た め 、性・異性 、薬物、交通、不良交友、家族問

題等の問題 群 別 に 編 成 さ れ た集団での「問題群別指導」が実施されて

いる。非 行 の 問 題 群 別 指 導（非行態様別指導）や被害者の視点を取り
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入れた教育を 行 う 上 で、「認知・理解力」4 8 コ ー ド 3 7 . 8％、「 正 当 化 ・

自己防衛」33 コ ー ド 26 .0％、「独自の論理・マイルール」2 0 コード 15 .7％、

「周囲の影 響 」 8 コ ー ド 6 .3％、「誤学習」 7 コード 5 .5％、「衝動性」 4

コード 3 . 1％、「不注意・注意転動」 3 コード 2 . 4％などの 困難が回答

された（ n=1 27 コ ー ド）（図 ８ -１７）。  

 

 

 

（１）認知 ・理解力の発達困難  

被害者の 視 点 を 取 り 入 れ た 教育において「相手の気持ちや立場を理

解できない、想像できない」17 施設 37 . 0％ことが医療少年院・特殊教

育 課 程 と そ れ 以 外 の 少 年 院 で 共 通 し て 最 も 多 い 特 徴 と し て 回 答 さ れ

た（図 ８ -１８）。  

ま た 「 表 面 上 の 謝 罪 は す ぐ に す る が 、 実 感 で き て い な い 」 8 施 設

17 .4％（「 そ れ 以 外 の 少 年 院 」では 7 施設が回答）、そもそも「指導・

言葉の理解 が 難 し い 」 4 施 設 8 .7％ことも 挙げられた。  

 

A：認知・理解力

、48コード、37.8%

E：正当化・自己防衛

、33コード

、26.0％

D：独特の理論・

マイルール

、20コード

、15.7%

H：周囲

の影響

、8コー

ド、

6.3%

F：誤学習

、7コード、5.5%

C：衝動性

、4コード

、3.1%

B：不注意・

注意転動

、3コード、

2.4%

I：その他

、3コード、

2.4%

G：対応方法の未習得

、1コード、0.8%

図８-１７ 問題群別指導困難の割合（ｎ＝127コード）

A：認知・理解力

E：正当化・自己防衛

D：独特の論理・マイルール

H：周囲の影響

F：誤学習

C：衝動性

B：不注意・注意転動

I：その他

G：対応方法の未習得
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（２）正当化 ・自己防衛  

非行内容 の 振 り 返 り に お いて「被害者だって悪い、ただの喧嘩」 11

施設 23 .9％ な ど の 正 当 化や 「言い訳をすぐにする」 1 1 施設 23 .9％こ

とが、医療少年院・特殊教育課程とそれ以外の少年院でそれぞれ回答

された（図８ -１９）。  

 

 
 

（３）独自の論理 ・マイルール  

「独自の 論 理 、 マ イ ル ー ルを持っている」 1 3 施設 2 8 . 3％、「マイル

ールを相手 に も 押 し 付 け て しまう」4 施設 8 .7％ことが挙げられた。独

自の論理・マイルールに関しては特に「それ以外の少年院」で回答が

されている （図８ -２０）。  

 

5

1

2

1

1

12

7

4

3

2

17施設、37.0％

8施設、17.4％

6施設、13.0％

4施設、8.7％

3施設、6.5％

0 5 10 15 20

相手の気持ちや立場を理解できない、想像できない

表面上の謝罪はすぐにするが、実感できていない

自分のこととして考えられない、他人事な発言をする

指導・言葉の理解が難しい

非行内容(薬物など)の影響力を想像できない

図８-１８ 認知・理解力の困難（n=46施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=38施設）

2

2

1

2

9

9

6

1

11施設、23.9％

11施設、23.9％

7施設、15.2％

3施設、6.5％

0 10 20 30

「被害者だって悪い、ただの喧嘩」「そうされて当然」

と考えている

言い訳をすぐにする。自分の非行を受け止められず「で

も」という言葉がすぐに出てくる

被害感・劣等感が強い

悪いということはわかっているが、それよりも違う理由

ばかりを主張する

図８-19 正当化・自己防衛（n=46施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=38施設）
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（４）周囲の影響  

周 囲 の 影 響 に 関 す る 回 答 は 主 に 「 そ れ 以 外 の 少 年 院 」 で 回 答 さ れ 、

例えば窃 盗 が 家 庭 で 日 常 的 に行われていることや被虐待の影響が 4 施

設 8 .7％で挙げられ た。また家族との 関係がうまく いか ず 、居場所が

無いことで 不 良 仲 間 と の 関 係が深まったことも 3 施設 6 . 5％で回答さ

れた。不良仲間から誘われた際にうまく断ることができず 、誘われる

がまま「追 従 し て し ま う 」 1 施設 2 .2％ことも現状として挙げら れ た。 

 
（５）誤学習  

生育歴の な か で 基 本 的 社 会性を身につける機会が無く「非常識なこ

とを当たり 前 と 思 っ て い る」4 施設 8 . 7％、小学校などの早い段階で問

題行動が出 て い た に も か か わらず「 周囲の適切な介入・指導がな かっ

たため身 に つ け て し ま っ て いる 」 1 施設 2 .2％ことも挙げられた。  

 

（６）衝動性、不注意 ・注意転動、その他  

「 問 題 群 別 の 指 導 時 間 に も か か わ ら ず 関 係 な い こ と 話 す 」「 非 行 内

容 の 話 を し て い て も 集 中 し て 聞 く こ と が 難 し い 」「 問 題 群 別 指 導 中 に

笑いながら 話 を す る な ど の 誤解を招く態度が出る」（ 3 施設 2 .3％）こ

となどが回答された。またそもそも「問題群別指導に参加できる状態

にならない 」 3 施 設 6 .3％ こ とが挙げられた。  

 
２．４  問題群別指導 （非行態様別指導 ）における支援  

問題群別指導（非行態様別指導）における支援 としては「本人の特

2

0

0

0

11

4

1

1

13施設、28.3％

4施設、8.7％

1施設、2.2％

1施設、2.2％

0 5 10 15

独特の理論、マイルールをもっている

マイルールを相手にも押し付けてしまう、自分の思い通

りにしようとする

極端な捉え方をする

内容の良い悪いではなく、「火を付けたら人が集まって

くる、自分を見てくれる感じがする」という理由

図２０ 独自の論理・マイルール（n=46施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=38施設）
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性・理解力に合わせた方法の工夫」35 コード 4 1 . 7%、「具体的に示す」

15 コード 17 .9％、「繰り返し指導する」12 コード 14 .3％、「視覚提示」

8 コード 9 .5％、「関係者との協同・調整」 8 コード 9 . 5％、「背景要因

の振り返り」 4 コ ー ド 4 .8％、「不安・不全感の軽減」 2 コード 2 .4％が

回答された （ n=8 4 コ ー ド）（図 ８ -２１）。  

 

 

 

（１）本人の特性 ・理解力に合わせた方法の工夫  

非 行 内 容 の 振 り 返 り に お い て 相 手 の 立 場 や 気 持 ち を 想 像 す る こ と

が苦手な少 年 に 対 し て 「 身 近な人に置き換えて考えさせる」ことが 9

施設 2 1 . 4％で挙げられた（図８ -２２）（表 ８ -１５）。  

次 い で 「 個 別 に 課 題 を 設 定 し 、 コ メ ン ト や 面 接 を 通 じ て 指 導 す る 」

8 施設 1 9 . 0％、「 理 解 度 に 合 わせて噛み砕いた内容・方法での説明をす

る」4 施設 9 .5％ 、「 絵 な ど で自分の感情を表現させる」3 施設 7 .1％こ

とが回答さ れ た 。  

 

A：本人の特性・理解

力に合わせた方法の工

夫

35コード、41.7%

B：具体的に示す

15コード、17.9%

E：習慣化、繰り返し

指導する

12コード、14.3%

C：視覚提示

8コード、9.5%

F：関係者との協

同・調整

8コード、9.5%

G：背景要因の振り返

り

、4コード、4.8%

D：不安・不全感の軽

減

2コード、2.4%

図８-２１ 問題群別指導における支援（n=84コード）

A：本人の特性・理解力に

合わせた方法の工夫

B：具体的に示す

E：習慣化、繰り返し指導

する

C：視覚提示

F：関係者との協同・調整

G：背景要因の振り返り

D：不安・不全感の軽減
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表 ８ -  １５  本人の特性 ・理解力 に合わせた方法の工夫  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ ー
割 合 （ ｎ ＝
8 4 コ ー ド ） 

回 答 内 容  該 当
数
（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 2
施 設 ） 

医 療 少 年
院・特 殊 教 育
課 程（ n = 7 施
設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 3 5 施
設 ）  

A ：
本 人
の 特
性 ・
理 解
力 に
合 わ
せ た
方 法
の 工
夫  

3 6 施 設 、
4 2 . 4 %  

相 手 の 立 場 や 気 持 ち に つ い
て 考 え さ せ る（ 身 近 な 人 に 置
き 換 え る 、 仮 定 の 話 を す る
等 ）  

9  2 1 . 4 %  2  7  

個 別 に 課 題 を 設 定 し 、コ メ ン
ト や 面 接 を 通 じ て 指 導 す る  

8  1 9 . 0 %  2  6  

理 解 度 に 合 わ せ て 、噛 み 砕 い
た 内 容 ・方 法 で の 説 明 を す る  

4  9 . 5 %  2  2  

関 係 性 を 作 り 、違 う 視 点 か ら
入 っ て い く  

4  9 . 5 %  0  4  

絵 な ど で 自 分 の 感 情 を 表 現
さ せ る  

3  7 . 1 %  2  1  

講 義 の 内 容 を 個 別 に 再 度 確
認 す る  

3  7 . 1 %  0  3  

生 活 と 本 人 の 特 性 を 結 び つ
け て 話 を す る  

1  2 . 4 %  0  1  

彼 ら の 理 屈 を 使 っ て 、正 し い
方 法 や 方 向 を 説 明 す る  

1  2 . 4 %  0  1  

時 間 を 短 く 区 切 っ て 取 り 組
ま せ る 、 考 え さ せ る  

1  2 . 4 %  0  1  

本 人 の 希 望 、特 性 に 応 じ た 進
路 指 導 を す る  

1  2 . 4 %  0  1  

 

（２）具体的に示す  

「常識 を伝える、良いこと悪い について 一つ一つ 教えていく 」こと

が少年に必要とされ、今回の回答でも 6 施設 1 4 . 3％で行われていた（図

８ -23）。 ま た 「 そ れ 以 外 の 少 年 院 」 で は 「 被 害 者 等 に つ い て 繰 り 返 し

話をする」 3 施 設 7 . 1％ 、「 具体的な場面のなかで『マイルール』を変

化させてい く 」 2 施 設 4 .8％ ことが挙げられた。  

2

2

2

0

2

7

6

2

4

1

9施設、21.4％

8施設、19.0％

4施設、9.5％

4施設、9.5％

3施設、7.1％

0 2 4 6 8 10 12

相手の立場や気持ちについて考えさせる（身近な人に置

き換える、仮定の話をする等）

個別に課題を設定し、コメントや面接を通じて指導する

理解度に合わせて、噛み砕いた内容・方法での説明をす

る

関係性を作り、違う視点から入っていく

絵などで自分の感情を表現させる

図８-２２ 本人の特性・理解力に合わせた対応の工夫（n=42 施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=7施設） それ以外の少年院（n=35施設）
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（３）繰 り返 し指導する  

「時間 を か け て 繰 り 返 し 指導する、話をする 」 3 施設 7 . 1％のほか、

「アンガー マ ネ ジ メ ン ト 」 3 施設 7 .1％、「ロールレタリング」 3 施設

7 . 1％等の 方 法 を 用 い た 指 導が回答された（表 ８ -１６）。  

 

表 ８ -１６  繰り返し指導する  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ
ー 割 合（ ｎ
＝ 8 4 コ ー
ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 2 施
設 ）  

医 療 少 年
院・特 殊 教 育
課 程（ n = 7 施
設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 3 5
施 設 ）  

E：  
繰 り
返 し
指 導
す る  

1 2 施 設 、
1 4 . 3 %  

ロ ー ル レ タ リ ン グ を
行 う  

3  7 . 1 %  1  2  

時 間 を か け て 繰 り 返
し 指 導 す る 、 話 を す
る  

3  7 . 1 %  0  3  

ア ン ガ ー マ ネ ジ メ ン
ト を 行 う  

3  7 . 1 %  0  3  

今 ま で と 違 う パ タ ー
ン や 手 段 で の 解 決 法
を 本 人 に や ら せ て み
る  

2  4 . 8 %  0  2  

集 団 処 遇 の 中 で の や
り 取 り を 通 し な が
ら 、 周 り を 見 る 練 習
を す る  

1  2 . 4 %  0  1  

 

（４）視覚提示  

非行内容 に つ い て よ り 具 体的に考えられるように「非行内容に関す

る本を読ま せ る 、映 像 を 見 せる」3 施設 7 . 1％ことが回答された。また

非行内容と 関 連 し て 、それまでの人との関わり方を「図式化して考え

1

0

0

1

1

5

3

2

1

0

6施設、14.3％

3施設、7.1％

2施設、4.8％

2施設、4.8％

1施設、2.4％

0 2 4 6 8

一般論・常識を伝える、良いことと悪いことを一つ一つ

教えていく

被害者について繰り返し本人に話をする、教える

具体的な場面のなかで「マイルール」を変化させてい

く、確認する

「犯罪をしないためには」ということを考えさせる

他の少年の考え・意見を聞かせる

図８-２３ 具体的に示す（n=42施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=7施設） それ以外の少年院（n=35施設）
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させる」ことで少年自身も客観的な振り返りができ、口頭での説明が

うまくでき な い 場 合 に も 有 効であるとされた。  

 

（５）関係者との協同 ・調整  

家族との 関 係 が 非 行 内 容 に影響している場合も少なくない ため「親

子関係を調 整 す る 」4 施 設 9 .5％ことが 回答され、また「精神科医等の

外部に協力 を 得 る 」3 施 設 7 .1％ことや少年院間で連携を図りながら少

年の状態に 合 わ せ た 処 遇 が 行われていた。  

 
（６）背景要因の振り返 り  

事件に至 る ま で の 生 活・生育歴について時間をかけて丁寧に少年か

ら話を聞い て い る こ と が 3 施設 7 . 1％で回答された。「これまでのこと

を吐き出させる」2 施 設 4 .8％ことが少年達の不安感・不全感の軽減に

も繋がって い る と さ れ た 。また、最低限のルールを決めた上で「グ ル

ープ討議を行い、非行に至るまでの過程も含めて話をする」取り組み

が医療少年 院 ・ 特 殊 教 育 課 程の 1 施設 2 .4％で行われていた。  

 

２．５  出院準備教育課程における指導 ・支援  

出院準備 教 育 課 程 に お け る指導・支援では「具体的な対応方法」 48

コード 35 .8％、「 関 連 機 関 との連携 」 2 7 コード 20 .1％、「段階的 な準

備」 2 4 コード 17 .9％、「周 囲 の 理 解・支 援 」 1 3 コー ド 9 . 7％、「 就 労 ・

進学の準 備 支 援 」 1 0 コ ー ド 7 .5％、「 出院後の支援 先と繋げる 」 7 コー

ド 5 .2％、「 出 院 困 難 」5 コ ー ド 3 .7％が挙げられた（ n=1 34 コード）（図

８ -２４）。  
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（１）具体的な対応方法  

「具体的 な ト ラ ブ ル 時 の 対応について SS T やロールプレイで行う」

ことが 20 施設 41 .7％ で 回 答された（図 ８ -２５）。そのうちの 19 施設が

「それ以外 の 少 年 院 」で あ り、医療少年院や特殊教育課程以外の少年

院 に お い て 「 個 別 面 接 や 課 題 を 通 し て 出 院 後 の こ と に つ い て 具 体 化 」

させること が 基 本 的 対 応 と なっている（ 1 5 施設 31 .3％）。  

具体的指 導 内 容 で は 、困 っていることや対処方法についての「自分

のマニュア ル 作 り 」 が 2 施 設 4 .2％で挙げられた。  

 

D：具体的な対応方法

、48コード

、35.8%

F：関係機関との連携

27コード、20.1%

C：段階的

24コード、17.9%

G：周囲の理

解・支援

、13コード、

9.7%

B：就労・進学の

意識付け

、10コード

、7.5%

E：機関・頼る先

と繋げる

、7コード、5.2%

A：困難

、5コード、3.7%

図８-２４ 出院準備教育課程における指導・支援（n=134コード）

D：具体的な対応方法

F：関連機関との連携

C：段階的な準備

G：周囲の理解・支援

B：就労・進学の準備支

援
E：出院後の支援先と繋

げる
A：出院困難
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（２）関連機関との連携  

「それ以 外 の 少 年 院 」で はハローワークと協同で出院準備を進めて

いるが 15 施 設 3 1 . 1％で回答された（図 ８ -２６）。出院後の生活を考えて

「障害者手 帳 の 取 得 を 行 う 」1 施設 2 .1％（医療少年院・特殊教育課程 ）、

「それ以外 の 少 年 院 」 に お いて「外 部の医者に繋げる 」 1 施設 2 . 1％

（ n= 48 施 設 ） こ と が 回 答 された。  

 

 
 

（３）段階的な準備  

出 院 後 の 移 行 支 援 と し て 、「 そ れ 以 外 の 少 年 院 」 で は 本 人 ・ 保 護 者

の了承を得て「 実 際 に 職 場 の面接に連れていく」 9 施設 1 8 . 8％、 7 施

1

4

0

2

0

1

19

12

4

1

2

1

20施設、41.7％

16施設、33.3％

4施設、8.3％

3施設、6.3％

2施設、4.2％

2施設、4.2％

0 5 10 15 20 25

具体的なトラブル時の対応についてSST、ロールプレ

イやワークショップを行う

個別面接や課題を通して生活設計や対人面等出院後

のことについて具体化させる

出た後の約束・注意点について話をする

「正しい相談の仕方」や相談する相手等について教

えている

インターネットや携帯電話の使いかたについて話を

する

本人に自分の特性を理解するように促す、自分のマ

ニュアル作りを行う

図８-２５ 具体的な対応方法（n=48施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=40施設）

0

0

0

1

15

8

1

0

15施設、31.3％

8施設、16.7％

1施設、2.1％

1施設、2.1％

0 5 10 15 20 25 30 35

ハローワークと協力し、適性テストやハローワーク職員が面

接に来たり、少年と教官で実際にハローワークに行く、相談

員に繋げる

職業講座やハローワークの人に話をしてもらう

キャリアカウンセリングを活用して、職業適性や職業さがし

をする

施設に帰るために手帳の取得を行う

図８-２６ 関連機関との連携（n=48施設）
医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=40施設）
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設 1 4 . 6％ の 少 年 院 で は 「 職 場見学、職場体験」が回答された（図８ -２

７）。少年院の 構 造 化 さ れ た 生活から社会へ戻る際にそのギャップは大

きく、施設によっては「出院前準備寮に移動してそこである程度自主

性が保たれ た 環 境 で 生 活 を 送る」 7 施設 1 4 . 6％ことが回答された。  

 

 

 

（４）周囲の理解 ・支援  

家庭環境 の 状 況 や 帰 住 調 整の難しさなど課題は少なくないが、ほと

んどの少年 が 家 庭・地 域 に 戻っていく。出院後は保護者等の協力・支

援が不可欠 で あ り「 保 護 者 に対して、少年のことで気になることや福

祉サービス に つ い て 職 員 や 医師から話をする」1 0 施設 2 0 . 8％と回答さ

れた（表 ８ -１７）。  

表 ８ -１７  周囲の理解 ・支援  

カ テ ゴ
リ ー  

カ テ ゴ リ
ー 割 合（ ｎ
= 1 3 4 コ ー
ド ）  

回 答 内 容  該 当
数
（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8
施 設 ） 

医 療 少 年
院・特 殊 教 育
課 程（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以 外 の
少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

G：周 囲
の 理
解 ・ 支
援  

1 3 施 設 、
9 . 7 %  

保 護 者 に 対 し て 、
少 年 の こ と で 気
に な る こ と や 福
祉 サ ー ビ ス に つ
い て 職 員 や 医 師
か ら 話 を す る  

1 0  2 0 . 8 %  

3  7  

親 子 合 宿 、 親 子
S S T を 行 う  

2  4 . 2 %  
0  2  

面 会 の 構 成 を 工
夫 す る  

1  2 . 1 %  
0  1  

 

（５）就労 ・進学の準備支援  

「（出院 後 の ） 進 学 希 望 の少年をフォローする」 3 施設 6 . 3％が医療

0

1

1

9

6

6

9施設、18.8％

7施設、14.6％

7施設、14.6％

0 2 4 6 8 10 12

実際に職場の面接に連れていく、

職場見学、職場体験を行う

出院前準備寮に移動してそこである程度自主性が保

たれた環境での生活を送る、自由な時間の過ごし方

の計画を立てて実行する練習をする

図８-２７ 段階的な準備（n=48施設）

医療少年院・特殊教育課程（n=8施設） それ以外の少年院（n=40施設）
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少年院・特殊教育課程も含めて回答された（表 ８ -１８）。就労に関して、

主に「それ以外の少年院」において「各種資格をとらせる」3 施設 6 .3％、

「その少年 に 合 わ せ た 仕 事 を勧める」1 施設 2 .1％ことが行われていた

（ n= 48 施設）。  

 

表 ８ -１８  就労 ・進学の準備支援  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ ｎ = 1 3 4
コ ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8
施 設 ） 

医 療 少 年
院 ・ 特 殊 教
育 課 程
（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院
（ n = 4 0
施 設 ）  

B ：
就
労 ・
進 学
準 備
支 援  

1 0 施 設 、
7 . 5 %  

進 学 希 望 の 少 年 を フ ォ ロ
ー す る  

3  6 . 3 %  
1  2  

各 種 資 格 を 取 ら せ る （ 高
卒 認 定 等 を 含 む ）  

3  6 . 3 %  
0  3  

生 活 設 計 や 仕 事 に 対 す る
意 識 付 け を 行 う  

2  4 . 2 %  
0  2  

職 業 講 座 の 内 容 を よ り 簡
単 に し て わ か り や す く 教
え る  

1  2 . 1 %  
0  1  

そ の 少 年 に 合 わ せ た 仕 事
を 勧 め る  

1  2 . 1 %  
0  1  

 

（６）出院後の支援先と繋げる  

出院後の 支 援 を 行 う 保 護 司と出院前の段階で繋げるために「面接や

手紙でやり と り を さ せ る」2 施設 4 . 2％ことが回答され、以前の学校や

職場との手 紙 の や り 取 り に ついても「それ以外の少年院」2 施設 4 .2％

から挙げら れ た 。ま た 、本 人に「出院後に頼れる機関の紹介」をして

いることも 2 施設 4 .2％ で 回答された（表 ８ -１９）。  

 

表 ８ -１９  出院後の支援先と繋げる  

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ
リ ー 割
合 （ ｎ
= 1 3 4 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数
（ 施
設 ）  

割 合
（ ｎ
= 4 8
施
設 ）  

医 療 少 年
院・特 殊 教
育 課 程
（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0
施 設 ）  

E ：
出
院
後
の
支
援
先
と
繋
げ
る  

7 施 設 、
5 . 2 %  

出 た 後 か か わ る 保 護 司
と 面 接 や 手 紙 で や り と
り を さ せ る  

2  4 . 2 %  
0  2  

以 前 の 学 校 や 職 場 に 戻
る 場 合 は 入 院 中 に 手 紙
の や り 取 り を す る  

2  4 . 2 %  
0  2  

出 院 後 に 頼 れ る 機 関 を
紹 介 す る  

2  4 . 2 %  
1  1  

出 院 後 に 教 官 に 手 紙 を
書 く よ う に 話 を す る こ
と も あ る  

1  2 . 1 %  

0  1  
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２．６  出院後の困難と支援  

出院後に お い て は「 居 場 所・環境」16 コード 2 8 . 1％、次いで「就労・

入所の継続 」9 コ ー ド 1 5 . 8％、「トラブル」7 コード 1 2 . 3％、「頼る先」

5 コード 8 . 8％、「再非行・再入院」 5 コード 8 . 8％（ n=5 7 コード ）が

困難として 挙 げ ら れ た が 、出院後の少年の状況に関して「把握できて

いない（できない）」15 コード 26 .3％（ n =57 コード）ことも回答され、

少 年 全 体 に 関 し て 保 護 観 察 所 等 か ら の 報 告 で し か 把 握 が で き な い 実

態が明らか と な っ た （図 ８ -２８）。  

出院後の 居 場 所 や 環 境 が 少年の 発達上の課題・困難に関係があると

いう回答が 最 も 多 く 、と く に「それ以外の少年院」から「交友関係が

再非行・再 入 院 に 影 響 し て いる」 8 施設 1 7 .4％、帰住先の環境はほと

んど変わっ て い な い た め に「入院前と同じ状況をたどる」4 施設 8 .7％

ことが回 答 さ れ た 。また 、発達障害等の 発達上の課題・困難を有する

少年におい て は 「 少 年 院 で の生活・環境と社会とのギャップ」 3 施設

6 . 5％が大 き く 、 う ま く 適 応 できていないケースが回答された。  

保護観察 官 や 保 護 司 が中 心となって少年の支援にあたるが、発達障

害等の発達上の課題・困 難 を有する 少年の特性等に関する「保護司の

理解」 3 施 設 6 .5％ （ n= 46 施設）の難しさから適切な支援が受けられ

ていないケ ー ス も あ る こ と が医療少年院・特殊教育課程も含めて回答

された。  

義務教育修 了 の 少 年 の 多 くは出院後に就職をすることになるが「職

場でのトラ ブ ル や 悩 み 」3 施 設 6 .5％から「仕事をすぐにやめてしまう」

3 施設 6 .5％ こ と が 回 答 さ れ た（表８ -２０）。  
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表 ８ -２０  出院後の困難 （一部抜粋 ）  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ
ー 割 合（ ｎ
＝ 5 7 コ ー

ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ n = 4

6 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊 教
育 課 程（ n = 8
施 設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 3 8 施
設 ）  

D：就
労 ・
入 所
の 継
続  

9 施 設 、
1 5 . 8 %  

仕 事 を す ぐ に や め て
し ま う  

3  6 . 5 %  
0  3  

職 場 で の ト ラ ブ ル 、
悩 み  

3  6 . 5 %  
0  3  

入 所 し た 福 祉 施 設 で
の 問 題 行 動  

2  4 . 3 %  
1  1  

生 活 保 護 受 給 の 関 係
で 保 護 者 か ら 働 く こ
と を 阻 止 さ れ る  

1  2 . 2 %  
1  0  

A：ト
ラ ブ
ル  

7 施 設 、
1 2 . 3 %  

対 人 面 で ト ラ ブ ル に
な る  

4  8 . 7 %  
0  4  

う ま く い か な く て 最
終 的 に 精 神 科 病 棟 へ
の 入 院  

1  2 . 2 %  
1  0  

イ ラ イ ラ し て 迷 惑 行
為 に 及 ぶ  

1  2 . 2 %  
1  0  

仕 事 や 学 校 が う ま く
い っ て い な い と き に
ト ラ ブ ル に 繋 が る  

1  2 . 2 %  
0  1  

C：頼
る 先  

5 施 設 、
8 . 8 %  

保 護 司 に 手 紙 で 変 な
こ と （ と 捉 え ら れ て
し ま う 内 容 ） を 書 い
て 保 護 司 が 「 ふ ま じ
め な 手 紙 だ 」 と 怒 っ
て し ま う 、 保 護 司 の
理 解  

3  6 . 5 %  

2  1  

支 援 セ ン タ ー に 繋 げ
た が 、 本 人 は 受 容 で
き ず に セ ン タ ー に 行
か な く な っ て し ま っ

1  2 . 2 %  

0  1  

B：居場所・環境

、16コード

、28.1%

F：把握できない

、15コード、26.3%

D：就労・入所の継続

、9コード、15.8%

A：トラブル

、7コード

、12.3%

C：頼る先

、5コード、8.8%

E：再非行・再入院

、5コード

、8.8%

図８-２８ 出院後の困難（ｎ＝57コード）

B：居場所・環境

F：把握できない

D：就労・入所の継続

A：トラブル

C：頼る先

E：再非行・再入院
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た  

周 り に 相 談 が で き な
い  

1  2 . 2 %  
0  1  

E：再
非
行 ・
再 入
院  

5 施 設 、
8 . 8 %  

再 非 行 ・ 再 入 院  5  1 0 . 9 %  

0  5  

 

出院後の 支 援 に お い て は「本人の不安軽減」8 コード 22 .2％、「継続

的な繋がり 」6 コ ー ド 1 6 . 7％、「支援体制」5 コード 1 3 . 9％のカテゴリ

ー に 関 す る 回 答 が 挙 げ ら れ た が （図 ８ -29）、 少 年 院 の 職 員 は 直 接 「 関

われない」 17 コ ー ド 4 7 . 2％ことが通常と な っ て い る （ n = 3 6 コ ー ド）。 

実 際 の 支 援 内 容 で は 、「 本 人 の 不 安 軽 減 」 と し て 「 手 紙 や 電 話 に 返

事をする」7 施設 21 .9％、「保護観察所等の要請に応じて少年への面会

に同席する」４施設 1 2 . 5％ことが回答された。配慮が必要な少年への

「支援体制」として、本人 の出院後にも「受け入れ施設や関係機関で

のケース会 議 、 ケ ア 会 議 に 少年院職員が参加」 4 施設 1 2 . 5％などが行

われている 。  

 

 

 

２．７  関係機関との連携  

関係機関 と の 連 携 に つ い ては「特にしていない」25 コード 2 8 . 7％が

最も多く、次いで「発達支援センターや自治体」18 コード 2 0 . 7％、「医

D：関われない

、17コード、47.2%

A：本人の不安軽減

、8コード

、22.2%

B：継続的な繋がり

、6コード、16.7%

C：支援体制

、5コード

、13.9%

図８-２９ 出院後の支援 （n=36コード）

D：関われない

A：本人の不安軽減

B：継続的な繋がり

C：支援体制
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療機関」1 7 コード 1 9 . 5％、「 保護観察所、更生保護」1 2 コード 1 3 . 8％、

「学校・地域」 9 コ ー ド 1 0 . 3％、「施設」 4 コード 4 .6％、「保護者・家

庭」 2 コー ド 2 .3％ が 挙 げ ら れた（図８ -３０）（ n= 87 コード ）。  

「特にし て い な い 」理 由 として「発達障害だから何かの機関と繋が

るというこ と は な い」17 施 設 3 5 . 4％ ことが挙げられた一方で、少年院

が 関 係 機 関 と 少 年 を 繋 げ る 場 合 に も 保 護 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら

ないことや 「 保 護 者 に 動 い てもらうしか ない」 6 施設 1 2 . 5％という理

由が挙げら れ た 。  

 

 

 

（１）発達障害者支援センター、自治体との連携  

発達障害 者 支 援 セ ン タ ー や 地域生活 定着支援センターとの連携は 7

施設 1 4 . 6％で行われており、そのうちの 5 施設は医療少年院・特殊教

育課程であ っ た （表 ８ -２１）。  

また、出院後の帰住先や少年の状況を考慮して「必要に応じて療育

手帳の取得 や 精 神 障 害 者 手 帳の取得、障害程度区分認定調査などを在

院中に実施」が 4 施 設 8 .3％で行われていた。「福祉と繋げて就職支援

を行う」４ 施 設 8 . 3％ で 回 答され、医 療少年院 ・特殊教 育課程以外の

G：特にしていない

、25コード

、28.7%

B：発達支援セン

ター、自治体

、18コード、20.7%

D：医療機関

、17コード

、19.5%

F：観察所、

更生保護

、12コード

、13.8%

E：学校・地域

、9コード

、10.3%

C：施設

、4コード、4.6%

A：保護者・家庭

、2コード、2.3%

図８-３０ 関係機関との連携（n=87コード）

G：特にしていない

B：発達支援センター、自治

体

D：医療機関

F：観察所、更生保護

E：学校・地域

C：施設

A：保護者・家庭
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少 年 院 に お い て も 福 祉 を 通 し て の 就 労 が 必 要 な 少 年 が い る こ と が 示

された。  

 

表 ８ -２１  発達障害者支援センター、自治体との連携  

カ
テ
ゴ
リ
ー  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ n = 8 7 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数
（ 施
設 ）  

割 合
（ n = 4
8 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院
（ n = 4 0
施 設 ）  

B ：
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 、
自
治
体  

1 8 施 設 、
2 0 . 7 %  

発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー
や 、 地 域 生 活 定 着 支 援 セ ン
タ ー と 連 携 を は か り 、 面 接
に き て も ら う  

7  1 4 . 6 %  

5  2  

必 要 に 応 じ て 療 育 手 帳 の 取
得 や 精 神 障 害 者 手 帳 の 取
得 、 障 害 程 度 区 分 認 定 調 査
な ど を 在 院 中 に 実 施 す る  

4  8 . 3 %  

3  1  

福 祉 と 繋 げ て 就 職 支 援 を お
こ な う  

4  8 . 3 %  
1  3  

市 役 所 と 出 院 後 の 受 け 入 れ
体 制 に つ い て 協 議 す る  

2  4 . 2 %  
0  2  

市 の 職 員 と 療 育 手 帳 の 取 得
に 向 け て 連 携 を 図 る  

1  2 . 1 %  
0  1  

 

（２）医療機関  

「医療機 関 に つ な げ る 、 場合によっては投薬を行う」ことが 10 施

設 2 0 . 8％で回答され、医療少年院等以外の少年院で多く回答されてい

る。さらに、少 年 の 姿 に 違 和感や難しさがある場合には定期的な精神

科医の診察 の 際 に み て も ら い（ 3 施設 6 . 3％）、そこから発達障害等の

診断に 至る ケース も回答 され た（表 ８ -２２）。また 児童精 神科医 に来て

もらい「定期的にコンサルテーション」を行うことで処遇の検討や見

直しが行わ れ て い る （ 3 施 設 6 .3％）。  

 

表 ８ -２２  医療機関との連携  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ n = 8 7 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数 （ 施
設 ）  

割 合
（ n =
4 8 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊 教
育 課 程（ n = 8
施 設 ）  

そ れ 以 外 の
少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

D： 医
療 機
関  

1 7 施 設 、
1 9 . 5 %  

医 療 機 関 に つ な げ
る 、場 合 に よ っ て は
投 薬 を 行 う  

1 0  2 0 . 8
%  0  1 0  

定 期 的 な 精 神 科 医
の 診 察 の 際 に み て
も ら う 、診 察 か ら 発
達 障 害 の 診 断 に 繋
が る こ と が あ る  

3  6 . 3 %  

0  3  

定 期 的 に 児 童 精 神 3  6 . 3 %  1  2  
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科 医 に き て も ら い
コ ン サ ル テ ー シ ョ
ン を 行 う  

元 々 本 人 と 関 わ り
が あ っ た 精 神 科 医
か ら の フ ォ ロ ー を
し て も ら う  

1  2 . 1 %  

0  1  

 

（３）保護観察所 、更生保護との連携  

保護観察 所 や 更 生 保 護 と の連携は 1 2 施設 1 3 .8％（ n= 87）から回答

されたが、そのなかで発達障害等の 発達上の課題・困難 についての 内

容も含めた「保護観察所への情報提供」が 5 施設 1 0 . 4％で回答された

（表 ８ -２３）。  

保護者と 保 護 観 察 所 ・ 保 護司に加え、専門家を交えての検討会が 3

施設 6 .3％で行われ ており、いずれも 医療少年院 ・特殊 教育課程以外

の少年院で 回 答 さ れ た 。  

 

表 ８ -２３  保護観察所、更生保護との連携  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ
リ ー 割
合（ n = 8 7
施 設 ）  

回 答 内 容  該 当 数
（ 施
設 ）  

割 合
（ n = 4 8
施 設 ）  

医 療 少 年 院 ・
特 殊 教 育 課 程
（ n = 8 施 設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

F ： 保
護 観
察 所 、
更 生
保 護  

1 2 施 設
1 3 . 8 %  

観 察 所 に 情 報 提
供 す る  

5  1 0 . 4 %  
1  4  

大 学 教 授 （ 専 門
家 ）、 観 察 所 、 保
護 者 、 保 護 司 な
ど を 交 え て の 今
後 に つ い て の 検
討 会 を 行 う  

3  6 . 3 %  

0  3  

観 察 所 の 医 師 に
み て も ら う 、 再
鑑 別 を 依 頼 す る  

3  6 . 3 %  
1  2  

保 護 司 に 本 人 の
特 性 な ど に つ い
て 話 を す る 、 引
き 継 ぎ を 行 う  

1  2 . 1 %  

0  1  

 

（４）学校 ・地域、施設 、保護者 との連携  

 少年院の 入 院 前 に 在 籍 し ていた「学校との手紙のやり取り」 8 施設

16 .7％ が 最 も 多 く 回 答 さ れ た （表 ８ -２４）。 特 別 支 援 教 育 と の 繋 が り で

は「地域の特別支援学校と職員同士の交流や手立てについて話をする」

ことが 1 施 設 2 .1％ で 行 わ れていた。医療少年院・特殊教育課程から

福祉施設等 へ 入 所 す る 際 に 「情報提供やケア会議」が 2 施設 4 . 2％で

回答された 。  
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表 ８ -２４  学校 ・地域 、施設 、保護者との連携  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ
リ ー 割
合（ n = 8 7
コ ー ド ）  

回 答 内 容  該 当 数
（ 施
設 ）  

割 合
（ n = 4
8 施
設 ）  

医 療 少 年 院 ・
特 殊 教 育 課 程
（ n = 8 施 設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 4 0 施
設 ）  

E ： 学
校・地
域  

9 施 設
1 0 . 3 %  

担 任 の 先 生 や 学 校 と
の 手 紙 の や り 取 り を
す る  

8  1 6 . 7 %  
2  6  

地 域 の 特 別 支 援 学 校
と 職 員 同 士 の 交 流 を
図 る 、 手 立 て 等 に つ
い て 話 を す る  

1  2 . 1 %  

1  0  

C ： 施
設  

4 施 設
4 . 6 %  

入 所 予 定 の 施 設 と ケ
ア 会 議 を 行 い 、 情 報
共 有 を お こ な う  

2  4 . 2 %  
2  0  

帰 住 先 が 保 護 者 以 外
の 場 合 に は 自 立 援 助
ホ ー ム や 福 祉 施 設 な
ど と 繋 が る  

2  4 . 2 %  

1  1  

A ： 保
護
者・家
庭  

2 施 設
2 . 3 %  

本 人 の 特 性 等 に つ い
て 保 護 者 に 話 を す る  

2  4 . 2 %  

0  2  

 

２．８  今後の課題  

発達障害 等 の 発達上の課題・困難 を有する少年が、今後、社会にお

いて自立を し て い く た め に 必要と考えられる少年院での処遇・支援と

しては「サ ポ ー ト ネ ッ ト ワ ーク の構築 」 3 5 コード 2 . 4%、次いで「障

害理解・受 容の 促 進 」27 コ ード 2 5 . 0％、「入院中にすべき処遇・対応」

21 コード 19 .4 %、「 職員体制」13 コード 1 2 . 0%、「出院後の継続的な支

援」1 0 コード 9 . 3  %、「入院前の支援」2 コード 1 .9 %（ n= 1 08 コード）

に関する内 容 が 回 答 さ れ た （図８ -３１）。  
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（１）サポートネットワークの構築  

「出院後 に 頼 れ る 場 所 や 相談できる場所に繋げる」16 施設 2 9 . 8％こ

とが必 要と され た （表 ８ -２５）。 発達 障 害等の 診断・ 判定 や障害 者手帳

の取得の対 象 と な ら な い 少 年にとって「良き理解者がいることが絶対

に必要」2 施 設 4 . 3％であり、出院後に少 年院職員が「保護司への介入

やカンファ レ ン ス へ の 参 加 」1 施設 2 .1％等で継続的に関わることが課

題として挙 げ ら れ た 。  

 

表 ８ -  ２５  サポートネットワークの構築  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ
ー 割 合
（ n = 1 0 8 コ
ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ n = 4
7 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊 教
育 課 程
（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院
（ n = 3 9
施 設 ）  

D：サ
ポ ー
ト ネ
ッ ト
ワ ー
ク の
構 築  

3 5 施 設 、
3 2 . 4 %  

出 院 後 に 頼 れ る 場 所 や 相
談 で き る 場 所 に つ な げ
る 、 居 場 所  

1 6  2 9 . 8 %  5  1 1  

出 院 後 の 家 族 支 援 の 体 制
づ く り  

8  1 7 . 0 %  1  7  

出 院 後 の 家 庭 以 外 の 受 け
皿  

5  1 0 . 6 %  3  2  

D：サポートネッ

トワーク

、35コード

、32.4%

E：障害受容、

理解

、27コード、

25.0%

B：入院中にすべ

き処遇・対応

、21コード

、19.4%

F：職員体制

、13コー

ド、12.0%

C：出院後の継続

的な支援

、10コード、9.3%
A：入院前の支援

、2コード、1.9%

図８-３１ 今後の課題 （n=108コード）

D：サポートネットワークの構築

E：障害理解・受容の促進

B：入院中にすべき処遇・対応

F：職員体制

C：出院後の継続的な支援

A：入院前の支援
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良 き 理 解 者 が い る こ と が
絶 対 に 必 要 （ き ち ん と 叱
っ て く れ る 、 褒 め て く れ
る 人 ）  

2  4 . 3 %  0  2  

出 院 者 を 中 心 と し た サ ポ
ー ト ネ ッ ト ワ ー ク  

2  4 . 3 %  0  2  

出 院 後 の 環 境 調 整 （ 交 友
関 係 な ど ）  

1  2 . 1 %  1  0  

保 護 司 へ の 介 入 や カ ン フ
ァ レ ン ス へ の 参 加 等 の 関
わ り  

1  2 . 1 %  0  1  

 

（２）障害理解 ・受容の促進  

出 院 後 の 環 境 適 応 に 向 け て は 「 地 域 や 職 場 ・ 学 校 の 理 解 、 協 力 」 9

施設 1 9 . 1％、「保護司や保護観察所な どの障害に対する 理解、認識、

情報提供」4 施 設 8 . 5％ 、「 本人の障害や状態に対する保護者の理解」3

施設 6 .4％ が 挙 げ ら れ た （表 ８ -２６）。  

また、 少 年本 人 が 自 身 の 状況や得手不得手を認識することが成長・

発達のきっ か け と な る が 、そのため に「本人が自分の特性についての

認識や受け 止 め が で き る よ うにする」働きかけ ・工夫が 3 施設 6 .4％

で回答された。そのためにはまず「職員が障害・福祉・医療に関する

認識・知識をもつこと」 6 施設 12 . 8％が必要として回答された（ n=4 7

施設）。  

 

表 ８ -  ２６  障害理解 ・受容の促進  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ ー
割 合（ n = 1 0 8
コ ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ n = 4
7 施
設 ）  

医 療 少 年
院・特 殊 教 育
課 程（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以 外
の 少 年 院
（ n = 3 9 施
設 ）  

E ：
障 害
理
解 ・
受 容
の 促
進  

2 7 施 設
2 5 . 0 %  

地 域 や 職 場 ・ 学 校 の
理 解 、 協 力  

9  1 9 . 1 %  2  7  

職 員 が 障 害 ・ 福 祉 ・
医 療 に 関 す る 認 識 ・
知 識 を も つ こ と  

6  1 2 . 8 %  3  3  

保 護 司 や 保 護 観 察 所
な ど の 障 害 に 対 す る
理 解 、 認 識 、 情 報 提
供  

4  8 . 5 %  0  4  

本 人 が 自 分 の 特 性 に
つ い て の 認 識 や 受 け
止 め が で き る よ う に
す る  

3  6 . 4 %  0  3  

本 人 の 障 害 や 状 態 に
対 す る 保 護 者 の 理 解  

3  6 . 4 %  1  2  

療 育 手 帳 の 取 得  1  2 . 1 %  0  1  

周 り の 寮 生 の 理 解 を
促 す  

1  2 . 1 %  0  1  
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（３）入院中の処遇 ・対応と職員体制  

入 院 中 に す べ き 処 遇 ・ 対 応 と し て 「 個 々 の 少 年 に 合 っ た 処 遇 計 画 、

指導カリキ ュ ラ ム の 改 善 、工夫」5 施設 1 0 . 6％、「少年院と出院後のギ

ャップの軽減、段階的な移行施設」 3 施設 6 .4％が必要とされた（表 ８

-２７）。発達障害等に関する専門職の配置に関して、現在は医療少年院

や特殊教育 課 程 以 外 の 少 年 院においてはほぼ皆無である。今後は「発

達 障 害 に 詳 し い 医 師 の 配 置 」「 専 門 的 知 識 を 持 っ た 人 が 処 遇 に 関 わ る

アドバイス を す る 」こ と が 求められて おり、また 職員が 特別支援教育

や発達障害 に つ い て 学 ぶ こ とができる研修 機会、特別支援 学校見学等

が挙げられ た 。  

 

表 ８ -２７  入院中の処遇 ・対応と職員体制  

カ テ
ゴ リ
ー  

カ テ ゴ リ
ー 割
（ n = 1 0 8
コ ー ド ）  

回 答 内 容  該 当
数（ 施
設 ）  

割 合
（ n =
4 7 施
設 ）  

医 療 少 年
院 ・ 特 殊
教 育 課 程
（ n = 8 施
設 ）  

そ れ 以
外 の 少
年 院
（ n = 3 9
施 設 ）  

B：入
院 中
の 処
遇  

2 1 施 設 、
1 9 . 4 %  

個 々 の 少 年 に 合 っ た 処 遇 計 画 、
指 導 カ リ キ ュ ラ ム の 改 善 、 工 夫  

5  
1 0 . 6

%  
0  5  

社 会 人 と し て 適 応 で き る よ う な
方 法 、 非 行 文 化 に 対 す る 防 衛 方
法 等 を 伝 え て い く  

3  6 . 4 %  1  2  

少 年 院 と 出 院 後 の ギ ャ ッ プ の 軽
減 、 段 階 的 な 移 行 施 設  

3  6 . 4 %  1  2  

集 団 生 活 に 戻 れ る よ う な 支 援  2  4 . 3 %  0  2  

資 格 取 得 や 本 人 の 能 力 が 発 揮 で
き る 場 の 設 定 な ど を 通 し て 入 院
中 に い か に 自 信 を 付 け さ せ る か  

2  4 . 3 %  0  2  

様 々 な 実 習 体 験 を 積 ま せ て い く  1  2 . 1 %  1  0  

意 欲 を 持 て る よ う に 、 自 分 に 合
っ た 方 法 を 伝 え て い く  

1  2 . 1 %  0  1  

入 院 中 に 複 数 の 大 人 が 関 わ る  1  2 . 1 %  0  1  

個 別 対 応 と 集 団 全 体 の 紀 律 維 持
の バ ラ ン ス  

1  2 . 1 %  0  1  

心 の ケ ア  1  2 . 1 %  0  1  

基 礎 学 力 を 高 め る  1  2 . 1 %  0  1  

F：職
員 体
制  

1 3 施 設
1 2 . 0 %  

専 門 的 知 識 を 持 っ た 人 が 処 遇 に
関 わ る ア ド バ イ ス を す る  

6  
1 2 . 8

%  
0  6  

発 達 障 害 に 詳 し い 医 師 の 配 置  3  6 . 4 %  1  2  

個 別 的 支 援 や 指 導 へ の 十 分 な 時
間 と 人 員 の 確 保  

2  4 . 3 %  0  2  

そ の 子 に 傾 向 が あ る 場 合 、 そ の
こ と を 面 接 等 の 際 に 教 官 か ら も
伝 え ら れ る よ う な 仕 組 み ・ 方 法  

1  2 . 1 %  0  1  

も っ と 勉 強 の 機 会 が あ る と 良 い
（ 特 別 支 援 学 級 へ の 見 学 等 ）  

1  2 . 1 %  0  1  

 

（４）出院後の継続的な支援  
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少 年 院 で 支 援 さ れ て い て も 家 庭 や 地 域 に 戻 る と 適 応 が 難 し い ケ ー

スは少なく な い が 、 今 回 の 調査では 1 0 施設 21 .3％から「出院後に連

携 が 取 れ る よ う な シ ス テ ム 、 ア フ タ ー ケ ア 」 の 必 要 性 が 回 答 さ れ た

（ n= 47 施設）。  

 

３．考察  

３．１  生活－対人－作業面における困難と支援  

 今回の少 年 院 に お け る 発 達障害等の発達上の課題・困難 に関する調

査 の 結 果 と 、 前 述 の 児 童 自 立 支 援 施 設 、 児 童 自 立 支 援 施 設 併 設 の 分

校・分教室、自立援助ホームにおける発達障害調査の結果と比較する

と 、「 言 葉 で 説 明 す る こ と の 難 し さ 」 や 「 急 な 予 定 の 変 更 に 対 応 で き

ない」こと な ど が 特 徴 と し て挙げられた（図 ８ -３２）。  

 

 

 

本人の発 達 上 の 課 題・困 難や支援ニーズに対して個別的配慮がなさ

れている際 に は 大 き な 問 題 とならなくとも、少年院の集団生活におい

15.9%

35.6%

33.3%

28.9%

28.9%

13.3%

26.7%

26.7%

13.8%

33.3%

9.1%

0.0%

18.2%

12.1%

21.2%

9.1%

58.3%

33.3%

35.4%

16.7%

10.4%

22.9%

37.5%

45.80%

35.0%

27.5%

17.9%

5.0%

30.0%

30.0%

65.0%

45.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

言葉で説明することは苦手、

気持ちを言葉で説明できない

こだわりからやるべき行動が

とれない。切り替えられない

急な予定の変更に対応できず

固まる、パニックになる

支度が遅くて周りがイライラ

してしまう

集団の中で皆と同じように動

けない

言葉の意味が通じない(具体的

な指示でないとわからない)

相手との物理的な距離がうま

く取れない

被害的・差別的に受け取りや

すい

図８-３２ ４施設における比較（生活-対人-作業等）

児童自立支援施設

（n=45施設）

児童自立支援施設併設

の分校・分教室（n=33

校）

少年院（n=48施設）

自立援助ホーム（n=40

ホーム）
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て「他の寮生が不快に思う言動・行動をする」9 施設 18 .8％、「他の寮

生から不満 が 出 る 」 1 3 施 設 27 . 1％、「集団から浮いてしまう」 5 施設

10 .4％、「他の寮生からのからかいの対象になりやすい」 4 施設 8 . 3％

ことが回答 さ れ た （ n= 48 施設）。  

これらの 集 団 処 遇 に お け る困難さは、これまで検討してきた児童自

立支援施設、児童自立支援施設併設分校・分教室の調査においても挙

げられてお り 、 施 設 内 処 遇 においてとくに顕著となる発達上の課題・

困難とい え る 。  

 今回の調査では「それ以外の少年院」においても多様な 発達上の課

題・困難 の 実 態 が 挙 げ ら れ ており、そのため医療少年院や特殊教育課

程 以 外 の 少 年 院 に お い て も 細 か な ア セ ス メ ン ト と 支 援 が 必 要 で あ る 。

「防衛的反応」 7 . 2％（ n=6 23 コード ）の回答なかで「被害的・差別的

に 受 け 取 り や す い 」 こ と が 自 立 援 助 ホ ー ム の 調 査 結 果 と 同 様 に 約

45 .0％という数値が 回答されたが、年 齢を経るごとに積 み重なった二

次的障害の 結 果 と 考 え ら れ る。  

集団処遇 に お い て は「 こ だわりからやるべき行動が取れない」とい

うことが、児 童 自 立 支 援 施 設、児童自立支援施設併設の分校・分教室、

少年院にお い て 約 ３ 割 で 困 難とされた。集団生活においては、職員や

周りの理解・受容と安心できる環境の中で、本人が自身のこだわり等

に折り合い を つ け る 方 法 を 見つけていくことが必要である。少年院は

24 時間体制で職員が丁寧に少年に対応していく環境であり、発達障害

等の発達上の課題・困難を有する 少年にとっても自分を受け止めても

らえる安心 感 が 大 き な 効 果 となっている。  

藤川・南田（ 20 06）は、グループディスカッションやロールプレイ

などのグル ー プ ワ ー ク の 様 子から、少年院 の発達障害のある少年達は

自 分 の 問 題 に つ い て 客 観 的 に 分 か っ て い る こ と や そ れ を 何 と か し た

いと思って い る こ と を 明 ら かにしており、集団生活においては、職員

や周囲の理解・受けとめと安心できる生活環境の中で、本人が自身の

こ だ わ り 等 に 折 り 合 い を つ け る 方 法 を 見 つ け て い く こ と が で き る よ

うに、丁寧 で 継 続 的 な 発 達 支援が必要である。  
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今回の調 査 に お い て 「 不 器用さ」に 関する回答が全体 の 8 .5％で回

答さ れ （ n= 62 3 コ ード ）、 具 体 的に は 「手 と 足 がう ま く 動か せ な い 、

音 楽 や リ ズ ム に 合 わ せ て 行 進 な ど が で き な い 」 3 5 .4％ （ n=4 8 施 設 ）、

「力加減 が で き な い 」 1 6 . 7％（ n=4 8 施設）ことが回答された。  

この不器 用 さ に 関 連 し て、東京学芸大学髙橋智 研究室では 発達障害

を有する本 人 へ の 調 査 を 通 して、発達障害者がどのような「身体の動

きにくさ」に関する困難・ニーズを抱えているのかを明らかにして き

た（髙橋・井戸・田部・内藤・小野川・竹本・石川： 2 013、髙橋・井

戸・田部・ 石 川 ・ 内 藤 ： 2 01 4）。  

「『身体の動きにくさ』の困難に関するチェックリスト」の結果を χ 2

検定によっ て 分 析 し て χ 2 値 の高かった上位 1 0 項目をまとめたところ、

上位 10 項 目 の う ち ６ 項 目 が上肢に関す る項目で あり、「作業速度が遅

く 、 図 工 や 家 庭 科 で は 期 限 ま で に 作 品 を 仕 上 げ る の が 一 苦 労 だ っ た 」

（ 4 1 . 2）、「 精 密 さ や 細 か さ を 要 求 さ れ る 作 業 が 苦 手 で あ る 」（ 4 0 .6）、

「鍵盤ハー モ ニ カ や リ コ ー ダー等、楽器は全くといていいほど弾けな

い」（ 34 .7）など、手指の巧緻性に関する項目の値が高くなった。また

「 眼 球 が 不 器 用 で 、 数 行 飛 ば し 読 み を し て し ま う こ と が よ く あ る 」

（ 3 0 . 9）と い っ た 眼 球 の 不 器用さに関する項目も上位であった。  

「『身体の動きにくさ』の困難に関するチェックリスト」の結果を、

オッズ比に よ り 分 析 し 、 オ ッズ比の 高かった上位 10 項目をまとめた

ところ、オッズ比が最も高かった項目は「字を枠に収めることに非常

に苦労する」（ 78 .2）、次いで「眼球が 不器用で、数行飛 ばし読みをし

てしまうこ と が よ く あ る」（ 71 .9 3）であった。  

眼 球 運 動 の 困 難 に 関 す る 項 目 に つ い て は 、「 眼 球 の 不 器 用 が あ り 、

目がうまく 回 ら な い」（ 43 .9 7）、「目を左右に動かす運動が苦手であり、

横 書 き の 本 を 読 む と 車 酔 い の よ う に 気 持 ち が 悪 く な っ て し ま う 」

（ 4 3 . 97） の 2 項 目 の 数 値 が 高くなった。  

また χ 2 値、オッズ比ともに高い数値を示した項目は「字を枠に収め

る こ と に 非 常 に 苦 労 す る 」「 眼 球 が 不 器 用 で 、 数 行 飛 ば し 読 み を し て

し ま う こ と が よ く あ る 」「 目 を つ ぶ っ て の 片 足 立 ち が で き な い 」 で あ
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り、手指の運動の不器用さに関する項目が目立っており、手を使った

細かな作業 を 行 う こ と に 苦 手意識を持つ人が多い。  

山下ほ か（ 2 01 0）の「発 達障害の本人調査からみた発達障害者が有

するスポー ツ の 困 難・ニ ー ズ 調査」でも「靴ひものシューズは結ぶの

が難しい」の発達障害本人のチェック率が 3 1 . 7％と手先の不器用さを

訴える人が 多 数 い た が 、不器用さの背景には固有感覚や触覚の感覚統

合（感覚情報処理）に何らかの問 題を抱えていることが考えらる。手

先が不器用 で あ る と 、学 校生活や社会生活で様々なつまずきが生じて

しまう恐れ が あ り 、 適 切 な 発達支援が求めらる。  

手先の不 器 用 さ の ほ か に、眼球運動の困難に関する項目も目立って

いる。逐次読みや読み飛ばしをする人には水平眼球運動に問題が見ら

れることが 多 い が 、こ う し た眼球運動の困難は、前頭葉の機能障害に

よるものと 考 え ら れ て い る 。眼球運動に問題があると、文字が読みづ

らくなり、板書の際にも困難が生じるほか、ボールの動きを捉えるこ

とが難しい な ど 、 球 技 の 苦 手さの一因となる可能性もある。  

また、「 目 を つ ぶ っ て の 片足立ちができない」は χ 2 値、オッズ比と

も に 高 い 数 値 を 示 し て い る が 、 目 を 閉 じ た 状 態 で の 平 衡 性 に は 小 脳 、

三半規管の 機 能 や 体 の 柔 軟 性、体幹支持筋の筋力などが関与しており、

前庭感覚系 や 体 性 感 覚 系 か らの感覚統合（感覚情報調整 処理）に困難

を抱えてい る こ と が 考 え ら れる。  

また、感覚情報調整処理（感覚過敏・低反応）の困難では多様な項

目が挙げら れ た が 、も っ と も多く挙げられたのは「音」の過敏であり

（ 9 施設 1 8 . 8％）、次いで「触覚関係に過敏に反応する」5 施設 1 0 . 4％、

「声の音量 を 調 整 す る こ と ができない」 4 施設 8 . 3％、「過敏による偏

食」 4 施設 8 .3％ で 挙 げ ら れ た（ n=4 8 施設）。  

このよう な困 難 に は 特 有 の感覚情報 調整機能 障害や身体症状（身体

の不調・不具合）などの身体問題 が 深く関連している ことが 明らかに

なりつつあるが、現実にはこうした理解が広がっていないため 、単な

る 「 わ が ま ま 」「 甘 や か し 」 と 思 わ れ が ち で で あ る た め 、 少 年 院 で の

処遇・支援においても 特 有 の感覚情報 調整機能 障害や身体症状 への認
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識を職員間 で 広 め て い く こ とが必要といえる 。  

また、本調査において 学 習面の困難に関する回答の多くは「それ以

外の少年院」から挙げられた。具体的には「集中力の低さ」が 33 . 3％

（ n= 48 施設）で挙げられたが、これは児童自立支援施設 併 設 の 分 校 ・

分教室とほ ぼ 同 じ 割 合 で あ った（表８ -２８）。  

学習内容 で は 分 校・分 教 室と同様に「算数の苦手さ」が最も多く回

答された。児童自立支援施設や少年院では日記指導等が行われるため、

児童自立支 援 施 設 に お い て「日記がかけない」ことが高い割合で示さ

れており、 少 年 院 に お い て も 6 . 3％で回答され、文字の 読み書きの苦

手さに気付 き や す い こ と が 予想される。今回の結 果から、四則計算な

ど算数・数学に関する困難が回答されており、今後は基礎学力の向上

に取り組む 必 要 が あ る 。  

学習や日記指導、内省課題に関しては、例えば内省課題や日記をで

き る だ け ワ ー ク シ ー ト 形 式 に し て 何 を 記 入 す べ き か が 明 確 に な る よ

う な 工 夫 （ 小 松 ： 2 01 3）、 絵 や 色 で 自 分 の 考 え を 表 現 す る 「 気 持 ち シ

ート」の導 入 （ 山 本 ： 2 01 3）なども一つの方法である。  

 

表 ８ -２８  学習における困難  

  児 童 自 立 支 援
施 設（ n = 4 3 施
設 ）  

分 校・分 教
室 （ n = 3 3
校 ）  

少 年 院
（ n = 4 8 施
設 ）  

四 則 計 算 が で き な い 、 算 数 の 苦 手 さ が
目 立 つ  

0 . 0 %  5 7 . 6 %  1 2 . 5 %  

日 記 が 書 け な い 、 正 し い 文 章 に な っ て
い な い  

3 2 . 6 %  2 4 . 2 %  6 . 3 %  

文 字 が 読 め な い 、 漢 字 の 読 み 書 き が で
き な い  

0 . 0 %  2 4 . 2 %  4 . 2 %  

集 中 力 が 低 い  1 6 . 3 %  3 0 . 3 %  3 3 . 3 %  

 
３．２  問題群別指導における困難と支援  

問題群別 指 導 に お い て は 「認知・理解力」 3 7 . 8％（ n=1 27 コード）

に 関 す る 困 難 が 最 も 多 く 、「 相 手 の 気 持 が 考 え ら れ な い 、 想 像 で き な

い」こと、次いで「正当化・自己防衛」 2 6 . 0％（ n=46 施設）では「言

い訳をすぐ に す る 」 2 3 . 9％（ n= 46 施設）ことが回答された。また 、職

員からみて「独特の論理・考え方・マイルールを持っている」ことが

挙げられた 。  



228 
 

非行のリ ス ク 要 因 と し て 渡部（ 200 6）や小栗（ 20 10）は 、セルフコ

ントロール の 弱 さ や 衝 動 性 と多動性、低学力、読み書き能力の弱さに

加え、しつけ不足や学校不適応等を挙げており、長尾（ 20 12）は知能

の低さ、社会的孤立傾向や依存性を挙げている。自立援助ホーム調査

で は 「 衝 動 性 や 不 全 感 が 非 行 に 繋 が る 」「 知 的 能 力 と の 関 係 で 解 決 す

る力がなく 非 行 に 走 り が ち 」等の意見が挙げられた（内藤・田部・髙

橋： 2 01 3b）。  

小栗（ 20 12）は、反 社会的行動への介入において禁止・制止に頼ら

な い 指 導 が 必 要 で あ る と し 、「 当 該 行 為 が 犯 罪 で あ る 」 と い う 点 に つ

い て の 論 点 整 理 や 具 体 的 な 説 明 を 指 導 方 法 の 一 つ と し て 挙 げ て い る 。 

今回の調 査 か ら も、解 決 方法の誤学習やイライラした時の適切な解

消方法の未 学 習 の 少 年 の 姿 が回答されたが、誤学習や未学習の状況を

把 握 す る う え で も ま ず は 少 年 の 生 育 歴 も 含 め た 丁 寧 な 聞 き 取 り が 大

切である。 そ の う え で 「 一 般論や常識を伝える」 1 4 . 3％（ n= 42 施設）

と と も に 、 イ ラ ス ト の 吹 き 出 し に 記 入 す る 形 式 で 自 己 の 気 持 ち を 理

解 ・ 表 現 す る 「 マ ン ガ 化 ワ ー ク シ ー ト 」（ 後 藤 ・ 若 狭 ・ 及 川 ・ 高 橋 ：

201 1）等 の 具 体 的 な 対 応 方 法を伝えていく必要がある。  

からかい・いじめ・叱責等を受けてきた少年の中には「自分の弱み

を見せない よ う に 警 戒 心 を 顕にして」おり、常に不安・不信・過緊張

状態で生活 を し て い る が 、自立に向けては「人に助けを求められるこ

と」が重要であり、先ずは少年院において、困ったときに自分から助

けを求めら れ る よ う に し て いくことが自立に繋がる一歩となる。  

 

３．３  出院準備期の支援  

出 院準 備 期 の 支 援 で は 、「 SS T を 通 し て 具体 的 な ト ラ ブ ル 時の 対 応

について行う」 41 .7％（ n=4 8 施設）が「それ以外の少年院」から多く

回答されて い る 。  

少年院や 児 童 養 護 施 設 ・ 児童自立支援施設を退所した 20 歳未満の

子 ど も に 自 立 に 向 け て 「 相 談 そ の 他 の 日 常 生 活 上 の 援 助 、 生 活 指 導 、

就業の支援 等 を 行 う 事 業 」である自立援助ホーム（児童自立生活援助
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事業）においては、就労が入所の条件となるものの、実際には就労以

前 の 基 本 的 生 活 習 慣 の 未 形 成 や 金 銭 管 理 の 困 難 な ど が 挙 げ ら れ て い

る（内藤・田部・高橋： 20 13 b）。そのため少年院において日々の生活

で行ってき た 基 本 的 生 活 習 慣や具体的な生活方法について、いまいち

ど確認をし て い く こ と も 必 要である 。  

また、環境の変化に適応しにくい発達障害等の 発達上の課題・困難

を有する少年にとって、この時期に段階的準備をすることは重要であ

る。児童自 立 支 援 施 設 で は 調査をした 4 5 施設のうち 2 6 . 7％で、そし

て 自 立 援 助 ホ ー ム で も 3 3 . 3％ で 段 階 的 に 自 立 に 向 け た 支 援 が 行 わ れ

ていた（内藤・田部・横谷・髙橋： 2 01 2、内藤・田部・髙橋： 2 01 3b）。

今回の結果 で は 医 療 少 年 院・特殊教育課程に関しては「段階的な取り

組 み 」 が 1 施 設 の み の 回 答 と な っ た が 、 こ の 点 の 充 実 が 課 題 で あ る 。 

就労に関して、近年ではハローワーク等との連携が各少年院で進め

られているが、本人の特性や将来の希望なども考慮しながら、職業訓

練校や障害 者 雇 用 枠 で の 雇 用、そのために必要な障害者手帳の取得に

ついても準 備 し て い く こ と が重要である。  

今回の調 査 の な か で「 そ れまでの虐待やいじめられ体験から、教官

と関係を築 く ま で に す ご く 時間がかかり、中途半端な状態で退院とな

ってしまう。あまり大きな変化がないまま期間が終わってしまう」と

いう回答も 挙 が り 、長 期 的 なスパンでの処遇や「継続的 な支援」9 . 3％

（ n= 108 コ ー ド ）が今後の課題の一つに含まれているが、このことか

らも少年院 入 院 期 間 中 に 大 きく変わっていくケースは稀であり、その

ため次にう ま く 繋 げ て い く 必要がある。  

今後の課 題 に 関 す る 回 答 でも「サポートネットワークの構築」3 2 . 4％

（ n=1 0 8 コ ー ド ） が挙 げ ら れた が 、 保護 観 察 所へ の 丁 寧な 引 き 継ぎ 、

少 年 院 職 員 の 継 続 的 な 関 わ り 、「 出 た 後 で 関 わ る 保 護 司 と 面 接 や 手 紙

でやり取り を さ せ る 」 4 .2％ （ n =48 施設）と同時に 、教官から保護司

へ の 少 年 の 特 性 等 も 含 め た 説 明 を 出 院 ま で に 複 数 回 行 う こ と 等 が 課

題といえる 。  
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３．４  出院後の困難と支援  

少年院に お け る 細 か な 制 限や生活の枠が決められた「構造化」のな

かで、落ち着いた生活が送れている、あるいは問題が目立たない少年

でも、出院後の生活は簡単ではない。出院後の困難に関して、少年院

では「居場所・環境」 2 8 . 1％（ n= 57 コード）に関する困難が高い割合

で挙げられ た （表８ -２９）。これは自立援助ホームでも 21 . 1％の割合で

挙げられて い た 。  

また、「 就 労 や 施 設 入 所 の 継続」（少年院：1 5 . 8％、自立援 助 ホ ー ム ：

21 .1％）は自立の大 きな鍵となるため 、 少年院に入院中 から職を探す

方法や履歴 書 の 書 き 方 、職 場体験等を段階的に行うこと、就労してか

らの職場と の 連 携 な ど の 支 援体制を構築する必要がある。  

出 院 後 ほ と ん ど の 少 年 が 家 庭 ・ 地 域 に 戻 る た め 、「 家 族 支 援 の 体 制

づくり」や「交友関係も含めた環境調整」を行うことは発達障害等の

有無にかか わ ら ず 重 要 な 課 題となっている。しかしながら、実際には

少 年 院 出 院 後 に 少 年 院 職 員 が 関 わ る こ と や 実 態 を 把 握 す る こ と が で

きていない 現 状 が 明 ら か と なった（表 ８ -３０）。  

保護観察 所 な ど か ら の 報 告だけにとどまらず、本人や保護者の了承

を得た上で よ り 継 続 的 に 把 握をし、必要に応じて関係機関とともに支

援 を 行 う こ と や 出 院 後 の 彼 ら の 姿 を 見 る こ と で 少 年 院 在 院 中 か ら の

移行支援が 充 実 す る と 考 え られる。  

移行支援 に つ い て は 、ゆ っくりと発達する傾向にある少年の特性に

加 え て 、「 長 期 欠 席 ・ 不 登 校 ・ 非 行 」 の た め に 学 習 空 白 や 学 校 経 験 が

少ないこと を ふ ま え る と 、出院後における学校教育の保障は不可欠で

ある。少年院を出院後に、高校・高等特別支援学校（特別支援学校高

等 部 ）・ 専 修 学 校 高 等 課 程 等 の 後 期 中 等 教 育 あ る い は 継 続 教 育 ・ 職 業

教 育 ・ 高 等 教 育 （ 専 修 学 校 専 門 課 程 、 職 業 訓 練 校 、 職 業 能 力 開 発 校 、

短大・大学）につな げ て い く ことも早急に検討すべき 重点 課題である。 

今 回 の 調 査 に お い て 、 出 院 後 の 困 難 に つ い て 「 把 握 で き て い な い 」

26 .3％（ n=57 コ ー ド ）ことが多く回答されて いるが、今後は、保護観

察所や保護司、関係機関と連携を図り、例えば出院後の追跡調査や事
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例検討会へ 参 加 す る な ど の、出院後の困難の把握とアフターケアの充

実が喫緊の 課 題 で あ る 。  

 

表 ８ -２９  施設退所後の困難 （少年院 、自立援助ホーム比較 ）  

  少 年 院 （ n = 5 7 コ

ー ド ）  

自 立 援 助 ホ ー ム（ n = 3 8

ホ ー ム ）  

居 場 所 ・ 環 境   2 8 . 1 %  2 1 . 1 %  

就 労 ・ 入 所 の 継 続  1 5 . 8 %  2 1 . 1 %  

ト ラ ブ ル  1 2 . 3 %  ―  

頼 る 先  8 . 8 %  5 . 3 %  

金 銭 に 関 す る 問 題  ―  5 2 . 6 %  

把 握 で き な い  2 6 . 3 %  ―  

 

表 ８ -３０  施設退所後のアフターケア（各施設比較 ）  

  児 童 自 立

支 援 施 設

（ n = 4 5 施

設 ）  

児 童 自 立 支 援 施 設

併 設 の 分 校 ・ 分 教

室 （ n = 3 3 校 ）  

少 年 院

（ n = 4 8

施 設 ）  

自 立 援 助

ホ ー ム

（ n = 4 0 ホ

ー ム ）  

定 期 的 に 連 絡 を 取 る  5 3 . 3 %  0 . 0 %  0 . 0 %  5 0 . 0 %  

場 合 に 応 じ て 会 い に 行

く 、 家 庭 ・ 学 校 訪 問 を

す る  

4 4 . 5 %  1 2 . 1 %  1 2 . 5 %  4 2 . 1 %  

 

４．おわりに  

本章では 、全国 の 少 年 院への訪問面接法調査を通して、発達障害 等

の発達上の課題・困 難を 有 する少年 の困難・ニーズや支援の実態を明

らかにし て き た 。  

今回の調査から、少年院において発達障害等の診断・判定がついて

い な い 場 合 や 非 行 性 の 面 か ら 医 療 少 年 院 や 特 殊 教 育 課 程 以 外 の 少 年

院に送致さ れ て い る 少 年 に も、多様な発達の遅れや困難を抱えている

事例が少な く な い こ と が 明 らかとなった。  

近 年 、 こ う し た 少 年 を 「 従 来 に 見 ら れ な か っ た 処 遇 困 難 な タ イ プ 」

として捉え ら れ が ち で あ る が、「処遇困難」ではなく「 発 達 上 の 課 題 ・

困難を有しており、適切な配慮・処遇を受けられずに 困っている少年」

として捉え る こ と が 何 よ り 重要である。  
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少 年 が 出 院 後 に 居 場 所 が な い こ と 等 で 非 行 へ と 至 り や す い こ と が 、

今回の調査 で も 回 答 さ れ た（ 17 .4％）。学校に居場所がなく、学習から

離れていた機 会 が多いために、彼らには多様な経験が圧倒的に不足し

ている。少年に と っ て は就労・社会的自立までに、教育機関で教科学

習や対人関係、基本的生活スキル等について、多様な集団活 動やイン

ターンシッ プ の 経 験 を 通 し て身につけていくことが不可欠である。  

そ の た め に は 前 述 し た よ う に 、 少 年 院 の 出 院 後 の 進 路 と し て 、 高

校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程等の後期中等教育あるい

は 継 続 教 育 ・ 職 業 教 育 ・ 高 等 教 育 （ 専 修 学 校 専 門 課 程 、 職 業 訓 練 校 、

職業能力開 発 校 、短 大・大 学）への進学が望まれるが、受入先の確保

を始め、教育・支援の機会 をいかに保障していくかが焦眉の課題とい

える。  

発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する少年は、時間はかかって

も適切な発 達 支 援 を 通 し て 大きく成長・発達する。少年院に入院する

少年は深刻な養護問題・生活環境のなか生きてきたため、発達に各種

の課題・困難を抱えている場合が少なくないが、それゆえにより長期

の丁寧な「学び」の機会を提供し、発達を保障することで「生きる力」

をつけてい く 発 達 支 援 が 何 よりも大切である。  
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第９章  

少年院在院少年調査から探る発達障

害等の発達上の課題・困難を有する

少年の実態と発達支援の課題  
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１．はじめに  

本章では 、少年院 において「 支援教育課程 Ⅲ（ N3）」（知的障害ある

いは情緒障害・発達障害とまではいえないものの、いわゆるボーダー

ラインにあ る 少 年 を 対 象 と した教育課程）に指定された 少年への半構

造 化 面 接 法 調 査 を 通 し て 、 少 年 院 に お け る 発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課

題・困難を有する少年の困難・支援ニーズの実態や発達支援を充実さ

せていくた め の 課 題 を 検 討 することを目的とする。  

 

２．方法  

A 少年院において「支援教育課程 Ⅲ」の矯正教育課程に指定された

発達障害等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する 少年への半構造化面接法調

査を行うと と も に 担 任 等 の 法務教官との協議を実施した。  

少年への面 接 で の 質問項目は「 Ⅰ  入院前の様子（ 家 庭・学 校 生 活 ・

対人関係等）」「 Ⅱ  少年院での生活（生活面・対人面・学習面）」「 Ⅲ  将

来の夢、進路」を設定し 、少年への調査結果をもとにした法務教官と

の協議では「少年の成長 、変化の様子」「少年と関わる 際の工夫」「今

後の対応の 課 題 」 を 設 定 し た。調査は 20 16 年 8 月～ 20 17 年 3 月に実

施した（ 現 在 も 継 続 中 で あ る）。  

なお、本 研 究 は A 少 年 院と東京学芸大学髙橋智研究室との共同研究

として、A 少 年 院 と 調査・研究統括責任者の髙橋智 東京学芸大学教授

と の 双 方 で 作 成 し た 調 査 研 究 協 定 書 と 調 査 ガ イ ド ラ イ ン に 従 い 研 究

を進めた。またこの共同研究は法務省矯正局少年矯正課の了解を得て

いる。  

調査対象は、支 援 教 育 課 程Ⅲの在院者のうち２級又は１級の処遇の

段階にあり、入院順に一人置きにランダムに抽出した少年のうち 本人

の同意が得 ら れ た 者（ 調査時に未成年の在院者については当該在院者

の保護者の 同 意 が 得 ら れ た 場合に限る）およびこれらの在院者の 担当

の法務教官で あ る 。  

調査協力は本人・保護者の自由意思とし 、調査に参加しない場合で

も 在 院 者 本 人 が 少 年 院 に お い て 生 活 上 の 不 利 益 を 受 け る こ と は 一 切
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ないこと、一旦同意した場合でも 、不利益を受けることなくいつでも

撤回できる こ と も 書 面 に て 伝えている 。  

さて本章 で は 第 一 に 、 2 01 6 年 8 月 から 20 17 年 3 月までに実施した

男子少年 26 名（のべ実施数 34 名、年齢 15 歳から 2 0 歳まで ）の半構

造化面接法調 査 の 結 果 に つ いて述べる。調査結果の分析は調査時のメ

モ 記 録 を も と に デ ー タ 化 し 、 質 問 項 目 ご と に 回 答 内 容 を 「 キ ー ワ ー

ド・意味の解釈」としてコード化 、小カテゴリー分けを行った。さら

に『発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラム実施ガイド

ライン』の５つの基本方針である「 ①本人の話を聴く、②安全安心な

環境をつく る 、③ 職 員 が 専 門的な知識を身に付け連携する、④ストレ

ングスモデ ル に 基 づ く 指 導 を行う（できないところより「できるとこ

ろ 」 へ の 着 目 ）、 ⑤ 移 行 支 援 」 と 発 達 支 援 の 観 点 か ら 大 カ テ ゴ リ ー 分

けを行った 。  

第二に、担 当 法 務 教 官 と の協議を実施した調査対象者のうち本報告

では 3 名 を 取 り 上 げ 、 彼 ら の語りをもとに分析する。  

 

３．調査結果  

発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する在院者への半構造化面接

法調査では ， 年 齢 が 15 歳 から 2 0 歳までの男子少年 2 6 名（のべ実施

数 34 名） よ り 回 答 を 得 た （表９ -１）。  

在院期間 は 入 院後 3 ヶ 月 以降の少年であり、多くの少年が少年院で

の生活リズ ム や 環 境 に あ る 程度慣れてきた様子が回答された。自身の

変化を感じ て い る 者 も 一 部 いるが、多くの少年は面接を通して改めて

自分の変化 に 気 づ い た 様 子 がみられた。  

 

表 ９ -１  調査対象一覧  

通 し 番 号  年 齢  入 院 期 間  備 考  

1  1 7  1 2 ヶ 月   

2  2 0  6 ヶ 月   

3  1 6  8 ヶ 月   

4  1 9    

5  1 8  1 2 ヶ 月  以 前 に 入 院 経 験 あ り  
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6  1 8    

7  1 7  8 ヶ 月   

8  1 7  1 0 ヶ 月   

9  1 8  1 1 ヶ 月   

1 0  1 7    

1 1  1 7    

1 2  1 8    

1 3  1 6    

1 4  1 9  3 ヶ 月   

1 5  1 8  7 ヶ 月   

1 6  1 8  7 ヶ 月   

1 7  1 7  3 ヶ 月   

1 8  1 5  4 ヶ 月   

1 9  1 8  4 ヶ 月   

2 0  1 6  3 ヶ 月  以 前 に 入 院 経 験 あ り  

2 1  1 7  8 ヶ 月   

2 2  1 5  4 ヶ 月   

2 3  2 0  8 ヶ 月   

2 4  1 8  1 3 ヶ 月  第 一 回 目 は N o . 9 で 実 施  

2 5  1 8  1 2 ヶ 月 以 上   

2 6  1 8  4 ヶ 月   

2 7  1 8  1 2 ヶ 月 以 上  第 一 回 目 は N o . 2 5 で 実 施  

2 8  1 8  1 2 ヶ 月 以 上  第 二 回 目 は N o . 2 7 で 実 施  

2 9  1 8  4 ヶ 月  第 一 回 目 は N o . 2 6 で 実 施  

3 0  1 6  3 ヶ 月   

3 1  1 8  1 2 ヶ 月 以 上  第 三 回 目 は N o . 2 8 で 実 施  

3 2  1 8  4 ヶ 月 以 上  第 二 回 目 は N o . 2 9 で 実 施  

3 3  1 8  1 2 ヶ 月 以 上  第 四 回 目 は N o . 3 1 で 実 施  

3 4  1 8  4 か 月 以 上  第 三 回 目 は N o . 3 2 で 実 施  

 

３．１  質問項目Ⅰ  入院前の生活  

（１）大カテゴリー①「本人の話を聴 く」  

 ガイドラ イ ン の 基 本 方 針 では「本人から聴く」という姿勢が処遇の

基 盤 を 築 く こ と が 示 さ れ て い る 。 入 院 前 の 様 子 に 関 す る 回 答 の う ち 、

「本人の話 を 聴 く 」に 繋 が る小カテゴリーとして「他者との信頼関係」

9 コード、「家族との関係」 4 コード、「本人の気づき、意識の変化」 1

コードが挙 げ ら れ た （表 ９ -２）。  

入院前の 様 子 の 回 答 で あ るため、ほとんどが家庭や学校での様子と

な る が 、 少 年 の 生 活 や 発 達 に 対 し て 学 校 の 教 師 が 本 人 に 話 し か け る 、

かまうこと、学校に引き止めること 、学習支援をしてくれていたこと

がプラスの 要 因 と し て 分 類 された。また、家 族との関係が良好である
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ことも 4 コ ー ド に 挙 げ ら れ、そのうち 2 コードは父親との関係につい

て述べられ て い た 。  

 

表 ９ -２  「本人の話を聴 く」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

 コ ー ド

数（ n = 1 4） 
小 カ テ ゴ リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

本 人 の

話 を 聴

く  

1 4  

他 者 と の 信 頼 関 係  9  

教 師 が か ま っ て く れ た  

か ま っ て く れ る 大 人 の 存 在  

学 校 の 友 人 と の 関 係  

担 任 は 話 を 聞 い て く れ た  

「 心 の 教 室 」 の 先 生 が よ か っ た  

常 に 誰 か が 助 け て く れ た  

勉 強 を 丁 寧 に 教 え て く れ よ う と

し て い た  

学 校 に 来 ら れ る よ う に 促 し て く

れ た  

中 学 の 教 師 は 声 を か け て く れ た  

家 族 と の 関 係  4  

父 と の 共 通 の 趣 味  

家 族 関 係 が 良 好  

兄 妹 も 寂 し が っ て い る  

父 と は 話 を し て い た  

本 人 の 気 づ き 、 意

識 の 変 化  
1  自 分 な り に 理 解 ・ 納 得 し て い る  

 

（２）大カテゴリー②「安心安全な環境をつくる」  

 発達上の 課 題・困難 を 有 する少年は、その生育歴においていじめや

虐待等の被 害 を 受 け て い る 場合が多 く、人的にも物的にも安心できる

環境が必要 で あ る 。  

入院前の 彼 ら の 「 居 場 所 」 5 コードとしては、学校や就労先が回答

された（表 ９ -３）。同年齢とは対人関係がうまく築けない少年も、年長

者 が か ま っ て く れ て い た こ と で 自 分 な り の 居 場 所 を 見 つ け て い た こ

とも報告された。家庭環境の問題から児童福祉施設に入所していた少

年の話からは、児童福祉施設での比較的自由な生活が本人の心理的安

定に繋がっ て い た こ と も 挙 げられて いた。  
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表 ９ -３  「安心安全な環境をつくる」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

 コ ー

ド 数

（ n = 7）  

小 カ テ ゴ リ ー  
コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

安 心 安

全 な 環

境  

7  

居 場 所  5  

年 長 者 が か ま っ て く れ た  

職 場 で の 居 場 所  

学 校 で の 教 室 以 外 の 居 場 所  

中 学 で は 居 場 所 が あ っ た  

仕 事 を 優 先 し て 取 り 組 ん で い た  

心 理 的 な 安 定  2  

施 設 で の 比 較 的 自 由 な 生 活  

趣 味 で イ ラ イ ラ を う ま く 発 散 さ

せ て い た  

 

（３）大カテゴリー③「職員が専門的な知識を身に付け連携する」  

 入院前の 様 子 に 関 す る 回 答のため、少年院関係職員ではなく在籍校

の教職員に よ る 専 門 的 知 識 に基づく対応として、通級による指導ある

いは「取り出し授業」によって少年の 困難・ニーズに応じた学習支援

が実施され て い た（ 1 コ ー ド）。特に小学校においては、少年の 発達特

性に応じて個 別 的 な 対 応 が 取られている様子が うかがえた 。  

 

（４）大カテゴリー④「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

 ス ト レ ン グ ス モ デ ル に 基 づ く 指 導 を 行 う た め に は 本 人 の 長 所 や で

きるところ、好きなことを把握していくことが求められている。スト

レングスモ デ ル に つ な が る可能性がある内容として、「長所」「自尊心、

自己肯定感」「自己理解」が挙げられた（表 ９ -４）。  

例えば、発達上の課題・困難 を有する少年 においては 対人関係の苦

手さを有す る こ と が 一 般 的 に認識されがちだが、本回答 では「人見知

り を し な い 」「 他 者 の 面 倒 を み て い た 」 等 、 他 者 と の 関 わ り を 積 極 的

に求めてい る 回 答 が 出 さ れ た。また、ポジティブに捉える 、プラスに

反転させる 力 を 有 し て い る こと、教科間の差は大きくても得意な教科
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があること を 強 み と し て 捉 えていた。  

 

表 ９ -４  「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

大 カ テ ゴ

リ ー  

 コ ー

ド 数

（ n =

６ ）  

小 カ テ ゴ リ

ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

ス ト レ ン

グ ス モ デ

ル  

6  

長 所  3  

人 見 知 り を し な い  

他 者 の 面 倒 を み て い た  

パ ソ コ ン の 資 格 を 取 得  

自 尊 心 、自 己

肯 定 感  
2  

ポ ジ テ ィ ブ に 考 え る  

得 意 ・ 好 き な 教 科 が あ っ た  

自 己 理 解  1  
興 味 の あ る こ と を ア ル バ イ ト に し

て い た  

 

３．２  質問項目Ⅰ  入院前の生活 ：課題 ・困難に分類される内容  

 入 院 前 の 家 族 ・ 友 人 関 係 や 学 校 生 活 等 に 関 す る 少 年 の 回 答 か ら は

「課題・困難」に分類される内容が多く挙げられ、落ち着かない環境

のなかで過 度 な「不安・緊張・ストレス 」等による困難な状態が 深刻

化して「 困 っ て い る 」 少 年 の様子が回答された。  

 

（１）大カテゴリー①「本人の話を聴 く」  

 4 5 コード算出された 大 カ テゴリー「本人の話を聴く」では、小カテ

ゴリーとし て「 他 者 と の 信 頼関係」 2 3 コード、「家族との関係」 13 コ

ード、「不安感、不全感」 8 コード、「愛着の安定」 2 コードの困難・

支援ニー ズ が 回 答 さ れ た （表９ -５）。  

全体の約 半 数 を 占 め る「 他者との信頼関係」に関する困難・支援ニ

ーズについ て は 大 人 へ の 不 信感、他者に頼ることへの不信感が回答さ

れた。その 背 景 に は 、と く に学校でのトラブルや「向き合ってほしい、

ひきとめて ほ し い」と い っ た本人の S O S に対して適切な介入や関わり

が な さ れ ず 、「 見 捨 て ら れ た 感 覚 」 を 持 っ た り 「 話 を 聴 い て も ら え な

い」といっ た 経験を重ねることで、周囲の大人への不信感を強めてい

ったこと が 語 ら れ た 。  

また、大人への不信感 を 抱くには「家族との関係」も要因の一つと

な っ て い る 。 回 答 で は 親 と の 会 話 が な い こ と 、「 聞 き 流 さ れ た 」 経 験
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を し て き た こ と 、「 父 親 が （ 同 性 の ） モ デ ル と な ら な い 」 こ と な ど 、

家族関係 の 不 十 分 さ が 挙 げ られ てい た。そのほか、学校や家庭におい

て「漠然とした不安や不全感」を感じながらもその 解決方法 が見つけ

ら れ ず 、 非 行 ・ 薬 物 ・ 深 夜 徘 徊 へ と 繋 が っ て い た こ と も 挙 げ ら れ た 。 

 

表 ９ -５  「本人の話を聴 く」（入院前 ：課題 ・困難 ）  

大 カ

テ ゴ

リ ー  

コ ー ド 数

（ n = 4 5）  

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

本 人

の 話

を 聴

く  

4 5  

他 者 と の

信 頼 関 係  
2 3  

大 人 へ の 不 信 感  

教 師 が か ま っ て く れ た  

指 導 へ の 不 満  

「 止 め て く れ る 」 大 人 の 存 在 が い な い 、

大 人 へ の 不 信 感  

向 き 合 え て も ら え て い な い  

学 校 で の 居 場 所 の な さ 、「 見 捨 て ら れ た 」

感 覚  

話 を 聴 い て も ら え る か と 思 っ た の に 裏 切

ら れ た 感 じ  

「 見 捨 て ら れ る 」 経 験  

衝 動 的 な 発 言 を 受 止 め て も ら え な い  

受 け 止 め て も ら え な い 経 験 か ら く る 他 者

へ の 不 信 感  

教 師 に も っ と 話 を 聞 い て ほ し か っ た  

相 談 で き る 大 人 の 不 在  

学 校 に は も っ と 引 き 止 め て ほ し か っ た  

人 に 頼 る こ と へ の 不 信 感  

学 校 の 教 師 へ の 不 満 、 不 信 感  

施 設 職 員 か ら の 理 不 尽 な 対 応  

学 校 の 教 師 に 相 談 で き な か っ た  

学 校 の 対 応 に よ る 大 人 へ の 不 信 感  

周 囲 に 対 す る 不 信 感 、 不 全 感  

一 番 初 め の 段 階 で と め て ほ し い 。  

自 分 も で き て い な い の に 人 に 言 う 大 人 が

苦 手  

学 校 で は ト ラ ブ ル を 繰 り 返 し 、 来 る な と

言 わ れ て い た  

裏 切 ら れ た り 、 だ ま さ れ た  

家 族 と の

関 係  
1 3  

「 父 親 」 が モ デ ル と な ら な い 、 関 わ り が

な い  

父 に 対 す る 不 信 感  

親 と の 関 係 が 悪 く な っ て き た  

親 に 話 し か け て も 聞 き 流 さ れ た  

父 と 会 話 が 無 い  

父 親 と 話 す の は 怒 ら れ る と き だ け  

母 と 話 す と 疲 れ て し ま う  

父 親 へ の 恐 れ  

親 に 相 談 で き な い 、 聞 い て も ら え な い  

親 と は あ ま り 話 し て い な い  
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父 親 に 対 す る 悪 い 印 象  

親 と 話 を し な く な っ た  

兄 妹 関 係 の 悪 さ  

不 安 感 、

不 全 感  
8  

強 制 さ れ る こ と へ の 抵 抗 感  

母 親 か ら の 強 い プ レ ッ シ ャ ー へ の ス ト レ

ス  

自 身 に 対 す る 漠 然 と し た 強 い 不 安 感 、「 自

分 は い っ た い 何 者 な の か 」  

イ ラ イ ラ し が ち だ っ た  

安 定 剤 と し て 薬 物 を 使 用  

学 校 が 厳 し か っ た  

対 人 関 係 で の 不 安  

暇 す ぎ て 非 行 を し て い た  

愛 着 の 安

定  
2  

親 が 共 働 き で 家 に い な い の が と て も 寂 し

か っ た  

愛 着 形 成 、 信 頼 関 係 の 困 難 さ  

 

（２）大カテゴリー②「安心安全な環境をつくる」  

「安心安 全 な 環 境 に 置 か れていない」ことによる不安・緊張・恐怖・

抑うつ・孤立・ス ト レ ス等 が高く、3 5 コードに分類される困難・支援

ニーズが挙 げ ら れ た 。  

人的・物的に安心して過ごせる安全な場 の保障が子ども の発達には

不 可 欠 で あ る が 、 少 年 の 回 答 か ら は 「 昼 夜 逆 転 の 生 活 」「 不 規 則 な 生

活習慣」による生活リズムの乱れが挙げられ、そのほか「就労が継続

しない」ことや漠然とした不全感を有するなかで「目先のことばかり

で適当にす ご し て い た」等 が 10 コードで あり、「落ち着いた生活環境」

ではなかっ た 様 子 や 「 不 安 感、不全感」 5 コードを抱えていたことが

回答された （表９ -６）。  

 教 師 や 保 護 者 か ら の 個 別 の 特 性 を 踏 ま え な い 叱 責 等 の 不 適 切 な 対

応、学齢早期からの不安や失敗経験の積み重ね、周囲の期待が 強い不

安となる等 の 結 果 と し て、「同年齢にばかにされたくない」「負けたく

な い 」「 否 定 さ れ た く な い 」 気 持 ち が 強 く 、 他 者 の 評 価 や 反 応 へ の 過

敏さが小 カ テ ゴ リ ー「 防 衛 的反応」1 1 コードとして表現・行動に繋が

っている と 推 察 さ れ た 。  
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表 ９ -６  「安心安全な環境をつくる」（入院前 ：課題 ・困難 ）  

大 カ

テ ゴ

リ ー  

 コ ー ド

数

（ n = 3 5）  

小 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

安 心

安 全

な 環

境  

3 5  

防 衛 的

反 応  
1 1  

同 年 齢 に ば か に さ れ た く な い 思 い 、 防 御  

ば か に さ れ た り 、否 定 さ れ る こ と へ の 拒 否 感  

人 に 直 接 相 談 す る こ と は な か っ た  

「 負 け た く な い 」 と い う 気 持 ち か ら の 防 衛  

他 者 の 評 価 、 反 応 へ の 過 敏 さ  

楽 観 的 、 自 己 流 に 考 え て ば か り い た  

周 り を 警 戒 す る よ う に な っ た  

自 分 さ え よ け れ ば よ か っ た  

武 器 を つ か っ て で も や り か え そ う と し た り

し た  

自 分 の 気 持 ち と か を 人 に 言 わ な い  

相 手 に ば か に さ れ た く な い 気 持 ち  

落 ち 着

い た 生

活 環 境  

1 0  

昼 夜 逆 転 の 生 活  

養 育 環 境 の 不 安 定 さ  

犯 罪 が 生 活 の 一 部 に な っ て い る  

う わ さ が 先 行 し て し ま っ て い た  

先 輩 に 誘 わ れ て 従 っ た  

目 先 の こ と ば か り で 適 当 に す ご し て い た  

不 規 則 な 生 活 習 慣  

不 規 則 な 生 活 習 慣  

就 労 が 継 続 し な い  

良 い 環 境 が あ っ た け れ ど 悪 い 人 に い っ て し

ま っ た  

居 場 所  7  

居 場 所 の な さ  

学 校 で の 居 場 所 の な さ  

学 校 に 行 か な く な っ た あ た り か ら 非 行 が エ

ス カ レ ー ト し た  

放 課 後 家 に 家 族 が 居 な い 、宿 題 の 習 慣 が 無 い  

自 分 を 教 室 か ら 追 い 出 そ う と し た  

学 校 で の 居 場 所 の な さ 、「 見 捨 て ら れ た 」経

験  

同 年 齢 と は 関 わ り た く な い  

不 安 感 、

不 全 感  
5  

漠 然 と し た 不 全 感 か ら「 楽 し い こ と 」を 求 め

て い る  

所 属 感 の な さ に 対 す る 漠 然 と し た 不 全 感  

居 場 所 の な さ か ら く る 不 全 感  

イ ラ イ ラ の 解 消 法 が 分 か ら な か っ た  

い け な い こ と と わ か っ て い て も 試 し て し ま

う  

「 過 剰

な 期 待

に よ る

不 安・ス

ト レ ス 」  

1  親 の 期 待 に 応 え た い 気 持 ち 、 プ レ ッ シ ャ ー  

生 活 習

慣 の 乱

れ  

1  生 活 リ ズ ム の 乱 れ に よ る 欠 席  
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（３）大カテゴリー③「職員が専門的な知識を身に付け連携する」  

入院前の 状 況 に 対 す る 回 答のため、主に学校や関係機関教職員によ

る 対 応 が 挙 げ ら れ た 。 学 齢 早 期 か ら の 学 習 空 白 や 学 習 困 難 に 対 し て 、

個別的対応 を 本 人 が 求 め て いるものの 、十分な対応が届いていなかっ

た状況も 推察された。エピソードからは 、とくに 小学校高学年や中学

校 で の 学 習 に つ い て 「 十 分 に 理 解 ・ 説 明 さ れ な い ま ま 進 ん で し ま う 」

ことや「わからな く て も 聞 けない雰囲気」であったこと 、一方で少年

は 「 分 か る よ う に な り た い 」「 勉 強 し た い 」 と い う 支 援 ニ ー ズ を 有 し

ていたこ と が 示 さ れ た （表 ９ -７）。  

発 達 障 害 の 診 断 を 有 し 服 薬 を し て い た 少 年 は 、 診 断 名 を 知 ら さ れ 、

服薬の説明 を う け て い たものの、理解ができるほどにサポートされて

いないことで「自分はおかしな存在なのではないか」という強い不安

を 抱 え て い る 様 子 が 回 答 さ れ た 。「 思 い 出 す の は 嫌 な 思 い 出 ば か り 」

と答えてい た少 年 に は 、記 憶の想起方法に困難さが推察された。  

 

表 ９ -７  「職員が専門的な知識を身に付け連携する」（入院前 ：課題 ・困難 ）  

大 カ

テ ゴ

リ ー  

 コ ー ド

数（ n = 1 1） 
小 カ テ ゴ リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

専 門

的 知

識  

1 1  

困 難 ・ ニ ー ズ

に 対 す る 個 別

的 対 応 、 配 慮  

9  

学 校 で 個 別 に 勉 強 を 教 え て も ら い

た か っ た  

不 全 感 、 不 満 感 を 表 現 で き な い  

中 学 校 で は 個 別 支 援 が な か っ た  

じ っ と し て い る の が 辛 か っ た  

十 分 に 理 解・説 明 さ れ な い ま ま 進 ん

で し ま う  

本 人 の ニ ー ズ（「 勉 強 し た い 」）に

対 応 さ れ て い な い  

勉 強 を 、分 か ら な い 時 に そ の 場 で 教

え て 欲 し か っ た 。  

「 わ か ら な い 」 と は 聞 け な か っ た  

思 っ て い る こ と と 逆 の こ と を 言 っ

て し ま う  

障 害 理 解 、 障

害 需 要  
1  

障 害 特 性 や 服 薬 に 関 す る 未 理 解 に

よ る 不 安  

不 安 感 、 不 全

感  
1  

記 憶 の 想 起 方 法 、思 い 出 す の は 嫌 な

思 い 出 ば か り  
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（４）大カテゴリー④「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

 発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難 を有する少年 の発達支援 において

は、本人の「できるところ」「好きなこと」「長所」に着目 した支援（「ス

トレングス モ デ ル」） が 有 効な手段の一つと考えられる。  

ストレン グ ス モ デ ル の観 点から回答を分類した際の 課題・困難 とし

て 、 勉 強 の 苦 手 さ 、 き ょ う だ い 間 比 較 に よ り 「 自 尊 心 、 自 己 肯 定 感 」

が低下して い る こ と 、得 手不得手を含む自己理解ができていない状況

が回答され た （表９ -８）。  

 

表 ９ -８  「ストレングスモデルに基づく指導を行う」（入院前 ：課題 ・困難 ）  

大 カ テ ゴ

リ ー  

 コ ー ド

数（ n =４ ） 

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

ス ト レ ン

グ ス モ デ

ル  

4  

自 尊 心 ・

自 己 肯 定

感  

2  

き ょ う だ い 間 比 較 に よ る 劣 等 感  

勉 強 が 苦 手  

学 習 空 白  1  小 2 か ら 学 校 に い っ て い な い  

自 己 理 解  1  
エ ネ ル ギ ー の コ ン ト ロ ー ル が で き

な い  

 

３．３  質問項目Ⅱ  少年院における生活  

（１）大カテゴリー①「本人の話を聴 く」  

 少年院に お け る 安 定 し た 生活環境のもと、法務教官を中心とした 職

員の少年 へ の 丁 寧 な 関 わ り が 少年の 成長・発達に繋がっていることが、

多 く 挙 げ ら れ た 。 こ の 点 に つ い て 大 カ テ ゴ リ ー ① 「 本 人 の 話 を 聴 く 」

に分類され る コ ー ド は 1 20 コードに上った （表９ -９）。  

 とくに法 務 教 官 か ら 教 え られるだけでなく、これまで 自身の発達課

題にしっか り と 向 き 合 い 考 える経験 がなかった少年が、自身で考えな

が ら 経 験 し て い く こ と で 小 カ テ ゴ リ ー 「 本 人 の 気 づ き 、 意 識 の 変 化 」

65 コードへと繋がっていることが 示された 。また、他者 との信頼関係

の回復・形成 と も 関 連 し て 、少年を待ってくれている人の存在に気づ

き、自身 も「変わりたい、頑張りたい」と変化したことは、発達的 に
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も大きな変 化 と い え る 。  

 そのよう な 変 化 に は「 一 緒に向き合ってくれる、考えてくれる」法

務教官との や り と り 、すなわち「信頼できる大人との出会い」によっ

て大人への 不 信 感 が 軽 減 さ れたことが大きな影響を与えていた。自分

の話をし っ か り と 聴 い て く れる、あるいは 失敗をしても見捨て ない大

人の存在が 、 彼 ら の 心 理 的 な安定にも影響している。  

「 以 前 は 反 応 に 困 っ て 『 可 愛 げ の な い 反 応 』 を し て し ま っ て い た 」

ことを素直 に 言 葉 に し て い る様子からは 、強がっていた自分 への反省

と自己理解 が 促 進 さ れ て い る こともうかがわれた。こうした自らの発

達 的 変 化 や 成 長 に 関 し て は 、 調 査 者 と の 面 接 に お い て 可 能 と な っ た 、

自 身 の 振 り 返 り を 通 し て 入 院 後 の 変 化 を 初 め て 認 識 し た 少 年 も 少 な

くなかった 。  

 

表 ９ -９  「本人の話を聴 く」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー ド 数

（ n = 1 2 0）  

小 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

本 人 の

話 し を

聴 く  

1 2 0  

本 人 の

気 づ

き・意 識

の 変 化  

6 5  

考 え ら れ る こ と が 増 え た  

客 観 的 な 視 点 で 考 え ら れ る よ う に な っ た  

入 院 し て か ら い ろ い ろ と 考 え る よ う に な っ た  

苦 手 な 部 分 を 改 善 し た い 思 い  

家 族 や 他 者 へ の 思 い  

逃 げ ず に 言 葉 で 伝 え て 解 決 し た い  

入 院 が 自 分 の こ と を 振 り 返 る き っ か け に な っ

た  

「 変 わ り た い 」 「 頑 張 り た い 」 と い う 思 い  

「 変 わ り た い 」 「 頑 張 り た い 」 と い う 気 持 ち

の 芽 生 え  

家 族 や 他 者 へ の 思 い  

客 観 的 な 視 点  

対 処 法 の 発 見  

感 情 の コ ン ト ロ ー ル が で き る よ う に な っ た  

安 定 し た 生 活 に よ る 振 り 返 り  

具 体 的 な 規 範 ・ ル ー ル 等 の 学 習  

今 は 「 こ れ か ら だ 」 と 思 っ て い る  

勉 強 が 必 要 だ と 気 付 い た  

待 っ て く れ て い る 人 の 存 在  

具 体 的 な 対 処 法 の 習 得  

適 当 に は で き な い と 分 か っ た  

二 度 と 同 じ こ と を し た く な い  

「 頑 張 り た い 」 「 変 わ り た い 」 と い う 気 も ち

の 芽 生 え  

落 ち 着 い た な か で の 振 り 返 り  
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「 変 わ り た い 」 「 頑 張 ろ う 」 と い う 気 持 ち の

芽 生 え  

必 要 と さ れ て い る 、 待 っ て く れ て い る 家 族 の

存 在  

「 変 わ り た い 」 「 頑 張 り た い 」 と い う 気 持 ち

の 芽 生 え  

本 来 の 自 分 を 「 取 り 戻 す 」 経 験  

自 分 の こ と を 考 え る 時 間 に な っ た  

非 行 か ら 離 れ る き っ か け に な っ た  

イ ラ イ ラ し た と き の 対 処 法 を 獲 得  

課 題 に 向 き 合 え る よ う に な っ た  

「 変 わ り た い 」 「 頑 張 り た い 」 気 持 ち の 芽 生

え  

待 っ て く れ て い る 、 認 め て く れ る 周 囲 の 存 在  

家 族 へ の 思 い  

親 や 家 族 の 姿 を 見 て 、 き ち ん と や ら な い と と

思 っ た  

具 体 的 な 振 り 返 り  

対 処 法 の 獲 得  

入 院 の 意 味 を 考 え る よ う に な っ た  

他 者 の 気 持 ち を 考 え る よ う に 変 化  

だ ん だ ん と 見 栄 を 張 ら な く な っ た  

同 じ 後 悔 を し た く な い の で 頑 張 っ て い る  

「 こ の ま ま だ と ま ず い 」 と 意 識 が 変 わ っ た  

苦 手 な こ と に も 取 り 組 も う と し て い る  

更 生 と は 何 か を 考 え て 具 体 的 に 行 動 す る よ う

に な っ た  

こ れ ま で で き な か っ た こ と が で き る よ う に な

っ た  

ま ず は 人 に 話 を す る の が 大 事 だ と 思 っ た  

学 ん だ こ と が た く さ ん あ る こ と に 気 付 い た  

集 団 寮 で 頑 張 っ て み た い  

上 級 生 が 助 言 す る 意 味 が わ か っ た  

や り 方 が 間 違 っ て い た こ と に 気 付 い た  

家 族 に 対 す る 見 方 の 変 化  

以 前 よ り も 本 心 を 書 く よ う に な っ た  

当 た り 前 の こ と が で き る よ う に な っ た  

対 処 法 の 発 見  

プ ラ ス の 一 年 に な る よ う に 今 を 考 え て い き た

い  

自 分 で 考 え る こ と が 大 事 だ と 思 っ て い る  

本 を 読 む の が 好 き に な っ た  

好 き な 動 物 の こ と を 考 え る よ う に し て い る 、

具 体 的 な 対 処 法 の 獲 得  

非 行 理 由 の 振 り 返 り  

他 者 へ の 対 応 方 法 の 習 得  

本 を 読 ん で 集 中 で き る よ う に な っ た  

色 々 な こ と を 知 り た い  

客 観 的 に 自 分 の 課 題 を み れ る よ う に な っ た  

集 団 寮 に 戻 っ て 学 ば な け れ ば い け な い と 感 じ

て い る  

具 体 的 な 対 処 法 の 習 得  

他 者 と

の 信 頼
4 4  

一 緒 に 考 え て く れ る 大 人 の 存 在  

「 一 緒 に 考 え て ほ し い 」 気 持 ち  
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関 係  自 分 と 向 き 合 っ て く れ る 大 人 と の 出 会 い  

当 た り 前 の こ と を 言 っ て く れ る  

一 生 懸 命 頑 張 っ て い る 大 人 の モ デ ル と の 出 会

い  

家 族 と の 関 係 再 構 築  

自 分 の 話 を 聞 い て く れ る 大 人 と の 出 会 い  

話 を き い て も ら う 経 験 、 話 せ る よ う に な っ た  

丁 寧 に 教 え て く れ る 大 人 と の 出 会 い  

保 護 者 へ の 感 謝 、 関 係 の 再 構 築  

保 護 者 と の 関 係 再 構 築  

一 緒 に 考 え て く れ る 、 向 き 合 っ て く れ る 大 人

の 存 在  

信 頼 で き る 先 生 の 存 在  

一 緒 に 考 え る 、 向 き 合 っ て く れ る 大 人 と の 出

会 い  

他 生 が 教 え て く れ た  

お も し ろ い 話 も し て く れ る 先 生 が 良 い  

「 見 捨 て な い 」 大 人 と の 出 会 い  

「 見 捨 て な い 」 大 人 と の 出 会 い  

家 族 や 他 者 へ の 思 い  

話 を 聞 い て く れ る 大 人 と の 出 会 い  

イ ラ イ ラ し た と き の 対 処 法 を 獲 得  

自 分 と 向 き 合 っ て く れ る 大 人 の 存 在  

信 頼 で き る 大 人 と の 出 会 い  

信 頼 で き る 他 生 と の 出 会 い  

話 を 聞 い て く れ る 大 人 と の 出 会 い  

話 を 聞 い て く れ る 大 人 の 存 在 に よ る 安 心 感  

丁 寧 に 教 え て く れ る 大 人 の 存 在  

親 と も 話 す よ う に な っ た  

話 を 聞 い て も ら う 経 験  

話 を 聞 い て く れ る 大 人 と の 出 会 い  

先 生 が 言 っ て い た 言 葉 を 思 い 出 し て 頑 張 れ た  

丁 寧 に 勉 強 を 教 え て く れ る 教 官 の 姿  

担 任 、 環 境 の 変 化 へ の 適 応  

教 官 と 話 し た こ と で 、 少 年 院 で の 学 び に 気 付

い た  

一 人 で も 理 解 し て い れ ば い い  

自 分 の 思 い を 話 し て も 良 い と 思 え た  

人 に 教 わ る こ と が 大 事 だ と 気 付 い た  

自 分 の 話 を 聞 い て く れ る  

具 体 的 な 対 処 法 の 獲 得  

家 族 や 他 者 へ の 思 い  

気 を 遣 う 経 験 を し た り 、 先 生 達 も 自 分 の 話 を

き い て く れ た  

丁 寧 に 教 え て く れ る こ と で 苦 手 な 内 容 に 挑 戦  

少 年 院 の 教 官 は 自 分 を 見 捨 て な い  

自 分 と 向 き 合 っ て く れ る 教 官  

家 族 と

の 関 係  
6  

家 族 と の 関 係 再 構 築 中  

家 族 と 話 を す る よ う に な っ た  

家 族 の 居 な い 寂 し さ を 感 じ る  

母 と の 面 会 時 間 が 少 な く て 寂 し い  

差 し 入 れ て 欲 し い も の を 親 に 依 頼 で き る よ う

に な っ た  
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父 親 の 態 度 が 変 わ っ た  

心 理 的

な 安 定  
2  

「 見 捨 て ら れ な い 」 安 心 感  

疑 問 が 解 消 さ れ た  

愛 着 の

安 定  
1  見 捨 て な い 大 人 の 存 在  

具 体 的

な 目 標

の 設 定  

1  目 の 前 の 課 題 に 意 識 を む け る よ う に な っ た  

自 己 理

解  
1  

以 前 は 、 反 応 に 困 っ て 「 可 愛 げ の な い 反 応 」

を し て し ま っ て い た  

 

（２）大カテゴリー②「安心安全な環境をつくる」  

 生活リズ ムの 安 定 は 小 カ テゴリー 「落ち着いた生活環境」（ 14 コー

ド）と して 分類さ れ る が （表 ９ -１０）、 生活を 整える こと で 心理 的安定

にも繋がり、また適度に身体を動かす時間があることでストレスを解

消できて い た 。  

厳しい規 則 が あ る 環 境 と みられがちだが、少年は「入院によって悪

い人から離 れ る こ と が 出 来 た」「メリハリがある」「想像していたより

過ごしやすい」と感じており、学校のような場所と感じていることも

示された 。  

 

表 ９ -１０  「安心安全な環境をつくる」  

大 カ テ ゴ

リ ー  

 コ ー ド

数（ n = 1 8） 

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

安 心 安 全

な 環 境  
1 8  

落 ち 着 い

た 生 活 環

境  

1 4  

規 則 正 し い 生 活 リ ズ ム に よ る 安 定  

規 則 正 し い 生 活 リ ズ ム  

食 事 が お い し い  

食 事  

少 年 院 で は ゆ っ く り 考 え る 時 間 が あ

る  

入 院 に よ っ て 悪 い 人 か ら 離 れ ら れ た  

自 分 に と っ て プ ラ ス に な る 環 境  

規 則 正 し い 生 活 に よ る 安 定  

規 則 正 し い 生 活 に よ る 安 定  

想 像 し て い た よ り 過 ご し や す い  

少 年 院 は 学 校 み た い な と こ ろ  

他 生 と の 関 わ り も 落 ち 着 い た  

厳 し い け れ ど そ う で は な い と こ ろ も

あ る  

不 安 や 不 満 は 特 に な い  

心 理 的 な

安 定  
3  

受 け 止 め て も ら え る 安 心 感  

食 事 の 時 間 が 楽 し み  

単 独 寮 で は イ ラ イ ラ が 減 っ た  

不 安 ・ ス 1  身 体 を 動 か す こ と で ス ト レ ス 解 消 や
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ト レ ス の

軽 減  

リ ラ ッ ク ス  

 

（３）大カテゴリー③「職員が専門的な知識を身に付け連携する」  

 集団生活 を 中 心 と す る 処 遇のなかで、在院者個人のニーズを把握し、

個 別 的 対 応 が な さ れ て い る こ と が 少 年 の 安 心 に 繋 が っ て い る と 推 察

された （表 ９ -１１）。 法務教 官と ともに 考えな がら、 イラ イラし た り困

った時に 具 体 的 な 対 処 法 を 習得することで、集団処遇のなかで折り合

い が つ け ら れ る よ う に な っ た 少 年 の 成 長 ・ 発 達 の 様 子 も 挙 げ ら れ た 。 

学 習 に お い て も 、 例 え ば 記 憶 の 想 起 に 困 難 を 有 す る 少 年 に 対 し て 、

個別ノート の 活 用 を 認 め る ことで大きく改善されたケースもある。服

薬 に つ い て は 医 務 課 の 指 示 を う け な が ら 本 人 と 調 整 を し て 投 薬 が 行

われていた 。  

 

表 ９ -１１  「職員が専門的な知識を身に付け連携する」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

 コ ー ド

数（ n = 1 0） 

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

専 門 的

知 識  
1 0  

困 難 ・ ニ

ー ズ へ の

個 別 的 対

応 ・ 配 慮  

8  

本 人 に 合 っ た 表 現 方 法 の 発 見  

具 体 的 な 対 処 方 法 の 獲 得  

具 体 的 な 対 処 法 の 獲 得  

本 人 の ニ ー ズ （ 「 勉 強 し た い 」 ） へ 適 切 に

対 応  

記 憶 の 仕 方 に 応 じ た ノ ー ト の 活 用  

自 分 の 苦 手 さ に 対 す る 具 体 的 な 対 応 策 の

提 示  

眼 鏡 を つ く っ て も ら っ た  

本 人 が リ ラ ッ ク ス で き る 活 動 の 導 入  

服 薬 に よ

る 安 定  
2  

服 用 し て い る 薬 と の 相 性  

薬 を 飲 む と 落 ち 着 く  

 

（４）大カテゴリー④「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

 4 9 コードが 大 カ テ ゴ リ ー「ストレングスモデル」に分類された（表

９ -１２）。矯 正 教 育・支援を通して「できることが増えた」「新しいこと

へ挑戦しよ う と い う 気 持 ち になった」ことは 小カテゴリー 「自尊心・

自己肯定感 の 向 上 」12 コードや資格取得などによる 小カテゴリー「達

成感」 6 コ ー ド に 分 類 さ れ るが、学習への苦手意識が強い 少年も資格

取 得 や 試 験 勉 強 に 意 欲 的 に 取 り 組 ん で い る エ ピ ソ ー ド と し て 回 答 さ
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れている。  

ストレン グ ス モ デ ル の 観 点から支援をしていく際には、少年自身が

自己理解し て い く こ と が 重 要である。回答からは 自己理解の深まりを

示す内容として、丁 寧 な 振 り返りにより 、自身の性格や 得手不得手に

気づいたこ と や 抱 え て い る 困難 が整理されたことが挙げられた。  

 

表 ９ -１２  「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

 コ ー ド

（ n = 4 9）  

小 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

ス ト レ

ン グ ス

モ デ ル  

4 9  

具 体 的

な 目 標

の 設 定  

1 5  

資 格 の 取 得 を 希 望  

資 格 取 得 へ の 意 欲  

具 体 的 な 対 処 法 や 目 標 を 見 つ け た こ と で 作

業 に 集 中 で き る  

高 校 に 戻 る た め の 勉 強 を 頑 張 り た い  

資 格 取 得 へ の 希 望  

具 体 的 な 課 題 設 定 と 振 り 返 り  

資 格 取 得 へ の 希 望  

資 格 取 得 の 希 望  

具 体 的 な 資 格 取 得 の 希 望  

資 格 取 得 に 向 け た 勉 強  

高 卒 認 定 に 合 格 し た い  

「 こ こ で し か で き な い こ と を や ろ う 」と 思 っ

た  

将 来 の 夢 を か な え る た め に 頑 張 り た い  

体 力 を つ け て い き た い  

資 格 取 得 へ の 希 望  

自 尊

心・自 己

肯 定 感

の 向 上  

1 2  

学 習 へ の 意 識 の 変 化  

で き る こ と が 増 え た 、選 ば れ た こ と が 意 欲 の

持 続 に つ な が っ て い る  

新 し い こ と ・ 資 格 取 得 へ の 挑 戦  

資 格 取 得 が 自 信 に つ な が る  

学 習 空 白 の 学 び な お し  

試 験 の 勉 強 は で き そ う  

何 度 も や る こ と で で き る よ う に な っ た  

級 が あ が っ て い く 、分 か る よ う に な る と 楽 し

い  

勉 強 や 筋 ト レ を 継 続 し て 取 り 組 む こ と や 成

果 が で て き た  

溶 接 作 業 を 頑 張 っ て い る  

字 が き れ い に な っ た  

こ れ ま で や っ て い な か っ た 筋 ト レ が 好 き に

な っ た  

自 己 理

解  
1 2  

自 身 の 丁 寧 な 振 り 返 り  

継 続 的 な 振 り 返 り  

非 行 理 由 へ の 振 り 返 り  

暴 力 的 な 性 格 で な い  

「 粘 り 強 く な っ た 」 自 分 の 変 化 を 認 識  

自 分 に つ い て 考 え る よ う に な っ た  
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ノ ー ト を 読 み 返 す よ う に な っ た  

具 体 的 な 振 り 返 り  

自 分 が 出 来 て い る 事 を 他 の 人 も で き て 当 た

り 前 と 思 っ て し ま う  

非 行 理 由 へ の 振 り 返 り  

落 ち 着 い た 環 境 の 中 で の 振 り 返 り 、 安 心 感  

以 前 の 行 動 の 振 り 返 り  

達 成 感  6  

資 格 の 取 得  

読 み 書 き で き る よ う に な っ た  

勉 強 の 教 え 方 が わ か り や す く 、で き る よ う に

な っ た  

成 績 と し て 表 れ る  

作 品 の 完 成 に 向 け て 頑 張 っ た  

資 格 の 取 得  

本 人 の

気 づ き 、

意 識 の

変 化  

3  

本 を 読 む こ と に 興 味 が で て き た  

出 院 ま で に「 頑 張 っ た 」と 思 え る も の が 欲 し

い  

入 院 生 活 の 振 り 返 り  

長 所  1  順 応 し や す い  

 

３．４  質問項目Ⅱ  少年院における生活 ：課題 ・困難に分類される内容  

（１）大カテゴリー①「本人の話を聴 く」  

 少年が大 人に 強 い 不 信 感 を持つ背景 である「自分と向き合って欲し

い」という願いを 示 す 内 容が含まれている。苦手な教官に関する回答

においても、 そ の こ と が 表 れていた（表 ９ -１３）。  

教官との面 接 が 行 わ れ て いたとし ても、本人としては「悩みがすっ

きりしない」と感じている場合や対人関係面での困難さを感じている

様 子 が う か が え た 。 ま た 、「『 ガ ン 飛 ば し て い る 』 と い わ れ る 」「 表 情

がうまくつ く れ な い 」 等 の 身体の不器用さ や、不安・緊張・ 抑うつ・

ス ト レ ス が 原 因 と 考 え ら れ る 「 睡 眠 の 困 難 さ 」「 疲 れ や す さ 」 等 の 身

体 症 状 、「 大 き い 音 や 声 が 苦 手 」 な ど の 感 覚 過 敏 に よ る も の と 思 わ れ

る生活の困 難 さ や 支 援 ニ ー ズが回答されている。  

 

表 ９ -１３  「本人の話を聴 く」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

 コ ー ド

（ n = 4 6）  

小 カ テ ゴ リ

ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

本 人 の

話 を 聴

く  

4 6  
他 者 と の 信

頼 関 係  
1 7  

大 人 が 信 用 で き な い  

正 面 か ら 向 き 合 っ て く れ な い 大 人  

教 官 に 本 気 で 向 き 合 っ て 欲 し い  

口 う る さ い 先 生 は 苦 手  

少 年 に よ っ て 態 度 を 変 え る の は 良 い

感 じ が し な い  
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信 用 は で き る が 信 頼 は で き な い  

無 言 の 先 生 は 気 ま ず い  

無 言 の 先 生 と の 関 係  

あ ま り 話 を し て こ な い 先 生 が 苦 手  

理 由 に 関 係 な く 注 意 ば か り の 教 官 が

苦 手  

無 口 な 先 生 は 苦 手  

上 か ら 目 線 の 教 官 は 苦 手  

細 か く 口 う る さ い 教 官 は 苦 手  

他 者 に 相 談 し て も 悩 み が す っ き り し

な い  

お 試 し 行 動 を し て し ま う  

集 団 生 活 が 辛 い 、話 し か け な い で ほ し

い  

教 官 に 見 張 ら れ て い る よ う に 感 じ る  

不 安 感 、 不

全 感  
1 1  

教 官 か ら 求 め ら れ る こ と へ の プ レ ッ

シ ャ ー 、 ス ト レ ス  

対 人 関 係 へ の ス ト レ ス  

強 い 枠 の な か で の 生 活 に 対 す る 不 安  

勝 手 に 決 め ら れ る こ と へ の 不 信 感  

背 景 や 理 由 を 説 明 し て 欲 し い  

想 像 の 世 界 、 現 実 か ら の 逃 避  

他 者 の 評 価 、 反 応 へ の 過 敏 さ  

勝 手 に 決 め ら れ る こ と へ の 不 満  

友 人 関 係 の 不 安  

ス ト レ ス 発 散 方 法 が う ま く 見 つ か ら

な い  

課 題 に 気 乗 り し な い  

身 体 症 状  8  

睡 眠 の 困 難  

目 が 覚 め る 、 全 身 が 痛 い  

疲 れ や す さ  

ず っ と 座 っ て の 作 業 が 辛 い  

大 き い 音 や 声 が 苦 手  

将 来 の こ と を 考 え る と 眠 れ な く な る 、

睡 眠 困 難  

イ ラ イ ラ の 解 消 法 が な く 、起 き た と き

に 気 分 が 優 れ な い  

眼 鏡 に 慣 れ な い  

防 衛 的 反 応  2  

「 拒 否・否 定 」さ れ る こ と へ の 強 い 不

安  

相 手 に 離 れ て い か れ る 前 に 自 分 か ら

突 き 放 し て し ま う  

家 族 と の 関

係  
2  

家 族 と の や り と り  

「 見 捨 て ら れ る 」こ と へ の 心 配 、不 安

感  

緊 張 、 ス ト

レ ス  
2  

集 中 し よ う と す る こ と で エ ネ ル ギ ー

を 消 費  

答 え を 求 め て し ま う  

身 体 の 不 器

用 さ  
2  

「 ガ ン 飛 ば し て い る 」と い わ れ る 、表

情 が う ま く つ く れ な い  

場 に 応 じ た 表 情 を つ く る こ と が 苦 手  

自 尊 心 、 自

己 肯 定 感  
  1  

保 護 者 に「 聞 い て も ら え て い な い 」経

験  

愛 着 の 安 定    1  「 か ま っ て ほ し い 」 気 持 ち と の 葛 藤  
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（２）大カテゴリー②「安心安全な環境をつくる」  

49 コ ー ド に 分 類 さ れ た う ち 、 少 年 院 の 生 活 に 対 す る 小 カ テ ゴ リ ー

「不安感、 不 全 感 」 が 1 2 コード回答された。 細かな生活ルールに慣

れていないだけでなく、日課や規則 が定められている 目的や意味が理

解できないため、これらに 納得ないまま「強制されている」と感じて

し ま い、 う ま く 活 動 に 乗る こ と が で き な い様 子 が う か が え た （表 ９ -１

４）。  

入院前の 生 活 か ら 他 人 を 警戒したり、少しの指導でも「攻撃」と捉

え て し ま い 過 剰 に 反 応 し た り す る 構 え が 身 に 付 い て し ま っ て い る こ

とも少なく な い た め 、院 内 においても「他生に負けたくないという気

持 ち で 反 応 し て し ま う 」「 人 と 関 わ り た く な い 」 等 の 「 防 衛 的 反 応 」

としての 困 難 さ が 挙 げ ら れ た。  

 

表 ９ -１４  「安心安全な環境をつくる」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

 コ ー ド

数（ n = 4 9） 

小 カ テ ゴ リ

ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

安 心 安

全 な 環

境  

4 9  

不 安 感 、 不

全 感  
1 2  

「 強 制 さ れ て い る 」 認 識 の 強 さ  

現 在 の 生 活 を 受 け 入 れ き れ て い な い  

厳 し い 枠 に 対 す る 不 満 感  

わ か ら な い 生 活 へ の 不 安  

い い 加 減 に や り す ご せ る と 思 っ て い た  

枠 の 厳 し い 生 活 に 慣 れ て い な い  

強 制 さ れ る こ と へ の 抵 抗 感  

相 手 の 基 準 を お し つ け る 人 が 苦 手  

日 課 を 行 う 意 味 が 理 解 で き な い  

生 活 環 境 の 変 化 へ の 不 適 応 感  

「 人 と 同 じ 」 で あ る こ と が 嫌  

周 り と 関 わ れ な い こ と が 辛 い  

施 設 ・ 環 境

整 備  
1 2  

入 浴 の 回 数 を 増 や し て 欲 し い  

食 事 内 容 を 改 善 し て ほ し い  

暑 く て イ ラ イ ラ す る  

暑 さ が つ ら い  

衛 生 環 境 が 気 に な る  

衛 生 面 の 改 善 を し て ほ し い  

入 浴 を 増 や し て 欲 し い  

暑 さ が つ ら い  

入 浴 の 回 数 を 増 や し て ほ し い  

入 浴 の 回 数 を 増 や し て 欲 し い  

寒 く て 辛 い  

寒 さ が 辛 い  
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防 衛 的 反 応  8  

言 葉 で の 解 決 方 法 が わ か ら な い  

「 負 け た く な い 」と い う 気 持 ち か ら の 防

衛 ・ 威 圧 的 な 態 度  

人 に 聞 か ず に 自 分 で 覚 え る よ う に し た  

誰 と も か か わ り た く な い  

他 生 に 負 け た く な い と い う 気 持 ち で 反

応 し て し ま う  

人 の 目 線 を 感 じ る の が 嫌  

人 を 観 察 し て い る  

相 手 の 受 止 め ・ 評 価 に 敏 感  

心 理 的 な 安

定  
7  

趣 味 に 関 す る 情 報 を 知 り た い  

反 省 し て い る か ら こ そ の 不 安  

人 間 関 係 に 「 休 み 」 は 無 い  

他 生 と の 関 係 で 何 故 だ か に や け て し ま

う  

気 持 ち の 波 が 大 き い  

常 に 緊 張 状 態 、 気 を つ か っ て い る 状 態  

イ ラ イ ラ し て 人 と も 話 を し た く な い  

落 ち 着 い た

生 活 環 境  
4  

一 人 に な れ る 時 間 が ほ し い  

他 者 の 苦 し い 声 を 聞 く こ と が つ ら い  

考 え 方 の 違 い や 他 生 に イ ラ イ ラ す る  

嫌 が ら せ み た い な も の も あ る  

生 活 環 境 へ

の 不 安 ・ 緊

張 ・ ス ト レ

ス  

3  

集 団 生 活 へ の 不 安  

身 体 を 動 か す こ と で ス ト レ ス 解 消 や リ

ラ ッ ク ス  

ス ト レ ス を 発 散 さ せ る 機 会 が な い  

身 体 症 状  2  
音 が 気 に な っ て 眠 れ な い 、 睡 眠 困 難  

環 境 の 悪 さ に よ る 睡 眠 困 難  

処 遇 内 容 の

改 善  
1  食 事 内 容 の 改 善  

 

（３）大カテゴリー③「職員が専門的な知識を身に付け連携する」  

 少 年 の 発 達 上 の 課 題 ・ 困 難 や 支 援 ニ ー ズ と し て 、「 タ ブ レ ッ ト 端 末

の活用」「言葉のニュアンスが理解できない」「自分バージョンの答え

を 一 緒 に 探 し て 欲 し い 」 等 が 回 答 さ れ て い る 。「 適 切 に 表 現 で き な い

もどかしさ 」を 抱 え る 少 年 の行動の理由・背景を 発達的に 理解し、特

別 ニ ー ズ 教 育 の 視 点 か ら 個 別 的 な 対 応 を 工 夫 す る こ と が 求 め ら れ て

いる（表 ９ -１５）。  

 

表 ９ -１５  「職員が専門的な知識を身に付け連携する」  

大 カ テ ゴ

リ ー  

 コ ー ド

（ n = 1 2）  

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

専 門 的 知

識  
1 2  

困 難 ・ ニ

ー ズ へ の

個 別 的 対

応  

1 2  

タ ブ レ ッ ト 端 末 な ど の 活 用  

人 と ず っ と 一 緒 に い る こ と が 辛 い  

適 切 に 表 現 で き な い も ど か し さ  

落 ち 着 か せ る た め の 行 動 を 注 意 さ れ
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る  

行 動 の 意 味 を 説 明 し て ほ し い  

我 慢 し て 、寝 て 忘 れ る よ う に し て い る  

学 習 支 援 や 高 校 教 育 を し て ほ し い  

イ ラ イ ラ を 解 消 す る 機 会 が な い  

言 葉 の 微 妙 な ニ ュ ア ン ス が わ か り に

く い  

花 粉 ア レ ル ギ ー  

勉 強 が わ か ら な い  

自 分 バ ー ジ ョ ン の 答 え を 一 緒 に 探 し

て 欲 し い  

 

（４）大カテゴリー④「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

 少 年 の 意 欲 や で き る こ と を 発 達 の 機 会 に 繋 げ て い く こ と が 効 果 的

であるが、少 年 は「目標がないと取り組めない」状況や「マイナスの

評価ば かり されて いる 」 と感 じてい る こと が回答 され た（表 ９ -１６）。

職員は、失 敗 す る こ と へ の 拒否感、「 不安感、不全感」「心理的な不安

定さ」と い っ た 少 年 の 発 達 上の課題・困難を理解しながら 、少年の意

欲やできる こ と を 発 達 の 機 会に繋げていくための効果的、専門的な発

達支援が 求 め ら れ て い る 。  

 

表 ９ -  １６  「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

大 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー ド 数

（ n = 8）  

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

ス ト レ ン

グ ス モ デ

ル  

8  

自 尊 心 、自

己 肯 定 感  
2  

結 果 が で な い 、認 め て も ら え な い と

気 分 が さ が る  

マ イ ナ ス の 評 価 ば か り さ れ て い る  

具 体 的 な

目 標 の 設

定  

2  

目 標 が な い と 取 り 組 め な い  

資 格 取 得 の コ ー ス に 入 れ な か っ た  

自 己 理 解  1  
他 者 が 先 に 出 院 す る こ と へ の 不

満 ・ 不 安  

書 字 困 難  1  書 字 の 苦 手 さ  

不 安 感 、不

全 感  
1  失 敗 す る こ と へ の 拒 否 感 が 強 い  

心 理 的 な

安 定  
1  余 裕 が 無 く 、 単 独 寮 に い き た い  

 

（５）大カテゴリー⑤その他  

 その他、小 カ テ ゴ リ ー「 処遇内容の改善」に関する声として「取得

で き る 資 格 の 種 類 が 増 え る と 良 い 」「 少 年 院 独 特 の ル ー ル や 習 慣 の 改
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善」等が 挙 げ ら れ て い る （表９ -１７）。  

高 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 を 受 験 希 望 の 少 年 か ら は 学 習 支 援 の ニ ー ズ

が挙げられ た 。ま た「 主 体 的な活動の機会」や「現実社会と離れてい

る感じがする」等、安心安全な環境のなかで、少しずつ少年が主体的

に考え活動 す る こ と や「 安 心して失敗できる」経験が必要であること

がうかがえ た。不安・緊張・ストレスを抱えやすい 少年 からは、適度

に身体を動 か す 機 会 の 増 加 、音楽・合唱や 大きな声を出すことが でき

る機会が 求 め ら れ て い た 。  

 

表 ９ -１７  その他  

大 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー ド

数

（ n = 2 7）  

小 カ テ ゴ リ

ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

そ の 他  2 7  

処 遇 内 容 の

改 善  
2 6  

取 得 で き る 資 格 の 種 類 が 増 え る と よ い  

取 得 で き る 種 類 を ふ や し て ほ し い  

少 年 院 独 特 の ル ー ル ・ 習 慣 へ の 違 和 感  

活 動 や 環 境 の 変 化 を 希 望  

少 年 院 で の 経 験 が 現 実 社 会 と 離 れ て い る よ う

に 感 じ る  

高 卒 認 定 試 験 、 高 校 の 学 習 支 援  

主 体 的 な 活 動 の 機 会 が 欲 し い  

身 体 を 動 か す 時 間 を 増 や し て ほ し い  

取 得 資 格 の 種 類 充 実  

集 団 生 活 ト ラ ブ ル を 減 ら し た い  

他 生 と の 上 下 関 係 へ の 改 善  

大 き な 声 で は な し を さ れ る こ と が 辛 い  

身 体 を 動 か す こ と で 発 散 で き る 機 会 の 提 供  

政 治 や 社 会 の 仕 組 み を 学 び た い  

も っ と 運 動 の 時 間 が 増 え る と 良 い  

集 団 生 活 へ の 指 導 を 改 善 し て 欲 し い  

身 体 を 動 か す 機 会 が ほ し い  

身 体 を 動 か す 機 会 の 確 保  

も っ と 体 を 動 か し た い  

テ レ ビ 番 組 等 へ の 要 望  

も う 少 し 音 楽 が き き た い  

体 を 動 か す 機 会 の 増 加  

ど う 過 ご し て い い か 分 か ら な い 時 間 が あ る  

独 学 で の 学 習 は 難 し い  

単 独 寮 で の 寂 し さ 、 退 屈 さ  

歌 を 歌 っ た り 、 大 き な 声 を 出 し て 発 散 さ せ た

い  

困 難・ニ ー ズ

へ の 個 別 的

対 応 、 配 慮  

1  視 力 の 低 下  
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３．５  質問項目Ⅲ  出院に向けた準備状況   

（１）大カテゴリー①「本人の話を聴 く」  

 少年に よ っ て は 出 院 ま で はまだ期間があり、そこまで意識が向いて

いない場合 も あ っ た が 、 挙 げられた 18 コードの回答は 小カテゴリー

「本人の気 づ き 、 意 識 の 変 化」 1 1 コード、「他者との信頼関係」 3 コ

ード、「家族との関係」 2 コード、「将来への希望」 2 コードに分類さ

れた（表 ９ -１８）。  

少年院で の 生 活 を 通 し て「周囲の信頼を回復したい」「変わりた い ・

頑 張 り た い 」「 や り 直 し た い 」 と 気 持 ち が 変 化 し て い る こ と が 回 答 さ

れた。出院後の生活を前向き に具体的に考えられるようになった背景

には、信 頼 で き る 初 め て の 大人・法務教官との関わりがあり、そのこ

とは出院後も「話を聴いてほしい」との回答にも繋がっている と推察

される。  

 また、入院期間中に保護者との面談を重ねることで、入院前には 気

づけなか っ た 保 護 者 の 想 い や願いを知ったこと、自分のことを待って

く れ て い る 家 族 と の 関 係 改 善 が 出 院 に 向 け た プ ラ ス 面 の 要 因 と し て

挙げられた。なかには出院後すぐにとはいかなくとも「進学に関する

仲間との約 束 を 果 た す 」 と いった将来への希望も語られた。  

 

表 ９ -１８  「本人の話を聴 く」  

大 カ テ ゴ

リ ー  

 コ ー ド

数（ n = 1 8） 

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

本 人 の 話

を 聴 く  
1 8  

本 人 の 気

づ き 、 意

識 の 変 化  

1 1  

周 囲 の 信 頼 を 回 復 す る 方 法 を 考 え

て い る  

視 野 ・ 考 え 方 が 広 く な っ た  

今 後 の 生 活 を 具 体 的 に 考 え て い る  

ち ゃ ん と や り た い と 思 う の で 不 安

に な る  

出 院 後 に 向 け た 強 い 決 意  

自 身 の 経 験 を 他 者 に 返 し た い 、 役

に 立 ち た い  

自 身 の 経 験 や 強 み を 他 者 に 返 し て

い き た い 気 持 ち  

ま っ と う な 大 人 に な り た い 、 家 庭

を も ち た い  

「 変 わ り た い 」 「 頑 張 り た い 」 と

い う 思 い  

「 自 立 し た い 」 「 自 分 で 頑 張 り た
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い 」 気 持 ち  

や り な お し た い 、 安 定 し た 仕 事 に

就 き た い  

他 者 と の

信 頼 関 係  
3  

出 院 後 に も 話 を 聴 い て ほ し い  

困 っ た ら 兄 に 相 談 し た い  

初 め て 信 頼 で き た の は 教 官  

家 族 と の

関 係  
2  

待 っ て く れ て い る 家 族 に 感 謝 し て

い る  

保 護 者 と 話 が 出 来 て い る  

将 来 へ の

希 望  
2  

進 学 に 関 す る 仲 間 と の 約 束 を 果 た

し た い  

機 械 系 ・ 自 動 車 整 備 に 興 味 が あ る  

 

（２）大カテゴリー②「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

 出院に向 け て 、さ ら に 継 続して本人の 変化・成長・発達 に繋がり得

る回答とし て小 カ テ ゴ リ ー 「具体的な目標」 4 コード、「自己理解」 2

コードが回 答 さ れ た （表 ９ -１９）。  

少年院で の 落 ち 着 い た 生 活環境や法務教官、関係職員との関わりを

通して資格 取 得 や 復学・進 学等の具体的な目標が設定され、具体的な

目 標 設 定 が 本 人 の 出 院 後 の 強 み や ス ト レ ン グ ス モ デ ル に 繋 が る 可 能

性として挙 げ ら れ た 。ま た 、自己理解が進んだことで、より自分に適

した進路を 選 択 で き た 様 子 が うかがえた 。  

 

表 ９ -１９  「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

大 カ テ ゴ リ

ー  

コ ー ド

数 （ n =

６ ）  

小 カ テ ゴ リ

ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

ス ト レ ン グ

ス モ デ ル  
6  

具 体 的 な 目

標 の 設 定  
4  

資 格 を と り た い  

大 学 に い き た い  

や り た い こ と が 少 し ず つ 定 ま っ

て き た  

就 労 し て か ら 夢 を 目 指 す  

自 己 理 解  2  
自 分 に 合 っ た 進 路 選 択  

自 分 に 合 っ た 進 路 の 選 択  

 

（３）大カテゴリー③「移行支援 」  

 移行支援 で は 社 会 福 祉 士 等の専門職員の協力を得ながら 、より具体

的な進路を 調 整 す る こ と が 求められる。出院後の少年 の将来の夢や希

望に対して、在院期間中 に 丁寧に調整を行いながら、具体的な進路指

導が行われ て い る こ と が 回 答された。こうした移行支援は 、出院後の
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修学・就労等への見通し や 具体的な将来への希望に 繋がり 、出院にプ

ラスの影響 を 与 え て い た （表９ -２０）。  

ゆくゆくは「１人暮らしで自立をしていきたい」気持ちや家族に負

担をかけた く な い 思 い か ら「仕事をしながら（お金を稼ぎながら）高

校を継続し た い 」 等 の 回 答 も挙げられた。  

 

表 ９ -２０  「移行支援 」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー ド 数

（ n = 2 5）  

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

移 行 支

援  
2 5  

将 来 へ の

希 望  
2 1  

具 体 的 な 将 来 の 夢 を 持 っ て い る  

就 職 先 が 決 ま っ て い る  

具 体 的 な 就 職 予 定  

就 労 を 希 望  

出 院 後 の 具 体 的 な 目 標  

一 人 暮 ら し を し て み た い  

就 労 先 が 決 ま っ て い る  

就 労 を 希 望  

具 体 的 な 進 路 の 希 望  

具 体 的 な 就 労 の 希 望  

具 体 的 な 希 望 進 路 へ の 指 導  

美 容 師 に な り た い  

仕 事 を し な が ら 高 校 を 継 続 し た い  

具 体 的 な 就 労 先 が 決 ま っ て い る  

具 体 的 な 目 標  

就 労 へ の 希 望  

出 院 後 の 具 体 的 な 目 標  

「 普 通 の 大 人 に 」 な り た い  

サ ッ カ ー 部 に 入 り た い  

家 族 を た す け て い き た い  

や り 直 し て 頑 張 り た い  

復 学 ・ 修

学 支 援  
2  

修 学 に 向 け た 学 習  

高 校 に い き た い  

具 体 的 な

進 路 指 導  
1  就 労 を 希 望  

就 労 支 援  1  具 体 的 な 進 路 希 望  

 

３．６  質問項目Ⅲ  出院に向けた準備状況 ：課題 ・困難に分類される内容  

（１）大カテゴリー①「本人の話を聴 く」  

 出院に向 け た 不 安 や 支 援 ニーズでは、「不安感、不全感」４コード、

「他者との 信 頼 関 係 」 2 コード、「家族との関係」 2 コード、「本人の

気づき 、ニ ーズ」 1 コードが 挙げら れた（表 ９ -２１）。 将 来の進 路を考

えていくなかで「昔の自分に戻るのではないか」という不安や「将来
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の夢や考え を う ま く 大 人 に 受け止めてもらえていない」不安感・不全

感を強く抱 い て い る 。  

 入 院 中 の 保 護 者 面 談 等 を 通 し て 保 護 者 と の 関 係 が 改 善 さ れ る こ と

で、新たに「これ以上心配・迷惑をかけたくない」と出院後の生活へ

の不安を強 め る 声 も 挙 げ ら れた。また家族との関係が良好とは言えず、

出院後・進路について十分に話し合えていない状況も回答された。「不

安なことは 何 も 無 い 」と い う回答からは、本人の自信や将来への希望

が語られる 一 方 で、自 己 理 解や自身の課題について認識の困難 さもう

かがえた。  

 

表 ９ -２１  「本人の話を聴 く」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー ド

数（ n = 9） 
小 カ テ ゴ リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

本 人 の

話 を 聴

く  

9  

不 安 感 、不 全 感  4  

不 安 を 受 止 め て も ら え て い な い 感

じ が す る  

昔 の 自 分 に 戻 る の で は な い か と 不

安  

将 来 の こ と で 不 安 ・ イ ラ イ ラ す る  

将 来 の 夢 に 対 し て 教 官 の 反 応 が な

か っ た  

他 者 と の 信 頼

関 係  
2  

周 囲 に は 相 談 し な い  

今 後 の こ と を 人 に 言 い た く な い  

家 族 と の 関 係  2  

保 護 者 へ の 謝 罪 の 気 持 ち と 生 活 へ

の 不 安  

進 路 に つ い て 保 護 者 と 話 し て い な

い  

本 人 の 気 づ き 、

意 識 の 変 化  
1  不 安 な こ と は 何 も 無 い  

 

（２）大カテゴリー②「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

「自尊心、自己肯定感」の低さから自分にはできることがないと感

じていることや、具体的な修学・就労以前にやりたいことが見つから

ない状 況が 回答さ れた（表 ９ -２２）。 ス トレン グスモ デル の視点 から自

己理解の促 進 や、具 体 的 な 進路指導を通して 、より個別的な支援が求

められてい る 。  

 

表 ９ -２２  「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

大 カ テ ゴ リ コ ー ド 小 カ テ ゴ コ ー 意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  
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ー  数（ n = 5） リ ー  ド 数   

ス ト レ ン グ

ス モ デ ル  
5  

具 体 的 な

目 標 の 設

定  

2  

自 分 に で き る 仕 事・や り た い 仕 事 が

見 つ か ら な い  

今 後 の 見 通 し や 希 望 が 見 え な い こ

と で 頑 張 れ な い  

自 尊 心 、自

己 肯 定 感  
2  

「 落 ち ぶ れ た 」 と 見 ら れ た く な い  

自 分 に で き る 仕 事 が あ る か わ か ら

な い  

自 己 理 解  1  将 来 へ の 見 通 し が も て な い  

 

（３）大カテゴリー③「移行支援 」  

 出院に向 け て 重 要 と な る 大カテゴリー 「移行支援」の観点に 43 コ

ードが 分類 された （表 ９ -２３）。 出院 後 の「見 通しが もて ない」 ことや

「枠がなく な っ た 後 の 自 分 の行動」等、再非行への不安が具体的なエ

ピソードと し て 回 答 さ れ て いる。とくに 不良仲間や暴力団関係者との

関係に悩み 不 安 を 抱 え る 少 年が多く、出院までに少しでも不安を軽減

できるよう な 調 整 が 求 め ら れている。  

 ま た 、 将 来 に 対 す る 不 安 の 一 要 因 と し て 、「 社 会 か ら 取 り 残 さ れ て

いる」環境から突然地域に戻ること、以前の保護観察 官・保護司との

関 わ り を 通 し て 保 護 観 察 に 抱 い た 不 信 感 や 彼 ら と 再 び 関 わ る こ と へ

の 不 安 を 感 じ て い る と の 声 も あ っ た 。「 具 体 的 な 進 路 指 導 」 で は 、 高

校への進学 を 希 望 し て い な がらも、入学や 通学継続できるかといった

不安があるため、自 ら の 希 望を法務教官や家族に 伝える ことができて

いない様子 がう か が え 、とくに修学に関する 少年のニーズの丁寧な把

握や具体的 な 指 導 支 援 が 求 められて いることが明らかになった 。  

 

表 ９ -２３  「移行支援 」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー ド

数

（ n = 4 3）  

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー ド

数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

移 行 支

援  
4 3  

将 来 に 対

す る 不 安  
3 1  

見 通 し が も て な い こ と で の 不 安  

一 人 で や っ て い く こ と へ の 不 安  

具 体 的 な イ メ ー ジ が つ か な い こ と で

の 不 安  

枠 が な く な っ た 後 の 自 分 の 行 動 へ の

不 安  

家 族 と の 関 係 再 構 築 へ の 不 安  

保 護 観 察 へ の 不 安 、 上 か ら 強 制 さ れ

て い る ・ 監 視 さ れ て い る 感 覚 へ の 不
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信 感  

再 非 行 へ の 不 安  

友 人 関 係 へ の 不 安  

社 会 か ら 「 取 り 残 さ れ て い る 」 こ と

へ の 不 安  

出 院 後 の 不 安  

先 の 見 通 し が な い こ と へ の 不 安  

家 族 関 係 再 構 築 へ の 不 安  

再 非 行 へ の 不 安  

友 人 関 係 の 不 安  

出 院 後 の 不 安  

再 非 行 へ の 不 安  

出 院 後 の 友 人 関 係 の 不 安  

出 院 後 の 友 人 関 係 へ の 不 安  

友 人 関 係 を き る こ と へ の 不 安  

出 院 後 の 周 囲 の 反 応 に 対 す る 不 安  

学 校 に 継 続 し て 通 え る か が 不 安  

出 た 後 の 友 人 関 係 が 不 安  

就 労 の 見 通 し が も て な い  

進 路 の こ と を し り た い  

出 院 後 の 居 場 所 が 想 像 で き な い  

大 学 進 学 の 可 能 性 を 知 り た い  

少 年 院 に い た こ と が ば れ て し ま う 事

が 不 安  

出 院 後 に 友 達 が で き る か が 不 安  

具 体 的 な 進 路 選 択 へ の 悩 み  

進 路 選 択 の 揺 れ ・ 迷 い  

社 会 で は ま わ り の こ と も 考 え な い と

い け な い の で 大 変  

具 体 的 な

進 路 指 導  
9  

進 路 選 択 で の 葛 藤  

具 体 的 な 進 路 希 望 の 把 握  

本 当 の 希 望 進 路 を 伝 え ら れ て い な い  

高 校 に 行 く か 迷 っ て い る  

高 校 に い き た い 気 持 ち は あ る  

学 校 に 行 こ う か 迷 っ て い る  

大 学 等 に 関 す る 具 体 的 な 情 報 が ほ し

い  

漠 然 と し た 進 路 選 択  

自 分 に 合 っ た 進 路 指 導 が さ れ て い な

い  

ニ ー ズ に

応 じ た 進

路 指 導  

2  

進 路 へ の 希 望 と 不 安  

現 実 的 で は な い 職 種 希 望  

ニ ー ズ の

把 握  
1  大 学 に い き た い  

 

３．７  少年との面接事例  

 次に、継続的な面接を行った少年の例から、少年院で生活する中で

少年の特性 が ど の よ う に 変 化していったかを明らかにしていく。  
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（１）Ａさん  

 初回面接当時 18 歳、入院期間 12 ヶ月以上。計 5 回面接実施。法務

教 官 か ら の 事 前 情 報 で は Ａ さ ん が 頻 繁 に 法 務 教 官 に 話 し か け る こ と

や注意転動 、 集 団 生 活 に 入 ることができない点が挙げられていた。  

 面接中に 同 様 の 質 問 を 繰 り返しする場面が多々あり、注意転動が強

いことや記憶・記憶想起も不十分であることからくる「見通しのもて

ない強い不安」の状態にあることが推察された。Ａさん は入院前の生

活について「とにかく適当にすごしていた。目先のことばかりだった。

これまでは と に か く 見 栄 を 張って過ごしてきた」ことを回答している。

また、数回の面接を行う中で素直な言葉として、両親が共働きであっ

たことに対 し て 「 と て も 寂 しかった」ことを述べている。  

Ａ さ ん 自 身 は 気 づ い て い な い が 、 本 来 生 真 面 目 で 繊 細 で あ り 、「 不

安・緊張・抑うつ・スト レス」をため込みやすい性格であることが う

か が え た 。「 見 通 し の も て な い 強 い 不 安 」 の 解 決 方 法 と し て 、 メ モ 帳

を 常 時 携 帯 さ せ 、 逐 一 メ モ を と ら せ て 確 認 さ せ 、「 見 通 し の も て な い

強い不安」を減らしていくことが実施された。Ａさんに限らず、内省

帳や振り返 り ノ ー ト は と て も大切である。日記指導を中心とした振り

返り・記録の丁寧な指導は、少年院の「財産」ともいえる大切な 取り

組みであ る 。  

Ａさんは 自 身 の 変 化 に つ いて「自分は対人関係があまり得意でない。

すぐ顔に出 し て し ま う し 、言い返したりしてしまってトラブルになる。

これまでは 全 部『 相 手 が 悪 い』と思ってきた。しかし少年院に入って

1 年過ごし て い く な か で 『 相手がそう言ったのは相手が嫌なことを自

分が言って し ま っ た か ら か もしれない 』と考えられるようになった」

「在院 1 年 く ら い た っ て 、自分はほんの些細なことでイライラして粗

暴 な 行 動 に な っ て し ま っ て い た こ と に 気 づ き 、 そ ん な 自 分 が 嫌 だ し 、

変えたいと 思 っ て 、や っ と『更生』とは何かを考えて具体的に行動す

るようになった。まだ気分の浮き沈みはあるが、イライラすることが

なくなったら、今までより人と関われるようになり、話を聞けるよう

になり、自分の世界が広がってきた ような気がしている」と答えてい
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る。この発言に象徴されるように、自分の現状についてのメタ認知的

理解が徐 々 に 発 達 し 、 こ れ が少しずつ生活の安定に 繋がって いた。  

 数回の面 接 を 実 施 す る な かで、Ａさんの 言動や表情・身体の動きが

格段に落ち 着 い て き た 。以 前は、目や身体がせわしなく動き、話題が

転動したり、同じ話題（大学進学）を繰り返していたが、自分で適切

な タ イ ミ ン グ で 話 題 を 切 り 替 え な が ら 話 を 進 め る こ と が で き る よ う

に な っ た 。 入 院 当 初 に 繰 り 返 し 話 し て い た 大 学 進 学 に つ い て も 、「 少

し前まで大 学 に 行 く こ と だ けを目標として考えていたけれど、今はま

ず 目 の 前 の こ と を や ろ う と 思 っ て い る 」「 大 学 に 行 き た い 気 持 ち よ り

も、まずは高卒認定を取り、働くことを優先して考えている。何をす

るかは正直、今、迷っている、悩んでいる。自分は社会に出た ことが

無 い の で 、 正 直 イ メ ー ジ が わ か な い 。 社 会 の こ と が 分 か ら な い の で 、

どのような 仕 事 に す る か 分 からなくなっていて、これから考えていこ

うと思って い る 」等 、自 身 の状況を理解し、具体的な目標・夢の設定

へと繋がっ た 。  

入院期間 が 長 期 （ 家 庭 裁 判所の勧告により教育期間を 2 4 月として

設定してい た 少 年 ）で あ り 、成長・発達に時間がかかった事例である

が、Ａさん の「とにかく変わりたい、やり直したい」という気持ちを

もとに、具体的な不安やニーズを把握し対応することで、時間はかか

っても大き く 発 達 し て い く ことが確認された。発達支援に 向けた職員

との協議で は 、Ａ さ んの 変 化を認めながらも 、集団生活での困難さは

継続して挙 げ ら れ た 。ま た、本人が納得できていないが客観的に必要

と考えられ る福 祉 支 援 に 繋 げる場合に、Ａさん 本人にどのように働き

かけるかが 課 題 と さ れ た 。  

Ａさんの 面 接 開 始 当 初 の 言動や表情・身体の動きの激しさは 、不安

に対するパ ニ ッ ク 的 状 態 で あった と推定される。調査者らの本人の抱

える不安に つ い て 一 緒 に 考 えていくという姿勢による傾聴は、「不安

の原因の可視化」「問題の共有」「解決方法をともに考えていく」とい

う「伴走的 発 達 支 援 ア プ ロ ーチ」の根源であり 、その過程で本人の教

官や少年院 に 対 す る 「 安 心」「信頼」を回復し、教官の指導を受け止
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め、教育支援の意義を理解できるようになったために、本人の発達を

一気に加速 し た も の と 考 え られた。  

 

（２）Ｂさん  

初回面接 時 １ ８ 歳 、入 院 期間 ４か月、計５回の面接を実施。面接当

初、面接者や周囲の様子を注意深く観察している様子が見られた。Ｂ

さんは「生まれてからずっと他人を信用できず、自分のことも信用で

きない。親に対しても小さい頃から試したりしているが、期待してい

た反応ではなく、親のことも信用できない。自分のことも信用できな

いから、他 人 も 信 用 で き な い」と回答し、愛着の発達困難や他者との

信頼関係の 困 難 さ が う か が えた。  

Ｂさん は 自身について「非行に走ったことも、自分を試す行動の中

でしていた。薬物による後遺症で幻覚、幻聴、腕の痙攣などの症状が

今もある。自分でもいけないことだと、一線を越えることだとわかっ

ているのに や っ て し ま っ た 」と述べ、強い不安感・不全感や見通しの

持ちにくさ ・ 記 憶 の 困 難 さ に問題が あることが推測された。  

 対人関係 に お い て も 、最 初の頃は「入院前から人に相談することは

ほとんど無 か っ た 。こ こ で もあまり自分から教官には話をしない。教

官に相談し て も ア ド バ イ ス はもらえるが、本当に自分が戸惑っている

ことなど、かゆいところに手が届いていなかったりして、なかなか悩

みがすっき り し な い 」こ と や、「特定の理由があったわけではないが、

イライラが 溜 ま っ て き て い る」ことを訴えていた。  

 Ｂさん の成長・発 達 の き っかけの一つは、担任に初めて自分の思い

を 話 し 、 聴 い て も ら え た 体 験 だ っ た 。「 自 分 の い ろ い ろ な 思 い を 話 し

てみてもい い か な と 思 っ た 。そ うした話をしても 、先生から直接的な

答えを得ら れ る わ け で は な いが、思いを打ちあけるという行為を 通し

て、人との関わり方を探っている。先生が真剣に聞いてくれていたか

ら、自分も話をしてみようと思った」と述べ、Ｂさんの 他生への見方

や向き合い 方 に も 変 化 が 見 られた。  

 「少年院に入るまで 、人から褒められるということがほとんどなか
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ったので、少年院で先生方から褒められてもどのように反応したらよ

い の か 、 受 け 止 め た ら い い の か わ か ら な く て 、『 可 愛 げ の な い 反 応 』

をしてしま っ て い た な と 思 う。でも褒められることは嬉しいし、自分

の成長の証だ と 思 え る よ う になってきた」と理解できるようになった

ことは、 Ｂ さ ん の 大 き な 発 達のあらわれである。  

 出院が近 づ く 頃 に は 出 院 後のことに強い不安を感じていた。Ｂさん

は「一人だったらやっていけると思うけど、社会では周りのことも考

えないとい け な い の で 大 変 だと思う。また最近は、家族など迷惑をか

けた人たち に ど う す れ ば 信 頼を回復できるのか、夜などにずっと考え

ている。こんな自分を見捨てないで待っていてくれる家族に感謝して

いる」と 語 っ て い る 。  

単独寮で の 期 間 が 長 い 事 例であったが、Ｂさんは「教官との面接な

どを通して、自分が足り な い分を先生の意見をもらいながら考えてい

る。最初は先生のことを信用できないこともあったが、相手に答えを

求めるので は な く、自 分 で 気づいて いないところを先生方がよく見て

くれているので、話してくれたことを参考にしていけばいいのだと今

は考えている」と捉えられるようになり、最終的には集団寮で後輩 の

指導にも 丁 寧 に 関 わ る 姿 が 報告された。まずは仕事をして生計をたて、

家族をサポ ー ト す る こ と を 優先しているが、俳優になりたいという将

来の夢を諦 め ず に 、 具 体 的 な目標として回答している。  

薬物プロ グ ラ ム の な か で の「薬物をやめ続ける（や らない状態を続

ける）ことが大切」という話や、恵まれない子どもへの募金等につい

て教官が話 し て い た こ と を 本人が学び、それを他者（面接者）に伝え

られるよう に な っ た こ と も 、成長・発達の変化として協議された。  

 

（３）Ｃさん  

初回面接 時 ２ ０ 歳 、入 院 期間 ３ヶ月、計５回の面接を実施。別の少

年院への入 院 歴 が あ る 。事 前の情報では、集団への適応を求めること

が 少 年 に と っ て は 不 全 感 を 高 め る こ と に 繋 が っ て い る 可 能 性 や 、「 休

養」の多さ が 頻 回 で あ る こ とが課題として挙げられていた。  
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Ｃ さ ん は 家 族 と の 関 係 に つ い て 「 父 親 に 言 っ て い る こ と が 『 わ か

ら な い 、 ズ レ て い る 』 と 言 わ れ る 。 家 で は ど う せ 分 か っ て も ら え な

い と 考 え て い た の で 、 親 に 相 談 す る こ と は ほ と ん ど 無 か っ た 」 と 述

べながら、他 方 で 信 頼 で き る大人の存在を回答している。  

初 回 の 面 接 か ら 、 Ｃ さ ん に は 一 度 目 の 少 年 院 と Ａ 少 年 院 の ル ー ル

の ギ ャ ッ プ や 現 在 の 生 活 ・ 人 間 関 係 に 適 応 で き て い な い こ と で 不

安 ・ 緊 張 ・ 抑 う つ ・ ス ト レ ス が あ り 、 そ れ が 「 休 養 」 を 求 め る 行 為

に つ な が っ て い る と 推 察 さ れ た 。 ま た 、 Ｃ さ ん は 自 身 の 状 況 に つ い

て も 冷 静 に 捉 え て い る 様 子 が み ら れ た 。 本 人 の 発 達 し て い く 力 は 十

分に高いも の が あ り 、そ れ は I Q 数値や障害 判定だけでは見えないも

の で あ る 。 学 習 空 白 が 多 く 、 ま た 本 人 の 話 を き ち ん と 聞 い て く れ る

機 会 が な か っ た こ と 、 Ｃ さ ん は 「 あ な た は で き な い 、 ダ メ だ 」 と 言

わ れ 続 け て き て い る こ と で 、 文 字 ・ 言 葉 の 表 現 力 を 含 め て 周 囲 に 理

解されにく い 発 達 上 の 課 題 ・困難を抱えていた。   

Ｃ さ ん は 自 身 に つ い て 「 頭 の 中 で は 思 い や 話 す 内 容 に つ い て で き

上 が っ て い る が 、 先 生 た ち に 言 お う と す る と 、 言 葉 が 十 分 に 出 て こ

な か っ た り 、 言 い た か っ た こ と と 違 う ニ ュ ア ン ス で の 言 葉 が 出 て し

まうので 困 っ て い る 」 と 述 べていた 。  

不 安 ・ 緊 張 ・ ス ト レ ス が 大 き い こ と や そ れ に 伴 う 疲 れ や す さ は す

ぐ に は 改 善 さ れ に く い が 、 担 任 に 「 受 け 止 め て も ら え た 経 験 」 が Ｃ

さ ん に と っ て 大 き な 成 長 ・ 変 化 の き っ か け と な っ た 。 そ の こ と は 、

周 囲 へ の 対 応 を 自 分 な り に 工 夫 し て 試 行 錯 誤 す る 姿 勢 や 、 本 人 に と

っ て は 最 も 知 ら れ た く な い こ れ ま で の 非 行 内 容 に 関 連 す る 悩 み に つ

いて話をす るこ と に も 繋 が った。  

またこれまで「自分の枠」「自分ルール」で物事を測り判断してき

たＣさんが、「相手の視点」で物事をみるようになってきたことその

も の が 大 き な 成 長 ・ 発 達 の 姿 と 考 え ら れ た 。 担 任 の 教 官 と の 信 頼 関

係 が で き た こ と で 、 客 観 的 な 視 点 で の 発 言 も み ら れ る よ う に な り 、

こ れ ま で 「 防 衛 」 一 本 だ っ た と こ ろ か ら 、 徐 々 に 変 化 し て き た 事 例

である。  
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本来、人の発達は親や教師、友人などの他者に支えられて促進され

るが、彼らはそのような相互行為が不十分なまま、発達の機会を逃し、

他者との信 頼 関 係 も 築 け ず にいるのである。そのため少年院のなかで、

自 己 理 解 、 犯 し た 行 為 へ の 理 解 と 反 省 、 他 者 や 社 会 と の 関 係 や 考 え 、

将来の希望 な ど の 本 人 の 考 えを丁寧に傾聴して受容し、その上で現実

的な更生プ ロ セ ス を 経 る こ とが必要である。その際、真に育て直し・

育 ち 直 し を す る た め に は 、「 受 容 は す る が 、 許 容 は し な い 」 と い う 姿

勢のもとに、彼らの発達支援と犯した行為への対応を並行して行うこ

とが求めら れ る 。  

 

４．考察  

少年への面 接 結 果 を も と に寮別に協議を実施した。少年 の面接調査

の結果内容は、概ね教官も把握 している内容と同様であったが、協議

を通して、教官が把握していなかった少年の様子や「ふざけてニヤけ

ているので は な く 、表 情 が うまくつくれない」等、少年に対する 発達

的理解の視 点 を 共 有 す る 重 要な機会となった。  

少年一人 ひ と り に 対 す る 協議を行うことで、日頃の実践による少年

の変化・成 長 ・ 発 達 と 今 後 の課題を確認した。  

本調査で 回 答 し た 少 年 は、少年鑑別所等の情報では発達障害の診断

あるいは疑 い が あ る こ と を 記録されているものの、面接における応答

の様子や内 容 か ら は 、そ れ ほど大きな困難性は認められなかった。こ

のことは、元々あった発達困難が少年院 における 安定した規則正しい

生活環境と 法 務 教 官 等 と の 関わりを通して 発達的調整がなされ、表面

化しなくな っ て い る こ と が 予想された。  

一 方 、「 建 設 関 係 の 仕 事 を 希 望 し て い る こ と や 教 師 に な り た い と い

う夢は今回 初 め て 耳 に し た 」という ように、調査者らによる少年の将

来の夢や進 路 に 関 す る 少 年 からの聞き取りと、教官の捉えている少年

の希望や実 際 の 進 路 指 導 に は差があり、具体的な支援につなげていく

ことの困難 さ が 推 察 さ れ た 。  

「 発 達 障 害 」 と 「 発 達 困 難 な 状 態 」（ 社 会 環 境 の 影 響 が 大 き い ） と
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の違いは区 別 が 難 し く 、少年院入院に至るまで の家庭養育環境の 貧困、

安心感が得 ら れ な い 生 活 環 境、学習空白等に置かれていた 少年たちへ

の望ましい 矯 正 教 育 や 発 達 支援のあり方 、少年院の役割にまで議論は

及んだ。  

「 よ く 見 ら れ た い 」「 か っ こ つ け た い 」 と い う 姿 を み せ る 少 年 た ち

も 教 官 に は 甘 え て い る こ と も 多 く 、「 こ こ は 安 心 で き る 」 と の 回 答 に

も見られる よ う に 、少 年 院 は彼らのそれまでの人生の中で重要な「安

全基地」と な り 得 て い る こ とにも注目したい。  

少年に面 接を重ねる中で、教官からみた実際の少年 の行動 レベルは

本人が語る よ り も 低 い こ と が 示された が、この相違の理由として、面

接調査者には「よそ行き」の対応をしている可能性があると考えられ

る。面接調査者と教官、そのどちらに見せる姿もその少年の現在の姿

であり、ここに見られるギャップこそが本人の「発達の伸びしろ」で

あ る と も 捉 え ら れ る 。 こ の よ う な 発 達 の 「 伸 び し ろ 」「 跳 躍 力 」 が 生

まれたこ と が、 ま さ に 少 年 院 の矯正教育 ・支援の 結果である。  

また職員 協 議 で は 、少 年 の回答を受けて「本人のニーズに対する許

容と集団処 遇 と し て の 規 律 とのバランスの 問題」が論点となった 。少

年たちの有 す る 発 達 上 の課 題・困難 に応じて比較的緩やかな処遇を行

う A 少年 院 に お い て も 、出 院後にはいわゆる「枠」がないため、安心

で き る 少 年 院 の 環 境 の 中 で 枠 を 緩 め て 本 人 が 試 行 錯 誤 す る 機 会 を 増

やしていく こ と が 必 要 で あ ると考えられた。  

特 別 支 援 教 育 も 個 別 対 応 一 辺 倒 で な く 集 団 活 動 と 個 別 対 応 の 適 切

なバランス に よ り 構 成 さ れ てい る。矯正教育もまさに同様であり、集

団処遇と個 別 対 応 の 双 方 か ら構成されており、個々の少年によりその

バランスの 調 整 を し て い く ことが 発達支援 のポイントである。  

職員協議 を 重 ね る 中 で「 職員自身が少年を信頼するということに欠

けていたと気 づ い た 。発達上の課題・困難 を抱える少年に対して、教

官 が 主 導 で 引 き 上 げ る の で は な く 、『 彼 ら は 自 分 で 変 わ っ て い く 力 を

持っている』の だ と 気 付 く ことができた。どうしても教官は『評価者』

であり『 指 導 者』と 捉 え て しまっていたが、彼らともに伴走するとい
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う視点が大 事 に な の だ と 感 じた」との発言もあ った。  

少年にと っ て は 何 よ り「 大丈夫だよ」「我々がいるよ」「発達の困難

等はあなただ け の せ い じ ゃ ないよ」と言ってくれ、少年 にだけ一方的

に責任を求 め な い 信 頼 で き る大人・法務教官といかに出会えるかが大

きいことが 確 認 さ れ た 。  

 

５．おわりに  

本章では 、少年院 において「 支援教育課程 Ⅲ（ N3）」（知的障害ある

いは情緒障害・発達障害とまではいえないものの、いわゆるボーダー

ラインにあ る 少 年 を 対 象 と した教育課程）に指定された 少年への半構

造 化 面 接 法 調 査 を 通 し て 、 少 年 院 に お け る 発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課

題・困難を有する少年の困難・支援ニーズの実態や発達支援を充実さ

せていくた め の 課 題 を 検 討 してきた。  

少年の発 達困 難 や 支 援ニ ーズを把握するには、彼らの声を丁寧に聞

き取ること が 不 可 欠 で あ り、今回実施した 面接調査やその結果を受け

て少年に 対 す る 受 け 止 め 方 を変えた教官らの実践によって、時間はか

か っ て も 確 実 に 少 年 自 身 の 力 に よ り 変 化 ・ 成 長 ・ 発 達 し て き て い る 。 

 調査では、い ず れ の 少 年 も例外なく自身の言葉で丁寧に回答してい

た。なかには「緘黙傾向」という判定を有する少年もいたが 、初回か

ら臆するこ とな く 多 く を 語 っていた。このことは少年院における安定

した規則正 し い 生 活 環 境 の 保障のもとに 、法務教官等 に「しっかりと

向き合って も ら う ，話 を 聴 いてもらう」中で次第に「不安・緊張・ス

ト レ ス 」 を 軽 減 し 、 喪 失 し て い た 「 自 己 と 他 者 へ の 信 頼 」 を 回 復 し 、

自律と自立 の 力 を 形 成 し 、自身 の発達上の課題・困難を克服しながら

大きく成長 ・ 発 達 し て い る と推測される。  

半 年 以 上 に わ た り 継 続 的 に 面 接 し た 少 年 の 回 答 内 容 か ら 、 そ の 変

化・成長・発達の様子が う かがえた 。いわゆる傾聴は「不安の原因の

可視化」「問題の共 有」「解決方法をと もに考えていく」という「伴走

的発達支援 ア プ ロ ー チ 」の根源であり、その過程で 少年は、教官や少

年 院 に 対 す る 「 安 心 」「 信 頼 」 を 回 復 し 、 指 導 を 受 け 止 め 、 発 達 支 援
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の意義を理 解 で き る よ う に なったために、少年の発達を一気に加速 さ

せたものと 考 え ら れ た 。  

 今後、さらに 少 年 の 行 動 の背景にある「不安・緊張・恐怖・抑 う つ ・

孤立・ストレス」等 を 把 握 し軽減させていくことや 、彼らの発達的課

題を丁寧に 検 討 し て い く こ とが求められる。そのためには、少年院に

おける少年 の 処 遇 に お い て は『発達上の課題を有する 在院者 に対する

処遇プログ ラ ム 実 施 ガ イ ド ライン』の視点と内容をふまえた 、より具

体的な見 立 て と 対 応 の 工 夫 が 不可欠 である。  
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第３部   

発達障害等の発達上の課題・困難を

有する非行少年の社会的自立・  

地域移行の実態と支援の課題  
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第１０章  

全国の自立援助ホームにおける発達

障害等の発達上の課題・困難を有す

る青年の実態と支援の課題  
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１．はじめに  

本章では、全国自立援助ホームの職員の調査を通して、発達障害等

の発達上の課題・困難を有する子どもが青年期に抱える困難の実態や

社会的自立 に 向 け た 支 援 課 題を明らかにすることを目的とする。  

 調査方法 は 、 全 国 8 3 施設の自立援助ホームに面接法調査の依頼を

行い、協力を得られた自立援助ホームにて調査を実施した。調査内容

は 「 日 常 生 活 に お け る 困 難 お よ び 支 援 ・ 指 導 」「 対 人 関 係 に 関 す る 困

難や支援」「進学、就職等自立に向けての支援や課題」「他機関との連

携」を設定 し 、 調 査 期 間 は 2 012 年 7 月～ 1 2 月である。  

 

２．調査結果   

40 か所の自立援助ホームから回答が得られた。回答者は自立援助ホ

ーム長 33 名 、 そ の 他 （ 児 童指導員等） 2 1 名の計 54 名である。  

調査を行 っ た 自 立 援 助 ホ ームの調査時の入所者数は 20 4 名であり、

平均入所期 間 に つ い て 回 答 のあった 2 5 施設の平均は約 1 年 2 か月で

あった。201 1 年 の 入 所 者 の うち、発達障害（軽度知的障害を含む）の

診断を受け て い る 入 所 者 数 は 50 名であり、回答された障害種の内訳

は軽度知的障害 26 名 、A DHD6 名、広 汎性発達障害 6 名、アスペルガ

ー障害 5 名、その他 3 名である。入所者数と障害の診断がある入所者

の時期が異 なる 場 合 が あ る ため多少の誤差があるが、発達障害等の診

断を受けて い る 入 所 者 の 割 合は 24 .5％である。  

発達障 害 の 疑 い が あ る 入 所者も含めて、彼らの自立援助ホーム入所

以前の生 活 の 場 と し て は 、児童養護施設、一般家庭、児 童自立支援施

設の順で 挙 げ ら れ 、少 年 矯 正教育施設からの入所者が今回の調査対象

に該当す る ケ ー ス が 4 施設あった。また義務教育段階では通常学級に

在籍して い た ケ ー ス が 最 も 多く、 27 施設から回答された。  

 

（1）生活面における困難と支援  

 生活面に お け る 困 難 で は 、主に「生活習慣の獲得」「感覚統合処理」

「 独 特 の こ だ わ り 」「 認 知 ・ 理 解 力 」「 不 注 意 ・ 注 意 転 動 」「 そ の 時 の
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欲求で動く」「不安感・不満感」「学習・経験不足、方法の未習得」に

関係する困 難 が 挙 げ ら れ た （表１０ -１）。  

具 体的 な 困 難 では 、 特に 整 理 整 頓に つ いて 基 本 的 な生 活 スキ ル 自 体

はあるものの、児童養護施設や児童自立支援施設において細かく決め

られた日課 な ど の い わ ゆ る「枠」のなかでやってきたことが、自立援

助ホームで は そ の よ う な「 枠」が無いためにどうしてよいかわからず

動けない様 子 が 回 答 さ れ た 。  

こ れま で の 生 活環 境 （ネ グ レ ク ト、 ホ ーム レ ス 等 ）に 加 え、 感 覚 過

敏・低反応の影響による 衛 生面への無頓着さも挙げられた。また自立

援助ホーム で は 平 均 6 名 の 入所者が共同生活を行っているが、本人の

「 こ だ わ り 」 に よ っ て 、 集 団 生 活 に 求 め ら れ る 行 動 が う ま く と れ ず 、

困難として 生 じ て い る こ と が回答された。周囲へ意識が向きにくいこ

とや不注意から、整理整頓の苦手さや失くし物の多さも挙げられてい

る。さらには、これまでに受けた虐待やいじめ等の記憶のフラッシュ

バックによ る 精 神 的 不 安 定 さを抱えている入所者もおり、生活習慣の

改善支援や 就 職 活 動 支 援 の 手前段階で困難・ニーズが生じているとい

う実態も明 ら か と な っ た 。  

言 語理 解 や 聴 覚情 報 をう ま く 処 理す る こと が で き ない た め、 職 員 か

ら の 指 示 や ア ド バ イ ス を う ま く 行 動 に 移 す こ と が 出 来 な い と い う こ

とも回答された。このような場合、例えば一人での買い物場面におい

て値札が読 め な い 、服 や 靴 のサイズがわからない、店員に聞くことが

できないなど、社会的な生活経験の不足だけでなく知的能力や言語理

解力の低さ に 起 因 す る 様 々 な困難が予想される。  

また非 行 に 関 す る 内 容 で は、「誤学習」「後先考えずの行動」「対応方

法の未習得」に関する困難が挙げられた。厳しい制限などがない場合、

深夜徘徊な ど の 問 題 も 回 答 された。非行内容とし ては万引きが 12 ホ

ームで回答 さ れ た が 、万 引きなどの行為については悪気なくやってい

る入所者が 多 い と 回 答 さ れ る一方で、そのような行為によって威勢を

張っている 可 能 性 を 指 摘 す る回答もあった。  

発達障 害 と 非 行 に つ い て いくつかのホームからは、「障害と家庭環境
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などの相関 関 係 が 非 行 に 繋 がった」、「知的能力との関係で、解決する

力 が な く 非 行 に 走 り が ち 」「 本 人 が 気 付 か な い う ち に 加 害 者 側 へ 巻 き

込まれている」「衝動性が非行につながってしまうのではないか」「こ

れまで大人 が 指 摘 し て こ な かったことで誤学習している」といった職

員の認識や 意 見 が 挙 げ ら れ た。  

 

表 １０ -１  生活面における困難  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

生 活 習 慣 の

獲 得  

朝 起 き て こ な い （ 睡 眠 の リ ズ ム が 作 れ な い ）    5  

布 団 の 上 げ 下 げ が 出 来 な い  2  

食 事 の 最 低 限 の マ ナ ー が 身 に つ い て い な い 、 教 わ っ て

い な い  

1  

こ れ ま で 施 設 職 員 に や っ て も ら っ て い た の で や ら な く

て も 済 ん で い た 。 習 慣 に な っ て い な い 。  

1  

感 覚 情 報 統

合 処 理  

音 に 過 敏  5  

臭 い に す ご く 敏 感  4  

偏 食 が あ る  2  

極 端 に 刺 激 の あ る 食 べ 物 を 好 む  1  

光 に 対 し て 過 敏  1  

温 度 調 節 、 体 温 調 節 が 苦 手 な 子 が 多 い  1  

独 特 の こ だ

わ り  

こ だ わ り か ら や る べ き 行 動 が と れ な い 、 切 り 替 え ら れ

な い  

1 1  

何 か 行 動 す る 時 に 独 特 な こ だ わ り が あ る （ 書 き 方 、 服

装 な ど ）  

6  

本 人 の 決 め た ル ー ル か ら 抜 け 出 せ な い  3  

体 臭 が 落 ち る こ と に 不 安 を 感 じ 、 入 浴 や 洗 剤 の 使 用 が

出 来 な い  

1  

自 分 の も の を 少 し で も 動 か さ れ る と 勢 い よ く 怒 る  1  

き れ い に し て お く こ と に 固 執 し 、 職 員 な ど に も そ れ を

強 要 し て い た  

1  

同 じ 洋 服 を 何 日 も 着 て い る  1  

認 知 ・ 理 解

力  

衛 生 面 に 無 頓 着 （ お 風 呂 に 入 ら な い 、 何 日 も 同 じ 服 を

着 て い る 等 ）  

1 3  

集 団 の 中 で 皆 と 同 じ よ う に 動 け な い   1 2  

言 語 理 解 が 低 く 、 伝 え る 能 力 も 低 い  1 2  

具 体 的 な 指 示 で な い と 動 け な い   1 2  

活 動 を 順 序 立 て て 行 う こ と が 難 し い  5  

人 の も の を 勝 手 に 使 っ て し ま う 、 食 べ て し ま う  4  

聴 覚 情 報 だ と わ か ら な い こ と が あ る  2  

自 分 の 好 き な 食 べ 物 だ け を 好 き な だ け 食 べ て し ま う

（ 他 の 人 の こ と を 考 え ず に 山 盛 り と っ て 食 べ た り ）  

2  

支 度 に 時 間 が か か る  2  

ミ ス を 受 け 入 れ ら れ ず 、 損 し た と し か 思 っ て い な い  1  

何 回 も や ら な い と で き な い  1  

遠 回 し な 言 い 方 だ と 通 じ な い 、 理 解 で き な い  1  

困 っ て い る が 、 そ の 理 由 を 本 人 が わ か っ て い な い  1  

不 注 意 ・ 注

意 転 動  

整 理 整 頓 が で き な い  2 5  

洗 濯 物 を き ち ん と 干 す こ と が 出 来 な い （ 洗 濯 機 を 回 し 9  
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て そ の ま ま が 多 い 。 干 し て も ２ ， ３ 枚 で ど こ か に い っ

て し ま う ）  

不 注 意 で な く し 物 を す る こ と が 多 い  9  

非 所 に 落 ち 着 き が 無 い  2  

同 じ こ と を 何 度 注 意 さ れ て も で き な い  2  

そ の 時 の 欲

求 で 動 く  

施 設 等 で や っ て き た の で や れ ば で き る の だ が 、 や ろ う

と し な い  

7  

順 番 を 待 つ こ と が で き な い  5  

門 限 が 守 れ な い 、 無 断 外 泊 を す る  4  

面 倒 臭 が っ て 洗 濯 や 片 づ け を し な い  2  

興 味 の な い こ と を 極 端 に 嫌 が る 、 逃 げ て し ま う  2  

頭 で は ホ ー ム で き ち ん と 生 活 を し た ほ う が 良 い こ と を

わ か っ て い て も 、 誘 い に の っ て 外 に 行 っ て し ま う  

1  

不 安 感 ・ 不

満 感  

部 屋 に 閉 じ こ も っ て 出 て こ な い  1  

分 か ら な い 事 で の 不 安 が 強 く て 一 人 で ホ ー ム の 外 に 出

ら れ な い  

1  

物 を 置 い て お か な い と 落 ち 着 か な い  1  

学 習 ・ 経 験

不 足 、 方 法

の 未 習 得  

方 法 が 分 か ら な く て 片 付 け ら れ な い  6  

自 分 で 買 い 物 が で き な い  2  

清 潔 の 心 地 よ さ を 知 ら ず 、 や ろ う と し な か っ た  2  

職 員 が や る も の と 思 っ て い る  2  

枠 が な い こ と で わ が ま ま が で や す い  2  

布 団 で 寝 る こ と が で き な い  1  

非 行  

誤 学 習  

こ れ ま で そ れ が 通 用 し て き て し ま っ た こ と で 、 万 引 き

な ど も 「 見 つ か ら な け れ ば や っ た こ と に な ら な い 」 と

い う 認 識 が あ る  

2  

こ れ ま で の 手 口 を 周 り に 教 え た り 、 周 り を 非 行 へ 巻 き

込 ん で し ま う  

1  

後 先 考 え ず

の 行 動  

万 引 き を す る  1 2  

非 行 内 容 に 対 す る 反 省 の 言 葉 や 態 度 が 見 ら れ な い  4  

対 応 方 法 の

未 習 得  

ホ ー ム を 出 た く て わ ざ と 悪 い こ と を す る  1  

生 き る 手 段 と し て や っ て い た こ と が あ る  1  

断 っ た ら 嫌 わ れ る と 不 安 に な り 、 悪 い こ と は わ か っ て

い な が ら 友 人 と 共 に 非 行 を す る  

1  

 

自 立 援 助 ホ ー ム で は 自 立 に 向 け た 準 備 の 一 つ と し て 貯 金 を 重 視 し

ているとこ ろ が 多 い 。金 銭 管理については、「管理以前の段階」「金銭

感 覚 」「 動 機 付 け 」「 先 を 見 通 す 」「 理 解 力 ・ 学 力 」「 周 囲 の 影 響 」「 把

握不足」に関係する現状が明らかとなった。管理以前の段階としては、

「生活面」における困難で先述したように、精神的な不安定さや二次

的症状、生活習慣が獲得できていないことから就職できず安定収入が

ない場合や、アルバイトであっても職種や勤務時間が限られてしまう

ことで、寮費等の必要経費を払うと手元にはほとんど残っていないと

いうケース も回答された。また、貯蓄や金銭管理については本人に任
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せているこ と で 職 員 が 把 握 していないホーム（ 3 ホーム）も見られた。  

具体的には、先の見通しをもつことの苦手さも影響して欲求のまま

に 、 後先 考 え ず に 使 っ てし ま う こ と が 特 徴と し て 挙 げ ら れ た（表 １０ -

２）。このことは、ホームを出た後の生活や目標がイメージできないこ

とで、貯金などの具体的な行動へと結びつきにくいと考えられる。ま

た、これまで自分でお金を管理することや買い物に行く経験の少なさ

等が影響し て 金 銭 感 覚 に ズ レが見られることや、知的能力の低さも影

響して一人 で 買 い 物 が で き ないなどの現状が明らかとなった。自立援

助ホーム退 所 後 の 生 活 を 考 えると、金銭管理に関する意識と方法を身

につける必 要 性 が あ る と い える。   

一方で、お金があることで優越感に浸り、相手に認めてもらいたい

と い う 気 持 ち か ら 限 度 額 以 上 に 他 人 に ふ る ま お う と す る 様 子 も 回 答

された。金銭は自立援助ホーム退所後の自立生活に不可欠であるもの

の、管理の方法や見通しの持ち方が身についていないことから、対象

者 本 人 も 退 所 後 の 金 銭 管 理 に つ い て 不 安 を 持 っ て い る こ と も 挙 げ ら

れた。  

表 １０ -２  金銭管理に関する困難  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施設数  
管 理 以 前 の

段 階  

自 由 に 使 え る ほ ど 稼 げ て い な い 、 収 入 自 体 が 少 な い  4  
そ も そ も 働 け て い な い （ 収 入 が な い ）  1  

金 銭 感 覚  
金 銭 感 覚 や 考 え 方 が 一 般 的 と は 考 え ら れ な い  5  
人 に 頼 ま れ て 貸 し て し ま う  4  

動 機 付 け  

自 分 で 稼 い だ お 金 を 全 部 自 由 に 使 え な い と い う こ と で

反 発 や 文 句 に 繋 が る  

3  

寮 費 を 払 わ な い  1  
お 金 を 貯 め な け れ ば な ら な い 意 味 が 理 解 で き な い  1  

先 を 見 通 す  

後 先 考 え ず に 使 っ て し ま う  25  
金 銭 管 理 は 一 人 で は で き な い  4  
計 画 を た て さ せ て も そ の と お り に は で き な い  1  

理 解 力 ・ 学

力  

お 小 遣 い 帳 が つ け ら れ な い  1  

周 囲 の 影 響  

所 持 金 が ほ ぼ 無 い の に 人 に お ご ろ う と し て し ま う 、 電

車 に 乗 る  

2  

家 族 に お 金 を 持 っ て い か れ て し ま う  1  
他 人 に 貢 い で し ま う  1  

把 握 不 足  

本 人 に 任 せ て い る の で 、 金 銭 の 管 理 に つ い て ホ ー ム 側

が 詳 し く 把 握 で き て い な い  

3  

保 護 者 や 他 人 か ら お 金 や 物 を 受 け 取 っ て い る の で 好 き

な だ け 使 っ て し ま う  

2  



279 
 

 

これらの 困 難 に 対 し て 、共同生活ではあるものの、職員が一人ひと

りの状況に 合 わ せ た 個 別 対 応をしており、そのことで比較的落ち着い

た生活が行 わ れ て い た 。支 援内容については「本人を受け止める」「本

人 の 特 性 に 合 わ せ た 方 法 」「 具 体 的 に 示 す 」「 習 慣 化 さ せ る 」「 ト ラ ブ

ル予防、制 限 」 に 分 類 さ れ る支援が行われていた（表１０ -３）。  

具体的には、生活習慣については具体的な説明や視覚的に見通しを

持たせるこ と を 行 い な が ら、繰り返し声掛けを行うことでより多くの

経験をさせ、生活習慣の獲得に繋げていた。また、職員が一緒に作業

等 を 行 う こ と で よ り わ か り や す い 見 本 や 説 明 と な る こ と を 心 が け て

いるケース も 回 答 さ れ た 。  

非行等へ の 振 り 返 り に つ いては、「関係機関との共同」「背景要因も

含 め た 振 り 返 り 」「 具 体 的 に 示 す 」 と い っ た 方 法 で 行 っ て お り 、 日 常

生活を通し て 彼 ら の 生 い 立 ち等も含めた振り返りが行われていた。ま

た、いくつかのホームでは警察等との連携を図りながら、非行 内容が

ど の よ う な 結 果 に 至 る の か に つ い て 敢 え て 体 験 さ せ る こ と で 本 人 の

理解を促す 方 法 も 取 ら れ て いた。  

 

表 １０ -３  日常生活における困難への支援  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

本 人 を 受 け

止 め る  

本 人 の こ だ わ り に あ る 程 度 合 わ せ る （ 認 め て 工 夫 し た

対 応 を す る ）  

7  

で き て い る 部 分 を 褒 め る 、 伸 ば す  3  

ひ た す ら 見 守 る 、 待 つ 姿 勢 を 職 員 が 示 す  1  

い わ ゆ る 一 般 常 識 に 職 員 が と ら わ れ す ぎ な い よ う に 心

が け る  

1  

周 囲 へ の 説 明 、 理 解 を 求 め る  1  

本 人 の 特 性

に 合 わ せ た

方 法  

本 人 の レ ベ ル に 合 わ せ た 話 し 方 や 単 語 で 説 明 し て い る  6  

書 い て 説 明 し て い る （ 文 字 、 図 ）  5  

お 願 い だ と 単 な る 「 奨 励 」 だ と 思 っ て 実 行 し て も ら え

な い の で 、 敢 え て 全 体 の 「 ル ー ル 」 に す る こ と で 本 人

に も 実 行 し て も ら う  

4  

そ の 行 動 が 相 手 に ど う 見 ら れ て い る か を 伝 え る  4  

本 人 の 性 格 や 負 担 を 考 え 、 敢 え て 関 わ り を 少 な く し て

最 低 限 の チ ェ ッ ク だ け を 行 う  

1  

少 し ず つ 課 題 に 取 り 組 ま せ る 時 間 を 長 く し て い く  1  

ど う に か そ の 行 動 が で き る よ う に 様 々 な 方 法 を 試 す  1  

そ の 子 の 想 い を 表 出 で き る よ う に 働 き か け る  1  
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具 体 的 に 示

す  

職 員 が 一 緒 に や っ て い る  8  

目 標 に つ い て 、 ま ず 何 を し な け れ ば い け な い の か を 具

体 的 に 図 に 書 く な ど し て い る  

3  

具 体 的 な 場 面 で 一 つ 一 つ 教 え て い く  3  

テ レ ビ や ド ラ マ の 映 像 を 見 な が ら 一 般 的 な ル ー ル 等 に

つ い て 説 明 し て い る  

1  

支 援 計 画 を 作 成 し て い る  1  

取 り 組 む 時 間 な ど を 具 体 的 に 示 す  1  

退 所 後 の 生 活 と 結 び つ け な が ら 説 明 し て 、 で き る だ け

自 分 か ら 動 く よ う に 促 す  

1  

日 記 な ど を 使 い な が ら 振 り 返 り を し て い る  1  

自 立 へ の 計 画 を 3 カ 月 ご と に 本 人 と 見 直 し て い る  1  

習 慣 化 さ せ

る  

し つ こ い く ら い に 繰 り 返 し 声 か け を す る  1 1  

繰 り 返 し 、 い ろ い ろ と 経 験 さ せ る  4  

週 に 一 度 定 期 的 に 掃 除 の 時 間 を 設 け る  2  

ト ラ ブ ル 予

防 、 制 限  

携 帯 を 持 た せ な い よ う に す る  3  

前 回 失 敗 し た こ と を 事 前 に 話 す  1  

貸 し 出 し て い る 携 帯 電 話 の イ ン タ ー ネ ッ ト に フ ィ ル タ

ー を か け て い る  

1  

早 い 段 階 で 職 員 が 介 入 す る （ 散 ら か り が 少 な い 段 階 な

ど ）  

1  

非 行 等 へ の 振 り 返 り  

関 係 機 関 と

の 共 同  

警 察 と 連 携 を と り な が ら 、 場 合 に よ っ て は 罪 を 償 う と

い う 経 験 を さ せ る  

6  

関 係 機 関 と 相 談 し て い る  1  

背 景 要 因 も

含 め た 振 り

返 り  

日 々 の 生 活 の 中 で 行 う  2  

日 記 な ど を 使 い な が ら 振 り 返 り を 行 う  2  

生 い 立 ち の 整 理 を 行 う  1  

具 体 的 に 示

す  

具 体 的 な 非 行 内 容 に つ い て 一 緒 に 振 り 返 り を 行 う  3  

犯 罪 が 何 故 悪 い の か に つ い て 丁 寧 に 説 明 し た  1  

ル ー ル を 守 る よ う に 指 導 す る  1  

代 替 法 の 提 示 を す る  1  

 

金銭管理 に つ い て は 本 人 と相談しながら、職員が管理することでよ

り確実 に貯 金を増 やして いく 取り組 みが行 われて いた （表 １０ -４）。本

人とともに 管 理 の 練 習 を し ていく過程では、出納帳をつけることで本

人もより具 体 的 な 金 額 を 把 握・見通しをもつことができるような工夫

が行われて い た 。  

また、本人の状況に合わせて、お小遣いを分割で渡すなど個人に合

わせた方法 も 行 わ れ た 他 、退所後を見通して、徐々に一人で管理する

金額を増や し て い く 方 法 を 取ることで、段階的に管理方法を身につけ

ていけるよ う な 取 り 組 み が 行われていた。   
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表 １０ -４  金銭管理への支援  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

本 人 の 特 性

に 合 わ せ た

方 法  

数 日 分 ご と に 分 け て お 小 遣 い を 渡 し て い る  3  

ル ー ル を 守 る こ と で ポ イ ン ト を 溜 め て 行 き 、 ポ イ ン ト

の 量 に よ っ て お 小 遣 い の 金 額 が 変 動 す る よ う に し た  

1  

段 階 的 な 金

銭 管 理 の 練

習  

段 々 と 本 人 が 管 理 す る 金 額 を 増 や し て い き な が ら 練 習

し て い る  

3  

具 体 的 な 経 験 を 通 し て 、 感 覚 の ず れ を 修 正 す る こ と か

ら 始 め る  

2  

携 帯 電 話 な ど を キ ー パ ー ツ と し て 本 人 と の 話 や 調 整 を

試 み た  

1  

具 体 的 に 示

す  

ノ ー ト や プ リ ン ト を 使 い な が ら 練 習 し て い る  4  

出 た 後 の 生 活 を 想 定 し た モ デ ル を 示 す な ど し て い る  4  

お 小 遣 い 帳 の 使 用 を 検 討 し て い る 、 勧 め て い る  1  

ホ ー ム で の

管 理  

通 帳 な ど や 一 部 の お 金 を 職 員 が 管 理 し て い る  1 4  

職 員 が 一 緒 に 計 画 、 管 理 の 練 習 を 行 う  1 2  

現 在 は 職 員 が 管 理 し て い な い が 、 諸 金 が 管 理 す る 必 要

性 を 感 じ て い る  

2  

本 人 の 希 望 が あ れ ば 預 か る  2  

 

（２）対人面における困難と支援  

 対人面で は そ の 背 景 要 因 なども影響が大きく、はっきりとした分類

は 難 し い が 、「 認 知 ・ 言 語 理 解 力 」「 表 現 で き な い 不 全 ・ 不 満 感 」「 防

衛 的 反 応 」「 集 団 で の や り 取 り 」「 適 切 な 方 法 の 未 習 得 」「 不 安 定 さ ・

衝動性」「注意の転動」「相手を頼る方法の未習得」「特定のこだわり」

等に関する 困 難 が 回 答 さ れ た。  

共同生活 で あ る こ と か ら、最低限として食事は共にするホームも多

いが、そこでのかかわりの中で自己中心的な考えや行動に周りの入所

者 が 一 歩 引 い て し ま う こ と で 周 囲 か ら 浮 い て し ま う 状 況 が 明 ら か と

なった （表 １０ -５）。 また、 周囲 への意 識が向 きにく いこ とや表 情を読

み取ること の 苦 手 さ に よ っ て周りから浮いてしまう一方で、本人は悪

気がないものの、他者との関わり方・方法に関する誤学習により不適

切 な 関 わ り 方 で し か 関 係 を 築 け な い 可 能 性 を 示 す 回 答 も 挙 げ ら れ た 。

集団の中で特に、知的障害のある子がからかいやいじめの対象になり

やすいこと も 回 答 さ れ た 。  

今回の回答では、適切な 物理的な距離が取れないケースが高い割合

（ 2 6 ホーム）で回答されたが、その背景や理由については、認知の問

題に加えて 愛 着 の 問 題 が 挙 げられた。愛着形成の問題は、自分の存在
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に対する否 定 的 な 考 え 方 や、その 反動で他人に対して非常に攻撃的に

なること、過剰に被害的、差別的に捉えるといったことにも影響して

いる。  

こ の よ う に 入 所 者 同 士 に よ る ト ラ ブ ル が 起 こ り や す い と い う こ と

が指摘できるが、一方で同年代との関係構築が難しい入所者であって

も、高齢者とは適切な関係が築けていることがあるといった回答もな

された。暴言や暴力に関しては、自分の感情を言葉で表現できない不

全感や葛藤 が 暴 言 や 暴 力 へ と繋がっていること、あるいは幼児期に学

んだ行動（誤学習）を修正できないまま、暴力を解決する方法と思っ

ているとい う 回 答 も 挙 げ ら れた。  

 次に、ホーム内外問わず、異性関係や性非行の問題への対応が各ホ

ー ム か ら 挙 げ ら れ た 。 特 に 、「 女 子 の 方 が 依 存 心 が 強 い 傾 向 に あ る 」

という回答 が あ り、男 性 依 存によって生活リズムや就労に影響するこ

とがあるとされ、合わせて、援助交際や性に関するトラブルが起こり

やすいこと が 明 ら か と な っ た。その他 、具体的には衝動的に行動して

し ま う こ と や 自 己 肯 定 感 の 低 さ が 関 係 し て 異 性 と の ト ラ ブ ル に 繋 が

っているこ と が 挙 げ ら れ た。これらは 相手との距離がうまく測れない

ことに加え、性への興味関心や誤学習 によるものだけでなく虐待によ

る影響（異性に近づ けない）や愛着形成の段階での影響を受けている

ことが予想 さ れ る 。ま た 、これまで叱責や排除される経験を多く受け

てきた彼らが、唯一自分が認められる手段と考えて援助交際などに至

ることも少 な く な い 。  

 

表 １０ -５  対人面における困難  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

認 知 ・ 言 語

理 解 力  

相 手 と の 適 切 な 物 理 的 距 離 が 取 れ な い  2 6  

自 己 中 心 的 、 相 手 の 気 持 ち が 考 え ら れ な い  1 6  

相 手 の 言 動 （ 言 葉 の 意 味 ） が 理 解 で き な い  1 5  

言 葉 で 説 明 す る こ と が 難 し い  1 4  

周 り の 人 が 困 惑 す る よ う な こ と も 、 配 慮 し な い で 言 っ

て し ま う   

1 1  

情 緒 的 な 面 で の 訴 え が 響 か な い  9  

含 み の あ る 言 葉 や 嫌 み を 言 わ れ て も 分 か ら ず 、 言 葉 通

り に 受 け と め て し ま う こ と が あ る  

6  
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相 手 の 状 況 に か ま わ ず 居 座 っ て し ま う  2  

言 葉 数 が 少 な く 、 端 的 な 単 語 す ぎ て 相 手 に 伝 わ ら な い  2  

こ れ ま で の 家 庭 環 境 も 影 響 し て い る が 、 職 員 が 心 配 し

て 言 っ て い る の か 、 単 純 に 怒 ら れ て い る の か が 分 か ら

な い  

2  

歪 ん だ 認 知 の 仕 方 が 加 わ っ て 解 釈 し て い た  2  

指 導 が 入 ら な い  2  

遠 ま わ し な 言 い 方 だ と 伝 わ ら な い  1  

表 現 で き な

い 不 全 ・ 不

満 感  

言 葉 で 表 現 で き な い こ と で 手 が 出 る こ と が あ る  3  

だ い ぶ 前 の こ と を い つ ま で も ひ き ず り 、 そ れ が 突 然 爆

発 す る  

2  

イ ラ イ ラ し て い る の を 表 情 に 出 す も の の 、 そ の 理 由 を

説 明 で き な い こ と で 雰 囲 気 が 悪 く な り 周 り と ト ラ ブ ル

に な る  

2  

無 言 で 居 な く な っ て し ま う  1  

防 衛 的 反 応  

過 剰 に 被 害 的 ・ 差 別 的 に 受 け 取 る  1 8  

注 意 等 に 対 し て 暴 言 を 吐 く  1 1  

注 意 ・ 否 定 さ れ る こ と に 対 し て す ご く 敏 感 に 反 応 し て

暴 れ る  

3  

年 下 に 対 し て い た ず ら を す る  2  

自 分 が 「 被 害 者 」 で な い と 不 安 に な っ て し ま う  1  

他 人 の せ い に す る  1  

表 面 上 は 礼 儀 正 し く 見 え る が 、 内 面 を 出 せ な い  1  

疑 心 暗 鬼 、 開 き 直 り が あ る  1  

集 団 で の や

り 取 り  

集 団 の な か に 入 っ て い け な い  1 2  

周 り の 寮 生 が 引 い て し ま っ て 本 人 が 浮 い て し ま う  1 1  

他 の 入 所 者 か ら の い じ め や か ら か い の 対 象 に な り や す

い   

6  

自 分 の 話 ば か り で 相 手 の 話 を 聞 か な い の で や り と り が

で き な い  

2  

自 分 か ら 寮 生 に 近 づ く こ と が 出 来 な い  2  

相 手 が ほ か の 人 と つ な が り が で き る こ と を 以 上 に 嫌 が

る  

1  

他 者 に 対 し て 無 関 心  1  

他 の 子 が 話 し て い て も 職 員 に 話 し か け る  1  

適 切 な 方 法

の 未 習 得  

威 圧 的 な 態 度 や 挑 発 ・ ち ょ っ か い 等 、 不 適 切 な 方 法 で

関 係 を 持 と う と す る  

1 5  

パ ニ ッ ク に な っ て 暴 れ る  8  

自 分 の 中 に 溜 め 込 ん で し ま う  2  

職 員 が 大 事 な 話 を し て い て も だ ま っ て し ま い 返 答 が 無

い  

1  

断 れ な い ス ト レ ス を 抱 え て い る  1  

不 安 定 さ ・

衝 動 性  

さ さ い な こ と で カ ッ と な っ て し ま う  1 8  

些 細 な こ と で カ ッ と な っ て 手 が 出 て し ま う  7  

感 情 の 起 伏 が 激 し い  3  

思 い 通 り に い か な い と 暴 れ た り 物 を 壊 す  2  

キ レ る ポ イ ン ト が ず れ て い る  2  

も の す ご く 気 分 に 左 右 さ れ る 、 気 分 屋  1  

人 目 を は ば か ら ず 感 情 を あ ら わ に す る  1  

注 意 の 転 動  

泣 い て い た と 思 う と 次 の 瞬 間 に は 別 の こ と を 話 し て い

る  

1  

反 省 の 言 葉 は 口 に す る が 、 す ぐ に 忘 れ て 何 度 も 同 じ こ

と を す る  

1  
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相 手 を 頼 る

方 法 の 未 習

得  

わ か ら な い 時 に 相 手 や 職 員 に 聞 け な い  1 0  

友 人 関 係 を 築 く と い う 経 験 が な い こ と で う ま く わ か ら

な い  

1  

知 っ た か ぶ り を し て し ま う  1  

特 定 の こ だ

わ り  

｢誰 が 何 を 言 っ た ｣と い う 細 か い ポ イ ン ト で ト ラ ブ ル に

な る  

8  

特 定 の 人 に 執 着 す る  6  

勝 つ こ と に 異 常 に こ だ わ り 、 そ の た め な ら 手 段 を 選 ば

な か っ た  

1  

異 性 関 係  

後 先 考 え ず

に 行 動 し て

し ま う  

特 定 の 人 や 物 に 執 着 し て 行 動 す る   1 3  

異 性 に 対 し て 衝 動 的 に 行 動 し て し ま う  7  

ホ ー ム の 中 に 異 性 を 連 れ 込 ん で し ま う  3  

仕 事 や 収 入 も 安 定 し て い な い 、 未 成 年 で あ る が 相 手 を

妊 娠 さ せ て し ま う  

2  

先 の 予 想 が で き な い こ と で 直 前 ま で つ い て 行 っ て し ま

う  

1  

不 安 感 、 自

己 肯 定 感 の

低 さ  

自 分 を 傷 つ け る よ う な 行 為 、 行 動 や 被 害 を 受 け 入 れ て

し ま う  

4  

自 分 を も の の よ う に 扱 う 、  1  

居 場 所 を 求

め る  

援 助 交 際 の 問 題  1 0  

援 助 交 際 な ど に 対 し て 、「 自 分 に は そ れ し か で き な い 」、

そ こ が 居 場 所 だ と 思 っ て い る  

3  

ホ ー ム の 外 で 自 分 に 尽 く し て く れ る 異 性 を す ぐ に 捕 ま

え よ う と す る  

2  

優 し く し て く れ る 異 性 に 簡 単 に 惹 か れ て つ い て 行 っ て

し ま う  

2  

自 分 を 認 め て く れ る と 思 っ て 受 け 入 れ て し ま う  2  

彼 氏 な の か 援 助 交 際 な の か 見 分 け が つ か な い 交 際 が み

ら れ る  

2  

愛 着 形 成 の

未 発 達  

異 性 の 職 員 に 対 し て べ っ た り く っ つ く  1  

す ご く 年 上 の 相 手 を 求 め る 。 擬 似 家 族 を 体 験 し て い る

の か も  

1  

極 端 ・ 過 度 な 愛 情 表 現 が な い と 安 心 で き な い （ 相 手 が

死 ん で し ま う ほ ど 自 分 に 尽 く し て く れ な い と 嫌 、 等 ）  

1  

認 知 ・ 認 識  

相 手 の 気 持 ち を 良 い よ う に 思 い 込 み 、 ス ト ー カ ー み た

い に な っ て い た  

3  

お 金 が 得 ら れ る と い う 理 由 で 援 助 交 際 な ど を し て い た  1  

虐 待 の 影 響 か ら か 、 異 性 と 話 せ な い ・ 苦 手  1  

知 的 レ ベ ル の 影 響 も あ り 、 た と え ば ア イ ス 一 つ で 行 為

を 受 け 入 れ て し ま う  

1  

誤 学 習  
異 性 に 対 し て 歪 ん だ 認 識 や 知 識 、 思 い 込 み が あ り 、 そ

の 思 い 込 み の ま ま に 行 動 し て し ま う  

2  

 

対 人 面 に お け る 困 難 に 対 し て 自 立 援 助 ホ ー ム 職 員 か ら は 、「 本 人 の

特 性 に 合 わ せ た 指 導 」「 具 体 的 に 示 す 」「 不 安 ・ 不 満 感 の 軽 減 」「 集 団

とのかかわり」「関係機関との共同」「適度な距離」に関する支援が行

われていた （表１０ -６）。  

きちんと 本 人 の 声 を 聞 く 姿勢を示すことや、本人の認識の仕方を理
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解するよう な 取 り 組 み 、誤学習について一つひとつ具体的な代替法の

提案を行うなど、具体的な対応方法を伝えていた。適度な距離感を保

ちながら、時には周囲の理解や支援を促すことで入所者同士のやりと

り を 通 し て 本 人 の 居 場 所 を つ く っ て い る こ と も 挙 げ ら れ た 。 中 に は 、

トラブルな ど に つ い て 図 を 使いながら具体的に分析、説明しているホ

ームもあっ た 。  

異 性 関 係 に つ い て は 自 立 援 助 ホ ー ム に お い て は そ れ ら の 背 景 を 十

分に考慮し な が ら 、性に関する学習支援が不可欠と考えられるが、ホ

ー ム で は 日 常 生 活 の や り と り の な か で 性 や 避 妊 に 関 す る 話 が さ れ て

いた。なかには、外部の講師を招いて指導を行うとともに、職員が性

教育に関し て 検 討 し て い る ホームもみられたが、性的な問題行動に対

す る 指 導 に つ い て ス ー パ ー バ イ ズ し て く れ る 人 が い な い と い う こ と

が課題とし て 挙 げ ら れ た 。  

 

表 １０ -６  対人面における困難への支援  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

本 人 の 特 性

に 合 わ せ た

指 導  

言 い 回 し を 変 え る な ど し て 本 人 に 伝 え る  2  

図 や 文 字 で 書 い て 説 明 す る  1  

言 葉 の 分 析 を し な が ら 、 ど の よ う な 意 味 で そ の 言 葉 を

言 っ た の か 伝 え る  

1  

彼 ら の 興 味 関 心 を 利 用 し て か か わ り の き っ か け に し て

い る  

1  

具 体 的 に 示

す  

そ の 場 で 具 体 的 に 指 導 ・ 説 明 す る  7  

遠 ま わ し だ と 通 じ な い の で 具 体 的 な 指 摘 や 、 言 い 換 え

方 を 伝 え る  

7  

「 嫌 い 」 で は な く 「 苦 手 」 と 思 え る よ う に 話 を し て い

る  

1  

本 人 と の ル ー ル を 決 め る  1  

普 段 か ら 職 員 も 丁 寧 語 で 話 す よ う に す る こ と で 、 職 場

で も 丁 寧 語 を 本 人 が 口 か ら 出 る よ う に し て い る  

1  

不 安 ・ 不 満

感 の 軽 減  

と に か く 話 を す る 、 聞 く  1 2  

ま ず は そ の ま ま で い い ん だ よ と い う こ と を 伝 え る （ 自

己 肯 定 感 ）  

2  

そ の 子 自 身 を 否 定 し な い よ う に 気 を 付 け る  2  

人 の 役 に 立 つ 場 面 や 出 番 を 作 っ て あ げ る  1  

本 人 の 過 去 の 状 況 を 読 み 取 り な が ら 対 応 し て い た  1  

わ か ら な い 時 は と に か 職 員 に 聞 く よ う に 言 っ て い る  1  

集 団 と の か

か わ り  

周 り の 子 に 対 し て 、 本 人 と 適 度 な 距 離 を と れ る よ う に

話 を す る  

4  

周 り の 子 が う ま く フ ォ ロ ー し て い る  3  

子 供 同 士 が 関 わ れ る よ う に 仲 介 す る  2  
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握 手 以 外 の 接 触 は 禁 止 し て い る  1  

関 係 機 関 と

の 共 同  

発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー に 繋 げ て 支 援 を 行 っ た  2  

ア セ ス メ ン ト シ ー ト の 工 夫 （ 本 人 も 自 分 の 状 況 を 把 握

で き る よ う な 書 式 の 工 夫 等 ）  

1  

学 校 と 連 携 を 取 り な が ら 友 人 関 係 を フ ォ ロ ー し て い る  1  

適 度 な 距 離  
時 を 見 て 落 ち 着 い た 時 に 話 を す る  4  

危 な い と 思 っ た と き は 職 員 が 適 度 に 距 離 を 取 っ て い た  2  

異 性 関 係 へ の 支 援  

継 続 的 な 指

導  

日 常 的 に 本 人 に も 性 の 話 を す る  1 6  

日 常 の 中 で 寮 生 同 士 で 性 の 話 に つ い て 話 し 合 い を さ せ

る  

2  

普 段 目 に つ く 場 所 に 性 に 関 す る 張 り 紙 を し て 、 お 互 い

の 身 体 の こ と を 知 れ る よ う に 工 夫 し て い る  

1  

背 景 要 因 へ

の か か わ り  

と く に 性 の 話 は し な い が 、 相 手 を 大 切 に す る と い う こ

と に つ い て 話 を し て い る  

4  

女 性 と し て の 話 を し て い る  4  

大 事 に さ れ て い る と い う 経 験 を さ せ る  2  

具 体 的 に 示

す  

資 料 や 映 像 な ど を 使 っ て 具 体 的 に 話 す  4  

避 妊 な ど に つ い て 男 子 に 話 を し た  2  

問 題 が 起 き て か ら 話 を す る  2  

相 手 の 気 持 ち も 踏 ま え て 本 人 に よ く な い 行 動 で あ る こ

と を 伝 え た  

1  

具 体 的 な 対 応 方 法 を 伝 え る  1  

関 係 者 ・ 関

係 機 関 と の

共 同  

外 部 の 人 に 来 て も ら っ て 話 を し て も ら う  4  

相 手 の 人 を 呼 ん で 話 を す る  3  

 

（３）就労に関する困難と支援  

自立援助 ホ ー ム で は 就 労 することが入所条件となるが、就労に関し

ては、これまでの家庭環境や不適切な対応による二次的 障害による精

神的不安定さや、日常生活が安定しないことで仕事を探す段階まで到

達できてい な い こ と が 課 題 として挙げられた（表１０ -７）。  

仕事を探 す 段 階 で は、「 新しいこと・環境の変化への不安」「認知・

知識・理解」「学力の影響」「失敗体験」が挙げられ、学習経験の不足

や知的にボ ー ダ ー で あ る こ とからも「話し言葉と書き言葉がごちゃご

ちゃになっ て し ま っ て 履 歴 書が書けない」ことや何度も面接に落ちる

など、職に 就 く 段 階 ま で に 様々な困難が見られた。  

障 害 者 雇 用 枠 で 探 す 場 合 に は 本 人 の 障 害 受 容 と の 関 係 な ど が 大 き

な壁となる。また、障害の有無にかかわらず、最終学歴が中卒である

場合や年齢 の 低 さ が 、ハ ローワークを活用しても職を見つけることが

難しいとい う 現 状 に 結 び つ いている ことが挙げられた。  
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就 職 先 の 職 場 に お い て は 、 対 人 面 に 関 す る 困 難 は 「 認 知 ・ 理 解 力 」

「適切な対 応 方 法 の 未 習 得」「仕事仲間としての距離感」「自己の正当

化 、 防 衛 」「 自 己 流 の 方 法 へ の こ だ わ り 」「 パ ニ ッ ク 」「 職 場 の 不 適 切

な対応」が挙げられた。ミスをしても謝ることができないことや同僚

と の 関 係 が 築 き に く い と い っ た 対 人 面 で の 困 難 や ト ラ ブ ル は 職 場 に

おいても大 き く 影 響 し 、 早 期的な離職へと繋がっている。  

作 業 面 で は 「 認 知 ・ 理 解 力 」「 集 中 力 ・ 体 力 」「 不 器 用 さ 」「 急 な 変

化への対応」「責任を持つことへの不安・抵抗感」「その場の欲求で動

く 」「 適 切 な 方 法 の 未 習 得 」 が 挙 げ ら れ た 。 作 業 内 容 が 分 か ら な い と

きや指示を 聞 き 取 れ な か っ た時に、分かったふりをしてしまうことで

その後のト ラ ブ ル に 繋 が る ケースも回答された。ミスを指摘されても

その意味が 理 解 で き な い だ けでなく、自己の防衛から正当化してしま

うことも回 答 さ れ た 。  

その他、これまで否定されることや叱責される経験や環境に長くい

たことで、責任ある仕事をまかされることに慣れていない・不安が強

く、そのような状況になると逃げ出してしまう・無断欠勤等、責任を

持 つ こ と へ の 抵 抗 感 や 恐 怖 感 が 特 徴 と し て 挙 げ ら れ た 。「 う ま く 型 に

は ま る と 、 す ご く 真 面 目 に 取 り 組 ん で 評 価 さ れ て い る 」 こ と も あ る 。

しかし、必要以上にプレッシャーを感じたり、気を張ることで余計に

疲 れ て し ま う こ と も 回 答 さ れ た 。 遅 刻 が 多 い こ と に つ い て 、「 そ の 場

の欲求」に関係するとの回答もあったが、睡眠やそのほかの身体的な

困難による 影 響 も 考 え ら れ る。  

就 労 の 幅 が 広 が る こ と に 向 け た 高 校 進 学 や 高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定

資格などの 各 種 資 格 で は 、周りの寮生の姿がモデルとなって意欲がわ

くことがある。各種資格取得や障害者手帳の取得を積極的に勧めてい

ない理由と し て は、就 労 と の両立の難しさや運転免許取 得費用の自己

負 担 、「 障 害 者 手 帳 は 本 人 へ の 説 明 と 了 承 を 得 る こ と が 難 し い の で 取

得へと進まない」ことや「障害者雇用枠というのをあまり考えていな

い」等が回 答 さ れ た 。  
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表 １０ -７  就労における困難  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

就 労 以 前 の

状 態  

職 を 探 す と い う 段 階 に い っ て い な い 、 働 け な い  4  

「 自 分 は 一 般 の 仕 事 や 人 間 関 係 は で き な い 」 と 思 い 込

ん で 仕 事 に 行 け な い  

2  

新 し い こ

と ・ 環 境 の

変 化 へ の 不

安  

働 く と い う こ と へ の 意 識 や 意 欲 が 無 い  7  

仕 事 が 決 ま り そ う に な っ て も 最 後 の と こ ろ で 行 け な い  1  

自 分 の 行 動 パ タ ー ン で し か 動 け な い 、 ア ド バ イ ス を 聞

き 入 れ な い  

1  

認 知 ・ 知

識 ・ 理 解  

不 適 切 な 格 好 で 面 接 に 行 こ う と す る  5  

自 分 の 能 力 （ 出 来 る こ と ・ 出 来 な い こ と ） が 分 か ら な

い 、 自 信 を 持 ち す ぎ て い て 、 職 探 し の 段 階 で 条 件 の 高

い と こ ろ で な い と 納 得 し な い  

4  

自 分 で 職 を 選 べ な い 、 探 し に い け な い  2  

学 力 の 影 響  

履 歴 書 が 書 け な い   1 6  

求 人 誌 の 見 方 が わ か ら な い  3  

文 字 が た く さ ん 書 い て あ る と 読 も う と し な く な る  1  

見 本 の 文 章 や 文 字 を と に か く 写 し て い る 状 態  1  

職 場 ま で の 道 の り が 覚 え ら れ な い  1  

失 敗 体 験  面 接 が う ま く い か ず 、 な か な か 仕 事 が 決 ま ら な い  2  

対 人 面  

認 知 ・ 理 解

力  

何 故 自 分 が 怒 ら れ て い る の か を 理 解 で き な い  5  

注 意 に 対 し て 逆 恨 み す る  1  

指 示 に 対 し て 理 解 で き て い な い の に と り あ え ず 返 事 を

し て し ま い そ の 後 ト ラ ブ ル に つ な が る  

1  

適 切 な 対 応

方 法 の 未 習

得  

上 司 に 対 す る 話 し 方 が 不 適 切  9  

挨 拶 が 出 来 な い  6  

流 さ れ や す く 、 職 場 の 人 に 言 わ れ る ま ま 行 動 し て し ま

う  

1  

仕 事 仲 間 と

し て の 距 離

感  

同 僚 と う ま く 関 係 が 築 け な い  1 2  

距 離 感 が わ か ら な い 。 一 度 会 え ば 「 親 友 」 に な り そ の

よ う に 態 度 を と っ て し ま う  

3  

一 人 で も 嫌 な 人 が い る と 仕 事 全 体 が 嫌 に な っ て し ま う  1  

自 己 の 正 当

化 、 防 衛  

ミ ス を し て も 謝 る こ と が 出 来 な い  1 9  

す ぐ に カ ッ ト な っ て し ま う  8  

自 分 の 能 力 を 過 信 し て い て 、 相 手 が 悪 い と な っ て し ま

う 、 開 き 直 る  

4  

自 己 流 の 方

法 へ の こ だ

わ り  

上 司 の 指 導 を 聞 け な い  3  

同 僚 の ア ド バ イ ス に 対 し て「 自 分 の や り 方 が あ る か ら 」

と 拒 否 的  

1  

パ ニ ッ ク  

注 意 さ れ る と ど う し て い い の か わ か ら な く な っ て 何 も

言 え な く な っ て し ま う  

3  

イ ラ イ ラ や 不 満 を 自 分 の 中 に 溜 め て し ま い 自 傷 へ と 繋

が る  

1  

職 場 の 不 適

切 な 対 応  

対 人 面 に 比 べ 作 業 面 が 悪 く 職 場 が そ の ギ ャ ッ プ に つ い

て い け ず に 辞 め さ せ ら れ て し ま う  

2  

上 司 か ら 理 不 尽 な 扱 い を 受 け や す い （ 勤 務 時 間 を 極 端

に 減 ら さ れ る 等 ）  

1  

作 業 面  

環 境  感 覚 過 敏 が あ り 、 職 場 の 環 境 に 耐 え ら れ な い  1  

認 知 ・ 理 解

力  

作 業 内 容 が 理 解 で き な い  1 2  

シ フ ト の 把 握 が で き な い  2  
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オ ー ダ ー や お 客 さ ん へ の 説 明 が で き な い  1  

「 遅 刻 は 悪 だ 」 と 教 え ら れ て き た こ と で 、 遅 れ て い く

こ と が で き ず 結 果 的 に 休 む  

1  

集 中 力 ・ 体

力  

作 業 に 集 中 で き ず 、 す ぐ に 休 憩 し て し ま う 。  8  

能 力 は 高 く 、 繰 り 返 し の 作 業 が で き な い 、 飽 き て し ま

う  

1  

不 器 用 さ  

与 え ら れ た 仕 事 を 最 後 ま で 終 え る こ と が 出 来 な い  8  

同 時 に い く つ も の 作 業 が 出 来 な い   6  

機 械 を す ば や く 使 い こ な せ な い  4  

急 な 変 化 へ

の 対 応  

急 な シ フ ト の 変 更 な ど に 対 応 で き な い   7  

責 任 を 持 つ

こ と へ の 不

安 ・ 抵 抗 感  

責 任 の あ る 仕 事 を 任 さ れ る と 嫌 に な っ て 辞 め て し ま う  4  

必 要 以 上 に 頑 張 っ て 疲 れ て し ま い 、 続 か な い  4  

夜 、 不 安 で 寝 ら れ ず 朝 起 き れ な く て 職 場 に い け な い  1  

そ の 場 の 欲

求 で 動 く  

無 断 で 欠 勤 す る  1 5  

す ぐ に 辞 め て し ま う 、 衝 動 的 に 辞 め て し ま う  9  

職 場 の 物 や お 金 を 盗 ん で 逃 げ る よ う に し て 辞 め る  4  

遅 刻 が 多 い  2  

お 金 が 入 る と す ぐ に い か な く な っ て し ま う  1  

適 切 な 方 法

の 未 収 得  

職 場 に 何 も 言 わ ず に 辞 め て し ま う  2  

注 意 さ れ る と 、 す ぐ に 辞 め て し ま う  1  

 

様々な条件から、ハローワークでも職を見つけることは難しい。就

労に関する 支 援 で は、「 就 労への意識付け」「関係機関の就労支援事業

活用」「具体的に示 す」「本人の不安感 を軽減」「段階的就 労」「経験に

よ る 気 付 き 」「 不 満 ・ 不 安 感 の 軽 減 」「 職 場 の 理 解 ・ 支 援 」「 就 職 の 幅

を広げる」 が 挙 げ ら れ た （表１０ -８）。  

し か し 退 所 後 に 改 め て 仕 事 を 探 す 段 階 で ハ ロ ー ワ ー ク が 活 用 し や

す く す る こ と を 目 的 と し て 、「 入 所 中 に 一 度 は ハ ロ ー ワ ー ク に 行 く 」

ということ が ほ と ん ど の ホ ームで行われていた。また、履歴書を一緒

に書く、面接練習、面接への同行等で本 人の不安感を軽減させるほか、

本人の了解 を 得 た 上 で 職 員 が直接職場に足を運び、職場とホームで連

携をとるな ど の 支 援 が 行 わ れていた。   

将来を見 通 し て 、高 校（ 定時制、通信制）への進学や高卒認定資格

の取得を勧 め て い る ホ ー ム は増えてきている。職業訓練校や職業支援

セ ン タ ー の 活 用 も 行 わ れ て い る 。 本 人 の 適 性 な ど も 考 慮 し た う え で 、

障害者雇用 枠 や 職 業 訓 練 校 の活用を目的に、障害者手帳の取得を勧め

ているホー ム も あ る が 、本人や家族の拒否も多くまだまだ十分に活用

されている と は 言 え な い 。  
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表 １０ -８  就労に関する支援  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

就 労 へ の 意

識 付 け  

意 識 付 け と し て ハ ロ ー ワ ー ク に 行 か せ て い る  5  

本 人 に 合 い そ う な 職 場 を 紹 介 す る  4  

関 係 機 関 の

就 労 支 援 事

業 活 用  

ハ ロ ー ワ ー ク の 職 業 訓 練 や 関 係 機 関 の 就 労 支 援 を 活 用

す る  

3  

県 や キ ャ リ ア カ ウ ン セ ラ ー の 支 援 を 受 け て 、 履 歴 書 の

書 き 方 指 導 等 も 含 め た 支 援 を し て も ら っ て い る  

2  

就 労 支 援 事 業 の 派 遣 会 社 と 連 携 を 図 り な が ら 仕 事 を 探

し て い る  

1  

サ ポ ー ト ス テ ー シ ョ ン を 勧 め る  1  

学 校 と ハ ロ ー ワ ー ク と 連 携 を 図 っ て い る  1  

具 体 的 に 示

す  

履 歴 書 等 の 書 き 方 を 教 え る  1 8  

一 緒 に 求 人 誌 を 見 る よ う に し て い る  4  

字 を う ま く 書 け な い 子 に は パ ソ コ ン を 使 っ て 履 歴 書 を

書 か せ て い る  

1  

本 人 の 不 安

感 を 軽 減  

ハ ロ ー ワ ー ク 等 へ の 同 行 支 援  2 1  

面 接 練 習  1 2  

職 員 が 職 場 ま で つ い て い く 、 道 を 覚 え る ま で 同 行 す る  4  

面 接 に 同 行 す る  4  

段 階 的 就 労  

お 試 し の 期 間 を 設 け て 、 職 場 に 慣 れ て い け る よ う に し

て も ら っ て い る  

1  

ま ず は ア ル バ イ ト か ら 経 験 さ せ て い く  1  

経 験 に よ る

気 付 き  

内 容 に よ っ て は そ の ま ま や ら せ て 「 失 敗 す る 」 体 験 を

さ せ る  

7  

本 人 に 相 手 （ 上 司 な ど ） 役 を や ら せ る 等 の や り 取 り を

し な が ら 、 自 分 が ど の よ う な 状 況 な の か 、 ど う 見 ら れ

て い る の か を 考 え さ せ る  

1  

不 満 ・ 不 安

感 の 軽 減  

と に か く 本 人 の 仕 事 に 関 す る 愚 痴 を 聞 く よ う に し て い

る  

7  

職 員 が 具 体 的 に 話 を す る  4  

職 場 か ら の 連 絡 を 受 け て 本 人 に も そ の 内 容 を 伝 え て い

る  

1  

職 場 の 理

解 ・ 支 援  

職 場 に 挨 拶 に 行 き 連 携 を 図 る よ う に し て い る  2 0  

ホ ー ム の ツ テ な ど を 使 い な が ら あ る 程 度 本 人 へ の 理 解

が あ る と こ ろ へ 行 か せ る  

6  

本 人 の 状 況 に 合 わ せ た 対 応 方 法 を 職 場 に 具 体 的 に 伝 え

て 対 応 し て も ら う  

3  

職 員 が 就 職 先 ・ 協 力 先 を 開 拓 し て い る  1  

就 職 の 幅 を

広 げ る  

運 転 免 許 取 得 を 勧 め て い る  2 4  

高 卒 認 定 や 高 校 へ の 通 学 を 勧 め て い る  1 9  

障 害 者 手 帳 の 取 得 を 勧 め て い る  1 5  

本 人 が 希 望 す れ ば フ ォ ロ ー す る（ 通 学 、各 種 資 格 取 得 ） 7  

就 労 に 関 す る 資 格 取 得 を 支 援 す る  6  

本 人 が 行 き 詰 ま り を 感 じ て か ら 手 帳 の 取 得 へ と 勧 め る  1  

 

（４）退所に向けた支援  

自立援助 ホ ー ム の 入 所 者 は平均して 1 年～ 2 年で退所をしていくが、
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退 所 に 向 け て 、「 環 境 の 変 化 に よ る 混 乱 を 軽 減 」「 具 体 的 な 対 応 方 法 」

「関係機関 の 支 援」「 周 囲 の理解、支援の促進」が行われていた（表 １

０ -９）。    

具体的には、本来であれば一人で任せる部分も本人の状況に応じて

丁寧に一緒 に 行 う な ど の 対 応や、ステップハウスなどを活用すること

で、段階的に自活練習が出来るような工夫も見られた。職場の関係や

アフターケ ア を よ り 充 実 で きるように、ホームの近くに住むことが多

い。同法人内の知的障害施設で一人暮らしの練習をすることもあるよ

うだ。  

そのほか、周囲の環境（地域・職場）の調整を行うことや、医療機

関 な ど の 専 門 機 関 等 と 繋 が り を 作 る こ と で 継 続 的 な 支 援 が 行 え る よ

うな取り組 み が 行 わ れ て い る。しかし、年齢的に児童相談所からの支

援がきれて し ま う こ と や 、場合によっては家庭に戻る、あるいは家族

の 支 援 を う け る も の の 必 ず し も ホ ー ム と 家 族 が 繋 が っ て い る わ け で

はない現状 も 挙 げ ら れ た 。そのため、何かあった場合にホームに連絡

をするよう に 入 所 者 に 伝 え ていることも回答された。  

 

表 １０ -９  退所に向けた支援  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

環 境 の 変 化

に よ る 混 乱

を 軽 減  

ス モ ー ル ス テ ッ プ に よ る 退 所 ・ 自 立 訓 練 、 ス テ ッ プ ハ

ウ ス の 活 用  

1 2  

具 体 的 な 内 容 を 丁 寧 に 説 明 す る  2  

ホ ー ム に い る 間 に 、 今 後 予 想 さ れ る 失 敗 を 話 し た り 、

経 験 さ せ る よ う に し て い る  

2  

普 通 だ っ た ら 本 人 に 任 せ る 部 分 も 、 丁 寧 に 細 か く 対 応

し て い る  

1  

具 体 的 な 対

応 方 法  

金 銭 管 理 を 教 え る   1 1  

何 か あ っ た ら ま ず は ホ ー ム に 連 絡 を す る よ う に 伝 え る  8  

予 想 さ れ る ト ラ ブ ル 時 の 対 処 方 法 に つ い て 伝 え る   7  

異 性 と の 交 際 に 関 す る 話 を す る  7  

引 っ 越 し 等 の 手 続 き や 作 業 を 職 員 と 一 緒 に や り な が ら

教 え て い く  

4  

調 理 の 練 習 を 職 員 と 一 緒 に 行 う  2  

関 係 機 関 の

支 援  

関 係 機 関 と つ な げ て お く （ 医 療 ・ 福 祉 ）   1 4  

退 所 後 頼 れ る 機 関 の 紹 介  9  

障 害 者 年 金 制 度 の 利 用 を 申 請 す る  1  

周 囲 の 理

解 、 支 援 の

促 進  

保 護 者 や 関 係 機 関 等 と 話 を し て 環 境 調 整 を す る 。  1 0  

本 人 や 保 護 者 に 対 す る 障 害 告 知 や 障 害 受 容 を 促 す  2  

一 緒 に 暮 ら す 相 手 に 話 を す る  1  
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（５）退所後の困難と支援  

退 所 後 は 、「 金 銭 に 関 す る ト ラ ブ ル 」「 就 労 の 継 続 困 難 」「 居 場 所 の

不 安 定 さ 」「 頼 る 先 」 で の 困 難 が 挙 げ ら れ た 。 具 体 的 に は 、 職 場 で の

ト ラ ブ ル か ら す ぐ に 辞 め て し ま う こ と で 家 賃 や 携 帯 料 金 が 払 え な く

なるなどの 金 銭 的 な 問 題 が 多く起こっている（表 １０ -１０）。また、家庭

に戻らなく と も 保 護 者 と の 金銭トラブルが回答された。その他、特に

対 人 面 で の ト ラ ブ ル が 挙 げ ら れ 、 職 場 や 地 域 で の 居 場 所 が 作 れ ず に 、

不 良 グ ル ー プ な ど に 居 場 所 を 求 め る こ と で 非 行 や 少 年 院 入 院 へ と 繋

がることも 可 能 性 と し て 考 えられる。  

自立援助 ホ ー ム の ほ と ん どがアフターケアを 重視しており、退所後

のケアでは「継続的なつながり」「本人の不安を軽減」「周囲の支援体

制の調整」が行われていた（表 １０ -１１）。具体的には、定期的に連絡を

取 る こ と や 何 か あ っ た と き に 連 絡 を も ら う こ と で 職 員 が そ の 都 度 対

応 し て い る 。「 ア フ タ ー ケ ア ブ ッ ク の 作 成 を 進 め て い る 」 と い う 回 答

も挙げられ た 。  

退所後のケアは、本人側から連絡がこないと動けないのが現状であ

り、問題を起こしたことでの退所など、円満退所ではない場合退所後

の支援に繋 が り に く い こ と が課題とされた。また、診断や手帳を持っ

ていない場 合 に 繋 が る 機 関 が無く、支援の ネットワークが不十分であ

るともいえ、ホ ー ム だ け で 抱え込まぬように各関係機関に早い段階で

繋ぎ、継続 的 な 支 援 体 制 を 構築する必要性が明らかとなった。  

 

表 １０ -１０  退所後の困難  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

金 銭 に 関 す

る ト ラ ブ ル  

家 賃 滞 納  8  

保 護 者 が 本 人 に お 金 を せ び り に く る  5  

携 帯 電 話 の ト ラ ブ ル 、 携 帯 料 金 の 未 納  4  

他 人 に お 金 を か し て し ま う  2  

有 料 サ イ ト な ど で お 金 を 使 っ て し ま う  1  

就 労 の 継 続

困 難  

す ぐ に 仕 事 を や め て し ま う 、 仕 事 に い か な い  3  

職 場 の 対 人 関 係 で 被 害 に あ う  2  

声 を か け て く れ る 人 が い な い の で 朝 起 き ら れ ず 仕 事 を

ク ビ に な っ て し ま う  

1  
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窃 盗 な ど を し て し ま う  1  

自 炊 や 自 己 管 理 が で き ず 崩 れ て し ま い 、 生 活 保 護 を 受

け る  

1  

居 場 所 の 不

安 定 さ  

精 神 的 な 不 安 定 さ か ら 自 傷 行 為 な ど が あ る  2  

感 情 が 読 み 取 れ な い こ と で 、 旦 那 や 義 理 家 族 と う ま く

い か な い  

1  

一 人 暮 ら し の 住 ま い が た ま り 場 と な っ て し ま い 苦 情 が

く る  

1  

親 切 心 か ら と っ た 本 人 の 行 動 が 異 性 ト ラ ブ ル に 繋 が っ

た  

1  

人 間 関 係 が う ま く い か ず 色 々 と 続 か な い  1  

ゴ ミ 屋 敷 に な る  1  

家 庭 関 係 が う ま く い か な い  1  

頼 る 先  

退 所 時 に ホ ー ム に 対 し て 滞 納 な ど が あ る た め 、 距 離 を

と り た が る ・ 切 羽 詰 ま ら な い と 連 絡 を し て こ な い  

1  

各 手 続 の 方 法 が わ か ら ず そ の ま ま に し て 問 題 が 大 き く

な っ て し ま う  

1  

 

表 １０ -１１  退所後の支援  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

継 続 的 な つ

な が り  

定 期 的 に 連 絡 を 取 る  1 9  

場 合 に 応 じ て 会 い に 行 く   1 6  

ホ ー ム に 呼 ぶ  1 0  

O B / O G 会 を 開 催 す る  2  

本 人 の 不 安

を 軽 減  

本 人 の 依 頼 に 応 じ て お 金 を 預 か る  4  

契 約 の 更 新 や 通 院 に 同 行 す る  3  

電 話 相 談 に の る  2  

投 薬 管 理 を す る  2  

関 係 機 関 へ の 送 迎 や 同 行 し て い る  1  

周 囲 の 支 援

体 制 の 調 整  

関 係 機 関 と 連 絡 を 取 る （ 仕 事 紹 介 、 医 療 等 ）  1 1  

保 護 者 か ら の 相 談 に 乗 る  4  

ア フ タ ー ケ ア 担 当 の 職 員 を 配 置 し て 対 応 し て い る  2  

保 護 者 と 協 力 し な が ら 金 銭 管 理 を サ ポ ー ト す る  1  

課 題  

支 援 の 不 十

分 さ  

途 中 で 勝 手 に 出 て 行 っ て し ま っ た の で 連 絡 先 や 状 況

を 把 握 で き て い な い  

3  

そ こ ま で 手 が 回 ら な い  1  

支 援 が 途 切

れ て し ま う  

よ り 以 前 に 退 所 し た 子 へ の 支 援 の 手 が 届 か な い  1  

 

（６）関係機関との連携  

入所にあたり、児童相談所を経由する場合がほとんどであるが、彼

らのなかには、自立援助ホーム入所前に児童養護施設や児童自立支援

施設での生 活 を 送 っ て い る 割合は高い。特に発達障害等の発達上の課

題・困難を有しており、丁寧で細かな配慮を必要とする場合は自立援

助ホーム以 前 の 入 所 施 設 か らの引き継ぎは重要である。  
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今回の調 査 か ら は「 ホ ー ム入所以前の施設からの十分な情報が送ら

れてきてい な い 」と い う 回 答も挙げられた。また、特に矯正教育施設

においては、自立援助ホームに入所後はほぼ関わりがないが、実際に

は矯正教育 施 設 や 保 護 観 察 所・保護司との連携を必要とする場合も可

能性として 考 え ら れ 、今 後 の連携に関する検討が必要である。その他

弁護士や生 活 保 護 課 、 就 職 先との連携が見られた。  

 いくつか の 自 立 援 助 ホ ー ムでは、自立援助ホーム入所中に、本人の

必 要 と す る 支 援 に か か わ る 関 係 機 関 で ケ ー ス カ ン フ ァ レ ン ス や 支 援

計画の作成 が 行 わ れ て い る 。アセスメ ントシートでは、関係機関に限

ら ず 本 人 と も 内 容 を 共 有 す る こ と で 本 人 が 自 分 の 現 状 や 課 題 を 理 解

することを 促 す と さ れ た 。  

 退 所 後 、 特 に 就 職 先 と 継 続 的 に 繋 が っ て い る こ と が 回 答 さ れ た が 、

一方で児童 相 談 所 な ど の 機 関とは年齢・制度的な問題でかかわりが途

切れてしま う こ と も 課 題 と して挙げられた。  

 

（７）今後必要な支援  

発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する彼らが自立していくため

には、自立援助ホームに入所する前の家庭環境や施設での不適応状況、

それらに対 す る 支 援・指 導 の内容を十分に引き継ぎ、彼らの行動の背

景 （ 特 性 、 二 次 的 症 状 ） を ふ ま え て 支 援 を 行 う 必 要 が あ る と い え る 。

調査からは 今 後 の 課 題 と し て、「自立援助ホーム入所前段階」「退所者

との継続的 な 繋 が り」「 障 害の受容・理解促進」「具体的な学びや資格

取 得 」「 職 員 体 制 」「 よ り 充 実 し た 支 援 を 受 け る た め に 」「 サ ポ ー ト ネ

ッ ト ワ ー ク の 構 築 」「 障 害 ・ 障 害 名 に 捉 わ れ な い 」 こ と に 関 す る 支 援

が必要とさ れ た （表 １０ - 12）。  

特に、高校への通学を保障すること以前に未診断や障害の受容がで

き て い な い 青 年 へ 丁 寧 に 関 わ り な が ら 自 己 受 容 を 促 し て い く こ と が

重要である と 回 答 さ れ た 。 現在自立援助ホームでは 2 0 歳までが対象

となってお り 、 20 歳 以 上 の 継続的な支援が求められている。  

 その他、より充実した支援を受けるための専門職配置について、今
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回の調査で は 27 ホ ー ム で 専門職員の配置がされておらず、特に心理

士の配置が 求 め ら れ た 。ま た、障害者手帳を取得することや、ホーム

を出た後の こ と を 想 定 し た、地域や職場を含めたサポートネットワー

クを構築し て い く こ と の 必 要性が挙げられた。   

 

表 １０ -１２  今後必要な支援  

タ イ ト ル  回 答 内 容  施 設 数  

自 立 援 助 ホ

ー ム 入 所 前

段 階  

ホ ー ム 入 所 前 の 受 診 ・ 診 断 が 重 要  3  

あ る 程 度 の 年 齢 や 性 格 や プ ラ イ ド を 持 っ た 状 態 を 変 え

て い く ・ 改 善 し て い く こ と は 困 難 で あ り 、 早 い 段 階 で

の 介 入 が 必 要  

2  

早 期 の 介 入 と し て の フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 設 置  1  

児 童 養 護 施 設 の 措 置 延 長 が 必 要  1  

入 所 前 に 動 機 付 け を 行 っ て お く べ き  1  

退 所 者 と の

継 続 的 な 繋

が り  

2 0 歳 以 上 の 相 談 機 関 、 支 援 の 充 実  4  

自 分 と 向 き 合 っ て く れ る 大 人 を 見 つ け る こ と が 大 事  4  

向 こ う か ら S O S を 出 し て く れ る 関 係 性 の 構 築  3  

手 助 け し て く れ る 人 が ホ ー ム に い る と い う こ と を 知 っ

て も ら い た い  

1  

心 理 士 な ど の 継 続 的 支 援 が 必 要  1  

退 所 者 の 次 の 世 代 も 含 め た 支 援  1  

障 害 の 受

容 ・ 理 解 促

進  

職 員 の 、 発 達 障 害 へ の 理 解  6  

職 場 の 開 拓 ・ 理 解 促 進  5  

生 き 辛 さ が 障 害 の た め と 分 か ら な い こ と で 諸 問 題 に な

る こ と が あ る 。 本 人 が 傷 つ か ず 障 害 を 受 容 し て い く 方

法 が 必 要  

2  

精 神 面 の ケ ア  1  

未 診 断 や 障 害 へ の 受 容 が で き て い な い 子 へ の 丁 寧 な ケ

ア が 必 要  

1  

職 員 間 で 意 識 や 認 識 を 共 通 さ せ て 行 う 必 要 が あ る  1  

具 体 的 な 学

び や 資 格 取

得  

P C ス キ ル の 獲 得  1  

高 校 へ の 通 学 や 各 種 資 格 の 取 得  1  

性 的 な 問 題 に 対 す る 指 導 や 支 援 を 行 う べ き  1  

と に か く 繰 り 返 し 教 え て い く し か な い  1  

職 員 体 制  

心 理 職 員 の 配 置  4  

ア フ タ ー ケ ア の 支 援 を 充 実 さ せ て い く べ き  4  

職 員 の 加 配  3  

職 員 の 人 材 育 成  1  

よ り 充 実 し

た 支 援 を 受

け る た め に  

就 労 の こ と を 考 え 、 明 ら か に ボ ー ダ ー や 手 帳 が 取 得 で

き る 場 合 に は 早 期 の 手 帳 取 得 を 進 め て い き た い  

1  

障 害 者 年 金 や 公 的 な 補 助 が 理 解 も 含 め て も っ と あ る と

良 い  

1  

サ ポ ー ト ネ

ッ ト ワ ー ク

の 構 築  

本 人 を 支 え る 地 域 の 担 当 課 、 支 援 セ ン タ ー 、 医 療 機 関

な ど と 連 携 し な が ら サ ポ ー ト ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 す る  

8  

事 前 の 情 報 を も っ と 十 分 に 引 き 継 ぐ 必 要 が あ る  2  

手 帳 の 取 得 を 伝 え る た め の 第 三 者 と し て の 心 理 士 な ど  1  

関 係 機 関 を 含 め て の 支 援 計 画 の 作 成  1  

ホ ー ム 内 で 問 題 が あ っ た 時 に 使 え る ク ー ル ダ ウ ン 場 1  
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（ 施 設 外 含 め て ）  

日 常 生 活 の 立 て 直 し か ら き ち ん と で き る 、 発 達 障 害 な

ど の 子 ど も が い け る 施 設 の 開 設  

1  

職 業 訓 練 や ジ ョ ブ コ ー チ に よ る 援 助 が 必 要  1  

障 害 ・ 障 害

名 に 捉 わ れ

な い  

生 活 保 護 や 障 害 者 手 帳 に 頼 る の で は な く 、 自 分 の 力 で

な ん と か す る と い う 経 験 を さ せ て い き た い  

2  

い わ ゆ る 支 援 制 度 に 乗 っ か れ な い 子 の 支 援 を 考 え て い

か な け れ ば な ら な い  

2  

過 度 に 障 害 名 に 捕 わ れ た り 、 薬 に 頼 り 過 ぎ な い よ う に

す る こ と も 大 切  

1  

思 春 期 を ど う 乗 り 切 れ る か  1  

 

３．考察  

今回の調 査 で は 、大 島（ 20 09）や杉山（ 20 11）の報告にもあるよう

に、発達障害に加えホーム入所までの環境（虐待、貧困等）や不適切

な対応の結果、二次的な障害や症状からくる困難・トラブルの現状が

明らかとな っ た 。  

彼 ら は 基 本 的 生 活 ス キ ル は 獲 得 し て い る も の の 、「 児 童 自 立 支 援 施

設 の 決 め ら れ た 枠 が あ る こ と で 比 較 的 落 ち 着 い た 生 活 を 行 え て い る 」

（髙橋・内藤・田部： 20 12）ことに比べ、自立援助ホームでは具体的

な 枠 が 決 め ら れ て い な い こ と で 自 立 に 向 け た 生 活 習 慣 の 獲 得 や 自 発

的な行動が 行 え て い な い 青 年の存在が明らかとなった。また、二次障

害的症状と し て 精 神 的 不 安 定さを抱えていることから、安定した生活

習慣が築けず、ホーム入所条件である「就労していること」の前の段

階にいる青 年 の 存 在 が 確 認 された。  

感覚情報 統 合 処 理 に 関 す る、いわゆる感覚の過敏・低反 応について

は、単に障害特性というよりはこれまでの家庭環境や虐待などの体験

に よ り 音 等 に 過 敏 で あ る こ と が い く つ か の ホ ー ム で は 予 測 と し て 回

答された。  

調査結果 で は ほ か に 、そ の場の欲求で動いてしまうことや金銭管理

の苦手さが 挙 げ ら れ た 。そ うした困難の対応として、退所後の生活で

必 要 な 金 額 等 を 具 体 的 に 提 示 す る こ と で 先 の 見 通 し を 立 て や す く し 、

なおかつ金 銭 管 理 を 職 員 と 共に行うことなどが挙げられた。自立援助

ホーム退所 後 の ト ラ ブ ル を 防止し、自立した生活を送るためにも、入

所中からの 金 銭 管 理 に 関 す る支援を充実させる必要がある。  
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また、宮川（ 2 01 2）が指摘する「重ね着症候群」のように、根底に

ある発達障 害 に 気 づ か れ ず、二次障害的症状に捉われ早期支援がなさ

れないまま 青 年 期 を 迎 え て いる可能性は高い。彼らの生活背景を十分

に考慮し、丁寧な聞き取りや支援計画の作成、対応が必要である。そ

の際、本人のアセスメントについて、図式などを用いた内容にするこ

とで関係機 関 と の 共 通 認 識 が図りやすくなるだけでなく、本人とも共

有 す る こ と で 本 人 自 身 の 振 り 返 り や 見 通 し が 持 ち や す く な る と 考 え

られる。  

岡田（ 2 00 8）は、非行少年と関わる中で愛着と信頼の構築が大きな

変化をもた ら す こ と を 報 告 し、その為には「恒常性」のある関わりと

本人に選ば せ て 責 任 を 取 る 経験をさせる「主体性」が必要であると述

べている。自立援助ホームはまさに、短期間ではありながらも、職員

と毎日の寝 食 を 共 に し な が ら恒常的に関わり、また就労などの実社会

への参加を め ざ す 中 で 細 か な多くの主体的な選択を尊重している。そ

して、職員との関わりだけでなく、他の入所者との集団での関わりを

通して彼ら は 自 分 自 身 の こ とを知り、自信や生きていく力をつけてい

く。個々のニーズに応じた個別 支援も必要であるが、今後は少人数集

団での関わ り 機 会 を 重 視 し ていくことも重要であるといえる。  

また、職員の実感として「普通の愛着構築ができていないことでな

にげなく身 に つ く も の が 身 に付かなかったり、それをホーム入所の年

齢になって か ら 何 か 教 え て いく、変えていくのはすごく難しい」とい

う回答も挙 げ ら れ て お り 、そのため、自立援助ホームに入所する前の

家庭や地域 、 学 校 現 場 で の 介入・支援が必要といえる。  

対人関係 に 関 す る 困 難 で は、特に異性関係については衝動的に行動

し て し ま う と い う 回 答 の ほ か 、 女 子 の 援 助 交 際 の 問 題 も 回 答 さ れ た 。

性 的 問 題 は 発 達 障 害 の 有 無 に 関 わ ら ず 自 立 援 助 ホ ー ム の 問 題 行 動 の

なかで暴力 と 同 様 に 注 目 さ れているが、PD D 群の 4 割が性非行を行っ

ていた結果（熊上： 20 06）を考えると、性や異性との関わり方につい

てより具体 的 な 指 導 を 行 っ ていく必要があるといえる。  

また、長谷川（ 20 08）は自立援助ホーム入所者の問題行動としては
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特に性問題 と 暴 力 が 問 題 と されているとし、それらの問題行動に対し

ては事実確 認 や ル ー ル の 確 認、医療や司法との連携が図られていると

報告していた。この点について今回の調査でも全体の問題行動と同様

の内容が挙 げ ら れ た が 、全般的に多い問題ということで、その背景や

特性を見逃 さ れ て し ま う こ とも考えられるが、発達障害等の発達上の

課題・困難を有する場合は特にその背景や特性との関係も丁寧に見て

いくことを 注 意 し な け れ ば ならない。  

就労は自 立 援 助 ホ ー ム 入 所条件の一つであるが、今回の調査からは

仕事に就く ま で の 困 難 さ や 仕事の定着率の低さが挙げられ、具体的な

ト ラ ブ ル と し て は 職 場 の 人 間 関 係 が う ま く 築 け な い こ と や 、 長 谷 川

（ 2 00 8）の調査結果と同様に、「作業内容を理解できない」「日によっ

て変わる内 容 に 対 処 で き な い」こと等が回答された。就労がうまく い

かなかった 原 因 の 一 つ に 、企業や上司、同僚が、本人の発達障害を理

解できてい な か っ た と い う 問題も考えうる。  

200 5 年の発達障害者支援法以降、障害者の就労支援において発達障

害者が含ま れ る よ う に な っ た。すなわちハローワークや地域障害者職

業センター 等 に お い て も 発 達障害者の就労支援が始まったが、長谷川

（ 2 00 8）の指摘のように、支援が進展しているとは言い難い。これら

については今後、ハローワークと職場と連携を図り、場合によっては

障 害 者 雇 用 で の 就 労 も 視 野 に 入 れ な が ら 本 人 に 合 っ た 方 法 で の 就 労

や作業方法 の 工 夫 、職 場 の 理解を 促す必要がある。また、就労するに

あたり、最終学歴が中学校卒であることも大きな壁となっていた。就

労と高校通 学 の 両 立 は 大 変 ではあるが、今後は特別支援学校や、定時

制・通信制高校への通学をより手厚くサポートしていくことも重要で

ある。  

また、精神障害者保健福祉手帳を取得していなくとも、診断書など

で発達障害 者 と し て の 支 援 が受けられるようになってきた。具体的に

は、三か月間限定のトライアル雇用の対象となり、その間地域障害者

支援センタ ー の 職 場 適 応 援 助者（ジョブコーチ）による支援が受けら

れるため、これらの活用の検討が今後必要で ある。そして、教育現場
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においては、学校卒業後の職業自立に必要なスキルを学校時代に身に

つけること が で き て い な い（橋本： 2 011）とされ、職業・就労等につ

いて学校教 育 段 階 で 学 ぶ 機 会を設けることが有効と考えられる。  

今回の調査では、矯正教育施設からの引き取りに課題が見られたが、

今後は制度 の 狭 間 に い る 子 ども 、発達障害等の発達上の課題・困難を

有する子ど も の 行 き 場 と し て自立援助ホームの必要性（長谷川：2 00 8）

がより高ま る と 考 え ら れ 、発達障害等の発達上の課題・困難を有する

青 年 が 各 施 設 や 家 庭 か ら 社 会 に 出 て 行 く ス テ ッ プ と し て 自 立 援 助 ホ

ームのよう な 共 同 生 活 の 場 をより充実させ、入所（入り口）の段階で、

矯 正 教 育 施 設 退 所 者 や 非 行 性 の あ る 子 の 引 き 受 け 拒 否 の 問 題 改 善 を

検討する必 要 が あ る 。  

また、彼らの自立援助ホーム入所以前の環境から起こる二次的 障害

について、トラウマ処理の技法が有効であるという杉山（ 2 01 1）の指

摘をふまえると、今後 、自立援助ホームにおいても心理士の配置や医

療 機 関 と の 連 携 を 図 り な が ら 支 援 を 行 う こ と も 検 討 す べ き 課 題 と い

える。  

自 立 援 助 ホ ー ム の 退 所 に 関 し て は 、「 自 活 で き る 見 通 し が 付 い た か

ら退所した」者が全体の 3 0 . 2％に過ぎ ないという高橋（ 2 01 2）の報告

や、自立援助ホーム退所者のほとんどが家庭からの協力を得られない

状況にある こ と 、 そ し て 2 3 歳以上の支援も 2 3 . 7％行われていたとい

う全国自立 援 助 ホ ー ム 協 議 会の 調査結果 がある。  

こうした現状や、発達障害を有する彼らは社会的自立に時間がかか

りやすいこ と を 考 慮 し 、長期的な視点で生涯にわたる支援のあり方の

検討が求め ら れ て い る 。そ のためには、20 09 年の実態調査や今回の調

査結果にも 挙 げ ら れ た よ う に「ホーム職員が発達障害等に対する専門

性 を 高 め る 」（ 児 童 養 護 施 設 等 の 社 会 的 養 護 の 課 題 に 関 す る 検 討 委 員

会： 2 01 1）ことも必要になるが、発達障害等に関する支援の枠に入れ

な い 境 界 域 の 子 ど も も 含 め 、 自 立 援 助 ホ ー ム だ け で 支 援 を 行 わ ず に 、

関係機関（医療、地域、ハローワーク、発達障害者支援センター、障

害者職業セ ン タ ー 等 ）に つなげて支援システムをきちんとつくること
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で、生涯に わ た り 継 続 的 か つ適切な支援を行う必要がある。    

 

４．おわりに  

 本章では、全国自立援助ホームの職員の調査を通して、発達障害等

の発達上の課題・困難を有する子どもが青年期に抱える困難の実態や

社会的自立 に 向 け た 支 援 課 題を明らかに した。  

調査から は、発達障害に加えホーム入所までの環境（虐待、貧困等）

や不適切な 対 応 の 結 果 、二 次的障害や症状からくる困難・トラブルの

現状が明ら か と な っ た 。  

 ま た 、 彼 ら が 自 立 を し て い く 上 で 大 き な 鍵 と な る 就 労 に お い て は 、

仕事に就く ま で の 困 難 さ や 仕事の定着率の低さが挙げられ、具体的な

ト ラ ブ ル と し て は 職 場 の 人 間 関 係 が う ま く 築 け な い こ と が 明 ら か と

なり、今後 は 職 場 の 理 解 啓 発も含めた支援が必要である。  

 彼らは 1 年 ～ 2 年 間 の 期 間を経て退所をしていくが、退所後の生活

では特に対 人 関 係 で の 困 難 が影響した、職場への定着率の低さや、そ

れにともな う金 銭 ト ラ ブ ル が回答された。近年では自立援助ホームの

設置数が急 増 し て き て い る が、彼らの支援は自立援助ホームだけで担

うのではなく、各専門機関と連携するなど横の繋がりを深めて支援体

制を構築す る こ と が 今 後 の 課題といえる。  
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第１１章  

全国の保護観察所・更生保護施設等

における発達障害等の発達上の課題・

困難を有する非行少年の実態と社会

的自立・地域移行支援の課題  
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１．はじめに  

本章では全 国 の 保 護 観 察 所職員・更生保護施設職員・保護司 等への

調査を通して、発達障害等の 発達上の課題・困難を有する非行少年が

社会的自立・地域移行をするうえで抱える困難・支援ニーズの実態を

検討し、社会的自立・地域移行、再非行防止に向けた課題を 明らかに

することを 目 的 と し て い る 。  

なお本研 究の 実 施 お よ び 調査結果の整理・分析に際して は、法務省

保護局観察 課よ り 多 大 な 協 力・支援を受けて 実施した 。  

 

２．方法  

本調査は 、全国の 保護観察所・更生保護施設・自立準備ホーム の職

員、保護司 を 対 象 に訪 問 面 接法調査を実施した。調査項目は 、①「生

活 環 境の 調 整 （ 特 別 調 整を 含 む ） に お け る困 難 ・ ニ ー ズ 」、 ② 「 発 達

上 の 課 題 ・ 困 難 を 有 す る 保 護 観 察 処 分 少 年 お よ び 少 年 院 仮 退 院 者 等

（ 2 0 歳 代 の 保 護 観 察 対 象 者を 含 む ） の 困 難 ・ニ ー ズ と 支 援 状 況（ 困

難・ニーズ、支援 内容、専門性の確保）」、③「関係機関連携（矯正施

設、更生保護施設、自立準備ホーム、保護司、学校・地域、地域生活

定 着 支援 セ ン タ ー 、 そ の他 の 関 係 機 関 等 ）の 具 体 的 な 内 容 」、 ④ 「 発

達障害等の発達上の課題・困難を有する少年への社会的自立・地域移

行 の 支援 の 課 題 」 を 設 定し た 。 な お 、「 発 達障 害 等 の 発 達 上 の課 題 ・

困 難 を 有す る 非 行 少 年 」 とは 、 2 0 歳 代 の 若 年者 を 含 む 発 達 障 害 ・ 軽

度知的障害 の 診 断 を 有 す る 少年のほか、発達障害・軽度知的障害が疑

われる、 あ る い は 発 達 困 難 が認められる少年を指している。  

本調査に 際 し て は、法 務 省保護局観察課と 本調査研究の統括責任者

の髙橋智東 京 学 芸 大 学 教 授 と の事前協議（調査協定書及び調査ガイド

ラインの作成等）を行い 、保護局より事前の事務連絡を全 保護観察所

（ 駐 在官 事 務 所 は 管 轄 の観 察 所 ） 宛 て に 発信 し て い た だ き 、そ の 後 、

調査担当者 か ら の 電 話 連 絡 により日程等を調整した。各保護観察所窓

口担当者に 回 答 候 補 者 を 選 出していただき、面接への参加をもって調

査への同意 を 確 認 し た 。  
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面接の実 施 は 原 則 職 種 別 と考えたが、日時の関係や回答者の希望に

より、保護観察官と保護司等、職種の異なる回答者同席による面接も

行った。調 査 期 間 は 2 016 年 7 月～ 20 17 年 1 月である 。  

調査結果 の 分 析 は、① 調 査時のメモ記録をもとに 文字 データの作成、

②共同研究者 2 名 以 上 同 席 による検討によるコード化、③質問項目ご

とのコード に つ い て 、当 該 分野の先行研究である全国少年院調査・全

国少年鑑別 所 調 査・全 国 児 童 自 立 支 援 施 設 調 査（ 内 藤・田 部・髙 橋 ：

201 3a、 内 藤 ・ 髙 橋 ・ 法 務 省 矯 正 局 少 年 矯 正 課 ： 2 01 5、 髙 橋 ・ 内 藤 ・

田部： 2 01 2、髙橋・内藤・法務省矯正 局少年矯正課： 2 01 6）で得られ

た カ テゴ リ ー を 参 考 に して 、 本 調 査 結 果 の カ テ ゴ リ ー 分 類 を行 っ た 。

各調査項目 に お け る コ ー ド 数は、同一回答者による複数回答を含む総

回答の数を コ ー ド 数 と し て 示している。  

なお本分析では、一部の調査項目に関して回答者内訳を算出してい

る。他職種同時 回 答 に お い ては、両者が同対象少年に対して回答を補

いあってい る 場 合、回 答 者 ごとの発言を明確に分けることが難しいた

め、回答者が明確に分けられるもの以外は「分別不可」として算出し

ている。  

 

３．調査結果  

 調査はプ レ 調 査 を 含 め 全 43 回実施され、延べ 70 名（内訳 は保護観

察官 31 名 、 保 護 司 19 名 、 更生保護施設 職員 10 名、自立準備ホーム

職員 9 名 、 そ の 他 ： 保 護 観 察対象者が入所中の障害者施設職員 1 名）

から回答を得 た 。実 施 場 所 および各回の回答者内訳は表１１ -１のとおり

である（実施場所のアルファベットは管轄の保護観察所を示し、横列

が同時実施 人 数 を 示 し て い る）。  

 なお調査 結 果 に お い て 、各調査項目におけるコード数は、同一回答

者による複 数 回 答 を 含 む 総 回答の数をコード数として示している。  
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表 １１ -１  面接実施場所及び回答者内訳  

通 し

N o .  
実 施 場 所  

保 護 観

察 官  

保 護

司  

更 生 保 護 施

設 職 員  

自 立 準 備 ホー

ム職 員  
その他  

1 （プレ）  
保 護 観 察 所

（Ａ）  
1 名  1 名  

   

2 （プレ）  
更 生 保 護 施 設

（Ａ）    
2 名  

  

3  
保 護 観 察 所

（Ｂ）  
2 名  

    

4  
自 立 準 備 ホー

ム（Ｃ）     
1 名  

 

5  
保 護 観 察 所

（Ｄ）    
1 名  

  

6  
保 護 観 察 所

（Ｄ）  
1 名  

    

7  
保 護 司 職 場

（Ｅ）   
1 名  

   

8  
保 護 観 察 所

（Ｃ）    
1 名  

  

9  
保 護 観 察 所

（Ｃ）  
1 名  

    

1 0  
駐 在 官 事 務 所

（Ｆ）  
1 名  1 名  

 
1 名  

 

1 1  
保 護 観 察 所

（Ｇ）   
1 名  

   

1 2  
保 護 観 察 所

（Ｇ）  
1 名  

    

1 3  
保 護 観 察 所

（Ｈ）  
1 名  1 名  

   

1 4  
更 生 保 護 施 設

（Ｉ）    
1 名  

  

1 5  
保 護 観 察 所

（Ｉ）   
1 名  

   

1 6  
保 護 観 察 所

（Ｉ）  
1 名  

    

1 7  
自 立 準 備 ホー

ム（Ｉ）     
1 名  

 

1 8  
自 立 準 備 ホー

ム（Ｊ）     
1 名  

 

1 9  
保 護 観 察 所

（Ｊ）  
1 名  

    

2 0  
保 護 観 察 所

（Ｊ）    
1 名  

  

2 1  
保 護 観 察 所

（Ｋ）  
1 名  1 名  

   

2 2  
保 護 観 察 所

（Ｄ）   
1 名  

   

2 3  
保 護 観 察 所

（Ｄ）  
1 名  

    

2 4  
保 護 観 察 所

（Ｌ）  
1 名  2 名  1 名  2 名  

 

2 5  
保 護 観 察 所

（Ｍ）  
1 名  
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2 6  
保 護 観 察 所

（Ｎ）    
1 名  

  

2 7  
更 生 保 護 施 設

（Ｎ）     
2 名  

 

2 8  
保 護 観 察 所

（Ｏ）     
1 名  

 

2 9  
保 護 観 察 所

（Ｏ）  
1 名  1 名  

   

3 0  
保 護 観 察 所

（Ｏ）  
1 名  

 
1 名  

  

3 1  
駐 在 官 事 務 所

（Ｎ）  
1 名  1 名  

   

3 2  
保 護 観 察 所

（Ｐ）   
1 名  

   

3 3  
保 護 観 察 所

（Ｐ）  
1 名  

    

3 4  
保 護 観 察 所

（Ｐ）  
1 名  

    

3 5  

グループホーム

（対 象 者 入 所 ）

（Ｑ）  

1 名  1 名  
  

1 名 （グル

ープホー

ム職 員 ）  

3 6  
保 護 司 指 定 場

所 （Ｒ）   
1 名  

   

3 7  
更 生 保 護 施 設

（Ｓ）  
1 名  

 
1 名  

  

3 8  
駐 在 官 事 務 所

（Ｔ）  
2 名  1 名  

   

3 9  
駐 在 官 事 務 所

（Ｔ）  
2 名  

    

4 0  
保 護 観 察 所

（Ｕ）  
1 名  1 名  

   

4 1  
保 護 観 察 所

（Ｖ）  
2 名  1 名  

   

4 2  
保 護 観 察 所

（Ｗ）  
1 名  

    

4 3  
保 護 観 察 所

（Ｘ）  
2 名  1 名  

   

  
3 1 名  1 9 名  1 0 名  9 名  1 名  

 
延 べ数  7 0 名  

    

 

３．１  生活環境調整 ・働きかけ内容  

「生活環 境 の 調 整（ 特 別 調整を含む）における困難・ニーズ」に関

する質問項 目 に 対 し て 、調 整内容および本人・保護者や関係機関への

働 きか け と し て 「 関 係機 関 連 携 」（ 2 1 コー ド ）、「 本 人 と の調 整 」（ 17

コード）、「関係者調整（保護司等）」（ 1 3 コード）、「家族との調整」（ 5

コード）、「情報収集・伝達」（ 4 コード）、「受け皿」の確保調整（ 1 コ

ード）、「その他」（ 1 コ ー ド ）の全 62 コードが挙げられた。  
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表 １１ -２  「生活環境調整 ・働きかけ」内容  （コード数 ）  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 6 2）  

関 係 機 関 連 携  2 1  

本 人 と の 調 整  1 7  

関 係 者 調 整  1 3  

家 族 と の 調 整  5  

情 報 収 集 ・ 伝 達  4  

受 け 皿  1  

そ の 他  1  

 

（１）関係機関連携  

 生活環境 調 整 に 関 わ る「 関係機関連携」では「専門家に診てもらう・

医療機関な ど に つ れ て い く 」ことが 5 コード回答された。とくに更生

保護施設職 員 か ら は 、少 年 院や刑務所等に入所中の面会の様子から必

要性が感じ ら れ た 場 合 に、本人又は保護者の同意のもと早い段階で専

門家にみて も ら う こ と が 行 われていた。同様に、生活環境調整の段階

で 発 達障 害 等 の 傾 向 が 見ら れ た 際 に 、「 福 祉的 支 援 ・ 地 域 生 活定 着 支

援センター 」 に 介 入 し て も らうこともある （ 3 コード）。  

回答した 保 護 観 察 所 で は、特別調整の関連で地 域生活定着支援セン

ターと積極 的 な 連 携 体 制 を 図ることで、特別調整ではない事例でも専

門的知識や 助 言 を 得 る よ う な関わりが挙げられた。また同様に、一 般

的 な 生 活 環 境 調 整 対 象 者 で あ っ て も 何 か し ら の 困 難 さ が 見 ら れ る 場

合、保護観察所内に配置されている社会復帰調整官の専門的知見やネ

ットワーク を 活 用 で き る シ ステムをとっていることが回答された。そ

の方法をと る こ と に よ り 、担当観察官が一人で抱えることなく、より

スムーズな 支 援 に つ な が り やすいことがうかがえた。  

 少年院仮 退 院 後 の 保 護 観 察対象 者の場合、帰住先について少年院か

らの積極的 な 開 拓 ・提 案 が 行われていること（ 3 コード）も回答され

ている。とくに保護者の引受けが困難な状況に対して、少年院と保護
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観察所が連 携 を 図 る こ と で、「 並行調 整」（ 1 コード）を進めながらよ

り少年に適 し た 生 活 環 境 の 調整が進められていた。  

 更生保護 施 設 職 員 に よ る 調整・支援では「生活保護手続等の同行支

援 」（ 2 コ ー ド） が 回 答 され た 。 更 生 保 護 施設 や 自 立 準 備 ホ ーム 等 の

場合、就労の可能性や障害等の程度により入所・受入れができない場

合もあるこ と も 現 状 と し て 挙げられ、その際には「福祉事務所などに

つなげる」ことで他の支援が受けられるような配慮がとられていた（ 1

コード）。  

 保 護 観 察 処 分 中 で あ る こ と を 学 校 等 に 報 告 す る か に つ い て は 、 本

人・保護者の意思が尊重されており、公表しても 問題ないとされた場

合 に は 保 護 観 察 官 や 保 護 司 が 学 校 側 と 対 応 に つ い て 協 議 し て い る こ

とも挙げら れ た （ 1 コード）。  

 

表 １１ -３  「関係機関連携 」の内容 （コード数 ）  

 回 答 内 容  
全 体 コ ー ド

数 （ n = 2 1）  

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護

司  

更 生 保

護 施 設

等  

分 別

不 可  

そ

の

他  

専 門 家 に 診 て も ら う ・ 医

療 機 関 な ど に つ れ て い

く ・ 調 整 す る  

5  

  

3  0  2  0  0  

少 年 院 側 が 帰 住 先 を 開

拓 ・ 提 案  

3  

  

1  0  0  2  0  

福 祉 的 支 援 ・ 地 域 生 活 定

着 支 援 セ ン タ ー の 早 期 介

入  

3  

  

1  1  0  0  1  

生 活 保 護 手 続 等 の 同 行 支

援 を 行 う  

2  

  

0  0  2  0  0  

就 労 支 援 は 施 設 入 所 後 に

引 き 継 ぐ  

2  

  

0  0  1  0  1  

修 学 支 援 は 特 に し て い な

か っ た  

1  

  

0  0  0  1  0  

ハ ロ ー ワ ー ク に 繋 げ る

（ 福 祉 対 応 含 む ）  

1  

  

1  0  0  0  0  

施 設 受 入 れ が 難 し い 場 合

に 福 祉 事 務 所 な ど に 繋 げ

る  

1  

  

0  0  1  0  0  

通 常 の 生 活 環 境 調 整 対 象

者 で も 困 難 が あ る 場 合 に

社 会 復 帰 調 整 官 の 助 言 が

得 ら れ る シ ス テ ム を 設 け

て い る  

1  

  

1  0  0  0  0  
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並 行 調 整 を 進 め る  1  

  

0  0  0  1  0  

学 校 と の 調 整  1  

  

0  0  0  1  0  

 

（２）本人との調整  

 本人との 調 整 に 関 し て 、 少年院等に事前に面接にいくことが 10 コ

ード回答された（ n =17 コード）。とくに更生保護施設では、書面の情

報だけでは 困 難 や 状 況 が 分 かりにくいことから、実際に対象者に会っ

た上で受 入 れ の 可 否 や 本 人 のニーズ把握が行われていた。  

 また更生 保 護 施 設 等 で は 集団生活が中心となるため、入所前に生活

のルールを 本 人 と 確 認 し て いることが 2 コード挙げられた。本人に課

題を明確に す る こ と や、障 害受容や障害者手帳取得にむけた説明も保

護観察官から 2 コ ー ド 回 答 された。  

 

表 １１ -４  「本人との調整 」回答内容 （コード数 ）  

 回 答 内 容  

全 体 コ ー

ド 数

（ n = 1 7）  

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護

司  

更 生 保

護 施 設

等  

分 別 不

可  

そ の

他  

入 所 希 望 先 の 職 員 や 保 護

観 察 官 が 本 人 の も と に 面

接 に い く  

1 0  2  1  4  3  0  

施 設 で の ル ー ル を 本 人 と

確 認 す る  

2  1  0  1  0  0  

障 害 告 知 や 障 害 者 手 帳 の

取 得 に つ い て 本 人 に 話 を

す る ・ 調 整 す る  

2  2  0  0  0  0  

本 人 と の 会 話 を 通 し て ニ

ー ズ を 聞 き 出 す  

1  0  0  1  0  0  

最 低 限 の 生 活 と 不 安 を 取

り 除 い た 環 境 を 提 供 す る

よ う に 調 整 す る  

1  0  0  1  0  0  

課 題 を 明 確 化 さ せ た  1  1  0  0  0  0  

 

（３）関係者調整  

 処 遇 に 関 わ る 関 係 者 と の 調 整 に つ い て は 、 と く に 保 護 観 察 官 か ら

「保護司と の マ ッ チ ン グ の 丁寧な検討」が大切な調整として 9 コード

回答された（ n= 13 コード）。それまでの環境による自己肯定感の低下
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が 見 ら れ る 少 年 に 対 し て は 比 較 的 見 守 る 姿 勢 が 強 い 女 性 保 護 司 と マ

ッチングさ せ る な ど 、個 々 の特性やニーズに合わせたマッチングが行

われていた。施設の受入れに関しては、更生保護施設等から「受入検

討会議」が 挙 げ ら れ た （ 2 コード）。  

その他、保護観察官による少年との初回面接の様子を保護司に伝え

ることで、具体的な対応事項や保護司の不安を軽減させることも 1 コ

ード回答さ れ た が、実 際 に は多くの保護観察対象者が何かしらの支援

を 必 要と し て い る こ と がほ と ん ど で あ り 、「 障 害 の有 無 で 調 整方 法 が

変わるわけ で は な い 」 こ と も 1 コード回答された。  

 

表 １１ -５  「関係者調整 」回答内容 （コード数 ）  

回 答 内 容  

全 体 コ ー

ド 数

（ n = 1 3）  

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護 司  更 生 保

護 施 設

等  

分 別 不

可  

そ の 他  

保 護 司 と の マ ッ チ ン

グ を 丁 寧 に 検 討 す る  

9  5  1  0  3  0  

施 設 職 員 複 数 で 受 入

検 討 会 議 を 行 う  

2  0  0  2  0  0  

初 回 面 接 の 様 子 を 保

護 司 に 伝 え る  

1  1  0  0  0  0  

調 整 方 法 は 障 害 の 有

無 で 変 わ ら な い  

1  1  0  0  0  0  

 

（４）家族との調整  

 家族自身 が 疾 患 や 貧 困 状 態であるなど、引受状況が必ずしも良好で

は な い場 合 が あ る た め 、保 護 観 察 官 が 本 人と 保 護 者 の 間 に 入り 、「 家

族調整を行 っ て い る 」こ とが 3 コード回答された。具体的には、本人

と保護観察官・保護司の面談の際に保護者にも同席してもらうことで、

保 護 者 の 理 解 や 協 力 を 得 る よ う な 配 慮 や 本 人 が 保 護 者 に 伝 え た い こ

とをサポー ト す る 方 法 が 挙 げられた（ 2 コード）。  
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表 １１ -６  「家族との調整 」回答内容 （コード数 ）  

回 答 内 容  

  

全 体 コ ー

ド 数

（ n = 5）  

内 訳  

保 護 観

察 官  

保 護 司  更 生 保

護 施 設

等  

分 別 不

可  

そ の 他  

家 族 調 整 を 行 っ て い

る  

3  3  0  0  0  0  

本 人・保 護 者・保 護 司

等 で 面 談 を 行 う 。保 護

者 と の 間 を 調 整 す る  

2  1  1  0  0  0  

 

（５）情報収集 ・伝達  

 一般に少 年 鑑 別 所 や 少 年 院から「少年調査記録」として情報が届く

ことになっ て い る が 、疑 問 な点や不十分な情報について保護観察官や

更生保護施 設 職 員 か ら 少 年 院等にさらに問合せを行い、より詳細な把

握に努めて い る こ と が 4 コード回答された（表１１ -７）。その他、児童

養護施設等 へ の 入 所 経 験 が ある場合には施設からの情報収集、少年や

状況に応じ て 保 護 者 と の 面 会の様子からも情報を収集している。  

 

表 １１ -７  「情報収集 ・伝達 」回答内容  （コード数 ）  

回 答 内 容  

全 体 コ ー

ド 数 （ n = 4

コ ー ド ）  

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護 司  更 生 保

護 施 設

等  

分 別 不

可  

そ の 他  

保 護 者 や 少 年 院 ・ 児

童 福 祉 施 設 か ら 情 報

収 集 す る  

4  3  0  1  0  0  

 

（６）受け皿 ・居場所に関する調整  

 生活環境 調 整 を し て い く なかで、修学や就労がすぐにできない可能

性も踏まえて、修学や就労以外の「日中の活動先を探す」ことが保護

観察官から 1 コ ー ド 回 答 さ れた。その他、保護者との関係から少年本

人が危険な 状 況 に 置 か れ る 可能性がある事例では、具体的な対応策を

関係者間で 検 討 し 、 本 人 と も共有したことが 1 コード回答された。  

次に、上記 のような生活環境調整を行うなかでの困難・ニーズとし

て 、 以下 の 内 容 が 回 答 され た 。「 生 活 環 境 調整 に 入 る 段 階 以 前で 障 害
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に 気付 か れ て い な い ・診 断 さ れ て い な い 」（ 1 コ ー ド ）、「 保護 者 が 必

要 な 情報 を も っ て い な い 」（ 1 コー ド ） こ とが 調 整 の た め の 時間 と 労

力が必要と な っ て い た 。  

また、情報収集・情報伝達に関して「他からの情報・これまでの他

機関での情 報 が 細 切 れ に な ってしまう」（ 2 コード）、例えば保護観察

官が「少年の障害特性や発達の困難さを感じても本人に直接伝えるこ

と が 難し い 」 状 況 が 回 答さ れ た （ 2 コ ー ド ）。 保 護司 等 か ら は「 少 年

の 情 報が 一 部 し か 届 か ない 」（ 5 コ ー ド ） こと も 調 整 や 対 応 を検 討 す

るにあたっ て の 困 難 ・ ニ ー ズとして挙げられた。  

少 年 の 多く は 家 族 が 引 受 先と な る が 、「 受 け 皿」 に 関 し て は 、 そも

そも「引受意思が固まらない（保護者も疲弊・困っている）」状況（ 1 2

コ ード ）、 保 護 者 の 子 ども に 対 す る 「 障 害理 解 の 困 難 さ 」（ 6 コ ー ド ）

があり、家族のもとへの帰住を優先するかの判断や特別調整に繋げに

くい状況が各 1 コ ー ド 回 答 された。その他、更生保護施設や自立準備

ホ ー ムの 場 合 に は 「 障 害が 重 度 の 場 合 」（ 3 コ ー ド） や 「 未 成年 の 施

設受入れが 難 し い」（ 4 コード）こと、「福祉施設への体験入所の調整

が難しい」（ 1 コ ー ド ） こ と が回答された。  

関 係 機 関の う ち と く に 「 福祉 と 繋 が っ て い ない 」（ 1 コ ー ド ） も生

活環境調整 に 影 響 し て い る ほか、成人対象者も受け持つことから保護

観 察 官自 身 が 「 少 年 一 人に 対 し て か け ら れる 時 間 の 少 な さ 」（ 1 コ ー

ド）も改善 す べ き こ と と し て挙げられた。  

 

３．２  対象者の困難 ・ニーズ  

本 調 査 で は 回 答 者 が こ れ ま で に 担 当 し た 事 例 を 中 心 に 回 答 い た だ

いたため、実際には、より多様かつ困難度が高いと関係者が捉える困

難 ・ ニ ー ズ も 推 測 さ れ る 。 回 答 で は エ ピ ソ ー ド に も と づ く 本 人 の 困

難・ニーズや支援者の困難さが挙げられ たが、それら 408 コードをカ

テゴリー分類し、「生活面」「対人面」「周囲 の理解」「認知・理解・学

力」「修学・就労」「 支 援 体 制」「その他 」とした（表１１ -８）。  
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表 １１ -８  困難 ・ニーズのカテゴリーとコード数  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ ｎ = 4 0 8）  

生 活 面  1 1 3  

対 人 面  1 0 4  

周 囲 の 理 解  6 0  

認 知 ・ 理 解 、 学 力  5 2  

そ の 他 （ 家 庭 環 境 ・ 家 族 関

係 の 困 難 さ 他 ）  
3 2  

復 学 ・ 進 学 ・ 就 労  3 0  

支 援 体 制  1 7  

 

（１）生活面の困難 ・ニーズ  

 生活面に お け る 困 難 で は、給与などをあるだけ使ってしまうことや、

金 品 を 媒 介 と し て 他 者 と の 関 係 を 持 と う と す る こ と な ど か ら 起 こ る

「金銭管理 等 の 金 銭 問 題」が自立生活をめざすうえでの大きな困難と

して回答された（ 1 5 コード）。とくに 更生保護施設や 自立準備ホーム

などの集団 生 活 で は、「 基 本 的生活スキルの未 習得」（ 14 コード）、「無

断外泊・外出」（ 8 コード）、「集団生活でのルールが守れない」（ 6 コ

ード） こと に より 職員が 対応に 追わ れてい ること が挙 げられ た （表 １

１ -９）。  

「不安が 強い」（ 6 コード）、「劣等感の強さや自信のなさ」（ 7 コー

ド）も就 労 等 へ の 困 難 な 要 因となっている。また多様 な「不安・緊張・

抑うつ・ス ト レ ス」等 か ら、不定愁訴と 見られがち な「 身体症状（頭

痛 ・吐 き 気 ・ 腹 痛 ・ だる さ ・ 身 体 痛 等 ）」（ 8 コ ー ド ）、 イ ライ ラ し て

眠 れ ない な ど の 「 睡 眠 困難 」（ 2 コ ー ド ） を訴 え る 少 年 も お り、 疲 れ

を取るため に 1 日 3 回 の 入 浴を求める少年の様子が更生保護施設職員

から挙げら れ た 。多 様 な不安・緊張・抑うつ・ストレス 等からくる身

体不調の訴 え に 対 し て 、そ のような理解ではなく「注目してもらえる」

「 し んど い こ と を ア ピ ール し た い 」 と 捉 え 、「 実 際に 痛 い の かは 分 か

らない」と い う 回 答 も 挙 げ られた。  

「生活に 対 す る 動 機 付 け 」の困難さ（ 4 コード）に関連 することと

し て 、更 生 保 護 施 設 職 員等 か ら は 「 見 通 しが う ま く も て な い 」（ 3 コ

ード）ことで目の前のことしか考えらない・自分のやりたいことを優

先してしま う こ と、そ の た めに嘘や言い訳をしてしまうことなどが回
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答された。本人は意欲そのものはあるものの、実際の行動との間に大

きなズレを 感 じ て い る 回 答 も挙げられた。  

 

表 １１ -９  「生活面 」の困難 ・ニーズ  （コード数 ）  

回 答 内 容  

全 体 コ ー

ド 数

（ n = 1 1 3）  

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護

司  

更 生 保 護

施 設 等  

分 別

不 可  

そ の

他  

金 銭 管 理 等 の 金 銭 問

題  

1 5  3  1  8  3  0  

基 本 的 な 生 活 ス キ ル

が 習 得 で き て い な い  

1 4  4  3  7  0  0  

無 断 外 出 ・ 外 泊  8  0  2  6  0  0  

身 体 症 状 （ 頭 痛 、 腹

痛 、 だ る さ 、 吐 き 気

な ど ）  

8  1  0  5  2  0  

劣 等 感 が 強 い 、 自 信

が な い  

7  0  3  2  1  1  

集 団 生 活 で の ル ー ル

が 守 れ な い  

6  1  0  5  0  0  

不 安 が 強 い  6  2  1  1  2  0  

多 動 ・ 衝 動 性 が 高 い  6  2  2  1  1  0  

感 覚 過 敏 ・ 低 反 応 等

に よ る 困 難 さ が あ る  

5  1  0  3  0  1  

不 安 等 を 不 適 切 な 方

法 で 表 現 す る  

4  3  0  1  0  0  

生 活 に 対 す る 動 機 付

け が 困 難  

4  1  0  3  0  0  

適 切 な 行 動 に 結 び つ

か な い  

3  1  1  1  0  0  

見 通 し が も て な い  3  0  0  3  0  0  

不 適 切 な 行 動 が あ る

（ 窃 盗 、タ ト ゥ な ど ） 

3  0  0  2  1  0  

規 範 意 識 が 低 い  3  0  2  1  0  0  

こ だ わ り が 強 い  2  0  0  2  0  0  

ネ ッ ト ・ ゲ ー ム へ の

依 存  

2  1  0  1  0  0  

手 帳 未 取 得  2  0  1  0  1  0  

身 体 の 不 器 用 さ  2  0  0  2  0  0  

睡 眠 困 難  2  1  0  0  1  0  

本 人 が 障 害 の せ い に

し て い る  

2  0  1  1  0  0  

好 き 嫌 い が 多 い  1  0  0  1  0  0  

自 己 肯 定 感 の 低 さ  1  0  1  0  0  0  

不 安 ・ ス ト レ ス に 対

す る 不 適 切 な 方 法  

1  0  1  0  0  0  

と に か く 話 を 聞 い て

ほ し く て 話 し か け て

く る  

1  0  0  1  0  0  

現 実 と の ギ ャ ッ プ が 1  0  0  1  0  0  
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大 き い  

幻 聴 等 が み ら れ る  1  0  0  0  1  0  

 

（２）対人面の困難 ・ニーズ  

とても困 っ て いるが適切に「助けを求められない」（ 13 コード）こ

とにより「 暴 言 」「防 衛 的 行 動」に至り、「 対人トラブル」（ 12 コード）

に繋がって い る こ と 等 が回答された。「コミュニケーションの苦手さ」

（ 1 8 コード）、職員の言うことを聞かなくなる、保護司の反応を試す

といった「 お 試 し 行 動」（ 4 コード）の背景には「大人への不信感」（ 7

コード）が関わっている こ と が 考 え ら れ 、そ の こ と は「 防 衛 的 反 応 ・

他罰的行動」（ 10 コ ー ド ）にも繋がっている が、そうした 対人トラブ

ルは就労 の 継 続 困 難 と い う 問題も引き起こしている（表 １１ - 10）。  

と く に 更生 保 護 施 設 職 員 から 、「 怒 り の 沸 点 が低 い 」 た め に 大 した

内容ではな い こ と で キ レ て しまう様子が挙げられた。更生保護施設職

員の回答から「入所する他の少年のほとんどが課題を抱えており支援

が必要だが、彼らが対象となる少年を『障害児』とからかうことなど

でトラブル が 発 生 し て い る 」状況も説明され、支援の必要性が高いこ

とが推察さ れ た 。  

 対人関係 の 困 難 に は「 愛 着関係の困難さ」（ 10 コード）を有してい

る少年への 対 応 の 難 し さ も 回答されている。彼らの多くが保護者や家

族と不仲で あ り、家庭が安心できる場ではないことで「安心できる 居

場所」を 求 め て い る こ と が 回答された （ n= 104 コード）。  

 

表 １１ -１０  「対人面 」の困難 ・ニーズ  （コード数 ）  

回 答 内 容  

全 体 コ ー

ド 数

（ n = 1 0 4）  

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護

司  

更 生 保

護 施 設

等  

分 別 不

可  

そ の

他  

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が

う ま く と れ な い  

1 8  3  4  4  7  0  

困 っ て い る 事 を 伝 え ら

れ な い （ 言 語 化 で き な

い ）、助 け を 求 め ら れ な

い  

1 3  5  2  1  5  0  

対 人 関 係 ト ラ ブ ル  1 2  5  2  3  2  0  
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愛 着 関 係 の 困 難 さ  1 0  2  1  6  1  0  

防 衛 的 反 応 ・ 他 罰 的  1 0  2  3  5  0  0  

大 人 へ の 不 信 感  7  1  1  4  1  0  

暴 言 ・ 暴 力  7  3  2  0  2  0  

異 性 へ の 不 適 切 な 行 動  5  2  0  2  1  0  

お 試 し 行 動  4  1  1  1  1  0  

相 手 の 話 を 聞 け な い 、一

方 的 に 話 す  

4  1  1  2  0  0  

居 場 所 が な い 、居 場 所 を

求 め て い る  

4  0  1  1  2  0  

都 合 が 悪 い と 嘘 を つ く  3  0  1  2  0  0  

本 人 と の 関 係 性 を 構 築

す る の に 時 間 が か か る  

2  1  0  0  1  0  

家 族 と の 面 会 希 望  1  0  0  1  0  0  

他 者 へ の 依 存  1  0  1  0  0  0  

予 想 外 の 行 動 を す る  1  0  1  0  0  0  

感 情 の コ ン ト ロ ー ル が

難 し い  

1  0  0  1  0  0  

精 神 的 な 幼 さ  1  0  0  0  1  0  

 

（３）「周囲の理解 」に関する困難 ・ニーズ  

 発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難 を有する 非行少年においては 、障

害特性に起 因 す る 問 題 だ け でなく、それまでの 劣悪な家庭・生活 環境

や周囲の無 理 解 に よ る 二 次 的 障害（自律神経失調症・心身症、抑うつ・

自殺、不登校・ひきこもり・中途退学な どの心身の発達困難、いじめ・

暴力・被虐待、触法・非行などの多様な不適応）を有していることが

多い。  

回答から は 、とくに「 保 護者の受止めや障害理解の困難さ」（ 17 コ

ード）から、適切な支援機関 などへ 繋げにくいことや本人との関係が

うまく修復 さ れ て い な い こ とが回答された（表 １１ -１１）。次いで、「保

護者以外の 関 係 者 の 無 理 解・誤解等による困難さ」（ 14 コード）も挙

げ ら れ た 。 そ こ に は 、「 少 年 か ら 困 っ て い る こ と を 話 し て く れ な い 」

「切迫感が 感 じ ら れ な い」「 何を考えているか分からない」「困ってい

ない」と話すなど、本人の困難を周囲が気付きにくい状況が関係して

いる。  

 保 護 者 自 身 の こ だ わ り の 強 さ や 行 動 特 性 か ら 少 年 本 人 と 折 り 合 え

ず、また保護観察官や保護司が少年の特性や課題について保護者への

説明におい て 苦 慮 し て い る 回答が挙げられた。更生保護施設・自立準
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備 ホ ーム の 職 員 か ら は 、本 人 の 特 性 を 理 解す る 一 方 で 、「 他 の利 用 者

への影響・ 配 慮 か ら 個 別 の 対応が難しいこと 」が回答された（ 3 コー

ド）。  

 また「障害を有する人は、本来は『失敗が許される環境』において

成長してい く べ き な の に、障害を有する保護観察中の少年は失敗が許

されない。そのため、どうしても失敗させないように職員は対応する」

ことや、「少年院にいる間に考えたことや発言は嘘ではないはずだが、

出た後に本 人 が 立 て た 目 標 が高すぎて、一つの小さな失敗で崩れてし

ま う 。少 年 た ち も 更 生 を急 い で し ま う 。 急い で 解 決 を 求 め てし ま う 」

ことが挙げ ら れ た 。  

 少年の理 解 に 関 す る 困 難・ニーズに関連して、保護観察官や保護司

が少年の困 難 さ を 把 握 す る ことがそもそも困難 である状況のほか、更

生保護施設 等 職 員 に お い て も少年との関係構築がうまくできずに、本

人 自 身 に 関 す る こ と や 本 人 が 困 っ て い る こ と に 関 す る 情 報 を 得 る こ

と 自 体が 難 し く 、「 日 常 で困 っ て い る こ と やト ラ ブ ル を 周 囲 が把 握 で

きない」ことも 7 コ ー ド 回 答された。  

 

表 １１ -１１  「周囲の理解 」に関する困難 ・ニーズ  （コード数 ）  

回 答 内 容  

全 体 コ ー

ド 数

（ n = 6 0）  

内 訳  

保 護 観

察 官  

保 護

司  

更 生 保 護

施 設 等  

分 別

不 可  

そ の

他  

保 護 者 の 受 止 め・理 解 の

困 難  

1 7  5  5  2  5  0  

保 護 者 以 外 の 無 理 解・誤

解 等 に よ る 困 難 さ  

1 4  6  3  1  2  2  

家 庭 自 体 が 困 難 な 状 況

に あ る  

9  2  3  2  2  0  

本 人 は 困 っ て い な い（ 困

っ て い な い と 言 う ）  

7  2  2  2  1  0  

日 常 で 困 っ て い る こ と

や ト ラ ブ ル を 周 囲 が 把

握 で き な い  

7  2  0  3  2  0  

施 設 内 で の 個 別 対 応 が

難 し い  

3  1  0  2  0  0  

失 敗 が 許 さ れ な い 環 境

に お か れ て い る  

2  1  0  0  1  0  

障 害 特 性 な の か ど う か

の 判 断 が 難 し い  

1  0  1  0  0  0  
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（４）認知 ・理解、学力の困難 ・ニーズ  

 「障害 者 と し て 扱 わ れ た くない」といった「障害の理解・受容がで

きていない 状 況」（ 8 コード）、「自己理解の困難さ」（ 7 コード）など、

少年本人が 自 身 の 発 達 の 課 題・困難に気付 けていないため に支援を受

け入れられ な い 状 況 が 回 答 された。また自分が安心できる環境を強く

求める「自分ルール」が強いため、保護司の助言や促しの効果が見ら

れず、保護司が苦慮していることが回答された。さらに「客観的にみ

ること」 2 コードや「判断能力が低い」 2 コードことで集団生活にお

いてトラブ ル に な っ て い る こと、保護観察や遵守事項そのものへの理

解が不十分な ケ ー ス が 回 答 されており、丁寧な説明や対応が求められ

ていた。  

多 く の 少年 が 将 来 の 夢 や 希望 を 持 て ず 、「 将 来 の こ とを 具 体 的 に考

え ら れな い 」（ 6 コ ー ド ）こ と も 確 認 さ れ た。 そ の 背 景 に は 日常 生 活

スキルと一 般 常 識 の 未 習 得 や被虐待による影響のほか、見通しや具体

的な目標設 定 の 段 階 で 、そ もそもの目標が「お金をためて更生保護施

設等を出ること」のみにとどまっていることで、施設を出た段階で目

標達成とな っ て し ま い、翌 日から仕事に行かなくなる状況も挙げられ

た。  

「学力や 理 解 力 の 低 さ 」も 7 コード回答された。学校での授業に参

加してこな か っ た こ と に よ る学習空白（ 2 コード）等が影響している

こ と は予 想 さ れ る が 、「 職 員 や 保護 司 が 内 容を 噛 み 砕 い て 説 明を し て

も 理 解が 難 し く 説 明 に 時間 が か か る 」「 分 かっ た ふ り を し て しま う 」

等の困難が 挙 げ ら れ た 。  

 

表 １１ -１２  「認知 ・理解 、学力 」のカテゴリーとコード数  

回 答 内 容  
全 体 コ ー

ド（ n = 5 2） 

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護

司  

更 生 保

護 施 設

等  

分 別

不 可  

そ の

他  

自 己 ル ー ル や 思 い 込

み で 動 く  

1 0  2  5  2  1  0  
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障 害 の 理 解・受 容 が で

き て い な い  

8  3  2  3  0  0  

学 力 の 低 さ 、理 解 力 の

低 さ  

7  1  2  2  1  1  

自 己 理 解 の 困 難 さ  7  4  2  0  1  0  

将 来 の こ と を 具 体 的

に 考 え ら れ な い  

6  1  2  1  2  0  

誤 学 習  3  1  1  1  0  0  

判 断 能 力 が 低 い  2  0  1  1  0  0  

面 接 時 間 や 約 束 し た

こ と を 覚 え ら れ な

い ・ 間 違 え る  

2  0  1  1  0  0  

学 習 空 白（ 授 業 欠 席 の

た め に 学 ん で い な い ） 

2  0  1  1  0  0  

周 囲 の 視 線 を 気 に し

な い（ 客 観 的 に 見 る こ

と が 困 難 ）  

2  0  0  2  0  0  

遵 守 事 項 の 理 解 困 難  2  1  0  0  1  0  

職 員 の 話 を 理 解 で き

な い  

1  1  0  0  0  0  

 

（５）修学 ・就労の困難 ・ニーズ  

 復学・進学等の 支 援 は ケ ースとして 少なく 、ほとんどが 就労を目標

とした事例 で あ っ た 。就 労 に関しては年齢・学歴、本人の特性の問題

だけでなく、非行経験・保護観察中であることを理由に就労先から断

られるケー スも 含 め た 「就 職困難」 が 9 コード回答された。  

協 力 雇 用 主 や ハ ロ ー ワ ー ク 等 を 活 用 し て の 就 労 な ど も 支 援 さ れ て

いるが、就職後、「 職 場 で の 対人関係トラブル」、面接時と実際の作業

能力のギャ ッ プ 、な か に は 本人の「 感覚過敏 」などの発達特性 により

職場が限 定 さ れ て しまうことや、睡眠困難・起立性調節障害等で 朝起

きられな い こ と な ど を 要 因 とした「 就労の継続が困難」であることが

19 コ ー ド 回 答 さ れ た 。 就 労の 継 続 困 難 は 、 とく に 自 立 が 求 め られ る

更生保護施 設 等 に お い て 困 難として挙げられる割合が高い。  

 就労が困 難 で あ る 背 景 に は、規則正しい生活が難しい、決められた

時間に起き ら れ な い 、履 歴 書が書けない、対人関係の困難さを本人が

感 じ て い る こ と か ら 就 職 や 修 学 に 消 極 的 で あ る こ と も 要 因 と し て 回

答された。  
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表 １１ -１３  修学 ・就労の困難 ・ニーズ  （コード数 ）  

回 答 内 容  
全 体 コ ー ド

（ n = 3 0）  

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護

司  

更 生

保 護

施 設

等  

分 別

不 可  

そ の

他  

就 労 継 続 の 困 難  1 9  5  5  7  2  0  

就 職 困 難  9  3  1  4  1  0  

学 習 障 害 の 傾 向  1  0  0  0  1  0  

学 校 へ の 不 適 応  1  0  1  0  0  0  

 

（６）支援体制の困難 ・ニーズ  

 「支援体 制 ・ 調 整 の 困 難 」が 1 6 コード回答されたが、保護観察官

からの回答 が 多 か っ た（ 10 コード）。具体的には、他機関との方向性

や本人との や り と り の 難 し さ、学校や就職先の確保と調整、支援体制

の構築先にも「教育・障害・発達」に 関する基盤ができていない現状

が挙げられ て い る。ま た 、保護観察官と連携を図りながら対応方法を

検討してい る も の の 、発 達 上の課題・困難を有している少年に対して

ど の よ う に 対 応 す べ き か が 分 か ら ず に 困 っ て い る 保 護 司 の 声 が 挙 げ

られた。  

また更生 保 護 施 設 で は、これまでの更生保護施設の支援の範囲を超

えた専門性 ・ 支 援 が 必 要 と されていることで対応に苦慮している。  

 

表 １１ -１４  支援体制の困難 ・ニーズ  

回 答 内 容  
全 体 コ ー

ド（ n = 1 7） 

内 訳  

保 護

観 察

官  

保 護

司  

更 生 保

護 施 設

等  

分 別 不

可  

そ の

他  

支 援 体 制 ・ 調 整 の 困

難  

1 6  1 0  2  1  3  0  

枠 が な い と 動 け な

い ・ 施 設 処 遇 の 課 題  

1  0  0  1  0  0  

 

（７）その他の困難 ・ニーズ  

 そ の他 の 困 難 と し て カテ ゴ リ ー 分 類 し た内 容 か ら 、「 家 庭 環境 ・ 家

族関係の困 難 さ 」 が 20 コ ード挙げられた。具体的には、帰住先であ
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る家族・保護者との関係性の悪さ、保護者が疲弊してしまい少年との

関わりに消極的、家庭が安心できる居場所ではないために少年が家か

ら出てしま い 保 護 司 の 支 援 や状況把握が難しいことが回答された。    

地 域 に戻 る こ と で 「 悪 い交 友 関 係 に 流 さ れて し ま う 」（ 3 コ ード ）、

「 薬 物依 存 等 の 影 響 に よる 困 難 」 も 回 答 され た （ 1 コ ー ド ）。 ま た 、

矯正施設入 所 歴 が あ る こ と を本人・保護者が隠したい意思を示してい

ることによ る 支 援・介 入 の 困難も 2 コード挙げられた（ n= 3 2 コード）。  

 

表 １１ -１５  その他の困難 ・ニーズ  

回 答 内 容  
全 体 コ ー

ド（ n = 3 2） 

内 訳  

保 護 観

察 官  

保 護

司  

更 生 保 護

施 設 等  

分 別 不

可  

そ の

他  

家 庭 環 境 ・ 家 族 関 係 の 困

難 さ  

2 0  7  5  4  4  0  

悪 い 交 友 関 係 に 流 さ れ て

し ま う  

3  0  1  0  2  0  

矯 正 施 設 入 所 歴 を 隠 し た

い  

2  1  0  1  0  0  

障 害 告 知 が さ れ て い な い  2  0  1  0  1  0  

困 難 度 が 高 い 場 合 は 入 所

自 体 が 難 し い  

1  0  0  1  0  0  

障 害 の 有 無 に よ る 差 は 無

い （ 取 り 立 て て 大 変 で は

な い ）  

1  1  0  0  0  0  

薬 物 依 存 等 の 影 響 に よ る

困 難  

1  0  0  0  1  0  

修 学 の ケ ー ス は 無 か っ た  1  1  0  0  0  0  

特 別 支 援 学 校 在 籍 等 の ケ

ー ス は 無 い  

1  1  0  0  0  0  

 

３．３  支援内容  

本人の困難・ニーズに対する支援では保護観察所・保護司を中心に

丁寧な関わ り が 行 わ れ て い る。支援内容として 1 79 コード が挙げられ、

「、「本人への支援」9 5 コード、「対応の視点」63 コード、「システム」

21 コー ド 、「支 援 課 題 」 8 コードの カテゴリーに分類できた。支援内

容に関して は 発 達 障 害 等 の 特性に対応するというより、目の前にいる

少年の困 難 ・ニ ー ズ に 丁 寧 に対応している様子が回答された。  
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表 １１ -１６  支援内容カテゴリー  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数

（ n = 1 7 9）  

本 人 へ の 支 援  9 5  

対 応 の 視 点  6 3  

シ ス テ ム  2 1  

 

（１）本人への支援  

「 本 人 の支 援 」 で は 「 本 人の 話 を ま ず は 丁 寧に 聴 く 」（ 15 コ ー ド）

こ と が 最 も 多 い 支 援 と し て 回 答 さ れ た （表 １１ -１７）。 と く に 保 護 司 に

よる支援と し て 多 く 回 答 さ れており、保護観察官と保護司が役割分担

をしながら、 本 人 の 不 安 や ス ト レ ス を 聞 い て い る こ と が 挙 げ ら れ た 。 

少 年 本 人の 話 を 聴 く こ と では 「 困 っ て い る こと を 本 人 に 確 認 する 」

ことが行わ れ て い る（ 3 コード）。「時間はかかるしスムーズにはいか

ないが、たくさん話を聞いているなかで、本人がたくさん話すことで、

本人が自分 自 身 に つ い て 整 理・自己理解できる」状況や、そのような

やりとりを 通 し て 、本 人 か ら「 S OS」の連絡が来るようになった事例

が報告され た 。  

 対象者の 理 解 力 等 に 応 じ て具体的に 一つひとつ 教えていくこと、ま

た理解でき て い る か の 確 認 も行われている。保護観察後の生活を考え、

「金銭の把握・管理を本人とともに行う」（ 5 コード）などのほか、「 タ

イ ミ ン グ を み て 障 害 者 手 帳 の 取 得 や 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 勧

めている」（ 5 コ ー ド ） な ど の ケースもある。  

福祉サー ビ ス や 障 害 者手帳取得、障害 の理解・受容は 、強制できる

も の では な い た め 、 ま ずは 本 人 と の 信 頼 関係 を 築 き な が ら 、「 タ イ ム

スケジュー ル や 日 記 」等 の記録を通して 、本人が自身の特性や状況を

振り返るこ と が で き る よ う な機会の提供が行われていた。さらに、少

年 の 特性 や 困 難 を 把 握 しな が ら 、「 本 人 の 視点 を 変 え る よ う に話 を す

る」ような 働 き か け が 行 わ れている（ 4 コード）。  
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表 １１ -１７  本人への支援  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 9 5  ） 

本 人 の 話 を ま ず は 丁 寧 に 聴 く  1 5  

具 体 的 に 一 つ ひ と つ 教 え て い く 、 確 認 す る  6  

分 か り や す く 噛 み 砕 い て 説 明 す る 、 質 問 す る  6  

金 銭 の 把 握 ・ 管 理 を 本 人 と と も に 行 う  5  

タ イ ミ ン グ を み て 特 性 や 手 帳 取 得 を 勧 め る  5  

本 人 の 視 点 を 変 え る よ う に 話 を す る  4  

本 人 の 趣 味 や 希 望 を き っ か け に す る  4  

振 り 返 る 機 会 、 考 え る 機 会 を 与 え る  4  

タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル や 日 記 等 で 可 視 化 さ せ る よ う

に し た  

4  

ル ー ル の 範 囲 内 で 本 人 の 希 望 を 認 め る  4  

自 立 ・ 生 活 能 力 を 高 め る こ と を 意 識 す る  3  

困 っ て い る こ と を 本 人 に 確 認 す る  3  

本 人 が 選 択 ・ 決 定 で き る よ う に す る  3  

職 員 間 の 情 報 共 有  3  

施 設 側 で お 金 の 管 理 を す る  2  

礼 儀 を 教 え る  2  

具 体 的 な 課 題 を 伝 え る  2  

目 標 を 持 た せ る よ う に す る  2  

事 前 情 報 と 面 接 に 応 じ て 対 応 内 容 を 検 討 す る  2  

あ る 程 度 責 任 感 を も た せ る よ う に す る  2  

同 年 代 同 士 の 関 わ り の 機 会 を 与 え る  2  

段 取 り を 決 め て 話 を す る  2  

学 習 支 援 ・ 基 礎 学 力 の 定 着  2  

福 祉 サ ー ビ ス の 具 体 的 な 方 法 を 伝 え る  1  

「 手 助 け を す る 」 こ と を 分 か り や す く 伝 え る  1  

来 訪 時 に 本 人 が 不 便 の 無 い よ う に す る  1  

苦 手 意 識 が 強 い 内 容 に 逐 一 触 れ な い よ う に す る  1  

繰 り 返 し 説 明 す る  1  

自 己 肯 定 感 が あ が る よ う な 働 き か け を す る  1  

ま ず は 信 頼 関 係 を つ く る  1  

居 場 所 作 り  1  

 

（２）対応の視点  

「対応の視点」のカテゴリーとして、職員が対象者と関わるなかで

最も重要と さ れ て い た こ と が、「障害者としてみない」「 一人の人とし

てみる」「特別扱い しない」 とい うこ と であった（表 １１ - 18）。環境を

整え、本人が安心して失敗できる環境を設定し、多様な経験をさせる

ことが回答 と し て 挙 げ ら れ た。そのためには「受容的な関係で関わる」

5 コード、「得意なこと・良いところに着目して支援につなげる 」6 コ

ードことが 行 わ れ て お り 、そのうえで「本人自身が困っていることを

自覚できる よ う に 配 慮 」 2 コードがな されていた。  
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また「生活環境を整える」ことについて、例えば保護観察官・保護

司からは基 本 的 な 生 活 リ ズ ム「衣食住」を安定させることの重要性が

挙げられ、更生保護施設・自立準備ホームでは「設備を整えることで

本人のモチ ベ ー シ ョ ン を 上 げることが大切。アクセスのしやすい場所

にホームを 建 て る。彼 ら は これまでに傷ついているので、惨めな気持

ちを軽減させ、極力『普通の生活』をさせるように配慮している」こ

とも回答さ れ た 。  

 

表 １１ -１８  対応の視点  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 6 3）  

障 害 者 で は な く 一 人 の 人 と し て み る 、特 別 扱 い し な い  7  

得 意 な こ と 、 良 い と こ ろ 着 目 し て 支 援 に つ な げ る  6  

職 員 の 価 値 観 を お し つ け な い  5  

家 庭 的 な 雰 囲 気 で 迎 え る  5  

生 活 環 境 を 整 え る  5  

受 容 的 な 関 係 で 関 わ る  5  

い ろ い ろ な 経 験 を さ せ る  5  

保 護 観 察 官 と 保 護 司 で 役 割 分 担  3  

や り 直 し が で き る 場 所 と な る よ う に 心 掛 け る  3  

行 動 を 見 て 困 難 ・ ニ ー ズ を 把 握 す る よ う に す る  3  

失 敗 も 受 止 め 、 諦 め ず に 関 わ る  3  

本 人 の 特 性 な ど を 周 囲 に 伝 え る  3  

食 事 の 様 子 か ら 状 態 を 探 る  2  

困 っ て い る こ と を 自 覚 さ せ る よ う 意 識 し た  2  

上 か ら 目 線 に な ら な い よ う に 意 識 し て 話 を す る  2  

問 題 を 未 然 に 防 ぐ  1  

情 報 の 制 限 を か け る （ 部 屋 に テ レ ビ を 置 か な い な ど ） 1  

毎 回 新 た な 気 持 ち で 面 接 に 臨 む  1  

教 育 と い う 視 点 で 関 わ る  1  

 

（３）システム  

いくつか の 保 護 観 察 所 等 では支援者を 二人体制にして、保護司 が本

人、保護観察官 が 保 護 者 を 中心にサポート する等、ニーズに応じた 手

厚い支援体 制 を め ざ し て い た。また、担当保護観察官や保護司 だけで

問題を抱 え 込 ま ず、他機関にも繋げ て相談できるようなシステム構築

をめざしてい る こ と も 回 答 されている。  
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表 １１ -１９  システム  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 2 1）  

段 階 的 に 自 立 さ せ て い く  4  

保 護 司 を 二 人 体 制 に す る  3  

福 祉 支 援 に つ な げ る  3  

面 談 に 保 護 司 に も 同 席 し て も ら う  2  

保 護 者 へ の 調 整 す る  2  

抱 え こ ま ず 他 機 関 に も 繋 げ る  2  

（ 施 設 内 ） 担 当 職 員 を 複 数 体 制 に す る  1  

観 察 官 と 密 に 連 携 を 図 る  1  

S S T 等 プ ロ グ ラ ム の 実 施  1  

他 の 支 援 機 関 に つ な げ て い く  1  

ハ ロ ー ワ ー ク 等 へ の 同 行 支 援  1  

 

支援によ る 保 護 観 察 対 象 者の変化や成長・発達の様子も回答された。

例 え ば「 仕 事 な ど で 認 めて も ら え た こ と が本 人 の 自 信 に つ なが っ た 」

（ 7 コード）、「大人との信頼関係が構築された」（ 6 コード）、「就労に

意 欲的 で あ る 」（ 4 コ ード ）、「 本 人 な り にな ん と か し た い と思 っ て い

る」（ 2 コード）、「言われたことはやろうとしている」（ 2 コード）、「顔

つきの変化」（ 1 コ ー ド ） な どが挙げられた。  

また、障害の有無ではなく、「根は優しい」（ 2 コード）、「真面目に

頑 張 って い る 」（ 1 コ ー ド） と い っ た 少 年 本来 の 姿 に 着 目 し てい る 様

子 も 回答 さ れ た 。 上 記 の回 答 内 容 は 、 調 査者 と の や り と り のな か で 、

困難ばかり に 目 が 向 き が ち だった回答者が、新たな観点で少年を捉え

直したこと で 挙 げ ら れ た も のも多い。  

 

３．４  専門性の確保  

職員の発 達 障 害 や 発 達 支 援に関する専門性の確保に関しては 24 コ

ードが挙 げ ら れ 、6 つ の カ テゴリーに分類された（表１１ -２０）。保護観

察 所 主 催 の 研 修 で は 必 ず し も 発 達 障 害 等 が テ ー マ と な る わ け で は な

く、広く保護司活動等に 関 わる研修が主とな っている。発達障害等の

発達上の課題・困難に苦慮していた保護観察所では、発達障害の専門

家を講師に よ び 、 研 修 が 行 われていた。  

自 主 研 修 や 専 門 性 の 確 保 に つ い て は 研 修 機 会 や 理 解 度 に 個 人 差 が

大きく、日々の実践の中で 同僚職員や福祉職員に相談しながら経験を
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積んでいる こ と が 回 答 さ れ た。とくに保護司に 対する発達障害関係も

含む専門性 研 修 に 関 し て は 認識・理解に差が大きく、統一して研修を

行うことの 難 し さ も 回 答 さ れている。  

 

表 １１ -２０   専門性の確保   （コード数 ）  

観 察 所 開 催 の 研 修 へ の 参 加  7  

日 々 の 支 援 の 中 で 職 員 間 で 学 ぶ  7  

専 門 家 に よ る 研 修 （ 施 設 ・ 庁 舎 内 ）  3  

そ こ ま で 手 が 回 ら な い ・ 研 修 は 特 に し て い な い  3  

自 主 研 修 ・ 自 主 学 習  3  

障 害 ・ 医 療 ・ 福 祉 関 係 施 設 の 見 学  1  

 

３．５  機関連携  

 関係 機 関 連 携 に 関 する 質 問 で は 、「 連 携先 」（ 8 8 コ ー ド ）、「 連 携 内

容」（ 39 コード）、「困難・課題」（ 8 コード）が回答された。  

 

（１）連携先  

連携先と し て 市 役 所（ 福 祉課、支援課、ケースワーカー）や就労支

援関係が最 も 多 く 、次 い で 相談支援 事業所や医療機関、少年院・少年

鑑別所が回 答 さ れ た 。  

表 １１ -２１  連携先  

市 役 所 ・ 区 役 所 （ 福 祉 課 、 支 援 課 、 ケ ー ス ワ ー カ ー な ど ）  1 2  

就 労 支 援 セ ン タ ー 、 ハ ロ ー ワ ー ク 、 協 力 雇 用 主  1 2  

作 業 所 ・ 相 談 支 援 事 業 所 ・ 就 労 移 行 支 援 事 業 所  8  

医 療 機 関  8  

少 年 院 ・ 少 年 鑑 別 所  7  

保 健 所  5  

小 ・ 中 ・ 高 校 ・ 教 育 委 員 会  5  

精 神 保 健 等 の 支 援 セ ン タ ー  4  

地 域 生 活 定 着 支 援 セ ン タ ー  4  

障 害 者 施 設  4  

特 別 支 援 学 校  3  

子 ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー  2  

不 動 産 関 係 者  2  

児 童 相 談 所  2  

当 事 者 支 援 団 体 （ ダ ル ク 、 セ カ ン ド チ ャ ン ス な ど ）  2  
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更 生 保 護 女 性 会  2  

保 護 者  2  

被 害 者 支 援 団 体  1  

弁 護 士  1  

刑 務 所  1  

青 少 年 活 動 セ ン タ ー  1  

 

（２）連携内容  

連携内容 で は ケ ー ス 会 議 の開催・参加が最も多く行われていた。ま

た、保護司（更生保護施設職員）と保護観察官が密に連携をとること

で、より 対 象 者 へ の 適 切 な 支援の見直しが行われている。  

学校との 連 携 で は、例 え ば特別支援学校在籍生徒について教師・市

役所や区役 所 の 職 員・弁 護 士での連携会議開催や、中学校等との連携

として日 頃 か ら の 定 期 的 な 連絡協議会に参加することで 、地域の子ど

も達・非行少年の状況を把握することの重要性が回答されている。ま

た数は多く な い が、連 携 会 議においては本人も参加することで本人へ

の動機付け を 行 い 、 改 善 に 向かっていく事例も挙げられている。  

 

表 １１ -２２  連携内容  

 

（３）連携における困難 ・ニーズ  

ケースに 応 じ て 必 要 な 機 関との連携が図られているものの、実際に

は機関連携 が 難 し く 、担 当 者間の信頼関係のもと に進められている現

状も明らか に な っ た 。そ の ため機関同士として支援システムを構築す

ることが難しく、担当者が 替わって しまった際に連携が困難となる可

能性が挙げ ら れ た 。  

保 護 観 察 関 係 者 が 求 め る 支 援 の イ メ ー ジ と 関 係 機 関 と の 実 際 が 異

なる場合と し て 、例 え ば 就 労支援の「障害者雇用枠」の利用と本人へ

の説明・促 し に お い て ズ レ が生じていることが挙げられた。  

ケ ー ス 会 議 の 開 催 ・ 参 加  1 7  

保 護 司 （ 更 生 保 護 施 設 ） と 観 察 官 の 連 携 を 密 に 行 っ て い る  1 1  

定 期 的 な 連 絡 協 議 会 の 開 催 ・ 参 加  5  

支 援 ネ ッ ト ワ ー ク に 本 人 も 参 加 す る  4  

ネ ッ ト ワ ー ク ・ チ ー ム を つ く る  1  

保 護 司 間 で の 情 報 共 有 な ど  1  
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また、本人・保 護 者 が 保 護観察 中 あるいは更生保護施設入所中であ

る こ とを 言 い た く な い 場合 、 よ り 一 層 関 係者 と の 連 携 が 難 しく な る 。

職場や学校 な ど と の 連 携 が 困難な状況も報告されている。例えば児童

相談所との 連 携 ケ ー ス が な い、または連携が難しい状況も回答されて

おり、今後 の 支 援 ネ ッ ト ワ ークの見直しと改善が求められている 。  

 

表 １１ -２３  機関連携における困難 ・ニーズ  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 8）  

連 携 が 困 難 、 で き て い な い  4  

児 童 相 談 所 ・ 福 祉 と の 連 携 が 難 し い  2  

機 関 の 連 携 よ り は 、 人 と 人 で 繋 が っ て い る  1  

求 め る 連 携 ・ 支 援 の 共 有 が 困 難  1  

 

３．６  今後の課題  

 発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する少年の社会的自立 に向け

た課題と し て 挙 げ ら れ た 16 4 コード は、「システム 構築 」 5 5 コード、

「対応の 視 点」 4 1 コード、「地域支援体制 」 2 9 コード、「移行支援」

10 コード、「職員体制」9 コード、「本人の自立の課題」5 コード、「施

設における課題」 3 コード、「家庭の協力」 2 コード、「その他」 10 コ

ードに分 類 さ れ た （表 １１ -２４）  

 

表 １１ -２４  今後の課題  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数（ ｎ = 1 6 4） 

シ ス テ ム 構 築  5 5  

対 応 の 視 点  4 1  

地 域 支 援 体 制  2 9  

移 行 支 援  1 0  

そ の 他  1 0  

職 員 体 制  9  

本 人 の 自 立 の 課 題  5  

施 設 に お け る 課 題  3  

家 庭 の 協 力  2  

 

（１）システム構築  

「システ ム構 築 」 5 5 コードでは「機関連携・ネットワークづくり」

（ 1 0 コ ー ド ） が 多 く 回 答 され 、 そ の 際 に 機 関連 携 を 専 任 と す るコ ー
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デ ィ ネー タ ー の 役 割 を 担う 職 員 配 置 の 要 望も 挙 げ ら れ た （ 2 コ ー ド ）

（表 １１ -２５）。次いで更生保護施設・自立準備ホームへの受入れなど、

「 受 入施 設 ・ 受 け 皿 の 拡充 」（ 5 コ ー ド ） が回 答 さ れ た 。 国 の予 算 拡

大による職 員 体 制 の 充 実 も 回答されている。   

関係機関 連 携 が 重 要 で あ ることは周知の事実であるが、現状では担

当者・事例間での繋がりにとどまり、機関規模での連携体制の構築が

求められて い る 。そ の 他 、機関連携・ネットワークに関しては具体的

に 「保 護 司 が 地 域 と 連携 を 図 る 」 こ と 、「『 点 』 で あっ た 支援 を 『 線』

に し てい く 」 た め に は 「医 療 機 関 の 紹 介 ・接 続 」 を 充 実 さ せる こ と 、

司 法 と 福 祉 の よ う に 元 々 の ア プ ロ ー チ が 異 な る 分 野 間 で の 事 例 検

討・協議の実施、学校や臨床心理士との連携を図る必要性が回答され

た。  

保護観察 期 間 中 に は 遵 守 事項が定められ、生活状況・就 労状況が確

認される。前述の ように「本来は『失敗が許される環境』において成

長していく べ き な の に、障 害を有する保護観察中の少年は失敗が許さ

れ な い。 そ の た め 、 ど うし て も 失 敗 さ せ ない よ う に 職 員 は 対応 す る 」

ことから、「安心し て失敗できる環境」（ 4 コード）の設定 が課題とさ

れた。  

また社会 的 自 立 に 向 け て の就労・修学支援に関して、本人の学校で

の挫折感が 強 い の で 困 難 は あるものの、就労自立に一本化させず、時

間をかけて 本 人 の 進 路 希 望 を確認し、「進路を多様化させる」（ 3 コー

ド ） こと や 「 教 育 機 会 の提 供 」（ 2 コ ー ド ）を 検 討 し て い く こと も 回

答された。  

 そ のほ か 「 保 護 者 支 援 」（ 3 コー ド ） が 必要 で あ り 、 指 導 助言 だ け

で な く 、「 保 護者 が 話 を 聴い て も ら え る 場 」を 整 え て い く こ とも 課 題

である。  

 

表 １１ -２５  システム  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 5 5）  

機 関 連 携 ・ ネ ッ ト ワ ー ク づ く り  1 0  

受 入 施 設 ・ 受 け 皿 の 拡 充  5  
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国 の 予 算 拡 大 （ 施 設 ・ 職 員 配 置 等 ）  5  

就 労 支 援 の 充 実  4  

同 機 関 の 継 続 的 支 援 ・ 追 跡 調 査  4  

安 心 し て 失 敗 で き る 環 境  4  

進 路 の 多 様 化 （ 就 労 に 限 定 し な い 等 ）  3  

保 護 者 支 援  3  

多 様 な 観 点 か ら の 生 活 環 境 調 整  3  

関 係 機 関 の コ ー デ ィ ネ ー ト を 担 う 職 員 配 置  2  

寮 併 設 の 職 場  2  

教 育 機 会 の 提 供  2  

機 関 連 携 の た め の 役 割 分 担  1  

保 護 観 察 所 所 有 の 入 所 施 設 設 置  1  

気 軽 に 面 談 で き る 施 設 ・ 場 所 の 確 保  1  

地 域 生 活 定 着 支 援 セ ン タ ー の 充 実  1  

保 護 司 の 確 保  1  

更 生 保 護 施 設 へ の 障 害 を 有 す る 少 年 の 受 け 入 れ  1  

医 療 機 関 の 紹 介 ・ 接 続  1  

更 生 保 護 に 関 す る 普 及 活 動  1  

 

（２）対応の視点  

「対応の 視 点 」 41 コ ー ド のカテゴリーでは、「障害者手 帳取得」（ 4

コ ード ）、「 様 々 な 経 験を さ せ る 」（ 4 コ ード ）、「 支 援 方 法 の早 期 の 見

極めと見直し」（ 3 コード）、「本人のニーズに合った支援」（ 3 コード）、

「 本 人の 障 害 理 解 ・ 受 容の 促 進 」（ 3 コ ー ド） 等 が 回 答 さ れ 、学 校 段

階での早期 の 介 入 ・ 対 応 が 求められている（表１１ -２６）。  

障害者手 帳 の 取 得 は 決 し て「レッテル貼り」ではなく、少年院に入

院している 間 に 障 害 者 手 帳 を取得することで「保護観察所側も区役所

などにも会 議 や 支 援 の こ と で声をかけやすい」ことや、障害者手帳を

活 用 しな が ら 本 人 が 続 けら れ る 仕 事 を 見 つけ て い く こ と （ 4 コ ー ド ）

が課題として 挙 げ ら れ た 。  

発達障害 等 の 診 断 の 有 無 にかかわらず、発達上の課題・困難を有す

る少年の多 く に 経 験 不 足 に よる困難さが見られ、彼らの発達や自立に

向けた課題 と し て 更 生 保 護 施設職員からは「少年にもっとお金をかけ

て 多 様な 経 験 を さ せ た い」 こ と が 挙 げ ら れ 、「 障 害物 を 取 り 除く だ け

の『お世話』では意味がなく、失敗の経験だけでもなく、家族・対人

関係や行事 等 の 体 験 を 充 実 させていく」ことも対応の重要な課題とさ

れた。  

ま た 、 自分 か ら 助 け を 求 める こ と が 難 し い 少年 が 大 半 で あ る ため 、
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「保護観察 官 や 保 護 司 の 側 がアンテナをはって」彼らの状況を把 握し、

支援方法に つ い て も 早 期 に 見極めていくことが求められる。いわゆる

グレーゾー ン に い る 少 年 の 支援の充実のためには、診断の有無にかか

わらず、より「本人のニーズにあった支援」をおこなうためにも「本

人の話をと に か く 聴 く 」こ とや「感覚過敏・身体症状の観点」によっ

て把握し、根気強く時間をかけながら「向き合う」ことが対応の課題

である。  

そ の 他 、「 安 心 で き る 環 境 の設 定 」 を 行 い 、 具体 的 な 目 標 を 設 定・

提 示 す る こ と で よ り 課 題 が 明 確 に な り 、 自 己 の 特 性 理 解 や 障 害 の 理

解・受容を 促 し て い く こ と が課題とされた。  

 

表 １１ -２６  対応の視点  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数（ n = 4 1） 

障 害 者 手 帳 取 得  4  

様 々 な 経 験 を さ せ る  4  

支 援 方 法 の 早 期 の 見 極 め と 見 直 し  3  

再 非 行 防 止 の 充 実  3  

本 人 の ニ ー ズ に 合 っ た 支 援  3  

本 人 の 障 害 理 解 ・ 受 容 の 促 進  3  

具 体 的 な 解 決 手 段 を 教 え る  2  

具 体 的 な 目 標 の 提 示 ・ 検 討  2  

信 頼 関 係 の 構 築  2  

安 心 で き る 環 境 の 設 定  2  

親 子 関 係 調 整  2  

診 断 が な い ボ ー ダ ー の 少 年 の 支 援 の 充 実  2  

本 人 の 話 を と に か く 聴 く  2  

子 ど も を 見 捨 て な い こ と ・ 向 き 合 う （ 親 、 職

員 な ど ）  

2  

感 覚 過 敏 ・ 身 体 症 状 の 観 点 に よ る 本 人 の ニ ー

ズ の 把 握  

2  

将 来 の 夢 ・ 希 望 を 持 た せ る  1  

「 障 害 だ か ら 」 と い う 見 方 を し な い  1  

本 人 の 良 い 所 に 目 を 向 け る  1  

 

（３）地域支援体制  

「 地 域 支 援 体制 」 2 9 コ ー ド の カテ ゴ リ ー で は 、 少年 は 保 護 観 察 期

間後も地域 で 生 活 し て い く ので「地域住民の理解・協力 」（ 8 コード）、

「 地 域に お け る 支 援 者 の存 在 」（ 6 コ ー ド ）が 挙 げ ら れ た 。 具体 的 に

は「“おせっかい”をしてくれる存在」「認めてくれる人の存在」の必



331 
 

要性、環境を整える前提として更生保護施設等の施設に対する地域理

解を促進す る こ と が 回 答 さ れた。  

保 護 観察 期 間 終 了 後 に も「 定 期 的 に 支 援 でき る 存 在 」（ 4 コ ード ）、

地 域 のな か に 気 軽 に 立 ち寄 れ る 「 居 場 所 の提 供 」（ 4 コ ー ド ）等 が 挙

げ ら れて お り 、「 少 年 院 や更 生 保 護 施 設 を 出た 後 の 具 体 的 な 支援 」 を

確立してい く な ど の 出 口 支 援・継続支援が望まれている。  

 

表 １１ -２７  地域支援体制  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 2 9）  

地 域 住 民 等 の 理 解 ・ 協 力  8  

地 域 に お け る 支 援 者 の 存 在  6  

定 期 的 に 支 援 で き る 存 在  4  

居 場 所 ・ 立 ち 寄 れ る 場 の 提 供  4  

少 年 院・更 生 保 護 施 設 を 出 た 後 の 具 体 的 な 支 援  3  

認 め て く れ る 人 の 存 在  3  

地 域 と 学 校 間 の 連 携  1  

  

（４）移行支援  

 移 行支 援 と し て 、 と くに 「 福 祉 へ の 移 行・ 連 携 」 が 課 題 とさ れ た 。

保護観察中 に 福 祉 に 繋 が り、少しずつ福祉的支援へと移行していくこ

とで、障害者年金や生活保護支援などを活用していくことが求められ

た。そのた め に は 福 祉 ・ 医 療機関との連携が課題である。  

その他、とくに成人で帰住先がなく更生保護施設に一時的に入所し

ているケー ス に つ い て「 身 分証に準ずる書類の付与」が挙げられる等、

住居や生活・就労に関わる手続がよりスムーズになることが求められ

ている。  

表 １１ -２８  移行支援  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 1 0）  

福 祉 へ の 移 行 ・ 連 携  4  

他 機 関 へ の 接 続  2  

帰 住 先 の 環 境 を 整 え る  2  

身 分 証 に 準 ず る 書 類 の 付 与  1  

児 童 福 祉 か ら 障 害 福 祉 へ の 移 行  1  

 

（５）職員体制  

 「職員体制」に関して専門性の向上が挙げられたが、単に知識をも
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つだけでなく、少年と関わる際の目的意識や問題意識を今一度見直し

て い くこ と が 課 題 と さ れた 。「 障 害 を 有 し てい る こ と で 処 遇 が大 変 ・

手間が必要 に な る」の で は なく、保護観察で行う支援が誰のための支

援であるの か を 今 一 度 見 直 していく必要について回答された。  

 ま た保 護 観 察 官 と 保 護司 の 連 携 ・ 役 割 分担 の 充 実 も 課 題 とさ れ た 。

現在、非行傾向や障害特性などがより困難である事例は保護観察官が

直接担当し て 処 遇 が 行 わ れ る場合が多いが、保護司の役割や少年に与

え る 効果 を ふ ま え 、「 困 難な 事 例 ほ ど 保 護 司に も 入 っ て も ら うこ と が

必要ではな い か 」と い う 回 答があり、保護観察官と保護司の連携・役

割分担の検 討 が 必 要 で あ る 。  

 

表 １１ -２９  職員体制  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 9）  

支 援 者 側 の 認 識 ・ 理 解 の 向 上  4  

保 護 司 と 観 察 官 の 役 割 分 担 （ 連 携 ）  3  

障 害 に 対 す る 職 員 の 知 識 ・ 専 門 性 の 向 上  1  

困 難 事 例 へ の 保 護 司 の 導 入  1  

 

（６）本人の自立の課題  

 社 会的 自 立 を め ざ す 際に 大 き な 課 題 と なる 金 銭 面 に 関 し ては 、「 貯

金」や「経済的自立」が課題とされた。とくに日雇い労働や現金手渡

しによる現 金 収 入 で は 、現 金が目の前にあることで、後先を考えずに

なくなるま で 使 っ て し ま う ことが経済的自立を阻んでおり、金銭感覚

や金銭管理 の 方 法 を 身 に 付 けていくことが課題である。  

 

表 １１ -３０  本人の自立の課題  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 5）  

貯 金  2  

助 け を 求 め る ス キ ル の 獲 得  1  

自 立 へ の 意 欲  1  

経 済 的 自 立  1  

 

（７）施設における課題  

 更生保護 施 設 や 自 立 準 備 ホーム職員からの回答では、施設の特性か
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ら 「 本来 は 良 い と こ ろ に目 を 向 け る こ と が大 切 だ が 、 施 設 は『 管 理 』

し よ うと し て し ま う 」 とこ ろ が 課 題 の 一 つと さ れ た 。「 最 近 は福 祉 が

入 っ てき た こ と で 、 管 理か ら 処 遇 へ と 変 わっ て き て い る 傾 向も あ る 」

が 、 い ず れ 更 生 保 護 施 設 等 を 退 所 し て い く こ と を 考 え た 際 の 「 自 律

的・自主的 」 生 活 の 確 保 が 求められた。  

 

表 １１ -３１  施設における課題  

カ テ ゴ リ ー  コ ー ド 数 （ n = 3）  

過 度 な 管 理・施 設 適 応 の 課 題（ 施 設 入 所 の 場 合 ） 2  

福 祉 施 設 へ の 長 期 入 所 に 伴 う 対 応 課 題  1  

 

（８）その他  

 保 護観 察 以 前 の 段 階 ・時 期 の 課 題 と し て「 学 齢 段 階 で の 早期 介 入 、

教育・支援」（ 8 コード）、また子ども の発達支援全体に関わる地域の

課 題 とし て 「 子 ど も の 生活 ・ 環 境 基 盤 の 充実 」（ 2 コ ー ド ） が挙 げ ら

れた。具体的には、学校の在学期間に問題が指摘されていないことが

多 い 現 状 や 早 期 の 介 入 が 適 切 に 行 わ れ な か っ た こ と で 非 行 傾 向 や 発

達困難が重 症 化 し て い る こ とが指摘された。  

また多様 な 環 境 要 因 に よ り、学習空白や発達機会を奪わ れてしまい

がちな状況 を ふ ま え 、 無 料 の学習支援を自治体や NPO 団体で開催す

るなど、そもそもの「子どもの生活・教育基盤の充実」を整えること

が大きな課 題 と し て 挙 げ ら れた。  

 

４．考察  

４．１  発達支援の観点  

本人の困難・ニーズに対する支援では、保護観察所・保護司を中心

に 丁 寧な 関 わ り が 行 わ れて い る こ と が 明 らか と な っ た 。 そ の一 方 で 、

保護観察以 前 の よ り 早 期 段 階での適切な介入が届かず、対人不信や身

体症状面の 困 難 さ 、過 度な「不安・緊張・恐怖・抑うつ・孤立・スト

レ ス 」等 に よ る 発 達 困 難が 複 雑 ・ 重 症 化 し 、「 困 って い る 」 状況 下 に

おかれてい る 少 年 の 姿 が 多 く想定された。  
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とくに発 達 障 害 等 の 診 断・判定を有していないボーダーラインにい

る少年への 支 援 が 行 き 届 い ていないことが推察されるが、少年院在院

中あるいは 保 護 観 察 処 分 決 定前において、本人 の発達上の課題・困難

や支援ニー ズ を 丁 寧 に 明 ら かにしていくことが求められる。  

現代社会 の 急 激 な 情 勢 変 化のなかで、子どもが安心・安全に生きる

ことができ る 生 活 基 盤 や 大 人になっていくために不可欠な成長・発達

の条件・環境を十分に保障されない状況にあるが（小野川ほか：20 16）、

本調査でも 少 年 た ち が 愛 着 障害・心身症・不適応等の発達的困難を有

して、反社会的行動のリスクが高くなった状態にあったことがうかが

える。  

竹下（ 2 00 8）は「子どもの発達は子どもらしさに徹して生きること

で 促 進さ れ 」「 行 動 を ど う教 え る と か で は なく て 、 気 持 ち を 満た し て

あげる丁寧 な 対 応」の 重 要 性を指摘している。その子どものストレス

になってい る 状 態 を ク リ ア にしていくなかで能力が伸びていく。  

発達上の課題・困難を有する少年の支援において、保護観察官や保

護司の果た す 役 割 は き わ め て大きい。押切（ 2 00 5）は、経験年数が長

い 保 護司 ら が 「 硬 軟 織 り交 ぜ た 面 接 、 地 域性 を い か し た 指 導・ 援 助 、

関 係 機関 ・ 団 体 と の 連 携に 力 を 発 揮 」 し てお り 、「 モ ラ ー ル や処 遇 能

力の面で高 い 水 準 に あ る 」 と指摘している。  

本調査でも、とくに保護司による「本人の話を丁寧に聴く」ことが

重要な支援 と し て 行 わ れ、少年の発達促進において大きな成果を挙げ

ていた。大人への不信感が強い非行少年は、少年院の法務教官・保護

観察官・保護司などの「信頼できる大人との出会い」によって大きく

変化し、成 長 ・ 発 達 し て い く。  

本調査の い く つ か の 事 例 に お い て も 、本 人 の 抱 え る「 不 安・緊 張 ・

恐怖・抑うつ・孤立・ストレス」等 について一緒に考えていくという

姿 勢で 丁 寧 に 聴 き 、「 不安 の 原 因 の 可 視 化 」「 問題 の 共 有 」「 解 決 方 法

をともに考 え て い く 」と い う伴走的発達支援のアプローチが 、少年の

「安心・信頼」を回復し 、指導を受け止め て教育支援の意義を理解で

きるようにな っ た こ と で、本人の発達を一気に加速した と推察される
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取組みが報 告 さ れ た 。  

保 護 観 察 に お い て 社 会 や 自 立 へ の コ ー デ ィ ネ ー ト を し て い く 上 で 、

少 年 の 「 発 達 支 援 」 の 視 点 か ら 、「 安 心 ・ 安 全 」 な 環 境 を 設 定 し 、 少

年の「困難・ニーズ」を「発達の可能性」へと「反転・転化」させて

いくプロセ ス が 重 要 で あ る 。そのためには、少年の処遇にあたる保護

観察官・保護司・施 設等職員が少年に対する理解や処遇状況の検討を

行うことが 求 め ら れ る が 、その際に、専門家によるスーパーバイズを

含む事例検 討 会 等 を 実 施 し、多角的な視点から少年の発達の可能性を

探ること が 肝 要 で あ る と 考 えられる。  

機関連携 の 重 要 性 は 自 明 のことであり、法務省でも連携促進が図ら

れている。少年鑑別所による保護観察処分となった少年への処遇指針

の 作 成 （久 保 ・ 横 地 ： 2 01 5）、 少 年 院 に お け る在 院 中 の 少 年 を 対象 と

した処遇ケ ー ス 検 討 会 の 実 施（ 2 01 1 年度より）、在院中から保護観察

官と情報共 有 を 図 る こ と、一定の枠組みで保護観察中の少年に対して

少 年 院 の 法 務 教 官 が 相 談 助 言 を 行 う な ど の 支 援 が 行 わ れ て い る （ 名

執： 2 01 2）。  

 連 携 につ な が る ひ と つ の方 法 と し て 、 法 務省 矯 正 局 （ 2 01 6）『 発 達

上 の 課題 を 有 す る 在 院 者 に 対 す る 処 遇 プ ログ ラ ム 実 施 ガ イ ドラ イ ン 』

の取り組み が 着 目 さ れ る 。ガイドラインでは「発達上の課題を有する

在院者の改 善 更 生 及 び 円 滑 な社会復帰を図るためには、処遇をする側

が『発達支援』という視点を持つことが重要である」と述べ、障害名

や診断・判定の有無にとらわれず、発達上の課題を有する少年への発

達 支 援が 目 的 と さ れ て いる 。 支 援 に あ た って は 、 ① 本 人 の 話を 聴 く 、

②安全安心 な 環 境 を つ く る、③職員が専門的な知識を身に付け連携す

る、④ストレングスモデルに基づく指導を行う（できないところより

「できると こ ろ 」 へ の 着 目）、⑤移行支援 を行うという 5 つのポイン

トが挙げら れ て い る 。  

このガイ ド ラ イ ン で は 、 5 つの支援ポイントをふまえた上で、とく

に少年の発 達 上 の 課 題・困 難と支援ニーズの把握のために「身体感覚

に関するチ ェ ッ ク リ ス ト」（全 4 6 頁）が設けられている。その実施目
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的として「発達上の課題を有する在院者の身体感覚や身体症状（身体

の不調・不具合）を理解することにより、適切な指導・支援の実施に

資するとともに、在院者の不安やストレスの軽減を図る」ことが挙げ

られている 。  

発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課 題 を 有 す る 少 年 の 社 会 的 自 立 や 地 域 移 行

の支援にお い て も、ガ イ ド ラインに示された当事者性や発達支援の視

点が不可欠 と 考 え ら れ る 。  

 

４．２  教育機会 ・発達機会の保障  

 大 人 へ の 不 信 感 が 強 い 非 行 少 年 は 、 少 年 院 の 法 務 教 官 ・ 保 護 観 察

官・保護司などの「信頼できる大人との出会い」によって大きく変化

し、成長・発達していく。発達障害等の発達上の課題・困難を有する

少 年 院 在 院 者 へ の 面 接 法 調 査 か ら も 、 入 院 前 に 見 ら れ た 発 達 上 の 課

題・困難 が 少 年 院 に お け る安定した規則正しい生活環境 の保障（食事、

睡眠、生活リズム、保健衛生など）とともに、法務教官 等からの丁寧

な関わりや 信 頼 の 形 成 を 通 して大きく 調整され、減少し、表面化しな

くなってい る こ と が 明らかとなった（内藤・小山・佐野ほか：2 01 7）。  

一方で、発達障害等の発達上の課題・困難を有する少年にとっては、

就労・社会的自立までに学校・教育機関で教科学習や対人関係、基本

的生活スキ ル 等 に つ い て 、多様な集団活動やインターンシップの経験

を通して身 に 付 け て い く こ とが不可欠である。  

そのために、少年院等の出院後の重要な進路として、高校・特別支

援 学 校 高 等 部 ・ 専 修 学 校 高 等 課 程 等 の 後 期 中 等 教 育 あ る い は 継 続 教

育・職業教育・高等教育（専修学校専門課程、職業訓練校、職業能力

開発校、短大・大学）への進学が望まれ、受入先の確保を 始 め 、教 育 ・

支援の機会 を い か に 保 障 し ていくのかが焦眉の課題とされた（髙橋・

内藤・法務 省 矯 正 局 少 年 矯 正課： 2 01 6）。  

少年院か ら の 移 行 支 援・進路指導の点でも、特に修学の側面の課題

は 大 きく 、 そ の こ と は 保護 観 察 に お い て も同 様 の 状 況 が 推 察さ れ る 。

例えば、生島・十 河（ 2 00 2）が実施した保護司アンケートでは、学校
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との情報交 換 の 必 要 性 を 回 答者の８割が感じているものの、学校側の

受け入れに 対 す る 感 触 と し ては、少年院に入るまでに非行性が進んだ

少年に対して「協力的でない」「あま り協 力的でない」ことが 2 7％で

あることが 報 告 さ れ て い る 。これは学校の更生保護に対する認識・理

解が不十分 で あ り、修 学 支 援への困難さに繋がっていると考えられる。 

発達障害 の 有 無 に か か わ らず、非行少年の多くが義務教育段階での

嫌 な 体 験 か ら 学 校 に 対 す る 大 き な 不 信 感 や 劣 等 感 を 有 す る 一 方 で 、

「もっとよ く な り た い」「 で きるようになりたい」「いろいろなことを

知りたい」気持ちを有している。就労に向けて最低でも高卒資格を有

するべきと い う こ と だ け で なく、少年の発達保障においては、学校教

育・教育機 関 へ の 移 行 支 援 は当面する重要課題である。  

そのためには、少年鑑別所・少年院・保護観察所等（法務省）と学

校教育（文部科学省）が保護観察対象少年に関して具体的に連携を図

りながら、学校教育へと繋げていく取組みを進めていくことが強く求

められてい る 。  

 

５．おわりに  

本章では全 国 の 保 護 観 察 所職員・更生保護施設職員・保護司 等への

調査を通して、発達障害等の 発達上の課題・困難を有する非行少年が

社会的自立・地域移行をするうえで抱える困難・支援ニーズの実態を

検討し、社会的自立・地域移行、再非行防止に向けた課題を 明らかに

してきた。  

保護観察 官 お よ び 保 護 司 からの回答では、保護観察官と保護司が連

携を図りな が ら 丁 寧 に 少 年 に関わるなかで、少年との関係を築いてい

ることが回 答 さ れ た 。と く に保護司との関わりにおいては、地域で共

に生活する「祖父母的、父母的」役割が少年にとって重要な役割を有

しているこ と が 明 ら か と な った。  

本人が「困っている」タイミングで適切に介入をすることが重要で

あ り 、少 年 の 発 達 課 題 ・困 難 を プ ラ ス の 特性 へ と ど の よ う に「 反 転 」

させていく か が ポ イ ン ト で ある。保護観察官・保護司のように、本人
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だけに「責め」を求めない「善なる大人」との出会いの なかで少年は

大きく成長 発 達 し て い く 。  

本調査で 挙 げ ら れ た 事 例 は 20 歳代までの若者だけではなく、一部

そ れ 以 降 の 成 人 の 状 況 も 回 答 さ れ て い る 。 法 務 総 合 研 究 所 研 究 部

（ 2 01 7）の 報告でも 知的障害・精神障害を有する 成人受刑者 の増加が

報告されて い る が 、それらの動向 を ふ ま え て も 、い か に 早 期 の 介 入 ・

支 援 と 二 次 的 障 害 の 予 防 が 重 要 で あ る か を 改 め て 確 認 す る こ と が で

き た 。こ の こ と は 法 務 省の 矯 正 教 育 ・ 保 護観 察 だ け の 問 題 では な く 、

学校教育（文部科学省）や福祉・就 労（厚生労働省）との連携・協働

が当面する 課 題 と い え る 。  

本調査を通して「困 難ばか り に 目 が 向 き が ち だ っ た 」保 護 観 察 官 ・

保 護 司の 方 々 が 、「 発 達 支援 」 と い う 新 た な観 点 で 少 年 を 捉 え直 す き

っかけとな っ た 様 子 も う か がえた。そのことから も、発達障害等の発

達上の課題・困難を有する少年の個別性をふまえた保護観察・矯正教

育・特別支援教育 等 の 関 係 者での事例検討を 丁寧に重ねていくことが、

今後の方 向 性 や 検 討 課 題 と して 考えられる。  
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第１２章  

少年院在院少年調査から探る 

発達障害等の発達上の課題・困難を

有する少年の社会的自立の課題と  

発達支援  
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１．はじめに  

本章では 、少年院 において「 支援教育課程 Ⅲ（ N3）」（知的障害ある

いは情緒障害・発達障害とまではいえないものの、いわゆるボーダー

ラインにあ る 少 年 を 対 象 と した教育課程）に指定された 発達障害等の

発達上の課題・困難を有する少年への半構造化面接法調査の結果をも

とに、少年院における発達障害等の発達上の課題・困難を有する少年

の 社 会 的 自 立 に 向 け た 発 達 支 援 や 地 域 移 行 支 援 の 課 題 を 検 討 す る こ

とを目的と す る 。  

 

２．方法  

A 少年院において「支援教育課程 Ⅲ」の矯正教育課程に指定された

発達障害等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する 少年への半構造化面接法調

査を行うと と も に 担 任 等 の 法務教官との協議を実施した。  

少年への面 接 で の 質 問 項 目は「将来の夢 、進路」を設定した。調査

は 2 016 年 8 月 ～ 20 17 年 3 月に実施した （現在も継続中である）。  

なお、本 研 究 は A 少 年 院と東京学芸大学髙橋智研究室との共同研究

として、A 少 年 院 と 調査・研究統括責任者の髙橋智 東京学芸大学教授

と の 双 方 で 作 成 し た 調 査 研 究 協 定 書 と 調 査 ガ イ ド ラ イ ン に 従 い 研 究

を進めた。またこの共同研究は法務省矯正局少年矯正課の了解を得て

いる。  

調査対象は、支 援 教 育 課 程Ⅲの在院者のうち２級又は１級 の処遇の

段 階 に あ り 、 入 院 順 に 一 人 置 き に ラ ン ダ ム に 抽 出 し た 少 年 （ の う ち 、

本人の同意が得られた者（ 調査時に未成年の在院者については 、当該

在院者の保 護 者 の 同 意 が 得 られた場合に限る）およびこれらの在院者

の担当の法 務 教 官 で あ る。  

調査協力は本人・保護者の自由意思とし 、調査に参加しない場合で

も 在 院 者 本 人 が 少 年 院 に お い て 生 活 上 の 不 利 益 を 受 け る こ と は 一 切

ないこと、一旦同意した場合でも 、不利益を受けることなくいつでも

撤回できる こ と も 書 面 に て 伝えている 。  

本章では、20 16 年 8 月 か ら 2 017 年 3 月までに実施した 男子少年 2 6
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名（のべ実 施 数 3 4 名 、 年 齢 15 歳から 20 歳まで）の半構造化面接法

調査の結果に つ い て 述 べ る 。  

調査結果 の 分 析 は 調 査 時 のメモ記録をもとにデータ化し 、質問項目

ごとに回答内容を「キーワード・意味の解釈」としてコード化 、小カ

テゴリー分 け を 行 っ た 。さ らに『発達上の課題を有する在院者に対す

る処遇プロ グ ラ ム 実 施 ガ イ ドライン』の５つの基本方針である「 ①本

人の話を聴 く 、② 安 全 安 心 な環境をつくる、③職員が専門的な知識を

身に付け連 携 す る 、④ ストレングスモデルに基づく指導を行う（でき

な い と こ ろ よ り 「 で き る と こ ろ 」 へ の 着 目 ）、 ⑤ 移 行 支 援 」 と 発 達 支

援の観点か ら 大 カ テ ゴ リ ー 分けを行った。  

 

３．調査結果  

発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する在院者への半構造化面接

法調査では ， 年 齢 が 15 歳 から 2 0 歳までの男子少年 2 6 名（のべ実施

数 34 名）より回答を得た（表１２ -１）。在院期間は入院後 3 ヶ月以降の

少年であり、多くの少年が少年院での生活リズムや環境にある程度慣

れてきた様 子 が 回 答 さ れ た 。  

 

表 １２ -１  調査対象一覧  

通 し 番 号  年 齢  入 院 期 間  備 考  

1  1 7  1 2 ヶ 月   

2  2 0  6 ヶ 月   

3  1 6  8 ヶ 月   

4  1 9    

5  1 8  1 2 ヶ 月  以 前 に 入 院 経 験 あ り  

6  1 8    

7  1 7  8 ヶ 月   

8  1 7  1 0 ヶ 月   

9  1 8  1 1 ヶ 月   

1 0  1 7    

1 1  1 7    

1 2  1 8    

1 3  1 6    

1 4  1 9  3 ヶ 月   

1 5  1 8  7 ヶ 月   

1 6  1 8  7 ヶ 月   

1 7  1 7  3 ヶ 月   
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1 8  1 5  4 ヶ 月   

1 9  1 8  4 ヶ 月   

2 0  1 6  3 ヶ 月  以 前 に 入 院 経 験 あ り  

2 1  1 7  8 ヶ 月   

2 2  1 5  4 ヶ 月   

2 3  2 0  8 ヶ 月   

2 4  1 8  1 3 ヶ 月  第 一 回 目 は N o . 9 で 実 施  

2 5  1 8  1 2 ヶ 月 以 上   

2 6  1 8  4 ヶ 月   

2 7  1 8  1 2 ヶ 月 以 上  第 一 回 目 は N o . 2 5 で 実 施  

2 8  1 8  1 2 ヶ 月 以 上  第 二 回 目 は N o . 2 7 で 実 施  

2 9  1 8  4 ヶ 月  第 一 回 目 は N o . 2 6 で 実 施  

3 0  1 6  3 ヶ 月   

3 1  1 8  1 2 ヶ 月 以 上  第 三 回 目 は N o . 2 8 で 実 施  

3 2  1 8  4 ヶ 月 以 上  第 二 回 目 は N o . 2 9 で 実 施  

3 3  1 8  1 2 ヶ 月 以 上  第 四 回 目 は N o . 3 1 で 実 施  

3 4  1 8  4 か 月 以 上  第 三 回 目 は N o . 3 2 で 実 施  

 

３．１  質問項目  出院に向けた準備状況 ：課題 ・困難に分類される内容  

（１）大カテゴリー①「本人の話を聴 く」  

 出院に向 け た 不 安 や 支 援 ニーズでは、「不安感、不全感」４コード、

「他者との 信 頼 関 係 」 2 コード、「家族との関係」 2 コード、「本人の

気づき 、ニ ーズ」 1 コードが 挙げら れた（表 １２ -２）。 将 来の進 路を考

えていくなかで「昔の自分に戻るのではないか」という不安や「将来

の夢や考え を う ま く 大 人 に 受け止めてもらえていない」不安感・不全

感を強く抱 い て い る 。  

 入 院 中 の 保 護 者 面 談 等 を 通 し て 保 護 者 と の 関 係 が 改 善 さ れ る こ と

で、新たに「これ以上心配・迷惑をかけたくない」と出院後の生活へ

の不安を強 め る 声 も 挙 げ ら れた。また家族との関係が良好とは言えず、

出院後・進路について十分に話し合えていない状況も回答された。「不

安なことは 何 も 無 い 」と い う回答からは、本人の自信や将来への希望

が語られる 一 方 で 、自 己 理 解や自身の 多様な発達 課題・困難 について

認識・理 解 の不 十 分 さ も う かがえた。  

 

 

表 １２ -２  「本人の話を聴 く」  

大 カ テ ゴ コ ー ド 小 カ テ ゴ リ ー  コ ー 意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  
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リ ー  数（ n = 9） ド 数   

本 人 の 話

を 聴 く  
9  

不 安 感 、不 全 感  4  

不 安 を 受 止 め て も ら え て い な い

感 じ が す る  

昔 の 自 分 に 戻 る の で は な い か と

不 安  

将 来 の こ と で 不 安・イ ラ イ ラ す る  

将 来 の 夢 に 対 し て 教 官 の 反 応 が

な か っ た  

他 者 と の 信 頼

関 係  
2  

周 囲 に は 相 談 し な い  

今 後 の こ と を 人 に 言 い た く な い  

家 族 と の 関 係  2  

保 護 者 へ の 謝 罪 の 気 持 ち と 生 活

へ の 不 安  

進 路 に つ い て 保 護 者 と 話 し て い

な い  

本 人 の 気 づ き 、

意 識 の 変 化  
1  不 安 な こ と は 何 も 無 い  

 

（２）大カテゴリー②「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

「自尊心、自己肯定感」の低さから自分にはできることがないと感

じていることや、具体的な修学・就労以前にやりたいことが見つから

ない状 況が 回答さ れた（表 １２ -３）。 ス トレン グスモ デル の視点 から自

己理解の促 進 や 具 体 的 な 進 路指導を通して 、より個別的な支援が求め

られている 。  

 

表 １２ -３  「ストレングスモデルに基づく指導を行う」  

大 カ テ ゴ リ

ー  

コ ー ド

数（ n = 5） 

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

ス ト レ ン グ

ス モ デ ル  
5  

具 体 的 な

目 標 の 設

定  

2  

自 分 に で き る 仕 事・や り た い 仕 事 が

見 つ か ら な い  

今 後 の 見 通 し や 希 望 が 見 え な い こ

と で 頑 張 れ な い  

自 尊 心 、自

己 肯 定 感  
2  

「 落 ち ぶ れ た 」 と 見 ら れ た く な い  

自 分 に で き る 仕 事 が あ る か わ か ら

な い  

自 己 理 解  1  将 来 へ の 見 通 し が も て な い  

 

（３）大カテゴリー③「移行支援 」  

 出院に向 け て 重 要 と な る 大カテゴリー 「移行支援」の観点に 43 コ

ードが 分類 された （表 １２ -４）。 出院 後 の「見 通しが もて ない」 ことや

「枠がなく な っ た 後 の 自 分 の行動」等、再非行への不安が具体的なエ

ピソードと し て 回 答 さ れ て いる。とくに 不良仲間や暴力団関係者との
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関係に悩み 不 安 を 抱 え る 少 年が多く、出院までに少しでも不安を軽減

できるよう な 調 整 が 求 め ら れている。  

 ま た 、 将 来 に 対 す る 不 安 の 一 要 因 と し て 、「 社 会 か ら 取 り 残 さ れ て

いる」環境から突然地域に戻ること、以前の保護観察 官・保護司との

関 わ り を 通 し て 保 護 観 察 に 抱 い た 不 信 感 や 彼 ら と 再 び 関 わ る こ と へ

の 不 安 を 感 じ て い る と の 声 も あ っ た 。「 具 体 的 な 進 路 指 導 」 で は 、 高

校への進 学 を 希 望 し て い な がらも、入学や 通学継続できるかといった

不安があるため、自らの希望を 法務教官や家族に 伝える ことができて

いない様子 がう か が え 、とくに修学に関する 少年のニーズの丁寧な把

握や具体的 な 指 導 支 援 が 求 められて いることが明らかになった 。  

 

表 １２ -４  「移行支援 」  

大 カ テ

ゴ リ ー  

コ ー ド 数

（ n = 4 3）  

小 カ テ ゴ

リ ー  

コ ー

ド 数   
意 味 の 解 釈 ・ キ ー ワ ー ド  

移 行 支

援  
4 3  

将 来 に 対

す る 不 安  
3 1  

見 通 し が も て な い こ と で の 不 安  

一 人 で や っ て い く こ と へ の 不 安  

具 体 的 な イ メ ー ジ が つ か な い こ と で の

不 安  

枠 が な く な っ た 後 の 自 分 の 行 動 へ の 不

安  

家 族 と の 関 係 再 構 築 へ の 不 安  

保 護 観 察 へ の 不 安 、上 か ら 強 制 さ れ て い

る ・ 監 視 さ れ て い る 感 覚 へ の 不 信 感  

再 非 行 へ の 不 安  

友 人 関 係 へ の 不 安  

社 会 か ら「 取 り 残 さ れ て い る 」こ と へ の

不 安  

出 院 後 の 不 安  

先 の 見 通 し が な い こ と へ の 不 安  

家 族 関 係 再 構 築 へ の 不 安  

再 非 行 へ の 不 安  

友 人 関 係 の 不 安  

出 院 後 の 不 安  

再 非 行 へ の 不 安  

出 院 後 の 友 人 関 係 の 不 安  

出 院 後 の 友 人 関 係 へ の 不 安  

友 人 関 係 を き る こ と へ の 不 安  

出 院 後 の 周 囲 の 反 応 に 対 す る 不 安  

学 校 に 継 続 し て 通 え る か が 不 安  

出 た 後 の 友 人 関 係 が 不 安  

就 労 の 見 通 し が も て な い  

進 路 の こ と を し り た い  

出 院 後 の 居 場 所 が 想 像 で き な い  

大 学 進 学 の 可 能 性 を 知 り た い  
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少 年 院 に い た こ と が ば れ て し ま う 事 が

不 安  

出 院 後 に 友 達 が で き る か が 不 安  

具 体 的 な 進 路 選 択 へ の 悩 み  

進 路 選 択 の 揺 れ ・ 迷 い  

社 会 で は ま わ り の こ と も 考 え な い と い

け な い の で 大 変  

具 体 的 な

進 路 指 導  
9  

進 路 選 択 で の 葛 藤  

具 体 的 な 進 路 希 望 の 把 握  

本 当 の 希 望 進 路 を 伝 え ら れ て い な い  

高 校 に 行 く か 迷 っ て い る  

高 校 に い き た い 気 持 ち は あ る  

学 校 に 行 こ う か 迷 っ て い る  

大 学 等 に 関 す る 具 体 的 な 情 報 が ほ し い  

漠 然 と し た 進 路 選 択  

自 分 に 合 っ た 進 路 指 導 が さ れ て い な い  

ニ ー ズ に

応 じ た 進

路 指 導  

2  

進 路 へ の 希 望 と 不 安  

現 実 的 で は な い 職 種 希 望  

ニ ー ズ の

把 握  
1  大 学 に い き た い  

 

４．考察  

第９章「 少 年 院 在 院 少 年 調査から探る発達障害等の発達上の課題・

困難を有す る 少 年 の 実 態 と 発達支援の課題」でも明らかにしてきたよ

うに、調査で 回答した少年は、少年鑑別所等の情報では発達障害の診

断あるいは 疑 い が あ る こ と を記録されているものの、面接における応

答 の 様 子 や 内 容 か ら は 、 そ れ ほ ど 大 き な 困 難 性 は 認 め ら れ な か っ た 。

このことは、元々あった発達困難が少年院 における安定した規則正し

い生活環境 と 法 務 教 官 等 と の 関わり を通して発達的調整 がなされ、表

面化しなく な っ て い る こ と が予想された。  

少年院を 出 院 す る 少 年 の 多くが保護観察付きの仮退院となる。青少

年の非行・再犯防止では、保護観察所・保護司や少年院・少年鑑別所

での取り組 み の ほ か 、学 校 や警察・青少年サポートセンター、児童相

談所等が連 携 を は か り 、見 守り・居場所作りや不良集団からの離脱等

を支援して い る 。最 近 で は「セカンドチャンス！」等の自助団体によ

るサポート の 輪 も 広 が り つ つある。  

矯正施設 等 か ら の 退 院 者 のうち障害者に対する支援では、2 009 年に

開始された 矯 正 処 遇 の 早 い 段階から福祉サービス等を調整する「特別
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調 整 」、 地 域 定 着 支 援 セ ン タ ー に よ っ て 地 域 社 会 に 適 応 さ せ る た め の

福祉的支援 が 行 わ れ て い る 。発達障害・知的障害等の地域移行におい

て、環境調整の難しさとして本人の資質・課題以外に、保護者の問題

と 関 係 機 関 の 調 整 が 課 題 と さ れ て い る （ 西 村 ： 20 0 8）。 成 人 移 行 刑 務

所 出 所 後 の 福 祉 支 援 が な い こ と で 負 の ス パ イ ラ ル に 陥 り 犯 罪 を 繰 り

返す「累犯障害者」を生んでいることも指摘されている（田島：20 10）。  

本 調 査 で も 、「 建 設 関 係 の 仕 事 を 希 望 し て い る こ と や 教 師 に な り た

いという夢 は 今 回 初 め て 耳 にした」というように、調査者らによる 少

年の将来の 夢 や 進 路 に 関 す る少年からの聞き取りと、教官の捉えてい

る少年の希 望 や 実 際 の 進 路 指導には差があり、具体的な支援につなげ

ていくこと の 困 難 さ が 推 察 された。  

少年たち の 有 す る 発 達 上 の課題・困難 に応じて比較的緩やかな処遇

を行う A 少 年 院 に お い て も 、出院後にはいわゆる「枠」がないため、

安 心 で き る 少 年 院 の 環 境 の 中 で 枠 を 緩 め て 本 人 が い ろ い ろ と 試 行 錯

誤 で き る 発 達 的 機 会 を 増 や し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。 

 そ の た め に は 、 少 年 の 行 動 の 背 景 に あ る 「 不 安 ・ 緊 張 ・ ス ト レ ス 」

等を把握し 軽 減 さ せ て い く ことや、彼らの社会的自立に向けた 発達的

課題を丁寧 に 検 討 し て い く ことが求められる。そのためには、少年院

における少 年 の 処 遇 に お い ては『発達上の課題を有する 在院者に対す

る処遇プロ グ ラ ム 実 施 ガ イ ドライン』の視点と内容をふまえた 、より

具体的な見 立 て と 対 応 の 工 夫が 不可欠 である。  

 

５．おわりに  

本章では 、 少 年 院 に お い て「 支援教 育課程 Ⅲ（ N 3）」 に 指定された

発達障害等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する少年への半構造化面接法調

査の結果を も と に 、少年院における発達障害等の発達上の課題・困難

を 有 す る 少 年 の 社 会 的 自 立 に 向 け た 発 達 支 援 や 地 域 移 行 支 援 の 課 題

を検討し て き た 。  

調査から は 、出院後の「見通しがもてない」ことや「枠がなくなっ

た後の自分 の 行 動 」等 、再 非行への不安が具体的に回答され た。とく
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に不良仲間 や 暴 力 団 関 係 者 との関係に悩み・不安を抱える少年が多く、

出 院 ま で に 少 し で も 不 安 を 軽 減 で き る よ う な 調 整 が 求 め ら れ て い る 。 

高校・専修学校・大 学等への 進学を希望していながらも入学や通学

継続できな る か と い っ た 不 安があるため、自らの希望を法務教官や家

族に伝える こ と が で き て い ない様子がうかがえ た。とくに修学に関す

る 少 年 の ニ ー ズ の 丁 寧 な 把 握 や 具 体 的 支 援 が 求 め ら れ て い る こ と が

明らかにな っ た 。  
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終  章  

本研究の総括と今後の課題  
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１．研究の総括  

  

 本研究「少 年 非 行 ・ 矯 正 教育における発達障害等の発達上の課題・

困難を有す る 少 年 の 実 態 と 発達支援に関する調査研究 」では、①少年

非行に関わ る 機 関 で あ る 少 年鑑別所・児童自立支援施設・少年院・保

護観察所・更生保護施設の職員への調査、②自立援助ホーム職員への

調査、③発 達 障 害 等 の 発 達 上の課題・困難を有し、少年鑑別所・少年

院・保護観察所・更生保護施設等への入所経験を持つ本人・当事者へ

の発達支援・地域移行支援のニーズ調査の質的な実証研究を行い、特

別支援教育・特別ニーズ教育の観点から、少年非行・矯正教育におい

て 求 め ら れ て い る 支 援 の あ り 方 を 検 討 し て い く こ と を 研 究 の 目 的 と

した。  

この研究 目 的 遂 行 の た め に、以下の４点の作業課題を設定した。  

 

⑤  少年非行・矯正教育における発達障害等の発達障害等の発達上の課

題・困難を有する少年の実態と発達支援に関する研究動向を把握す

る。（第 1 章 ・ 第 2 章 ・ 第 3 章）  

⑥  非行少 年 の 自 立 支 援 や 矯 正教育の実際的処遇に関わる施設（児童自

立支援施設、少年鑑別所、少年院）における発達障害等の発達困難

を有す る 少 年 の 実 態 と 各 施設での対応、発達や自立に向けた支援の

課題を 明 ら か に す る。（ 第 4 章・第 5 章・第 6 章・第 7 章・第 8 章）  

⑦  非行少年の自立・更生保護・地域生活定着支援に関わる施設（自立

援助ホーム、保護観察所、更生保護施設、地域生活定着支援センタ

ー）における発達障害等の発達困難を有する少年の実態と各施設で

の対応、社会的自立や地域社会への移行に向けた支援の課題を明ら

かにする。（第 1 0 章 ・ 第 11 章・第 1 2 章）  

⑧  当事者 の ニ ー ズ 調 査 を 通 して、矯正教育において求められている発

達支援 、 地 域 移 行 支 援 の 課題を検討する。（第 9 章、第 12 章）  

 

１．１  論文の概要  
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以下に各 章 で の 検 討 内 容 を概括していく。  

 

第 １部  少年非行 ・矯正教育における発達障害等の発達上の課題 ・困難 を

有する少年の実態と発達支援に関する研究動向  

 

第 １章  児童自立支援分野における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有

する虞犯 ・触法少年の実態と発達支援に関する研究動向  

 2 01 6 年 現 在 、 児 童 自 立 支 援施設は全国に 58 箇所あり、不良行為を

行 っ た 子 ど も や 家 庭 環 境 上 の 理 由 に よ り 生 活 指 導 等 を 必 要 と す る 子

どもが入所 し て い る 。そ こ では、生活指導や教科指導のほかにも非行

に対する認 識 や 振 り 返 り 、改善のための個別指導・面接、作文（日記）

等の取り組 み が 行 わ れ て い る。  

東京都福 祉 保 健 局（ 2 00 5）が行った調査では、児童自立支援施設入

所の児童の約 3 割 は 非 行 の 自覚ができておらず、そのことは厳しい家

庭環境でつ ら い 思 い を 重 ね てきたり、人間関係がうまくいかず自分の

存在意義を 見 失 う な ど の 理 由も影響しているとされている。2 009 年に

出された「児童養護施設入所児童等調査結果」で は、知的障害と ADH D

について増 加 が 見 ら れ 、LD、A DHD、広汎性発達障害の割合は情緒障

害児短期治 療 施 設 に 次 い で 高い割合を示している。  

200 6 年には厚生労働省「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」

から報告書 が 出 さ れ 、被 虐待経験や発達障害を有する子どもについて、

「個々の子 ど も の 特 性・ニーズに適合した支援方法や問題性に対する

効果的な改善・回復方法などの検討や精緻化、専任医師の配置や外部

の医療機関 と の 連 携・協 力 体制などの整備、常勤の心理療法担当職員

の複数配置 や 心 理 療 法 室 の 設置などが必要」であると言及されてお り、

「 児 童 福 祉 施 設 に お け る 非 行 等 児 童 へ の 支 援 に 関 す る 調 査 研 究 報 告

書 」 に は 、 各 障 害 種 へ の 基 本 的 な 対 応 方 法 が 明 記 さ れ て い る  （ 全 国

児童自立支 援 施 設 協 議 会 ： 2 01 0）。  

 児童自立 支 援 施 設 は 、1 998 年の児童福祉法改正により入所児への学

校教育の実 施 が 制 度 化 さ れ 、児童自立支援施設と分校・分教室の「一
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体的かつ総 合 的 」な 連 携 が 求められることとなった。分校・分教室の

教師から見 た 入 所 児 童 の 変 遷としては「逃げるのが上手、人懐っこい」

な ど か ら 「 キ レ る 、 物 に あ た る 」「 自 己 表 現 力 が 乏 し い 」 へ と 特 徴 が

変 わ っ て い る と 報 告 さ れ て い る （ 金 田 ： 2 00 9）。 そ の 背 景 ・ 要 因 に は

虐待や発達障害、それらへの不適切な対応や放置が関係していると推

測されている。指導報告では大きな学力差の中で集団指導を行うこと

や、発達障害などの特性による学習困難に対応できていない部分も見

ら れ た 。「 今 後 よ り 専 門 的 な 知 識 を 踏 ま え て 指 導 を 行 う 必 要 が あ る 」

といった職 員 の 指 導 力 へ の 指摘も挙げられている（全国児童自立支援

施設協議会 : 20 11）。  

各児童自 立 支 援 施 設 の ウ ェブサイトにおける発達障害等に関する

記述としては、たとえば「発達障害を理解した支援」が目標の中に挙

げられ、具体的には発達 障 害のある子どもへの配慮から日記ではなく

生活チェッ ク 表 を 活 用 す る などの取り組みや、発達障害や心理的な問

題を抱える 児 童 に 対 す る 、教育カウンセラーによるカウンセリングや

児 童 精 神 科 医 へ の 受 診 及 び 治 療 を 行 っ て い る こ と が 挙 げ ら れ て い る 。

また、「学力・学習状況改善プラン」を行う児童自立支援施設では児

童生徒の特 徴 と し て「 著 し く集中力が欠けてくる場合がある、学習中

外部の刺激 に 対 し て 敏 感 に 反応し課題に集中できなくなる場合があ

る。」点を挙げ、それに対して一斉指導、習熟度別指導、個別指導、

ドリル学習 な ど 個 々 の 生 徒 の実態や学習内容 に応じて行っているこ

とが明記さ れ て い る 。な お、施設の細かな内容を載せていない施設も

いくつか挙 げ ら れ る 為 、実際にはより多くの施設で困難や各取り組み

が行われて い る と 予 想 さ れ る。  

 児童自立 支 援 施 設 に 入 所 中に決められた「枠」のある生活を送るこ

とで様々な ス キ ル 等 を 身 に つけても、家庭や社会に戻った後もうまく

適応できる 可 能 性 は 高 く な い。実際、約 3 割が退所後に少年院へいっ

て し ま っ て お り （ 高 橋 ： 2 00 8）、 ア フ タ ー ケ ア の 重 要 性 や 高 校 進 学 を

支援する施 設 も 増 加 し て き ている。アフターケアについては特に小舎

夫婦制など 深 く 関 わ る 職 員 が限定されている場合、退所後継続的に見
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ていくこと が 難 し い と 考 え られ、継続的な支援を行える職員の配置や

関係機関と の 連 携 を 図 る こ とが必要とされている。  

児童自立 支 援 施 設 に お け る発達障害問題への今後の課題として小

林（ 20 09）は職員の専門性に関して、研修の他、発達障害の子どもに

対する矯正 教 育 に 実 績 の あ る少年院への視察研修等を行うべきであ

ると指摘し て い る 。ま た 、高橋（ 2 00 8）が述べているように、まず発

達障害など の 実 情 に 応 じ た 様式の検討などを行い、自立支援計画の充

実を図るこ と の 必 要 性 や 、個別対応についても専門知識や ノウハウを

職員が身に つ け る こ と が 必 要であると言える。  

  

第 ２章  少年矯正教育分野における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有

する非行少年の実態と発達支援に関する研究動向  

発達障害 等 の 発 達 に 困 難 を抱える青少年は、不安や辛さを周りにう

まく伝えら れ な い こ と 、周 囲に理解してもらえないこと、過剰な支援

やプレッシャー、思春期に入り複雑な状況に置かれるなど様々な環境

要因が加わ る こ と で 、う つや不適応等の二次障害に苦しんでいる者が

多い。非行の鑑別においては、少々不器用でうまくやれない少年、社

会 に 上 手 に 適 応 で き に く い 少 年 が 多 く 、 悪 気 が あ る わ け で は な い が 、

その場の思 い 付 き で 軽 は ず みに行動してしまったり、後先を考えられ

な か っ た り が 問 題 行 動 に 繋 が っ て し ま い や す い と 指 摘 さ れ て い る が

（ 定 本 ： 2 0 09）、 二 次 障 害 の 結 果 が 「 非 行 」 と し て 表 れ て い る 場 合 が

少なくない（髙橋・生方： 2 00 8、内藤・田部・横谷・高橋： 2 01 2、横

谷・田部・ 内 藤 ・ 高 橋 ： 2 01 2）。  

家庭裁判 所 に 送 ら れ た 少 年のうち、観護措置が必要とされる少年が

送致される 少 年 鑑 別 所 で は 、発達障害等の少年の様子として、非行内

容の「悪質さ」と対照的に精神的性発達は未熟な印象が見られること

や 自 己 準 拠 性 検 査 で は 自 己 意 識 の 低 下 を 表 す 結 果 が 得 ら れ た こ と が

報 告 さ れ て い る （ 十 一 ： 2 01 2）。 ま た 、 言 語 性 の 低 さ だ け で な く こ れ

まである意 味 で き ち ん と「 話を聴いてもらう」経験をしていない影響

から、非行に至った経緯や状況をうまく説明できない少年が少なくな
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い。  

家庭裁判 所 で の 審 判 の 結 果、少年鑑別所退所者の約 27％が少年院に

送致され、24 時 間 体 制 で 法 務教官による処遇が行われている。報告者

らが実施し た 少 年 院 に お け る発達障害等の少年に関する調査では、全

国 51 施設のうち 4 8 施 設 に 実施したが、「発達障害等の特別な配慮を

要する少年 が 全 く い な い 」と回答されたのは 1 施設であり、そのほか

の 少 年 院 で は 診 断 は つ い て い な く と も 何 か し ら の 発 達 上 の 困 難 を 抱

えている少 年 の 実 態 が 回 答 されている（髙橋・内藤・法務省矯正局少

年 矯 正 課 ： 20 1 6）。 ま た 彼 ら は 「 加 害 者 」 の 前 に 「 被 害 者 」 を 体 験 し

ていること が 多 く、自 然 的 な発達を阻害されていることが明らかとな

っている。  

少 年 院 に お け る 発 達 障 害 等 の 発 達 に 困 難 を 抱 え 特 別 な 配 慮 を 要 す

る少年の具 体 的 な 困 難 と し ては、例えば、言語理解力や語彙力の低さ

か ら 「 指 示 を う ま く 理 解 で き な い 」「 言 葉 で 表 現 す る こ と が 苦 手 」 で

あ る こ と や 「 落 ち 着 き が な い 」 こ と が 困 難 の 具 体 と し て 挙 げ ら れ た 。

対人面では 少 年 院 入 院 ま で の「被害」体験により「職員の助言や注意

等を差別的 ・ 被 害 的 に 受 け とりやすい」ことが回答されている。  

また、対人関係面では問題がなく、一見「発達障害等の調査該当者

ではない」と職員が捉えられがちな少年のなかに、身体の不器用さを

抱えている 少 年 が 少 な く な いことが分かった。具体的には「手と足を

う ま く 動 か せ な い 、 音 楽 や リ ズ ム に 合 わ せ て 行 進 等 が で き な い 」「 洋

服がうまく 着 替 え ら れ な い」などの身辺自立の困 難に関係するような

不器用さが 回 答 さ れ て い る が、これらの困難が就労後のトラブルや困

難にもつな が る こ と が 予 想 された。  

 少年院で は 自 身 の 非 行 に 対する振り返りや指導・教育（問題群別指

導・非行態様別指導）がなされている。非行については少年院に入る

まで、基本的な社会性を身につける機会がなく「非常識なことを当た

り前と思っ て い る 」こ と が 多く回答された。また非行には家庭問題が

影響してい る 場 合 も 少 な く ないため「親子関係の調整」も重要な支援

と回答され て い る 。  
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 少年院・矯正教育における障害等困難を有する少年に対してはこれ

ま で 、「 医 療 少 年 院 」 あ る い は 「 特 殊 教 育 課 程 」 を 中 心 に 送 致 さ れ て

いた。  

少年の全 体 的 な 変 化 に 対 して 2 015 年（平成 27 年） 4 月に新少年院

法が施行と な り （ 2 01 4 年制定）、これまでの「特殊教育課程」が「支

援教育課程」となり、そこでは知的障害あるいは情緒障害・発達障害

とまではい え な い も の の 、いわゆるボーダーラインにある少年を対象

とした支援教 育課 程 Ⅲ（ N 3）を新設 されることと なっ た。「支援教育

課程」では、① 潜 在 的 な 能 力を伸長させることを目的とした補習教育

指導、② 社会性を伸長させ、対人関係技能を習得させるための基本的

生活訓練 、③ 社会的承認欲求を充足させ、自己有用感を涵養するため

の社会貢献 活 動 が 行 わ れ て いる。支援教育課程設置にともない、対象

の少年院で も 取 り 組 み が 始 まっている。  

そのほか、少年院等に社会福祉士や精神保健福祉士が配置される等、

福祉との連 携 が 進 め ら れ て いる。さらに 20 16 年 6 月には法務省矯正

局少年矯正 課 よ り『 発 達 上 の課題を有する在院者に対する処遇プログ

ラム実施ガ イ ド ラ イ ン 』が 示され、全国の少年院等でこのガイドライ

ン に も と づ く 処 遇 が 進 め ら れ て い る （ 藤 原 ： 2 0 16）。 ガ イ ド ラ イ ン の

作成・全庁配布の様子からも、少年院・矯正 教育においても「発達支

援」への着 目 と 重 要 性 が 議 論されはじめているといえる。  

 移行支援 に 関 し て 、 少 年 院の一部での特別調整や平成 2 6 年からは

障 害 者 総 合 支 援 法 の 地 域 移 行 支 援 に 少 年 院 や 少 年 刑 務 所 等 が 対 象 と

して含まれ た こ と で 、障 害福祉サービスの利用や体験宿泊などが行わ

れている。今後の移行支援の可能性は広がるものの、診断はつかなく

と も 発 達 上 の 困 難 を 抱 え る 少 年 た ち へ の 支 援 も 丁 寧 に 考 え て い く べ

き で あ る 。 少 年 院 出 院 者 の 就 労 や 進 学 に 関 し て み る と 総 数 の う ち 約

47％は就職 先 が 決 ま っ て い ない状態で出院をしている。  

 少年院で は ハ ロ ー ワ ー ク との連携が図られているが、情報の共有や

就労に繋が る た め の 支 援・自立援助ホーム等の活用を今後充実してい

かなければ な ら な い 。ま た復学や進学希望の人数は決して多くないこ
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とや、学校教育において、特に高校では生徒が逮捕や少年鑑別所入所

等によって 退 学 に 至 る 可 能 性は高い。しかし、発達障害等の発達に困

難を抱える 子 ど も は 、就 労・社会的自立までに、学校・教育機関で教

科学習や対 人 関 係 、基 本 的 生活スキル等について、多様な集団活動や

イ ン タ ー ン シ ッ プ の 経 験 を 通 し て 身 に つ け て い く こ と が 不 可 欠 で あ

る。  

 

第 ３章  更生保護分野における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有する

非行少年の実態と発達支援に関する研究動向  

 家庭裁判 所 の 審 判 に よ る 保護観察処分のほか、少年院を出院する少

年の多くが 保 護 観 察 付 き の 仮退院となる。青少年の非行・再犯防止で

は 、 保 護 観 察 所 ・ 保 護 司 や 少 年 院 ・ 少 年 鑑 別 所 で の 取 り 組 み の ほ か 、

学校や警察・青少年サポートセンター、児童相談所等が連携をはかり、

見守り・居場所作りや不良集団からの離脱等を支援している。最近で

は「セカンドチャンス！」等の自助団体によるサポートの輪も広がり

つつある。  

さ て 、 矯 正 施 設 等 か ら の 退 院 者 の う ち 障 害 者 に 対 す る 支 援 で は 、

200 9 年 に 開 始 さ れ た 矯 正 処 遇 の 早 い 段 階 か ら 福 祉 サ ー ビ ス 等 を 調 整

す る 「 特 別 調 整 」、 地 域 定 着 支 援 セ ン タ ー に よ っ て 地 域 社 会 に 適 応 さ

せるための 福 祉 的 支 援 が 行 われている。発達障害・知的障害等の地域

移行において、環境調整の難しさとして本人の資質・課題以外に、保

護 者 の 問 題 と 関 係 機 関 の 調 整 が 課 題 と さ れ （ 西 村 ： 2 0 0 8）、 あ る い は

出 所 後 の 福 祉 支 援 が な い こ と で 負 の ス パ イ ラ ル に 陥 り 犯 罪 を 繰 り 返

す「累犯障害者」を生んでいることも指摘されている（田島： 2 01 0）。  

 更生保護 ・ 保 護 観 察 を め ぐる議論の動向としては、 2 014（平成 26）

年 6 月の 少 年 鑑 別 所 法 の 成 立および少年院法の全面改正により、非行

少年に対す る 地 域 移 行 支 援 や矯正施設退所後のアフターケア、地域全

体への非行 防 止 対 策 な ど が 重点的施策となったことが挙げられる。  

近年では、罪を犯す障害者が急激に増えたのではなく、犯罪行為に

至 る 生 活 背 景 と し て 個 人 の 障 害 特 性 や そ れ に 伴 う 貧 困 問 題 と の 関 係
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に目が向け ら れ る よ う に な り、支援としては、①就労を通じて本人の

生 活 を 見 守 る キ ー パ ー ソ ン の 存 在 、 ② 就 労 支 援 が 必 要 と さ れ て い る

（福永： 2 01 1）。  

特 定 非 営 利 活 動 法 人 非 行 克 服 支 援 セ ン タ ー （ 2 0 1 4） の 調 査 か ら は 、

障害の有無 に か か わ ら ず 、当事者たちの資質として、意志の強さや行

動力の高さ を 感 じ た イ ン タ ビューは多く、抑えつけようとする大人と

の摩擦で枠 組 み を 飛 び 出 た 結果が非行へと繋がっている一方で、思考

や対処力の 未 熟 さ 、ア ン バ ランスさや不安定さも報告されている。ま

た 、 親 と の 関 係 性 の 裏 に 「 自 分 と い う 存 在 を 見 て ほ し い 」「 自 分 を 受

け止めてほしい」という子どもの強い欲求が存在することや、非行に

走っていた と き に は 気 づ か なかった親の存在・親への思いが逮捕等に

よ っ て い っ た ん 停 止 す る こ と で 浮 か び 上 が っ て く る こ と が 立 ち 直 り

に関係して い る こ と が 報 告 されている。立ち直りの成長過程では、親

以外の他の 大 人 と の 出 会 い が、それに代わる役割を果たしている場合

も多い。様々な人との出会いが立ち直りを支えていくことが挙げられ

た。  

地域移行・保護観察への移行支援の新たな取り組みとして、少年鑑

別所と保護 観 察 所 が 保 護 観 察の決定により、少年鑑別所を退所する少

年 の 処 遇 指 針 票 を 少 年 鑑 別 所 が 作 成 す る 等 の 連 携 が 取 り 組 ま れ て お

り（久保・ 横 地 ： 2 015）、今後の充実・拡大が期待される。  

 保 護 観 察 所 で は 矯 正 教 育 施 設 等 に 入 所 中 の 早 い 段 階 か ら 必 要 に 応

じて施設退 所 後 の 環 境 調 整 が進められる。以前は、アスペルガー障害

の診断を有 し て い る が 福 祉 支援の範疇に入ることができず、結果とし

て保護観察 期 間 満 了 で 終 っ てしまった事例等が報告されていたが（衛

藤 ： 2 00 6）、 近 年 で は 、 地 域 に 根 ざ し た 保 護 司 の 協 力 で 、 連 携 を 必 要

と す る 関 係 機 関 に ア プ ロ ー チ で き た 事 例 （ 藤 澤 ： 2 01 2）、 少 年 院 ・ 保

護観察所・市役所障害福祉課・受け入れ候補施設・弁護士等の関係機

関で支援チ ー ム を 構 成 し 、地域移行準備への取り組みも報告されてい

る（生島ほ か ： 2 01 3）。  

保護司調査から、学校との情報交換はその 8 割が必要性を感じてい
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るものの、学校側の受け入れとしては家庭裁判所で保護観察処分とな

ったケース は 割 合 に 協 力 的 であるが、少年院に入るまでに非行性が進

ん だ 少 年 に つ い て は 「 協 力 的 で な い 」「 あ ま り 協 力 的 で な い 」 2 7％ で

あ る 現 状 が 報 告 さ れ （ 生 島 ・ 十 河 ： 2 00 2）、 今 後 の 理 解 ・ 連 携 の あ り

方の検討が 求 め ら れ て い る 。  

更 生 保 護 施 設 で は 障 害 者 な ど の 処 遇 困 難 者 を 受 け 入 れ る 指 定 更 生

保 護 施 設 を 指 定 し 、 社 会 福 祉 士 を 配 置 し て 支 援 に あ た っ て い る （ 木

村・佐脇： 2 01 3）。  

一般社団 法 人 よ り そ い ネ ットおおさか（ 2 01 4）の更生保護施設調査

で示されて い る よ う に 、指定更生保護施設においても福祉サービスに

繋 ぐ と い う よ り は 生 活 保 護 の 活 用 が 中 心 で あ る こ と や 非 行 少 年 の 受

け入れがき わ め て 不 十 分 と いう実態 （男子少年は全体 の 4 .5％、女子

少年 7 .5％ ） で あ る こ と の 改善が課題である。  

 長澤（ 2 01 0）や福永（ 2 01 1）の取り組みや指摘のように、保 護 観 察 ・

更生保護に お い て も 本 人 の ニーズ（声）を丁寧に聞くことや本人がと

もに参加し て い く こ と が 重 要である。先行研究の検討を通して、発達

障害・知的障害を有する非行少年に対する認識や支援が徐々に広がり

つつあるこ と が 明 ら か と な った。しかし調査よりも 個別事例の報告が

多く、今後は実際に保護観察・更生保護の職員や本人・当事者への調

査を実施して、より具体的な実態把握と支援のあり方の検討が課題と

いえる。  

 

第 ２部  児童自立支援施設 ・少年鑑別所 ・少年院における発達障害等の発

達上の課題 ・困難を有する少年の実態と発達支援の課題  

 

第 ４章  職員調査からみた全国の児童自立支援施設における発達障害等の

発達上の課題 ・困難を有する子どもの実態と発達支援の課題  

 児童自立 支 援 施 設 に 入 所 する発達障害等の発達上の課題・困難を有

す る 少 年 の 実 態 と 発 達 や 自 立 に 向 け た 支 援 を 明 ら か に す る こ と を 目

的とし、全国に 58 か 所 あ る 児童自立支援施設のうち 4 5 施設について、
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児童自立支 援 施 設 職 員 を 対 象に半構造化面接法調査を行った。調査期

間は 2 010 年 1 1 月 ～ 2 01 1 年 3 月である。質問項目は「施設の概要」「発

達 障 害 の 診 断 ・ 疑 い の あ る 児 童 の 施 設 で の 実 態 」「 生 活 面 や 学 習 面 に

関する分校・分教室との連携体制」「退所に向けた支援」「退所後のア

フターケア 」 と し た 。  

45 か所の児童自立支援施設に入所児童 1 590 名中、発達障害の診

断・判定を受けている児童数は 45 0 名（他の障害との重複含む）でそ

の割合は 2 8 . 3％であった（発達障害児の正確な人数を回答いただけな

かった場合 に は 含 め て い な いので実際の数値としてはもっと高いこ

とが考えられる）。さらに診断・判定は受けていないが特別な配慮を

必要とする 児 童 を 含 め る と 施設によっては大半の児童が該当すると

いうような 回 答 が 示 さ れ る 実態が明らかとなった。  

集団生活 面 で の 困 難 と し て「こだわりや不注意から日課に乗れない」

35 .6％、「集団の中でみんなと同じように行動できない」28 .9％という

困難が見られた。これらに対する支援としては「日課等を細かく視覚

提示する」 2 4 . 5％ な ど 、 見 てわかる支援や具体的な説明を心がける施

設が増えて き て い る 。ま た 、ADHD 傾向の子どもがカッとなり暴言や

暴力にいた る こ と も あ る が、「自分の気持ちを言葉でうまく表現でき

ないので物 や 職 員 に あ た る 」 1 5 . 6％ということもわかった。  

対人関係 で は そ の 他 困 難 として ｢自己中心的、相手の気持ちが考え

られない ｣ことでトラブルに繋がることが 23 施設 5 1 . 1 %で挙げられ、

次いで ｢空気が読めない言動、行動 ｣ 14 施設 3 1 . 1％、「うまく距離感 が

掴めない」12 施 設 2 6 . 7%こ とで喧嘩などに発展してしまうケースも問

題となって い た 。  

職員との ト ラ ブ ル で は 言 葉の意味が通じにくいことや ｢被害的・差

別的にうけとる ｣12 施 設 2 6 . 7%ことで関係がうまく築けていないこと

が挙げられた。それらのトラブルに対しては、その場や集団から離し

て落ち着つ か せ た 上 で 本 人 と時間をかけて話すことや言語化して具

体的に示すこと、また聴覚的な情報を受け取りにくい子どもに視覚的

に図式化す る な ど の 対 応 が 取られていた（ 6 施設 1 3 . 3％）。  
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また対人 関 係 面 の 困 難 が 影響しての性的な問題については 多くの

施設で問題 視 さ れ て お り 、12 施設 2 6 . 7%では性加害防止プログラムを

行っていた。このプログラムは理解度や本人の気持ち、意欲が大きく

関わるため、知的能力の低さや集中力のなさが効果に影響していると

の回答も挙 が っ た 。  

発達障害 児 へ の 非 行 や 虞 犯に対する指導では「発達障害児だけ特別

に指導して い な い 」が 28 施 設 63 .6 %である。これは発達障害児だけ特

別なことを す る と 周 り の 子 どもから ｢差別 ｣と捉えられてしまうこと

や、施設によっては発達障害の有無にかかわらず、一律に日常生活の

指導を通し て 行 う こ と が 影 響していると考えら れる。  

退所後の ア フ タ ー ケ ア で は、「定期的に連絡を取る」 24 施設 5 3 . 3%

が約半数で 挙 げ ら れ、「 場 合に応じて会いに行く、家庭訪問をする」

20 施設 44 .5 %、「施設によび、再度、規則正しい生活をさせるなどの

通所指導を 行 う 」 8 施 設 1 7 . 8%など、退所後も家庭でスムーズに生活

が維持でき る よ う に 支 援 が 行われている。近年では保護者からの相談

も少なくな く 、 そ れ も ア フ ターケアの一つとして行っている（ 8 施設

17 .8 %）。その一方で、「そこまで手が 回っていない」7 施設 1 5 . 6%とい

う現状も指 摘 さ れ た 。近 年では高校進学率が上昇 するものの卒業まで

続かないこ と や 家 庭 に お け る居場所が無く不適応を起こしているの

が現状であ っ た 。  

 今回の調 査 結 果 で は 、一部の施設ではアフターケアについてシステ

ム化しており、「定期的に連絡を取る」 2 4 施設 53 .3 %や「家庭訪問」

20 施設 44 .5 %等 が 挙 げ ら れ た。しかし、大きな負担となり、そこまで

手が回って い な い 施 設 も あ るのが現状である。石飛（ 20 11）の調査で

は、アフターケアに関するファミリーソーシャルワーカーが 6 4 . 3％に

設置されて い る も の の 、そ の実態は 7 4 . 1％が職員の兼任配置であるこ

とを明らか に し て い る 。  

 埋橋（ 2 01 0）が年長児に対する支援の取り組みを報告し、その中で

養 護 性 の 問 題 と 発 達 障 害 の 困 難 性 か ら 目 標 を 達 成 す る 前 に 施 設 を 退

所せざるを 得 な か っ た 事 例 を挙げていた。現在、東京都の施設で行わ
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れている「児童自立支援施設提携型グループホーム」の取り組みのよ

うに、継続的に見守る支援も本人の居場所づくりの一つの方法であり、

今後、自立 援 助 ホ ー ム な ど の施設の拡充整備が求められている。  

 

第 ５章  併設分校 ・分教室調査から探る全国の児童自立支援施設における

発達障害等の発達上の課題 ・困難を有する子どもの実態と発達支援の課題  

 

児童自立 支 援 施 設 に 併 設 されている 33 校の分校・分教室教師を対

象に面接法 調 査 を 行 っ た 。調査期間は 201 0 年 11 月～ 2 01 1 年 3 月であ

る。質問項目は ｢分校・分教室の概要 ｣「発達障害の診断・疑いのある

児 童 の 分 校 で の 実 態 と 支 援 」「 指 導 を 行 う 上 で の 施 設 と の 連 携 体 制 」

「 退 所 （ 転 校 ） に 向 け た 具 体 的 な 指 導 内 容 」「 退 所 （ 転 校 ） 後 の ア フ

ターケア」 と し た 。  

199 8 年 の 児 童 福 祉 法 改 正 に よ り 児 童 自 立 支 援 施 設 に 学 校 教 育 の 実

施が制度化 さ れ ，分 校・分 教室が併設されるようになったが，地域と

の 問 題 や 児 童 自 立 支 援 施 設 の 特 性 か ら 全 施 設 で の 完 全 実 施 に は 至 っ

ておらず、調査の時点では 45 施設中 3 3 施設 7 3 . 3％で学校教育が導入

されていた。児童自立支援施設での安定した生活が基盤となり、加え

て分校・分教室での少人数・ＴＴ体制指導等の丁寧できめ細やかな対

応が、子どもにおける落ち着いた学習態度の形成や学力の向上に大き

く影響し、自信や自尊感情の回復にもつながっていると推測すること

ができた。  

具体的に 困 難 な 場 面 が 目 立つ教科として最も多かったのは「数学・

計算」 1 9 校 57 .6 %，次いで「数学の文章題」 1 5 校 45 .5 %であり，いず

れも教科は 数 学 で あ る 。中学校から本格 的に始まる英語に関しては内

容に触れた こ と の な い 生 徒 も多く，そのためアルファベットから始め

るなど個人 差 が と く に 大 き い（ 11 校 3 3 . 8%）。漢字の読み書きの困難 8

校・ 2 4 . 2%に関しては ｢漢字を単に記号として覚えている，意味まで理

解できない ｣という実態が挙げられた。授業全体では ｢聞いて行うこと

は難しい ｣4 校 12 .1 %とされ，そのため 指示が通りにくいことや説明に
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時間がかか る こ と が 困 難 と された。じっと座っている座学より作業の

方が得意な 児 童 生 徒 が 比 較 的多いなか，手先の不器用さから美術や体

育などの実 技 教 科 で 困 難 が 見られ た（ 4 校 1 2 . 1%）。  

分校・分教室においては各々の子どもが多様な困難を抱え、学力差

も大きいた め に 個 別 指 導 が 中心となりがちだが、退所後の転校先など

を考慮する と 集 団 指 導 の 機 会・場面を増やし、集団活動の中で個々に

合った支援 を し て い く こ と、そのためには特別支援教育の視点や支援

方法を分校・分教室の教師間で広めていくことが課題である。今後さ

らに児童自 立 支 援 施 設 併 設 の分校・分教室においては発達障害あるい

は疑いのあ る 児 童 生 徒 が 増 えることが予想されるが、そのためにも分

校 ・ 分 教 室 に お い て 特 別 支 援 教 育 の 拡 充 整 備 が 不 可 欠 で あ る 。 ま た 、

普通学級扱 い の 分 校 ・ 分 教 室のうち約 6～ 7 割の学校教育職員が施設

独特の特別 支 援 学 級 の 設 置 を望んでいることも考慮し（全国児童自立

支 援 施 設 協 議 会 ： 2 01 0）、 今 後 よ り 適 切 な 環 境 下 で の 指 導 ・ 支 援 が 行

えるよう検 討 が 課 題 で あ る 。退所後の支援では「学校が直接的にケア

していない 」2 3 校 69 .7 %であり，ケア を行っている分校・分教室でも

「進学先や 就 職 先 と の 電 話 連絡」 5 校 15 .2 %などであった。高校進学

が増えてい る な か で 中 途 退 学者も多く，退所後ケアの必要性はあるも

のの，施設入所を伏せる場合もあるため，家庭や学校に直接的な 支援

が行えない と い う 事 情 も 予 想された。  

発 達 障 害 の 有 無 に か か わ ら ず 児 童 自 立 支 援 施 設 入 所 ま で の 不 十 分

な学習経験から，学力差や学習困難はあるものの少人数教育のなかで

各自にあっ た 指 導 が 行 わ れ ，学習意欲・学力の向上に繋がっていると

考えられる。基礎学力の向上の時間を設けている分校・分教室は 9 .1％

であるが，今後はこのような時間を拡充し，基礎学力の徹底した指導，

向上を行う こ と も 必 要 で あ る。また、退所した児童生徒が転校先や高

校進学後に 適 応 で き な い 要 因としては，分校・分教室と異なり学級の

児 童 生 徒 数 が 増 え る こ と や 一 斉 授 業 な ど の 環 境 の 変 化 も 関 係 し て い

る。少人数での丁寧な指導も重要であるが，退所に向けた取り組みや

準備登校を 行 う な ど の 取 り 組みも必要である。  
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第 ６章  児童自立支援施設における発達障害と虞犯 ・触法等の発達上の課

題 ・困難を有する子どもの発達支援の課題  

本章では、第 4 章 の 児 童 自立支援施設職員調査結果と第 5 章の児童

自立支援施 設 併 設 の 分 校・分教室教師調査結果の比較をもとに、児童

自立支援施 設 に お け る 発 達 障害と虞犯・触法等の発達上の課題・困難

を有する子 ど も の 発 達 支 援 のあり方を検討した。  

児童自立 支 援 施 設 に 入 所 する発達障害児の ADH D と広汎性発達障

害 に つ い て は 厚 生 労 働 省 調 査 結 果 に ほ ぼ 近 い 数 値 が 表 れ た （図 １３‐

１）。しかし、 LD に つ い て は厚生労働省調査との間に数値の差が見ら

れた。数値が低かったからと言って学習における困難は決して少なく

なく、児童自立支援施設に入所する児童のほとんどが入所前の環境に

より学習経 験 が 乏 し く 、 学 習において困難を抱えている。  

 

 

 

児童自立 支 援 施 設 と 分 校・分教室全体を通しては、多少の差はある

ものの両者 で 共 通 し て 集 団 指導における困難が挙げられた。児童自立

支 援 施 設 は 細 か く き め ら れ 構 造 化 さ れ た 環 境 の な か 日 課 に 沿 っ て 集

団指導を主 と し て い る た め、個別対応が求められることも大きな問題

とされていた。しかし、一方で寮集団という集団の力がプラスの力に

大きく影響し、子どもがお互いの姿を見ることでともに改善が見られ

る事例も挙 げ ら れ た 。今 後は集団指導における個々に合った対応と個

9.0%,（179）

3.2%（63）

7.3%（146）
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図１３‐１ 障害のある児童内訳

厚生労働省調査(2008)n=1995 本調査(2010～2011)n=1590
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別指導のバ ラ ン ス を 取 り つ つ、集団の力を良い影響力にできるような

細かな配慮 が 必 要 で あ る。また、施設職員と分校・分教室教員がお互

いに連携を 図 り な が ら 支 援、指導を行っている事で児童生徒が落ち着

いた生活を 送 っ て い る こ と も伺えた。今後は職員一人ひとりの特別支

援教育に関 す る 知 識 や 施 設 間での共通認識を広めていくと同時に、集

団 指 導 に お け る 個 々 に 合 っ た 対 応 と 個 別 指 導 の バ ラ ン ス を 取 り つ つ 、

集団の力を 良 い 影 響 力 に で きるような細かな配慮が必要である。  

 退所に向 け た 支 援 で は 施 設と分校・分教室ともに本人への特別な指

導を行って い な い 事 が 挙 げ られ、退所後のアフターケアでは分校・分

教室が直接 関 わ る こ と は 7 割の分校・分教 室で見られなかった。施設

の特性や本人、保護者の考えを考慮したうえで、高校進学後や地域の

学校へ戻っ た 後 の 適 切 な ケ アを行うためにも、学校同士の関わりや本

人への具体 的 な 支 援 を 行 っ ていく必要がある。環境調整の面では、家

庭と転校先 の 学 校 と の 連 携 ・調整は慎重に行う必要がある。  

分校・分教室への「転校先の学校との連携体制」に関する質問では、

「情報を伝える」1 8 校 5 4 . 5 %と関連して「施設の行事や参観に来ても

らう」という回答が 17 校 51 .5 %で挙げられた。施設や分校・分教室で

の児童生徒 の 成 長・発 達 を 実際に確認してもらうこと が、転校後の受

け入れや適 応 に 大 き く 影 響 するため、積極的に来てもらえるような転

校先との関 係 作 り が 大 切 で ある。また 12 施設 26 .7 %で行われているよ

うな積極的 な 面 会 や 帰 宅 訓 練、登校練習 4 校 1 2 . 9%を行い、新しい環

境 の 中 に 本 人 の 居 場 所 を 作 っ て か ら 退 所 へ と 移 行 で き る こ と が 望 ま

しい。退所後の転校先として特別支援学校・学級を想定して、そのた

めに障害者 手 帳 の 取 得 を 行 う事例が挙げられたが（ 6 校 18 .2 %）、その

ためには本 人 ・ 家 族 の 障 害 理解を促進する支援が求められている。  

児 童 自 立 支 援 施 設 の 支 援 に 関 し て 、 梶 原 （ 2 00 9） は 「 福 祉 的 」「 矯

正 的 」「 教 育 的 」 支 援 の 共 存 、 多 機 能 性 ゆ え に 指 導 方 略 の 不 定 性 が 難

しさである と 指 摘 し 、ま た 川俣ら（ 20 09）は児童自立支援施設の特徴

から施設職 員 の 個 別 の 判 断 や方針が施設実践に影響していること、ま

た 施 設 実 践 の 難 し さ が そ の ま ま 個 人 の 経 験 や 方 針 に 直 結 し て い る こ
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とを述べている。今後、児童自立支援施設において発達障害等の子ど

もが増える こ と が 予 想 さ れ るため、彼らに適切な支援が行われるため

に も 職 員 一 人 ひ と り の 特 別 支 援 教 育 に 関 す る 知 識 理 解 や 職 員 相 互 の

共通認識を 広 め て い く 必 要 がある。また通常学級扱いの分校・分教室

のうち、約 6～ 7 割 の 教 職 員が特別支援学級の設置を望んでいること

も検討すべ き 課 題 で あ る （ 全国児童自立支援施設協議会 : 20 10）。  

児童相談 所 の 報 告 で は 、18 歳まで退学・退職せずに継続したものは

約 1 7％であり、半 年未満で退学・退職するのは約 4 割であること、そ

の半年を越 え る と 徐 々 に そ の割合は減少していくことが報告されて

いる（東京 都 福 祉 保 健 局 ： 2 00 5）。すなわち、退所後半年をどのよう

に過ごすかが、その後の進路を継続するために大きな鍵となっている

のである。  

 

第 ７章  全国の少年鑑別所における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有

する非行少年の実態と発達支援の課題  

 本章では、全国の少年鑑別所への訪問面接法調査を通して、発達障

害等の発達 上 の 課 題・困 難 を有する少年の困難・ニーズや支援の実態

とそれに対 応 す る た め の 矯 正教育の課題を検討してきた。調査の対象

は全国の少 年 鑑 別 所 職 員 で ある法務技官および観護教官とした。法務

技官に対す る 調 査 内 容 は「 少年の特性把握の工夫・配慮」、「少年の発

達上の課題 と 非 行 と の 関 係・背景要因」「関係機関への情報伝達」「地

域 貢 献 ・ 地 域 支 援 、 関 係 機 関 と の 連 携 」「 今 後 の 課 題 」 を 設 定 し た 。

観 護 教 官 に 対 す る 調 査 内 容 を 「 少 年 鑑 別 所 の 処 遇 に お け る 困 難 」「 少

年 の 特 性 把 握 に お け る 留 意 事 項 」「 障 害 特 性 に 応 じ た 対 応 内 容 や 専 門

性の確保」「今後の課題」を設定した。  

調 査 の 方 法 は 、 法 務 省 矯 正 局 少 年 矯 正 課 の 協 力 の も と に 、 全 国 5 2

施設の少年 鑑 別 所 に 郵 送・電話による調査依頼を行い、調査協力を得

られた 26 施 設 の 少 年 鑑 別 所を訪問し、職員 53 名（法務技官 26 名、

観護教官 25 名、その他 2 名）に対する半構造化面接法による聞き取

り 調 査 を 実 施 し た 。（ 回 答 い た だ く 職 員 に つ い て は 「 勤 務 経 験 が 比 較
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的 長 い 職 員 」 と い う 条 件 の も と 各 少 年 鑑 別 所 で 選 出 い た だ い た ）。 調

査期間は 2 014 年 6 月 ～ 1 2 月である。  

本調査研究から、発達障害等の発達上の課題・困難を有する非行少

年においては、環境要因・不適切な対応の結果として非行に至る事例

が少なくな い こ と が 明 ら か となった。  

少年鑑別 所 で は 少 年 の 資 質鑑別を行い、具体的な指導は育成的処遇

の範囲で行 わ れ て い る が 、その後の彼らの発達に繋がるような育成的

処遇の検討・充実が今後の課題として挙げられた。新たに制定された

少年鑑別所法第 28 条「生活態度に関する助言及び指導」、第 29 条「学

習等の機会 の 提 供」に お い て少年鑑別所の長の義務として健全な育成

のための支援 を 行 う こ と が 明文化されており（法務省矯正局：2 01 4）、

今後の重要 な 課 題 と い え る 。佐々木（ 201 1）が指摘するように、非行 ・

再非行の予 防 に お い て は「 目の前のことをどうするか」だけではなく、

子どもが大 人 に な っ て い く 過程を長いスパンでみること、成長・発達

で き る よ う な 環 境 を 保 障 す る こ と で 結 果 と し て 非 行 を 抑 制 す る 力 を

育成すると い う 福 祉 的・教 育的考えが大切であり自立に向けて「人に

助けを求め ら れ る こ と 」や 基本的生活習慣、発達支援を保障する具体

的 な 取 り 組 み を 少 年 鑑 別 所 に お い て も 十 分 に 検 討 し て い く こ と が 課

題といえる 。  

ま た 少 年 鑑 別 所 法 の 制 定 に と も な っ て 本 業 務 化 さ れ た 地 域 貢 献 や

一般相談業 務 に お い て は 、非行に限らず発達上の困難を抱える少年の

アセスメン ト 実 施 や 対 応 方 法に関する助言等が行われている。学校や

地域におい て 虞 犯・非 行 に 至った「困っている」子どもたちをいかに

学 校 や 地 域 か ら 切 り 離 さ ず に 発 達 を 保 障 し て い く こ と が 一 層 求 め ら

れる。その際、20 14（ 平 成 2 6）年より東京少年鑑別所および大阪少年

鑑 別 所 に 配 置 さ れ た 地 域 非 行 防 止 調 整 官 の 果 た す 役 割 は 大 き い と い

える。地域非行防止調整官の主な業務は、地域社会における非行およ

び犯罪防止 に 向 け た 活 動、少年院在院者等の円滑な社会復帰に向けた

活 動 で あ る （ 山 口 ： 20 1 5）。 た と え ば 近 隣 の 小 学 校 と の 連 携 で は 、 学

校側の「今現在問題を抱えている児童への有効な働き掛けの方針を迅
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速に得たい」というニーズに対して、職員が学校に出張して対象児童

へ個別式知 能 検 査 を 実 施 し ている。限られた時間と情報の中で、必要

な ア セ ス メ ン ト を 実 施 し て ケ ー ス を 見 立 て 指 針 を 提 示 す る と い う 法

務技官の「強み」を発揮し、また出張により対象児童の学校での実際

の様子を観 察 し た り 、検 査実施前後で教員と綿密なカンファレンスを

行うことが 可 能 と な っ た （ 山口： 2 01 5）。  

今後はそ の 業 務 の 充 実 拡 大を図り、地域における非行防止のみなら

ず、少年鑑別所や少年院を出た非行少年の継続的な発達支援・地域移

行支援やそ の た め の サ ポ ー トネットワークの構築が課題といえる。  

 

第 ８章  全国の少年院における発達障害等の発達上の課題 ・困難を有する

非行少年の実態と発達支援の課題  

本章では、全国の少年院への訪問面接法調査を通して、発達障害等

の発達上の課題・困難を有する少年の困難・ニーズや支援の実態と支

援の課題を 明 ら か に し て き た。本調査は東京学芸大学高橋智研究室と

法務省矯正 局 少 年 矯 正 課 の 共同研究の もとに実施し、調査内容は「生

活面におけ る 困 難 と 支 援 内 容」「対人関係の困難と支援内容」「学習指

導 、 職 業 補 導 、 特 別 活 動 、 日 記 指 導 等 を 行 う 上 で の 困 難 と 支 援 内 容 」

「問題群別指導（非行態様別指導等を含む）や被害者の視点を取り入

れ た 教 育 等 を 行 う 上 で 対 応 に 苦 慮 し た 内 容 と 指 導 の 工 夫 」「 関 係 機 関

との連携」「出院に向けた指導内容」「出院後に見られる困難とアフタ

ー ケ ア 」「 自 立 や 社 会 復 帰 に 向 け た 処 遇 ・ 支 援 の 課 題 」 と し た 。 調 査

期間は 2 013 年 1 月 ～ 7 月 、 48 施設から回答を得た。  

今回の調査から、少年院において発達障害等の診断・判定が ついて

いない場合にも、多様な発達の遅れや困難を抱えている事例が少なく

ないことが 明 ら か と な っ た 。彼らは「従来に見られなかった処遇困難

なタイプ」ではなく「発達に遅れや困難を有しており、適切な処遇を

受けられず に 困 っ て い る 少 年」として捉えることが何より重要である。 

困難実態 の 一 つ と し て 挙 げられた不器用さの背景には、固有感覚や

触覚の感覚統合（感覚情報調整処理）に何らかの問題を抱えているこ
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とが考えられる。少年院においても少年の抱える皮膚感覚・触覚の困

難 の 実 情 や 身 体 の 不 器 用 さ と 支 援 の 必 要 性 に 対 す る 認 識 を 職 員 間 で

広めていくこ と が 必 要 で あ る。  

少 年 院 の 出 院 後 に 居 場 所 が な い こ と 等 で 再 非 行 へ と 至 り や す い こ

とが、今回の調査でも回答された。少年にとっては就労・社会的自立

までに、教育機関で教科学習や対人関係、基本的生活スキル等につい

て、多様な集団活動やインターンシップの経験を通して身につけてい

く こ と が 不 可 欠 で あ る 。 そ の た め に は 少 年 院 の 出 院 後 の 進 路 と し て 、

高校・特別支援学校高等部・専修学校・職業訓練校・大学等への進学

が望まれるが、受入先の確保を始め、教育・支援の機会をいかに保障

していくか が 焦 眉 の 課 題 と いえる。  

 

第 ９章  少年院在院少年調査から探る発達障害等の発達上の課題 ・困難を

有する少年の実態と発達支援の課題  

本章では、少年院において「支援教育課程 Ⅲ（ N 3）」（知的障害ある

いは情緒障害・発達障害とまではいえないものの、いわゆるボーダー

ラインに あ る 少 年 を 対 象 と した教育課程）に指定された少年への半構

造 化 面 接 法 調 査 を 通 し て 、 少 年 院 に お け る 発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課

題・困難を有する少年の困難・支援ニーズの実態や発達支援を充実さ

せていく た め の 課 題 を 検 討 することを目的とした。具体的には、全員

が「支援 教 育 課 程 Ⅲ 」 で あ る A 少年院において  発達障害等の発達上

の課題・困難を有する男子少年 26 名（のべ実施数 3 4 名）への半構造

化面接法 調 査 お よ び 担 任 等 の法務教官との協議を検討した。調査期間

は 2 016 年 8 月 か ら 201 7 年 3 月である（現在も調査継続中である）。  

調 査 結 果 か ら 、 い わ ゆ る 傾 聴 は 「 不 安 の 原 因 の 可 視 化 」「 問 題 の 共

有 」「 解 決 方 法 を と も に 考 え て い く 」 と い う 「 伴 走 的 発 達 支 援 ア プ ロ

ーチ」の根源であり、その  過程で  少年は、教官や少年院に対する「安

心 」「 信 頼 」 を 回 復 し 、 指 導 を 受 け 止 め 、 発 達 支 援 の 意 義 を 理 解 で き

るようにな っ た た め に 、少年の発達を一気に加速させ たものと考えら

れた。今後、さらに少年の行動の背景にある「不安・緊張・ストレス」
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等を把握し 軽 減 さ せ て い く ことや、彼らの発達的課題を丁寧に検討し

ていくこと が 求 め ら れ る 。そのためには、少年院における少年の処遇

に お い て は 、『 発 達 上 の 課 題 を 有 す る 在 院 者 に 対 す る 処 遇 プ ロ グ ラ ム

実施ガイド ラ イ ン 』の 視 点 と内容をふまえた、より具体的な見立てと

対応の工夫 が 不 可 欠 で あ る 。  

 

第 ３部  発達障害等の発達上の課題 ・困 難 を有 する非行少年の社会的自

立 ・地域移行の実態と支援の課題  

 

第 １０章  全国の自立援助ホームにおける発達障害等の発達上の課題 ・困

難を有する青年の実態と支援の課題  

本章では、全国自立援助ホームの職員の調査を通して、発達障害等

の発達上の課題・困難を有する子どもが青年期に抱える困難の実態や

社会的自立 に 向 け た 支 援 課 題を明らかにすることを 目的とし、全国 83

ホームの自 立 援 助 ホ ー ム 職 員対象の面接法調査を実施した。調査内容

は 「 日 常 生 活 に お け る 困 難 お よ び 支 援 ・ 指 導 」「 対 人 関 係 に 関 す る 困

難や支援」「進学、就職等自立に向けての支援や課題」「他機関との連

携」とした 。 調 査 期 間 は 2 012 年 7 月～ 1 2 月である。  

 調査は協 力 の 得 ら れ た 40 施設、計 54 名からの回答を得た。調査結

果からは、発達障害に加えホーム入所までの環境（虐待、貧困等）や

不適切な対 応 の 結 果 、二 次 的障害や症状からくる困難・トラブルの現

状が明らか と な っ た 。日 常生活においては言語理解の低さが影響する

困難が挙げ ら れ た ほ か 、片付けの方法がわからないことや汚さに意識

が向かない た め に 整 理 整 頓 が極端に苦手であることや、こだわりから

やるべき行 動 に 移 れ な い こ とが困難として回答された。衛生面に関し

て無頓着（何日も同じ衣服を着る、お風呂に入らない等）であること

も 1 3 ホームで回答されたが、その理由として感覚の過敏など が影響

しているこ と は ほ と ん ど の 施設で挙げられなかったものの、中には洗

剤を使うことで「自分のにおいがなくなることへの強い不安」からき

ちんと洗濯 を 行 わ な い こ と が理由として挙げられた。金銭管理につい
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ては、先の見通しをもつことの苦手さも影響して欲求のままに、後先

考えずに使 っ て し ま う こ と が特徴として挙げられた。金銭管理につい

て本人とと も に 管 理 の 練 習 をしていく過程では、出納帳をつけること

で本人もよ り 具 体 的 な 金 額 を把握・見通しをもつことができるような

工夫や、退所後を見通して、徐々に一人で管理する金額を増やしてい

く方法を取ることで、段階的に管理方法を身につけていけるような取

り組みが行 わ れ て い た 。   

 ま た 非 行 に 関 す る 内 容 で は 、「 誤 学 習 」「 後 先 考 え ず の 行 動 」「 対 応

方法の未習得」に関する困難が挙げられた。厳しい制限などがない場

合、深夜徘徊などの問題も回答された。非行内容としては万引きが 1 2

ホームで回 答 さ れ た が 、万引きなどの行為については悪気なくやって

いる入所者 が 多 い と 回 答 さ れる一方で、そのような行為によって威勢

を張ってい る 可 能 性 を 指 摘 する回答もあった。発達障害と非行につい

て い く つ か の ホ ー ム か ら は 、「 障 害 と 家 庭 環 境 な ど の 相 関 関 係 が 非 行

に繋がった」、「知的能力との関係で、解決する力がなく非行に走りが

ち」「本人が気付かないうちに加害者側へ巻き込まれている」「衝動性

が 非 行 に つ な が っ て し ま う の で は な い か 」「 こ れ ま で 大 人 が 指 摘 し て

こなかった こ と で 誤 学 習 し ている」といった職員の認識や意見が挙げ

られた。  

 対 人 関 係 に お い て は 距 離 感 の 取 れ な さ や 相 手 の 気 持 ち を 考 え ら れ

ないことで 他 の 寮 生 か ら 浮 いてしまうことが挙げられた。これまでの

家庭環境や 虐 待 等 も 影 響 し て、威圧的な態度や異性に対しても不適切

な関わり方 で 関 係 を 築 こ う としていることも問題とされていた。また

対 人 関 係 に お け る 困 難 は 職 場 で の 困 難 に も 影 響 が 見 ら れ 、「 ミ ス を し

ても受け入 れ ら れ ず に 謝 る ことができない」ことや、被害的・差別的

に 受 け 取 っ て し ま う こ と で 上 司 や 同 僚 と の 関 係 が 築 き に く い こ と が

職 場 を す ぐ に 辞 め て し ま う 大 き な 理 由 と な っ て い る こ と が 明 ら か と

なった。そのため、今後は職場の理解啓発も含めた支援が必要である。

その他、多くの入所者が高校中退により最終学歴が中卒であるものの、

と く に フ リ ー ス ク ー ル や 通 信 制 高 校 な ど が 同 法 人 内 に 無 い 場 合 に は 、
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定 時 制 や 通 信 制 も 含 め た 高 校 へ の 通 学 と 仕 事 の 両 立 は 大 変 厳 し く 通

学を継続で き て い な い 現 状 が明らかとなった。  

 ほとんど の ホ ー ム が 、貯金ができたことや安定して仕事に就けてい

ることが退 所 の 基 準 と な っ ている。一方で実際にはホームの対象年齢

の上限から、十分な準備や専門機関等との支援体制がないままホーム

を 退 所 し て い る 事 例 も あ げ ら れ た 。 退 所 後 は 、「 金 銭 に 関 す る ト ラ ブ

ル 」「 就 労 の 継 続 困 難 」「 居 場 所 の 不 安 定 さ 」「 頼 る 先 」 で の 困 難 が 挙

げられた。具体的には、職場でのトラブルからすぐに辞めてしまうこ

と で 家 賃 や 携 帯 料 金 が 払 え な く な る な ど の 金 銭 的 な 問 題 が 多 く 起 こ

っ て い る 。 ま た 、「 自 活 で き る 見 通 し が 付 い た か ら 退 所 し た 」 者 が 全

体の 3 0 . 2％に過ぎないという高橋（ 2 012）の報告や、自立援助ホーム

退 所 者 の ほ と ん ど が 家 庭 か ら の 協 力 を 得 ら れ な い 状 況 に あ る こ と を

考慮し、長期的な視点で生涯にわたる支援のあり方の検討が求められ

て い る 。 自 立 援 助 ホ ー ム で は 退 所 後 の 丁 寧 な 支 援 を 大 切 に し て お り 、

本 人 と の 連 絡 や 就 職 先 と の 連 携 が 図 ら れ て い た が 、 退 所 後 の ケ ア は 、

向こうから 連 絡 が こ な い と 動けないのが現状であり、問題を起こした

ことでの退 所 な ど、円 満 退 所ではない場合繋がりにくいことが課題と

さ れ た 。 ま た 、 診 断 や 手 帳 を 持 っ て い な い 場 合 に 繋 が る 機 関 が 無 く 、

支援のネッ ト ワ ー ク が 不 十 分であるともいえ、ホームだけで抱え込ま

ぬように各 関 係 機 関 に 早 い 段階で繋ぎ、継続的な支援体制を構築する

必要性が明 ら か と な っ た 。  

調査から は 今 後 の 課 題 と して、「自立援助ホーム入所前段階」「退所

者との継続 的 な 繋 が り」「 障害の受容・理解促進」「具体的な学びや資

格 取 得 」「 職 員 体 制 」「 よ り 充 実 し た 支 援 を 受 け る た め に 」「 サ ポ ー ト

ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 」「 障 害 ・ 障 害 名 に 捉 わ れ な い 」 こ と に 関 す る 支

援が必要と さ れ た 。特 に 、高校への通学を保障すること以前に未診断

や 障 害 の 受 容 が で き て い な い 青 年 へ 丁 寧 に 関 わ り な が ら 自 己 受 容 を

促していく こ と が 重 要 で あ ると回答された。その際には、精神障害者

保健福祉手 帳 を 取 得 し て い なくとも、診断書などで発達障害者として

受けられる 支 援 の 活 用 も 検 討する必要がある。  
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第 １１章  全国の保護観察所 ・更生保護施設等における発達障害等の発達

上の課題 ・困難を有する非行少年の実態と社会的自立 ・地域移行支援の課

題  

 本章で は 全 国 の 保 護 観 察 所職員・更生保護施設職員・保護司等への

調査を通して、発達障害等の発達上の課題・困難を有する非行少年が

社会的自立・地域移行をするうえで抱える困難・支援ニーズの実態を

検討し、社会的自立・地域移行、再非 行防止に向けた課題を明らかに

した。  

 本調査は、全国の保護観察所・更生保護施設・自立準備ホームの職

員、保護司を対象とした訪問面接法調査を実施した。調査項目は ①「生

活 環 境 （ 特 別 調 整 含 む ） の 調 整 に お け る 困 難 ・ ニ ー ズ 」、 ② 「 発 達 困

難を有す る 保 護 観 察 処 分 少 年および少年院仮退院者等（ 20 歳代の保護

観察対象 者 を 含 む ）の 困 難・ニーズと支援状況（困難・ニーズ、支援

内容、専門性の確保）」、③「関係機関連携（矯正施設、更生保護施設、

自 立 準 備 ホ ー ム 、 保 護 司 、 学 校 ・ 地 域 、 地 域 生 活 定 着 支 援 セ ン タ ー 、

そ の 他 の 関 係 機 関 等 ） の 具 体 的 な 内 容 」、 ④ 「 発 達 障 害 等 の 発 達 困 難

を 有 す る 少 年 へ の 社 会 的 自 立 ・ 地 域 移 行 の 支 援 の 課 題 」 を 設 定 し た 。

なお、「発達障害等の発達困難を有する非行少年」とは 2 0 歳代の若年

者を含む 発 達 障 害・軽 度 知 的障害の診断を有する少年のほか、発達障

害・軽度知的障害が疑われる、あるいは発達困難が認められる少年を

指してい る 。  

調査期間は 20 16 年 7 月 ～ 2 017 年１月。法務省保護局観察課との事

前協議と プ レ 調 査 に よ り 調 査項目を設定し、保護局より事務連絡を全

観察所（駐在官事務所は管轄の観察所が統括）宛に発信していただき、

その後調 査 担 当 者 か ら の 電 話連絡により日程等を調整した。面接の実

施は原則 職 種 別 と 考 え た が 、日時の関係や回答者の希望により、保護

司と保護 観 察 官 等 、 職 種 の 異なる回答者同席による面接も行った。  

調査結 果 の 分 析 は 調 査 時 のメモ記録をもとにデータに起こして、研

究協力者 複 数 名 に よ る 検 討 のもとにコード化した。質問項目ごとのコ
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ードについて、執筆者らの全国少年院調査・全国少年鑑別所調査・全

国児童自 立 支 援 施 設 調 査（ 内藤・田部・髙橋： 20 13、内藤・髙橋・法

務省矯正 局 少 年 矯 正 課： 201 5、髙橋・内藤・田部： 2 0 1 2、髙 橋・内 藤 ・

法務省矯正 局 少 年 矯 正 課：20 16）で得 られたカテゴリーを参考にして、

本調査結 果 の カ テ ゴ リ ー 分 類を行った。  

 調査は プ レ 調 査 を 含 め 全 43 回実施され、述べ 7 0 名（内訳：保護観

察官 3 1 名 、 保 護 司 1 9 名 、 更生保護施設職員 1 0 名、自立準備ホーム

職員 9 名、その他 1 名）から回答を得た。回答者の希望および状況に

応じて、 他 職 種 が 同 席 し て 同時回答による調査を実施した。  

本 調 査 を と お し て 発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課 題 を 有 す る 少 年 の 社 会

的自立や 地 域 移 行 に 向 け た 困難・ニーズやそれに対する関係者の支援

状況が明 ら か に な っ た 。  

本人の困難・ニーズに対する支援では、保護観察所・保護司を中心

に 丁 寧 な 関 わ り が 行 わ れ て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ の 一 方 で 、

保護観察 以 前 の よ り 早 期 段 階での適切な介入が届かず、「困っている」

状況下に お か れ て い る 少 年 の姿が多く想定された。とくに発達障害等

の診断・判定を有していないボーダーラインにある少年への支援が行

き届いて い な い こ と が 推 察 されるが、少年院在院中あるいは保護観察

処分決定 前 に お い て 、本 人 の発達上の困難・ニーズをより丁寧に明ら

かにして い く こ と が 求 め ら れる。  

現代社 会 の 急 激 な 情 勢 変 化のなかで、子どもが安心・安全に生きる

ことがで き る 生 活 基 盤 や 大 人になっていくために不可欠な成長・発達

の条件・環境を十分に保障されない状況にあるが、本調査でも少年た

ちが愛着障害・心身症・不適応等の発達的困難を有して、反社会的行

動のリス ク が 高 く な っ た 状 態にあったことが伺える。  

そうし た 発 達 上 の 困 難 や 課題を有する少年に対して、保護司や保護

観察官の 果 た す 役 割 は 大 き い。押切（ 200 5）は、経験年数が長い保護

司らが「硬軟織り交ぜた面接、地域性をいかした指導・援助、関係機

関 ・ 団 体 と の 連 携 に 力 を 発 揮 」 し て お り 、「 モ ラ ー ル や 処 遇 能 力 の 面

で高い水 準 にある」ことを示唆している。本調査でも、とくに保護司
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による「本人の話を丁寧に聴く」ことが重要な支援として行われ、少

年の発達 促 進 に お い て 大 き な成果を挙げていた。大人への不信感が強

い非行少年は、少年院法務教官・保護司・保護観察官などの「信頼で

き る 大 人 と の 出 会 い 」 に よ っ て 大 き く 変 化 し 、 成 長 ・ 発 達 し て い く 。 

生島・十河（ 2 00 2）が実施した保護司アンケートでは、学校との情

報交換の 必 要 性 を 回 答 者 の ８割が感じているものの、学校側の受け入

れ は 家 庭 裁 判 所 で 保 護 観 察 処 分 と な っ た ケ ー ス は ３ 割 が 協 力 的 だ が 、

少 年 院 に 入 る ま で に 非 行 性 が 進 ん だ 少 年 に つ い て は 「 協 力 的 で な い 」

「あまり 協 力 的 で な い 」が 27％であることが報告されている。学校の

更 生 保 護 に 対 す る 認 識 ・ 理 解 の 改 善 と 同 時 に 、「 更 生 保 護 の あ り 方 を

考える有 識 者 会 議 」等 で も 議論が始まっているように、少年の発達に

と っ て 重 要 な 役 割 を 担 う 保 護 司 へ の サ ポ ー ト 充 実 も 早 急 の 課 題 で あ

る。  

 機関連 携 の 重 要 性 は 自 明 のことであり、法務省でも次第に連携促進

が図られ て い る 。少 年 鑑 別 所による保護観察処分となった少年への処

遇 指 針 の 作 成 （ 久 保 ・ 横 地 ： 2 0 1 5）、 少 年 院 に お け る 在 院 中 の 少 年 を

対象とし た 処 遇 ケ ー ス 検 討 会の実 施（ 201 1 年度より）や在院中から保

護観察官 と 情 報 共 有 を 図 る こと、一定の枠組みで保護観察中の少年に

対して少 年 院 教 官 が 相 談 助 言を行うなどの支援に取り組んでいる（名

執： 2 01 2）。  

 連携に 繋 が る ひ と つ の 方 法として、前述の法務省矯正局（ 20 16）『発

達 上 の 課 題 を 有 す る 在 院 者 に 対 す る 処 遇 プ ロ グ ラ ム 実 施 ガ イ ド ラ イ

ン』の取り組みが着目される。ガイドラインでは「発達上の課題を有

する在院 者 の 改 善 更 生 及 び 円滑な社会復帰を図るためには、処遇をす

る 側 が 。『 発 達 支 援 』 と い う 視 点 を 持 つ こ と が 重 要 で あ る 」 と 述 べ 、

障害名や診断・判定の 有 無 にとらわれず、発達上の課題を有する少年

への発達 支 援 が 目 的 と さ れ ている。支援にあたっては、①本人の話を

聴く、② 安 全 安 心 な 環 境 を つくる、③職員が専門的な知識を身に付け

連携する 、④ ス ト レ ン グ ス モデルに基づく指導を行う（できないとこ

ろより「 で き る と こ ろ 」 へ の着目）、 ⑤移行支援を行うという 5 つの
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ポイント が 挙 げ ら れ て い る （藤原： 2 016）。  

このガ イ ド ラ イ ン で は 、 5 つの支援ポイントをふまえたうえで、と

くに少年 の 発 達 上 の 困 難・ニーズの把握のために「身体感覚に関する

チェックリスト」（ 全 46 頁）が設けら れている。その実施 目的として

「発達上 の 課 題 を 有 す る 在 院者の身体感覚や身体症状（身体の不調・

不具合）を理解することにより、適切な指導・支援の実施に資すると

ともに、在院者の不安やストレスの軽減を図る」ことが挙げられてい

る（「身体感覚に関するチェックリスト」は 髙 橋・増 渕： 2 0 0 8、髙 橋 ・

石川・田部： 2 01 1、髙橋・田部・石川： 2 0 1 2、髙 橋・井 戸・田 部 ほ か ：

201 4、髙橋・斎藤・田部ほか：20 15 などの発達障害当事者の身体感覚・

運動や身 体 症 状 の 調 査 研 究 の成果をもとに作成された）。  

発 達 障 害 等 の 発 達 上 の 課 題 を 有 す る 少 年 の 社 会 的 自 立 や 地 域 移 行

の支援に お い て も 、ガ イ ド ラインに示された当事者性や発達支援の視

点が不可 欠 を 考 え ら れ る 。  

また、今 回 挙 げ ら れ た 事 例は 20 歳代までの若者だけではなく、一

部それ以降 の 成 人 の 状 況 も 回答されているが、いかに早期の介入・支

援 と 二 次 的 障 害 の 予 防 が 重 要 で あ る か を あ ら た め て 確 認 す る こ と が

できた。このことは法務省の矯正教育・保護観察だけの問題ではなく、

学校教育（文部科学省）や福祉・就 労（厚生労働省）との連携・協働

が当面する 課 題 と い え る 。  

 

第 １２章  少年院在院少年調査から探る発達障害等の発達上の課題 ・困難

を有する少年の社会的自立の課題と発達支援  

本章では 、少年院において「支援教育課程 Ⅲ（ N3）」（知的障害ある

いは情緒障害・発達障害とまではいえないものの、いわゆるボーダー

ラインにあ る 少 年 を 対 象 と した教育課程）に指定された発達障害等の

発達上の課題・困難を有する少年への半構造化面接法調査の結果をも

とに、少年院における発達障害等の発達上の課題・困難を有する少年

の 社 会 的 自 立 に 向 け た 発 達 支 援 や 地 域 移 行 支 援 の 課 題 を 検 討 す る こ

とを目的と し た 。  
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発 達 障 害 等 の 発 達 困 難 を 有 す る 少 年 た ち は 時 間 を か け て ゆ っ く り

成長・発達していくが、支援にあたって は当事者の声・ニーズを丁寧

に聞きとる こ と が 不 可 欠 と なる。   

本章では、発達障害等の発達困難を有し、少年鑑別所・少年院・保

護観察所・更生保護施設等への入所経験を持つ本人・当事者への発達

支援・地域移行支援のニーズ調査を通して、少年非行・矯正教育にお

いて求めら れ て い る 学 校 教 育との連携、発達支援、非行（再非行）防

止の課題を 検 討 す る こ と を 目的としている。  

本調査は 、A 少 年 院 の 支 援教育課程 Ⅲ（ N3）に在院する発達障害等

の発達困難 を 有 す る 少 年 お よび担任等法務教官を対象とした。調査は

201 6 年 8 月 ～ 201 7 年 3 月に実施し、のべ 34 名の少年より回答を得た。  

矯正施設等 か ら の 退 院 者 の うち障害者に対する支援では、2 00 9 年に開

始された矯 正 処 遇 の 早 い 段 階から福祉サービス等を調整する「特別調

整 」、 地 域 定 着 支 援 セ ン タ ー に よ っ て 地 域 社 会 に 適 応 さ せ る た め の 福

祉的支援が 行 わ れ て い る 。発達障害・知的障害等の地域移行において、

環境調整の 難 し さ と し て 本 人の資質・課題以外に、保護者の問題と関

係 機 関 の 調 整 が 課 題 と さ れ て い る （ 西 村 ： 2 00 8）。 成 人 移 行 刑 務 所 出

所 後 の 福 祉 支 援 が な い こ と で 負 の ス パ イ ラ ル に 陥 り 犯 罪 を 繰 り 返 す

「累犯障害 者 」 を 生 ん で い ることも指摘 されている（田島： 2 01 0）。  

本 調 査 で も 、「 建 設 関 係 の 仕 事 を 希 望 し て い る こ と や 教 師 に な り た

いという夢 は 今 回 初 め て 耳 にした」というように、調査者らによる少

年の将来の 夢 や 進 路 に 関 す る少年からの聞き取りと、教官の捉えてい

る少年の希 望 や 実 際 の 進 路 指導には差があり、具体的な支援につなげ

ていくこと の 困 難 さ が 推 察 された。  

少年たち の 有 す る 発 達 上 の課題・困難に応じて比較的緩やかな処遇

を行う A 少 年 院 に お い て も 、出院後にはいわゆる「枠」がないため、

安 心 で き る 少 年 院 の 環 境 の 中 で 枠 を 緩 め て 本 人 が い ろ い ろ と 試 行 錯

誤 で き る 発 達 的 機 会 を 増 や し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。 

 そ の た め に は 、 少 年 の 行 動 の 背 景 に あ る 「 不 安 ・ 緊 張 ・ ス ト レ ス 」

等を把握し 軽 減 さ せ て い く ことや、彼らの社会的自立に向けた発達的
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課題を丁寧 に 検 討 し て い く ことが求められる。そのためには、少年院

における少 年 の 処 遇 に お い ては『発達上の課題を有する在院者に対す

る処遇プロ グ ラ ム 実 施 ガ イ ドライン』の視点と内容をふまえた、より

具体的な見 立 て と 対 応 の 工 夫が不可欠である。  

 

１．２  本研究の総括  

１．２．１  施設職員等調査から考える発達障害等の発達上の課題 ・困 難を

有する少年の困難 ・ニーズ  

本研究を通して、児童自立支援施設・自立援助ホーム等の児童福祉

関係施設及 び 少 年 鑑 別 所・少年院・保 護観察所等の少年矯正関係施設

における、発達障害等の発達上の課題・困難を有する少年の困難・ニ

ーズと支援 の 実 態 を 明 ら か にしてきた。  

 第 7 章及び第 8 章 で も 検 討してきたが、児童自立支援施設、施設併

設の分校・分教室、少年鑑別所、少年院、自立援助ホーム等職員調査

をとおして、本人の発達上の課題・困難や支援ニーズに対して個別的

配慮がなさ れ て い る 際 に は 大きな問題とならなくとも、少年院の集団

生活において「他の寮生が不快に思う言 動・行動をする」9 施設 1 8 . 8％、

「他の寮生 か ら 不 満 が 出 る 」13 施設 2 7 . 1％、「集団から浮いてしまう」

5 施設 1 0 . 4％、「他の寮生からのからかいの対象になりやすい」4 施設

8 . 3％など（ n=4 8 施設）、集団処遇における困難が共通して挙げられて

おり、施設内処遇においてとくに顕著となる発達上の課題・困難とい

える（図 １３‐ ２）（図 １３‐ ３）。  

 ま た 、「 被 害 的 ・ 差 別 的 に 受 け 取 り や す い 」 こ と が 少 年 院 や 自 立 援

助ホームの 調 査 結 果 で 回 答 されたが、これらの防衛的反応は障害特性

と い う よ り も 年 齢 を 経 る ご と に 積 み 重 な っ た 二 次 的 障 害 の 結 果 と 考

えられる。  

集団生活 に お い て は 、職 員や周りの理解・受容と安心できる環境の

中で、本人が自身のこだわり等に折り合いをつける方法を見つけてい

くことが必 要 で あ る 。 少 年 院は 24 時間体制で職員が丁寧に少年に対

応していく 環 境 で あ り 、発 達障害等の発達上の課題・困難を有する少
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年 に と っ て も 自 分 を 受 け 止 め て も ら え る 安 心 感 が 大 き な 効 果 と な っ

ている。  

 

 

 

15.9%

35.6%

33.3%

28.9%

28.9%

13.3%

26.7%

26.7%

13.8%

33.3%

9.1%

0.0%

18.2%

12.1%

21.2%

9.1%

58.3%

33.3%

35.4%

16.7%

10.4%

22.9%

37.5%

45.80%

35.0%

27.5%

17.9%

5.0%

30.0%

30.0%

65.0%

45.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

言葉で説明することは苦手、

気持ちを言葉で説明できない

こだわりからやるべき行動が

とれない。切り替えられない

急な予定の変更に対応できず

固まる、パニックになる

支度が遅くて周りがイライラ

してしまう

集団の中で皆と同じように動

けない

言葉の意味が通じない(具体的

な指示でないとわからない)

相手との物理的な距離がうま

く取れない

被害的・差別的に受け取りや

すい

図１３‐２ ４施設における比較（生活-対人-作業等）

児童自立支援施設

（n=45施設）

児童自立支援施設併設

の分校・分教室（n=33

校）

少年院（n=48施設）

自立援助ホーム（n=40

ホーム）



378 
 

 

 

 次 に 、 少 年 の 困 っ て い る 状 況 の 特 徴 と し て 、「 認 知 ・ 理 解 力 」 に 関

す る 困 難 さ が 日 常 生 活 や 対 人 関 係 に お け る ト ラ ブ ル に 繋 が っ て い る

回答が特に 少 年 鑑 別 所 や 少 年院で挙げられている。感情のコントロー

ルや対応方 法 の 習 得 が 必 要 と考えられるが、これらについては児童自

立支援施設 や 少 年 院 に お い て「セカンドステップ」や「アンガーマネ

ジメント」「コグトレ」などのプログラムが実施されている。  

 本研究結 果 の 特 徴 の ひ と つに、発達障害等の発達上の課題・困難を

有 す る 少 年 の 実 態 と し て 、 身 体 の 不 器 用 さ や 感 覚 情 報 統 合 処 理 困 難

（ 感 覚 過 敏 ・ 低 反 応 ）、 不 定 愁 訴 と 見 ら れ が ち な 身 体 症 状 を 有 し て い

ることが共 通 し て 確 認 さ れ た。  

 この不器 用 さ に 関 連 し て、東京学芸大学髙橋智研究室では発達障害

を有する本 人 へ の 調 査 を 通 して、発達障害者がどのような「身体の動

きにくさ」に関する困難・ニーズを抱えているのかを明らかにしてき

た（髙橋・井戸・田部・内藤・小野川・竹本・石川： 2 013、髙橋・井
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戸・田部・ 石 川 ・ 内 藤 ： 2 01 4）。  

上記の先 行 研 究 で は、「『 身体の動きにくさ』の困難に関するチェッ

クリスト」の結果を χ 2 検 定 によって分析して χ 2 値の高かった上位 10

項目をまと め た と こ ろ 、 上 位 10 項目のうち６項目が上肢に関する項

目 で あ り 、「 作 業 速 度 が 遅 く 、 図 工 や 家 庭 科 で は 期 限 ま で に 作 品 を 仕

上げるのが 一 苦 労 だ っ た」（ 4 1 . 2）、「精密さや細かさを要求される作業

が苦手である」（ 40 . 6）、「鍵盤ハーモニカやリコーダー等、楽器は全く

といていい ほ ど 弾 け な い」（ 3 4 . 7）など、手指の巧緻性に関する項目の

値が高くな っ た 。ま た「 眼 球が不器用で、数行飛ばし読みをしてしま

うことがよ く あ る」（ 30 . 9）といった眼球の不器用さに関する項目も上

位であった 。  

山下ほか（ 2 01 0）の「発達障害の本人調査からみた 発達障害者が有

するスポー ツ の 困 難・ニ ー ズ調査」でも「靴ひものシューズは結ぶの

が難しい」の発達障害本人のチェック率が 3 1 . 7％と手先の不器用さを

訴える人が 多 数 い た が 、不器用さの背景には固有感覚や触覚の感覚統

合（感覚情報処理）に何らかの問題を抱えていることが考えらる。手

先が不器用 で あ る と 、学 校生活や社会生活で様々なつまずきが生じて

しまう恐れ が あ り 、 適 切 な 発達支援が求められる。  

少 年 鑑 別 所 や 少 年 院 入 院 ま で の 環 境 に お い て 自 分 の 困 っ て い る こ

とを周囲に「聴いてもらう」経験をしていない少年も含め、うまく説

明すること が 苦 手 な 少 年 は 少なくない。そのため、本人が比較的話し

やすい自分 の 身 体 面 の 状 況・状態（感覚過敏、身体症状、身体の動き

にくさ等）から丁寧に聴いていくことで、その少年の抱える不安・緊

張・ストレスや環境の把握に繋げられると考えられる。発達障害等の

発 達 上 の 課 題 ・ 困 難 を 有 す る 少 年 の 支 援 ニ ー ズ を 把 握 す る た め に も 、

各施設にお け る 職 員 の 専 門 性向上に向けて身体面の状況・状態の把握

を行うこと が 今 後 の 支 援 課 題と考えられる。  

 

１．２．２  発達障害等の発達上の課題 ・困難を有する少年当事者調査から

考える発達支援の課題  
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本研究は 主 に 施 設 等 教 職 員が調査対象となっており、各調査からは

前述の通り と く に 集 団 生 活 や対人関係面での困難さがうかがえ、支援

の必要性に ふ れ て き た 。  

しかし、少年院在院少年本人・当事者調査を通して、少年に対する

受け止め方 を 変 え た 教 官 ら の実践によって、時間はかかっても確実に

少年自身の 力 に よ り 変 化・成長・発達している姿が確認された。そし

て、発達障害やそれに類似した発達上の課題・困難を有する少年と非

行 の 関 係 は 、 決 し て 直 接 的 な も の で は な く 、 貧 困 ・ 劣 悪 な 家 庭 環 境 、

いじめ・虐待・ネグレクト、発達困難への無理解や不適切な対応の結

果、二次的 障 害 と し て 非 行 に至る可能性が改めて確認された。  

例えば、在院少年の「声」として、落 ち着かない環境のなかで過度

な 「 不 安 ・ 緊 張 ・ ス ト レ ス 」  等 に よ る 困 難 な 状 態 が 深 刻 化 し て 「 困

っ て い る 」 少 年 の 様 子 が 回 答 さ れ た 。 具 体 的 に は 、 大 人 へ の 不 信 感 、

他者に頼る こ と へ の 不 信 感 が回答された。その背景には、とくに学校

でのトラブルや「向き合ってほしい、ひきとめてほしい」といった本

人の SO S に 対 し て 適 切 な 介 入や関わりがなされず、「見捨てられた感

覚」を持ったり「話を聴いてもらえない」といった経験を重ねること

で、周囲の 大 人 へ の 不 信 感 を強めていった ことが語られた。  

また、大人への不信感を抱くには「家族との関係」も要因の一つと

な っ て い る 。 回 答 で は 親 と の 会 話 が な い こ と 、「 聞 き 流 さ れ た 」 経 験

を し て き た こ と 、「 父 親 が （ 同 性 の ） モ デ ル と な ら な い 」 こ と な ど 、

家族関係の 不 十 分 さ が 挙 げ られていた。そのほか、教師や保護者から

の個別の特 性 を 踏 ま え な い 叱責等の不適切な対応、学齢早期からの不

安や失敗経 験 の 積 み 重 ね 、周囲の期待や想いが強い不安となる等の結

果 と し て 、「 同 年 齢 に ば か に さ れ た く な い 」「 負 け た く な い 」「 否 定 さ

れたくない」気持ちが強く、他者の評価や反応への過敏さが小カテ ゴ

リー「防衛的反応」11 コードとして表現・行動に繋がっていると推察

された。   

学齢早期 か ら の 学 習 空 白 や学習困難に対して、個別的対応を本人が

求めている も の の 、十 分 な 対応がなかった状況も推察された。エピソ
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ードからは、とくに小学校高学年や中学校での学習について「十分に

理解・説明されないまま進んでしまう」ことや「わからなくても聞け

ない雰囲気  」であったこと、一方で少年は「分かるようになりたい」

「勉強した い 」 と い う 支 援 ニーズを有していたことが示された。  

一部、服薬により特性を抑える対応が取られていたが、多くの少年

は 薬 に よ る 治 療 で は な く 、 少 年 院 に お け る 安 定 し た 生 活 環 境 の も と 、

法 務 教 官 を 中 心 と し た 職 員 の 少 年 へ の 丁 寧 な 関 わ り と 多 様 な 経 験 が

少年の成長・発達に繋がっていることからも、これまでの環境による

二次的障害 と し て の 発 達 上 の課題・困難を有している少年と推察され

る。  

本来、人の発達は親や教師、友人などの他者に支えられて促進され

るが、彼らはそのような相互行為が不十分なまま、発達の機会を逃し、

他者との信 頼 関 係 も 築 け ず にいるのである。  

そ の た め 少 年 院 の な か で 、 自 己 理 解 、 犯 し た 行 為 へ の 理 解 と 反 省 、

他者や社会 と の 関 係 や 考 え、将来の希望な どの本人の考えを丁寧に傾

聴して受容し、その上で現実的な更生プロセスを経ることが必要であ

る 。 そ の 際 、 真 に 育 て 直 し ・ 育 ち 直 し を す る た め に は 、「 受 容 は す る

が、許容はしない」という姿勢のもとに、彼らの発達支援と犯した行

為への対応 を 並 行 し て 行 う ことが求められる。  

本 人 ・ 当 事 者 調 査 と 各 施 設 職 員 調 査 に 共 通 す る こ と と し て 、「 移 行

支援」も挙げられる。いずれの施設に入所している少年もゆくゆくは

地域で自立 を 目 指 し 生 活 を していく。  

将 来 に 対 す る 不 安 の 一 要 因 と し て 、「 社 会 か ら 取 り 残 さ れ て い る 」

環境の少年 院 か ら 突 然 地 域 に戻ること、以前 の保護観察官・保護司と

の 関 わ り を 通 し て 保 護 観 察 に 抱 い た 不 信 感 や 彼 ら と 再 び 関 わ る こ と

への不安を 感 じ て い る と の 声もあった。  

また、高校への進学を希望していながらも、入学や通学継続できな

るかといっ た 不 安 が あ る た め、自らの希望を法務教官や家族に伝える

ことができ て い な い 様 子 が うかがえ、とくに修学に関する少年のニー

ズ の 丁 寧 な 把 握 や 具 体 的 な 指 導 支 援 が 求 め ら れ て い る こ と が 明 ら か
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になった。  

 

 

２．今後の課題  

  

２．１  本研究の課題  

本研究を通して、児童自立支援施設・自立援助ホーム等の児童福祉

関係施設及 び 少 年 鑑 別 所・少年院・保 護観察所等の少年矯正関係施設

における、発達障害等の発達上の課題・困難を有する少年の困難・ニ

ーズと支援 の 実 態 を 明 ら か にしてきた。  

 各調査からは、施設の特徴は異なるものの、本人の障害特性と非行

が直接的に 結 び つ い て い る わけではなく様々な環境におかれ「不安・

緊張・抑うつ・ストレス」や負の循環の結果として非行行動に至った

状 況 が 確 認 さ れ た 。 ま た 、 各 施 設 の 本 来 の 特 徴 や 支 援 体 制 の な か で 、

発 達 上 の 課 題 を 有 す る 少 年 が と く に 集 団 生 活 に お い て 困 難 を 有 し て

いる状況や 、 支 援 の 状 況 が 明らかとなった。  

 多 様 な 要 因 が 複 雑 に 絡 み 合 っ た 結 果 と し て 非 行 等 の 社 会 的 不 適 応

に 至 っ た 発 達 上 の 課 題 を 有 す る 少 年 の 発 達 や 社 会 的 自 立 を 保 障 し て

いくための 今 後 の 課 題 を 以 下に述べる。  

 

２．１．１  少年鑑別所や少年院における学校教育の保障  

 児 童 自 立 支 援 施 設 職 員 調 査 や 少 年 鑑 別 所 お よ び 少 年 院 職 員 調 査 か

ら は 、「 本 人 の ニ ー ズ に 対 す る 許 容 と 集 団 処 遇 と し て の 規 律 と の バ ラ

ンスの問題」が議論に挙がった一方で、安心安全な環境のもと、職員

と の 信 頼 関 係 を 築 い て い く こ と で 、 彼 ら が 時 間 は か か り な が ら も 発

達・成長し て い る 様 子 が う かがえた  

いわゆる傾聴は「不安の原因の可視化」「問題の共有」「解決方法を

ともに考え て い く 」と い う「伴走的発達支援アプローチ」の根源であ

り 、 そ の 過 程 で 少 年 は 、 教 官 や 少 年 院 に 対 す る 「 安 心 」「 信 頼 」 を 回

復し、指導を受け止め、発達支援の意義を理解できるようになったた
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めに、少年 の 発 達 を 一 気 に 加速させたものと考えられた。  

このことは、法務省「法制審議会」議事録において、少年院におけ

る障害者へ の 対 応 の 一 番 の 特徴を「まずは本人の話をじっくりと聞く

こと」との 記 録 か ら も 推 察 できる。  

 上記のよ う に 、 児 童 自 立 支援施設や少年院等の 24 時間体制での処

遇・支援を通して発達している様子が確認できた一方で、入所・入院

までの教育・発達支援が十分に受けられず、学習空白や様々な経験が

不足してい る 可 能 性 が、以 下の図 １３ -４「少年院入院者の教育程度別構

成比」から 推 察 さ れ る 。  

 

 

図 １３ -４  法務省 （20 1 6）平成 28 年版犯罪白書 「少年院入院者の教育程

度別構成比 」  

 

学 校 で の 負 の 体 験 か ら 学 校 教 育 へ の マ イ ナ ス の イ メ ー ジ を も つ 少

年もいる一 方 で 、本 調 査 か らは「支援教育課程」の少年も含め学校教

育や高校通 学 の 希 望 や 要 望 が明らかにさ れた。  

200 7 年度以降に少年院では、院内で受験可能となった高等学校卒業

程度認定試 験 に 力 が 入 れ ら れ始めている。彼らの修学・就労を考えた

際に本取り 組 み は 有 効 な も のであるが、今後の課題として中学・高等

学校の導入 が 挙 げ ら れ る 。  

すでに少 年 院 で も 取 り 組 まれていることとしては、喜連川少年院の
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取り組みが 挙 げ ら れ る 。喜 連川少年院では、19 74 年 5 月に栃木県立宇

都 宮 高 等 学 校 通 信 制 課 程 喜 連 川 ス ク ー リ ン グ 教 場 が 設 置 さ れ 、  創 設

以来、週に１日スクーリングとして宇都宮高校教師による授業が実施

されている （ 法 務 省 ： 2 01 5）。  

そ れ 以 外 の 少 年 院 に お い て は 、 有 識 者 会 議 提 言 の な か で 出 さ れ た

「教科教育 の 充 実（ い か な る子どもであっても十分な教育が保証され

るべきであり、児童自立支援施設と同様、施設内に学校が設置される

べ き で あ る と の 意 見 も 出 さ れ た ）」 こ と の 実 現 に 至 っ て い な い 現 状 と

も考えられ る 。  

学校教育 の 導 入 を 検 討 す る際に、現在は学校教育法第 18 条により

「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認めら

れる場合」に就学義務の猶予又は免除を定めている。そのうち「その

他 や む を 得 な い 事 由 」 と し て 、「 児 童 自 立 支 援 施 設 又 は 少 年 院 に 収 容

さ れ た と き 」 が 定 め ら れ て い る こ と は 再 検 討 す べ き 点 で あ る 。 2 01 5

年度の不就 学 者 3 ,7 35 名 の うち「児童自立支援施設又は少年院にいる

ため」に 2 8 名が該当、 2 01 6 年度は同理由での不就学者が 3 , 73 5 名の

うち 19 名である（文部科学省： 201 6、 20 17）。今後 、文部科学省と連

携を図りな が ら 具 体 的 に 検 討されるべき課題といえる。  

こ の 点 に 関 わ っ て 北 欧 諸 国 で は 先 進 的 な 取 り 組 み が 行 わ れ て い る 。

たとえば、筆者らは、スウェーデンにおいて非行・薬物乱用等の深刻

な心理社会 的 問 題 を 持 つ 少 年のケアを担う中央行政機関「 S iS（ St a t en s  

in s t i tu t ion s  s t y re l se ）） お よ び 国 立 触 法 少 年 教 育 施 設 （ S iS  

un gd om she m）」 調 査 を 行 っ た 。 ス ウ ェ ー デ ン ・ デ ン マ ー ク に お い て

は「学校教育」が保障され、学習による基礎学力や認知力の向上が自

己 認 知 や 感 情 コ ン ト ロ ー ル の 発 達 や 再 非 行 の 防 止 に お い て 大 き な 効

果を上げて い る 。  

施設内で の 支 援 の み な ら ず、 S iS の「切れ目のない学校教育」をめ

ざしたプロ ジ ェ ク ト の よ う に、とくに高校・専修学校・大学・職業教

育機関等の 学 校 教 育・継 続 教育への接続は、矯正と保護との連携や地

域 移 行 支 援 を 考 え る 上 で 日 本 に お い て も 参 考 と す べ き 取 り 組 み で あ
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る。  

また、学校教育への移行に際して、国内では高校における通級によ

る指導の体 制 整 備 が 進 め ら れ、高校においてもより柔軟に個々の教育

的ニーズに 応 じ た 教 育 や 支 援が求められている。発達障害等の発達上

の課題・困難を有する非行少年の多くは、学習空白による困難さも大

きいため、通級による指導の活用も踏まえて本人に あった「教育の場」

を検討して い く こ と が 一 つ の方法と考えられる。  

 

２．１．２  学校教育における予防的対応と発達支援  

本 研 究 を 通 し て 、 障 害 特 性 が 直 接 的 に 非 行 に つ な が る の で は な く 、

多様な発達 の 機 会 を 阻 害 さ れてきた結果、二次的な障害・症状のひと

つとして非 行 等 の 不 適 応 行 動に至った可能性が示唆された。  

そのため、学校教育・地域や家庭においては早期の支援が求められ

る 。 単 に 非 行 行 動 の 防 止 と い う 観 点 で は な く 、「 問 題 行 動 」 と 捉 え ら

れ が ち な 行 動 の 背 景 に あ る 本 人 の 困 っ て い る こ と を ま ず は 丁 寧 に 把

握すること が 重 要 で あ る 。  

また学校 教育において、非行や不適応行動に対しては生徒指導とし

て 対 応 が と ら れ る 傾 向 が う か が え る 。 生 徒 指 導 に つ い て 、「 生 徒 指 導

提要」（文部科学省： 20 10）では、「生徒指導とは、一人一人の児童生

徒の人格を 尊 重 し 、個 性 の 伸長を図りながら、社会的資質や行動力を

高めること を 目 指 し て 行 わ れる教育活動」と示されている。非行の取

り 扱 い で は 、「 適 切 な 対 応 の た め に は 、 ま ず そ の 非 行 の 背 景 を 発 達 的

観点や家族 関 係 的 観 点 な ど を踏まえて理解する必要がある」と明記さ

れているものの、実際には十分に対応される支援体制が構築されてい

ない可能性 が 考 え ら れ る 。  

発 達 支 援 を 充 実 さ せ て い く こ と が 社 会 的 不 適 応 や 非 行 の 予 防 的 措

置の一つと 考 え ら れ る た め 、事後対応だけではなく、予防的観点から

学校教育に お け る 発 達 支 援 を充実させていく必要がある。発達障害等

の発達上の 課 題 ・ 困 難 を 有 する少年の実態からは、強い不安・緊張・

恐怖・抑うつ・ストレス 等 が身体症状として表れていることや、身体
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の不器用さ を 有 し て い る 状 況が明らかとなっている。学校教育におい

ても早期に 身 体 面 か ら 本 人 の困っている状況を把握することや、発達

を 支 援 す る 一 つ の 機 会 と し て 職 業 教 育 も 充 実 さ せ て い く こ と も 今 度

の課題とい え る 。  

また、同「提要」に おいて、専門機関との連携として警察管轄の少

年サポート セ ン タ ー が 主 と して挙げられているものの、非行等の不適

応 状 態 に あ る 子 ど も の 多 く が 発 達 の 機 会 を 阻 害 さ れ て き た 状 況 を ふ

まえると、非行行動の背景にある生活や発達の困難さについて早期に

丁寧に把握 す る こ と が 求 め られているといえる。その際に、学校が生

徒を排除し な く て も す む よ うな体制をつくるために、児童自立支援施

設や法務少 年 支 援 セ ン タ ー の活用や連携が課題と考えられる。  

特 に 法 務 少 年 支 援 セ ン タ ー は 非 行 と 発 達 の 両 側 面 に 関 す る 専 門 家

（観護教官、鑑別技官）がおり 、当職員や関係機関との事例検討や検

査等を通して、具体的な手立てが考えられやすいと想像できる。連携

や活用にあ た っ て は、「 発 達」「発達支援」という観点をひとつの架け

橋にしてい く こ と が 考 え ら れる。  

 

２．１．３  関係機関連携 ・地域における支援  

更生・立ち直りに関して、北欧の S iS（ S t a t en s  in s t i tu t ion s  s t yr e l se）

では「失敗しながら徐々に更生していく」ことが強調されていた。現

在 の 日 本 は 「 失 敗 が 認 め ら れ な い 」「 回 り 道 が 許 さ れ な い 」 社 会 で あ

る か ら こ そ 、「 各 種 の 試 行 錯 誤 を し な が ら 人 生 や 進 路 を 考 え て い く 」

機会を保障 し て い く こ と が 必要と考えられる。  

その際に 当 事 者 が「 身 近 なモデル」となり、彼らに与える影響は大

きい。自身が元犯罪者であるという経験を活かし、支援する側に回る

と い っ た ピ ア ・ サ ポ ー ト が 、 双 方 の 「 立 ち 直 り 」「 回 復 （ re co ve r y）」

「 離脱 （ de s i s t ance）」 を 促 進す る （ 平 井 ： 2 015）。 し か し 「 当事 者 同

士」というだけでただちにピア・サポートの関係になれるわけではな

いため、専門家も加わりチームとなって当事者を安定的に支えていく

ことが不可 欠 で あ る 。  
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「更生保 護 の あ り 方 を 考 える有識者会議」報 告書を確認すると、障

害等に関す る 記 述 と し て 、福祉との連携強化に関連した記述が見られ

るものの、最終報告ではそれ以外に障害や発達支援に関する記述は確

認されなか っ た 。  

中間報告 で は 知 的 障 害 者 施設が触れられていたが、最終報告書では

触れられて い な い。発 達 障 害や発達支援の観点が十分に示されていな

いことが課 題 と い え る 。  

生活と発 達 に 対 す る 支 援 を行うことや、長期に渡り継続した支援を

行 う こ と が 求 め ら れ る 特 別 支 援 教 育 と 矯 正 教 育 の 両 側 面 か ら 発 達 障

害等の困難・課題を有する子どもの支援を考えていくことが不可欠で

あ り 、 そ の 際 に 本 研 究 を 通 し て 明 ら か に し て き た 「 伴 走 的 発 達 支 援 」

のあり方が 一 つ の 観 点 と な る。  

発達障害 等 の 発 達 上 の 課 題・困難を有する非行少年の発達支援を充

実させるた め に は、彼 ら の 行動の背景にある「不安・緊張・ストレス」

等を把握し 軽 減 さ せ て い く ことや、彼らの発達的課題を丁寧に検討し

て い く こ と が 求 め ら れ る 。 そ し て こ れ ら の こ と は 、 法 務 省 の 矯 正 教

育・保護観 察 だ け の 問 題 で はなく、学校教育（文部科学省）や福祉・

就労（厚生 労 働 省 ） と の 連 携・協働が当面する課題といえる。  

 

２．２  今後の研究課題  

 最後に、少年非行・矯正教育分野における発達障害を 有する少年の

社会的自立 に 向 け た 支 援 の 検討を踏まえて、今後の研究課題を以下に

述べる。  

本研究では、各調査を通して、本人の障害特性と非行が直接的に結

びついてい る わ け で は な く 様々な環境におかれ「不安・緊張・抑うつ・

ストレス」や負の循環の結果として非行行動に至った状況が確認され

た。また、各施設の本来の特徴や支援体制のなかで、発達上の課題を

有 す る 少 年 が と く に 集 団 生 活 に お い て 困 難 を 有 し て い る 状 況 の 一 方

で、適切な支援によって少年が大きく発達・成長する存在であること

が確認され た 点 は 成 果 と い える。  
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しかし、本研究はこれまで多 くは明らかにされてこなかった児童自

立支援施設 や 少 年 院 に お け る発達上の課題・困難を有する少年の実態

をまずは全 国 的 調 査 で 実 態 を把握したことに留まっており、今後更に

事 例 検 討 等 を 通 し て 具 体 的 な 支 援 の あ り 方 を 検 討 し て い く こ と が 課

題である。  

矯正教育 の み な ら ず 学 校 教育も同様に、教育の効果は簡単に測れな

い。発達上の課題を有する子どもはなおさらその発達・成長や変化に

時間を要す る こ と が 多 い 。そのため児童自立支援施設や少年院の入院

期間だけで 教 育 や 発 達 支 援 の成果を図ることはできない。  

今後の作 業 課 題 と し て 具 体的には、「（１）非行 等の社会的不適応状

態 に あ る 本 人 ・ 当 事 者 へ の 調 査 継 続 に よ る 実 態 把 握 」、「（ ２ ） 少 年 矯

正教育施設 に お け る 発 達 障 害少年の抱える困難と処遇の事例検討」が

研究課題で あ る 。ま た、「（ ３）関係機関連携による継続的な支援のあ

り方」として、法務省が全少年院に配布・実施している『発達上の課

題を有する 在 院 者 に 対 す る 処遇プログラム実施ガイドライン』を基盤

として、特 別 支 援 教 育 と 矯 正教育を繋げていくための作業が求められ

ているとい え る 。  

本調査は 少 年 非 行 や 矯 正 教育関係施設・職員や本人当事者を対象と

した調査を 行 っ て き た が 、昨今の社会状況や 地域の教育・養育力の低

下 、「 失 敗 が 許 さ れ に く い 環 境 」 に お か れ て い る 多 く の 子 ど も に 発 達

上の課題・ 困 難 を 有 し て い る可能性が推察される。  

学 校 教 育 や 地 域 に お け る 予 防 的 教 育 支 援 を 検 討 し て い く た め に は 、

何より「（４）学校教育（特別支援学校や高等学校）に対して、『問題

行動』と捉えられがちな生徒の発達上の課題に関する実態調査」を行

い、学校教育と矯正や福祉の連携の在り方を更に考察していくことが

課題である 。  

今後の「伴走的発達支援」を進めていく際の一つの前提には、支援

の 輪 に お い て 本 人 そ の も の を 支 援 の 中 心 に お く の で は な く 、 本 人 の

「子どもの 教 育 的 ニ ー ズ・発達課題」を真ん中におき、本人も輪のメ

ンバーに入 れ る こ と も 視 野 に入れるべきである。  
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資料 １  

児 童自 立 支 援 施設  施 設長 殿             

 

 「児童自立支援施設における発達障害児の実態と支

援に関する調査研究」ご協力のお願い  

 

向 寒の 候 、 益 々 ご 清 祥 のこ と と お 慶び 申 し 上げ ま す 。 また 突 然 にお 願

い の文 書 を 差 し上 げ ま すこ と を お 許し 下 さ い。  

さ て私 ど も の 研究 室 で は現 在 、「 児 童自 立 支 援施 設 に お ける 発 達 障害 児

の 実態 と 支 援 に関 す る 調査 研 究 」 とい う テ ーマ の も と に 調 査 を 進め て お

り ます 。 こ の 調査 で は 全国 の 児 童 自立 支 援 施設 職 員 へ の調 査 を 通し て 、

児 童自 立 支 援 施設 に 入 所し て い る 発達 障 害 を有 す る 子 ども が 抱 えて い る

困 難・ ニ ー ズ 、 そ れ に 対す る 支 援 の実 態 と 課題 に つ い て検 討 す るこ と を

目 的と し て い ます 。  

近 年、 発 達 障 害と 学 校 不適 応 や 被 虐待 、 非 行・ 触 法 と の関 係 が 注目 さ

れ て き て お り 、 児 童 自 立 支 援 施 設 に 入 所 す る 子 ど も の 中 に と く に

AD HD・ ア ス ペ ル ガ ― 症 候 群 な ど の 発 達 障 害 を 有 す る 子 ど も が 多 く 入 所

し てい る こ と が 諸 調 査 から も 明 ら かと な っ てき て お り ます 。 ま た学 校 教

育 の導 入 に 伴 い、 学 習 指導 に お い ても 様 々 な 困 難 が 顕 在化 し て いる こ と

が 想 定 さ れ 、 特別 支 援 教育 分 野 で もそ れ ら の問 題 に 取 り組 む 児 童自 立 支

援 施設 関 係 者 の調 査 報 告 や 実 践 研 究に 大 き な関 心 が 寄 せら れ て おり ま す。 

発 達障 害 が 非 行や 不 適 応、 施 設 の 入所 に 直 接結 び つ く わけ で は あり ま

せ んが 、 発 達 障害 に 応 じた 適 切 な 支援 を 十 分に 受 け ら れな い ま ま 、 無 理

解 ・放 置 ・ 養 育放 棄 ・ 暴力 虐 待 ・ いじ め 等 の劣 悪 な 環 境で 育 っ たこ と が

非 行や 施 設 入 所の 原 因 のひ と つ に なっ て い るこ と が 明 らか と な って き ま

し た。 ま た 発 達障 害 児 は施 設 退 所 後、 社 会 に適 応 で き ず非 行 ・ 触法 ・ 犯

罪 に至 る 可 能 性も 少 な くな い と 考 えら れ ま す。  

適 切な 支 援 方 法を 考 え てい く た め にも 、 発 達障 害 児 の 入所 実 態 と支 援

の 現状 を 明 ら かに す る こと が 必 要 と考 え て おり ま す 。 それ ゆ え に全 国 の

児 童自 立 支 援 施設 に 直 接訪 問 し て 、貴 施 設 にお け る 発 達障 害 児 や特 別 な
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配 慮を 有 す る 児童 生 徒 の実 態 や 支 援に つ い て イ ン タ ビ ュー 調 査 をさ せ て

い ただ き た く 、こ の よ うな 文 書 を 差し 上 げ た次 第 で す 。調 査 実 施の 諾 否

に つき ま し て はこ ち ら から ご 連 絡 申し 上 げ 、ご 相 談 さ せて い た だき た く

存 じま す 。  

当 然の こ と な がら 本 調 査の 遂 行 の 際に は 、「 個人 情 報 保 護法 」お よび「 東

京 学芸 大 学 研 究倫 理 規 程」 を 遵 守 し、 個 人 情報 保 護 ・ デー タ 管 理に は 十

分 配慮 い た し ます 。 調 査結 果 は 統 計的 処 理 を行 う た め 、個 人 ・ 団体 が 特

定 され る こ と は決 し て ござ い ま せ ん。 調 査 結果 は 報 告 書と し て まと め 、

調 査に ご 協 力 くだ さ い まし た 皆 様 や関 係 各 機関 に 配 布 させ て い ただ く 予

定 です 。  

ご 多忙 の 折 、 調査 へ の ご協 力 を お 願い 申 し 上げ る こ と は ま こ と に恐 縮

で すが 、 本 調 査の 趣 旨 、社 会 的 意 義を ご 理 解の 上 、 ご 協力 く だ さい ま す

よ う何 卒 宜 し くお 願 い 申し 上 げ ま す。  

2010 年 11 月  24 日  

東 京学 芸 大 学 総合 教 育 科学 系 特 別 支援 科 学 講座  

教 授・ 博 士 (教育 学 )  髙 橋  智  

 

１ ．調査 名：「 児童 自 立 支援 施 設 に おけ る 発 達障 害 児 の 実態 と 支 援に 関 す

る 調査 研 究 」  

２ ．調 査 実 施 責任 者 ： 東京 学 芸 大 学総 合 教 育科 学 系 特 別支 援 科 学講 座 教

授 ・博 士 (教 育学 ) 髙 橋智  

３ ．調 査 目 的 ：児 童 自 立支 援 施 設 にお け る 発達 障 害 児 がど の よ うな 困 難

や ニー ズ を 抱 えて い る のか 、 そ し てど の よ うな 支 援 が 行わ

れ てい る の か を明 ら か にす る 。  

４ ．調 査 対 象 ：全 国 の 児童 自 立 支 援施 設 長  

５ ．調 査 方 法 ：面 接 法  

         本 依頼 状 送 付 後に ご 連 絡さ せ て い ただ き 、 調査 実 施

の 諾否 に つ い てお 伺 い させ て い た だき ま す 。調 査 の 承 諾が

頂 けた 場 合 、 直接 施 設 を訪 問 さ せ てい た だ き 、 お 話 を お伺

い した い と 考 えて お り ます 。  
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こ の調 査 に つ いて 何 か ご不 明 な 点 等ご ざ い まし た ら 下 記ま で ご 連絡 下

さ い。  

  お 問 い 合 わせ 先 ・ 返送 先 ： 〒 1 84 -85 01 東 京 都 小 金井 市 貫 井北 町

4―1－ １  

 東京 学 芸 大 学総 合 教 育科 学 系 特 別支 援 科 学講 座  

高 橋  智  研 究室  

TE L／ FAX 0 42 (3 29 )7 391  (研究 室 直 通 )  

調 査担 当 窓 口 ：内 藤 千 尋 (な い と う・ ち ひ ろ )  

c 0 7 3 1 2 0 n @ s t . u - g a k u g e i . a c . j p  

 

mailto:c073120n@st.u-gakugei.ac.jp
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資料 ２   

児 童自 立 支 援 施設 内 分 校・ 分 教 室 御中             

 

 「児童自立支援施設における発達障害児の実態と支

援に関する調査研究」ご協力のお願い  

 

向 寒の 候 、 益 々 ご 清 祥 のこ と と お 慶び 申 し 上げ ま す 。 また 突 然 にお 願

い の文 書 を 差 し上 げ ま すこ と を お 許し 下 さ い。  

さ て私 ど も の 研究 室 で は現 在 、「 児 童自 立 支 援施 設 に お ける 発 達 障害 児

の 実態 と 支 援 に関 す る 調査 研 究 」 とい う テ ーマ の も と に 調 査 を 進め て お

り ます 。 こ の 調査 で は 全国 の 児 童 自立 支 援 施設 に お か れて い る 分校 ・ 分

教 室教 職 員 の 方々 へ の 調査 を 通 し て、 児 童 自立 支 援 施 設 の 分 校 ・分 教 室

に 在学 し て い る発 達 障 害を 有 す る 子ど も が 抱え て い る 困難 ・ ニ ーズ 、 そ

れ に対 す る 支 援の 実 態 と課 題 に つ いて 検 討 する こ と を 目的 と し てい ま す。 

近 年、 発 達 障 害と 学 校 不適 応 や 被 虐待 、 非 行・ 触 法 と の関 係 が 注目 さ

れ て き て お り 、 児 童 自 立 支 援 施 設 に 入 所 す る 子 ど も の 中 に と く に

AD HD・ ア ス ペ ル ガ ― 症 候 群 な ど の 発 達 障 害 を 有 す る 子 ど も が 多 く 入 所

し てい る こ と が 諸 調 査 から も 明 ら かと な っ てき て お り ます 。 ま た学 校 教

育 の導 入 に 伴 い、 学 習 指導 に お い ても 発 達 障害 に か か わる 様 々 な困 難 が

顕 在化 し て い るこ と が 想定 さ れ 、 特別 支 援 教育 分 野 で もそ れ ら の問 題 に

取 り組 む 児 童 自立 支 援 施設 関 係 者 の調 査 報 告 や 実 践 研 究に 大 き な関 心 が

寄 せら れ て お りま す 。  

発 達障 害 が 非 行や 不 適 応、 施 設 の 入所 に 直 接結 び つ く わけ で は あり ま

せ んが 、 発 達 障害 に 応 じた 適 切 な 支援 を 十 分に 受 け ら れな い ま ま 、 無 理

解 ・放 置 ・ 養 育放 棄 ・ 暴力 虐 待 ・ いじ め 等 の劣 悪 な 環 境で 育 っ たこ と が

非 行や 施 設 入 所の 原 因 のひ と つ に なっ て い るこ と が 明 らか と な って き ま

し た。 ま た 発 達障 害 児 は施 設 退 所 後、 社 会 に適 応 で き ず非 行 ・ 触法 ・ 犯

罪 に至 る 可 能 性も 少 な くな い と 考 えら れ ま す。  

適 切な 支 援 方 法を 考 え てい く た め にも 、 発 達障 害 児 の 入所 実 態 と支 援

の 現状 を 明 ら かに す る こと が 必 要 と考 え て おり ま す 。 それ ゆ え に全 国 の
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児 童自 立 支 援 施設 に お かれ て い る 分校 ・ 分 教室 教 職 員 の方 々 に 、直 接 訪

問 して 貴 分 校 ・分 教 室 にお け る 発 達障 害 児 や特 別 な 配 慮を 有 す る児 童 生

徒 の実 態 や 支 援に つ い て イ ン タ ビ ュー 調 査 をさ せ て い ただ き た く、 こ の

よ うな 文 書 を 差し 上 げ た次 第 で す 。調 査 実 施の 諾 否 に つき ま し ては こ ち

ら から ご 連 絡 申し 上 げ 、ご 相 談 さ せて い た だき た く 存 じま す 。  

当 然の こ と な がら 本 調 査の 遂 行 の 際に は 、「 個人 情 報 保 護法 」お よび「 東

京 学芸 大 学 研 究倫 理 規 程」 を 遵 守 し、 個 人 情報 保 護 ・ デー タ 管 理に は 十

分 配慮 い た し ます 。 調 査結 果 は 統 計的 処 理 を行 う た め 、個 人 ・ 団体 が 特

定 され る こ と は決 し て ござ い ま せ ん。 調 査 結果 は 報 告 書と し て まと め 、

調 査に ご 協 力 くだ さ い まし た 皆 様 や関 係 各 機関 に 配 布 させ て い ただ く 予

定 です 。  

ご 多忙 の 折 、 調査 へ の ご協 力 を お 願い 申 し 上げ る こ と は誠 に 恐 縮で す

が 、本 調 査 の 趣旨 、 社 会的 意 義 を ご理 解 の 上、 ご 協 力 くだ さ い ます よ う

何 卒宜 し く お 願い 申 し 上げ ま す 。  

2010 年 11 月  24 日  

東 京学 芸 大 学 総合 教 育 科学 系 特 別 支援 科 学 講座  

教 授・ 博 士 (教育 学 )  髙 橋  智  

１ ．調査 名：「 児童 自 立 支援 施 設 に おけ る 発 達障 害 児 の 実態 と 支 援に 関 す

る 調査 研 究 」  

２ ．調 査 実 施 責任 者 ： 東京 学 芸 大 学総 合 教 育科 学 系 特 別支 援 科 学講 座 教

授 ・博 士 (教 育学 ) 髙 橋智  

３ ．調 査 目 的 ：児 童 自 立支 援 施 設 にお け る 発達 障 害 児 がど の よ うな 困 難

や ニー ズ を 抱 えて い る のか 、 そ し てど の よ うな 支 援 が 行わ

れ てい る の か を明 ら か にす る 。  

４ ．調 査 対 象 ：全 国 の 児童 自 立 支 援施 設 長 児童 自 立 支 援施 設 に おか れ て

い る分 校 ・ 分 教室 教 職 員  

５ ．調 査 方 法 ：面 接 法  

         本 依頼 状 送 付 後に ご 連 絡さ せ て い ただ き 、 調査 実 施

の 諾 否 に つ い てお 伺 い させ て い た だき ま す 。調 査 の 承 諾が

頂 けた 場 合 、 直接 分 校 ・分 教 室 に 訪問 さ せ てい た だ き 、お
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話 をお 伺 い し たい と 考 えて お り ま す。  

こ の調 査 に つ いて 何 か ご不 明 な 点 等ご ざ い まし た ら 下 記ま で ご 連絡 下

さ い。  

  お 問 い 合 わせ 先 ・ 返送 先 ： 〒 1 84 -85 01 東 京 都 小 金井 市 貫 井北 町

4―1－ １  

 東京 学 芸 大 学総 合 教 育科 学 系 特 別支 援 科 学講 座  

高 橋  智  研 究室  

TE L／ FAX 0 42 (3 29 )7 391  (研究 室 直 通 )  

調 査担 当 窓 口 ：内 藤 千 尋 (な い と う・ ち ひ ろ )  

c 0 7 3 1 2 0 n @ s t . u - g a k u g e i . a c . j p  

  

mailto:c073120n@st.u-gakugei.ac.jp
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資料 ３  

平 成  26 年 ３ 月１ ８ 日  

 

法 務 省 矯 正 局 少 年 矯 正

課 長  殿少 年 鑑 別 所 （ 分 所 ） 長  殿  

 

「発達障害やそれに類似する発達困難等の特

別な配慮を要する少年に対する少年鑑別所の

支援等に関する調査」研究に関するガイドライン

について 

 

総 括責 任 者  国 立 大 学 法 人 東 京 学 芸 大 学 総

合 教育 科 学 系  

特 別支 援 科

学 講座 教

授  髙

橋  智  

 

〒 184-8501 東 京都 小 金 井 市貫 井 北

町  4― 1－１ 東 京 学芸 大 学総 合 教 育

科 学系 特 別 支 援科 学 講 座  TEL／ FAX

  042(329)7391  (研 究
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室 直通 ) 

電 子 メ ー ル

 satoru@u-gakugei

.ac.jp 

 

私どもの研究室では現在、「少年非行・矯正教育分野における発達障害や

それに類似する発達困難の実態と支援に関する調査研究」に取り組んでお

り、児童自立支援施設などの児童福祉関係施設や矯正教育施設における調

査を進めております。昨年（ 2013 年 ）に は 少年 院 関 係 者の 皆 様 から の ご

協 力 の も と 「 少 年 院 に お け る 発 達 障 害 等 の 特 別 な 配 慮 を 要 す る 少 年 の

実 態と 支 援 に 関す る 調 査」 を 実 施 させ て い ただ き ま し た。  

今 回 の 調 査 で は 、 少 年 鑑 別 所 の 職 員 の 皆 様 を 対 象 と す る 「 発 達 障 害

や そ れ に 類 似 す る 発 達 困 難 等 の 特 別 な 配 慮 を 要 す る 少 年 に 対 す る 少 年

鑑 別 所 の 支 援 等 に 関 す る 調 査 」 を 新 た に 計 画 し て お り ま す 。 つ き ま し

て は 、 下 記 の 研 究 計 画 に つ き 、 ご 理 解 と ご 承 認 を 賜 り 、 し か る べ く ご

助 力い た だ き ます よ う 、お 願 い い たし ま す 。  

な お 、 調 査 ・ 研 究 は く れ ぐ れ も 問 題 が 起 き な い よ う 、 細 心 の 注 意 を

払 い な が ら 進 め て い く 所 存 で す 。 本 文 書 で は 、 下 記 の 通 り 、 調 査 ・ 研

究 の 目 的 ・ 方 法 ・ 内 容 ・ 取 得 デ ー タ の 管 理 ・ 保 管 ・ 発 表 方 法 ・ 廃 棄 ・

日 程等 に 関 す るガ イ ド ライ ン を 定 めま し た 。この ガ イ ド ライ ンは、私ど

もの責任や義務を明示しておくことで、貴局や調査対象施設、調査対象者

の方々に万一にもご迷惑をおかけしないようにするためのものです。  

よ ろし く お 願 いい た し ます 。  

記  

mailto:satoru@u-gakugei.ac.jp
mailto:satoru@u-gakugei.ac.jp


421 
 

＜ 調査 ・ 研 究 の背 景 と 目的 ＞  

近 年 、 発 達 障 害 や そ れ に 類 似 す る 発 達 困 難 と 学 校 不 適 応 や い じ め ・ 被

虐 待 、 非 行 ・ 触 法 と の 関 係 が 注 目 さ れ て き て お り 、 児 童 養 護 施 設 や 児

童 自 立 支 援 施 設 の み な ら ず 少 年 院 等 の 矯 正教 育施 設 に入 院す る子 ども

の中に  ADHD・ア スペ ル ガ ― 症 候 群 など の 発 達障 害 や そ れに 類 似 する 発

達 困 難 を 有 す る 子 ど も が 少 な か ら ず 入 院 し て い る こ と が 諸 調 査 か ら も

明 らか と な っ てき て お りま す 。  

法 務 省 矯 正 局 少 年 矯 正 課 と 東 京 学 芸 大 学 髙 橋 智 研 究 室 の 共 同 研 究 に

よ り 2013 年 に 実 施 し た 「 少 年 院 に お け る 発 達 障 害 等 の 特 別 な 配 慮 を

要 す る 少 年 の 実 態 と 支 援 に 関 す る 調 査 」 か ら は 、 少 年 院 に お い て 発 達

障 害 等 の 診 断 ・ 判 定 が つ い て い な い 場 合 や 非 行 性 の 面 か ら 医 療 少 年 院

や 特 殊 教 育 課 程 以 外 の 少 年 院 に 送 致 さ れ て い る 少 年 に も 、 多 様 な 発 達

の 遅 れ や 困 難 を 抱 え て い る 事 例 が 少 な く な い こ と が 明 ら か と な っ て お

り 、 特 別 支 援 教 育 ・ 発 達 支 援 に 関 す る 理 解 ・ 認 識 や 研 修 が 不 可 欠 で あ

る こ と や 、 特 別 支 援 学 校 ・ 発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 等 と の 実 践 的 交 流

の 必要 性 が 示 唆さ れ ま した 。  

と こ ろ で 、 発 達 障 害 や そ れ に 類 似 す る 発 達 困 難 が 非 行 や 不 適 応 、 施

設 の 入 院 に 直 接 結 び つ く わ け で は あ り ま せ ん が 、 発 達 障 害 や そ れ に 類

似 す る 発 達 困 難 に 応 じ た 適 切 な 支 援 を 十 分 に 受 け ら れ な い ま ま 、 無 理

解 ・ 放 置 ・ 養 育 放 棄 ・ 暴 力 虐 待 ・ い じ め 等 の 劣 悪 な 環 境 で 育 っ た こ と

が 非 行 の 原 因 の ひ と つ に な っ て い る こ と は 十 分 に 予 想 さ れ る と こ ろ で

す 。 ま た 、 こ れ ま で の 学 校 現 場 等 に お け る 実 情 を 見 ま す と 、 非 行 の 周

辺 領 域 に あ る 真 に 援 助 が 必 要 な 少 年 に 対 し て 、 必 ず し も 十 分 な 支 援 が
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行 き届 い て い ない 現 状 にあ る こ と もう か が える と こ ろ です 。  

こ う し た 現 状 を 鑑 み ま す と 、 非 行 ・ 犯 罪 の 周 辺 領 域 に お け る 発 達 障

害 や そ れ に 類 似 し た 発 達 困 難 を 有 し 、 特 別 な 配 慮 を 要 す る 少 年 の 社 会

的 自 立 等 に 向 け た 適 切 な 支 援 を 考 え て い く た め に は 、 少 年 鑑 別 所 の 鑑

別 や 観 護 処 遇 、 一 般 相 談 等 の 取 組 か ら 参 考 と な る 事 項 等 を 明 ら か に す

る こ と は 不 可 欠 で あ り 、 こ れ ら を と り ま と め た 上 、 社 会 に 情 報 発 信 す

る こと を 目 的 とし て 、 本調 査 を 準 備し て お りま す 。  

 

＜ 調査 ・ 研 究 期間 ＞ （ 予定 ）  

平 成  26 年 ４ 月～ 26 年 １ ２ 月ま で の ９ か 月間  

 

＜ 調査・研 究

者 ＞  調 査 ・

研 究責 任 者  

【 ※ 責 任 者】国 立 大 学 法人 東 京 学 芸大 学 総 合教 育 科 学 系

特 別 支 援 科 学 講 座 教 授 ・ 博 士 ( 教 育 学 )

 髙 橋  智  

調 査・ 研 究 グ ルー プ  

【 ※研 究 メ ン バー ： 実 際に デ ー タ を扱 う メ ンバ ー 】  

・ 東 京 学 芸 大 学 プ ロ ジ ェ ク ト 専 門 研 究 員 （ 2014 年 ４ 月 よ り 白 梅 学 園

大 学子 ど も 学 部助 教 ）  

（ 東 京 学 芸 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 修 士 課 程 修 了 、 修 士 （ 教 育 学 ））

 内 藤 千

尋  

・ 大阪 体 育 大 学健 康 福 祉学 部 専 任 講師  
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（ 東京 学 芸 大 学大 学 院 連合 学 校 教 育学 研 究 科博 士 課 程 修了 、博 士（ 教

育 学 ））田部絢子  
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＜調査の方法と内容＞ 

本調査では、少年鑑別所職員（法務技官、観護教官）（以下「職員」という。）に対する訪問

による面接法調査を実施する予定です。 

発達障害やそれに類似する発達困難等の特別な配慮を要する入所者の発達上の課題や生 活

上の困難を有する少年に対する今後の支援のあり方を検討することを目的として、少年 鑑別

所における鑑別や観護処遇、一般相談等の取組等についてお話をお伺いする予定です。調査方

法は以下の通りです。 

 
Ａ）施設職員調査 

・施設ごとに面接法調査実施の諾否についてお伺いし、調査の承諾が頂けた場合、調査

者が直接施設を訪問させていただき、お話をお伺いさせていただきます。 

・全国の少年鑑別所の法務技官および観護にあたる法務教官を対象に行います。 

・職員調査に応じる職員として、勤務経験の長い職員を１名程度ずつ、各少年鑑別所の

方で選任をお願いいたします。 

・調査時間の目安としては１名１時間程度として、実施いたします。 

・調査は、少年鑑別所側から指定された場所で行います。 

・一部の自由回答欄を除き、すべて量的なデータとして処理を行います。 

〔主な質問事項〕※別紙「『発達障害やそれに類似する発達困難等の特別な配慮を要する少年に対

する少年鑑別所の支援等に関する調査』質問内容」参照 

 
＜調査実施上の留意事項＞ 

職員調査面接の実施以外として、一般的な施設見学についても、併せてお願いいたします。

調査実施中に不測の事態等が発生し、調査を継続することが困難だと職員が判断した場合、

調査を中止することに応じます。 

 
＜データの管理・保管＞ 

データの管理・保管は、次のように行います。 

面接法調査実施結果は、髙橋智研究室の施錠できるキャビネットに厳重に保管し、第三者

の目に触れることのないようにいたします。電子データ等の保存・保管に当たっては， 当研

究室の責任において厳重に管理します。 

 
＜研究成果の公表方法＞ 

１）日本矯正教育学会、日本特殊教育学会、日本特別ニーズ教育学会等で学会報告をします。

また学会誌・大学紀要への寄稿等を予定しております。 

２）法務省矯正局少年矯正課との協議のもとに、共同研究として学会報告や論文執筆を行い

ます。そして、次のルールを定めます。 

①投稿以前の原稿の段階で、プライバシー保護への配慮や資料の出所の明示、明らかな事

実誤認など、法務省矯正局少年矯正課にチェックしていただくこととします。 
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②施設名は匿名化することを原則とします。 

③資料の出所の明示の仕方等については、次のようにします。「本研究で用いたデータは、法

務省矯正局少年矯正課との共同研究で実施した『発達障害やそれに類似する発達困 難等の特別な

配慮を要する少年に対する少年鑑別所の支援等に関する調査』によって 得られたものである。」 

④この研究経費は博報財団（公益財団法人博報児童教育振興会）からの研究助成を得

ているので、次の文章も付記します。 

「本研究は、博報財団（公益財団法人博報児童教育振興会）研究助成「発達に困難

を抱える非行少年の現状と特別支援教育の課題－少年院・少年鑑別所の職員調査を

通して－」の研究成果の一部である。」 

３）何らかの事情で調査・研究が中止になったとき 

個人情報を含んだ第一次データは、すべて慎重な手続きですみやかに廃棄します。 
 

＜具体的な調査日程案＞ 

平成 26 年４月～26 年１０月 

「発達障害やそれに類似する発達困難等の特別な配慮を要する少年に対する少年鑑

別所の支援等に関する調査」の実施 

平成 26 年１１月～１２月 

調査の整理・分析、研究成果報告書の作成 
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「発達障害やそれに類似する発達困難等の特別な配慮を要する少

年に対する少年鑑別所の支援等に関する調査」研究に係る協定

書 

 

 
「国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座髙橋智研究室」

による「発達障害やそれに類似する発達困難等の特別な配慮を要する少年に対 す

る少年鑑別所の支援等に関する調査」研究の実施について，法務省矯正局少 年矯

正課長 柿崎 伸二（以下「甲」という。）と「国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系

特別支援科学講座髙橋智研究室」総括責任者である東京学芸大学 教授 髙橋 智（以下

「乙」という。）は，調査・研究が適切に行われるよう，下記のとおり協定し，これを誠実

に履行するものとする。 

記 

１ 乙は，調査・研究に際し，少年鑑別所入所者（以下「入所者」という。） 及び少年

鑑別所職員（以下「職員」という。）の人権及び名誉の保全に最大限配慮するものと

する。 

２ 乙は，入所者，職員及び施設設備の撮影，録音及び録画を行わないものとする。 

３ 調査実施中に不測の事態等の発生により，職員が調査の中止を要請した場合は，乙

は速やかにこれに応ずるものとする。 

４ 乙は，「『発達障害やそれに類似する発達困難等の特別な配慮を要する少年に対する少年

鑑別所の支援等に関する調査』研究に関するガイドラインについて」（平成２６年３月１

８日付け）（以下「ガイドライン」という。）の範囲内で調査・研究を行うものとす

る。 

なお，調査・研究の開始後であっても，必要がある場合は，甲・乙の協議を経て

ガイドラインの内容を変更するものとする。 

５  乙は，調査において取得した情報，データの管理・保管・廃棄について， 

ガイドラインに基づき厳重に行うものとし，甲は，必要に応じてこれを確認す

るものとする。 

６  甲又は職員は，少年鑑別所の保有する入所者及び職員の個人情報について， 

乙にこれを提供しないものとする。 

７ 乙は，データの処理等について，アルバイトを含む第三者に取り扱わせる場合は，

事前にその第三者に情報の管理に係る念書を作成させ，甲に提出し許可を得るものとす

る。 

８  第３項により，乙が受けた損害については，甲は一切その責めを負わず， 

また，乙は損害賠償請求を行わないものとする。 
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９ 乙は，原則として，調査内容を当該研究目的以外に使用しないものとする。 

１０ 乙は，調査・研究を通じて知り得た情報について，当該研究と関係なく公表しよ

うとする場合は，必ず，事前に甲の了解を得なければならない。 

１１ 調査・研究の実施に当たり，入所者及び職員の人権保護，施設の管理運営その他

の見地から，不適当と認められる事項について，甲から是正の要請があった場合，

乙はこれに応じるものとする。 

１２ 乙は，甲が内部資料として調査・研究内容を利用する場合，これを認めるものと

する。 

１３ この協定書に定めのない事項については，甲・乙がその都度協議して定めるもの

とする。 

１４ この協定書は２部作成し，甲・乙双方が署名の上，各１通を所持するものとする。 

 

 
 

平成 26 年 3 月１８日 

 

 

甲 法務省矯正局少年矯正課長 柿 崎 伸 二 

 

 

 
乙 国立大学法人東京学芸大学総合教育科

学系特別支援科学講座髙橋智研究室 

総括責任者 東京学芸大学教授 髙 橋 智 
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少年鑑別所（分所）長 殿 
 

「発達障害やそれに類似する発達困難等の特別 
な配慮を要する少年に対する少年鑑別所の支援 

等に関する調査」質問内容 
 
 

東京学芸大学特別支援科学講座 髙橋智研究室 
 

本調査では、「発達障害やそれに類似する発達困難等の特別な配慮を要する少年に対する少年

鑑別所支援等」に関して、各少年鑑別所に訪問し、担当職員の方々への面接調査にて   実施し

たいと考えております。面接調査における質問内容は下記の通りです。 

なお、本調査の実施及び質問内容につきましては、法務省矯正局少年矯正課と協議済みです。 
 

記 
 

【法務技官】 

① 発達障害やそれに類似する発達困難等の特性の把握と、関係機関（少年院・保護観察所）へ

の情報伝達 

・一連の鑑別の手続の中で、発達障害やそれに類似する発達困難等の特性を把握するために

工夫や配慮をしていることについて、おうかがいします。また、障害特性を有する少年た

ちの資質面の特徴（発達上の課題等）、非行に至った背景事情として、どのようなことが認

められるのかをおうかがいします。 

・障害特性を有する少年について、関係機関（少年院、保護観察所）に情報を伝達する際（「鑑

別結果通知書」、「処遇指針票」等）、留意している事項についておうかがいします。 

・入所少年全体のうち、障害特性を有する少年の割合（概数）について、おうかがいします。 

② 地域社会における犯罪・非行防止に係る援助と関係機関との連携等 

・非行・犯罪の周辺領域にある、発達障害やそれに類似する発達困難等の特性を有する少年

に対して、少年鑑別所として、どのような支援が可能と考えられるか、おうかがいします。

また、現在実施している取組や今後取り組む予定についてもおうかがいします。 

・障害特性を有する少年の支援について、これまで少年鑑別所に依頼がある機関のほか，現

在，連携をしている関係機関，また、今後、連携を強化すべきと考えている機関について、

おうかがいします。 
  
 

【観護教官】 

少年鑑別所内での処遇における困難や支援等 

・発達障害やそれに類似する発達困難等の特性を有する少年は、少年鑑別所内の生  活等に

おいて、どのような困難・ニーズが観察されるかをおうかがいします。 

・発達障害やそれに類似する発達困難等の特性を有する少年を把握するために、日々の生活

の中で、留意している事項についておうかがいします。 

・障害特性に応じた対応内容や専門性の確保（研修等）はどのように行われているかをおう

かがいします。 
 

【法務技官、観護教官共通】 

・発達障害やそれに類似する発達困難を抱える少年の社会的自立等に向けて、少年鑑別所が

行う支援としては、今後、どのようなことが考えられるか、おうかがいします。 
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資料４ 

平成 25 年 1 月 28 日 
 

法務省矯正局少年矯正課長 殿 

少 年 院 （ 分 院 ） 長 殿 
 

「少年院における発達障害等の特別な配慮を要する少

年の実態と支援に関する調査」研究に関するガイドライ

ンについて 
 

総括責任者 国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系 

特別支援科学講座 

教授 髙橋 智 
 

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4―1－１ 

 東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座 

TEL／FAX 042(329)7391 (研究室直通) 

電子メール satoru@u-gakugei.ac.jp 
 
 

私どもの研究室では現在、「少年非行・矯正教育分野における発達障害児の実態と支援に関す

る調査研究」に取り組んでおり、児童自立支援施設などの児童福祉関係施設や矯正教育施設に

おける調査を進めております。 

今回の調査では全国の少年院の教官の皆様に対する、「少年院における発達障害等の特別な配

慮を要する少年の実態と支援に関する調査」を新たに計画しております。つきましては、下記

の研究計画につき、ご理解とご承認を賜り、しかるべくご助力いただきますよう、お願いいた

します。 

なお、調査・研究はくれぐれも問題が起きないよう、細心の注意を払いながら進めていく所

存です。本文書では、下記の通り、調査・研究の目的・方法・内容・取得データの管理・保管・

発表方法・廃棄・日程等に関するガイドラインを定めました。このガイドラインは、私どもの

責任や義務を明示しておくことで、貴局や調査対象施設、調査対象者の方々に万一にもご迷惑

をおかけしないようにするためのものです。 

よろしくお願いいたします。 

記 

＜調査・研究の背景と目的＞ 

 近年、発達障害と学校不適応やいじめ・被虐待、非行・触法との関係が注目されてきており、

児童養護施設や児童自立支援施設のみならず少年院に入院する子どもの中に ADHD・アスペル

ガ―症候群などの発達障害を有する子どもが少なからず入院していることが諸調査からも明ら

かとなってきております。 

少年院におきましても「処遇や指導が入りにくい少年」の存在が注目され、彼らに対する処

遇の困難さや個別的対応の必要性が報告され始めております。彼らが少年院出院後の自立や社

会適応に向けた具体的スキルの獲得を行う過程での困難も予想されます。発達障害が非行や不

適応、施設の入院に直接結びつくわけではありませんが、発達障害に応じた適切な支援を十分

に受けられないまま、無理解・放置・養育放棄・暴力虐待・いじめ等の劣悪な環境で育ったこ

とが非行や少年院入院の原因のひとつになっていることは十分に予想されます。また出院後に

社会に適応できず、再非行に至る可能性も少なくないと考えられます。 

今後、彼らの社会的自立に向けた適切な支援方法を考えていくためにも、発達障害等の特別

な配慮を要する少年の入院実態と支援の現状を明らかにすることは不可欠であり、それらを明

らかにするために本調査を準備しております。 
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＜調査・研究期間＞（予定） 

平成 25 年２月～25 年 3 月までの２ヶ月間 
  

＜調査・研究者＞ 

調査・研究責任者 

【※責任者】国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座 

教授・博士(教育学)  髙橋 智 

調査・研究グループ 

【※研究メンバー：実際にデータを扱うメンバー】 

      東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程 内藤千尋 

      東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程 田部絢子 

      白梅学園大学子ども学部助教・博士(教育学) 石川衣紀 

      神奈川県立綾瀬西高校主幹教諭 竹本弥生 

 

＜調査の方法と内容＞ 

 本調査では、少年院職員（法務教官）（以下「職員」という。）に対する訪問による面接法調

査を実施する予定です。今後の支援のあり方の課題を明らかにしていくことを目的として、少

年院における発達障害等の特別な配慮を要する入院者の困難の実態と支援についてお話をお伺

いする予定です。調査方法は以下の通りです。 
 

Ａ）施設職員調査 

・施設ごとに面接法調査実施の諾否についてお伺いし、調査の承諾が頂けた場合、調査者

が直接施設を訪問させていただき、お話をお伺いさせていただきます。 

 ・全国の少年院の教育部門に所属する職員を対象に行います。 

・職員調査に応じる職員として、寮での勤務経験の長い職員を１名程度、各少年院の方で

選任をお願いいたします。 

・調査時間の目安としては１時間程度として、実施いたします。 

・調査は、少年院側から指定された場所で行います。 

  ・一部の自由回答欄を除き、すべて量的なデータとして処理を行います。 

 〔主な質問事項〕※別紙「『少年院における発達障害等の特別な配慮を要する少年の実態と支

援に関する調査』質問内容」参照 
 

＜調査実施上の留意事項＞ 

 職員調査面接の実施以外として、一般的な施設見学についても、併せてお願いいたします。 

 調査実施中に不測の事態等が発生し、調査を継続することが困難だと職員が判断した場合、

調査を中止することに応じます。 
 

＜データの管理・保管＞ 

 データの管理・保管は、次のように行います。 

面接法調査実施結果は、高橋研究室の施錠できるキャビネットに厳重に保管し、第三者の目

に触れることのないようにいたします。電子データ等の保存・保管に当たっては，当研究室の

責任において厳重に管理します。 
  

＜研究成果の公表方法＞ 

１）日本特殊教育学会、日本教育学会等で学会報告をします。また学会誌・大学紀要への寄稿

等を予定しております。 

２）法務省矯正局少年矯正課との協議のもとに、共同研究として学会報告や論文執筆を行いま

す。そして、次のルールを定めます。 

① 投稿以前の原稿の段階で、法務省矯正局少年矯正課にチェックしていただく。ただし、

チェックは、原則、プライバシー保護への配慮や資料の出所の明示、明らかな事実誤認な
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ど、形式的に問題がないかという点にとどめる。 

② 施設名は匿名化することを原則とする。 

 ③ 資料の出所の明示の仕方等については、次のようにする。「本研究で用いたデータは、法

務省矯正局少年矯正課との共同研究で実施した『少年院における発達障害等の特別な配慮

を要する少年の実態と支援に関する調査』によって得られたものである。」 

 ④ この研究経費は東京学芸大学からの研究助成を得ているので、次の文章も付記する。 

「本研究は、東京学芸大学連合学校教育学研究科平成 24 年度広域科学教科教育学研究経費 

「発達障害の視点から見た非行少年の自立支援に関する研究―児童自立支援施設・少年 

院・自立援助ホーム等の調査を中心に―」の研究成果の一部である。」 

３）何らかの事情で調査・研究が中止になったとき 

個人情報を含んだ第一次データは、すべて慎重な手続きですみやかに廃棄する。 
 

＜具体的な調査日程案＞ 

 平成 25 年 2 月～25 年 3 月 

「少年院における発達障害等の特別な配慮を要する少年の実態と支援に関する調査」の実

施 

平成 25 年 3 月 調査の整理・分析、研究成果報告書の作成 
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「少年院における発達障害等の特別な配慮を要する少年の実態と 

支援に関する調査」研究に係る協定書 
 
 

「国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座髙橋智研究室」による「少年

院における発達障害等の特別な配慮を要する少年の実態と支援に関する調査」研究の実施につ

いて，法務省矯正局少年矯正課長 柿崎 伸二（以下「甲」という。）と「国立大学法人東京学芸

大学総合教育科学系特別支援科学講座髙橋智研究室」総括責任者である東京学芸大学教授 髙橋 

智（以下「乙」という。）は，調査・研究が適切に行われるよう，下記のとおり協定し，これを

誠実に履行するものとする。 

記 

１ 乙は，調査・研究に際し，少年院在院者（以下「在院者」という。）及び少年院職員（以下

「職員」という。）の人権及び名誉の保全に最大限配慮するものとする。 

２ 乙は，在院者，職員及び施設設備の撮影，録音及び録画を行わないものとする。 

３ 調査実施中に不測の事態等の発生により，職員が調査の中止を要請した場合は，乙は速や

かにこれに応ずるものとする。 

４ 乙は，「『少年院における発達障害等の特別な配慮を要する少年の実態と支援に関する調査』

研究に関するガイドラインについて」（平成 25 年１月 28 日付け）の範囲内で調査・研究を行

うものとする。 

なお，調査・研究の開始後であっても，必要がある場合は，甲・乙の協議を経てガイドラ

インの内容を変更するものとする。 

５ 乙は，調査において取得した情報，データの管理・保管・廃棄について，ガイドラインに

基づき厳重に行うものとし，甲は，必要に応じてこれを確認するものとする。 

６ 甲又は職員は，少年院の保有する在院者及び職員の個人情報について，乙にこれを提供し

ないものとする。  

７ 乙は，データの処理等について，アルバイトを含む第三者に取り扱わせる場合は，事前に

その第三者に情報の管理に係る念書を作成させ，甲に提出し許可を得るものとする。 

８ 第３項により，乙が受けた損害については，甲は一切その責めを負わず，また，乙は損害

賠償請求を行わないものとする。 

９ 乙は，原則として，調査内容を当該研究目的以外に使用しないものとする。 

１ ０ 乙は，調査・研究を通じて知り得た情報について，当該研究と関係なく公表しようとする

場合は，必ず，事前に甲の了解を得なければならない。 

１ １ 調査・研究の実施に当たり，在院者及び職員の人権保護，施設の管理運営その他の見地か

ら，不適当と認められる事項について，甲から是正の要請があった場合，乙はこれに応じ

るものとする。 

１ ２ 乙は，甲が内部資料として調査・研究内容を利用する場合，これを認めるものとする。 

１ ３ この協定書に定めのない事項については，甲・乙がその都度協議して定めるものとする。 

１ ４ この協定書は２部作成し，甲・乙双方が署名の上，各１通を所持するものとする。 
 
 

平成 25 年１月 28 日 
 
 

        甲 法務省矯正局少年矯正課長 柿 崎 伸 二 
 
 

  乙 国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座髙橋智研究

室 

総括責任者 東京学芸大学教授 髙 橋   智 
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「少年院における発達障害等の特別な配慮を要する
少年の実態と支援に関する調査」質問内容 

 

 少年院（分院）長 殿 

 

東京学芸大学特別支援科学講座 髙橋智研究室 

 
本調査では、「少年院における発達障害等の特別な配慮を要する少年の実態と支援」に関して、

各少年院に訪問し、担当職員の方々への面接調査にて実施したいと考えております。面接調査

における質問内容は下記の通りです。 

 

記 

 

①生活習慣における困難に関するエピソードと支援内容（こだわりからやるべき行動がとれな

い、切り替えられない、具体的な指示でないと動けない等） 
 

②寮生や教官との対人関係の困難に関するエピソードと支援内容（自己中心的、相手の気持ち

が考えられない、相手との適切な距離がとれない等） 
 

③学習指導、職業補導、特別活動、日記指導等を行う上での困難に関するエピソードと支援内

容（集中力が続かない、視覚的な情報がないと指示が伝わらない、他人事のようにしか書け

ない等） 
 

④問題群別指導（非行態様別指導等を含む。）や被害者の視点を取り入れた教育等を行う上で対

応に苦慮した内容と指導の工夫（独特な考え方・ルールを持っており指導を理解できない、

自分と重ね合わせて考えることができない等） 
 

⑤対象少年に対して在院中に行う関係機関との具体的な連携内容（発達障害者支援センター等

の専門機関、医療機関、自立援助ホーム、地域生活定着支援センター等） 
 

⑥出院準備教育過程における出院後の生活や就労・進学を想定した具体的な指導内容（スモー

ルステップによる自立訓練、トラブル時の具体的な対処方法等） 
 

⑦出院後に見られる困難やトラブルのエピソードとアフターケアの内容 
  

⑧発達障害等の特別な配慮を要する少年が自立や社会復帰をしていく上で今後必要となる処遇

や支援の課題 
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資料５ 

平成 28年７月  日 

●●少年院 院長殿 

 

「発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇の現状と発達支援の

課題に関する調査・研究」ガイドライン 
 

 

統括責任者 国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系教授 

一般社団法人日本特殊教育学会副理事長 

博士(教育学) 髙橋 智 
 

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4―1－１ 

 東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座 

TEL／FAX 042(329)7391 (研究室直通) 

電子メール satoru@u-gakugei.ac.jp 
 
私ども研究・調査者は，「発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇の現状と発達支援

の課題に関する調査・研究」にあたっては，法令を順守し，●●少年院の在院者の人権を擁護

し，その更生の妨げとならないよう細心の注意を払いながら進めていく所存です。そのために，

本文書では，（1）調査・研究の背景と目的，（2）調査・研究期間，（3）調査・研究者，（4）調

査内容のポイント，（5）調査の対象，（6）保護者及び少年本人に説明し同意を得る方法，（7）

調査の方法，（8）取得データの管理・保管・破棄，（9）研究成果の公表方法，（10）具体的な調

査日程案に関するガイドラインを定め，私ども研究・調査者の責任や義務を明示いたしました。 

 

１．調査研究の背景と目的 

 私どもの研究室では、これまで「少年非行・矯正教育における発達障害等の発達困難を

有する少年の実態と発達支援に関する実証的研究」に取り組み、日本の児童養護施設・児

童自立支援施設・自立援助ホーム等や少年院・少年鑑別所、およびスウェーデン・フィン

ランドの少年院や児童自立支援施設に相当する機関への調査研究を進めてきました。 

 2013 年以降は法務省矯正局少年矯正課の研究協力をいただきながら、「少年院における

発達障害等の特別な配慮を要する少年の実態と支援に関する調査」「少年鑑別所における発

達障害等の発達困難を有する少年の実態と支援に関する調査」を実施させていただきまし

た。 

全国の少年院・少年鑑別所における発達障害等の発達困難を有する少年の実態と支援に

関する調査研究からは、「発達障害等の発達困難を有する少年と非行の関係」は決して直接

的でなく、貧困・劣悪な家庭環境・養護問題、虐待・ネグレクト、愛着障害、いじめ・体

罰等の二次的障害として非行に至る可能性が示されました。 

また、発達障害等の発達困難を有する少年にとっては、就労・社会的自立までに、学校・

教育機関で教科学習や対人関係、基本的生活スキル等について、多様な集団活動やインタ

ーンシップの経験を通して身につけていくことが不可欠です。そのために、少年院等の出

院後の重要な進路として、高校・高等特別支援学校（特別支援学校高等部）・専修学校高等

課程等の後期中等教育あるいは継続教育・職業教育・高等教育（専修学校専門課程、職業

訓練校、職業能力開発校、短大・大学）への進学が望まれ、受入先の確保を始め、教育・

支援の機会をいかに保障していくのかが焦眉の課題とされました。 

非行・犯罪の周辺領域にいる発達障害等の発達困難を有する青少年の再非行防止・社会
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的自立と彼らの成長・発達に向けた支援を構築していくためには、矯正施設・保護観察所・

更生保護施設と家庭・学校・地域等の関係機関による連携のもと、本人の困難・ニーズを

ふまえた継続的な支援が不可欠です。この点において、例えば北欧諸国では本人・当事者

の声・ニーズを丁寧に聴きながら処遇・支援が行なわれております。 

本研究では、支援教育課程が設置されている少年院における発達上の課題を有する少年

への調査を通して、少年院における発達上の課題を有する少年の現状、矯正教育が少年の

発達に与える効果・影響、今後の少年院における発達支援の課題を検討することを目的と

しております。 
 

２．調査研究期間 

2016（平成 28）年７月～2017（平成 29）年 3 月（予定、変更可能性有り） 

 

３．調査・研究者 

【責任者】 

髙橋智：東京学芸大学総合教育科学系教授、博士(教育学)  

【共同研究者：実際にデータを扱うメンバー】 

・内藤千尋：白梅学園大学子ども学部助教 

・田部絢子：大阪体育大学教育学部准教授、博士（教育学） 
 

４．調査内容のポイント 

発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇の現状と発達支援の課題に関し，在院者及

び法務教官に対する半構造化面接法調査の実施を予定しております。 

 主な調査内容は，在院者について，①入所以前の生活，②施設での生活，③今後の希望・

将来の夢，また，法務教官について，①少年の成長・発達の変化，②発達障害等発達困難

を有する少年の処遇における工夫・配慮内容，③家族や地域（学校・職場等）への支援内

容，④発達障害等の発達困難を有する少年への少年院での処遇に対する今後の課題を想定

しております。 
 

５．調査の対象 

●●少年院に在院中の矯正教育課程が支援教育課程Ⅲに指定された在院者のうち２級又は１

級の処遇の段階にあるものであり，本調査に当たって本人の同意が得られた（調査時に未成年

の在院者については，当該在院者の保護者の同意が得られた場合に限る。）在院者及びこれらの

在院者の矯正教育等にあたる法務教官を調査対象とします。具体的には，平成２８年 7 月●日

に●●少年院に在院し，支援教育課程Ⅲに指定されている全在院者をランダムに二群に分け，

一方の群の在院者を対象に同意を得る手続を進め，同意を得られた在院者を対象とし，目標面

接実施数としては，約３０人と設定します。また，面接した在院者の個別担任の法務教官を対

象とします。 

 

６．在院者（未成年の在院者に係る当該在院者の保護者を含む。）に説明し同意を得る方法 

在院者の同意は，●●少年院の職員から本調査・研究に関する説明を行ってもらった上で，

本人の自由意思によることとし，事前に書面により得ることとします。調査時に未成年の在院

者に係る当該在院者の保護者の同意についても，職員による説明を除き同様とします。書面は

●●少年院から送付してもらいます。また，在院者については，面接調査開始に当たり，再度

同意の有無を確認し，その時点で同意が得られなければ面接調査は行いません。 

なお，在院者等に対し，調査に参加しない場合でも在院者本人が少年院での生活上不利益を

受けることはないこと，一旦同意した場合でも不利益を受けることなくいつでもこれを撤回で

きることも，書面での説明に当たり，付言しておきます。 

保護者から，たとえば，書面の内容を超えての極めて詳細な説明を求められた場合などは，

同意が得られないものと解します。 
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７．調査の方法 

調査方法は以下の通りです。 

・調査者が直接施設を訪問し、お話をおうかがいさせていただきます。 

・調査時間の目安は１名１回につき３０分程度です。●●少年院の処遇スケジュールや少

年の状況に応じて調査時間を調整いたします。 

・調査は●●少年院の職員から指定された場所で行います。 

・個人等が特定されることのないよう、情報のとりまとめに十分注意いたします。 

・可能な場合には各寮での集会場面等を参観し、集団での様子や支援状況を観察させてい

ただきます。 
 

＜調査実施上の留意事項＞ 

調査実施中に不測の事態等が発生し、調査を継続することが困難だと●●少年院の職員

が判断した場合、調査を中止することに応じます。 
 

８．取得データの管理，保管及び破棄 

 データの管理・保管は、次のように行います。面接法調査実施結果及び解析結果は、

東京学芸大学髙橋智研究室の施錠できるキャビネットに厳重に保管し、第三者の目に触れ

ることのないようにいたします。電子データ等の保存・保管に当たっては，それぞれパス

ワードを設定したファイルに記録し，記録を保存した CD-R を東京学芸大学髙橋智研究室にお

いて鍵の掛かるキャビネットに保管いたします。当研究室の責任において厳重に管理します。 
データ入力にあたって，本研究のための研究補助者の協力を得ることがありますが，その際

には研究補助者にも守秘義務を課し，また，研究代表者が必ず立ち会い，データの紛失等の事

故が生じないよう，厳重に管理をいたします。 

面接法調査実施結果，データ及び解析結果は，研究終了後，東京学芸大学髙橋智研究室に

おいて厳重に保管し，５年が経過した後に粉砕破棄いたします。何らかの事情で調査・研究

が中止になった場合，個人情報を含んだ第一次データは、すべて慎重な手続きですみやか

に粉砕廃棄します。 

 在院者等の同意を示した書面は，●●少年院において管理，保管及び破棄をお願いいたしま

す。 
 

9.研究成果の公表方法 

１）日本矯正教育学会、日本特殊教育学会、日本特別ニーズ教育学会、日本教育学会等で

学会報告をします。また学会誌・大学紀要への寄稿等を予定しております。 

２）学会報告や論文執筆に際して、次のルールを定めます。 

①投稿以前の原稿の段階で、プライバシー保護への配慮や資料の出所の明示、明らかな

事実誤認などについて、茨城農芸学院にチェックしていただくこととします。 

②施設名は匿名化することを原則とします。 

10. 具体的な調査日程案 

2016 年（平成 28）7 月～2016（平成 29）年 12 月 

「発達障害等の発達困難を有する非行少年に対する矯正教育の現状と発達支援の課題に

関する調査」の実施 

2017（平成 29）年 1 月～2017（平成 29）年 3 月 

調査の整理・分析、研究成果報告書の作成 
 

＜研究経費＞ 

本研究は、以下に採択された各種の研究助成等の一部で実施する予定です。 

・公益財団法人三菱財団「第 46 回（平成 27 年度）社会福祉事業助成金」（研究代表：髙橋

智） 
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・公益財団法人ユニベール財団「2015 年度研究助成」（研究代表：髙橋智） 

・公益財団法人マツダ財団「第 31 回（2015 年度）マツダ研究助成－青少年健全育成関係

－」（研究代表：内藤千尋） 

・公益財団法人みずほ福祉助成財団「平成 27 年度社会福祉助成金」（研究代表：内藤千尋） 

・白梅学園大学「教育・福祉研究センター2016 年度研究助成金」（研究代表：内藤千尋） 
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「発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇の現状と発達支援の課題に関す

る調査・研究」に係る協定書 
 

 

 「発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇の現状と発達支援の課題に関する調査・

研究」の調査・研究者による●●少年院在院者を対象とした面接調査・研究について，●●少

年院長小山定明（以下「甲」という。）と同調査・研究者の総括責任者である東京学芸大学総合

教育科学系教授髙橋智（以下「乙」という。）は，調査・研究が適切に行われるよう，下記のと

おり協定し，これを誠実に履行するものとする。 

 

記 

 

１．乙は，調査・研究に際し，調査対象者である在院者の人権及び名誉の保全に最大限配慮す

るものとする。 

２．甲において突発事故等が発生し，甲において調査・研究の一部又は全部の中止を要請した

場合は，乙は速やかにこれに応じるものとする。 

３．乙は，平成２８年７月○日付け「発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇の現状

と発達支援の課題に関する調査・研究」のガイドライン（以下「ガイドライン」という。）

に沿って調査・研究を行うものとする。ガイドラインについては，調査・研究開始後であっ

ても，必要がある場合には，甲及び乙の間の協議を経て変更するものとする。 

４．甲の保有する在院者の個人情報のうち，乙が調査・研究のために利用する情報について，

甲は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）第 8 条第

2 項第 4 号の規定に基づき提供する。ただし，情報提供の範囲は，本調査・研究の対象とな

る在院者に関する事項であって，甲が調査・研究のために必要と認める情報に限るものとす

る。情報の提供は，原則として書面にて行う。 

５．乙又はガイドラインに記された調査・研究者がガイドラインに違反した場合，甲は乙に対

し，即時調査・研究の中止を要請することができる。 

６．第２項又は前項により，乙が受けた損害については，甲は一切その責めを負わず，また，

乙は損害賠償請求を行わないものとする。 

７．乙は，調査において取得した情報を，当該研究目的以外には使用しないものとする。 

８．調査・研究内容について，被収容者の人権保護及びその他の見地から，不適当と認められ

る場合について，甲から是正の要請があった事項については，乙はこれに応じるものとする。 

９．調査・研究の内容を，甲が内部資料として利用する場合は，乙はこれを認めるものとする。 

10．この協定に定めのない事項については，その都度協議するものとする。 

11．この協定書は 2 部作成し，甲，乙それぞれ 1 通を所持するものとする。 

 

 平成２８年７月○日 

 

 甲  ●●院長   

 

   「発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇の現状と発達支援の課題に関する調

査・研究」調査・研究統括責任者 

 乙  東京学芸大学総合教育科学系教授 髙橋智 
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資料６ 

 「自立援助ホームにおける発達障害等の特別な配
慮を要する入所者の実態と支援に関する調査」質問

項目 
 

東京学芸大学特別支援科学講座 髙橋智研究室 
 

本調査では以下の質問項目を中心に、自立援助ホームにおける発達障害等特別な配慮を有す

る入所者の実態と支援に関してお話をお伺いさせて頂きたいと考えております。各質問に対す

る具体的な選択肢を参考に、貴ホームに入所する発達障害等特別な配慮を有する入所者の具体

的エピソードもお答えいただけますようよろしくお願い申し上げます。 
 

【Ａ．貴施設の概要】 

1. ご回答いただく方 ①ホーム長  ②その他(職名：       ) 

 

2. ホーム名  (                  ) 所在地(      )都・道・

府・県 

 

3. 貴施設の現在の入所者数    名(男子：   名、女子：    名)、定員(   名) 

  

4. 専門職員の配置はなされていますか。 

   ①カウンセラー・心理士 (常勤・非常勤 )  ②看護師  ③いない  ④その他
(       ) 
 

5. 貴施設の職員は発達障害に関する知識・理解をお持ちですか。 

   ①ほとんど全員持っている ②半数ぐらい持っている ③ほとんど持っていない ④わ

からない 
 

【Ｂ．発達障害等の特別な配慮を有する入所者の状況】 

 以下の設問には、主に発達障害と境界域など支援の必要な入所者を対象にお答えください。 
 

6. 貴施設の 2011 年度入所者のなかで、発達障害の診断を受けている入所者はいましたか。 

   ①いる(     )人  ②いない   ③わからない 
 

   ⇒障害の判定・診断名がわかる場合、のべ人数をお答えください。 

 ADHD 知的障害 LD アスペルガー症候

群 

広汎性発達障

害 

その他 

人数       

      

7. 発達障害の診断は無いが、発達障害の疑いがあるもしくは特別な配慮を有する入所者は

いましたか。 

   ①いる(     )人  ②いない   ③わからない 
 

8. 6、7 に該当する入所者の、自立援助ホーム入所以前の生活の場をお答えください。 

①一般家庭(  )人 ②児童養護施設(  )人 ③児童自立支援施設(  )人 ④里親

(  )人 ⑤少年鑑別所(  )人 ⑥少年院(  )人 
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9. 6、7 に該当する入所者の、義務教育段階での学級をお答えください。 

①通常学級 ②通級による指導 ③特別支援学級 ④特別支援学校 

 

【Ｃ．生活面における困難と支援状況】 

10. 施設内での困難や対応に苦慮したこと、またそれらに対する支援はどのように行われて

いますか。 

  <生活習慣> 

  ①こだわりからやるべき行動がとれない、切り替えられない ②支度に時間がかかる ③

整理整頓ができない ④活動を順序立てて行うことが難しい ⑤朝起きてこない(睡眠の

リズムが作れない)  ⑥具体的な指示でないと動けない ⑦集団の中で皆と同じように動

けない ⑧順番を待つことが出来ない ⑨不注意でなくし物をすることが多い ⑩洗濯物

をきちんと干すことが出来ない ⑪特に目立った困難は無い ⑫その他 
 

<金銭管理> 

  ①後先考えずにすぐに使ってしまう ②人に頼まれて断れずに多額のお金を貸してしまう 

③うまく使い分けられないので職員と一緒に用途ごとにお金を分ける練習をしている ④

その他 
 

<対人関係・暴言暴力でのトラブル> 

  ①自己中心的、相手の気持ちが考えられない ②相手との適切な物理的距離が取れない 

③相手の言動(言葉の意味)が理解できない ④含みのある言葉や嫌みを言われても分から

ず、言葉通りに受けとめてしまうことがある ⑤周りの人が困惑するようなことも、配慮

しないで言ってしまう ⑥言葉で説明することが難しい ⑦ささいなことでカッとなって

しまう ⑧過剰に被害的・差別的に受け取る ⑨情緒的な面での訴えが響かない ⑩わか

らない時に相手や職員に聞けない ⑪威圧的な態度やちょっかい等、不適切な方法で関係

を持とうとする ⑫特定の人に執着する ⑬集団のなかに入っていけない  ⑭｢誰が何

を言った｣という細かいポイントでトラブルになる ⑮他の入所者からのいじめやからか

いの対象になりやすい ⑯些細なことでカッとなって手が出てしまう ⑰注意に対して暴

言を吐く ⑱パニックになって暴れる ⑲自傷行為が頻繁にある ⑳万引きをしてしまう 

○21恐喝行為をしてしまう ○22非行内容に対する反省の言葉や態度が見られない ○23そこ

までひどい暴言や暴力は無い 
 

<異性とのトラブル> 

  ①異性に対して衝動的に行動してしまう ②特定の人や物に執着して行動する ③自分を

傷つけるような行為、行動や被害を受け入れてしまう 
  

<その他> 

⑥フラッシュバックによるメンタル的症状 ⑦無免許運転の対応 ⑧薬物依存 ⑨援助交

際の問題  
 

11. 過去の暴言暴力や非行内容について、何か特別な指導を行っておりますか。 

①している(            ) ②特にしていない 

 

【D．就労に関する困難と支援状況】 

12. 就職先が決まるまでの困難としてどのようなことがありますか。 

  ① 求 人 雑 誌 の 見 方 が 分 か ら な い  ② 履 歴 書 が 書 け な い  ③ そ の 他
(             ) 
 

13. 就職先を見つける中で貴施設ではどのような支援を行っていますか。 

  ①履歴書等の書き方を教える ②ハローワーク等への同行支援 ③面接練習 ④就労に関

する資格取得を支援する 
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14. 就職先での入所者のトラブルはどのようなことがありますか。またそれらに対する支援

はどのように行われておりますか。 

  <対人関係でのトラブル> 

  ①挨拶が出来ない ②上司に対する話し方が不適切 ③すぐにカットなってしまう ④ミ

スをしても謝ることが出来ない ⑤同僚とすぐにトラブルを起こす 
  

  <仕事内容におけるトラブル> 

  ①作業内容が理解できない ②作業に集中できず、すぐに休憩してしまう。 ③与えられ

た仕事を最後まで終えることが出来ない ④同時にいくつもの作業が出来ない ⑤急なシ

フトの変更などに対応できない ⑥日によって変わる仕事に対処できない ⑦機械をすばや

く使いこなせない ⑧無断で欠勤する 
  
15. 就労に影響を与えることを理由として、貴ホームでは高卒認定資格の取得を本人に勧めてお

りますか。 

①すすめている ②特に勧めていない ③取得を反対している 

 

16. 就労に影響を与えることを理由として、貴ホームでは自動車の運転免許の取得を本人に勧め

ておりますか。 

①すすめている ②特に勧めていない ③取得を反対している 

 

17. 就労に影響を与えることを理由として、貴ホームでは障害者手帳の取得を本人に勧めて

おりますか。 

①すすめている ②特に勧めていない ③取得を反対している 

 

【E．退所後の困難とアフターケア】 

18. 貴施設を退所するにあたり、退所後を想定した支援はどのようなことを行っていますか。 

  ①スモールステップによる退所・自立訓練 ②金銭管理を教える ③トラブル時の対処方

法について伝える ④異性との交際に関する話をする ⑤退所後頼れる機関の紹介 ⑥関

係機関とつなげておく(医療・福祉) ⑦保護者や関係機関等と話をして環境調整をする。

⑧本人や保護者に対する障害告知や障害受容を促す ⑨障害の有無によって特別なことは

していない ⑩その他 
 

19．退所後のアフターケアはどのようなことを行っておりますか。 

  ①定期的に連絡を取る ②場合に応じて会いに行く ③施設に呼んで再度一緒に生活をし、

きちんとやっていく振り返りをさせる。 ④関係機関と連絡を取る ⑤保護者からの相談

に乗る ⑥そこまで手が回らない ⑦その他 
 

【F．関係機関や地域との連携】 

20．貴施設に入所前に対象児に関する情報提供や連携を行っていますか(複数回答可) 

  ①児童養護施設 ②児童自立支援施設 ③児童相談所 ④矯正教育施設(少年鑑別所・少年

院) ⑤発達障害者支援センター等の専門機関 ⑥医療機関 

  ⇒ 具 体 的 な 内 容 
(                                 ) 
 

21．貴施設に入所中に対象児に関する情報提供や連携を行っていますか(複数回答可) 

  ①児童養護施設 ②児童自立支援施設 ③児童相談所 ④矯正教育施設(少年鑑別所・少年

院) ⑤発達障害者支援センター等の専門機関 ⑥医療機関 ⑦地域住民 ⑧就職先 

  ⇒ 具 体 的 な 内 容 
(                                 ) 
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22．貴施設を退所後、対象児への支援も含めて関係機関との連携を行っていますか(複数回答

可) 

  ①児童養護施設 ②児童自立支援施設 ③児童相談所 ④矯正教育施設(少年鑑別所・少年

院) ⑤発達障害者支援センター等の専門機関 ⑥医療機関 ⑦地域住民 ⑧就職先 

  ⇒ 具 体 的 な 内 容 
(                                 ) 
 

【G．今後必要とされる支援】 

 23．発達障害等を有する入所者が自立をしていく上で今後必要となる自立援助ホームの支援

や課題はどのようなことがありますか 
                                             
 
 
 
 

 本調査へのご協力、まことにありがとうございました。深く感謝申し上げます。 
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資料７ 

平成 28年  月  日 

保護観察所長 殿 

更生保護施設長 殿 

自立準備ホーム長 殿 

保護司 殿 

 

「発達障害等の発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行の 

実態と支援に関する調査－全国の保護観察官・更生保護施設職員・ 

自立準備ホーム職員・保護司調査を通してー」ガイドライン 
 

統括責任者 国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系教授 

一般社団法人日本特殊教育学会副理事長 

博士(教育学) 髙橋 智 
 

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4―1－１ 

 東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座 

TEL／FAX 042(329)7391 (研究室直通) 

電子メール satoru@u-gakugei.ac.jp 
 

１．調査・研究の背景と目的 

 私どもの研究室では、これまで「少年非行・矯正教育における発達障害等の発達困難を

有する少年の実態と発達支援に関する実証的研究」に取り組み、児童自立支援施設・自立

援助ホーム等の児童福祉関係施設や、少年院や少年鑑別所への調査研究を進めてきました。 

 2013 年以降、法務省矯正局少年矯正課との共同研究として「少年院における発達障害等

の特別な配慮を要する少年の実態と支援に関する調査」および「少年鑑別所における発達

障害等の発達困難を有する少年の実態と支援に関する調査」を実施させていただきました。 

少年院および少年鑑別所における発達障害等の発達困難を有する少年の実態と支援に関

する調査研究からは、「発達障害等の発達困難を有する少年と非行の関係」は決して直接的

でなく、貧困・劣悪な家庭環境・養護問題、虐待・ネグレクト、愛着障害、いじめ・体罰

等の二次的障害として非行に至る可能性が示されました。 

また、発達障害等の発達困難を有する少年にとっては、就労・社会的自立までに、学校・

教育機関で教科学習や対人関係、基本的生活スキル等について、多様な集団活動やインタ

ーンシップの経験を通して身につけていくことが不可欠です。そのために、少年院等の出

院後の重要な進路として、高校・高等特別支援学校（特別支援学校高等部）・専修学校高等

課程等の後期中等教育あるいは継続教育・職業教育・高等教育（専修学校専門課程、職業

訓練校、職業能力開発校、短大・大学）への進学が望まれ、受入先の確保を始め、教育・

支援の機会をいかに保障していくのかが焦眉の課題とされました。 

青少年の非行・再犯防止では、保護観察所・保護司や少年院・少年鑑別所での取り組み

のほか、学校や警察・青少年サポートセンター、児童相談所等が連携を図り、見守り・居

場所作りや不良集団からの離脱等を支援しております。近年では保護司に向けての発達障

害等に関する研修も開催されるなど、現代の子どもの発達面により着目した支援が重視さ

れてきていることが推察されます。 

非行・犯罪の周辺領域にいる発達障害等の発達困難を有する青少年の再非行防止・社会
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的自立と彼らの成長・発達に向けた支援を構築していくためには、矯正施設・保護観察所・

更生保護施設と家庭・学校・地域等の関係機関による連携のもと、本人の「声・ニーズ」

を大切にした継続的な支援が不可欠です。 

 そのため本研究では、法務省保護局のご後援・ご協力のもと、全国の保護観察所職員・

更生保護施設職員・自立準備ホーム職員・保護司への調査を通して、発達障害等の発達困

難を有する非行少年が社会的自立・地域移行をするうえで抱える困難・ニーズの実態を明

らかにし、社会的自立・地域移行、再非行防止に向けた課題をふまえて社会に情報発信す

ることを目的としております。 
 

２．調査の方法と内容 

本調査では、保護観察所職員・更生保護施設職員・自立準備ホーム職員・保護司（以下

「職員」という。）に対する訪問による面接法調査の実施を予定しております。 

発達障害等の発達困難を有する非行少年の発達支援・社会的自立・地域移行と再非行防

止に向けた今後の支援のあり方を検討することを目的として、発達障害等の発達困難を有

する非行少年の社会的自立・地域移行において抱える困難・ニーズの実態や具体的な支援

のあり方についてうかがう予定です。 

なお、本調査内容にかかわる「発達障害等の発達困難を有する非行少年」とは、20 歳代

の若年者を含む発達障害や軽度知的障害の診断を有する少年のほか、発達障害・軽度知的

障害が疑われる、あるいは発達困難が認められる少年を指しております。 
 

調査方法は以下の通りです。 

・各保護観察所に面接法調査実施の諾否について電話でおうかがいし、調査の承諾が頂け

た場合、調査者が直接、保護観察所・更生保護施設・自立準備ホーム・保護司宅（又は

面接可能な場所）等を訪問し、お話をおうかがいさせていただきます。 

・調査の対象は全国の保護観察所職員・更生保護施設職員・自立準備ホーム職員・保護司

で、保護観察所を通じて承諾が頂けた方です。 

・調査時間の目安は１名１時間程度です。 

・調査は調査回答者から指定された場所で行います。 

・すべて量的なデータとして統計的処理を行いますので、施設や個人等が特定されること

はありません。 
 

＜主な質問事項＞ 詳細は別紙参照 

・生活環境の調整（特別調整含む）における困難・ニーズ 

・発達困難を有する保護観察処分少年および少年院仮退院者等の困難・ニーズと支援状況 

・関係機関連携（矯正施設、保護観察所、更生保護施設、自立準備ホーム、保護司、学校・ 

地域、地域生活定着支援センター、その他の関係機関等）の具体的な内容 

・発達障害等の発達困難を有する少年への社会的自立・地域移行の支援の課題 
 

＜調査・研究期間＞ 

2016（平成 28）年 7 月～2018（平成 30）年 3 月（予定、変更可能性有り） 
 

＜調査・研究者＞ 

【責任者】 

髙橋智：東京学芸大学総合教育科学系教授  

【共同研究者】 

・内藤千尋：白梅学園大学子ども学部助教 

・田部絢子：大阪体育大学教育学部准教授 

【研究協力者】 
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・林和治：日本矯正教育学会会長、元法務省矯正研修所長・矯正局少年矯正課長 
 

＜後援・協力＞ 

・法務省保護局 
 

＜調査実施上の留意事項＞ 

職員調査面接の実施以外として、見学可能な更生保護施設、自立準備ホームでは、施設

見学も併せてお願いいたします。調査実施中に不測の事態等が発生し、調査を継続するこ

とが困難だと職員が判断した場合、調査を中止することに応じます。 
 

＜データの管理・保管＞ 

データの管理・保管は、次のように行います。面接法調査実施結果は、東京学芸大学髙

橋智研究室の施錠できるキャビネットに厳重に保管し、第三者の目に触れることのないよ

うにいたします。電子データ等の保存・保管に当たっては，当研究室の責任において厳重

に管理します。 
 

＜研究成果の公表方法＞ 

１）日本更生保護学会、日本矯正教育学会、日本特殊教育学会、日本特別ニーズ教育学会

等で学会報告をします。また学会誌・大学紀要への寄稿等を予定しております。 

２）学会報告や論文執筆に際して、次のルールを定めます。 

①投稿以前の原稿の段階で、プライバシー保護への配慮や資料の出所の明示、明らかな事

実誤認などについて、法務省保護局にチェックしていただくこととします。 

②施設名は匿名化することを原則とします。 

③資料の出所の明示の仕方等については、次のようにします。「本研究で用いたデータは、

法 

務省保護局の後援・協力により実施した『発達障害等の発達困難を有する非行少年の社

会的自立・地域移行の実態と支援に関する調査－全国の保護観察官・更生保護施設職員・

自立準備ホーム職員・保護司調査を通して－』によって得られたものである。」 

３）何らかの事情で調査・研究が中止になったとき個人情報を含んだ第一次データは、す

べ 

て慎重な手続きのもとにすみやかに廃棄します。 
 

＜具体的な調査日程案＞ 

2016 年（平成 28）7 月～2017（平成 29）年 10 月 

「発達障害等の発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行の実態と支援に関す

る調査－全国の保護観察官・更生保護施設職員・自立準備ホーム職員・保護司調査を通

して－」の実施 

2017（平成 29）年 10 月～2018（平成 30）年 3 月 

調査の整理・分析、研究成果報告書の作成 
 

＜研究経費＞ 

本研究は、以下に採択された各種の研究助成等の一部で実施する予定です。 

・公益財団法人三菱財団「第 46 回（平成 27 年度）社会福祉事業助成金」（研究代表：髙橋

智） 

・公益財団法人ユニベール財団「2015 年度研究助成」（研究代表：髙橋智） 

・公益財団法人日本科学協会「平成 27 年度笹川科学研究助成」（研究代表：内藤千尋） 

・公益財団法人マツダ財団「第 31 回（2015 年度）マツダ研究助成－青少年健全育成関係

－」（研究代表：内藤千尋） 

・公益財団法人みずほ福祉助成財団「平成 27 年度社会福祉助成金」（研究代表：内藤千尋） 
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平成 28年 月 日 

保護観察所長 殿 

 

「発達障害等の発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行の実

態と支援に関する調査－全国の保護観察官・更生保護施設職員・自立準備

ホーム職員・保護司調査を通してー」質問内容 

 

保護観察所職員対象 

 

統括責任者 国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系教授 

一般社団法人日本特殊教育学会副理事長 

博士(教育学) 髙橋 智 

 
本調査では、発達障害等の発達困難を有する非行少年の発達支援・社会的自立・地域移行と

再非行防止に向けた今後の支援のあり方を検討することを目的としております。発達障害等の

発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行において抱える困難・ニーズの実態や具体

的な支援のあり方に関して、保護観察所を訪問し、担当職員の方々への面接調査にて実施した

いと考えております。面接調査における質問内容は下記の通りです。 

なお、本調査の実施におけるガイドライン及び質問内容につきましては、法務省保護局と協

議済みです。 

 

記 

本調査内容にかかわる「発達障害等の発達困難を有する非行少年」とは、20 歳代の若年者

を含む発達障害や軽度知的障害の診断を有する少年のほか、発達障害・軽度知的障害が疑

われる、あるいは発達困難が認められる少年（例：不注意・注意転動が著しい、強いこだ

わりがあり活動に参加できない、予定の変更に対応できない、身体の不器用さが顕著であ

る、字義通りに受け取り文脈から読み取ることができない等）を指しております。回答者

の方（あるいは所属施設）がこれまで関わってこられた発達障害等の発達困難を有する少年の

特徴・事例や支援内容をご回答いただけましたら幸いです。 

 

＜主な質問事項＞ 

①生活環境（特別調整含む）の調整における困難・ニーズ 

 ・生活環境の調整に関する一連の手続きを行うにあたり、調整に関わる情報の収集・伝

達方法や配慮されていることや課題についておうかがいします。 

  例）本人のより具体的な困難・ニーズを把握する、手帳や福祉サービスの情報を伝え

る 等 
 

②発達困難を有する保護観察処分少年および少年院仮退院者等（20 歳代の保護観察対象者

を含む）の困難・ニーズと支援状況 

 ・発達障害等の発達困難を有する少年が、保護観察期間中に地域で生活をしていくなか

で、どのような困難・ニーズが観察されるかをおうかがいします。 

  例）学校や職場で対人面のトラブルがある、基本的な生活スキルが身についていない、 
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    金銭管理ができない、本人自身が困っていることに気付いていない 等 

・発達障害等の発達困難を有する少年の困難・ニーズを把握するために、少年との関わ

りのなかで留意している事項についておうかがいします。 

 例）困難さについて具体的に丁寧に聞き取る、話す内容だけでなく、やりとり・コミ

ュニケーションや態度についても丁寧にみていく、面会の回数や時間を工夫する 

等 

・発達障害等の特性に応じた対応内容や専門性の確保（研修等）はどのように行われて

いるのかをおうかがいします。 

 例）外部研修、医師や特別支援学校教員との事例検討会実施 等 
 

③関係機関連携（矯正施設、更生保護施設、自立準備ホーム、保護司、学校・地域、地域

生 

活定着支援センター、その他の関係機関等）の具体的な内容 

 ・障害特性を有する少年の支援にあたり連携をとった関係機関およびその内容、連携上

の問題点および課題と、今後、連携を強化すべきと考えている機関についておうかが

いします。 
 

④発達障害等の発達困難を有する少年への社会的自立・地域移行の支援の課題 

 ・発達障害等の発達困難を有する少年の社会的自立等に向けて、保護観察所が行う支援

として、今後どのようなことが考えられるかについておうかがいします。 
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平成 28年 月 日 

保護司 殿 

 

「発達障害等の発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行の実

態と支援に関する調査－全国の保護観察官・更生保護施設職員・自立準備

ホーム職員・保護司調査を通してー」質問内容 

 

保護司対象 

 

統括責任者 国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系教授 

一般社団法人日本特殊教育学会副理事長 

博士(教育学) 髙橋 智 

 
本調査では、発達障害等の発達困難を有する非行少年の発達支援・社会的自立・地域移行と

再非行防止に向けた今後の支援のあり方を検討することを目的としております。発達障害等の

発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行において抱える困難・ニーズの実態や具体

的な支援のあり方に関して、保護司の皆様への面接調査にて実施したいと考えております。面

接調査における質問内容は下記の通りです。 

なお、本調査の実施におけるガイドライン及び質問内容につきましては、法務省保護局と協

議済みです。 

 

記 

本調査内容にかかわる「発達障害等の発達困難を有する非行少年」とは、20 歳代の若年者

を含む発達障害や軽度知的障害の診断を有する少年のほか、発達障害・軽度知的障害が疑

われる、あるいは発達困難が認められる少年（例：不注意・注意転動が著しい、強いこだ

わりがあり活動に参加できない、予定の変更に対応できない、身体の不器用さが顕著であ

る、字義通りに受け取り文脈から読み取ることができない等）を指しております。回答者

の方がこれまで関わってこられた発達障害等の発達困難を有する少年の特徴・事例や支援内容

をご回答いただけましたら幸いです。 

 

＜主な質問事項＞ 

①生活環境（特別調整含む）の調整における困難・ニーズ 

 ・生活環境の調整に関する一連の手続きを行うにあたり、調整に関わる情報の収集・伝

達方法や配慮されていることや課題についておうかがいします。 

  例）本人のより具体的な困難・ニーズを把握する、手帳や福祉サービスの情報を伝え

る 等 
 

②発達困難を有する保護観察処分少年および少年院仮退院者等（20 歳代の保護観察対象者

を含む）の困難・ニーズと支援状況 

 ・発達障害等の発達困難を有する少年が、保護観察期間中に地域で生活をしていくなか

で、どのような困難・ニーズが観察されるかをおうかがいします。 

  例）学校や職場で対人面のトラブルがある、基本的な生活スキルが身についていない、

衝動的に行動する、字義通りに受け取る、金銭管理ができない、本人自身が困っ

ていることに気付いていない 等 

・発達障害等の発達困難を有する少年の困難・ニーズを把握するために、少年との関わ
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りのなかで留意している事項についておうかがいします。 

 例）困難さについて具体的に丁寧に聞き取る、話す内容だけでなく、やりとり・コミ

ュニケーションや態度についても丁寧にみていく、面会の回数や時間を工夫する 

等 

・発達障害等の特性に応じた対応内容や専門性の確保（研修等）はどのように行われて

いるのかをおうかがいします。 

 例）外部研修、医師や特別支援学校教員との事例検討会実施 等 
 

③関係機関連携（矯正施設・更生保護施設、学校・地域、関係機関等）の具体的な内容 

 ・障害特性を有する少年の支援にあたり連携をとった関係機関およびその内容、連携上

の問題点および課題と、今後、連携を強化すべきと考えている機関についておうかが

いします。 
 

④発達障害等の発達困難を有する少年への社会的自立・地域移行の支援の課題 

 ・発達障害等の発達困難を有する少年の社会的自立等に向けて、保護司が行う支援とし

て今後、どのようなことが考えられるのかについておうかがいします。 
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平成 28年 月 日 

更生保護施設長 殿 

自立準備ホーム長 殿 

 

「発達障害等の発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行の実

態と支援に関する調査－全国の保護観察官・更生保護施設職員・自立準備

ホーム職員・保護司調査を通してー」質問内容 

 

更生保護施設・自立準備ホーム職員対象 

 

統括責任者 国立大学法人東京学芸大学総合教育科学系教授 

一般社団法人日本特殊教育学会副理事長 

博士(教育学) 髙橋 智 

 
本調査では、発達障害等の発達困難を有する非行少年の発達支援・社会的自立・地域移行と

再非行防止に向けた今後の支援のあり方を検討することを目的としております。発達障害等の

発達困難を有する非行少年の社会的自立・地域移行において抱える困難・ニーズの実態や具体

的な支援のあり方に関して、更生保護施設及び自立準備ホームを訪問し、担当職員の方々への

面接調査にて実施したいと考えております。面接調査における質問内容は下記の通りです。 

なお、本調査の実施におけるガイドライン及び質問内容につきましては、法務省保護局と協

議済みです。 

 

記 

本調査内容にかかわる「発達障害等の発達困難を有する非行少年」とは、20 歳代の若年者

を含む発達障害や軽度知的障害の診断を有する少年のほか、発達障害・軽度知的障害が疑

われる、あるいは発達困難が認められる少年（例：不注意・注意転動が著しい、強いこだ

わりがあり活動に参加できない、予定の変更に対応できない、身体の不器用さが顕著であ

る、字義通りに受け取り文脈から読み取ることができない等）を指しております。回答者

の方（あるいは所属施設）がこれまで関わってこられた発達障害等の発達困難を有する少年の

特徴・事例や支援内容をご回答いただけましたら幸いです。 

 

＜主な質問事項＞ 

①生活環境（特別調整含む）の調整における困難・ニーズ 

 ・生活環境の調整に関する一連の手続きを行うにあたり、調整に関わる情報の収集・伝

達方法や配慮されていることや課題についておうかがいします。 

  例）本人のより具体的な困難・ニーズを把握する、手帳や福祉サービスの情報を伝え

る 等 
 

②発達困難を有する保護観察処分少年および少年院仮退院者等（20 歳代の保護観察対象者

を含む）の困難・ニーズと支援状況 

・発達障害等の発達困難を有する少年が、施設で生活をしていくなかで、どのような困

難・ニーズが観察されるかをおうかがいします。 

 例）行動する時に独特なこだわりがある、口頭での説明が理解できない、字義通りに

受け取る、対人面でのトラブルがある、身体の不器用さが目立つ 等 

・発達障害等の発達困難を有する少年の困難・ニーズを把握するために、少年との関わ
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りのなかで留意している事項についておうかがいします。 

 例）視覚提示やチェックリスト等を用いて、本人が理解しやすい方法を確認する 等 

・発達障害等の特性に応じた対応内容や専門性の確保（研修等）はどのように行われて

いるのかをおうかがいします。 

 例）外部研修、医師や特別支援学校教員との事例検討会実施 等 
 

③関係機関連携（矯正施設、保護観察所、保護司、学校・地域、地域生活定着支援センタ

ー、その他の関係機関等）の具体的な内容 

 ・発達障害等の特性を有する少年の支援にあたり連携をとった関係機関およびその内容、

連携上の問題点および課題と、今後、連携を強化すべきと考えている機関についてお

うかがいします。 

 ・発達障害等の特性を有する少年の支援について、その少年を担当している保護観察官

との連携内容、連携上の課題についておうかがいします。 
 

④発達障害等の発達困難を有する少年への社会的自立・地域移行の支援の課題 

 ・発達障害等の発達困難を有する少年の社会的自立等に向けて、更生保護施設・自立準

備ホームが行う支援としては、今後どのようなことが考えられるかについておうかが

いします。 
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0
2
8
7
－
4
3
－

0
5
7
3

？
？

？
平
成
１
２
年
度

・
矢
板
市
立
豊
田
小

学
校
分
教
室

・
矢
板
市
立
矢
板
中

学
校
沢
分
校

？
２
２
．
７
．
７

1
4
群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
学
園

県
立

〒
3
7
1
-
0
0
4
6

群
馬
県
前
橋
市
川
原
町

8
2
6

0
2
7
-
2
3
1
-

2
5
5
4

0
2
7
-
2
3
1
-

2
5
4
8

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.g
u
n
m

a.
jp
/
c
ts
/
P
o
rt
al
S
e
rv
le
t;

js
e
ss
io
n
id
=
6
0
4
7
9
4
D
D

1
4
5
B
0
2
1
6
9
5
1
8
0
F
4
8
4

9
0
E
B
4
9
8
?D
IS
P
L
A
Y
_I
D

=
D
IR
E
C
T
&
N
E
X
T
_D
IS
P

L
A
Y
_I
D
=
U
0
0
0
0
0
4
&
C
O

N
T
E
N
T
S
_I
D
=
3
9
5
5
2

？
定
員
6
0
名
(寮
4

つ
)

平
成
1
7
年

・
前
橋
市
立
荒
牧
小

学
校
　
　
・
南
橘
中
学

校
み
や
ま
分
校

・
教
員
1
1
名
で
学
習
指
導
を
行
う
。

・
算
数
数
学
は
習
熟
度
別
ク
ラ
ス
で
行
う
。

・
理
科
、
技
術
家
庭
、
体
育
に
関
し
て
は
複
数

の
教
員
を
配
置
し
て
指
導
を
行
う
。

２
２
．
７
．
８

1
5
埼
玉
県
立
埼
玉
学
園

県
立

〒
3
6
2
-
0
0
1
2

埼
玉
県
上
尾
市
上
尾
宿

2
0
9
6

0
4
4
-
7
7
1
-

0
0
5
6

0
4
4
-
7
7
0
-

1
0
5
4

？
定
員
1
2
0
名

？
？

？

1
6
千
葉
県
生
実
学
校

県
立

〒
2
8
0
-
0
8
1
3

千
葉
県
千
葉
市
中
央
区

生
実
町
1
0
0
1

0
4
4
-
2
6
3
-

4
7
3
1

0
4
3
-
2
6
4
-

5
8
3
1

？
？

定
員
7
0
名
(５
寮
）
昭
和
６
１
年
度

千
葉
市
立
星
久
喜

小
・
中
学
校

２
２
．
７
．
９

1
7
東
京
都
立
誠
明
学
園

県
立

〒
1
9
8
-
0
0
2
4

東
京
都
青
梅
市
新
町
3
-

7
2
-
1

0
4
2
8
-
3
1
-

6
1
4
6

0
4
2
8
-
3
1
-

6
1
4
3

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.fu
ku
sh
ih
o

ke
n
.m
e
tr
o
.t
o
ky
o
.jp
/
se
i

m
e
i/
in
de
x.
h
tm
l

？
定
員
1
5
4
名

平
成
１
３
年
度

・
東
村
山
市
立
東
村

山
第
三
中
学
校
萩
山

分
校

２
２
．
７
．
１

１

1
8
東
京
都
立
萩
山
実
務
学

校
県
立

〒
1
8
9
-
0
0
1
2

東
京
都
東
村
山
市
萩
山

町
1
-
3
7
-
1

0
4
2
-
3
4
1
-

6
0
1
1

0
4
2
-
3
4
4
-

0
9
1
1

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.fu
ku
sh
ih
o

ke
n
.m
e
tr
o
.t
o
ky
o
.jp
/
h
a

gi
ya
m
a/
in
de
x.
h
tm
l

２
２
．
７
．
１

１

1
9
神
奈
川
県
立
お
お
い
そ

学
園

県
立

〒
2
5
9
-
0
1
0
2

神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町

生
沢
5
2
7

0
4
6
3
-
7
1
-

0
5
9
0

0
4
6
3
-
7
2
-

6
0
9
2

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.k
an
ag

aw
a.
jp
/
so
si
ki
/
fu
ku
si
/
1

3
5
3
/
in
de
x.
h
tm
l

2
0
社
会
福
祉
法
人
幼
年
保

護
会
横
浜
家
庭
学
園

社
会

福
祉

法
人

(私
立
)

幼
年

保
護

会

〒
2
4
0
-
0
0
6
6

神
奈
川
県
横
浜
市
保

土
ヶ
谷
区
釜
台
町
1
8
-
1

0
4
5
-
3
3
1
-

5
8
8
4

0
4
5
-
3
3
1
-

5
0
1
3

定
員
5
0
名

2
1
横
浜
市
向
陽
学
園

市
立

〒
2
4
0
-
0
0
5
3

神
奈
川
県
横
浜
市
保

土
ヶ
谷
区
新
井
町
5
8
0

0
4
5
-
3
8
1
-

3
0
1
6

0
4
5
-
3
8
1
-

3
0
1
6

定
員
6
0
名

中
部
地
区

2
2
新
潟
県
新
潟
学
園

県
立

〒
9
5
0
-
2
1
7
1
　
新
潟
県

新
潟
市
五
十
嵐
三
の
町

9
9
5
2

0
2
5
-
2
6
2
-

2
0
7
5

0
2
5
-
2
6
2
-

2
5
5
8

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.n
iig
at

a.
lg
.jp
/
n
iig
at
ag
ak
u
e
n
/

交
替
制
勤

務
実
質
定
員
2
6
名

平
成
1
6
年

・
新
潟
市
立
内
野

小
・
中
学
校
希
望
が

丘
分
校

・
重
点
目
標
…
基
礎
学
力
の
定
着
と
キ
ャ
リ
ア

教
育
、
進
路
指
導
の
充
実
　
　
・
全
教
育
活
動

を
通
し
た
「
心
の
教
育
」
　
　
　
・
施
設
職
員
と

の
連
携
に
よ
る
基
本
的
生
活
習
慣
の
確
立

・
児
童
自
立
支
援
施
設
の
特
色
を
生
か
し
た

教
育
の
推
進

学
校
教
育
に
関
す
る
記
載

あ
り

２
２
．
７
．
１

１

2
3
富
山
県
立
富
山
学
園

県
立

〒
9
3
1
-
8
4
1
5
　
富
山
県

富
山
市
針
日
2
2
5

0
7
6
4
-
3
7
-

9
8
5
3

0
7
6
4
-
3
8
-

0
2
7
1

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.t
o
ya
m

a.
jp
/
br
an
c
h
e
s/
1
2
4
8
/

交
替
制
勤

務
+
夜
間
宿

直
体
制

8
0
名
？

平
成
1
0
年
？

県
に
「
検
討
会
」

が
設
置
さ
れ
る

？
・
個
々
の
学
力
に
応
じ
た
指
導

・
在
宅
児
の
支
援
活
動
有

り
２
２
．
７
．
１

２

2
4
石
川
県
立
児
童
生
活
指

導
セ
ン
タ
ー

県
立

〒
9
2
0
-
0
2
6
6
　
石
川
県

河
北
群
内
灘
町
大
根

0
7
6
-
2
8
6
-

3
2
3
5

0
7
6
-
2
8
6
-

3
2
3
5

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.i
sh
ik
a

w
a.
jp
/
jid
o
u
ss
c
/
in
de
x.
h

tm
l

夫
婦
小
舎

制
1
2
名
(平
成
2
0
年

現
在
)

昭
和
６
１
年
度

・
内
灘
町
立
内
灘
中

学
校
ハ
マ
ナ
ス
分
校

・
内
灘
町
立
大
根
布

東
小
学
校
ハ
マ
ナ
ス

分
校

・
個
々
の
学
力
に
応
じ
た
指
導

・
月
に
一
度
預
寮
で
自
主

的
自
立
的
な
活
動
を
行
っ

て
い
る

２
２
．
７
．
１

２

2
5
福
井
県
和
敬
学
園

県
立

〒
9
1
0
-
3
6
4
2
　
福
井
県

福
井
市
本
折
町
4
8
-
2

0
7
7
6
-
9
8
-

3
0
2
7

0
7
7
6
-
9
8
-

3
0
2
7

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.f
u
ku
i.j

p/
do
c
/
w
ak
e
i/
in
de
x.
h
t

m
l

？
男
子
寮
１
、
女
子

寮
１

？
？

・
学
校
教
育
に
準
じ
た
指
導
、
個
々
の
学
力

に
応
じ
た
指
導

２
２
．
７
．
１

２

2
6
山
梨
県
立
甲
陽
学
園

県
立

〒
4
0
0
-
1
5
0
5
　
山
梨
県

甲
府
市
中
畑
町
1
2
8
4

0
5
5
-
2
6
6
-

4
3
1
4

0
5
5
-
2
6
6
-

4
0
0
3

？
定
員
2
5
名
(男
子

寮
1
、
女
子
寮
1
、

個
別
支
援
寮
１
）

？
？

？

・
「
総
務
・
個
別
支
援
ス
タ
ッ

フ
」
と
「
自
立
支
援
課
」
に
わ

か
れ
て
い
る
　
・
高
尾
博

「
発
達
障
害
児
の
支
援
と

課
題
」
…
事
例
報
告

２
２
．
７
．
１

２
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2
7
長
野
県
波
田
学
院

県
立

〒
3
9
0
-
1
4
0
1
　
長
野
県

東
筑
摩
群
波
田
町
4
4
1
7
0
2
6
3
-
9
2
-

2
0
1
4

0
2
6
3
-
9
2
-

2
1
9
6

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
n
a
g
a
n

o
.jp
/
x
s
y
a
k
a
i/
h
a
ta
/
in
d

e
x
.h
tm

小
舎
交
替

制
男
子
寮
２
、
女
子

寮
１

平
成
1
2
年
よ
り

・
松
本
市
波
田
小
学

校
松
原
分
室

・
松
本
市
波
田
中
学

校
松
原
分
校

・
分
校
職
員
の
支
援
目
標
一
部
「
児
童
生
徒

の
状
況
を
受
容
し
、
そ
の
背
景
の
あ
る
も
の
を

よ
く
理
解
し
支
援
の
方
向
を
探
る
。
」
「
個
別
の

指
導
計
画
の
作
成
、
実
施
、
評
価
を
推
進
す

る
」

・
発
達
障
害
を
理
解
し
た
支
援

・
年
3
回
出
身
校
連
絡
会
を

開
い
て
い
る
(情
報
交
換
・

連
携
)　
　
　
　
　
　
・
自
立
支

援
計
画
表
あ
り
　
　
　
　
　
　
・

発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も

へ
の
配
慮
か
ら
日
記
で
は

な
く
生
活
チ
ェ
ッ
ク
表
へ

・
埋
橋
文
枝
「
児
童
自
立
支

援
施
設
に
お
け
る
年
長
児

支
援
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
」

２
２
．
７
．
１

２

2
8
岐
阜
県
立
わ
か
あ
ゆ
学

園
県
立

〒
5
0
1
-
0
5
1
5
　
岐
阜
県

0
5
8
5
-
3
2
-

2
2
4
0

0
5
8
5
-
3
2
-

2
2
4
0

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
g
if
u
.lg
.

jp
/
p
re
f/
s
2
2
3
1
2
/
w
a
k
a

a
y
u
.h
tm

通
勤
交
替

制
定
員
5
0
名

平
成
1
4
年
よ
り

・
大
野
小
、
中
学
校

分
校

・
読
み
書
き
計
算
と
学
習
の
習
慣
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
　
　
　
・
高
校
進
学
を
希
望
す
る
者
に

対
し
て
は
分
校
の
指
導
に
合
わ
せ
て
特
別
指

導
を
行
う

2
9
静
岡
県
立
三
方
原
学
園

県
立

〒
4
3
1
-
3
1
2
3
　
静
岡
県

浜
松
町
有
玉
西
町
8
1
6
0
5
3
-
4
7
2
-

2
2
8
1

0
5
3
-
4
7
4
-

4
0
2
5

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
s
h
iz
u

o
k
a
.jp
/
k
o
u
s
e
i/
k
o
-

8
3
0
/
in
d
e
x
.h
tm

小
舎
交
替

制
定
員
6
0
名
(男
子

寮
3
、
女
子
寮
２
)
平
成
1
2
年
よ
り

・
浜
松
市
立
有
玉
小

学
校
　
　
・
積
志
中
学

校
萩
原
分
校

・
基
本
は
学
年
単
位
の
学
級
編
成
で
、
必
要

に
応
じ
て
小
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
個
々
の
能
力

に
応
じ
た
指
導
を
行
う

出
路
孝
志
「
学
校
教
育
導

入
と
そ
の
後
」
…
職
員
と
教

員
の
連
携
体
制
等
に
つ
い

て

3
0
愛
知
県
愛
知
学
園

県
立

〒
4
8
0
-
0
3
0
4
　
愛
知
春

日
井
市
神
屋
町
7
1
3
-
1
0
5
6
8
-
8
8
-

0
1
7
4

0
5
6
8
-
8
8
-

0
1
6
2

？
？

？
？

？
？

3
1
名
古
屋
市
玉
野
川
学
園

市
立

〒
4
6
3
-
0
0
0
3
　
愛
知
県

名
古
屋
市
守
山
区
大
字

下
志
段
味
字
長
廻
間

2
2
8
0
-
1
2

0
5
2
-
7
3
6
-

2
3
6
9

0
5
2
-
7
3
6
-

1
6
3
6

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.c
it
y
.n
a
g
o
y

a
.jp
/
s
h
is
e
i/
o
rg
a
n
iz
a
ti
o

n
/
k
o
d
o
m
o
/
s
o
s
h
ik
i/
ik
u

s
e
i/
n
a
g
o
y
a
0
0
0
4
7
2
2
9
.

h
tm
l

？
？

？
？

？

3
2
三
重
県
立
国
児
学
園

県
立

〒
5
1
4
-
0
1
0
2
　
三
重
県

津
市
栗
真
町
屋
町
5
2
4
0
5
9
-
2
3
2
-

2
5
9
8

0
5
9
-
2
3
2
-

5
7
5
9

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
m
ie
.jp

/
M
O
V
IE
/
d
e
ta
il
.a
s
p
?
c
o

n
=
2
7
3

小
舎
夫
婦

制
？

平
成
１
２
年
度

・
津
市
立
栗
真
小
学

校
、
一
身
田
中
学
校

国
児
分
校

？
２
２
．
７
．
１

２

近
畿
地
区

3
3
滋
賀
県
立
淡
海
学
園

県
立

〒
5
2
8
-
0
2
3
5
　
滋
賀
県

甲
賀
氏
土
山
町
大
野

2
8
3
-
2
0

0
7
4
8
-
6
7
-

0
1
4
9

0
7
4
8
-
6
7
-

0
2
5
9

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
s
h
ig
a
.j

p
/
e
/
ta
n
k
a
i/
in
d
e
x
.h
tm
l

昭
和
6
1
年
度

・
大
野
小
学
校
、
土

山
中
学
校
か
ら
の
派

遣
教
員
に
よ
る
施
設

内
教
室

・
金
田
眞
宏
(分
教
室
教

頭
）
「
児
童
自
立
支
援
施
設

に
今
後
求
め
ら
れ
る
学
校

教
育
と
は
―
入
所
児
童
の

特
性
と
特
別
支
援
教
育
の

現
状
か
ら
―
」
…
特
別
支

援
教
育
に
つ
い
て

・
平
成
2
1
年
度
、
自
立
支

援
達
成
率
8
5
％

２
２
．
７
．
１

２

3
4
京
都
府
立
淇
陽
学
校

県
立

〒
6
2
2
-
0
0
4
2
　
京
都
府

南
丹
市
園
部
町
栄
町
3
-

7
1

0
7
7
1
-
6
2
-

0
0
6
2

0
7
7
1
-
6
2
-

0
0
9
2

？
小
舎
夫
婦

制
？

？
？

？

3
5
大
阪
府
立
修
徳
学
院

県
立

〒
5
8
2
-
0
0
1
5
　
大
阪
府

柏
原
市
高
井
田
8
0
9
-
1
0
7
2
9
-
7
8
-

6
0
8
3

0
7
2
9
-
7
6
-

2
1
0
3

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
o
s
a
k
a
.

jp
/
s
h
u
to
k
u
/
in
d
e
x
.h
tm
l
夫
婦
制
？

？
？

？
・
中
学
部
4
学
級
、
小
学
部
1
学
級

・
総
務
課
、
企
画
調
査
課
、

自
立
支
援
課
、
学
事
課
に

よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る

２
２
．
７
．
１

２

3
6
大
阪
市
立
阿
武
山
学
院

市
立

〒
5
6
9
ー
1
0
4
1
　
大
阪
府

高
槻
市
奈
佐
原
９
５
６

0
7
2
6
-
9
6
-

0
3
3
1

0
7
2
6
-
9
6
-

0
3
3
2

？
？

？
？

？
？

3
7
大
阪
府
立
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

県
立

〒
5
9
0
-
0
1
3
7
　
大
阪
府

堺
市
城
山
台
5
ー
1
-
5

0
7
2
-
2
9
5
-

8
1
0
1

0
7
2
-
2
9
5
-

8
2
0
6

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
o
s
a
k
a
.

jp
/
li
fe
-

s
u
p
p
o
rt
/
in
d
e
x
.h
tm
l

入
所
5
0
名
、
通
所

3
0
名

な
し
？

な
し

・
個
別
の
学
習
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、

基
礎
学
力
の
習
得
か
ら
各
種
検
定
試
験
の

受
験
準
備
ま
で
行
う
。
　
　
　
　
・
プ
リ
ン
ト
に
よ

る
個
別
学
習
が
ベ
ー
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

年
に
数
回
の
施
設
内
検
定
試
験
や
文
部
科

学
省
認
定
の
検
定
試
験
の
受
験

・
高
校
受
験
前
に
は
個
別
学
習
に
加
え
教

科
、
単
元
別
の
授
業
を
行
う

・
不
登
校
や
引
き
こ
も
り
の

高
校
生
年
齢
対
象

・
発
達
障
害
が
あ
る
場
合

…
「
集
団
生
活
に
大
き
な

支
障
が
な
け
れ
ば
利
用
可

能
。
し
か
し
障
害
の
程
度

や
内
容
に
よ
っ
て
は
他
の

施
設
が
い
い
場
合
も
」
と
の

記
載
あ
り

２
２
．
７
．
１

２

3
8
兵
庫
県
明
石
学
園

県
立

〒
6
7
4
ー
0
0
7
4
　
兵
庫
県

明
石
市
魚
住
町
清
水

2
7
4
4

0
7
8
-
9
4
2
-

1
5
7
2

0
7
8
-
9
4
1
-

1
2
6
4

？
？

昭
和
６
２
年
度

(小
）
　
　
昭
和
４

６
年
度
(中
）

・
明
石
市
立
清
水
小

学
校
分
教
室

・
明
石
市
立
魚
住
中

学
校
分
教
室

3
9
神
戸
市
立
若
葉
学
園

市
立

〒
6
5
5
-
0
0
0
1
　
兵
庫
県

神
戸
市
垂
水
区
多
聞
町

字
小
東
山
8
6
8
-
4
9

0
7
8
-
7
9
2
-

1
1
3
3

0
7
8
-
7
9
5
-

4
3
0
0

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.c
it
y
.k
o
b
e
.l

g
.jp
/
c
h
il
d
/
g
ro
w
/
n
e
tw
o

rk
/
w
a
k
a
b
a
-

g
a
k
u
e
n
/
in
d
e
x
_m
e
n
u
.h
t

m
l

小
舎
夫
婦

制

男
子
寮
3
、
女
子

寮
２
、
特
別
指
導

寮
1
　
(定
員
1
3
0

名
）

1
9
7
1
(昭
和
４

６
）
年
よ
り

分
教
室
あ
り

・
神
戸
市
立
小
東
山

小
学
校
分
教
室

・
神
戸
市
立
多
聞
東

中
学
校
分
教
室

・
分
教
室
制
に
よ
る
少
人
数
ク
ラ
ス
を
中
心
と

し
た
学
習

4
0
奈
良
県
立
精
華
学
院

県
立

〒
6
3
0
-
8
4
1
1
　
奈
良
県

奈
良
市
高
樋
町
１
７
２

0
7
4
2
-
6
2
-

9
2
0
7

0
7
4
2
-
6
2
-

3
5
7
2

？
？

？
？

4
1
和
歌
山
県
立
仙
渓
学
園

県
立

〒
6
4
9
-
6
4
3
5
　
和
歌
山

県
紀
ノ
川
氏
東
三
谷
9
0
0
0
7
3
6
-
7
7
-

3
1
7
2

0
7
3
6
-
7
7
-

4
7
4
0

？
？

平
成
１
２
年
度

・
打
田
町
立
打
田
中

学
校
仙
渓
分
校

中
国
・
四
国
地
区

4
2
鳥
取
県
立
喜
多
原
学
園

県
立

〒
6
8
9
ー
3
5
1
2
　
鳥
取
県

米
子
市
泉
7
0
6

0
8
5
9
-
2
7
-

1
1
0
1

0
8
5
9
-
2
7
-

1
6
1
1

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
to
tt
o
r

i.l
g
.jp
/
d
d
.a
s
p
x
?
m
e
n
u
id
=

8
7
8
1
6

？
定
員
3
6
名
(男
子

寮
2
4
名
、
女
子
寮

1
2
名
)

平
成
８
年
度

・
米
子
市
立
福
生
中

学
校
い
ず
み
分
校

・
米
子
市
立
福
生
東

小
学
校
分
教
室

・
寮
職
員
も
補
助
に
入
り
ほ
ぼ
マ
ン
ツ
ー
マ
ン

で
行
う
。
　
　
　
・
自
立
支
援
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
記

載
あ
り
(ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
方
法
)

・
入
所
児
童
に
よ
っ
て
障
害

児
学
級
の
設
置
あ
り

２
２
．
７
．
１

２

4
3
鳥
取
県
立
わ
か
た
け
学

園
県
立

〒
6
9
9
-
0
4
0
3
　
島
根
県

松
江
市
し
宍
道
町
西
来

待
1
3
0
0

0
8
5
2
-
6
6
-

0
0
5
3

0
8
5
2
-
6
6
-

1
0
3
1

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
s
h
im
a

n
e
.lg
.jp
/
w
a
k
a
ta
k
e
/

？
定
員
4
8
名
(３
寮
)
平
成
2
年
よ
り

・
宍
道
町
立
来
待
小

学
校
大
野
原
分
校

・
宍
道
町
立
宍
道
中

学
校
大
野
原
分
校

・
複
数
教
員
に
よ
る
授
業
や
習
熟
度
別
学
習

２
２
．
７
．
１

３

4
4
岡
山
県
立
成
徳
学
校

県
立

〒
7
0
3
-
8
2
8
2
　
岡
山
県

岡
山
市
中
区
平
井
2
-

2
5
7
2

0
8
6
-
2
7
2
-

1
2
6
8

0
8
6
-
2
7
2
-

0
2
0
5

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.p
re
f.
o
k
a
y
a

m
a
.jp
/
s
o
s
h
ik
i/
k
a
k
u
k
a
.

h
tm
l?
s
e
c
_s
e
c
1
=
1
9
5

小
舎
夫
婦

制
定
員
7
2
名
(1
寮

1
2
名
×
６
棟
)

平
成
2
1
年
よ
り

・
岡
山
市
立
緑
ヶ
丘

中
学
校

・
岡
山
市
立
平
井
小

学
校
分
教
室

・
児
童
の
学
力
や
習
熟
度
に
応
じ
た
個
別
指

導

・
軽
度
発
達
障
害
や
心
理

的
な
問
題
を
抱
え
る
児
童

に
対
し
て
…
委
託
精
神
科

医
師
に
よ
る
定
期
診
断
、

児
童
精
神
科
医
へ
の
受
信

及
び
治
療
を
行
う

２
２
．
７
．
１

３
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4
5
広
島
県
立
広
島
学
園

県
立

〒
7
3
9
-
0
1
5
1
　
広
島
県

広
島
市
八
本
松
町
原

1
0
8
4
4

0
8
2
4
-
2
9
-

0
3
5
1

0
8
2
4
-
2
9
-

2
0
2
0

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.c
it
y.
h
ir
o
sh

im
a.
jp
/
w
w
w
/
c
o
n
te
n
ts

/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/
1
1
1

1
2
2
0
0
1
9
7
4
9
/
in
de
x.
h
t

m
l

？
定
員
７
０
名

？
検
討
中
？

？
？

２
２
．
７
．
１

３

4
6
山
口
県
立
育
成
学
校

県
立

〒
7
5
3
-
0
2
1
4
　
山
口
県

山
口
市
大
内
御
堀
5
3
7
-

1

0
8
3
9
-
2
7
-

0
3
0
4

0
8
3
9
-
2
7
-

0
3
3
7

小
舎
制

定
員
９
０
名
(男
子

寮
３
、
女
子
寮
１
)
平
成
１
３
年
よ
り

・
山
口
市
立
大
内
中

学
校
氷
上
分
校

・
山
口
市
立
大
内
小

学
校
氷
上
分
教
室

？
２
２
．
７
．
１

３

4
7
徳
島
県
立
徳
島
学
院

県
立

〒
7
7
9
-
0
2
3
0
　
徳
島
県

鳴
門
市
大
麻
町
板
東
字

広
塚
3
5

0
8
8
-
6
8
9
-

1
1
2
1

0
8
8
-
6
8
9
-

1
1
2
2

h
tt
p:
/
/
w
w
w
1
.p
re
f.t
o
ku

sh
im
a.
jp
/
0
0
4
/
0
9
/
ga
ku

in
/

小
舎
夫
婦

制
１
寮
１
５
名

平
成
１
４
年
よ
り

・
大
麻
中
学
校
広
塚

分
校
　
　
・
鳴
門
市
坂

東
小
学
校
分
教
室

・
一
斉
指
導
、
習
熟
度
別
指
導
、
個
別
指
導
、

ド
リ
ル
学
習
な
ど
個
々
の
生
徒
の
実
態
や
学

習
内
容
に
応
じ
て
行
う
　
　
・
「
学
力
・
学
習
状

況
改
善
プ
ラ
ン
」
よ
り
…
学
習
状
況
と
し
て
、
著

し
く
集
中
力
が
欠
け
て
く
る
場
合
が
あ
る
、
学

習
中
外
部
の
刺
激
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
し

課
題
に
集
中
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
。

・
徳
島
学
院
指
導
課
「
学
校

導
入
後
の
児
童
自
立
支
援

施
設
　
学
校
と
施
設
の
連

携
そ
の
現
状
と
課
題
」

2
0
0
8
年
…

・
小
林
広
明
「
A
D
H
D
と
い
う

発
達
障
害
を
持
つ
K
を
担

当
し
て
」
2
0
0
5
年

２
２
．
７
．
１

３

4
8
香
川
県
立
斯
道
学
園

県
立

〒
7
6
0
-
0
0
0
4
　
香
川
県

高
松
市
西
宝
町
2
-
6
-
9
0
8
7
-
8
6
1
-

4
8
3
4

0
8
7
-
8
6
1
-

4
8
3
8

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.k
ag
aw

a.
jp
/
pu
bs
ys
/
c
gi
/
c
o
n
te

n
ts
_v
ie
w
.c
gi
?c
d=
5
6
0
3

交
替
勤
務

制
男
女
１
６
名

平
成
１
３
年
度

・
高
松
市
立
岐
阜
小

学
校
み
ね
や
ま
教
室

・
高
松
市
立
紫
雲
中

学
校
み
ね
や
ま
学
級

・
独
自
の
教
育
課
程

・
５
０
分
で
は
集
中
が
持
た
な
い
と
い
う
理
由

か
ら
４
０
分
授
業
を
行
っ
て
い
る

２
２
．
７
．
１

３

4
9
愛
媛
県
立
え
ひ
め
学
園

県
立

〒
7
9
2
-
0
8
5
6
　
愛
媛
県

新
居
浜
市
船
木
甲

2
9
7
1
-
1

0
8
9
7
-
4
1
-

7
6
0
1

0
8
9
7
-
4
1
-

7
6
0
2

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.e
h
im
e

.jp
/
0
4
0
h
o
ke
n
h
u
ku
sh
i/

0
4
0
jid
o
u
h
u
ku
sh
i/
ik
u
s

e
i/
ko
so
da
te
/
sh
is
e
ts
u

/
sh
is
e
ts
u
0
1
.h
tm

？
？

平
成
１
３
年
度

・
新
居
浜
市
立
船
木

小
学
校
わ
か
ば
分
教

室
　
　
　
　
　
・
新
居
浜

市
立
中
学
校
ひ
び
き

分
校

？
２
２
．
７
．
１

３

5
0
高
知
県
立
希
望
が
丘
学

園
県
立

〒
7
8
3
-
0
0
4
3
　
高
知
県

南
国
市
岡
豊
町
小
蓮

7
2
0

0
8
8
8
-
6
6
-

2
0
6
9

0
8
8
8
-
6
6
-

0
6
4
9

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.k
o
c
h
i.

lg
.jp
/
so
sh
ik
i/
0
6
0
4
0
2
/
通
勤
交
替

制

定
員
４
０
名
（
男

子
２
寮
、
女
子
１

寮
）

平
成
１
２
年
度

（
小
）
平
成
１
１

年
度
(中
）

・
南
国
市
立
間
豊
小

学
校
希
望
が
丘
分
校

・
南
国
市
立
北
陵
中

学
校
希
望
が
丘
分
校

・
個
に
応
じ
た
指
導

・
発
達
障
害
児
や
被
虐
待

児
の
増
加
に
よ
り
メ
ン
タ
ル

ケ
ア
の
必
要
性
増
加
…
教

育
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
や
精
神
科
委
託

医
に
よ
る
医
学
的
判
定
等

の
支
援
あ
り

２
２
．
７
．
１

３

九
州
地
区

5
1
福
岡
県
立
福
岡
学
園

県
立

〒
8
1
1
-
1
2
4
1
　
福
岡
県

筑
柴
郡
那
珂
川
町
後
野

2
7
9
-
2

0
9
2
-
9
5
2
-

2
6
2
1

0
9
2
-
9
5
2
-

2
6
2
2

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.f
u
ku
o

ka
.lg
.jp
/
so
sh
ik
i/
4
6
0
3
8

0
5
.h
tm
l

？
？

昭
和
４
１
年

・
那
珂
川
町
立
岩
戸

小
学
校
後
野
分
校

・
那
珂
川
町
立
那
珂

川
中
学
校
後
野
分
校

？
２
２
．
７
．
１

３

5
2
佐
賀
県
立
虹
の
松
原
学

園
県
立

〒
8
4
9
-
5
1
3
1
　
佐
賀
県

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎

2
1
3
7

0
9
5
5
-
5
6
-

6
6
5
4

0
9
5
5
-
5
6
-

6
6
1
4

？
？

？
？

？

5
3
長
崎
県
立
開
成
学
園

県
立

〒
8
5
0
-
0
9
9
6
　
長
崎
県

長
崎
市
平
山
台
2
-
3
4
-
1
0
9
5
-
8
7
8
-

4
0
8
1

0
9
5
-
8
7
8
-

8
6
1
3

？
？

？
？

？

5
4
熊
本
県
立
清
水
が
丘
学

園
県
立

〒
8
6
0
-
0
0
8
6
　
熊
本
県

熊
本
市
打
越
町
3
8
-
1

0
9
6
-
3
4
4
-

7
6
0
0

0
9
6
-
3
4
4
-

7
6
1
5

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.k
u
m
a

m
o
to
.jp
/
so
sh
ik
i/
1
5
1
/

si
m
iz
u
.h
tm
l

？
？

？
？

泉
廣
道
「
三
回
の
面
接
で

理
解
し
た
こ
と
」
…
心
理
療

法
担
当
に
よ
る
面
接
報
告

5
5
大
分
県
立
二
豊
学
園

県
立

〒
8
7
9
-
7
5
0
2
　
大
分
県

大
分
市
端
登
５

0
9
7
-
5
9
6
-

1
1
4
4

0
9
7
-
5
9
6
-

1
1
4
5

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.o
it
a.
jp

/
1
2
4
0
1
/

？
男
子
寮
２
、
女
子

寮
１

？
？

・
入
園
時
に
学
力
テ
ス
ト
を
行
い
授
業
内
容
を

決
定
す
る
。
　
　
・
高
校
受
験
希
望
者
へ
の
学

習
指
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
性
非
行
に

至
っ
た
児
童
が
多
い
こ
と
か
ら
性
教
育
を
実

施
　
・
数
学
、
英
語
に
関
し
て
は
習
熟
度
別
ク

ラ
ス
編
制
を
実
施

２
２
．
７
．
１

３

5
6
宮
崎
県
立
み
や
ざ
き
学

園
県
立

〒
8
8
5
-
1
1
0
5
　
宮
崎
県

都
城
市
丸
谷
町
３
８
８

0
9
8
6
-
3
6
-

0
3
9
3

0
9
8
6
-
3
6
-

0
3
9
4

？
？

？
？

？
２
２
．
７
．
１

３

5
7
鹿
児
島
県
立
若
駒
学
園

県
立

〒
8
9
9
-
4
4
6
1
　
鹿
児
島

県
霧
島
氏
国
分
上
之
段

２
５
２
８

0
9
9
5
-
4
8
-

2
4
2
4

0
9
9
5
-
4
8
-

2
1
7
6

h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.k
ag
o
s

h
im
a.
jp
/
so
sh
ik
i/
h
o
ke
n

/
de
sa
ki
/
w
ak
ak
o
m
a.
h
t

m
l

？
？

？
？

？
２
２
．
７
．
１

３

5
8
沖
縄
県
立
若
夏
学
園

県
立

〒
9
0
3
-
0
8
0
2
　
沖
縄
県

那
覇
市
首
里
大
名
町
3
-

1
1
2

0
9
8
-
8
8
5
-

5
4
5
3

0
9
8
-
8
8
6
-

6
1
4
4

？
？

平
成
１
４
年
度

（
小
）
　
　
　
　
平

成
１
３
年
度
(中
)

・
那
覇
市
立
大
名
小

学
校
若
夏
分
教
室

・
那
覇
市
立
城
北
中

学
校
若
夏
分
校

？
２
２
．
７
．
１

３
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